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 現在わが国で流通している化学物質は工業的に生産されているものだけで数万種に及ぶとい

われ、その用途・種類は多岐・多様にわたっていますが、その生産・使用・廃棄の仕方によっ

ては人の健康や生態系に影響を及ぼすおそれがあるものも数多くあります。また、これらの化

学物質の中には、大気、水、土壌等の複数の媒体を通じて、人間や他の生物が長期間にわたっ

て曝露されるものもあり、そのような化学物質の挙動や影響については未解明な部分が数多く

残されています。 

 これらの課題に的確に対応していくためには、化学物質が環境汚染を通じて人の健康や生態

系に与える影響を生じさせるおそれを「環境リスク」として捉え、その科学的な評価を着実に

進めるとともに、未然防止の観点からこれを総体的に低減させる必要があり、平成24年4月に閣

議決定された第四次環境基本計画においても、包括的な化学物質対策の確立と推進のための取

組として、科学的な環境リスク評価を効率的に推進すること等が施策の基本的な方向性として

示されているところです。 

 環境省（旧環境庁）では平成9年4月に環境リスク評価室を設置し、化学物質の環境リスク評

価に関する検討を進めてまいりました。平成14年3月にはその成果を「化学物質の環境リスク評

価 第１巻」としてとりまとめ、それ以降、これまでに第13巻まで順次とりまとめを行い、公表

してきました。 

 第13巻の公表以降、引き続き、環境省においては、数多くの研究者・専門家や国立研究開発

法人国立環境研究所の協力を得て、さらなる物質について環境リスク評価を実施してきました。

その成果が、平成27年12月に開催された中央環境審議会環境保健部会化学物質評価専門委員会

での審議を経て、「化学物質の環境リスク評価 第14巻」としてとりまとめられました。今回の

とりまとめにより、これまでに336物質（うち96物質は生態リスク初期評価のみを実施）の環境

リスク初期評価がとりまとめられたことになります。 

 今後、環境省では、平成21年度に改正された「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法

律」（化学物質審査規制法）におけるリスク評価等の進展を踏まえ、環境中に存在する幅広い

化学物質を対象として、化学物質審査規制法等の個別法の下でのリスク評価ではカバーできな

い物質や曝露経路を中心に、さらに内容の充実を図り、化学物質の環境安全性に関する重要な

知見を提供していきたいと考えております。 

 最後になりましたが、本誌に収録された調査、とりまとめにご協力いただいた多くの研究者、

専門家をはじめとした全ての関係の皆様に深く感謝の意を表するとともに、本誌が関係各位に

活用され我が国の化学物質対策に大いに役立つものとなることを念願いたします。 

 

平成28年3月 

 

環境省環境保健部環境リスク評価室  
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第１編

化学物質の環境リスク初期評価等

（第１４次とりまとめ）



 
 

Ⅰ．化学物質の環境リスク初期評価（第１４次とりまとめ）の結果の概要 

 

１．はじめに 

世界で約１０万種、我が国で約５万種流通していると言われる化学物質の中には、人

の健康及び生態系に対する有害性を持つものが多数存在しており、適正に取り扱われな

ければ、環境汚染を通じて人の健康や生態系に好ましくない影響を与えるおそれがある。 

このような悪影響の発生を未然に防止するためには、潜在的に人の健康や生態系に有

害な影響を及ぼす可能性のある化学物質が、大気、水質、土壌等の環境媒体を経由して

環境の保全上の支障を生じさせるおそれ（環境リスク）について、科学的な観点から定

量的な検討と評価を行い、その結果に基づいて、必要に応じ、環境リスクを低減させる

ための対策を進めていく必要がある。 

  

２．環境リスク初期評価の概要 

 (1) 実施主体 

環境省環境保健部環境リスク評価室では、平成９年度から化学物質の環境リスク初

期評価に着手し、国立研究開発法人国立環境研究所環境リスク研究センターの協力を

得て、その結果をこれまで１３次にわたり取りまとめ、「化学物質の環境リスク評価」

（第１巻～第１３巻）として公表している。 

この環境リスク初期評価の結果の取りまとめに当たっては、中央環境審議会環境保

健部会化学物質評価専門委員会に審議頂いている。 

 

  (2) 位置付け 

環境リスク初期評価は、多数の化学物質の中から相対的に環境リスクが高い可能性

がある物質を、科学的な知見に基づいてスクリーニング（抽出）するための最初のス

テップである。 

環境リスク初期評価において、「詳細な評価を行う候補」及び「関連情報の収集が 

必要」と評価された物質については、関係部局等との連携と分担の下で、必要に応じた

対応（「詳細な評価を行う候補」とされた場合には、より詳細なリスク評価の実施、規

制法に基づく排出抑制等、「関連情報の収集が必要」とされた場合には継続的な環境濃

度の監視、より高感度な分析法の開発等）を図ることとしている。 
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図 環境リスク初期評価による取組の誘導と化学物質に係る情報の創出 

 

 (3) 構成 

環境リスク初期評価は、人の健康に対するリスク（健康リスク）評価と生態系に対

するリスク（生態リスク）評価から成り立っており、以下の３段階を経て、リスクの

判定を行っている。 

①有害性評価 

 

②曝露評価 

 

③リスクの程度の判定 

 

人の健康及び生態系に対する有害性を特定し、用量（濃度）

－反応（影響）関係の整理 

人及び生態系に対する化学物質の環境経由の曝露量の見積

もり 

有害性評価と曝露評価の結果を考慮 

 

 (4) 対象物質 

環境省内の関係部局や有識者から、各々の施策や調査研究において環境リスク初期

評価を行うニーズのある物質（非意図的生成物質や天然にも存在する物質を含む。）

を聴取するとともに、環境モニタリング調査結果において検出率が高かった物質等の

中から有識者の意見等を踏まえ、優先度が高いと判断されたものを選定している。 

 

 (5) 評価の方法 

化学物質の環境リスク初期評価ガイドラインに基づいてリスクの判定を行い、リス

クの判定ができない場合には情報収集の必要性に関する総合的な判定を実施してい

る。 
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（参考１）リスクの判定（例） 

健康リスク：無毒性量等を予測最大曝露量（又は予測最大曝露濃度）で除した

MOE（Margin of Exposure）を求めて判定する。 

MOE 判  定 

10未満 

10以上100未満 

100以上 

算出不能 

 詳細な評価を行う候補と考えられる。 

 情報収集に努める必要があると考えられる。

 現時点では作業は必要ないと考えられる。 

 現時点ではリスクの判定ができない。 
 
生態リスク：予測環境中濃度（PEC）と予測無影響濃度（PNEC）との比較によ

り行う。 

PEC/PNEC 判  定 

１以上 

0.1以上１未満 

0.1未満 

情報不十分 

 詳細な評価を行う候補と考えられる。 

 情報収集に努める必要があると考えられる。

 現時点では作業は必要ないと考えられる。 

 現時点ではリスクの判定はできない。 

 

（参考２）情報収集の必要性に関する総合的な判定 

リスクの判定結果を踏まえつつ、化学物質の製造量、用途、物性、化学物質排

出把握管理促進法による届出排出量を用いたモデル等による環境濃度の推定結

果等の情報に基づいて、専門的な観点から、更なる情報収集の必要性について総

合的な判定等を実施する。 

 

 なお、初期評価を実施する際には、その趣旨に鑑み、環境リスクが高い物質を見逃

してしまうことのないよう、有害性評価においては複数の種について毒性データが利

用可能な場合には感受性がより高い種のデータを利用する、曝露評価においては原則

として検出最大濃度を利用する等、安全側に立脚した取扱いを行っている。 
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３．環境リスク初期評価（第１４次とりまとめ）の結果の概要 

 (1) 対象物質 

今回の第１４次取りまとめにおいては、健康リスクと生態リスクの双方を対象とし

た環境リスク初期評価を１５物質について、生態リスク初期評価を７物質について、

それぞれ取りまとめた。 

 

 (2) 結果 

①環境リスク初期評価（健康リスクと生態リスクの双方を対象） 

 対象とした１５物質の環境リスク初期評価の結果を、今後の対応の観点から整理

をすると、以下のとおりとなる。 

 今回の第１４次取りまとめにより、これまでに２４０物質の環境リスク初期評価

が取りまとめられたことになる。 

 

 健康リスク初期評価 生態リスク初期評価 
A.詳細な評価を行う候補 

 
【１物質】 

1,1-ジクロロエチレン 

【１物質】 

セレン及びその化合物 

B. 
関連情
報の収
集が必
要 

 
 
 
 
 
 

 

B1 

リスクはＡより低い

と考えられるが、引

き続き、関連情報の

収集が必要 

【２物質】 

ブロモジクロロメタン、ヘキサメチ

レン=ジイソシアネート* 

【３物質】 

1,1-ジクロロエチレン、 

ほう素及びその化合物、 

ブロモジクロロメタン* 

B2 

リスクの判定はでき

ないが、総合的に考

えて、関連情報の収

集が必要 

【４物質】 

3-イソシアナトメチル-3,5,5-トリメ

チルシクロヘキシル=イソシアネー

ト、ジブロモクロロメタン、セレン

及びその化合物、メチル-1,3-フェニ

レン=ジイソシアネート 

【２物質】 

N,N-ジシクロヘキシルアミン、 

ジブロモクロロメタン 

C. 
現時点では更なる作業の必要
性は低い 
 
 
 
 
 
 

【８物質】 

アジピン酸、4-クロロ-2-メチルフェ

ノール、酢酸2-メトキシエチル**、

N,N-ジシクロヘキシルアミン、ジビ

ニルベンゼン、2,4,6-トリクロロフェ

ノール、ブタン-2-オン=オキシム、

ほう素及びその化合物** 

【６物質】 

アジピン酸、4-クロロ-2-メチルフェ

ノール、酢酸2-メトキシエチル**、

ジビニルベンゼン、2,4,6-トリクロ

ロフェノール、ブタン-2-オン=オキ

シム 

注）「3-イソシアナトメチル-3,5,5-トリメチルシクロヘキシル=イソシアネート」、「ヘキサメチレン

=ジイソシアネート」、「メチル-1,3-フェニレン=ジイソシアネート」については、生態リスク初期評

価は実施しなかった。 

＊ガイドラインに従い算出されたMOEやPEC/PNEC比では「現時点では更なる作業の必要性は

低い」となるが、諸データ及び専門的な見地から総合的に判断して、引き続き、関連情報の収

集が必要と考えられた物質。 

＊＊MOEやPEC/PNEC比が設定できず「リスクの判定はできない」となったが、諸データ及び専

門的な見地から総合的に判断して、現時点では更なる作業の必要性は低いと考えられた物質。 
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 ②追加的に実施した生態リスク初期評価 

対象とした７物質の生態リスク初期評価結果を、今後の対応の観点から整理すると、

以下のとおりとなる。 

今回の第１４次取りまとめにより、上記環境リスク初期評価の２４０物質に加え、こ

れまでに９６物質の生態リスク初期評価が取りまとめられたことになる。 

A.詳細な評価を行う候補 

 

【２物質】 

N,N-ジメチルオクタデシルアミン、N,N-ジメチルドデシルアミン 

B. 
関連情
報の収
集が必
要 

 
 
 
 
 
 

 

B1 

リスクはＡより低い

と考えられるが、引

き続き、関連情報の

収集が必要 

【０物質】 
 

B2 

リスクの判定はでき

ないが、総合的に考

えて、関連情報の収

集が必要 

【１物質】 

2,5-ジクロロアニリン 

C. 
現時点では更なる作業の必要
性は低い 

【４物質】 

オクタクロロスチレン、サリチルアルデヒド、2,4-ジクロロアニリ

ン、2,4,5-トリクロロフェノール 

 

(3)留意事項 

今回の結果から直ちに環境リスクの抑制が必要であると判断されるわけではない。 

 

４．今後の対応 

(1) 結果の公表 

○ 環境リスク初期評価の結果は、「化学物質の環境リスク初期評価：第１４巻」とし

て取りまとめるとともに、インターネット上で公表する（下記アドレス参照）。 

   http://www.env.go.jp/chemi/risk/index.html 

○ また、環境リスク初期評価により得られた科学的知見を、一般消費者が日常生活に

おいて、企業が経済活動において、より容易に活用することができるよう、物質ご

とに初期評価の結果を要約したプロファイルを作成し、インターネット上で公表す

る。 

 

(2) 関係部局等の取組の誘導 

○ 「詳細な評価を行う候補」とされた化学物質については、環境省内の関係部局、

自治体等へ情報提供を行い、緊密な連携を図ることにより、必要な取組（例：詳細

なリスク評価の実施、環境調査の実施、より詳細な毒性情報の収集等）の誘導を図

る。 

また、「関連情報の収集が必要」とされた化学物質については、個々の評価の内

容を踏まえて関係部局との連携等を確保し、環境中の存在状況や有害性に係る知見

等の充実を図るものとする。 
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○ 具体的には、以下のような取組の誘導等を行っていく。 

・健康リスク初期評価の結果「詳細な評価を行う候補」とされた１物質については、

一般大気の吸入曝露によるリスクが高い可能性があるため、本評価結果を関係部

局に連絡し吸入ばく露の観点から健康リスクのより詳細な評価を優先的に進める

対象物質とすることの検討を行うこととする。 

・生態リスク初期評価の結果「詳細な評価を行う候補」とされた３物質については、

関係部局との連携と分担の下で、生態毒性及び発生源や環境中の存在状況等に関

する知見を充実させつつ、生態リスクのより詳細な評価を優先的に進める対象物

質とすることの検討を行うこととする。 

 

(3) 再度の環境リスク初期評価の実施 

「関連情報の収集が必要」とされた物質については、関連情報を収集の上、適宜、

環境リスク初期評価の対象物質とすることについて検討する。 

また、既に初期評価を行った物質についても、その後内外で毒性データや曝露デー

タの更新や評価手法の見直し等が行われたものについては、再評価を行い、逐次、再

評価結果を公表する。 

 

(4）今後の対応 

○ 環境リスク初期評価ガイドラインについて、今後も必要に応じて適切に見直しを

図る。 

○ OECD等における試験法及び評価手法に関する検討状況を適切に把握し、新たな知

見等を環境リスク初期評価に速やかに反映させる。 

○ QSAR（定量的構造活性相関）については既に諸外国で活用が進められているとこ

ろであるが、環境リスク初期評価でも生態リスク初期評価において今後活用を進め

ることとする。 

  現在、生態リスク初期評価においては、生態毒性に関する試験を実施して得られ

た実測値に基づき評価を行っているが、毒性データが不足する物質については、必

要に応じてQSAR予測値を算出するとともに、当面は専門家判断の根拠の一つとし

てQSAR予測値を活用していく。生態リスク初期評価について専門家判断による評

価事例を積み重ねた後に、QSAR予測値の扱いを再度検討する。 

○ 改正化学物質審査規制法の下でスクリーニング評価及びリスク評価が進められて

いること等を踏まえ、以下に示す物質を母集団とし､用途ごとの規制法のみによる

対応ではカバーできない物質や用途が多岐にわたる物質など､総合的な化学物質管

理が必要な物質等に重点を置き、さらに環境リスク初期評価を進める。 

 

〈 化学物質の環境リスク初期評価を行う物質の母集団（例） 〉 

・環境省内の関係部署から環境リスク初期評価を行うニーズのある物質 

・諸外国でリスク評価・管理の対象とされている物質 

・モニタリングにおいて検出され､その結果の評価が必要とされる物質 

・非意図的生成物質 

・天然にも存在する物質 
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×

嗅
上

皮
の

変
性

一
般

環
境

大
気

0.
00

01
8

µ
g/

m
3

M
O

E
3,

40
0

○
（

▲
）

(
注

９
)

室
内

空
気

－
µ

g/
m

3
M

O
E

－
×

×

飲
料

水
(
－

)
µ

g/
kg

/d
ay

M
O

E
(
－

)
(
－

)

地
下

水
(
－

)
µ

g/
kg

/d
ay

M
O

E
(
－

)
(
－

)

一
般

環
境

大
気

0.
14

µ
g 

B
/m

3
M

O
E

－
×

（
○

）
(
注

７
)

室
内

空
気

－
µ

g/
m

3
M

O
E

－
×

×

飲
料

水
－

µ
g/

kg
/d

ay
M

O
E

－
×

地
下

水
－

µ
g/

kg
/d

ay
M

O
E

－
×

一
般

環
境

大
気

<
0.

00
11

µ
g/

m
3

M
O

E
>

24
0（

注
1
0
）

○
（

▲
）

(
注

９
)

室
内

空
気

－
µ

g/
m

3
M

O
E

－
×

×

（
○

）
(
注

８
)

m
g/

m
3

(
－

)

呼
吸

機
能

の
低

下

体
重

増
加

の
抑

制
、

生
存

率
の

低
下

、
気

管
支

肺
炎

無
毒

性
量

等
－

m
g/

m
3

パ
イ

ロ
ッ

ト
事

業
ヒ

ト

無
毒

性
量

等
1.

6
m

g/
kg

/d
ay

ラ
ッ

ト

無
毒

性
量

等
0.

00
13

15
メ

チ
ル

-
1
,
3
-
フ

ェ
ニ

レ
ン

=
ジ

イ
ソ

シ
ア

ネ
ー

ト
[
2
6
4
7
1
-
6
2
-
5
]

経
口

吸
入

(
－

)

－

－
－(
－

)

14
ほ

う
素

及
び

そ
の

化
合

物
[
7
4
4
0
-
4
2
-
8
（

ほ
う

素
）

]

経
口

吸
入

－

吸
入

無
毒

性
量

等
0.

00
61

m
g/

m
3

ラ
ッ

ト

m
g/

kg
/d

ay
－

－
（

○
）

(
注

８
)

13
ヘ

キ
サ

メ
チ

レ
ン

=
ジ

イ
ソ

シ
ア

ネ
ー

ト [
8
2
2
-
0
6
-
0
]

経
口

無
毒

性
量

等
－

尿
細

管
の

変
性

な
ど

肝
臓

の
脂

肪
変

性
0.

61
m

g/
kg

/d
ay

ラ
ッ

ト
▲

7
次

吸
入

無
毒

性
量

等
0.

17
m

g/
m

3
マ

ウ
ス

無
毒

性
量

等

12
ブ

ロ
モ

ジ
ク

ロ
ロ

メ
タ

ン
[
7
5
-
2
7
-
4
]

経
口

（
注

６
）

再
評

価
物

質
に

つ
い

て
は

、
過

去
に

お
い

て
第

何
次

の
と

り
ま

と
め

で
公

表
し

た
か

を
示

す
。

（
注

４
）

○
：

現
時

点
で

は
作

業
は

必
要

な
い

、
　

▲
：

情
報

収
集

に
努

め
る

必
要

が
あ

る
、

　
■

：
詳

細
な

評
価

を
行

う
候

補
、

　
×

：
現

時
点

で
は

リ
ス

ク
の

判
定

は
で

き
な

い
。

（
注

１
）

－
：

リ
ス

ク
評

価
の

指
標

が
設

定
で

き
な

か
っ

た
、

あ
る

い
は

予
測

最
大

曝
露

量
・

濃
度

が
設

定
で

き
な

か
っ

た
場

合
、

Ｍ
Ｏ

Ｅ
・

過
剰

発
生

率
（

が
ん

）
の

算
出

が
で

き
な

か
っ

た
場

合
。

 
 
 
 
(
－

)
：

評
価

の
対

象
外

、
あ

る
い

は
評

価
を

実
施

し
な

か
っ

た
場

合
。

（
注

２
）

リ
ス

ク
評

価
の

指
標

：
本

評
価

は
基

本
的

に
安

全
サ

イ
ド

に
立

っ
た

ス
ク

リ
ー

ニ
ン

グ
と

し
て

実
施

し
て

い
る

こ
と

、
情

報
の

質
、

量
は

化
学

物
質

に
よ

り
大

き
く

異
な

る
こ

と
か

ら
、

化
学

物
質

間
の

相
対

的
な

毒
性

強
度

を
比

較
す

る
よ

う
な

場
合

等
に

は
、

こ
の

数
値

 
 
 
 
 
 
 
 
を

単
純

に
使

用
す

る
の

で
は

な
く

、
更

な
る

詳
細

な
検

討
を

行
う

こ
と

が
必

要
。

 
 
 
 
 
 
 
 
無

毒
性

量
等

：
長

期
間

の
連

続
曝

露
に

補
正

し
た

N
O
A
E
L
（

長
期

毒
性

以
外

の
知

見
を

採
用

し
た

場
合

等
）

又
は

N
O
A
E
L
相

当
（

L
O
A
E
L
を

1
0
で

除
し

た
場

合
等

）
の

値
。

（
注

３
）

Ｍ
Ｏ

Ｅ
：

無
毒

性
量

等
を

予
測

最
大

曝
露

量
、

あ
る

い
は

予
測

最
大

曝
露

濃
度

で
除

し
た

値
。

但
し

、
無

毒
性

量
等

を
動

物
実

験
か

ら
設

定
し

た
場

合
に

は
1
0
で

除
し

、
さ

ら
に

ヒ
ト

で
発

が
ん

作
用

が
あ

る
と

考
え

ら
れ

る
場

合
に

は
最

大
1
0
で

除
し

て
算

出
す

る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
ま

た
、

無
毒

性
量

等
を

発
が

ん
性

か
ら

設
定

し
た

場
合

に
は

原
則

1
0
で

除
し

て
算

出
す

る
。

（
注

５
）

リ
ス

ク
評

価
の

指
標

が
設

定
で

き
な

い
場

合
や

曝
露

情
報

が
把

握
さ

れ
て

い
な

い
た

め
に

Ｍ
Ｏ

Ｅ
・

過
剰

発
生

率
（

が
ん

）
の

算
出

が
で

き
ず

、
リ

ス
ク

の
判

定
が

で
き

な
か

っ
た

場
合

で
も

、
関

連
情

報
か

ら
情

報
収

集
等

の
必

要
性

に
つ

い
て

推
定

で
き

た
場

合
に

は
、

(
－

)
m

g/
kg

/d
ay

（
注

７
）

リ
ス

ク
評

価
の

指
標

が
設

定
で

き
な

か
っ

た
物

質
：

 
曝

露
経

路
間

の
換

算
に

よ
り

算
出

し
た

値
を

考
慮

し
た

。

（
注

８
）

予
測

最
大

曝
露

量
・

濃
度

が
得

ら
れ

な
か

っ
た

物
質

：
 
過

去
の

曝
露

デ
ー

タ
や

限
ら

れ
た

地
域

の
曝

露
デ

ー
タ

、
P
R
T
R
デ

ー
タ

を
用

い
た

濃
度

予
測

結
果

、
媒

体
別

分
配

割
合

の
予

測
結

果
、

水
中

や
大

気
中

で
の

半
減

期
、

生
産

量
、

物
性

な
ど

を
考

慮
し

た
。

無
毒

性
量

等

（
注

９
）

総
合

的
な

判
定

と
し

て
、

過
去

の
曝

露
量

や
曝

露
濃

度
、

P
R
T
R
デ

ー
タ

を
用

い
た

濃
度

予
測

結
果

を
考

慮
し

た
。

（
注

1
0
）

Ｍ
Ｏ

Ｅ
の

算
出

に
当

た
っ

て
は

、
発

が
ん

性
を

考
慮

し
た

。

 
 
 
 
 
 
 
 
健

康
リ

ス
ク

評
価

分
科

会
に

よ
る

総
合

的
な

判
定

に
よ

り
下

記
の

通
り

分
類

し
た

。
ま

た
、

リ
ス

ク
判

定
が

で
き

た
場

合
で

も
、

必
要

に
応

じ
て

総
合

的
な

判
定

を
実

施
し

た
。

　
　

　
（

○
）

：
情

報
収

集
等

を
行

う
必

要
性

は
低

い
と

考
え

ら
れ

る
、

　
（

▲
）

：
情

報
収

集
等

を
行

う
必

要
性

が
あ

る
と

考
え

ら
れ

る
、

　
（

■
）

：
詳

細
評

価
を

行
う

候
補

と
考

え
ら

れ
る

。
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動
物

影
響

評
価

指
標

（
エ
ン
ド
ポ
イ
ン
ト
）

曝
露

の
媒

体
動

物
影

響
評

価
指

標
（
エ
ン
ド
ポ
イ
ン
ト
）

曝
露

の
媒

体

飲
料

水
・

食
事

<
0.

10
µ

g/
kg

/d
ay

M
O
E

>
90

0
○

飲
料

水
（

－
）

µ
g/

kg
/d

ay
M
O
E

（
－

）
（

－
）

地
下

水
・

食
物

（
－

）
µ

g/
kg

/d
ay

M
O
E

（
－

）
（

－
）

地
下

水
（

－
）

µ
g/

kg
/d

ay
M
O
E

（
－

）
（

－
）

一
般

環
境

大
気

0.
02

9
µ

g/
m

3
M
O
E

6,
20

0
○

【
○

】
一

般
環

境
大

気
1.

7
µ

g/
m

3
M
O
E

5
■

■

室
内

空
気

<
0.

05
µ

g/
m

3
M
O
E

>
3,

60
0

○
【

○
】

室
内

空
気

－
µ

g/
m

3
M
O
E

－
×

（
○
）

飲
料

水
・

食
事

－
µ

g/
kg

/d
ay

M
O
E

－
×

飲
料

水
－

µ
g/

kg
/d

ay
M
O
E

－
×

淡
水

・
食

物
0.

00
8

　
～

0.
2

µ
g/

kg
/d

ay
M
O
E

1,
00

0～
　
　

25
,0

00
○

食
物

<
0.

2 
µ

g/
kg

/d
ay

M
O
E

>
1,

00
0

○

一
般

環
境

大
気

－
µ

g/
m

3
M
O
E

－
×

（
▲

）
一

般
環

境
大

気
<

0.
00

9
µ

g/
m

3
M
O
E

－
×

（
○
）

室
内

空
気

－
µ

g/
m

3
M
O
E

－
×

×
室

内
空

気
－

µ
g/

m
3

M
O
E

－
×

×

飲
料

水
4

µ
g/

kg
/d

ay
M
O
E

53
▲

飲
料

水
1.

6
µ

g/
kg

/d
ay

M
O
E

13
0

○

地
下

水
0.

00
04

µ
g/

kg
/d

ay
M
O
E

53
0,

00
0

○
地

下
水

－
µ

g/
kg

/d
ay

M
O
E

－
×

一
般

環
境

大
気

－
µ

g/
m

3
M
O
E

－
×

（
▲

）
一

般
環

境
大

気
0.

02
9

µ
g/

m
3

M
O
E

－
×

（
○
）

室
内

空
気

3.
8

µ
g/

m
3

M
O
E

－
×

（
○

）
室

内
空

気
12

µ
g/

m
3

M
O
E

－
×

（
▲
）

飲
料

水
－

µ
g/

kg
/d

ay
M
O
E

－
×

飲
料

水
－

µ
g/

kg
/d

ay
M
O
E

－
×

淡
水

0.
00

35
µ

g/
kg

/d
ay

M
O
E

1,
70

0
○

淡
水

0.
00

11
µ

g/
kg

/d
ay

M
O
E

55
0

○

一
般

環
境

大
気

－
µ

g/
m

3
M
O
E

－
×

（
▲

）
一

般
環

境
大

気
<

0.
01

3
µ

g/
m

3
M
O
E

－
×

（
○
）

室
内

空
気

－
µ

g/
m

3
M
O
E

－
×

×
室

内
空

気
－

µ
g/

m
3

M
O
E

－
×

×

飲
料

水
1.

2
µ

g/
kg

/d
ay

M
O
E

10
▲

飲
料

水
1.

1
µ

g/
kg

/d
ay

M
O
E

11
▲

地
下

水
0.

00
08

µ
g/

kg
/d

ay
M
O
E

15
,0

00
○

淡
水

<
0.

00
01

6
µ

g/
kg

/d
ay

M
O
E

>
76

,0
00

○

一
般

環
境

大
気

－
µ

g/
m

3
M
O
E

－
×

（
▲

）
一

般
環

境
大

気
0.

03
3

µ
g/

m
3

M
O
E

10
0

○
○

室
内

空
気

－
µ

g/
m

3
M
O
E

－
×

（
▲

）
室

内
空

気
－

µ
g/

m
3

M
O
E

－
×

（
▲
）

飲
料

水
－

µ
g/

kg
/d

ay
M
O
E

－
×

飲
料

水
－

µ
g/

kg
/d

ay
M
O
E

－
×

地
下

水
－

µ
g/

kg
/d

ay
M
O
E

－
×

淡
水

－
µ

g/
kg

/d
ay

M
O
E

－
×

一
般

環
境

大
気

－
µ

g/
m

3
M
O
E

－
×

【
×

】
一

般
環

境
大

気
<

0.
00

11
µ

g/
m

3
M
O
E

>
24

0
○

（
▲
）

室
内

空
気

－
µ

g/
m

3
M
O
E

－
×

【
×

】
室

内
空

気
－

µ
g/

m
3

M
O
E

－
×

×

ヒ
ト

感
作

0.
00

13

パ
イ

ロ
ッ

ト
事

業

1.
6

ラ
ッ

ト
体

重
増

加
の

抑
制

、
生

存
率

の
低

下
、

気
管

支
肺

炎
（
○
）

・
経

口
曝

露
の

有
害

性
の

知
見

及
び

曝
露

デ
ー

タ
の

見
直

し
に

よ
り

、
経

口
曝

露
の

総
合

的
な

判
定

結
果

に
つ

い
て

は
「

情
報

収
集

等
を

行
う

必
要

性
は

低
い

と
考

え
ら

れ
る

」
に

変
更

さ
れ

た
。

・
吸

入
曝

露
の

有
害

性
の

知
見

及
び

曝
露

デ
ー

タ
の

見
直

し
に

よ
り

、
一

般
環

境
大

気
の

吸
入

曝
露

の
総

合
的

な
判

定
結

果
に

つ
い

て
は

「
情

報
収

集
等

を
行

う
必

要
性

が
あ

る
と

考
え

ら
れ

る
」

に
変

更
さ

れ
た

。

ヒ
ト

呼
吸

機
能

の
低

下

m
g/

kg
/d

ay

m
g/

m
3

－
－

【
×

】

15
メ

チ
ル

-
1
,
3
-
フ

ェ
ニ

レ
ン

=
ジ

イ
ソ

シ
ア

ネ
ー

ト
[
2
6
4
7
1
-
6
2
-
5
]

経
口

－
m

g/
kg

/d
ay

吸
入

0.
00

02
m

g/
m

3

－
m

g/
m

3

▲
ラ

ッ
ト

肝
臓

の
重

量
増

加
m

g/
kg

/d
ay

ラ
ッ

ト
○

－
吸

入
－

m
g/

m
3

－

・
有

害
性

の
知

見
に

つ
い

て
は

、
無

毒
性

量
等

の
設

定
を

見
直

し
た

。
・

経
口

曝
露

の
曝

露
デ

ー
タ

の
見

直
し

に
よ

り
、

総
合

的
な

判
定

結
果

に
つ

い
て

は
「

現
時

点
で

は
作

業
は

必
要

な
い

」
に

変
更

さ
れ

た
。

・
吸

入
曝

露
の

曝
露

デ
ー

タ
の

見
直

し
に

よ
り

、
一

般
環

境
大

気
の

吸
入

曝
露

の
総

合
的

な
判

定
結

果
に

つ
い

て
は

「
情

報
収

集
等

を
行

う
必

要
性

は
低

い
と

考
え

ら
れ

る
」

に
変

更
さ

れ
た

。

－肝
臓

重
量

の
増

加
（

▲
）

第
8
次

0.
03

0

10

健
康

リ
ス

ク
初

期
評

価
 
再

評
価

物
質

の
新

旧
結

果
（

再
評

価
を

実
施

し
た

６
物

質
を

再
掲

）

パ
イ

ロ
ッ

ト
事

業

無
毒

性
量

等

総
合

的
な

判
定

(
注

２
,
５

,
６

,

７
,
８

)

【
○

】

2
,
4
,
6
-
ト

リ
ク

ロ
ロ

フ
ェ

ノ
ー

ル
[
8
8
-
0
6
-
2
]

経
口

－

リ
ス

ク
の

判
定

（
注

５
）

曝
露

評
価

（
注

２
）

肝
細

胞
の

変
性

第
7
次

（
－

）

ラ
ッ

ト

－

第
１

４
次

と
り

ま
と

め
評

価
結

果
（

注
１

）

有
 
害

 
性

 
の

 
知

 
見

（
注

２
）

無
毒

性
量

等

m
g/

kg
/d

ay

－
－

m
g/

kg
/d

ay

6
第

6
次

2.
0

ジ
ブ

ロ
モ

ク
ロ

ロ
メ

タ
ン

[
1
2
4
-
4
8
-
1
]

▲

－

2.
1

m
g/

kg
/d

ay

m
g/

m
3

－

m
g/

kg
/d

ay

－流
涎

、
痙

攣
ラ

ッ
ト

・
有

害
性

の
知

見
に

つ
い

て
は

変
更

な
し

。
・

経
口

曝
露

の
曝

露
デ

ー
タ

を
見

直
し

た
が

、
総

合
的

な
判

定
結

果
に

変
更

は
な

か
っ

た
。

・
吸

入
曝

露
の

曝
露

デ
ー

タ
の

見
直

し
に

よ
り

、
一

般
環

境
大

気
の

吸
入

曝
露

の
総

合
的

な
判

定
結

果
に

つ
い

て
は

「
情

報
収

集
等

を
行

う
必

要
性

は
低

い
と

考
え

ら
れ

る
」

に
変

更
さ

れ
た

。
m

g/
m

3

○

－（
－

）

m
g/

m
3

・
有

害
性

の
知

見
に

つ
い

て
は

変
更

な
し

。
・

経
口

曝
露

の
曝

露
デ

ー
タ

の
見

直
し

に
よ

り
、

総
合

的
な

判
定

結
果

に
つ

い
て

は
「

現
時

点
で

は
作

業
は

必
要

な
い

」
に

変
更

さ
れ

た
。

・
吸

入
曝

露
の

曝
露

デ
ー

タ
の

見
直

し
に

よ
り

、
一

般
環

境
大

気
の

吸
入

曝
露

の
総

合
的

な
判

定
結

果
に

つ
い

て
は

「
情

報
収

集
等

を
行

う
必

要
性

は
低

い
と

考
え

ら
れ

る
」

に
変

更
さ

れ
、

室
内

空
気

に
つ

い
て

は
「

情
報

収
集

等
を

行
う

必
要

性
が

あ
る

と
考

え
ら

れ
る

」
に

変
更

さ
れ

た
。

流
涎

、
痙

攣
○

尿
細

管
過

形
成

、
鼻

甲
介

の
萎

縮
と

骨
化

過
剰

、
嗅

上
皮

の
呼

吸
上

皮
化

生

0.
44

m
g/

m
3

・
有

害
性

の
知

見
及

び
曝

露
デ

ー
タ

の
見

直
し

に
よ

り
、

一
般

環
境

大
気

の
吸

入
曝

露
の

総
合

的
な

判
定

結
果

に
つ

い
て

は
「

詳
細

な
評

価
を

行
う

候
補

」
に

変
更

さ
れ

た
。

（
－

）

マ
ウ

ス

（
－

）

予
測

最
大

曝
露

量
・

濃
度

予
測

最
大

曝
露

量
・

濃
度

と
り

ま
と

め

曝
露

評
価

（
注

２
）

変
　
更

　
概

　
要

総
合

的
な

判
定

（
注

５
,
６

）

Ｍ
Ｏ

Ｅ
（

注
２

,
３

）

が
ん

の
過

剰
発

生
率

リ
ス

ク
の

判
定

(
注

４
,
５

)

Ｍ
Ｏ

Ｅ
（

注
２

,
３

）

が
ん

の
過

剰
発

生
率

番 号
物

 質
 名

（
Ｃ

Ａ
Ｓ

番
号

）

5
1
,
1
-
ジ

ク
ロ

ロ
エ

チ
レ

ン
[
7
5
-
3
5
-
4
]

経
口

吸
入

N,
N-

ジ
シ

ク
ロ

ヘ
キ

シ
ル

ア
ミ

ン
[
1
0
1
-
8
3
-
7
]

8 　
（
注

８
）
　
パ

イ
ロ
ッ
ト
事

業
で
は

、
「
総

合
的

な
判

定
」
は

表
記

さ
れ

て
い
な
い
。

（
注
４

）
 
「

リ
ス

ク
の

判
定

」
は

、
第
５
次
と
り
ま
と
め
で
は
「
リ
ス
ク
評
価
の
結
果
」
と
い
う
項
目
名

で
表

記
さ

れ
て

い
る

。

（
注
５

）
 
○

：
現

時
点

で
は

作
業

は
必
要
な
い
、
▲
：
情
報
収
集
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
、
■
：
詳
細
な

評
価

を
行

う
候

補
、

×
：

現
時

点
で

は
リ

ス
ク

の
判

定
は

で
き

な
い

。

（
注
７

）
総

合
的

な
判

定
の

欄
に

お
い
て
、
パ
イ
ロ
ッ
ト
事
業
の
評
価
内
容
を
第
６
次
と
り
ま
と
め
以
降

の
表

記
形

式
で

記
載

す
る

と
、

【
　

】
内

に
示

し
た

よ
う

に
な

る
。

（
注
１

）
 
表

中
の

網
掛

け
は

、
前

回
評
価
結
果
か
ら
の
変
更
箇
所
を
示
す
。

（
注
２

）
 
－

：
無

毒
性

量
等

が
設

定
で
き
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
予
測
最
大
曝
露
量
・
濃
度
が
設
定
で
き

な
か

っ
た

場
合

、
Ｍ

Ｏ
Ｅ

の
算

出
が

で
き

な
か

っ
た

場
合

、
総

合
的

な
判

定
が

行
わ

れ
な

か
っ

た
場

合
。

　
　

（
－

）
：

評
価

の
対

象
外
、
あ
る
い
は
評
価
を
実
施
し
な
か
っ
た
場
合
。

　
　
　

 
 
（

○
）

：
情

報
収

集
等

を
行

う
必
要
性
は
低
い
と
考
え
ら
れ
る
、
（
▲
）
：
情
報
収
集
等
を
行

う
必

要
性

が
あ

る
と

考
え

ら
れ

る
、

（
■

）
：

詳
細

評
価

を
行

う
候

補
と

考
え

ら
れ

る
。

（
注
６

）
 
リ

ス
ク

評
価

の
指

標
が

設
定
で
き
な
い
場
合
や
曝
露
情
報
が
把
握
さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
Ｍ
Ｏ

Ｅ
が

算
出

で
き

ず
、

リ
ス

ク
の

判
定

が
で

き
な

か
っ

た
場

合
で

も
、

関
連

情
報

か
ら

情
報

収
集

等
の

必
要

性
に

つ
い

て
推

定
で

き
た

場
合
に
は
、
健
康
リ
ス
ク
評
価
分
科
会
に
よ
る
総
合
的
な
判
定
に
よ
り
下
記
の
通
り
分
類
し
た
。
 
 
 
 

（
注
３

）
 
Ｍ

Ｏ
Ｅ

：
無

毒
性

量
等

を
予
測
最
大
曝
露
量
、
あ
る
い
は
予
測
最
大
曝
露
濃
度
で
除
し
た
値
。

但
し

、
無

毒
性

量
等

を
動

物
実

験
か

ら
設

定
し

た
場

合
に

は
1
0
で

除
し

、
さ

ら
に

ヒ
ト

で
発

が
ん

作
用

が
あ

る
と

考
え

ら
れ

る
場

合
に

は
最
大
1
0
で
除
し
て
算
出
す
る
。
 

曝
露

経
路

有
 
害

 
性

 
の

 
知

 
見

（
注

２
）

0.
9

m
g/

kg
/d

ay

ラ
ッ

ト

肝
細

胞
の

空
胞

化

0.
3

m
g/

kg
/d

ay
ラ

ッ
ト

－

1.
8 

前
回

の
評

価
結

果

ラ
ッ

ト

ラ
ッ

ト

○

肝
細

胞
の

空
胞

化
、

脂
肪

化
ラ

ッ
ト

経
口

－

肝
細

胞
の

変
性

－

－

2
m

g/
kg

/d
ay

吸
入

m
g/

m
3

－
m

g/
m

3
吸

入

経
口

2.
1

12
ブ

ロ
モ

ジ
ク

ロ
ロ

メ
タ

ン
[
7
5
-
2
7
-
4
]

経
口

0.
61

m
g/

kg
/d

ay

吸
入

0.
17

m
g/

m
3

マ
ウ

ス

肝
臓

の
脂

肪
変

性
0.

61

尿
細

管
の

変
性

な
ど

第
7
次

肝
臓

の
脂

肪
変

性

尿
細

管
の

変
性

な
ど

0.
17

m
g/

m
3

マ
ウ

ス

m
g/

kg
/d

ay
・

有
害

性
の

知
見

に
つ

い
て

は
変

更
な

し
。

・
経

口
曝

露
の

曝
露

デ
ー

タ
を

見
直

し
た

が
、

総
合

的
な

判
定

結
果

に
変

更
は

な
か

っ
た

。
・

吸
入

曝
露

の
曝

露
デ

ー
タ

の
見

直
し

に
よ

り
、

一
般

環
境

大
気

の
吸

入
曝

露
の

総
合

的
な

判
定

結
果

に
つ

い
て

は
「

現
時

点
で

は
作

業
は

必
要

な
い

」
に

変
更

さ
れ

た
。

▲
ラ

ッ
ト

－9－



<
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<
0
.
0
6
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0
6

(
－

)
(
－

)

(
－

)
(
－

)

<
0
.
0
0
3
2

<
0
.
0
1

<
0
.
0
0
3
2

<
0
.
0
1

－
－

－
－

1
0

0
.
1
1

<
1
0

<
0
.
1
1

－
－

－
－

<
0
.
0
0
2

<
0
.
0
0
0
6

<
0
.
0
0
2

<
0
.
0
0
0
6

－
－

－
－

6
.
8

3

2
0
.
9
5

6
.
8

1
4

2
4

0
.
0
2
7

0
.
0
0
7

0
.
0
0
4

0
.
0
0
1

0
.
0
8
9

0
.
0
0
4

0
.
4
9

0
.
0
2

<
0
.
0
0
4

<
0
.
0
0
0
5

0
.
0
1
1

0
.
0
0
1

(
－

)
(
－

)

(
－

)
(
－

)

3
1
0

0
.
7

－
－

(
－

)
(
－

)

(
－

)
(
－

)

（
注

1
）

　
－

：
P
E
C
が

設
定

で
き

な
か

っ
た

場
合

、
あ

る
い

は
P
E
C
/
P
N
E
C
比

の
算

出
が

で
き

な
か

っ
た

場
合

、
（

－
）

：
評

価
の

対
象

外
、

あ
る

い
は

評
価

を
実

施
し

な
か

っ
た

場
合

を
示

す

（
注

2
）

　
実

測
値

に
基

づ
く

P
E
C
、

及
び

P
E
C
/
P
N
E
C
比

の
上

段
は

公
共

用
水

域
（

淡
水

）
、

下
段

は
公

共
用

水
域

（
海

水
）

（
注

3
）

　
○

：
現

時
点

で
は

作
業

は
必

要
な

い
、

▲
：

情
報

収
集

に
努

め
る

必
要

、
■

：
詳

細
な

評
価

を
行

う
候

補
、

×
：

現
時

点
で

は
生

態
リ

ス
ク

の
判

定
は

で
き

な
い

（
注

4
）

　
生

態
リ

ス
ク

評
価

分
科

会
に

お
い

て
関

連
情

報
を

総
合

的
に

勘
案

し
た

判
定

を
示

し
た

（
注

5
）

　
再

評
価

物
質

に
つ

い
て

は
、

過
去

に
お

い
て

第
何

次
の

と
り

ま
と

め
で

公
表

し
た

か
を

示
し

た

（
注

6
）

　
P
R
T
R
デ

ー
タ

を
用

い
た

濃
度

予
測

結
果

を
考

慮
し

た

（
注

7
）

　
水

道
原

水
の

測
定

値
や

下
水

処
理

工
程

で
の

生
成

量
が

不
明

な
点

を
考

慮
し

た

1
0
0

0
.
5

■
■

2
(
－

)

有
害

性
評

価
（

P
N
E
C
の

根
拠

）
ア

セ
ス

メ
ン

ト
係

数

4
0
9
8
-
7
1
-
9

1
5
7
0
-
6
4
-
5

1
1
0
-
4
9
-
6

エ
ン

ド
ポ

イ
ン

ト

(
－

)

4
-
ク
ロ
ロ
-
2
-
メ
チ
ル

フ
ェ
ノ
ー
ル

酢
酸
2
-
メ
ト
キ
シ
エ
チ
ル

(
－

)

1
,
0
0
0

L
C
5
0
 
死

亡
急

性

(
－

)

生
物

種

甲
殻

類
オ

オ
ミ

ジ
ン

コ

N
,N

-
ジ
シ
ク
ロ
ヘ
キ
シ
ル

ア
ミ
ン

N
O
E
C
 
繁

殖
阻

害

急
性

急
性

藻
類

緑
藻

類

魚
類

ト
ウ

ゴ
ロ

ウ
イ

ワ
シ

科

1
3

ヘ
キ
サ
メ
チ
レ
ン
=
ジ
イ
ソ
シ
ア
ネ
ー
ト

8
2
2
-
0
6
-
0

N
O
E
C
 
繁

殖
阻

害

L
C
5
0
 
死

亡
1
0

E
C
5
0
 
生

長
阻

害

慢
性

5 7

慢
性

1
0
1
-
8
3
-
7

9
7
7
8
2
-
4
9
-
2

 
(
セ

レ
ン

)

4

1
0
0

甲
殻

類
オ

オ
ミ

ジ
ン

コ

1
4

(
－

)

2
6
4
7
1
-
6
2
-
5

1
5

(
－

)

慢
性

1
2

(
－

)

1
16 8

1
3
2
1
-
7
4
-
0

1
2
4
-
4
8
-
1

1
0
0

1
0

1
0
0

1
0
0

N
O
E
C
 
繁

殖
阻

害

メ
チ
ル
-
1
,3
-
フ
ェ
ニ
レ
ン
=
ジ
イ
ソ
シ
ア
ネ
ー
ト

1
,1
-
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

7
4
4
0
-
4
2
-
8

(
ほ

う
素

)

セ
レ
ン
及
び
そ
の
化
合
物
　
（
4
価

）

2
,4
,6
-
ト
リ
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ノ
ー
ル

8
8
-
0
6
-
2

藻
類

緑
藻

類

甲
殻

類
オ

オ
ミ

ジ
ン

コ

甲
殻

類
ニ

セ
ネ

コ
ゼ

ミ
ジ

ン
コ

甲
殻

類
オ

オ
ミ

ジ
ン

コ

慢
性

セ
レ
ン
及
び
そ
の
化
合
物
　
（
6
価

）
甲

殻
類

ミ
ジ

ン
コ

属
慢

性

9
6
-
2
9
-
7

7
5
-
2
7
-
4

藻
類

緑
藻

類

ブ
ロ
モ
ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン

ジ
ブ
ロ
モ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン

ジ
ビ
ニ
ル

ベ
ン
ゼ
ン

魚
類

ブ
ル

ー
ギ

ル

第
6
次

(
－

)

▲

第
7
次

(
－

)

▲

(
－

)

○

N
O
E
C
 
繁

殖
阻

害
慢

性

N
O
E
C
 
死

亡

1
0
0

(
－

)

(
－

)
(
－

)
(
－

)

急
性

4
5
5

2
5

○

(
－

)

1
0
0

N
O
E
C
 
生

長
阻

害

▲
(
注
7
)

8
.
0

(
－

)
パ

イ
ロ

ッ
ト

事
業

(
－

)

L
C
5
0
 
死

亡

(
－

)

N
O
E
C
 
生

長
阻

害

○ ○

ブ
タ
ン
-
2
-
オ
ン
=
オ
キ
シ
ム

4
.
1

1
0
0

ほ
う
素

及
び
そ
の

化
合

物

○
急

性

魚
類

ニ
ジ

マ
ス

(
－

)

4
0
0

予
測

無
影

響
濃

度
P
N
E
C
(
µ
g
/
L
)

評
価

結
果

(
注
3
,
4
)

P
E
C
/

P
N
E
C
比

（
注
1
,
2
）

生
態

リ
ス

ク
初

期
評

価
結

果
一

覧
（

1
5
物

質
）

予
測

環
境

中
濃

度
P
E
C
(
µ
g
/
L
)

（
注
1
,
2
）

○
(
注

6
)

過
去

の
公

表
(
注
5
)

P
E
C
/
P
N
E
C
比

に
よ

る
判

定
(
注
3
)

(
－

)

3

■

急
性

/
慢

性

第
8
次

番
号

C
A
S
番
号

物
質
名

○

▲
(
注

6
)

○

×

○

2
.
1

0
.
2
9

慢
性

L
C
5
0
 
死

亡

7
5
-
3
5
-
4

1
0

■

6
.
3

▲
(
注
7
)

×▲ ○

9
1

第
7
次

▲

○
○

1
1
2
4
-
0
4
-
9
ア
ジ
ピ
ン
酸

甲
殻

類
オ

オ
ミ

ジ
ン

コ
慢

性
N
O
E
C
 
繁

殖
阻

害
1
0
0

6
2

×

(
－

)

パ
イ

ロ
ッ

ト
事

業

第
6
次

第
7
次

3
.
5

3
-
イ
ソ
シ
ア
ナ
ト
メ
チ
ル
-
3
,5
,5
-
ト
リ
メ
チ
ル
シ
ク

ロ
ヘ
キ
シ
ル

=
イ
ソ
シ
ア
ネ
ー
ト

1
0
0

0
.
4
9
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<
0
.
0
0
0
0
4
6

<
0
.
0
0
5

<
0
.
0
0
0
0
4
6

<
0
.
0
0
5

<
0
.
0
1
3

<
0
.
0
1

<
0
.
0
1
3

<
0
.
0
1

<
0
.
0
5

<
0
.
1

<
0
.
0
5

<
0
.
1

<
0
.
0
5

<
0
.
1
5

<
0
.
0
5

<
0
.
1
5

0
.
0
1
5

1
.
5

<
0
.
0
0
0
8

<
0
.
0
8

1
.
2

4
6

<
0
.
0
0
6
2

<
0
.
2

<
0
.
0
0
7

<
0
.
0
0
3

<
0
.
0
0
7

<
0
.
0
0
3

（
注

1
）

　
－

：
P
E
C
が

設
定

で
き

な
か

っ
た

場
合

、
あ

る
い

は
P
E
C
/
P
N
E
C
比

の
算

出
が

で
き

な
か

っ
た

場
合

を
示

す

（
注

2
）

　
実

測
値

に
基

づ
く

P
E
C
、

及
び

P
E
C
/
P
N
E
C
比

の
上

段
は

公
共

用
水

域
（

淡
水

）
、

下
段

は
公

共
用

水
域

（
海

水
）

（
注

3
）

　
○

：
現

時
点

で
は

作
業

は
必

要
な

い
、

▲
：

情
報

収
集

に
努

め
る

必
要

、
■

：
詳

細
な

評
価

を
行

う
候

補
、

×
：

現
時

点
で

は
生

態
リ

ス
ク

の
判

定
は

で
き

な
い

（
注

4
）

　
生

態
リ

ス
ク

評
価

分
科

会
に

お
い

て
関

連
情

報
を

総
合

的
に

勘
案

し
た

判
定

を
示

し
た

（
注

5
）

　
再

評
価

物
質

に
つ

い
て

は
、

過
去

に
お

い
て

第
何

次
の

と
り

ま
と

め
で

公
表

し
た

か
を

示
し

た

（
注

6
）

　
環

境
中

へ
の

排
出

状
況

が
不

明
な

点
を

考
慮

し
た

○
○

第
6
次

2
9
0
-
0
2
-
8
サ
リ
チ
ル
ア
ル
デ
ヒ
ド

甲
殻
類

オ
オ
ミ
ジ
ン
コ

慢
性

N
O
E
C
 
繁
殖
阻
害

1
0
0

1
.
2

○
○

第
3
次

1
2
9
0
8
2
-
7
4
-
4
オ
ク
タ
ク
ロ
ロ
ス
チ
レ
ン

甲
殻
類

オ
オ
ミ
ジ
ン
コ

慢
性

N
O
E
C
 
繁
殖
阻
害

1
0
0

0
.
0
0
9
1

○
○

4
9
5
-
8
2
-
9
2
,5
-
ジ
ク
ロ
ロ
ア
ニ
リ
ン

甲
殻
類

オ
オ
ミ
ジ
ン
コ

慢
性

N
O
E
C
 
繁
殖
阻
害

1
0
0

0
.
3
2

×
▲

(
注

6
)

3
5
5
4
-
0
0
-
7
2
,4
-
ジ
ク
ロ
ロ
ア
ニ
リ
ン

甲
殻
類

オ
オ
ミ
ジ
ン
コ

慢
性

N
O
E
C
 
繁
殖
阻
害

1
0

0
.
5

■
■

6
1
1
2
-
1
8
-
5
N
,N

-
ジ
メ
チ
ル

ド
デ
シ
ル

ア
ミ
ン

藻
類

緑
藻
類

慢
性

N
O
E
C
 
生
長
阻
害

1
0
0

0
.
0
2
6

■
■

5
1
2
4
-
2
8
-
7
N
,N

-
ジ
メ
チ
ル
オ
ク
タ
デ
シ
ル
ア
ミ
ン

藻
類

緑
藻
類

慢
性

N
O
E
C
 
生
長
阻
害

1
0
0

0
.
0
0
9
9

○
○

第
2
次

7
9
5
-
9
5
-
4
2
,4
,5
-
ト
リ
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ノ
ー
ル

魚
類

ニ
ジ
マ
ス

急
性

L
C
5
0
 
死
亡

1
0
0

2
.
6

番
号

C
A
S
番

号
物
質
名

有
害
性
評
価
（
P
N
E
C
の
根
拠
）

ア
セ
ス

メ
ン
ト

係
数

予
測

無
影
響
濃
度

P
N
E
C
(
µ
g
/
L
)

予
測

環
境
中
濃
度

P
E
C
(
µ
g
/
L
)

（
注

1
,
2
）

生
態

リ
ス

ク
初

期
評

価
結

果
一

覧
（

7
物

質
：

追
加

実
施

分
）

P
E
C
/

P
N
E
C
比

（
注

1
,
2
）

P
E
C
/
P
N
E
C
比

に
よ
る
判
定

(
注

3
)

評
価

結
果

(
注

3
,
4
)

過
去
の

公
表

(
注

5
)

生
物
種

急
性
/
慢
性

エ
ン
ド
ポ
イ
ン
ト
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<
5

<
0
.
0
6

○
1
0

0
.
1
1

<
5

<
0
.
0
6

○
<
1
0

<
0
.
1
1

0
.
2

0
.
4

－
－

0
.
0
3

0
.
0
6

－
－

<
0
.
0
0
2

<
0
.
0
0
0
6

<
0
.
0
0
2

<
0
.
0
0
0
6

<
0
.
0
0
2

<
0
.
0
0
0
6

<
0
.
0
0
2

<
0
.
0
0
0
6

0
.
4
1

0
.
7

－
－

0
.
0
4

0
.
0
6

－
－

0
.
0
8
8

0
.
0
2

0
.
0
2
7

0
.
0
0
7

<
0
.
0
0
5

<
0
.
0
0
1

0
.
0
0
4

0
.
0
0
1

<
0
.
0
0
4

<
0
.
0
0
0
5

<
0
.
0
0
4

<
0
.
0
0
0
5

0
.
0
1
1

0
.
0
0
1

0
.
0
1
1

0
.
0
0
1

2
7
0
0

4
5

3
1
0

0
.
7

－
－

－
－

○ ○▲

P
E
C
/

P
N
E
C
比

に
よ

る
判

定
(
注
3
,
6
)

【
▲

】

【
○

】

【
○

】

【
○

】

【
■

】

【
▲

】

【
○

】

▲ ■○

甲
殻

類
オ

オ
ミ

ジ
ン

コ
急

性
L
C
5
0
 
死

亡
1
,
0
0
0

▲

評
価

結
果

(
注
2
,
3
)

7
9

▲
パ

イ
ロ

ッ
ト

事
業

藻
類

緑
藻

類
急

性
E
C
5
0

生
長

阻
害

　
新

し
い

水
質

調
査

結
果

を
入

手
し

、
P
E
C

が
変

更
さ

れ
た

。
　

生
態

毒
性

に
関

す
る

知
見

を
新

た
に

入
手

し
、

P
N
E
C
も

変
更

さ
れ

た
。

　
評

価
結

果
は

、
「

情
報

収
集

に
努

め
る

必
要

が
あ

る
」

と
さ

れ
た

。

1
0
0

9
1

予
測

環
境

中
濃

度
 
P
E
C

(
µ
g
/
L
)
(
注

1
,
2
)

P
E
C
/

P
N
E
C
比

（
注

1
,
2
）

P
E
C
/

P
N
E
C
比

に
よ

る
判

定
(
注

3
)

評
価

結
果

(
注

3
,
4
)

と
り

ま
と

め

有
害

性
評

価
（

P
N
E
C
の

根
拠

）
(
注
1
)

ア
セ

ス
メ

ン
ト

係
数

(
注

1
)

予
測

無
影

響
濃

度
 
P
N
E
C

(
µ
g
/
L
)
(
注

1
)

急
性

/
慢

性
エ

ン
ド

ポ
イ

ン
ト

生
態

リ
ス

ク
初

期
評

価
 
再

評
価

物
質

の
新

旧
結

果
 
（

再
評

価
を

実
施

し
た

1
1
物

質
を

再
掲

）

前
回

の
評

価
結

果
第

1
4
次

と
り

ま
と

め
評

価
結

果
(
注

5
)

有
害

性
評

価
（

P
N
E
C
の

根
拠

）
(
注

1
)

ア
セ

ス
メ

ン
ト

係
数

(
注

1
)

予
測

無
影

響
濃

度
P
N
E
C
(
µ
g
/
L
)

(
注
1
)

予
測

環
境

中
濃

度
P
E
C
(
µ
g
/
L
)

(
注
1
,
2
)

物
質

名
（

C
A
S
番

号
）

P
E
C
/

P
N
E
C
比

（
注
1
,
2
）

変
更

概
要

生
物

種
急

性
/

慢
性

エ
ン

ド
ポ

イ
ン

ト
生

物
種

1
.
1
-
ジ

ク
ロ

ロ
エ

チ
レ

ン
（

7
5
-
3
5
-
4
）

番
号

環
境 5

環
境

1
4

ほ
う

素
及

び
そ

の
化

合
物

(
7
4
4
0
-
4
2
-
8
,
ほ

う
素

）

環
境 8

ジ
ブ

ロ
モ

ク
ロ

ロ
メ

タ
ン

（
1
2
4
-
4
8
-
1
）

環
境 6

N,
N
-
ジ

シ
ク

ロ
ヘ

キ
シ

ル
ア

ミ
ン

（
1
0
1
-
8
3
-
7
）

L
C
5
0
 
死

亡
1
0
0

4
5
5

▲
▲

甲
殻

類
オ

オ
ミ

ジ
ン

コ
慢

性
N
O
E
C

繁
殖

阻
害

1
0
0

6
0

第
6
次

甲
殻

類
ニ

セ
ネ

コ
ゼ

ミ
ジ

ン
コ

　
新

し
い

水
質

調
査

結
果

を
入

手
し

、
P
E
C

が
変

更
さ

れ
た

。
　

生
態

毒
性

に
関

す
る

知
見

を
新

た
に

入
手

し
、

P
N
E
C
も

変
更

さ
れ

た
。

　
評

価
結

果
は

、
「

情
報

収
集

に
努

め
る

必
要

が
あ

る
」

と
さ

れ
た

。

環
境

1
0

2
,
4
,
6
-
ト

リ
ク

ロ
ロ

フ
ェ

ノ
ー

ル
（

8
8
-
0
6
-
2
）

魚
類

ブ
ル

ー
ギ

ル
急

性
L
C
5
0
 
死

亡
1
0
0

4
.
1

第
8
次

魚
類

ブ
ル

ー
ギ

ル
急

性
L
C
5
0
 
死

亡
1
0
0

4
.
1

○
○

　
新

し
い

水
質

調
査

結
果

を
入

手
し

、
P
E
C

が
変

更
さ

れ
た

。
　

生
態

毒
性

に
関

す
る

知
見

を
新

た
に

入
手

し
た

が
、

P
N
E
C
の

変
更

は
な

か
っ

た
。

　
評

価
結

果
は

、
前

回
か

ら
の

変
更

は
な

く
、

「
現

時
点

で
は

作
業

の
必

要
は

な
い

」
と

さ
れ

た
。

急
性

N
O
E
C

繁
殖

阻
害

1
0

6
.
3

×
▲

甲
殻

類
オ

オ
ミ

ジ
ン

コ
慢

性
N
O
E
C

繁
殖

阻
害

1
0
0

0
.
6
3

第
7
次

甲
殻

類
オ

オ
ミ

ジ
ン

コ

　
P
E
C
を

設
定

で
き

る
1
0
年

以
内

の
水

質
調

査
結

果
が

得
ら

れ
な

か
っ

た
た

め
、

P
E
C
は

設
定

で
き

な
か

っ
た

。
　

生
態

毒
性

に
関

す
る

知
見

を
新

た
に

入
手

し
、

P
N
E
C
が

変
更

さ
れ

た
。

　
評

価
結

果
は

、
前

回
か

ら
の

変
更

は
な

く
、

「
情

報
収

集
に

努
め

る
必

要
が

あ
る

」
と

さ
れ

た
。

環
境 7

ジ
ビ

ニ
ル

ベ
ン

ゼ
ン

（
1
3
2
1
-
7
4
-
0
）

甲
殻

類
オ

オ
ミ

ジ
ン

コ
慢

性
N
O
E
C

繁
殖

阻
害

1
0
0

3
.
5

第
7
次

甲
殻

類
オ

オ
ミ

ジ
ン

コ
慢

性
N
O
E
C

繁
殖

阻
害

1
0
0

3
.
5

○
○

　
新

し
い

水
質

調
査

結
果

は
得

ら
れ

ず
、

P
E
C
の

変
更

は
な

か
っ

た
。

　
生

態
毒

性
に

関
す

る
知

見
を

新
た

に
入

手
し

た
が

、
P
N
E
C
の

変
更

も
な

か
っ

た
。

　
評

価
結

果
は

、
前

回
か

ら
の

変
更

は
な

く
、

「
現

時
点

で
は

作
業

の
必

要
は

な
い

」
と

さ
れ

た
。

慢
性

N
O
E
C

繁
殖

阻
害

1
0
0

0
.
4
9

×
▲

甲
殻

類
オ

オ
ミ

ジ
ン

コ
慢

性
N
O
E
C

繁
殖

阻
害

1
0
0

0
.
4
9

第
6
次

甲
殻

類
オ

オ
ミ

ジ
ン

コ

　
P
E
C
を

設
定

で
き

る
1
0
年

以
内

の
水

質
調

査
結

果
が

得
ら

れ
な

か
っ

た
た

め
、

P
E
C
は

設
定

で
き

な
か

っ
た

。
　

生
態

毒
性

に
関

す
る

知
見

を
新

た
に

入
手

し
た

が
、

P
N
E
C
の

変
更

は
な

か
っ

た
。

　
評

価
結

果
は

、
前

回
か

ら
の

変
更

は
な

く
、

「
情

報
収

集
に

努
め

る
必

要
が

あ
る

」
と

さ
れ

た
。

環
境

1
2

ブ
ロ

モ
ジ

ク
ロ

ロ
メ

タ
ン

（
7
5
-
2
7
-
4
）

藻
類

緑
藻

類
慢

性
N
O
E
C

生
長

阻
害

1
0
0

8
.
0

第
7
次

藻
類

緑
藻

類
▲

　
新

し
い

水
質

調
査

結
果

を
入

手
し

た
が

、
P
E
C
の

変
更

は
な

か
っ

た
。

　
生

態
毒

性
に

関
す

る
知

見
を

新
た

に
入

手
し

た
が

、
P
N
E
C
の

変
更

も
な

か
っ

た
。

　
評

価
結

果
は

、
「

情
報

収
集

に
努

め
る

必
要

が
あ

る
」

と
さ

れ
た

。

慢
性

N
O
E
C

生
長

阻
害

1
0
0

8
.
0

○

慢
性
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P
E
C
/

P
N
E
C
比

に
よ

る
判

定
(
注
3
,
6
)

評
価

結
果

(
注
2
,
3
)
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Ⅱ．化学物質の環境リスク初期評価 

 

（Ⅰ）化学物質の環境リスク初期評価ガイドライン（平成26年12月版） 

 

 本ガイドラインは、化学物質の人の健康及び環境中の生物に対する環境リスクの初期評価

を行うための指針として、評価作業の手順等を整理したものであり、曝露評価、健康リスク

初期評価及び生態リスク初期評価の３部より構成される。 

 なお、本ガイドラインの記述は、環境リスクに係る評価手法の国際的動向等を踏まえ、適

宜改定等を行うものとする。 

 

１．曝露評価 

 化学物質の健康リスク及び生態リスクのそれぞれに係る初期評価において必要となる曝

露量の評価を行うものである。 

 

２．健康リスク初期評価 

 化学物質の人の健康に対する有害性の評価を行った上で、その物質の環境に由来する曝

露が人の健康に及ぼすリスクについてスクリーニング的な評価を行うものである。 

 

３．生態リスク初期評価 

 化学物質の水生生物に対する生態毒性の評価を行った上で、その物質の水質からの曝露

が環境中の生物に及ぼすリスクについてスクリーニング的な評価を行うものである。 
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［１］曝露評価 

 

１．評価の方法の概要 

 

 環境中等における化学物質濃度の実測データをもとに、化学物質の健康リスク及び生態

リスクのそれぞれに係る初期評価において必要となる曝露量の評価を行うものである。 

 

 (1) 健康リスク初期評価のための曝露量の評価 

 化学物質の健康リスク初期評価においては、わが国の一般的な国民が受ける曝露量を

問題として、基本的には人が日常的に生活を送る場における化学物質の環境からの曝露

を中心に評価することとし、安全側に立った評価の観点からその大部分がカバーされる

高濃度側のデータによって人の曝露量の評価を行う。人に対する化学物質の曝露の総量

を把握する観点から、食事等についても評価対象とする。発生源近傍の測定データにつ

いては、周辺の居住実態等を踏まえて評価を行う。 

 

(2) 生態リスク初期評価のための予測環境中濃度（ PEC： Predicted Environmental 

Concentration）の評価 

 化学物質の生態リスク初期評価においては、水生生物の生存・生育を確保する観点か

ら、基本的には水生生物の生息が可能な環境を保持すべき公共用水域における曝露につ

いて評価することとし、安全側に立った評価の観点からその大部分がカバーされる高濃

度側のデータによって予測環境中濃度の評価を行う。発生源近傍の測定データについて

は、周辺の水環境の状況を踏まえて評価を行う。 

 

２．評価作業の具体的手順 

 2.1 物質に関する基礎的事項 

 （1）掲載すべき項目 

   ① 分子式・分子量・構造式 

・物質名（別の呼称） 

・CAS番号、化審法官報公示整理番号、化管法（PRTR法）政令番号（第一種及び第

二種指定化学物質）、RTECS番号 

・分子式、分子量、換算係数、構造式 

   ② 物理化学的性状 

・融点、沸点、密度または比重、蒸気圧 

・分配係数（1-オクタノール／水）（log Kow）、解離定数（pKa）、水溶性 

   ③ 環境運命に関する基礎的事項 

・生物分解性：好気的分解（化審法の判断を含む）、嫌気的分解 

・化学分解性：OHラジカルとの反応性（大気中）、オゾンとの反応性（大気中）、

硝酸ラジカルとの反応性（大気中）、加水分解性 

・生物濃縮性：生物濃縮係数（BCF） 

・土壌吸着性：土壌吸着定数（Koc） 
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   ④ 製造輸入量等及び用途 

・生産量・輸入量等 

・用途 

   ⑤ 環境施策上の位置付け 

 環境基本法に基づく環境基準のほか、化審法に基づく監視化学物質、化管法に基

づく指定化学物質、有害大気汚染物質優先取組物質、有害大気汚染物質に該当する

可能性がある物質、水質汚濁に係る要監視項目、水環境保全に向けた取組のための

要調査項目、水生生物保全に係る水質目標を優先的に検討すべき物質等、環境施策

上の位置付けについて明示する。 

 

 （2）参照する情報源と知見の採用方法 

   ①ハンドブック等書籍 

ア. 長年にわたり広く活用されていること、複数の報告値について信頼性を評価し

ていること等を考慮しつつ、以下の順でハンドブック等の情報を参照する。 

     (ｱ) 物理化学的性状及び環境運命 

      ・CRC Handbook of Chemistry and Physics 

      ・The Merck Index 

      ・Exploring QSAR Hydrophobic, Electronic, and Steric Constants 

      ・Handbook of Physical Properties of Organic Chemicals 

      ・Handbook of Environmental Data on Organic Chemicals 

      ・Handbook of Aqueous Solubility Data 

      ・Handbook of Environmental Degradation Rates     等 

     (ｲ)  製造輸入量及び用途 

      ・化審法の一般化学物質等の製造・輸入数量 

      ・化学工業統計年報 

      ・化学物質の製造・輸入量に関する実態調査 

      ・OECDに報告している生産量及び輸入量 

      ・化学物質排出把握管理促進法（化管法）の製造・輸入量区分 

      ・化学物質ファクトシート 等 

イ.物性値等については、可能な限りこれらに記載されている原著論文等を入手し、

信頼性の確認を行った上で最も信頼できると考えられるものを採用する。信頼性

の確認を行った場合は、その原著論文等を引用文献とする。原著論文が確認でき

ず物性値を１つに絞りきれなかった場合は、複数の値を併記する。 

   ② モデル計算による推定値 

 物性の実測値が得られない場合は、モデル計算により推定した値を検討する。計

算値を採用した際には、用いたモデル名を引用する。外国政府機関等において環境

政策等の場面で活用されているモデルや、市販されており広く利用されているモデ

ルとしては、例えば以下のものが挙げられる。 

・EPI Suite（Estimation Programs Interface Suite）（USEPA）：米国EPAの Office of 

Pollution Prevention and Toxics (OPPT)が提供している物理化学的性質及び環境動
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態を予測するためのWindowsプログラムの集合であり、KOWWIN（1-オクタノー

ル／水分配係数）、AOPWIN（大気中でのOHラジカル及びオゾンとの反応速度）、

BCFBAF（生物濃縮係数）等のサブプログラムからなる。 

   ③ データベース 

 物性値等については、Hazardous Substances Data Bank等のデータベースを参照し、

可能な限りこれらに記載されている原著論文等を入手して信頼性等を確認する。信

頼性の確認ができた場合は、その原著論文等を引用文献とする。値の信頼性の確認

が困難なものは、他の情報源による情報よりも優先順位を下げる。 

 

 2.2 曝露評価 

 (1) 化学物質の排出量の把握 

① 化学物質排出把握管理促進法（化管法）の第一種指定化学物質については、同法に

基づき公表された直近のPRTRデータにより排出量及び移動量を把握する。 

② PRTR公表データにおいて媒体別の集計が行われていない届出外排出量については、

「PRTR届出外排出量の推計方法等の詳細」（経済産業省及び環境省）を参照して媒体

別に配分した上で、対象物質の環境中への推定排出量を媒体別に求める。 

 

 (2) 媒体別分配割合の予測 

① 2.1 (1)で収集・整理した物性情報をパラメータとし、Mackay Level IIIタイプの多媒

体モデルを用いて、対象物質の媒体別の分配を予測する。モデルの精度を考慮し、大

気、水質等の環境媒体に最終的に分配される重量比を求める。 

② PRTRデータが得られる化管法第一種指定化学物質については、2.2 (1)において整理

した対象物質の環境中への排出量を用いて媒体別分配割合の予測を行う。多媒体モデ

ルの内環境（予測対象地域）はPRTR 排出量が最も多い都道府県、および各媒体への

排出量が最も多い都道府県を設定し、外環境は日本全国から内環境をさし引いた部分

と設定する。 

③ PRTRデータが得られない場合は、環境中への排出量については、大気、水域及び土

壌に個々に1,000kg/hr排出された場合、並びにこの３媒体それぞれに1,000kg/hrずつ同

時に排出された場合の計４ケースについて予測を行う。 

 

 (3) 各媒体中の存在量の概要 

  1) 環境実測データ等の収集 

  ① 行政機関による調査 

   ア．データソース 

    (ｱ) 環境省 

     ・化学物質環境実態調査（化学物質と環境） 

     ・内分泌攪乱化学物質環境実態調査 

     ・水質調査（地下水を含む） 

      ・公共用水域水質調査結果（環境基準項目） 

      ・要監視項目調査結果（要監視項目） 
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      ・水環境中の要調査項目存在状況調査（要調査項目） 

     ・大気調査 

      ・有害大気汚染物質モニタリング調査            等 

    (ｲ) その他の機関 

     ・厚生労働省：水道統計 水質編 

     ・国土交通省：水環境における内分泌撹乱物質に関する実態調査結果 

     ・地方公共団体が独自で実測したデータ             等 

   イ．収集条件 

 過去10年以内の実測データを収集することとし、これにより得られない場合は逐

次それ以前の実測データを収集する。なお経年的に調査が行われている場合は、直

近３年間の実測データを採用する。 

  ② 既存知見 

   ア．データソース 

・文献データベース：JDreamIII 

    ・インターネット検索                     等 

   イ．収集条件 

 過去10年以内に公表された国内文献を優先的に収集することとし、これが得られ

ない場合は逐次それ以前の国内文献を収集するとともに、海外の知見の収集を検討

する。 

  2) 信頼性の確認 

 得られた実測データについては、調査地点、測定方法、分析方法等を精査し、曝露

評価への利用も含めて信頼性の確認を行う。 

  3) 各環境媒体中の存在状況の整理 

 各対象物質について媒体別の濃度情報を整理して濃度調査表を作成し、これをもとに

各媒体中の存在状況を一覧表にまとめる。表に記載する環境中濃度（最小値、最大値、

算術平均値、幾何平均値等）は地点別データから算出する。 

① 地点別データの設定 

 ア．測定が年間１回のみの地点 

・年間の測定回数が１回の場合は、その実測データを地点別データ（同一地点で複数

の試料を採取している場合には各実測データの算術平均値）とする。ただし、農薬

等排出される時期が限られている物質については、測定時期を考慮して採用を決め

る。 

   イ．測定が年間複数回（２回以上）行われている地点 

・同一地点で１年間に複数回の測定が行われている場合は、検出下限値未満のデータ

は検出下限値の1/2として、各実測データを算術平均し、算術平均値を地点別データ

とする。 

・地点別データが検出下限値未満の場合は、不検出として扱う。 

② 各媒体中の存在状況 

 ア．検出限界値の取扱い 

・同一の調査で統一検出限界値が設定されている場合、地点別データが統一検出限界
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値未満の場合は不検出データとして扱う。ただし、統一検出下限値未満であるが検

出されている地点別データは欄外に記載する。 

   イ．最小値の選定方法 

・全ての地点で検出データが得られているときには、最も小さい値を最小値とする。 

・不検出データと検出データが混在する場合には、最も低い検出下限値の不検出デー

タと検出データの最低値を比較し、小さい方を最小値とする。 

・検出データが全く得られないときには、最も低い検出下限値の不検出データを最小

値とする。 

   ウ．最大値の選定方法 

・全ての地点で検出データが得られているときには、最も大きい値を最大値とする。 

・不検出データと検出データが混在する場合は、原則として検出データのうち最も大

きい値を最大値とする。ただし、不検出データの検出下限値が最大検出濃度を上回

っている地点において、特定の発生源の存在などにより最大検出濃度以上の濃度が

存在する可能性がある場合には、最大値はその検出下限値未満とする。 

・検出データが全く得られないときには、最も大きい検出下限値の不検出データを最

大値とする。 

・最大濃度の検出原因が通常でない活動（事故等）により生じた場合、もしくはその

蓋然性が高いと見なされる場合には採用しない。 

   エ．算術平均値・幾何平均値の算定 

・不検出データを検出下限値の1/2として、全ての地点別データから算術平均値及び幾

何平均値を求める。 

・算術平均値または幾何平均値が最も大きい検出下限値を下回る場合には、平均値は

検出下限値未満とする。 

・検出データが全く得られないときには、平均値は最も大きい検出下限値の不検出デ

ータを用いる。 

・2.2 (3) 3)②ウ．において採用しない環境濃度は、算術平均値及び幾何平均値の算出

に用いない。 

 

 (4) 濃度・曝露量の推定 

  1)記載方法 

 収集できる地点別データが限られることから、それを考慮して記載する。 

① データ数による記載 

   ・データ数が100以上の場合：数値そのものを記載 

・データ数が6～100の場合：「～程度」と記載 

・データ数が3～5の場合：「概ね～」と記載 

・データ数が1～2の場合：「評価に耐えるデータは得られなかった」又は「～の報告

がある」と記載 

・データがない場合：「データは得られなかった」と記載 

② 空間的な偏り 

・全国的な地点別データがある場合：数値そのものを記載 
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・限られた地域のデータのみの場合：「限られた地域で～」と記載 

・発生源周辺あるいは諸外国でのデータは、事例紹介として「～工場周辺では～の報

告がある」、「～国では～の報告がある」などと記載する。 

③ 測定時期 

・10年以上前のデータしかなく、化学物質の排出状況等は現在とあまり変わらない状

況と判断できる場合：「過去のデータではあるが～」と記載 

・10年以上前のデータしかなく、当時と現在では化学物質の排出状況等が異なると考

えられる場合：「過去のデータとして～」と記載 

・10年以上前のデータしかなく、化学物質の排出状況等の情報が乏しく、当時と現在

との比較ができない場合：「評価に耐えるデータは得られなかった」と記載 

  2)人に対する曝露量の推定（一日曝露量の予測最大量） 

 人に対する一日曝露量の推定を行う。 

  ①各媒体中濃度の設定 

 実測値をもとに設定する。安全側に立った評価の観点から高濃度側のデータによる

評価を行うため、当面はデータの信頼性を確認した上で得られた最大濃度を評価に用

いることとする。平均値と最大値として整理する。 

  ②一日曝露量の算出 

 上記濃度をもとに、一日曝露量を算出する。 

   ア． １日曝露量の算出媒体：大気、飲料水または地下水、土壌及び食事とする。ただ

し、地下水のデータが得られない場合や地下水よりも公共用水域・淡水で高濃度で

の検出がある場合には、公共用水域・淡水を算出媒体に加える。 

   イ． １日曝露量の算出式 

     ・大気からの曝露量 

      （濃度 µg/m3）×（１日呼吸量：15m3/day）÷（体重：50kg） 

     ・飲料水からの曝露量 

      （濃度 µg/L）×（１日飲水量：2L/day）÷（体重：50kg） 

     ・土壌からの曝露量 

      （濃度 µg/g）×（１日摂取量：0.11g/day）÷（体重：50kg） 

     ・食事からの曝露量 

      （濃度 µg/g）×（１日食事量：2,000g/day）÷（体重：50kg） 

 ここで用いている大気の１日呼吸量及び飲料水の１日飲水量は、わが国の各種

行政推計において通常用いられている値として採用する。土壌の１日摂取量

0.11g/dayは、「土壌中のダイオキシン類に関する検討会第一次報告」（平成11年7

月）に示された大人と子供の１日土壌摂食量を基に算出した生涯平均値として設

定されたものであり、食事の１日食事量2,000g/dayは、食事の際の飲料水等も加え

た陰膳調査試料の重量の実績に基づいて設定したものである。 

  ③曝露量の評価 

 化管法に基づく届出排出量が得られる場合は、モデル等（別添1）で大気中および

公共用水域濃度を推定し、さらに曝露量を推定して実測データの取得の必要性等に

ついて考察する。実測データに基づく曝露量が算出できないあるいは信頼できる値
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が得られない場合は、物性や媒体別分配割合などを考慮して曝露量を評価し、実測

データが必要と判断された媒体については根拠も含めて記述する。 

 また、実測データが得られていなくても入手できた情報から曝露量の推定が可能

と考えられる場合は、これをもとに曝露量を試算し、実測データの取得の必要性等

について考察する。例えば、食物中濃度の情報が得られていない場合は、魚類中濃

度の実測値または推定値を用いて、魚介類の１日摂取量をもとに魚類摂取による経

口曝露量を推定する。魚類中濃度の実測値が得られない場合は、水質中濃度と生物

濃縮係数から推定を行う。これを健康リスク初期評価における無毒性量等、ユニッ

トリスク等と比較する。 

 評価にあたっては、自然由来の可能性や用途等に留意する。 

  3)水生生物に対する曝露の推定（水質に係る予測環境中濃度：PEC） 

  ①各媒体中濃度の設定 

 実測値をもとに設定する。設定の考え方は2.2 (4) 2)①に同じ。 

  ②予測環境中濃度の評価 

 予測環境中濃度は全国的な分布を把握した上で設定することとし、データ数が少な

い、地域的な偏りがある場合などについては2.2 (4) 1）の記載方法に準じて記述する。 

化管法に基づく届出排出量が得られる場合は、モデル等（別添1）で公共用水域濃度

を推定し、実測データの取得の必要性等について考察する。 

評価にあたっては、自然由来の可能性や用途等に留意する。無機系物質では人為的

な影響を検討し、予測環境中濃度を設定する（別添2）。 

 

 (5)実測に関する検討 

① 実測の必要性の検討 

 文献調査等からは対象物質の濃度・曝露量に関する情報が得られなかった場合は、

以下の点を考慮して測定の必要性を検討する。 

・環境中の化学物質が蓄積される可能性（対象物質の性状、媒体間分配予測の結果等

に基づき推測） 

・化学物質の製造輸入量、排出量等 

・哺乳類に対する経口曝露実験から得られる無毒性量（NOAEL）等の値の1／1,000に

相当する濃度の把握に十分な検出下限値の達成可能性 

・水生生物に対する毒性試験から得られた予測無影響濃度（PNEC）の1／10に相当す

る濃度の把握に十分な検出下限値の達成可能性 

  ② 判断後の対応 

   ア．濃度測定が必要と判断した場合 

 測定・分析方法の妥当性を検討する。 

   イ．濃度測定が不要と判断した場合 

 不要とした根拠を明確にする。 
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［２］健康リスク初期評価 

 

１．評価の方法の概要 

 

(1) 健康リスクの初期評価は、ヒトの健康に対する化学物質のリスク評価をスクリーニン

グとして行うものであり、国際的にも信頼できる主要な評価文書等を有効に活用して実

施する。 

 

(2) 化学物質の有害性として、一般毒性及び生殖・発生毒性等の非発がん影響並びに発が

ん性（良性腫瘍の情報も含む。）を対象とし、その有害性に閾値があると考えられる場

合と閾値がないと考えられる場合の両方についてそれぞれ初期評価に用いる指標を設定

する。 

 

(3) 閾値があると考えられる有害性については、NOAEL（無毒性量）、LOAEL（最小毒性

量）、NOEL（無影響量）及びLOEL（最小影響量）の情報のうち、信頼性のある最小値

から評価に用いる指標として「無毒性量等」を設定し、これを曝露評価の結果から得られ

た「予測最大曝露量」あるいは「予測最大曝露濃度」で除してMOE（Margin of Exposure）

を算出する。 

 

(4) 閾値がないと考えられる有害性については、「予測最大曝露量」あるいは「予測最大

曝露濃度」に相当するがんの過剰発生率等を算出する。 

 

(5) 上記により求めた結果を総合的に検討し、今後、環境に由来する化学物質の健康リス

クについて詳細な評価を行う候補等を選定する。 

 

２．評価の上での留意点 

 

(1) 化学物質の発がん性については一般的に閾値がないと考えられているが、物質によっ

ては閾値があるものの存在も知られている。しかし、同じ化学物質であっても評価機関

によって発がん性の閾値についての判断が異なる場合が多く、単一の評価に統一されて

いる状況にはない。また、発がん性の定量的なリスク評価についても、国際的に統一さ

れた標準的な手法が確立されている状況にはない。このため、定量的な発がんリスク評

価については、スクリーニングという本評価の目的を踏まえ、幅広く情報収集を行った

上で評価を行うこととする。 

 

(2) 定量的な発がんリスク評価は、ヒトで発がん作用があると考えられる化学物質を対象

に実施する。なお、実験動物で発がん性が認められるものの、ヒトでの証拠が限定され

たものや不十分なものなど、ヒトでの発がん性が不確実な物質については、遺伝子傷害
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性等の情報を十分に検討した上で定量的な発がんリスク評価の必要性を判断するが、得

られた結果については不確実性の大きなものであることに留意する。 

 

３．有害性等の情報の収集・整理 

 

評価対象化学物質について既存の評価文書等がある場合には、それらを有効に活用し

て文献調査を省力化し、作業のスピード化、効率化を図るとともに、それらの評価以降

の文献についてはデータベースの検索等を実施して情報収集を図る。なお、国際機関等

が設定した耐容1日摂取量（TDI）及び許容1日摂取量（ADI）の根拠になったNOAEL

（LOAEL）等、あるいは発がん性の定量的なリスク評価のために設定されたスロープフ

ァクター等の情報については、それらを有効に活用する。 

 

(1) 利用する評価文書等 

・世界保健機関 (WHO)：Guidelines for Drinking-Water Quality 

・世界保健機関 (WHO)：Guidelines for Air Quality 

・国際がん研究機関 (IARC)：IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans 

・国際化学物質安全性計画 (IPCS)：Environmental Health Criteria (EHC) 

・国際化学物質安全性計画  (IPCS)：Concise International Chemical Assessment Document 

(CICAD) 

・FAO/WHO合同残留農薬会議 (JMPR)：FAO Meeting Report ; Evaluation of the toxicity of pesticide 

residues in food 

・FAO/WHO合同食品添加物専門家会議 (JECFA)：FAO Nutrition Meetings Report Series ;  

Toxicological evaluation of some antimicrobials, antioxidants, emulsifiers, stabilizers, 

flour-treatment agents, acids and bases 

・経済協力開発機構 (OECD)：SIDS Initial Assessment Report 

・米国環境保護庁 (USEPA)：Integrated Risk Information System (IRIS) 

・米国産業衛生専門家会議 (ACGIH)：Documentation of the Threshold Limit Values and Biological 

Exposure Indices 

・日本産業衛生学会 (JOH)：許容濃度提案理由書 

・その他、国内外のリスク評価、許容濃度、ADI等の設定に係る文書類等 

 

(2) 評価文書等の引用文献以外の文献 

 評価文書等の引用文献以外のものについては、下記の要領で検索を実施する。 

○検索対象データーベース 

 JST、MEDLINE、J-MEDLINE及びTOXLINE 

○検索キーワードの検討 

・中・長期毒性 

 化学物質名／CASNo. 
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 亜急性毒性／亜慢性毒性／慢性毒性／免疫毒性／神経毒性 

・発生・生殖毒性 

 化学物質名／CASNo. 

 発生毒性／生殖毒性／催奇形性／繁殖毒性 

・発がん性 

 化学物質名／CASNo. 

 発がん性／がん原性／催腫瘍性／変異原性／遺伝（子）毒性 

○文献検索遡及年 

 1985年以降発行の学術雑誌(評価文書等の策定時期に応じて設定) 

○評価対象物質の情報収集項目 

 物性情報と有害性情報を収集する。 

・物性情報 

 分子量、化学式、融点（℃）、沸点（℃）、比重、水への溶解度（g/100g）、蒸気

圧(mmHg)、分配係数（1-オクタノール/水）、分解性、生物濃縮係数、生産量（t/

年）、用途、情報の出典 等 

・有害性情報 

 体内動態・代謝、急性毒性、中・長期毒性、生殖・発生毒性、ヒトへの影響（疫学

調査等）、発がん性、その他の有害性情報 等 

 

(3) 有害性情報の整理 

 有害性情報を整理し、次の項目に沿って別添の形でとりまとめる。 

① 体内動態・代謝 

 体内動態、代謝等の概要を記す。 

② 一般毒性及び生殖・発生毒性 

ア．急性毒性 

 半数致死量等の急性毒性試験、ヒトでの主な急性症状等の概要を記す。 

イ．中・長期毒性 

 適当なNOAEL（LOAEL）等が得られる文献の試験の概要等を記す。 

ウ．生殖・発生毒性 

 適当なNOAEL（LOAEL）等が得られる文献の試験の概要等を記す。 

エ．ヒトへの影響 

 疫学調査等の概要を記す。NOAEL（LOAEL）等が得られた場合は、それを記す。 

③ 発がん性 

ア．主要な機関による発がんの可能性の分類 

 国際的に主要な機関による発がんの可能性の分類について記す。 

イ．発がん性の知見 

(ｱ) 遺伝子傷害性に関する知見 

 発がんに関与する遺伝子傷害性の情報の概要を記す。また、発がんメカニズム等
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が既知の場合にはその概要を示す。 

(ｲ) 実験動物に関する発がん性の知見 

 実験動物での発がん性に関する主要な文献の概要を記す。また、スロープファク

ターやユニットリスク等の知見が得られた場合には、その概要を記す。 

(ｳ) ヒトに関する発がん性の知見 

 ヒトでの発がん性に関する主要な文献の概要を記す。また、スロープファクター

やユニットリスク等の知見が得られた場合には、その概要を記す。 

 

(4) 有害性情報を整理する上での留意点 

① 非発がん影響におけるNOAEL（LOAEL）等の取り扱い 

 同じ実験結果であっても評価機関によってNOAEL（LOAEL）等の評価が異なる場合

が少なくない。このため、元論文の表記を踏まえ、専門家による評価を行って、NOAEL

（LOAEL）等の値を決定することとする。 

 NOAELとNOEL、LOAELとLOELについても同様の扱いとする。 

② 閾値があると考えられる発がん性の取り扱い 

 閾値があると考えられる発がん性については、評価文書等で具体的に閾値が示され

ている場合にその値をNOAELとして採用する。発がん試験や遺伝子傷害性等の知見か

ら、その発がん性には閾値があると考えられるものの、閾値が示されていない場合に

は、その旨を記載する。 

③ 曝露状況によるNOAEL（LOAEL）等の補正 

 曝露状況に応じてNOAEL（LOAEL）等の補正を行い、連続曝露を受けた場合の値に

換算する。例えば、動物実験条件が6時間/日、5日/週の吸入試験では、以下の換算式に

より、1日24時間、1週7日間に平均化した値に補正する。 

））等（（
日

日

時間

時間
）＝補正値（  3 3 mg/mLOAELNOAEL  

 7

 5
  

 24

 6
mg/m   

 また、動物実験条件が6日/週の経口試験では、以下の換算式により、1週7日間に平均

化した値に補正する。 

））等（（
日

日
）＝補正値（ mg/kg/dayLOAELNOAEL  

 7

 6
 mg/kg/day   

 ただし、ヒトの場合には、8時間/日、5日/週の労働条件を仮定すると補正係数は×1/4.2

となるが、祝祭日や有給休暇の取得、曝露状況把握の不確かさ等を考慮し、安全を見

込んで原則として×1/5を採用する。また、発がんリスク評価における平均生涯曝露等

については、原則として元論文あるいは評価文書の値を採用する。 

 

４．健康リスクの評価 

 

 (1) 評価に用いる指標の設定 

 健康リスクの初期評価は、化学物質の有害性に閾値があると考えられる場合と閾値が

ないと考えられる場合に分けて、初期評価のための指標を設定して実施する。 
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① 有害性に閾値がある場合の評価 

 有害性に閾値がある場合は、一般毒性及び生殖・発生毒性等の非発がん影響と発が

ん性に閾値があると考えられる場合が該当する。これらについては、評価に用いる指

標として無毒性量等を下記の手順で設定する。 

ア．無毒性量等の設定のためのNOAEL（LOAEL）等の評価 

非発がん影響及び発がん性の知見から得られたNOAEL（LOAEL）等の情報の中か

ら、曝露状況による補正を行い、経口曝露及び吸入曝露について、それぞれ信頼性の

ある最も低用量、あるいは低濃度での知見を採用する。 

イ．無毒性量等の設定 

上記で選定した知見をもとに、無毒性量等を設定する。 

ただし、LOAELあるいはLOELの知見を採用した場合と長期間曝露以外の知見を採

用した場合には、それぞれ下記による補正を行って無毒性量等とする。 

(ｱ) 非発がん影響においてLOAELを採用した場合には、これをNOAELに変換する必要

があるが、初期評価であることを踏まえ、安全サイドに立ってLOAELを10で除し、

NOAEL相当の値とする（LOELからNOELを求める場合についても同様の取り扱い

とする。）。 

(ｲ) 一般毒性において長期間にわたる曝露以外の知見を採用した場合には、原則として

その値を10で除して長期間曝露に相当する値として取り扱う。 

② 有害性に閾値がない場合の評価 

 発がん性に閾値がないと考えられる場合が該当する。 

ア．量－反応関係の設定 

経口曝露については曝露量（mg/kg/day）とがんの過剰発生率との量－反応関係を

示すスロープファクターを、吸入曝露については曝露濃度（µg/m3）とがんの過剰発

生率との量－反応関係を示すユニットリスクを初期評価に用いる指標としてそれぞ

れ設定する。なお、複数のスロープファクターやユニットリスクの情報が得られた場

合には、初期評価であることを踏まえ、安全サイドに立った値を採用する。 

イ．その他の量－反応関係（参考） 

その他の定量的な評価手法として、カナダ厚生省により開発された

Exposure/Potency Indexを用いる手法（ヒトの曝露量、曝露濃度とがんの生涯過剰発生

率が5%になる曝露量TD05、曝露濃度TC05（ともに95％信頼限界の下限値ではない。）

を比較する手法）があり、がんの生涯過剰発生率として1％を用いる場合などもある。

このため、この手法に関する情報が得られた場合には、参考として有効に活用する。

なお、複数の情報が得られた場合には、初期評価であることを踏まえ、安全サイドに

立った値を採用する。 

 

(2) ヒトの曝露量及び曝露濃度 

○曝露評価の結果求められた予測最大曝露量あるいは予測最大曝露濃度を利用する。 

○経口曝露については、飲料水と食物及び土壌からの曝露量の合計と、井戸水（地下水）
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と食物及び土壌からの曝露量の合計をそれぞれ利用する。なお、地下水のデータが得ら

れず、淡水（公共用水域）のデータしか利用できない場合、地下水のデータよりも淡水

のデータの方が高濃度の場合には、淡水のデータを利用する。 

○吸入曝露については、一般環境大気及び室内空気のそれぞれとする。 

○限られた地域のデータや過去のデータ、化管法に基づく予測結果が得られた場合には、

参考として利用する。 

○経口曝露量と吸入曝露濃度の相互変換等 

原則として、曝露経路間の補正は実施しないが、経口曝露量から吸入曝露濃度へ、あ

るいは吸入曝露濃度から経口曝露量へ変換する必要が生じた場合には、ヒトの1日当り

の呼吸量15 m3、体重50 kgを仮定して以下の換算式により計算するものとする。 

経口曝露量（mg/kg/day）＝吸入曝露濃度（mg/m3）×15 m3/day÷50kg 

 

(3) 健康リスクの初期評価結果 

① リスク指標の算出等 

ア．有害性に閾値があると考えられる場合 

無毒性量等を予測最大曝露量、あるいは予測最大曝露濃度で除してmargin of 

exposure（以下「MOE」という。）を求め、これによる評価を行う場合には、判定基

準として下表の区分を用いる。 

なお、MOEの算出においては、下記の点に留意する。 

(ｱ) MOEの算出にはヒトに対する無毒性量等を用いるが、無毒性量等が動物実験結果よ

り設定された場合には、ヒトに適用するために10で除して算出する。 

(ｲ) 無毒性量等を非発がん影響から設定した場合であっても、ヒトで発がん作用がある

と考えられる場合には、さらに最大10で除して算出する。 

(ｳ) 無毒性量等を発がん性から設定した場合には、その影響の重大性を踏まえてさらに

原則10（場合により1～10）で除して算出する。 

 
 

MOE 判 定 

10 未満 詳細な評価を行う候補と考えられる。 

10 以上 100 未満 情報収集に努める必要があると考えられる。 

100 以上 現時点では作業は必要ないと考えられる。 

算出不能 現時点ではリスクの判定ができない。 

 

イ．有害性に閾値がないと考えられる場合 

(ｱ) 過剰発生率による評価 

予測最大曝露量におけるがんの過剰発生率をスロープファクターから、あるいは予

測最大曝露濃度におけるがんの過剰発生率をユニットリスクから求め、これによる評

価を行う場合には、判定基準として下表の区分を用いる。 
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過剰発生率 判 定 

10-5 以上 詳細な評価を行う候補と考えられる。 

10-6 以上 10-5 未満 情報収集に努める必要があると考えられる。 

10-6 未満 現時点では作業は必要ないと考えられる。 

算出不能 現時点ではリスクの判定ができない。 
 

 

(ｲ) EPIによる評価（参考） 

参考としてカナダのExposure/Potency Index手法を用いる場合には、予測最大曝露量

をTD05で、予測最大曝露濃度をTC05で除した値（EPI）を求め、これによる評価を行

う場合には、判定基準として下表の区分を用いる。 
 

EPI 判 定 

2.0×10-4 以上 詳細な評価を行う候補と考えられる。 

2.0×10-5 以上2.0×10-4 未満 情報収集に努める必要があると考えられる。 

2.0×10-5 未満 現時点では作業は必要ないと考えられる。 

算出不能 現時点ではリスクの判定ができない。 
 

注：カナダでのリスクレベルの取り扱い及びTD05・TC05の算出方法等を考慮し、2.0
×10-6を2.0×10-5に修正して用いることとする。 
なお、1％のがんの生涯過剰発生率（TD01、TC01）を用いる場合には、5％時の

EPI 区分をそれぞれ5倍した10-3以上、10-4以上10-3未満、10-4未満となる。 

② 健康リスクの初期評価の総合的な判定及び評価 

 上記のア及びイによって算出されたMOE及びがんの過剰発生率、並びに参考として

のEPIを総合的に検討し、曝露経路毎に判定及び評価を示す。 

 

５．評価に用いた指標の利用上の注意 

  本評価は、化学物質のヒト健康に対するリスク評価を、基本的に安全サイドに立った

スクリーニングとして行うものであり、評価に用いた指標（無毒性量等、スロープファ

クター・ユニットリスク、TD05・TC05）はこの目的のために設定、あるいは採用したも

のである。また、その際には、ヒトや実験動物等から得られた多様な知見を考慮してい

るが、これらの情報の質、量は化学物質によって大きく異なる。 

  このため、基準値を設定する際や、化学物質間の相対的な毒性強度を比較するような

場合には、評価に用いた指標を単純に使用するのではなく、更なる詳細な検討を行うこ

とが必要とされる。 
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（別添様式）健康リスクの初期評価 

 

(１) 体内動態・代謝 

(２) 一般毒性及び生殖・発生毒性 

① 急性毒性 
 

表3.1 急性毒性 
 

動物種 経路 致死量、中毒量等 

   

   

 

② 中・長期毒性  

③ 生殖・発生毒性 

④ ヒトへの影響 

(３) 発がん性 

①主要な機関による発がんの可能性の分類 
 

表3.2  主要な機関による発がんの可能性の分類 
 

機関（年） 分  類 

WHO IARC   

EU EU   

USA 

EPA   

ACGIH   

NTP   

日本 日本産業衛生学会   

ドイツ DFG   
 

② 発がん性の知見 

○ 遺伝子傷害性に関する知見 

○ 実験動物に関する発がん性の知見 

○ ヒトに関する発がん性の知見 

(４) 健康リスクの評価 

① 評価に用いる指標の設定 

② 健康リスクの初期評価結果 
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表3.3 経口曝露による健康リスク（MOEの算定） 
 

曝露経路・媒体 平均曝露量 予測最大曝露量 無毒性量等 MOE 

経口 
飲料水・食物・土壌   

 ＊ 
 

地下水・食物・土壌    

注：＊には、無毒性量等の設定根拠となった知見において用いられた動物種を記載する。 

 

 

表3.4 経口曝露による健康リスク（がん過剰発生率及びEPIの算定） 
 

曝露経路・媒体 予測最大曝露量 ｽﾛｰﾌﾟﾌｧｸﾀｰ 過剰発生率 TD05 EPI 

経 

口 

飲料水・食物・土壌  
 

 
 

 

地下水・食物・土壌    

 

 

表3.5 吸入曝露による健康リスク（MOEの算定） 
 

曝露経路・媒体 平均曝露濃度 予測最大曝露濃度 無毒性量等 MOE 

吸入 
環境大気   

 ＊ 
 

室内空気    

注：＊には、無毒性量等の設定根拠となった知見において用いられた動物種を記載する。 

 

 

表3.6 吸入曝露による健康リスク（がん過剰発生率及びEPIの算定） 
 

曝露経路・媒体 予測最大曝露濃度 ﾕﾆｯﾄﾘｽｸ 過剰発生率 TC05 EPI 

吸

入 

環境大気  
 

 
 

 

室内空気    

 

 

(５) 引用文献 
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［３］生態リスク初期評価 

 

１．評価の方法の概要 

 

(1) ここで行う生態リスクの初期評価は、OECDの評価方法に準じて化学物質の水生生物

に対するスクリーニング的なリスク評価を行うものであり、既存のデータベース、評価

文書等より得られる知見を活用して効率的に実施する。 

 

(2) 化学物質の水生生物に対する生態毒性に関する知見に基づき、化学物質が環境中の生

物に対して有害な影響を及ぼさないと予想される濃度として設定される予測無影響濃度

（PNEC：Predicted No Effect Concentration）を導く。ここでは原則として生態毒性に関す

る試験等を通じて得られた実測値を用いることとする。なお、定量的構造活性相関

（QSAR：Quantitative Structure-Activity Relationship）による予測値の活用については、当

面、専門家判断の根拠の一つとし、評価事例を積み重ねた後にQSAR予測値の評価への

扱いを再度検討する。 

 

(3) 曝露評価の結果求められた予測環境中濃度（ PEC ： Predicted Environmental 

Concentration）と(2)により設定された予測無影響濃度（PNEC）の比較を行うことにより、

詳細な評価を行う候補物質等を選定する。 

 

２．評価作業の具体的手順 

 

(1) 生態毒性に関する知見の整理 

① 対象とする試験生物 

 当面はOECDのSIDS（Screening Information Data Sets）が要求する生物群（藻類、甲

殻類及び魚類）を考慮し、次のとおりとする。 

ア．対象とする生物群 

 藻類、甲殻類、魚類及びその他の４生物群とする。 

イ．対象とする生物の生息域 

 生息域は日本国内の淡水域及び海域に限定せず、全ての生物を対象とする。 

② 化学物質の生態毒性に関する知見の収集・整理 

ア．生態毒性に関する知見の収集 

 以下の情報源を参照して、評価対象物質の生態毒性に関する知見を抽出する。 

(ｱ) 参照する情報源 

・環境省（庁）生態影響試験結果 

・ECOTOX（ECOTOXicology database : U.S. EPA） 

・SIAR（SIDS Initial Assessment Report: OECD） 

・EU RAR（European Union Risk Assessment Report） 
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・ECHA（European Chemical Agency）のInformation on Registered Substances 

・ IUCLID （ International Uniform Chemical Information Database: European 

Commission） 

・EHC（Environmental Health Criteria: IPCS） 

・CICAD（Concise International Chemical Assessment Document: IPCS） 

・諸外国における水質目標値策定関連資料 

・各種学会誌（日本環境毒性学会、日本水環境学会、The Society of Environmental 

Toxicology and Chemistry等）等 

(ｲ) 確認すべき情報 

・対象生物：生物群／学名／一般名／生長（成長）段階 等 

・試験内容：エンドポイント／影響／曝露方法／曝露期間(日) 等 

・試験条件：試験場所／試験用水／水温／硬度／アルカリ度／溶存酸素量／ 

      pH／塩分 等 

・毒 性 値：濃度 

・出  典：引用文献 

イ．知見の整理 

(ｱ) 一覧表の作成 

 収集した情報から、対象生物を藻類、甲殻類、魚類及びその他の4生物群に分け

て一覧表を作成する。 

(ｲ) 毒性情報シートの作成 

   評価において参照すべき知見の原論文、原報告等は原則として入手することと

し、これをもとに以下の項目を盛り込んだ「毒性情報シート」を作成する。 

・被験物質：物質名、製造元、純度、物理化学的性状 

・試験の概要：試験目的、試験、ガイドライン等、GLP、実施年度 

・供試生物：分類、生物種名、年齢、体長、体重、馴化、給餌、供試数 等 

・試験溶液等：助剤（含 使用量）、試験用水、調製方法 

・試験濃度：試験濃度（公比）、実測方法、測定頻度 等 

・試験条件：試験場所、試験方法、試験環境（水温、pH、硬度、DO等） 

・曝露期間 

・エンドポイント、影響内容 

・試験結果：解析方法、算出方法、毒性値 

・コントロールにおける影響 

・供試生物の状況 

・出典 

ウ．試験方法及びデータの信頼性の検討 

(ｱ) 試験方法の確認における留意事項 

 試験方法については、実測／設定濃度、対照群の反応、試験生物の感受性、水

質、濃度を考慮する。死亡、成長、繁殖のようなエンドポイントは、その他のエ

－33－



 

ンドポイント（例：生化学パラメータ）よりも重点をおき、死亡・成長・繁殖、

全ての毒性データが揃っている場合は、原則として、これらの毒性データの中か

ら無影響濃度（NOEC：No Observed Effect Concentration）を選定する。また、急

性毒性で最も感受性の高い種の慢性毒性データがない場合等については、試験結

果に明記する。なお、生化学パラメータ等その他のエンドポイントに関して、個

体群の変化と明瞭な関連性が認められている場合はその試験結果も考慮する。 

(ｲ) 試験の信頼性および採用の可能性の検討 

 試験の信頼性は、国内外で認められたテストガイドラインやそれに準じた方法

への準拠、試験条件、試験生物、対象物質の物理化学的性状等を踏まえて検討し、

４段階（A. 試験は信頼できる、B. 試験は条件付きで信頼できる、C. 試験の信

頼性は低い、D. 信頼性の判定不可）に分類する。また、原著の入手が困難な場

合であっても、参照した情報源において試験内容の記載が十分に詳細であれば、

その情報をもとに信頼性を分類することができる。 

このほか、非公表の報告書など原著の入手が困難で試験の信頼性が確認できな

い知見であっても、試験の信頼性について本初期評価と同等に検討していると考

えられるリスク評価書等において信頼できるとして採用されているものについ

ては、信頼性を「E」（信頼性は低くないと考えられるが、原著にあたって確認

したものではない）と分類した上で、参考値として毒性値の一覧表に記載する。

ただし、参照したリスク評価書等（本初期評価と同等に信頼性を検討していると

考えられるものに限る）でKlimisch code（1. 信頼性有り、2. 信頼性有り(制限付

き)、3. 信頼性なし、4. 評価不能）を用いて分類されている場合は、その結果を

引用することができる。 

採用の可能性は、曝露期間、エンドポイント、影響内容等を踏まえて毒性値の

採用の適否を検討し、３段階（A. 毒性値は採用できる、B. 毒性値は条件付きで

採用できる、C. 毒性値は採用できない）に分類する。ただし、原著を入手でき

ない場合でも、一定の信頼性を有すると考えられ、参照したリスク評価書等の記

載内容が十分に詳細であるならば採用の可能性を判断し、本初期評価に利用でき

る。 

 なお、PNECの算出に採用できる毒性データが無い場合は、生態影響試験を実

施すべき物質等として明記し、生態リスク評価を延期する。 

エ．生態毒性データのとりまとめにおける留意事項 

 生態毒性データは、以下の事項に留意してとりまとめる。 

(ｱ) 複数データの取り扱い 

 同一生物群で複数の毒性データが得られる場合には、次の考え方で整理する。 

・エンドポイント及び曝露期間が同一の場合は、毒性値の小さいものを採用す

る。 

・エンドポイントや曝露期間が異なる場合は、これらのエンドポイント等の重

大性等を考慮する。 
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(ｲ) 最小影響濃度（LOEC：Lowest Observed Effect Concentration）のみが得られてい

る場合の無影響濃度（NOEC）算出方法 

 最小影響濃度（LOEC）とされている実験濃度の１段階低い実験濃度を無影響

濃度（NOEC）とする。ただし、各濃度区の幅が大きく、LOECとNOECの差が3.2

倍を超える場合は、最大許容濃度（MATC：Maximum Acceptable Toxicant 

Concentration、LOECとNOECの幾何平均値）の採用も考慮する。 

例）試験濃度が0、3.7、7.9、13、23、52µg/Lであり、LOECが23µg/Lの場合は、

NOECは13µg/Lとなる。試験濃度の公比が1.5でLOECが23µg/Lの場合は、

NOECは15µg/Lとなる。 

(ｳ) 藻類に対する急性毒性と慢性毒性の取り扱いについて 

 藻類については、72時間以上の試験期間でNOECが算出されている場合、慢性

毒性値として扱うことができる。 

(ｴ) 藻類のエンドポイントについて 

 藻類については、原則として生長速度から求める方法（速度法）により算出さ

れた毒性値を用いる。 

(ｵ) 藻類毒性試験での不安定な物質等の取扱いについて 

 濃度変化の著しい不安定な物質（設定濃度の±20%超）において、分解や揮散

による減少と考えられる場合は各試験時の実測濃度の幾何平均値等を用いること

とし、吸着と考えられる場合や判断が困難なものについては、その旨明記した上

で初期実測濃度等を用いることとする。 

(ｶ) 水溶解度を超える毒性値の取扱いについて 

 明らかに水溶解度を超えて算出されている毒性値は、信頼性が低いものと判断

する。 

 

(2) 予測無影響濃度（PNEC）の設定 

① アセスメント係数の設定の考え方 

 限られた試験データをもとに化学物質の予測無影響濃度（PNEC）を求めるため、得

られた毒性値をOECDにおける検討を参考として設定した次表のアセスメント係数で

除する。 

表１ 予測無影響濃度（PNEC）の設定に使用されるアセスメント係数 

分類 アセスメント係数 

藻類、甲殻類及び魚類のうち、1～2の生物群について信頼性のある急性

毒性値がある。 
1,000 

藻類、甲殻類及び魚類の3つの生物群全てについて信頼性のある急性毒性

値がある。 
100 

藻類、甲殻類及び魚類のうち、1～2の生物群について信頼性のある慢性

毒性値がある 
100 

藻類、甲殻類及び魚類の3つの生物群全てについて信頼性のある慢性毒性

値がある。 
10 
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 これは、次の各段階を外挿するという考え方で設定されている。 

・急性毒性値（EC50、LC50等）から慢性毒性値（NOEC）への外挿：アセスメント係数

10 

・感受性の種間差（藻類、甲殻類及び魚類の3生物群のうち、知見の得られたものが1ま

たは2生物群のみの場合から、3生物群全てについて知見が得られた場合への外挿）：

アセスメント係数10 

・最も低い慢性毒性値（3生物群の知見が揃った場合）から野外の状況への外挿：アセス

メント係数10 

② 予測無影響濃度（PNEC）の導出 

ア．導出の方法 

 急性毒性値及び慢性毒性値のそれぞれについて、信頼できる知見のうち生物群（藻

類、甲殻類、魚類及びその他）ごとに値の最も小さいものを整理し、そのうちその

他の生物以外の最も小さい値に対して情報量に応じたアセスメント係数を適用する

ことにより、予測無影響濃度（PNEC）を求める。これにより得られた２つのPNEC

のうち小さい方の値を、当該物質のPNECとして採用する。 

イ．慢性データの入手が可能な場合のPNEC値の算出例 

 次の点を考慮し、10～100のアセスメント係数を最も小さい無影響濃度に適用す

る。 

(ｱ) 魚類、甲殻類及び藻類のうち1または2生物群についての慢性毒性値（NOEC）

が得られた場合は、アセスメント係数100を最も小さいNOECに適用することによ

りPNECを求める。これを最も小さい急性データより得られたPNECと比較し、低

い方のPNECを採用する。 

(ｲ) 魚類、甲殻類及び藻類の3生物群全てについての慢性毒性値（NOEC）が得られ

た場合は、アセスメント係数10を最も小さいNOECに適用する。魚類、甲殻類及

び藻類のうち2生物群についてのみNOECが得られた場合であっても、最も感受性

が高い種の知見が得られたという確信があれば、アセスメント係数として100で

なく10を適用することが可能である。 

 

 (3) 生態リスクの判定 

① 判定の考え方 

ア．生態リスクの判定は、安全側の評価を行う観点から高濃度側の実測値に基づき設

定された予測環境中濃度（PEC）と、予測無影響濃度（PNEC）との比較により行う。 

イ．限られたデータに基づくスクリーニングとしての初期評価であることを踏まえ、

次の3段階で判定を行う。 
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評価の分類 

PEC／PNEC＜0.1 現時点では作業は必要ないと考えられる。 

0.1≦PEC／PNEC＜1 情報収集に努める必要があると考えられる。 

1≦PEC／PNEC 詳細な評価を行う候補と考えられる。 

（情報が不十分な場合） 現時点ではリスクの判定はできない。 

 

② 判定を踏まえた提言等 

評価の結果「判定不能」とされた物質等について、水生生物に対する有害性が高い

こと、化管法に基づく届出排出量を用いた公共用水域濃度の推定によりリスクが高く

なることが予測されること、生産量が多いこと、開放系用途に用いられていること、

水環境中に高い比率で分配され容易には分解されないと予測されること等を総合的に

勘案して、水生生物に対するリスクが高くなる可能性が見込まれる場合には、必要な

情報を充実させて再度初期評価を行うことを提言する。各項目の評価の視点は次のと

おり。 

ア．水生生物に対する有害性（生態毒性）：国際的に認められている生態毒性のラン

ク、又は化学物質排出把握管理促進法、化学物質審査規制法等国内法での生態影響

の判断基準等を考慮して、PNEC値が10～100µg/L程度以下の物質に着目する。 

イ．化管法に基づく届出排出量から推定した公共用水域濃度と予測無影響濃度（PNEC）

の比が0.1以上である物質に着目する。 

ウ．生産量：OECDでの高生産量（年間生産量1,000t以上）あるいは米国TSCAでの毒性

試験実施条件（106ポンド（450t））を考慮して、年間100～1,000t程度以上の物質に

着目する。 

エ．開放系用途：環境中に放出される可能性が高いものとして、界面活性剤等のよう

な開放系用途に用いられる物質に着目する。 

オ．水環境中への分配等：水質中の分配率が高く、著しい分解性を示さない物質に着

目する。また、生物に対する蓄積性が高い物質についても留意する。 
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（別添様式）生態リスクの初期評価 

(1) 水生生物に対する毒性値の概要 

 

表4.1 水生生物に対する毒性値の概要 

生物群 

 

急

性 

慢

性 

毒性値 

[µg/L] 

生物名 生物分類

／和名 

エンドポイント

／影響内容 

曝露期間 

[日] 

試験の

信頼性 

採用の

可能性

文献. 

No. 

 藻類          

 甲殻類          

 魚類          

 その他          

毒性値（太字）：PNEC算出の際に参照した知見として本文で言及したもの 

毒性値（太字下線）：PNEC算出の根拠として採用されたもの 

試験の信頼性：本初期評価における信頼性ランク 

A：試験は信頼できる、B：試験は条件付きで信頼できる、C：試験の信頼性は低い、 

D：信頼性の判定不可、E：信頼性は低くないと考えられるが、原著にあたって確認したものでは

ない 

採用の可能性：PNEC導出への採用の可能性ランク 

A：毒性値は採用できる、B：毒性値は条件付きで採用できる、C：毒性値は採用できない 

エンドポイント 

影響内容 

 

1）藻類 

2）甲殻類 

3）魚類 

4）その他生物 

 

(2) 予測無影響濃度（PNEC）の設定 

 

(3) 生態リスクの初期評価結果 

 

表4.2 生態リスクの初期評価結果 

水質 平均濃度 最大濃度（PEC ) PNEC 
PEC/ 

PNEC比 

 公共用水域・淡水     

 公共用水域・海水     
注：1）水質中濃度の（ ）内の数値は測定年度を示す  

2）公共用水域･淡水は､河川河口域を含む 

 

 (4) 引用文献等 
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別添１ 

 

化管法に基づく排出量データを用いた環境中濃度の推定について 

 

化学物質排出把握管理促進法（化管法）に基づく届出排出量を用いて我が国における高

濃度側の大気及び公共用水域・淡水（河川）中の化学物質濃度を推定し、実測データに基

づく曝露評価に活用した。大気及び公共用水域・淡水（河川）中濃度の推定方法は次のと

おり。 

１ 大気濃度の推定方法 

大気濃度は、経済産業省－低煙源工場拡散モデル (Ministry of Economy , Trade and 

Industry － Low rise Industrial Source dispersion Model) METI-LIS モデルを用いて推定する。

環境中への排出量は、化管法に基づく大気への届出排出量を用い、高排出事業所近傍の濃

度を推定する。気象条件は、排出事業所近傍のアメダス測定局観測結果を用いる。 

排出事業所近傍の高濃度推定では、排出事業所より 1km 以内の除外を基本とする。予測

モデルの諸条件を以下に示す。 

 

(諸条件) 

・予測の範囲：事業所近傍約10km四方(100×100の計算点を設定) 

・予測期間：1年間の平均値（1時間毎に予測を行った上で平均） 

・予測濃度高さ：1.5m 

・事業所煙源高さ：10m 

・事業所稼働状況：365日24時間連続稼働 

・浮力上昇：考慮しない 

・ダウンウォッシュ：考慮しない 

・風向・風速に対する乱数発生回数：3 
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２ 公共用水域・淡水（河川）中濃度の推定方法 
公共用水域・淡水（河川）中濃度は、環境中への排出量として化管法に基づく公共用

水域淡水への届出排出量を河道構造データベース1の平水流量で除して河川中濃度を推

定する。濃度の推定にあたっては、河川による希釈のみを考慮し、化学物質の分解等は

考慮しない。 

排出事業所近傍の高濃度には、排出事業所下流にある直近の環境基準点（補助点含む）

における予測濃度の最大値を採用する。推定に用いる諸条件を以下に示す。 

 

(諸条件) 

・流量：平水流量（1年を通じて185日はこれを下らない流量） 

・環境運命：希釈のみ考慮（化学物質の分解、沈降、揮発等は考慮しない） 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
1河道構造データベース：環境動態モデルにおいて、日本全国の実河川の河道ネットワーク構造を実現するために作成されたデ

ータベースである。国土数値情報、流量年報などに基づいて作成されている。国土数値情報においては、全国は、平均面積約

9.6 km2、平均河道長さ 5.7km の単位流域に区分されており、単位流域毎に流量が設定されている。流量は水系内に位置する流

量観測点の内、最上流の流量を基にした比流量（単位面積あたりの流量）を水系全体に適用し求めた値である。水系内に流量

観測点が無い場合は、近接する水系の比流量を用いている。 
【参考文献】 
鈴木規之ら（2003）：環境動態モデル用河道構造データベース. 国立環境研究所研究報告 第 179 号 R-179 (CD)-2003． 
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別添２ 

無機系物質の生態リスク初期評価について 

 

Ⅰ 曝露評価 

公共用水域に存在する無機系物質は、必ずしも全てが人間活動に由来するものではなく、

自然由来により高濃度となる場合もある。環境施策の検討を視野に入れた化学物質の環境

リスク初期評価においては、人為起源の環境リスクを中心に評価を行う必要があるため、

以下の考え方で曝露評価を行う。 

１ 予測環境中濃度（PEC）の設定に関する基本的な考え方 

化学物質の環境リスク初期評価における曝露評価では、環境施策の検討を視野に入れ、

基本的には安全側に立った評価の観点からその大部分がカバーされる高濃度側のデータに

より予測環境中濃度を設定することとしている。 

無機系物質については、自然由来により高濃度が観測される可能性も考えられるので、

予測環境中濃度を設定する際に、その地点の検出濃度が人為的な排出に由来するものか、

自然由来によるものかについて、可能な範囲で確認する。自然由来により高濃度となって

いることが明らかな地点は、検討対象から外すこととし、このような判断ができる地点が

ない場合は、検討対象とする。 

２ 人為的な排出・自然由来に関する判断 

測定地点における人為的な排出の寄与の有無に関する判断は、主として PRTR データを

用いて行う。自然由来か否かの判断は、主として河川堆積物中の元素濃度測定結果1)をも

とに行う。環境省の公共用水域水質測定結果や環境基準の検討のための委員会報告等にお

いて、測定された無機系物質が人為起源か否か、自然由来か否かの判断がなされている地

点については、その情報をもとに判断する。このほか、鉱山や温泉などの情報も考慮する。 

 

【引用文献】 

1) (独)産業技術総合研究所：日本の地球化学図．

(http://riodb02.ibase.aist.go.jp/geochemmap/index.htm) 
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Ⅱ 生態リスク初期評価 

無機系物質は環境中において様々な化学形態で存在し、環境条件により変化する。水生

生物に対する毒性値は、化学形態により異なることもあるが、環境中における化学形態別

の濃度等は必ずしも得ることができない。これらを踏まえ、以下の考え方で生態リスク初

期評価を行う。 

１ 有害性情報を収集する化合物の範囲 

無機系物質の有害性情報を収集する化合物は、化学物質排出把握管理促進法の対象物質

例を参考とし、対となる無機イオンに毒性がある化合物、有機金属、特異な生理活性を有

する農薬等は、「無機元素及びその化合物」というカテゴリーとは別にそれぞれ単独でリス

ク評価を行うべきものと判断して、有害性情報を収集する対象から除外する。 

２ 有害性情報を収集する試験条件 

無機系物質の水生生物への毒性に影響を及ぼす可能性がある項目として、硬度、pH、フ

ミン酸等の溶存有機物（DOM:Dissolved Organic Matter）等が挙げられるが、これらの項目

は水域により異なる。安全側の評価を行う観点から、毒性試験が行われた水質条件は我が

国の平均的な値に限定せず、有害性情報を広く収集して評価を行う。なお、標準試験法の

試験条件を大幅に逸脱する毒性値は、これまで評価を実施してきた有機化合物と同様に、

有害性評価に用いない。 

毒性値は評価対象元素当たりに換算し、有害性評価を行う。 

３ 環境中の主要な酸化数に基づく生態リスク初期評価 

無機系物質では、酸化数により毒性が異なる場合があるため、収集した毒性値は被験物

質の価数毎に整理した上で有害性評価を行い、環境中での主要な酸化数を踏まえてリスク

評価を行う。なお、酸化数毎に環境中濃度が測定されているものは限られているため、一

般に測定されている全量、または溶存態（溶解性）の測定値もリスク評価に用いることが

できるものとする。 
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別添３ 

 

環境中で分解性や反応性が高い化学物質の環境リスク初期評価について 
 

 

健康リスク初期評価は化学物質の環境に由来する曝露が人の健康に及ぼすリスクについ

て、生態リスク初期評価は化学物質の水質からの曝露が環境中の生物に及ぼすリスクにつ

いてスクリーニング的な評価を行うことを目的としている。 

環境中に排出された化学物質は、自然的作用による分解（加水分解、酸化、光分解、微

生物による生分解、等）を受けることがあるため、リスク評価は化学物質の環境中での挙

動を考慮して進めなければならない。 

リスク評価の対象となる化学物質（親物質）がある媒体中で急速に分解し、人や環境中

の生物に親物質の曝露がないと考えられる場合には、その媒体に限っては親物質の評価を

行わない場合がある。なお、必要に応じて親物質の分解によって生成する物質（子物質）

の評価を提言する。 

環境中で分解性や反応性が高い化学物質の環境リスク初期評価における曝露評価及び有

害性評価の基本的な考え方は次のとおり。 

 

Ⅰ 曝露評価 

曝露情報は、初期評価対象物質の情報を収集する。得られた初期評価対象物質の環境実

測データは、分解性を考慮して測定方法、分析方法等を精査し、信頼性の確認を行う。人

や水生生物に対する曝露の推定は、信頼できる環境実測データに基づいて行う。 

信頼できる環境実測データが得られなかった場合には、大気では排出源より 1km 地点、

公共用水域では排出源下流にある直近の環境基準点（補助点を含む）を目安に実測の必要

性に関する検討を行う。実測濃度の測定は不要と判断した場合には、不要とした根拠を明

確にする。 

Ⅱ 有害性評価 

親物質そのものの曝露を反映した有害性情報が得られない場合には、有害性評価を行わ

ない。 

なお、親物質を被験物質とした有害性に関する知見は、参考情報として記載し、必要に

応じて子物質の評価を提言する。 
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1 アジピン酸  

 

 

１．物質に関する基本的事項 

（1）分子式・分子量・構造式 

物質名：アジピン酸 
CAS 番号：124-04-9 
化審法官報公示整理番号：2-858 
化管法政令番号：  
RTECS 番号：AU8400000 
分子式：C6H10O4 
分子量：146.14 
換算係数：1 ppm = 5.98 mg/m3 (気体、25℃) 
構造式： 
  

 
 

（2）物理化学的性状 

本物質は、白色単斜柱状晶である 1)。 

融点 151.5℃ 2)、152℃ 3) , 4)、150.85℃5) 

沸点 337.5℃(760 mmHg) 2) , 3) , 4)、 

密度 1.360 g/cm3 (25℃) 2)、 

蒸気圧 7.30×10-2 mmHg (=9.73 Pa) (18℃) 4) 

分配係数(1-ｵｸﾀﾉｰﾙ/水) (log Kow) 0.08 4) , 6)、0.093(25℃) 7) 

解離定数(pKa) 
pKa1=4.41 (18℃) 2)、pKa2=5.41 (18℃) 2)、 
pKa1=4.41(25℃) 3)、pKa2=5.28 (25℃) 3)、4.44 4)、

pKa1=4.43 (25℃) 7)、pKa2=5.44 (25℃) 7) 

水溶性(水溶解度) 
1.48×104 mg/1000g (15℃) 2) 、3.24×102 mg/L 
(25℃) 4)、2.3×104 mg /L(25℃) 7) 

（3）環境運命に関する基礎的事項 

本物質の分解性及び濃縮性は次のとおりである。 

生物分解性 

好気的分解（分解性が良好と判断される化学物質 8)） 

分解率：BOD 81% (平均値)、TOC 98% (平均値)、HPLC 100% (平均値) 

（試験期間：2 週間、被験物質濃度：100 mg/L、活性汚泥濃度：30 mg/L）9) 

 

化学分解性 

OH ラジカルとの反応性 （大気中） 

反応速度定数：5.6×10-12 cm3/(分子･sec) （AOPWIN 10) により計算） 

［1］アジピン酸            
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1 アジピン酸  

 

半減期：0.96～9.6 日（OH ラジカル濃度を 3×106～3×105分子/cm3 11)と仮定し、一

日を 12 時間として計算） 

 

加水分解性 

 加水分解性の基を持たないため、環境中では加水分解しないと考えられる 7)。 

  

生物濃縮性 

 生物濃縮係数(BCF)：3.2（BCFBAF12) により計算） 

 

土壌吸着性 

 土壌吸着定数(Koc)：24（KOCWIN13) により計算） 

 

（4）製造輸入量及び用途 

① 生産量・輸入量等 

本物質の化審法に基づき公表された一般化学物質としての製造・輸入数量の推移を表 1.1

に示す 14),15),16),17)。 

 

表 1.1 製造・輸入数量の推移 

平成(年度) 22 23 24 25 

製造・輸入数量(t) 100,000 80,000 80,000 70,000 

注：製造数量は出荷量を意味し、同一事業者内での自家消費分を含んでいない値を示す。 

 

「化学物質の製造・輸入量に関する実態調査」による製造（出荷）及び輸入量を表 1.2 に

示す 18),19),20)。 

表 1.2 製造（出荷）及び輸入量 

平成(年度) 13 16 19 

製造（出荷）及び 
輸入量 

10,000～100,000 t 
/年未満 

100,000～1,000,000 t 
/年未満 

100,000～1,000,000 t 
/年未満 

注： 化学物質を製造した企業及び化学物質を輸入した商社等のうち、1 物質 1 トン以上の製造又は輸入を

した者を対象に調査を行っているが、全ての調査対象者からは回答が得られていない。 

 

本物質の国内生産量 21)、輸入量 22)の推移を表 1.3 に示す。 

 
表 1.3 国内生産量・輸入量の推移 

平成（年） 17 18 19 20 21 

生産量（t）a) 約 1,204 約 1,204 約 1,204 約 1,204 約 1,204 

輸入量（t）b) 52,281 43,113 43,591 45,126 26,166 

平成（年） 22 23 24 25 26 

生産量（t）a) 約 1,204 約 1,204 約 1,204 約 1,204 －c) 

輸入量（t）b) 37,443 36,459 37,047 35,513 39,989 
注：a) 推定値 

b) 普通貿易統計[少額貨物(1 品目が 20 万円以下)、見本品等を除く]品別国別表より集計。 
c) 公表されていない 
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1 アジピン酸  

 

 

OECD に報告している本物質の生産量は、1,000～10,000 t/年未満、輸入量は 10,000～

100,000 t/年未満である。 

本物質は、アジピン酸ジブチル（CAS 番号 105-99-7）の加水分解により生成する 23)。 

 

② 用 途 

本物質の主な用途は、ポリアミド（ナイロン 66）の原料、ウレタン原料、可塑剤原料、紙

力増強剤、香料原料とされている 24)。 

 

（5）環境施策上の位置付け 

本物質は水環境保全に向けた取組のための要調査項目に選定されていたが、平成 26 年 3 

月改訂の要調査項目リストから除外された。 
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２．曝露評価 

環境リスクの初期評価のため、わが国の一般的な国民の健康や水生生物の生存・生育を確保

する観点から、実測データをもとに基本的には化学物質の環境からの曝露を中心に評価するこ

ととし、データの信頼性を確認した上で安全側に立った評価の観点から原則として最大濃度に

より評価を行っている。 

（1）環境中への排出量 

本物質は化学物質排出把握管理促進法（化管法）第一種指定化学物質ではないため、排出量

及び移動量は得られなかった。 

 

（2）媒体別分配割合の予測 

化管法に基づく排出量が得られなかったため、Mackay-Type Level III Fugacity Model1)により

媒体別分配割合の予測を行った。予測結果を表 2.1 に示す。 

 
表 2.1 Level III Fugacity Model による媒体別分配割合（％） 

排出媒体 大気 水域 土壌 大気/水域/土壌 

排出速度（kg/時間） 1,000 1,000 1,000 1,000（各々） 

大 気 29.3 0.0 0.2 2.4 

水 域 13.1 99.6 8.8 33.2 

土 壌 57.5 0.1 91.0 64.2 

底 質 0.0 0.3 0.0 0.1 
注：数値は環境中で各媒体別に最終的に分配される割合を質量比として示したもの。 

 

（3）各媒体中の存在量の概要 

本物質の環境中等の濃度について情報の整理を行った。媒体ごとにデータの信頼性が確認さ

れた調査例のうち、より広範囲の地域で調査が実施されたものを抽出した結果を表 2.2 に示

す。 

 
表 2.2 各媒体中の存在状況 

媒 体 
幾何 算術 

最小値 最大値 a)
検出 

検出率 調査地域 測定年度 文 献
平均値 a) 平均値 下限値

                     

一般環境大気  µg/m3 <0.09 <0.09 <0.09 <0.09b) 0.09 0/5 全国 2007 2) 

             

室内空気 µg/m3          

           

食物 µg/g          

             

飲料水 µg/L          

             

地下水 µg/L          
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媒 体 
幾何 算術 

最小値 最大値 a)
検出 

検出率 調査地域 測定年度 文 献
平均値 a) 平均値 下限値

土壌 µg/g          

             

公共用水域・淡水   µg/L <3.8 <3.8 <3.8 <3.8 3.8 0/3 北海道、 
神奈川県、

大阪府 
 

2006 3) 

             

公共用水域・海水   µg/L <3.8 <3.8 <3.8 <3.8 3.8 0/3 北海道、 
神奈川県、

大阪府 

2006 3) 

             

底質(公共用水域・淡水) µg/g 0.012 0.015 0.0063 0.024 0.006 2/2 大阪府、 
神奈川県 

2006 3) 

           

底質(公共用水域・海水) µg/g 0.011 0.026 <0.006 0.068 0.006 2/3 北海道、 
神奈川県、

大阪府 

2006 3) 

           

魚類(公共用水域・淡水) µg/g          

           

魚類(公共用水域・海水) µg/g          

             

注：a) 最大値または幾何平均値の欄の太字で示した数字は、曝露の推定に用いた値を示す。 
b) 統一の検出下限値未満の値として0.011 µg/m3が得られている。 

     

（4）人に対する曝露量の推定（一日曝露量の予測最大量） 

一般環境大気及び公共用水域・淡水の実測値を用いて、人に対する曝露の推定を行った（表

2.3）。化学物質の人による一日曝露量の算出に際しては、人の一日の呼吸量、飲水量及び食事

量をそれぞれ 15 m3、2 L 及び 2,000 g と仮定し、体重を 50 kg と仮定している。 

 
表 2.3 各媒体中の濃度と一日曝露量 

  媒  体 濃  度 一 日 曝 露 量 

  大気     

  一般環境大気 概ね 0.09 µg/m3未満 (2007) 概ね 0.027 µg/kg/day 未満 

  室内空気 データは得られなかった データは得られなかった 

平       

  水質   

  飲料水 データは得られなかった データは得られなかった 

  地下水 データは得られなかった データは得られなかった 

均 公共用水域・淡水 概ね 3.8 µg/L 未満 (2006) 概ね 0.15 µg/kg/day 未満 

        

  食 物 データは得られなかった データは得られなかった 

  土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 

        

最 大気     

大 一般環境大気 概ね 0.09 µg/m3未満 (2007） 概ね 0.027 µg/kg/day 未満 

値 室内空気 データは得られなかった データは得られなかった 
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  媒  体 濃  度 一 日 曝 露 量 

       

 水質     

最 飲料水 データは得られなかった データは得られなかった 

 地下水 データは得られなかった データは得られなかった 

大 公共用水域・淡水 概ね 3.8 µg/L 未満 (2006) 概ね 0.15 µg/kg/day 未満 

        

値  食 物 データは得られなかった データは得られなかった 

  土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 

        

 

人の一日曝露量の集計結果を表 2.4 に示す。 

吸入曝露の予測最大曝露濃度は、一般環境大気のデータから概ね 0.09 µg/m3未満となった。 

経口曝露の予測最大曝露量は、公共用水域・淡水のデータから算定すると概ね 0.15 µg/kg/day

未満であった。 

物理化学的性状から考えて生物濃縮性は高くないと推測されることから、本物質の環境媒体

から食物経由の曝露量は少ないと考えられる。 

 
表 2.4 人の一日曝露量 

  媒 体 平均曝露量（μg/kg/day） 予測最大曝露量（μg/kg/day） 

大 気 一般環境大気 0.027 0.027 

 室内空気   

 飲料水   

水 質 地下水   

 公共用水域・淡水 0.15 0.15 

食 物    

土 壌    

経口曝露量合計 0.15 0.15 

総曝露量 0.177 0.177 

注：1) アンダーラインを付した値は、曝露量が「検出下限値未満」とされたものであることを示す。 
2) 総曝露量は、吸入曝露として一般環境大気を用いて算定したものである。 

 

（5）水生生物に対する曝露の推定（水質に係る予測環境中濃度：PEC） 

本物質の水生生物に対する曝露の推定の観点から、水質中濃度を表 2.5 のように整理した。

水質について安全側の評価値として予測環境中濃度（PEC）を設定すると、公共用水域の淡水

域、同海水域ともに概ね 3.8 µg/L 未満となった。 

 

表 2.5 公共用水域濃度 

水 域 平  均 最 大 値 

淡 水 
 

海 水 

概ね 3.8 µg/L 未満(2006) 
 

概ね 3.8 µg/L 未満(2006) 

概ね 3.8 µg/L 未満(2006) 
 

概ね 3.8 µg/L 未満(2006) 
   注：1) （  ）内の数値は測定年度を示す。 

 2)  淡水は河川河口域を含む。 
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３．健康リスクの初期評価 

健康リスクの初期評価として、ヒトに対する化学物質の影響についてのリスク評価を行った。 

（1）体内動態、代謝 

ラットに 14C でラベルした本物質 50 mg を単回強制経口投与した結果、24 時間で投与した放

射活性の最大 70％が 14CO2として呼気中に排泄され、1 位の炭素をラベルした方が 2 位の炭素を

ラベルした場合よりも速く代謝されたが、いずれも呼気中の 14CO2は 2 時間後までにピーク濃度

に達した後に急速に減少した。放射活性の体内残留はごくわずかしかみられず、肝臓、腎臓で

最も高かった。尿中からは未変化の本物質のほかに、尿素、グルタミン酸、乳酸、β-ケトアジ

ピン酸、クエン酸が代謝物として検出され、β-ケトアジピン酸の存在から、本物質はβ酸化に

よって代謝されることが示唆された。なお、肝臓から抽出したグリコーゲンに放射活性はみら

れなかったが、ブドウ糖とともに 14C でラベルした本物質を経口投与したところ、グリコーゲ

ンに放射活性の蓄積がみられるようになった 1) 。 

本物質又は本物質のナトリウム塩をラット、ウサギ、イヌに経口、静注、皮下注射などによ

り投与したところ、投与量の 18～71％が未変化のままで尿中に排泄された 2, 3,4) 。ラットに本物

質 730 mg を 28 日間経口投与した試験では、本物質の尿中排泄量は毎日ほぼ同じであったこと

から、この間の本物質蓄積はなかったものと考えられた 4) 。 

ヒトでは、7 g/day の本物質を 10 日間経口投与したボランティアで投与量の 61％が 12 日間の

尿中に未変化のままで排泄された。また、5～9 日間で 19～23 g の本物質を経口投与した 3 人の

ボランティアでは、平均で投与量の 53％が未変化のままで尿中に排泄された 5) 。 

本物質は脂肪酸代謝における中間代謝物であり、日本の新生児から成人の尿中排泄量を調べ

た報告では、新生児では微量であったが、2 歳をすぎると年齢による変動はあまりみられず、平

均で 7～13 µg/mg クレアチニンの範囲にあった。しかし、ケトーシス患児では 74 µg/mg クレア

チニンと約 6 倍多かった 6) 。 

 

（2）一般毒性及び生殖・発生毒性 

① 急性毒性 

表 3.1 急性毒性 7) 

動物種 経路 致死量、中毒量等 
ラット 経口 LD50 5,050 mg/kg 
ラット 経口 LD50 >11,000 mg/kg 
マウス 経口 LD50 1,900 mg/kg 
ウサギ 経口 LD50 >11,000 mg/kg 
ラット 吸入 LC50 >7,700 mg/m3 (4hr) 
ウサギ 経皮 LD50 >7,940 mg/kg 

注：（ ）内の時間は曝露時間を示す。 

本物質は眼、気道を刺激する。吸入すると咳、咽頭痛を生じ、エアロゾルを吸入すると喘

息様の反応を生じることがある。眼に入ると発赤、痛みを生じる 8) 。 
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② 中・長期毒性 

ア）Fischer 344 ラット雄 4 匹を 1 群とし、0、2％の濃度で本物質を餌に添加して 3 週間投与

した結果、一般状態や体重、肝臓の重量やカタラーゼ活性、カルニチンアセチルトランス

フェラーゼ活性に影響はなく、肝臓のペルオキシゾーム増殖もみられなかった 9) 。 

イ）雄ラット（系統不明）15～18 匹を 1 群とし、0、200、400、800 mg/匹を添加した餌を 5

週間（7 日/週）投与した結果、800 mg/匹群で体重増加の有意な抑制を認めた。また、800 mg/

匹群では 2～3 週に重度の下痢と被毛の汚れがみられたが、4～5 週には下痢も治まり、被毛

の汚れもみられなくなった 10) 。この結果から、NOAEL を 400 mg/匹（4,400 mg/kg/day 程度）

とする。 

ウ）雌雄ラット（系統不明）約 30 匹を 1 群とし、0、400、800 mg/匹を添加した餌を 33 週間

（7 日/週）投与した結果、400 mg/匹群では体重や一般状態に影響はなかったが、800 mg/

匹群では 3 週まで重度の下痢がみられ、4 週までに 10 匹が死亡した。また、800 mg/匹群で

は体重増加の有意な抑制がみられたが、途中から回復し、33 週には 400 mg/匹群と同程度

の体重となった 10) 。なお、400 mg/匹以上の群の小腸で軽微な、肝臓及び腎臓でさらに軽微

な組織変化がみられたとの記載があったが、具体的な発生状況が不明であったため、

NOAEL の評価はできなかった。 

エ）Carworth Farms ラット雄 20 匹を 1 群とし、0、0.1、1、3、5％の濃度で餌に添加して 104

週間投与した結果、3％以上の群で体重増加の有意な抑制を認めたが、生存率、臓器の重量

や組織に影響はなかった。また、雌 19 匹を 1 群とし、0、1％の濃度で餌に添加して 104 週

間投与した結果、体重や生存率、臓器の重量等に影響はなかった 11) 。各群平均の体重と摂

餌量から用量を推定すると、雄は 0、40、470、1,520、2,790 mg/kg/day、雌は 0、630 mg/kg/day

となった。この結果から、NOAEL を 1％（雄 470 mg/kg/day、雌 630 mg/kg/day）とする。 

オ）Alderley Park ラット雌雄各 2 匹を 1 群とし、0、126 mg/m3を 3 週間（6 時間/日、5 日/週）

吸入させた結果、一般状態や体重、血液、臓器の重量や組織等に影響はなかった 12) 。 

 

③ 生殖・発生毒性 

ア）Carworth Farms ラット雄 20 匹、雌 19 匹を 1 群とし、雄に 0、0.1、1、3、5％、雌に 0、1％

濃度で餌に添加して 104 週間投与した結果、雌雄の生殖器に影響はなかった 12) 。 

イ）Wistar ラット雌 20～24 匹を 1 群とし、0、2.9、13、62、288 mg/kg/day を妊娠 6 日から 15

日まで強制経口投与した結果、母ラット及び胎仔に影響はなく、奇形の発生率増加もなかっ

た 13) 。この結果から、NOAEL を 288 mg/kg/day 以上とする。 

ウ）ICR マウス雌 20～24 匹を 1 群とし、0、2.6、12、56、263 mg/kg/day を妊娠 6 日から 15

日まで強制経口投与した結果、母マウス及び胎仔に影響はなく、奇形の発生率増加もなかっ

た 13) 。この結果から、NOAEL を 263 mg/kg/day 以上とする。 

エ）Golden ハムスター雌 21～23 匹を 1 群とし、0、2.0、9.5、44、205 mg/kg/day を妊娠 6 日

から 10 日まで強制経口投与した結果、母ハムスター及び胎仔に影響はなく、奇形の発生率

増加もなかった 13) 。この結果から、NOAEL を 205 mg/kg/day 以上とする。 

オ）Dutch-belted ウサギ雌 10～14 匹を 1 群とし、0、2.5、12、54、250 mg/kg/day を妊娠 6 日

から 18 日まで強制経口投与した結果、母ウサギ及び胎仔に影響はなく、奇形の発生率増加

－52－



1 アジピン酸  

 

もなかった 14) 。この結果から、NOAEL を 250 mg/kg/day 以上とする。 

 

④ ヒトへの影響 

ア）7 g/day を 10 日間経口投与したボランティア（1 人）、5～9 日間で 19～23 g を経口投与し

たボランティア（3 人）の試験では 5) 、悪影響が生じたという報告はなかった。 

イ）本物質には皮膚の乾燥作用があり、皮膚炎を起こすことがある。1970 年代半ばの時点で

本物質の産業利用に伴う傷害の報告はなく、低い蒸気圧を考慮すると、一般環境では本物

質の蒸気曝露は考えられないが、爆発限界が 10～15 g/m3 と低いため、注意を要する 15) 。 

ウ）ポリエステル製造工場で機械修理を行う労働者（51 歳）が 3～4 年前から手やその他の曝

露部位に皮膚炎を発症するようになったことからパッチテストを実施した結果、本物質に

対する陽性反応がみられた 16) 。 

エ）スピラマイシン製造工場で気管支喘息を発症して入院した労働者 2 人では、スピラマイ

シン粉末の曝露後に咳や息切れ、喘息症状を訴え、3～4 日以上作業から遠ざかると症状は

消失した。刺激作用が生じない濃度で実施した吸入チャレンジテストでは、2 人ともアジピ

ン酸スピラマイシンに対して即時性、遅発性の 2 相反応を示した。そのうち 1 人は本物質

に対しても即時性の反応を示し、退院（退職）の半年後に実施した再テストでも同様に本

物質に対する反応がみられたが、どちらのテスト時にもアレルギー性喘息及び鼻炎治療薬

のクロモグリク酸ナトリウムの事前投与で本物質による症状を防止できたことから、この

労働者については本物質に対する過敏性反応と考えられた。なお、パッチテストでは 2 人

とも陰性であった 17) 。 

オ）過去に PCB 含有熱交換器を使用していたアメリカの化学工場で労働組合の要請により実

施した健康影響評価調査では、ポリエステル部門の労働者 12 人中 7 人が粘膜刺激を訴えて

おり、3 人の個人サンプラーによる本物質の測定値（8 時間平均）は 0.55、0.47、0.79 mg/m3

であった。同部門では、他の刺激物質としてグリコールの取り扱いもあったが、測定結果

は不検出であり、許容濃度を大きく下回っていたことから、本物質の刺激作用と考えられ

た。なお、局所排気装置が未設置であったため、設置の勧告を行った 18) 。 

 

（3）発がん性 

① 主要な機関による発がんの可能性の分類 

国際的に主要な機関での評価に基づく本物質の発がんの可能性の分類については、表 3.2

に示すとおりである。 
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表 3.2 主要な機関による発がんの可能性の分類 

機 関 (年) 分  類 

WHO IARC －  

EU EU －  

 EPA －  

USA ACGIH －  

 NTP － 

日本 日本産業衛生学会 －  
ドイツ DFG －  

 

② 発がん性の知見 

○ 遺伝子傷害性に関する知見 

in vitro 試験系では、代謝活性化系（S9）添加の有無にかかわらずネズミチフス菌及び大

腸菌 19～23 ) 、マウスリンパ腫細胞（L5178Y）23) で遺伝子突然変異を誘発しなかった。また、

S9 無添加のネズミチフス菌、酵母で遺伝子突然変異、ヒト胎児肺線維芽細胞（WI-38）で

染色体異常を誘発しなかった 24) 。 

in vivo 試験系では、雌雄のショウジョウバエに経口投与して得られた仔（幼虫）で性染

色体の不分離や消失を誘発しなかった 25) 。また、経口投与したラットで優性致死突然変異、

骨髄細胞で染色体異常を誘発せず、経口投与したマウス宿主経由法でネズミチフス菌、酵

母に遺伝子突然変異を誘発しなかった 24） 。 

 

○ 実験動物に関する発がん性の知見 

Carworth Farms ラット雄 20 匹、雌 19 匹を 1 群とし、雄に 0、0.1、1、3、5％、雌に 0、1％

濃度で餌に添加して 104 週間投与した結果、雌雄で腫瘍の発生率に増加はなかった 11) 。 

 

○ ヒトに関する発がん性の知見 

ヒトでの発がん性に関して、知見は得られなかった。 

 

（4）健康リスクの評価 

① 評価に用いる指標の設定 

非発がん影響については一般毒性及び生殖・発生毒性等に関する知見が得られているが、

発がん性については十分な知見が得られず、ヒトに対する発がん性の有無については判断で

きない。このため、閾値の存在を前提とする有害性について、非発がん影響に関する知見に

基づき無毒性量等を設定することとする。 

経口曝露については、中・長期毒性エ）に示したラットの試験から得られた NOAEL 470 

mg/kg/day（体重増加の抑制）が信頼性のある最も低用量の知見と判断し、これを無毒性量等

に設定する。 

吸入曝露については、無毒性量等の設定ができなかった。 
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詳細な評価を行う
候補と考えられる。

現時点では作業は必要
ないと考えられる。

情報収集に努める必要
があると考えられる。

MOE＝10 MOE＝100［ 判定基準 ］

 

② 健康リスクの初期評価結果 
 

表 3.3 経口曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露量 予測最大曝露量 無毒性量等 MOE 

経口 
飲料水 － － 

470 mg/kg/day ラット 
－ 

公共用水

域・淡水 
概ね 0.15 µg/kg/day 未満 概ね 0.15 µg/kg/day 未満 310,000 超

 
経口曝露については、公共用水域・淡水を摂取すると仮定した場合、平均曝露量、予測最

大曝露量はともに概ね 0.15 µg/kg/day 未満であった。無毒性量等 470 mg/kg/day と予測最大曝

露量から、動物実験結果より設定された知見であるために 10 で除して求めた MOE（Margin of 

Exposure）は 310,000 超となる。環境媒体から食物経由で摂取される曝露量は少ないと推定さ

れることから、その曝露量を加えても MOE が大きく変化することはないと考えられる。 

従って、本物質の経口曝露による健康リスクについては、現時点では作業は必要ないと考

えられる。 
 

表 3.4 吸入曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露濃度 予測最大曝露濃度 無毒性量等 MOE 

吸入 
環境大気 概ね 0.09 µg/m3未満 概ね 0.09 µg/m3未満 

－  
－ 

室内空気 － － － 
 

吸入曝露については、無毒性量等が設定できず、健康リスクの判定はできなかった。 

なお、吸収率を 100％と仮定し、経口曝露の無毒性量等を吸入曝露の無毒性量等に換算する

と 1,570 mg/m3となるが、参考としてこれと予測最大曝露濃度 0.09 µg/m3未満から、動物実験

結果より設定された知見であるために 10 で除して算出した MOE は 1,700,000 超となる。この

ため、本物質の一般環境大気の吸入曝露については、健康リスクの評価に向けて吸入曝露の

情報収集等を行う必要性は低いと考えられる。 

 

 

 

 

－55－



1 アジピン酸  

 

４．生態リスクの初期評価 

水生生物の生態リスクに関する初期評価を行った。 

（1）水生生物に対する毒性値の概要 

本物質の水生生物に対する毒性値に関する知見を収集し、生物群（藻類、甲殻類、魚類及び

その他生物）ごとに整理すると、表 4.1 のとおりとなった。 

 
表 4.1 水生生物に対する毒性値の概要 

生物群 
急

性 

慢 

性 
毒性値 
[µg/L] 

生物名 生物分類／和名
エンドポイント

／影響内容 

曝露期間

[日] 

試験の 

信頼性 

採用の

可能性
文献 No.

藻 類 ○  31,300 
Desmodesmus 
subspicatus 

緑藻類 
EC50   
GRO (biomass)

3 B B 4)-1 

 
 ○ 40,600*1 Pseudokirchneriella 

subcapitata 緑藻類 
NOEC   
GRO (RATE) 

3 A A 3)  

 ○  58,900*1 Pseudokirchneriella 
subcapitata 緑藻類 

EC50   
GRO (RATE) 

3 A A 3)  

甲殻類  ○ 6,250 Daphnia magna オオミジンコ NOEC  REP 21 A A 2) 

 ○  46,300 Daphnia magna オオミジンコ EC50  IMM 2 B*2 B*2 2) 

 ○  85,700 Daphnia magna オオミジンコ EC50  IMM 2 B B 4)-2 

魚 類 ○  97,000 
Pimephales 
promelas 

ファットヘッ

ドミノー 
LC50  MOR 4 C C 1)-719 

 ○  >100,000 Oryzias latipes メダカ LC50  MOR 4 A A 2) 

 ○  230,000 Leuciscus idus コイ科 LC50  MOR 4 B B 4)-3 

 ○  >1,000,000 Danio rerio 
ゼブラフィッ

シュ 
LC50  MOR 4 B B 4)-4 

その他   ― ― ― ― ― ― ― ― 

毒性値（太字）：採用可能な知見として本文で言及したもの 

毒性値（太字下線）：PNEC 導出の根拠として採用されたもの 

試験の信頼性：本初期評価における信頼性ランク 
A：試験は信頼できる、B：試験は条件付きで信頼できる、C：試験の信頼性は低い、D：信頼性の判定不可 
E：信頼性は低くないと考えられるが、原著にあたって確認したものではない 

採用の可能性：PNEC 導出への採用の可能性ランク 
A：毒性値は採用できる、B：毒性値は条件付きで採用できる、C：毒性値は採用できない 

エンドポイント 

EC50 (Median Effective Concentration)：半数影響濃度、LC50 (Median Lethal Concentration)：半数致死濃度、 

NOEC (No Observed Effect Concentration)：無影響濃度 

影響内容 

GRO (Growth)：生長、IMM (Immobilization)：遊泳阻害、MOR (Mortality)：死亡、REP (Reproduction)：繁殖、再生産 

毒性値の算出方法 

RATE：生長速度より求める方法（速度法） 

biomass：曝露終了時の生物量により求める方法 
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*1 文献 2) をもとに、設定濃度に基づき速度法により再計算した値 

*2 濃度区における pH の低下が大きいため、試験の信頼性を「B」とした。 

 

 

評価の結果、採用可能とされた知見のうち、生物群ごとに急性毒性値及び慢性毒性値のそれ

ぞれについて最も小さい毒性値を予測無影響濃度 (PNEC) 導出のために採用した。その知見の

概要は以下のとおりである。 
 

1） 藻類 

ドイツ工業規格の試験方法 (DIN Standard 38412, Part9) に準拠して、緑藻類 Desmodesmus 

subspicatus （旧名 Scenedesmus subspicatus）の生長阻害試験が実施された 4)-1。設定試験濃度は、

0（対照区）、1.95、3.91、7.81、15.6、31.3、62.5、125、250、500 mg/L（公比 2）であった。72

時間半数影響濃度 (EC50) は、設定濃度に基づき 31,300 µg/L であった。 

また、環境庁 2)は OECD テストガイドライン No.201 (1984) に準拠して、緑藻類

Pseudokirchneriella subcapitata（旧名 Selenastrum capricornutum）の生長阻害試験を GLP 試験と

して実施した。設定試験濃度は、0（対照区）、8.00、13.8、23.6、40.6、69.8、120 mg/L（公比

1.7）であった。被験物質の実測濃度は、試験開始時及び終了時において、それぞれ設定濃度の

97～108%及び 98.5～103%であった。速度法による 72 時間無影響濃度 (NOEC) は、設定濃度に

基づき 40,600 µg/L であった 3)。 

 

2） 甲殻類 

環境庁 2)は OECD テストガイドライン No.202 (1984) に準拠して、オオミジンコ Daphnia 

magna の急性遊泳阻害試験を GLP 試験として実施した。試験は止水式で行われ、設定試験濃度

は、0（対照区）、35.0、45.5、59.2、76.9、100 mg/L（公比 1.3）であった。試験用水には、硬

度 40.5 mg/L (CaCO3換算) の脱塩素水道水が用いられた。被験物質の実測濃度は、試験開始時

及び終了時において、それぞれ設定濃度の 97.5～102%及び 96.8～108%であった。48 時間半数

影響濃度 (EC50) は、設定濃度に基づき 46,300 µg/L であった。なお、濃度区における pH の低

下が大きいため、試験の信頼性及び採用の可能性を「B」とした。 

また、環境庁 2)は OECD テストガイドライン No.211 (1997 年 4 月提案) に準拠して、オオミ

ジンコ Daphnia magna の繁殖試験を GLP 試験として実施した。試験は流水式（約 10 倍容量換

水／日）で行われ、設定試験濃度は、0（対照区）、3.13、6.25、12.5、25.0、50.0 mg/L（公比 2.0）

であった。試験用水には、硬度 39.5 mg/L (CaCO3換算) の脱塩素水道水が用いられた。被験物

質の実測濃度は、0、7、14、18 日目において設定濃度の 81.3～106%であった。繁殖阻害（累積

産仔数）に関する 21 日間無影響濃度 (NOEC) は、設定濃度に基づき 6,250 µg/L であった。 

 

3） 魚類 

環境庁 2)は OECD テストガイドライン No.203 (1992) に準拠して、メダカ Oryzias latipes の急

性毒性試験を実施した。試験は半止水式 (24 時間毎換水) で行われ、設定試験濃度は、0（対照

区）、25.0、50.0、100 mg/L（公比 2）であった。試験用水には、硬度 40.5 mg/L (CaCO3換算) の

脱塩素水道水が用いられた。被験物質の実測濃度は、試験開始時及び24時間後の換水前におい

て、それぞれ設定濃度の 98.5～101%及び 98.8～102%であった。最高濃度区においても死亡は
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確認されず、96 時間半数致死濃度 (LC50) は、設定濃度に基づき 100,000 µg/L 超とされた。 

 

（2）予測無影響濃度 (PNEC) の設定 

急性毒性及び慢性毒性のそれぞれについて、上記本文で示した毒性値に情報量に応じたアセ

スメント係数を適用し予測無影響濃度 (PNEC) を求めた。 

 

急性毒性値 

藻 類 Desmodesmus subspicatus 72 時間 EC50（生長阻害） 31,300 µg/L 

甲殻類 Daphnia magna 48 時間 EC50（遊泳阻害） 46,300 µg/L 

魚 類 Oryzias latipes 96 時間 LC50 100,000 µg/L 超

アセスメント係数：100［3 生物群（藻類、甲殻類及び魚類）について信頼できる知見が得ら

れたため］ 

 これらの毒性値のうち、最も小さい値（藻類の 31,300 µg/L）をアセスメント係数 100 で除す

ることにより、急性毒性値に基づく PNEC 値 313 µg/L が得られた。 

 

慢性毒性値 

藻 類 Pseudokirchneriella subcapitata 72 時間 NOEC（生長阻害） 40,600 µg/L 

甲殻類 Daphnia magna 21 日間 NOEC（繁殖阻害） 6,250 µg/L 

アセスメント係数：100［2 生物群（藻類及び甲殻類）の信頼できる知見が得られたため］ 

これらの毒性値のうち、小さい方の値（甲殻類の 6,250 µg/L）をアセスメント係数 100 で除する

ことにより、慢性毒性値に基づく PNEC 値 62 µg/L が得られた。 

 

本物質の PNEC としては、甲殻類の慢性毒性値から得られた 62 µg/L を採用する。 

 

（3）生態リスクの初期評価結果 

 

表 4.2 生態リスクの初期評価結果 

水 質 平均濃度 最大濃度(PEC) PNEC 
PEC/ 

PNEC 比

公共用水域・淡水 概ね 3.8 µg/L 未満(2006) 概ね 3.8 µg/L 未満(2006) 
62 

µg/L 

<0.06 

公共用水域・海水 概ね 3.8 µg/L 未満(2006) 概ね 3.8 µg/L 未満(2006) <0.06 

注：1) 水質中濃度の( )内の数値は測定年度を示す  
   2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む 
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本物質の公共用水域における濃度は、平均濃度でみると淡水域、海水域ともに概ね 3.8 g/L

未満であり、検出下限値未満であった。安全側の評価値として設定された予測環境中濃度 (PEC) 

も、淡水域、海水域ともに概ね 3.8 µg/L 未満であり、検出下限値未満であった。 

予測環境中濃度 (PEC) と予測無影響濃度 (PNEC) の比は、淡水域、海水域ともに 0.06 未満

となるため、現時点では作業の必要はないと考えられる。 

詳細な評価を行う 
候補と考えられる。 

現時点では作業は必要 
ないと考えられる。 

情報収集に努める必要
があると考えられる。

PEC/PNEC＝0.1 PEC/PNEC＝1［ 判定基準 ］ 
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１．物質に関する基本的事項 

（1）分子式・分子量・構造式 

物質名： 3-イソシアナトメチル-3,5,5-トリメチルシクロヘキシル=イソシアネート 

（別の呼称：IPDI、イソホロンジイソシアネート） 
CAS 番号：4098-71-9 

化審法官報公示整理番号：3-2492 
化管法政令番号：1-34 
RTECS 番号：NQ9370000 

分子式： C12H18N2O2 

分子量： 222.28 
換算係数：1 ppm = 9.09 mg/m3 (気体、25℃) 
構造式：  

CH3

N C O

H3C

H3C

H2
C N C O

 
 

 

（2）物理化学的性状 

本物質は常温で無色透明の液体で、揮発性物質ある1)。 

融点 -60℃2) 

沸点 約 310℃(760mmHg) (分解) 2) 

密度 1.062 g/cm3(20℃) 3) 、1.058 g/cm3(20℃) 2) 

蒸気圧 
4.76×10-4 mmHg (=0.0635 Pa)(20℃)2)、3×10-4 
mmHg (=0.04 Pa)(20℃)4) 

分配係数（1-ｵｸﾀﾉｰﾙ/水）(log Kow) 
加水分解するため QSAR による推定は行わなか

った 

解離定数（pKa）  

水溶性（水溶解度） 約 15 mg/L(23℃、急速に加水分解) 2) 

（3）環境運命に関する基礎的事項 

本物質の分解性及び濃縮性は次のとおりである。 

生物分解性  

好気的分解（難分解性と判断される物質5) , 6)） 

分解率： BOD 0%、GC 100% 

（試験期間：4 週間、披験物質濃度：100 mg/L、活性汚泥濃度：30 mg/L）7) 

（備考：被験物質は試験液中で変化し、3-アミノメチル-3,5,5-トリメチルシクロヘ

キシルアミン（CAS 番号 2855-13-2）及びモノアミン体（3-アミノメチル-3,5,5-

トリメチルシクロヘキシルイソシアナートあるいは 3-イソシアナトメチル-3,5,5-

トリメチルシクロヘキシルアミン）を生成した）7) 

［2］3-イソシアナトメチル-3,5,5-トリメチルシクロヘキシル=イソシアネート        
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化学分解性 

OH ラジカルとの反応性 （大気中） 

反応速度定数： 8.8×10-12 cm3/(分子･sec)（AOPWIN8)により計算） 

半減期：7.3 時間～73 時間（OH ラジカル濃度を 3×106～3×105分子/cm3 9)と仮定し

て計算） 

加水分解性 

本物質の水中での半減期は約 1 時間と推定されており、高濃度の場合は水に不溶なポ

リマーが、低濃度の場合は 3-アミノメチル-3,5,5-トリメチルシクロヘキシルアミンが

生成する2)。 

 

生物濃縮性（高濃縮性ではないと判断される物質 6)） 

 

土壌吸着性 

土壌吸着定数(Koc)：加水分解するため QSAR による推定は行わなかった。 

 

（4）製造輸入量及び用途 

① 生産量・輸入量等 

本物質の化審法に基づき公表された一般化学物質としての製造・輸入数量の推移を表 1.1

に示す10),11),12),13)。 

 

表 1.1 製造・輸入数量の推移 

平成(年度) 22 23 24 25 

製造・輸入数量(t) 4,000 4,000 3,000 3,000 

注：製造数量は出荷量を意味し、同一事業者内での自家消費分を含んでいない値を示す。 

 

「化学物質の製造・輸入量に関する実態調査」による製造（出荷）及び輸入量を表 1.2 に

示す14),15),16)。 

表 1.2 製造（出荷）及び輸入量 

平成(年度) 13 16 19 

製造（出荷）及び 
輸入量 

1,000～10,000 t 
/年未満 

1,000～10,000 t 
/年未満 

－b) 

注：a) 化学物質を製造した企業及び化学物質を輸入した商社等のうち、1 物質 1 トン以上の製造又は輸入

をした者を対象に調査を行っているが、全ての調査対象者からは回答が得られていない。 
    b) 公表されていない。 
 

本物質の化学物質排出把握管理促進法（化管法）における製造・輸入量区分は 100 t 以上で

ある17)。 

② 用 途 

本物質は、ポリウレタンの主要な原料のひとつとして利用されている1)。ポリウレタンは、

ウレタンフォーム、塗料、エラストマー(台車の車輪、ベルトコンベアのベルト等)や接着剤な

－65－



2 3-イソシアナトメチル-3,5,5-トリメチルシクロヘキシル=イソシアネート  

  

どとして使われている1)。本物質はこの他、接着剤の架橋剤や表面処理剤としても使われてい

る1)。 

 

（5）環境施策上の位置付け 

本物質は化学物質排出把握管理促進法第一種指定化学物質（政令番号: 34）に指定されている。 

本物質は有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質に選定されている。
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２．曝露評価 

環境リスクの初期評価のため、わが国の一般的な国民の健康や水生生物の生存・生育を確保

する観点から、実測データをもとに基本的には化学物質の環境からの曝露を中心に評価するこ

ととし、データの信頼性を確認した上で安全側に立った評価の観点から原則として最大濃度に

より評価を行っている。 

（1）環境中への排出量 

本物質は化管法の第一種指定化学物質である。同法に基づき公表された、平成 25 年度の届出

排出量1)、届出外排出量対象業種・非対象業種・家庭・移動体2),3)から集計した排出量等を表 2.1

に示す。なお、届出外排出量非対象業種・家庭・移動体の推計はなされていなかった。 

 
表 2.1  化管法に基づく排出量及び移動量（PRTR データ）の集計結果（平成 25 年度）  

大気 公共用水域 土壌 埋立 下水道 廃棄物移動 対象業種 非対象業種 家庭 移動体

全排出・移動量 43 0 0 0 0.2 16,432 0 - - - 43 0 43

３－イソシアナトメチル－３，５，５－トリメチルシクロヘキシル＝イソシアネート

業種等別排出量(割合) 43 0 0 0 0.2 16,432 0.1 0 0 0

31 0 0 0 0.2 4,882 届出 届出外

(71.5%) (100%) (29.7%) 100% 0%

11 0 0 0 0 190

(26.6%) (1.2%)

0.6 0 0 0 0 0

(1.4%)

0.2 0 0 0 0 0

(0.5%)

0.1

(100%)

0 0 0 0 0 10,000

(60.9%)

0 0 0 0 0 540

(3.3%)

0 0 0 0 0 530

(3.2%)

0 0 0 0 0 290

(1.8%)

届出 届出外　　(国による推計) 総排出量　　(kg/年)

排出量　　(kg/年) 移動量　　(kg/年) 排出量　　(kg/年) 届出

排出量

届出外

排出量
合計

総排出量の構成比(%)

化学工業

プラスチック製品

製造業

精密機械器具製造業

窯業・土石製品

製造業

下水道業

電気機械器具製造業

木材・木製品製造業

輸送用機械器具

製造業

金属製品製造業

 
 

本物質の平成 25 年度における環境中への総排出量は、0.043 t となり、すべて届出排出量であ

った。届出排出量はすべて大気へ排出されるとしている。この他に下水道への移動量が 0.0002 t、

廃棄物への移動量が約 16 t であった。届出排出量の主な排出源は、化学工業（72%）、プラスチ

ック製品製造業（27%）であった。 

表 2.1 に示したように PRTR データでは、届出排出量は媒体別に報告されているが、届出外排

出量の推定は媒体別には行われていないため、届出外排出量対象業種の媒体別配分は届出排出

量の割合をもとに行った。届出排出量と届出外排出量を媒体別に合計したものを表 2.2 に示す。 

 
表 2.2 環境中への推定排出量 

媒  体 推定排出量(kg) 

大  気 

水  域 

土  壌 

43  

0  

    0  
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（2）媒体別分配割合の予測 

本物質の媒体別分配割合の予測は、予測に必要な物理化学的性状が得られていないため、行

わなかった。 

 

（3）各媒体中の存在量の概要 

本物質の環境中等の濃度について情報の整理を行った。媒体ごとにデータの信頼性が確認

された調査例のうち、より広範囲の地域で調査が実施されたものを抽出した結果を表 2.3 に

示す。 

 
表 2.3 各媒体中の存在状況 

媒 体 
幾何 

平均値 a) 
算術 
平均値 

最小値 最大値 a)
検出 

下限値
検出率 調査地域 測定年度 文 献 

                      

一般環境大気  µg/m3 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.002 0/10 全国 2014 4) 

             

室内空気 µg/m3          

             

食物 µg/g          
             

飲料水 µg/L          
             

地下水 µg/L          
             

土壌 µg/g          
             

公共用水域・淡水  µg/L          
             

公共用水域・海水   µg/L          
             

底質(公共用水域・淡水) µg/g          
                      

底質(公共用水域・海水) µg/g          
           

魚類(公共用水域・淡水) µg/g          

           

魚類(公共用水域・海水) µg/g          

             

注：a) 最大値または幾何平均値の欄の太字で示した数字は、曝露の推定に用いた値を示す。 

 

（4）人に対する曝露量の推定（一日曝露量の予測最大量） 

一般環境大気の実測値を用いて、人に対する曝露の推定を行った（表 2.4）。化学物質の人

による一日曝露量の算出に際しては、人の一日の呼吸量、飲水量及び食事量をそれぞれ 15 m3、

2 L 及び 2,000 g と仮定し、体重を 50 kg と仮定している。 

 
表 2.4 各媒体中の濃度と一日曝露量 

 媒  体 濃  度 一 日 曝 露 量 

平  大 気     
  一般環境大気 0.002 µg/m3未満程度 (2014)  0.0006µg/kg/day 未満程度 

均  室内空気 データは得られなかった データは得られなかった 
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 媒  体 濃  度 一 日 曝 露 量 

     
  水 質   

平  飲料水 データは得られなかった データは得られなかった 
  地下水 データは得られなかった データは得られなかった 
 公共用水域・淡水 データは得られなかった データは得られなかった 
      

均  食 物 データは得られなかった データは得られなかった 
  土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 
      

  大 気   

  一般環境大気 0.002 µg/m3未満程度 (2014)  0.0006µg/kg/day 未満程度 

最  室内空気 データは得られなかった データは得られなかった 

     

大 水 質   
 飲料水 データは得られなかった データは得られなかった 
値  地下水 データは得られなかった データは得られなかった 
 公共用水域・淡水 データは得られなかった データは得られなかった 
      
  食 物 データは得られなかった データは得られなかった 
  土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 
      

 

人の一日曝露量の集計結果を表 2.5 に示す。 

吸入曝露の予測最大曝露濃度は、一般環境大気のデータから 0.002 µg/m3 未満程度となった。

一方、化管法に基づく平成 25 年度の大気への届出排出量をもとに、プルーム・パフモデル5)を

用いて推定した大気中濃度の年平均値は、最大で 0.0063 μg/m3 となった。 

経口曝露の予測最大曝露量を算出できるデータは得られなかった。人が環境媒体を経由して

本物質を経口から曝露する可能性は、本物質の高い加水分解性、PRTR データ等を踏まえると、

通常の活動ではないと考えられる。 

 
表 2.5 人の一日曝露量 

媒 体 平均曝露量（μg/kg/day） 予測最大曝露量（μg/kg/day） 

大 気  一般環境大気 0.0006 0.0006 

   室内空気   

   飲料水   

水 質  地下水   

   公共用水域・淡水   

 食 物     

 土 壌     

 経口曝露量合計   

 総曝露量 0.0006 0.0006 

注：1) アンダーラインを付した値は、曝露量が「検出下限値未満」とされたものであることを示す。 
2) 総曝露量は、吸入曝露として一般環境大気を用いて算定したものである。 

 

（5）水生生物に対する曝露の推定（水質に係る予測環境中濃度：PEC） 

本物質の水生生物に対する曝露の推定の観点から、水質中濃度を表 2.6 のように整理した。

水質についてデータは得られなかった。本物質の高い加水分解性や PRTR データ等を踏まえる
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と、通常の活動では、水生生物が本物質を水質から曝露する可能性はないと考えられる。 

 
表 2.6 公共用水域濃度 

水 域 平   均 最 大 値 

淡 水 
 

海 水 

データは得られなかった 
 

データは得られなかった 

データは得られなかった 
 

データは得られなかった 

注：淡水は河川河口域を含む。 
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３．健康リスクの初期評価 

健康リスクの初期評価として、ヒトに対する化学物質の影響についてのリスク評価を行った。 

（1）体内動態、代謝 

男性ボランティア 3 人に 12.1 µg/m3を 2 時間吸入させ、その翌々日に 17.7 µg/m3を 2 時間、さ

らに翌々日に 50.7 µg/m3を 2 時間吸入させ、初回曝露の前日（夕方）から 16 日間尿を採取して

尿中への排泄を検討した。その結果、尿中から本物質は検出されなかったが、アルカリで加水

分解した尿から本物質の加水分解物である 3-アミノメチル-3,5,5-トリメチルシクロヘキシルア

ミン（IPDA）が認められ、最大の排泄速度は曝露の直後～30 分後までにみられた。本物質の推

定吸収量と IPDA の尿中排泄量には関連があり、推定吸収量の平均 27％（19～46％）が IPDA

として尿中に排泄され、平均半減期は 2.8 時間であった。なお、加水分解した血漿から IPDA は

検出されなかった 1) 。この結果から、本物質（又は反応生成物）は肺から吸収され、尿中では

抱合体として存在することが示された。 

 

（2）一般毒性及び生殖・発生毒性 

① 急性毒性 

表 3.1 急性毒性 2) 

動物種 経路 致死量、中毒量等 
ラット 経口 LD50 4,825 mg/kg 

マウス 経口 LDLo 2.5 mL/kg 

ネコ 経口 LD50 1 mL/kg 

ラット 吸入 LC50 123 mg/m3 (4 hr) 

ラット 吸入 TCLo 7.5 mg/m3 (6 hr) 

ラット 吸入 TCLo 2.1 mg/m3 (6 hr) 

モルモット 吸入 LC50 118 mg/m3 (1 hr) 

ラット 経皮 LDLo 1 mL/kg 
注：（ ）内の時間は曝露時間を示す。 

 

本物質は皮膚に対して腐食性を示し、発赤や痛み、重度の皮膚熱傷を生じる。エアロゾル

は気道を刺激し、吸入すると咳や咽頭痛、灼熱感を生じ、経口摂取すると咽頭痛や灼熱感、

腹痛を生じる。眼を重度に刺激し、発赤、痛みを生じる 3) 。 

 

② 中・長期毒性 

ア）Wistar ラット雄 20 匹を 1 群とし、0.525、0.84、3.57、33 mg/m3を 5 日間（4 時間/日）吸

入させ、その後 28 日間観察した結果、3.57 mg/m3群の 1 匹が観察期間 8 日目に、33 mg/m3

群の 4 匹が観察期間 4～10 日目に死亡した 4) 。 

イ）Wistar ラットに 0、1.04、4.08、15.3 mg/m3を 1 週間（6 時間/日、5 日/週）吸入させた予

備試験の結果、各群で死亡はなかったが、曝露濃度に依存した気道の刺激症状がみられ、

NOAEL は 1.04 mg/m3であった 5) 。 

ウ）Wistar ラット雄 20 匹を 1 群とし、0.25、0.64、1.37 mg/m3を 4 週間（4 時間/日、5 日/週）
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吸入させた結果、各群の一般状態に異常はなかったが、0.25 mg/m3群に比べて 1.37 mg/m3

群の体重増加は有意に低かった。また、0.25 mg/m3群に比べて 1.37 mg/m3群の肝臓及び脾

臓の絶対重量は有意に減少したが、それらの相対重量に有意差はなく、血液や臨床化学成

分、尿や腎機能、主要臓器の組織に影響はなかった 4) 。なお、対照群の設定がなかったこ

とから、NOAEL 等の評価はしなかった。 

エ）Wistar ラット雌雄各 10 匹を 1 群とし、0、0.24、1.05、4.1 mg/m3を鼻部に 4 週間（6 時間

/日、5 日/週）曝露して吸入させた結果、4.1 mg/m3群のほぼ全数で軽度で一過性の一般状態

の変化（鼻腔の痂皮や喘鳴、鼻漏、呼吸音、低体温）がみられ、雄で体重増加の有意な抑

制を認めたが、各群で死亡はなく、主要臓器の外観や尿、眼、血液生化学成分の検査、反

射試験の結果にも影響はなかった。1.05 mg/m3 以上の群の雄で白血球数の有意な増加を認

め、4.1 mg/m3群の雌でプロトロンビン時間の有意な延長がみられたが、後者については投

与に関連した影響ではないと考えられた。4.1 mg/m3群の雄で肺相対重量の有意な増加、雌

で肝臓絶対重量の有意な減少を認め、気道（鼻腔、咽頭、喉頭、気管、肺）上皮の炎症性

変化の発生率は 1.05 mg/m3以上の群の雌雄で有意に高かった。なお、約 4 週間の回復期間

で気管及び肺の影響は消失し、鼻腔及び咽頭、喉頭の変化は回復傾向を示した 5) 。この結

果から、NOAEL を 0.24 mg/m3（曝露状況で補正：0.043 mg/m3）とする。 

オ）Wistar ラット雌雄各 10 匹を 1 群とし、0、0.05、0.27、1.1 mg/m3を鼻部に 13 週間（6 時

間/日、5 日/週）曝露して吸入させた結果、一般状態や体重、血液、血液生化学、尿、臓器

重量に影響はなかったが、1.1 mg/m3群の鼻腔及び喉頭で軽度の上皮変化を認め、4 週間の

回復期間で回復傾向がみられたものの、軽微な上皮化生は依然として検出可能であった 6) 。

この結果から、NOAEL を 0.27 mg/m3（曝露状況で補正：0.048 mg/m3）とする。 

 

③ 生殖・発生毒性 

ア）Wistar ラット雌雄各 10 匹を 1 群とし、0、0.24、1.05、4.1 mg/m3を 4 週間（6 時間/日、5

日/週）吸入させた結果、雌雄の生殖器に影響はなかった 5) 。 

イ）Wistar ラット雌 27 匹を 1 群とし、0、0.206、0.929、4.536 mg/m3を妊娠 6 日から 19 日ま

で吸入（6 時間/日）吸入させた結果、4.536 mg/m3群で気道や被毛への影響がみられ、初期

の体重減少とその後の体重増加の抑制は明瞭であったが、剖検時に異常所見はみられなか

った。妊娠率や着床後胚損失、胎仔の数や性比、胎盤の外観等に影響はなかったが、4.536 

mg/m3 群で胎仔の体重は有意に低く、胎盤重量も過去の対照群データ範囲よりやや低かっ

た。また、4.536 mg/m3群の胎仔で骨格変異（指節骨等の骨化遅延）の発生率は有意に高く、

有意な発生率ではなかったものの眼の奇形や精巣下降の軽度遅延もみられ、母ラットへの

影響に伴う二次的なものと考えられた 7, 8) 。この結果から、母ラット及び胎仔で NOAEL を

0.929 mg/m3（曝露状況で補正：0.23 mg/m3）とする。 

 

④ ヒトへの影響 

ア）ボランティアに 1～5 分間、本物質のエアロゾルを曝露した試験では、0.25 mg/m3で臭気

を認め、0.64 mg/m3で眼及び鼻の粘膜に軽度な刺激を感じ、1.37 mg/m3で眼や気道への強い

刺激に耐えられなくなった 9) 。 
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イ）接触皮膚炎等のみられた労働者に対する本物質のパッチテストで陽性の結果が報告され

ており、本物質の曝露履歴のない労働者でも陽性反応がみられたこと、本物質以外のジイ

ソシアネート類や分解生成物でも陽性反応がみられたことから、交差感作の症例もあった

と考えられている 10～13) 。また、足にアレルギー性の皮膚炎がみられた患者 70 人の調査で

は、23 人が靴による接触皮膚炎であり、本物質のチャレンジテストで 3 人が陽性反応を示

し、運動靴のパッド（発泡ゴム）が曝露源と考えられた 14) 。医療従事者 3 人が本物質を単

回塗布した事例では、2 人に毛包性丘疹が 10 日後にみられ、本物質のチャレンジテストで

感作が確認された 10) 。 

ウ）一般の皮膚炎患者を対象にして、ジイソシアネート類や分解生成物に対する感作の出現

状況を調べた調査では、本物質のパッチテストは 433 人の患者に対して実施され、8 人に陽

性反応がみられた。また、トルエン-2,4-ジイソシアネートは 1,023 人の患者に対して実施さ

れ、陽性反応がみられた 10 人中 2 人が本物質にも陽性反応を示した。可能性のあった曝露

源については大部分の患者で調査したが、いずれも現在の皮膚炎との関連は明らかでなか

った 15) 。 

エ）本物質を含む塗料を新たに導入した後すぐに重度の喘息を発症した 50 才の塗装工では、

胸部 X 線異常所見、末梢血好酸球増加がみられたが、IgE レベルは正常であり、皮膚プリ

ックテスト及び放射性アレルゲン吸着試験、血清アスペルギルス沈降抗体検査は陰性であ

った。後日実施したチャレンジテストでは本物質を含む塗料で陽性反応を示した 16) 。また、

本物質を含む塗料を断続的に使い始めた数ヶ月後に胸部圧迫感と呼吸困難を起こした自動

車の塗装工では、数日の休暇後に症状は消えたが、職場に戻るとすぐに再発し、軽度な症

状が数時間持続した 17) 。 

 

（3）発がん性 

① 主要な機関による発がんの可能性の分類 

国際的に主要な機関での評価に基づく本物質の発がんの可能性の分類については、表 3.2

に示すとおりである。 
 

表 3.2 主要な機関による発がんの可能性の分類 

機 関 (年) 分  類 

WHO IARC －  

EU EU －  

 EPA －  

USA ACGIH －  

 NTP － 

日本 日本産業衛生学会 －  
ドイツ DFG －  

 

② 発がん性の知見 

○ 遺伝子傷害性に関する知見 

in vitro 試験系では、代謝活性化系（S9）添加の有無にかかわらずネズミチフス菌で遺伝
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子突然変異を誘発しなかったが 18, 19) 、チャイニーズハムスター卵巣細胞（CHO）で染色体

異常を誘発した 20) 。 

in vivo 試験系では、吸入曝露したマウスの骨髄細胞で小核を誘発しなかった 21) 。 

 

○ 実験動物に関する発がん性の知見 

実験動物での発がん性に関して、知見は得られなかった。 

 

○ ヒトに関する発がん性の知見 

ヒトでの発がん性に関して、知見は得られなかった。 

 

（4）健康リスクの評価 

① 評価に用いる指標の設定 

非発がん影響については一般毒性及び生殖・発生毒性等に関する知見が得られているが、

発がん性については十分な知見が得られず、ヒトに対する発がん性の有無については判断で

きない。このため、閾値の存在を前提とする有害性について、非発がん影響に関する知見に

基づき無毒性量等を設定することとする。 

経口曝露については、無毒性量等の設定ができなかった。 

吸入曝露については、中・長期毒性オ）に示したラットの試験から得られた NOAEL 0.27 

mg/m3（鼻腔、喉頭の上皮変化）を曝露状況で補正して 0.048 mg/m3 とし、慢性曝露への補正

が必要なことから 10 で除した 0.0048 mg/m3が信頼性のある最も低濃度の知見と判断し、これ

を無毒性量等に設定する。 

 

② 健康リスクの初期評価結果 
 

表 3.3 経口曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露量 予測最大曝露量 無毒性量等 MOE 

経口 
飲料水 － － 

－ － 
－ 

地下水 － － － 
 

経口曝露については、無毒性量等が設定できず、曝露量も把握されていないため、健康リ

スクの判定はできなかった。 

なお、本物質の環境中への総排出量は 0.043 t であり、すべてが大気に排出されていたこと、

水中での半減期は約 1 時間と推定されることから、本物質の経口曝露については、健康リス

クの評価に向けて経口曝露の知見収集等を行う必要性は低いと考えられる。 
 
 

表 3.4 吸入曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露濃度 予測最大曝露濃度 無毒性量等 MOE 

吸入 
環境大気 0.002 µg/m3未満程度 0.002 µg/m3未満程度 

0.0048 mg/m3 ラット 
240 超 

室内空気 － － － 

－74－



2 3-イソシアナトメチル-3,5,5-トリメチルシクロヘキシル=イソシアネート  

  

詳細な評価を行う
候補と考えられる。

現時点では作業は必要
ないと考えられる。

情報収集に努める必要
があると考えられる。

MOE＝10 MOE＝100［ 判定基準 ］

 

吸入曝露については、一般環境大気中の濃度についてみると、平均曝露濃度、予測最大曝

露濃度はともに 0.002 µg/m3未満程度であった。無毒性量等 0.0048 mg/m3と予測最大曝露濃度

から、動物実験結果より設定された知見であるために 10 で除して求めた MOE は 240 超とな

る。一方、化管法に基づく平成 25 年度の大気への届出排出量をもとに推定した高排出事業所

近傍の大気中濃度（年平均値）の最大値は 0.0063 µg/m3 であったが、参考としてこれから算

出した MOE は 76 となる。 

従って、本物質の一般環境大気の吸入曝露については、健康リスクの評価に向けて吸入曝

露の情報収集等を行う必要性があると考えられる。 
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４．生態リスクの初期評価 

本物質は、ポリウレタン樹脂の硬化剤として利用されている。化管法に基づき公表された本

物質の環境中への総排出量は 0.043 tであり、届出排出量 0.043 tは全て大気へ排出されているが、

本物質の高い加水分解性（半減期は約 1 時間）や一般環境大気の実測値を踏まえると大気中へ

排出された本物質が公共用水域の水質から検出される可能性はないと考えられる。 

本物質を取り扱う事業所から搬出された廃棄物に含まれる本物質の移動量 (約 16 t) の環境

中への排出は明らかではないが、本物質の高い加水分解性（半減期は約 1 時間）より、通常の

活動では、水生生物が本物質を水質から曝露する可能性はないと考えられる。 

また、本物質を被験物質とした水生生物に対する毒性試験の結果は表 4.1 のとおりであるが、

得られた毒性値は本物質の加水分解生成物の毒性を示していると考えられ、本物質の毒性を反

映しているとは考えられない。 

したがって、本物質の水生生物に対する生態リスク初期評価は行わなかった。 

加水分解生成物を対象物質とする生態リスク初期評価を行う必要性については、別途検討す

る必要があると考えられる。 

 
表 4.1 本物質を被験物質とした毒性試験結果（参考） 

生物群 
急 

性 

慢 

性 

毒性値 

[µg/L] 
生物名 生物分類／和名

エンドポイント

／影響内容 

曝露期間 

[日] 
Reliability*1 文献 No.

藻 類  ○ 4,400 
Desmodesmus 
subspicatus 

緑藻類 
NOEC   
GRO (RATE) 

3 2 1)-1 

 ○  >70,000 
Desmodesmus 
subspicatus 緑藻類 

EC50   
GRO (RATE) 

3 2 1)-1 

甲殻類 ○  4,000 
Chaetogammarus 
marinus ヨコエビ科 EC50  IMM 4 2 1)-2 

 ○  27,000 Daphnia magna オオミジンコ EC50  IMM 2 2 1)-3 

 ○  35,000 Daphnia magna オオミジンコ EC50  IMM 2 2 1)-1 

魚 類 ○  >72,000 Danio rerio 
ゼブラフィッシ

ュ 
LC50  MOR 4 2 1)-1 

 ○  >208,000 Cyprinus carpio コイ LC50  MOR 4 2 1)-4 

その他   － － － － －  － 

エンドポイント 

EC50 (Median Effective Concentration)：半数影響濃度、LC50 (Median Lethal Concentration)：半数致死濃度、 

NOEC (No Observed Effect Concentration) ：無影響濃度 

影響内容 

GRO (Growth)：生長、IMM (Immobilization)：遊泳阻害、MOR (Mortality)：死亡 

毒性値の算出方法 

RATE：生長速度より求める方法（速度法） 

 

*1 数値は SIAR (SIDS Initial Assessment Report) (OECD, 2006) に記載されている Klimisch code を示す 
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報 値 ,(http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/kakuhou19.html, 

2009.12.28 現在). 
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17) 薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会 PRTR 対象物質調査会、化学物

質審議会管理部会、中央環境審議会環境保健部会 PRTR 対象物質等専門委員会合同会合

( 第 ４ 回 )(2008) ： 参 考 資 料 1 現 行 化 管 法 対 象 物 質 の 有 害 性 ・ 暴 露 情 報 , 

(http://www.env.go.jp/council/05hoken/y056-04.html, 2008.11.6 現在). 

 

（2）曝露評価 

1) 経済産業省製造産業局化学物質管理課、環境省環境保健部環境安全課 (2015)：平成 25

年度特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化学

物質排出把握管理促進法)第１１条に基づき開示する個別事業所データ. 

2) 経済産業省製造産業局化学物質管理課、環境省環境保健部環境安全課 (2015)：届出外

排出量の推計値の対象化学物質別集計結果 算出事項(対象業種・非対象業種・家庭・

移動体 )別の集計表 3-1 全国 , (http://www.nite.go.jp/chem/prtr/25lawtotal/2013a3-1.csv, 

2015.3.6 現在). 

3) 経済産業省製造産業局化学物質管理課、環境省環境保健部環境安全課 (2015)：平成 25

年度 PRTR 届出外排出量の推計方法の詳細. 

(https://www.env.go.jp/chemi/prtr/result/todokedegaiH25/syosai.html, 2015.3.6 現在). 

4) 環境省環境保健部環境安全課 (2015) : 平成 26 年度化学物質環境実態調査. 

5) 経済産業省(2015)：経済産業省－低煙源工場拡散モデル (Ministry of Economy, Trade and 

Industry － Low rise Industrial Source dispersion Model) METI-LIS モデル ver.3.2. 
 

（3）健康リスクの初期評価 

1) Tinnerberg H, Skarping G, Dalene M, Hagmar L. (1995): Test chamber exposure of humans to 

1,6-hexamethylene diisocyanate and isophorone diisocyanate. Int Arch Occup Environ Health. 

67: 367-374. 

2) US National Institute for Occupational Safety and Health. Registry of Toxic Effects of Chemical 

Substances (RTECS) Database. (2015.12.14 現在). 

3) IPCS (2008): International Chemical Safety Cards. 0499. Isophorone diisocyanate. 

4) Kimmerle G. (1968): Isophorone diisocyanate toxicological studies. NTIS/OTS0528418. 

5) Bayer AG (2003): Isophorondiisocyanate (IPDI) subacute inhalation toxicity on rats. Study No. 

T0071598. Cited in: OECD High Production Volume Chemicals Program (2006): SIDS  Initial 

Assessment Report for SIAM 23. 3-Isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate. 

6) Pauluhn J. (2008): Isophorone diisocyanate (IPDI) 90-day inhalation study with a 4-week recovery 

period in Wistar rats. Bayer HealthCare AG; GDD-GED-GT Inhalation Toxicology. Report no.: 

AT04738. Cited in: European Aliphatic Isocyanates Producers Association (ALIPA)(2011): 

IUCLID Endpoint Summary Information of IPDI . 

(http://www.alipa.org/uploads/Modules/Publications/IUCLID%20endpoint%20IPDI.pdf, 2015.12  

.14 現在） 

7) Klaus AM. (2004): Isophorondiisocyanate (IPDI) - developmental toxicity study in rats after 

inhalation. Report No. T7072620. Cited in: OECD High Production Volume Chemicals Program 
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(2006): SIDS  Initial Assessment Report for SIAM 23. 

3-Isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate. 

8) Bayer Material Science Co. (2005): Isophorondiisocyanate (IPDI): Developmental toxicity study 

in rats after inhalation. T7072620. TSCAT health & safety study cover sheet. 

EPA/8EHQ-0105-15923. 

9) Henschler D. (1972): Isophorondiisocyanat. Toxikologisch-arbeitsmedizinische Begründungen 

von MAK-Werten. Verlag Chemie. Cited in: OECD High Production Volume Chemicals 

Program (2006): SIDS  Initial Assessment Report for SIAM 23. 

3-Isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate. 

10) Rothe A. (1976): Occupational dermatoses due to polyurethane drugs. Berufs-Dermatosen. 24: 

7-24. (in German). 

11) Lachapelle JM, Lachapelle-Ketelaer MJ. (1979): Cross-sensitivity between isophorone diamine 

(IPD) and isophorone diisocyanate (IPDI). Contact Dermatitis. 5: 55. 

12) Frick M, Björkner B, Hamnerius N, Zimerson E. (2003): Allergic contact dermatitis from 

dicyclohexylmethane-4,4'-diisocyanate. Contact Dermatitis. 48: 305-309. 

13) Militello G, Sasseville D, Ditre C, Brod BA. (2004): Allergic contact dermatitis from isocyanates 

among sculptors. Dermatitis. 15: 150-153.  

14) Belsito DV. (2003): Common shoe allergens undetected by commercial patch-testing kits: 

dithiodimorpholine and isocyanates. Am J Contact Dermat. 14: 95-96. 

15) Liippo J, Lammintausta K. (2008): Contact sensitization to 4,4'-diaminodiphenylmethane and to 

isocyanates among general dermatology patients. Contact Dermatitis. 59: 109-114. 

16) Clarke CW, Aldons PM. (1981): Isophorone diisocyanate induced respiratory disease (IPDI). 

Aust NZ J Med. 11: 290-292. 

17) Tyrer FH. (1979): Hazards of spraying with two-pack paints containing isocyanates. J Soc Occup 

Med. 29: 22-24. 

18) Mortelmans K, Haworth S, Lawlor T, Speck W, Tainer B, Zeiger E. (1986): Salmonella 

mutagenicity tests: II. Results from the testing of 270 chemicals. Environ Mutagen. 8(Suppl. 7): 

1-119. 

19) Hüls America Inc. (1993): Determination of the mutagenicity of isophorone diisocyanate in the 

Ames Salmonella/mammalian microsomes mutagenicity test. Final report. NTIS/OTS0556624. 

20) Research Toxicology Centre (2003): IPDI chromosome aberrations in Chinese hamster ovary 

cells in vitro. Report No. 8148. Cited in: OECD High Production Volume Chemicals Program 

(2006): SIDS  Initial Assessment Report for SIAM 23. 

3-Isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate. 

21) Bayer HealthCare AG (2006). Isophorone diisocyanate - micronucleus test on male mouse after 

inhalative exposure for 6 hours. Bayer HealthCare Report No. AT03075. Cited in: OECD High 

Production Volume Chemicals Program (2006): SIDS  Initial Assessment Report for SIAM 23. 

3-Isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate. 
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（4）生態リスクの初期評価 

1) OECD High Production Volume Chemicals Program(2006)：SIDS(Screening Information Data 

Set) Initial Assessment Report, 3-Isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate. 

1：Bayer AG (2000). Investigation of the ecological properties of DESMODUR I. Bayer AG 

(Leverkusen) Report No. 860 A/99 with attachments (unpublished). 

2：Adema DMM (1982). Tests and desk studies carried out by MT-TNO during 1980-1981 for 

annex II of marpol 1973. Rep.No. CL82/14, 52 pp. TNO, Delft (NL). 

3：Hüls AG (1995). Bestimmung der Auswirkungen von Vestanat IPDI auf das Schwimmverhalten 

von Daphnia magna. Report No. DK-654 (unpublished). 

4：Hüls AG (1996). Bestimmung der akuten Wirkungen von Vestanat IPDI gegenüber Fischen. 

Report No. FK 1369 (unpublished). 
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１．物質に関する基本的事項 

（1）分子式・分子量・構造式 

物質名：4-クロロ-2-メチルフェノール 
（別の呼称：4-クロロ-o-クレゾール） 
CAS 番号：1570-64-5 
化審法官報公示整理番号：3-900（モノメチル－モノクロロフェノール） 
化管法政令番号：  
RTECS 番号：GO7120000 
分子式：C7H7ClO 
分子量：142.58 
換算係数：1 ppm = 5.83 mg/m3 (気体、25℃) 
構造式： 
  

 
 

（2）物理化学的性状 

本物質は、常温で固体である 1)。 

融点 51℃2) , 3)、46℃ 4)、46～50℃1) 

沸点 223℃(760 mmHg) 2) , 3)、231℃1) 

密度 0.4769 g/cm3(20℃) 1)  

蒸気圧 
2.40×10-3 mmHg (=0.320 Pa) (25℃) 3)、26.66 Pa 
(20℃) 1) 

分配係数(1-ｵｸﾀﾉｰﾙ/水) (log Kow) 2.785) 、2.63 3)、3.1 4)、3.091) 

解離定数(pKa) 9.71(25℃) 1) , 3) 

水溶性(水溶解度) 
6.8×103 mg/1000g (25℃) 2)、4.00×103 mg/L (25℃) 

3)、7.6×103 mg/L (25℃ ) 4)、6.844×103 mg/L 
(25℃)6)、2,300 mg/L(20℃) 1) 

（3）環境運命に関する基礎的事項 

本物質の分解性及び濃縮性は次のとおりである。 

生物分解性 

好気的分解 

分解率：BOD 0%、TOC 2%、HPLC 0% 

（試験期間：4 週間、被験物質濃度：100 mg/L、活性汚泥濃度：30 mg/L）7) 

嫌気的分解 

分解しない 1) 

 

 

 

［3］4-クロロ-2-メチルフェノール            
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化学分解性 

OH ラジカルとの反応性 （大気中） 

反応速度定数：12×10-12 cm3/(分子･sec)（AOPWIN 8)により計算） 

半減期：5.3～53 時間（OH ラジカル濃度を 3×106～3×105分子/cm3 9)と仮定して計

算） 

 

加水分解性 

 環境中では加水分解しないと考えられる 1) 

  

生物濃縮性（濃縮性が無い又は低いと判断される物質 10)） 

 生物濃縮係数(BCF)： 

8.2～28（試験生物：コイ、試験期間：6 週間、試験濃度：20 μg/L）11) 

(6.4)～(14)（試験生物：コイ、試験期間：6 週間、試験濃度：2 μg/L）11) 

 

土壌吸着性 

 土壌吸着定数(Koc)：400（計算値）1) 

 

（4）製造輸入量及び用途 

① 生産量・輸入量等 

モノメチル－モノクロロフェノールの化審法に基づき公表された一般化学物質としての製

造・輸入数量の推移を表 1.1 に示す 12),13),14),15)。 

 

表 1.1 製造・輸入数量の推移 

平成(年度) 22 23 24 25 

製造・輸入数量(t) 1,000 未満 1,000 未満 1,000 未満 1,000 未満 

注：製造数量は出荷量を意味し、同一事業者内での自家消費分を含んでいない値を示す。 

 

② 用 途 

本物質の主な用途は、農薬中間体である 1)。 

本物質は、フェノキシ系除草剤（4-クロロ-2-メチルフェノキシ酢酸（MCPA）や 2-(4-クロ

ロ-2-メチルフェノキシ)プロピオン酸（MCPP）、4-クロロ-2-メチルフェノキシ酪酸（MCPB））、

の主な分解物 1)であるが、わが国では MCPB の農薬登録はされていない。 

 

（5）環境施策上の位置付け 

本物質は旧化学物質審査規制法（平成 15 年改正法）において第三種監視化学物質（通し番

号:101）に指定されていた。 
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２．曝露評価 

環境リスクの初期評価のため、わが国の一般的な国民の健康や水生生物の生存・生育を確保

する観点から、実測データをもとに基本的には化学物質の環境からの曝露を中心に評価するこ

ととし、データの信頼性を確認した上で安全側に立った評価の観点から原則として最大濃度に

より評価を行っている。 

（1）環境中への排出量 

本物質は化学物質排出把握管理促進法（化管法）第一種指定化学物質ではないため、排出量

及び移動量は得られなかった。 

 

（2）媒体別分配割合の予測 

化管法に基づく排出量が得られなかったため、Mackay-Type Level III Fugacity Model1)により

媒体別分配割合の予測を行った。予測結果を表 2.1 に示す。 

 
表 2.1 Level III Fugacity Model による媒体別分配割合（％） 

排出媒体 大気 水域 土壌 大気/水域/土壌 

排出速度（kg/時間） 1,000 1,000 1,000 1,000（各々） 

大 気 1.1 0.0 0.0 0.3 

水 域 4.0 97.8 1.4 15.5 

土 壌 94.8 0.1 98.5 83.8 

底 質 0.1 2.2 0.0 0.3 
注：数値は環境中で各媒体別に最終的に分配される割合を質量比として示したもの。 

（3）各媒体中の存在量の概要 

本物質の環境中等の濃度について情報の整理を行った。媒体ごとにデータの信頼性が確認さ

れた調査例のうち、より広範囲の地域で調査が実施されたものを抽出した結果を表 2.2 に示

す。 

 
表 2.2 各媒体中の存在状況 

媒 体 
幾何 算術 

最小値 最大値 a)
検出 

検出率 調査地域 測定年度 文 献
平均値 a) 平均値 下限値

                     

一般環境大気  µg/m3          

             

室内空気 µg/m3          

           

食物 µg/g          

             

飲料水 µg/L          

             

地下水 µg/L          

             

土壌 µg/g          
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媒 体 
幾何 算術 

最小値 最大値 a)
検出 

検出率 調査地域 測定年度 文 献
平均値 a) 平均値 下限値

             

公共用水域・淡水   µg/L <0.0032 <0.0032 <0.0032 <0.0032 0.0032 0/12 全国 2014 2) 

  <0.09 <0.09 <0.09 <0.09 0.09 0/1 神奈川県 1984 3) 

             

公共用水域・海水   µg/L <0.0032 <0.0032 <0.0032 <0.0032 0.0032 0/9 全国 2014 2) 

  <0.09 <0.09 <0.02 <0.09 0.02～
0.09 

0/7 全国 1984 3) 

             

底質(公共用水域・淡水) µg/g <0.0014 <0.0014 <0.0014 <0.0014 0.0014 0/1 神奈川県 1984 3) 

           

底質(公共用水域・海水) µg/g <0.002 <0.002 <0.001 <0.002 0.001～
0.002 

0/7 全国 1984 3) 

           

魚類(公共用水域・淡水) µg/g          

           

魚類(公共用水域・海水) µg/g          

             

注：a) 最大値または幾何平均値の欄の太字で示した数字は、曝露の推定に用いた値を示す。 

（4）人に対する曝露量の推定（一日曝露量の予測最大量） 

公共用水域・淡水の実測値を用いて、人に対する曝露の推定を行った（表 2.3）。化学物質の

人による一日曝露量の算出に際しては、人の一日の呼吸量、飲水量及び食事量をそれぞれ 15 

m3、2 L 及び 2,000 g と仮定し、体重を 50 kg と仮定している。 

 
表 2.3 各媒体中の濃度と一日曝露量 

  媒  体 濃  度 一 日 曝 露 量 

  大気     

  一般環境大気 データは得られなかった データは得られなかった 

  室内空気 データは得られなかった データは得られなかった 

平       

  水質   

  飲料水 データは得られなかった データは得られなかった 

  地下水 データは得られなかった データは得られなかった 

均 公共用水域・淡水 0.0032 µg/L 未満程度 (2014) 0.00013 µg/kg/day 未満程度 

        

  食 物 データは得られなかった データは得られなかった 

  土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 

        

  大気     

最  一般環境大気 データは得られなかった データは得られなかった 

  室内空気 データは得られなかった データは得られなかった 

       

大 水質     

 飲料水 データは得られなかった データは得られなかった 

 地下水 データは得られなかった データは得られなかった 

値 公共用水域・淡水 0.0032 µg/L 未満程度 (2014) 0.00013 µg/kg/day 未満程度 
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  媒  体 濃  度 一 日 曝 露 量 

最        

大  食 物 データは得られなかった データは得られなかった 

値  土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 

        

 

人の一日曝露量の集計結果を表 2.4 に示す。 

吸入曝露の予測最大曝露濃度を設定できるデータは得られなかった。 

経口曝露の予測最大曝露量は、公共用水域・淡水のデータから算定すると 0.00013 µg/kg/day

未満程度であった。 

生物濃縮性は高くないため、本物質の環境媒体から食物経由の曝露量は少ないと考えられ

る。 

 
表 2.4 人の一日曝露量 

  媒 体 平均曝露量（μg/kg/day） 予測最大曝露量（μg/kg/day） 

大 気 一般環境大気   

 室内空気   

 飲料水   

水 質 地下水   

 公共用水域・淡水 0.00013 0.00013 

食 物    

土 壌    

経口曝露量合計 0.00013 0.00013 

総曝露量 0.00013 0.00013 

注：1) アンダーラインを付した値は、曝露量が「検出下限値未満」とされたものであることを示す。 
2)（ ）内の数字は、曝露量合計の算出に用いていない。 

（5）水生生物に対する曝露の推定（水質に係る予測環境中濃度：PEC） 

本物質の水生生物に対する曝露の推定の観点から、水質中濃度を表 2.5 のように整理した。

水質について安全側の評価値として予測環境中濃度（PEC）を設定すると、公共用水域の淡水

域、同海水域ともに 0.0032 µg/L 未満程度となった。 

 

表 2.5 公共用水域濃度 

水 域 平  均 最 大 値 

淡 水 
 

海 水 

0.0032 µg/L 未満程度 (2014)
 

0.0032 µg/L 未満程度 (2014)

0.0032 µg/L 未満程度 (2014) 
 

0.0032 µg/L 未満程度 (2014) 
   注：1) （  ）内の数値は測定年度を示す。 

 2)  淡水は河川河口域を含む。 
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３．健康リスクの初期評価 

健康リスクの初期評価として、ヒトに対する化学物質の影響についてのリスク評価を行った。 

（1）体内動態、代謝 

本物質の吸収に関する知見はほとんどないが、急性毒性試験の結果から、吸収経路は消化管、

皮膚、肺であると推定される 1）。 

ラットに 100～500 mg/kg/day を 28 日間強制経口投与し、肝臓、腎臓、脾臓、筋肉中の本物質

濃度を調べた結果、500 mg/kg/day 群で本物質の濃度は脾臓（2.81 mg/kg）で最も高く、筋肉（0.27 

mg/kg）で最も低かった。低用量群では痕跡程度の本物質が検出されたのみであった 2)。 

本物質の代謝及び排泄に関する知見はないが 1) 、異性体の 4-クロロ-3-メチルフェノールはグ

ルクロン酸抱合や硫酸抱合による代謝を受けて尿中に排泄され、尿中への未変化体排泄はごく

わずかである 3) 。 

 

（2）一般毒性及び生殖・発生毒性 

① 急性毒性 

表 3.1 急性毒性 4) 

動物種 経路 致死量、中毒量等 
マウス 経口 LD50 1,320 mg/kg 
マウス 静脈内 LD50 56 mg/kg 
ラット 腹腔内 LD50 794 mg/kg 

 

本物質は眼、皮膚、気道に対して腐食性を示し、経口摂取でも腐食性を示す。吸入すると

咳、息苦しさ、息切れ、咽頭痛、 灼熱感を生じ、肺水腫を起こすことがある。経口摂取する

と腹痛、灼熱感、ショックまたは虚脱、咽頭痛を生じ、皮膚に付くと皮膚熱傷、痛み、発赤、

眼に入ると痛み、発赤、重度の熱傷を生じることがある 5) 。 

 

② 中・長期毒性 

ア）Wistar ラット雌雄各 5 匹を 1 群とし、0、50、200、800 mg/kg/day を 28 日間強制経口投与

した結果、800 mg/kg/day 群で流涎及び被毛の乱れがみられた。また、800 mg/kg/day 群の雌

で活性化部分トロンボプラスチン時間及び白血球数の有意な減少、肝臓の絶対重量及び相

対重量の有意な増加ならびに血清 ALT の上昇を認め、雄で赤血球数の有意な減少及び ALT

の有意な上昇を認めた 6)。この結果から、NOAEL を 200 mg/kg/day とする。 

イ）Sprague-Dawley ラット雌雄各 5 匹を 1 群とし、0、15、60、250、1,000 mg/kg/day を 28 日

間強制経口投与した結果、1,000 mg/kg/day 群の雄 1 匹、雌 3 匹が死亡し、雌雄で自発運動

低下、深大呼吸、筋の弛緩、腹臥姿勢、流涎などの一般状態の変化がみられた。1000 mg/kg/day

群の雄で体重増加の有意な抑制を認め、250 mg/kg/day 以上の群の雄で血清総ビリルビン、

雌で腎臓相対重量、1000 mg/kg/day 群の雄で血清 ALT 及び副腎相対重量、雌で肝臓相対重

量の有意な増加を認めた。250 mg/kg/day 以上の群の雌雄で膀胱粘膜上皮の過形成、1000 

mg/kg/day 群の雌雄で前胃粘膜の扁平上皮の過形成を半数～全数に認め、1000 mg/kg/day 群
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では小葉中心性の軽度な肝細胞肥大が雌の約半数、副腎皮質細胞の軽度な空胞化が雄の約

半数にみられ、前胃扁平上皮の過形成は 250 mg/kg/day 群の雄 1 匹にもあった 7) 。この結果

から、NOAEL を 60 mg/kg/day とする。 

ウ）Wistar ラット雌雄各 10 匹を 1 群とし、交尾前 2 週から妊娠 20 日までの計 40～45 日間、

0、50、200、600 mg/kg/day を強制経口投与した結果、600 mg/kg/day 群で軽度の体重増加抑

制、600 mg/kg/day 群の雄でヘモグロビン濃度の有意な減少を認めた。なお、200 mg/kg/day

以上群の雌で用量に依存した副腎の絶対及び相対重量の有意な減少を認めたが、組織への

影響はなく、明らかな毒性学的意義もなかった。また、その他の臓器の重量や組織に影響

はなく、行動試験の結果にも影響はなかった 8) 。この結果から、NOAEL を 200 mg/kg/day

とする。 

 

③ 生殖・発生毒性 

ア）Wistar ラット雌雄各 10 匹を 1 群として、50、200、600 mg/kg/day を交尾前 2 週から妊娠

20 日までの計 40～45 日間、強制経口投与した結果、生殖・発生に関するパラメータに影響

はなかった 8) 。この結果から、NOAEL を 600 mg/kg/day 以上とする。 

 

④ ヒトへの影響 

ア）直接皮膚に接触すると、熱傷や皮膚刺激が生じることがある 9)。 

 

（3）発がん性 

① 主要な機関による発がんの可能性の分類 

国際的に主要な機関での評価に基づく本物質の発がんの可能性の分類については、表 3.2

に示すとおりである。 
 

表 3.2 主要な機関による発がんの可能性の分類 

機 関 (年) 分  類 

WHO IARC －  

EU EU －  

 EPA －  

USA ACGIH －  

 NTP － 

日本 日本産業衛生学会 －  
ドイツ DFG －  

 

② 発がん性の知見 

○ 遺伝子傷害性に関する知見 

in vitro 試験系では、代謝活性化系（S9）添加の有無にかかわらずネズミチフス菌 10～13) 及

び大腸菌 10) で遺伝子突然変異を誘発しなかった。S9 無添加のチャイニーズハムスター肺細
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胞（CHL）で染色体異常を誘発しなかったが、S9 添加では染色体異常を誘発した 14) 。 

in vivo 試験系では、OECD ガイドライン第 1 版（1991）に従って経口投与したマウスの

骨髄細胞で小核試験の結果は陽性であったが 15) 、改訂された OECD ガイドライン（1996）

に従ってより適切な方法で実施した小核試験の結果は陰性であった 16) 。 

 

○ 実験動物に関する発がん性の知見 

実験動物での発がん性に関して、知見は得られなかった。 

 

○ ヒトに関する発がん性の知見 

ア）2,3,7,8-テトラクロロジベンゾジオキシンによる汚染を受ける可能性の低い、2,4-ジクロロ

フェノールと本物質をベースとするフェノキシ系除草剤の曝露集団を調べたスウェーデン

の症例対照研究では、フェノキシ系除草剤の発がん性が示唆された。この結果を受けて、

デンマークの工場で 1947～1982 年の間に（4-クロロ-2-メチルフェノキシ）酢酸メチルを主

原料とするフェノキシ系除草剤の製造に従事した労働者（男性 3,390 人、女性 1,069 人）を

対象にコホート研究を実施した。国家がん登録を参照し、特にスウェーデンの研究でフェ

ノキシ系除草剤との関連が示された軟部肉腫及び悪性リンパ腫に注目しながらがん発生の

有無を確認したところ、男性労働者の 5 人で軟部肉腫の発生が認められた（期待値：1.84

人。RR = 2.72; 95% CI: 0.88～6.34）。この研究の結果は、フェノキシ系除草剤に曝露すると

軟部肉腫のリスクが増大するというスウェーデンの症例対照研究の結論を裏付けるもので

あった 17) 。 

イ）上記の研究に 1983～1987 年のデータを追加して新たに実施したコホート研究では、少数

の症例を基に、フェノキシ系除草剤の曝露と軟部肉腫のリスクとの間の関連を示す証拠を

加えて検討した。しかし、この研究には多くの交絡要因が存在し、フェノキシ系除草剤の

製造及び梱包に従事した労働者の全がん発生数（66 人）は、デンマーク国民全体（期待値：

64.27 人）と同等であった（SIR = 1.0; 95% CI: 0.8～1.3）18)。 

 

（4）健康リスクの評価 

① 評価に用いる指標の設定 

非発がん影響については一般毒性及び生殖・発生毒性等に関する知見が得られているが、

発がん性については十分な知見が得られず、ヒトに対する発がん性の有無については判断で

きない。このため、閾値の存在を前提とする有害性について、非発がん影響に関する知見に

基づき無毒性量等を設定することとする。 

経口曝露については、中・長期毒性イ）に示したラットの試験から得られた NOAEL 60 

mg/kg/day（膀胱粘膜上皮の過形成、前胃扁平上皮の過形成など）を慢性曝露への補正が必要

なことから 10 で除した 6.0 mg/kg/day が信頼性のある最も低用量の知見と判断し、これを無

毒性量等に設定する。 

吸入曝露については、無毒性量等の設定ができなかった。 
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詳細な評価を行う
候補と考えられる。

現時点では作業は必要
ないと考えられる。

情報収集に努める必要
があると考えられる。

MOE＝10 MOE＝100［ 判定基準 ］

 

② 健康リスクの初期評価結果 
 

表 3.3 経口曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露量 予測最大曝露量 無毒性量等 MOE 

経口 
飲料水 － － 

6.0 mg/kg/day ラット 
－ 

公共用水

域・淡水 
0.00013 µg/kg/day 

未満程度 
0.00013 µg/kg/day 

未満程度 
4,600,000

超 
 

経口曝露については、公共用水域・淡水を摂取すると仮定した場合、平均曝露量、予測最

大曝露量はともに 0.00013 µg/kg/day 未満程度であった。無毒性量等 6.0 mg/kg/day と予測最大

曝露量から、動物実験結果より設定された知見であるために 10 で除して求めた MOE（Margin 

of Exposure）は 4,600,000 超となる。環境媒体から食物経由で摂取される曝露量は少ないと推

定されることから、その曝露を加えても MOE が大きく変化することはないと考えられる。 

従って、本物質の経口曝露による健康リスクについては、現時点では作業は必要ないと考

えられる。 
 
 

表 3.4 吸入曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露濃度 予測最大曝露濃度 無毒性量等 MOE 

吸入 
環境大気 － － 

－  
－ 

室内空気 － － － 
 

吸入曝露については、無毒性量等が設定できず、曝露濃度も把握されていないため、健康

リスクの判定はできなかった。 

なお、本物質は大気に排出されてもほとんど大気に分配されないと予測されている。この

ため、本物質の一般環境大気の吸入曝露については、健康リスクの評価に向けて吸入曝露の

情報収集等を行う必要性は低いと考えられる。 
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４．生態リスクの初期評価 

水生生物の生態リスクに関する初期評価を行った。 

（1）水生生物に対する毒性値の概要 

本物質の水生生物に対する毒性値に関する知見を収集し、生物群（藻類、甲殻類、魚類及び

その他生物）ごとに整理すると、表 4.1 のとおりとなった。 

 
表 4.1 水生生物に対する毒性値の概要 

生物群 
急

性 

慢 

性 
毒性値 
[µg/L] 

生物名 生物分類／和名
エンドポイント

／影響内容 

曝露期間

[日] 

試験の 

信頼性 

採用の

可能性
文献 No.

藻 類   1,860 
Desmodesmus 
subspicatus 緑藻類 

EC10   
GRO (RATE)

3 C C 4)-1 

 ○  26,900 
Desmodesmus 
subspicatus 緑藻類 

EC50   
GRO (RATE)

3 B B 4)-1 

甲殻類 ○  290 Daphnia magna オオミジンコ LC50  MOR 2 B B 1)-5184

  ○ 550 Daphnia magna オオミジンコ NOEC  REP 21 E C 3)-1 

  ○ ≧560 Daphnia magna オオミジンコ NOEC  REP 21 A A 4)-2 

 ○  630 Daphnia magna オオミジンコ EC50  IMM 2 E C 3)-2 

 ○  1,000 Daphnia magna オオミジンコ EC50  IMM 2 B B  4)-3 

魚 類 ○  2,300 Lepomis macrochirus ブルーギル LC50  MOR 4 C C 1)-5590

 ○  6,300 Oryzias latipes メダカ LC50  MOR 2 D C 
2)- 

2012174

その他 ○  12,100 Xenopus laevis 
アフリカツメ

ガエル（胚）
LC50  MOR 5 B B 1)-16717

 ○  21,000 Lemna gibba イボウキクサ
EC50   
GRO (RATE)

7 A A 4)-4 

 ○  28,400 
Tetrahymena 
piriformis 

テトラヒメナ

属 
IGC50  POP 2 B B 

2)- 
2012250

 ○  93,000 Lemna minor コウキクサ LC50  MOR 2(3)*1 C C 1)-2231

毒性値（太字）：採用可能な知見として本文で言及したもの 

毒性値（太字下線）：PNEC 導出の根拠として採用されたもの 

試験の信頼性：本初期評価における信頼性ランク 
A：試験は信頼できる、B：試験は条件付きで信頼できる、C：試験の信頼性は低い、D：信頼性の判定不可 
E：信頼性は低くないと考えられるが、原著にあたって確認したものではない 

採用の可能性：PNEC 導出への採用の可能性ランク 
A：毒性値は採用できる、B：毒性値は条件付きで採用できる、C：毒性値は採用できない 

エンドポイント 

EC10 (10% Effective Concentration)：10%影響濃度、EC50 (Median Effective Concentration)：半数影響濃度、 

IGC50 (Median Growth Inhibittory concentration)：半数成長阻害濃度、LC50 (Median Lethal Concentration)：半数致死濃度、
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NOEC (No Observed Effect Concentration)：無影響濃度 

 

影響内容 

GRO (Growth)：生長（植物）、IMM (Immobilization)：遊泳阻害、MOR (Mortality)：死亡、 

POP (Population Change)：個体群の変化（増殖）、REP (Reproduction)：繁殖、再生産 

毒性値の算出方法 

RATE：生長速度より求める方法（速度法） 

 

*1 48 時間の曝露終了後に、試験培地のみで 24 時間培養し、影響内容の判定は曝露開始から 72 時間後に行った 

 

 

評価の結果、採用可能とされた知見のうち、生物群ごとに急性毒性値及び慢性毒性値のそれ

ぞれについて最も小さい毒性値を予測無影響濃度 (PNEC) 導出のために採用した。その知見の

概要は以下のとおりである。 
 

1） 藻類 

ドイツ工業規格の試験方法 (DIN38412 L9) に準拠して、緑藻類 Desmodesmus subspicatus（旧

名 Scenedesmus subspicatus）の生長阻害試験が実施された 4)-1。設定試験濃度は 0（対照区）、

1.0、2.5、5.0、10.0、25.0、50.0 mg/L（公比 2 又は 2.5）であった。速度法による 72 時間半数影

響濃度 (EC50) は、設定濃度に基づき 26,900 µg/L であった。 

 

2） 甲殻類 

LeBlanc1)-5184 は、米国 EPA の試験方法 (EPA 660/3-75-009, 1975) に準拠し、オオミジンコ

Daphnia magna の急性毒性試験を実施した。試験は止水式で行われ、設定試験濃度区は、対照区

及び 5～8 濃度区であった。試験用水として、ガイドラインに基づいた人工調製水（硬度 173 

mg/L 、CaCO3 換算）が使用された。48 時間半数致死濃度 (LC50) は、設定濃度に基づき 290 

µg/L であった。 

 また、OECD テストガイドライン No.202 (1984) 及び米国 EPA の試験方法 (EPA 540/9-86) に

準拠して、オオミジンコ Daphnia magna の繁殖試験が、GLP 試験として実施された 4)-2。試験は

半止水式（週 3回換水）で行われ、設定試験濃度は 0（対照区）、0.032、0.056、0.10、0.18、0.32、

0.56 mg/L（公比 1.8）であった。試験溶液の硬度は、223.7～226.3 mg/L (CaCO3換算) であった。

被験物質の実測濃度は、調製直後には<0.016（対照区）、0.031、0.057、0.10、0.19、0.34、0.58 

mg/L、換水前には<0.016（対照区）、0.024、0.043、0.081、0.15、0.28、0.51 mg/L であった。最

高濃度区においても影響は見られず、繁殖阻害（累積産仔数）に関する 21 日間無影響濃度 

(NOEC) は、設定濃度に基づき 560 µg/L 以上とされた。 

 

3） 魚類 

魚類については、採用可能な知見が得られなかった。 

予測無影響濃度(PNEC)を導出する際には、原則として生態毒性に関する試験等により得られ

た実測値を用いることとしているが、定量的構造活性相関 (QSAR) による予測値の活用につ

いては、当面専門家判断の根拠の一つとし、評価事例を積み重ねることとしている。このため

本物質について、参考として定量的構造活性相関 (QSAR) を用いて魚類に対する急性毒性を

予測したところ、2 つのモデル (KATE、ECOSAR) で予測結果が適用範囲内であった（表 4.2）。

予測値及び 95%予測区間は、最も急性毒性値の小さい甲殻類の 48 時間 LC50 290 µg/L に比べて
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全て大きな値を示し、魚類に対する急性毒性は甲殻類に比べて相対的に弱いことが考えられ

た。 

 

4） その他の生物 

Bernardini ら 1)-16717は、アフリカツメガエル Xenopus laevis の胚を用いて急性毒性試験を実施

した。試験は、半止水式（毎日換水）で行われ、設定試験濃度は、0（対照区）、2.5、5、10、

15、20 mg/L であった。試験には FETAX 培地（硬度 99 mg/L、CaCO3換算）が用いられた。120

時間半数致死濃度 (LC50) は、設定濃度に基づき 12,100 µg/L であった。 

 

表 4.2 QSAR を用いた魚類に対する急性毒性予測結果の概要 

生物群 
予測値 

(95%予測区間) 
[µg/L] 

エンドポイント 
／影響内容 

曝露期間

[日] 
使用した 

QSAR モデル式 
予測対象物質の記述子 
として使用した値 

魚 類 
7,200 

(1,200 – 43,000) 
LC50  MOR 4 

ECOSAR 
Phenols5)-1 

logKow：2.7 
(KOWWIN5)-4 による 
予測値） 

 
7,500 

(1,700 – 34,000) 
LC50  MOR 4 

KATE 
amines aromatic or phenols45)-2

logKow：2.78 
(実測値5)-5) 

QSAR 予測値 

予測値を算出するための定量的構造活性相関 (QSAR) モデルとして、ECOSAR5)-1、KATE5)-2、TIMES5)-3を用いた。予

測結果が各モデルの適用範囲外とされる場合は、QSAR 予測値を掲載していない。 

なお、ECOSAR の 95%予測区間は、公開されている参照物質の毒性値及び記述子を用いて算出した。 

エンドポイント 

LC50 (Median Lethal Concentration)：半数致死濃度 

影響内容 

MOR (Mortality)：死亡 

記述子 

予測値を算出するために用いた、予測対象物質の物理化学的性状を示す値 (logKow 等) 

 

（2）予測無影響濃度 (PNEC) の設定 

急性毒性及び慢性毒性のそれぞれについて、上記本文で示した毒性値に情報量に応じたアセ

スメント係数を適用し予測無影響濃度 (PNEC) を求めた。 

 

急性毒性値 

藻 類 Desmodesmus subspicatus 72 時間 EC50（生長阻害） 26,900 µg/L

甲殻類 Daphnia magna 48 時間 LC50 290 µg/L

その他 Xenopus laevis 120 時間 LC50 12,100 µg/L

アセスメント係数：1,000［2 生物群（藻類、甲殻類）及びその他の生物について信頼できる

知見が得られたため］ 

 これらの毒性値のうち、その他の生物を除いた小さい方の値（甲殻類の 290 µg/L）をアセス

メント係数 1,000 で除することにより、急性毒性値に基づく PNEC 値 0.29 µg/L が得られた。 

なお、定量的構造活性相関 (QSAR) により予測した魚類に対する毒性を採用可能な知見とし

た場合、最も小さい毒性値（甲殻類の 290 µg/L）は変わらないものの、3 生物群（藻類、甲殻類

及び魚類）の知見が得られたことからアセスメント係数は 100 となり、急性毒性値に基づく
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PNEC の参考値は 2.9 µg/L となる。 

 

慢性毒性値 

甲殻類 Daphnia magna 21 日間 NOEC（繁殖阻害） 560 µg/L 以上

アセスメント係数：100［1 生物群（甲殻類）の信頼できる知見が得られたため］ 

 得られた毒性値（甲殻類の 560 µg/L 以上）をアセスメント係数 100 で除することにより、慢

性毒性値に基づく PNEC 値 5.6 µg/L 以上が得られた。 

 

本物質の PNEC としては、甲殻類の急性毒性値から得られた 0.29 µg/L を採用する。 

 

（3）生態リスクの初期評価結果 

 

表 4.3 生態リスクの初期評価結果 

水 質 平均濃度 最大濃度 (PEC) PNEC 
PEC/ 

PNEC 比

公共用水域・淡水 0.0032 µg/L 未満程度 (2014) 0.0032 µg/L 未満程度 (2014) 
0.29 

µg/L 

<0.01 

公共用水域・海水 0.0032 µg/L 未満程度 (2014) 0.0032 µg/L 未満程度 (2014) <0.01 

注：1) 水質中濃度の(  )内の数値は測定年度を示す  
   2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む 

 
 

 

 

本物質の公共用水域における濃度は、平均濃度でみると淡水域、海水域ともに 0.0032 µg/L 未

満程度であり、検出下限値未満であった。安全側の評価値として設定された予測環境中濃度 

(PEC) も淡水域、海水域ともに平均濃度と同様に 0.0032 µg/L 未満程度であり、検出下限値未満

であった。 

予測環境中濃度 (PEC) と予測無影響濃度 (PNEC) の比は、淡水域、海水域ともに 0.01 未満

となるため、現時点では作業の必要はないと考えられる。 

なお、定量的構造活性相関 (QSAR) を用いた予測結果を採用した場合、予測環境中濃度 

(PEC) と予測無影響濃度 (PNEC) の参考値との比は 0.001 未満となる。 

 

詳細な評価を行う 
候補と考えられる。 

現時点では作業は必要 
ないと考えられる。 

情報収集に努める必要
があると考えられる。

PEC/PNEC＝0.1 PEC/PNEC＝1［ 判定基準 ］ 
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１．物質に関する基本的事項 

（1）分子式・分子量・構造式 

物質名：酢酸 2-メトキシエチル 

（別の呼称：エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート、2-メトキシエチルア

セテート、酢酸メチルグリコール） 
CAS 番号：110-49-6  
化審法官報公示整理番号：2-740（エチレングリコールモノアルキル（C = 1～4）エーテ

ル酢酸エステル）  
化管法政令番号： 1-135 
RTECS 番号：KL5950000  

分子式 ：C5H10O3 

分子量：118.13  
換算係数：1 ppm = 4.83 mg/m3 (気体、25℃) 
構造式：  

O

C

O

H2
C

C
H2

O

CH3H3C
 

 

（2）物理化学的性状 

本物質は常温で無色透明の液体で、揮発性物質である1)。 

融点 -70℃2)、-65.1℃3) , 4)、-65℃5) 

沸点 
142℃(760 mmHg)2) 、145℃3) 、 
145℃(760 mmHg)4) 、144℃5) 

密度 1.0074 g/cm3 (19℃) 2) 、 

蒸気圧 7 mmHg (=900 Pa) (20℃) 5) 

分配係数（1-ｵｸﾀﾉｰﾙ/水）(log Kow) 0.10 (KOWWIN 6) により計算)  

解離定数（pKa）  

水溶性（水溶解度） 自由混和3) 

（3）環境運命に関する基礎的事項 

本物質の分解性及び濃縮性は次のとおりである。 

生物分解性  

好気的分解（難分解性ではないと判断される物質7) ） 

分解率： BOD 95% (平均値)、TOC 97% (平均値) 、HPLC 100% (平均値) 

（試験期間：2 週間、被験物質濃度：100 mg/L、活性汚泥濃度：30 mg/L）8) 

 

化学分解性 

OH ラジカルとの反応性 （大気中） 

反応速度定数：9.7×10-12 cm3/(分子･sec)（AOPWIN 9)により計算）  

［4］ 酢酸 2-メトキシエチル         
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半減期：6.6～66 時間 （OH ラジカル濃度を 3×106～3×105分子/cm3 10)と仮定し計

算） 

加水分解性 

反応速度定数：0.205 L(分子・sec)-1 (25℃) 11) 

半減期：39 日（pH8）、391 日（pH7） 

 

生物濃縮性 

  生物濃縮係数(BCF)：3.2（BCFBAF12) により計算）  

 

土壌吸着性 

土壌吸着定数(Koc)：2.5（KOCWIN13) により計算）  

（4）製造輸入量及び用途 

① 生産量・輸入量等 

化審法に基づき公表された製造・輸入数量の推移を表 1.1 に示す14),15),16),17),18)。 

 

表 1.1 製造・輸入数量の推移 

平成(年度) 21 22 23 24 25 

製造・輸入数量(t)  a) 351 b) 2,000 c),d) 3,000 c),d) 1,000 未満 c),d) 1,000 未満 c),d)

注：a) 平成 22 年度以降の製造・輸入数量の届出要領は、平成 21 年度までとは異なっている。 
b) 製造数量は出荷量を意味し、同一事業所内での自家消費分を含んでいない値を示す。 
c) 製造数量は出荷量を意味し、同一事業者内での自家消費分を含んでいない値を示す。 
d) エチレングリコールモノアルキル（C = 1～4）エーテル酢酸エステルとしての値を示す。平成 24 年度以降

は優先評価化学物質となった酢酸 2-ブトキシエチルが集計対象外となっている。 

 

「化学物質の製造・輸入量に関する実態調査」による製造（出荷）及び輸入量を表 1.2 に

示す19),20),21)。 

表 1.2 製造（出荷）及び輸入量 

平成(年度) 13 16 19 

製造（出荷）及び 
輸入量 a) 

1,000～10,000 t 
/年未満 

1,000～10,000 t 
/年未満 b) 

1,000～10,000 t 
/年未満 b) 

注：a) 化学物質を製造した企業及び化学物質を輸入した商社等のうち、1 物質 1 トン以上の製造又は輸入をし

た者を対象に調査を行っているが、全ての調査対象者からは回答が得られていない。 
b) エチレングリコールモノアルキル（C = 1～4）エーテル酢酸エステルとしての値を示す。 

 

本物質の化学物質排出把握管理促進法（化管法）における製造・輸入量区分は 100 t 以上で

ある22)。 
 

② 用 途 

本物質の主な用途は、電子材料の洗浄溶剤である1)。このほか、印刷インキ、塗料や金属

板用接着剤の溶剤にも使われている1)。 
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（5）環境施策上の位置付け 

本物質は、化学物質排出把握管理促進法第一種指定化学物質（政令番号: 135）に指定され

ている。 

本物質は、有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質に選定されている。 

なお、本物質は、旧化学物質審査規制法（平成 15 年改正法）において第二種監視化学物質

（通し番号:1041）に指定されていた。 
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２．曝露評価 

環境リスクの初期評価のため、わが国の一般的な国民の健康や水生生物の生存・生育を確保

する観点から、実測データをもとに基本的には化学物質の環境からの曝露を中心に評価するこ

ととし、データの信頼性を確認した上で安全側に立った評価の観点から原則として最大濃度に

より評価を行っている。 

（1）環境中への排出量 

本物質は化管法の第一種指定化学物質である。同法に基づき公表された、平成 25 年度の

届出排出量1)、届出外排出量対象業種・非対象業種・家庭・移動体2)から集計した排出量等を

表 2.1 に示す。なお、届出外排出量対象業種・非対象業種・家庭・移動体の推計はなされて

いなかった。 

 
表 2.1 化管法に基づく排出量及び移動量（PRTR データ）の集計結果（平成 25 年度） 

大気 公共用水域 土壌 埋立 下水道 廃棄物移動 対象業種 非対象業種 家庭 移動体

全排出・移動量 9,579 91 0 0 0 8,585 - - - - 9,670 - 9,670

酢酸２－メトキシエチル（別名エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート）

業種等別排出量(割合) 9,579 91 0 0 0 8,585 0 0 0 0

3,900 0 0 0 0 0 届出 届出外

(40.7%) 100% -

3,200 0 0 0 0 1,300

(33.4%) (15.1%)

2,000 0 0 0 0 2

(20.9%) (0.02%)

309 91 0 0 0 4,183

(3.2%) (100%) (48.7%)

170 0 0 0 0 3,100

(1.8%) (36.1%)

総排出量の構成比(%)

金属製品製造業

電気機械器具製造業

鉄鋼業

化学工業

その他の製造業

届出 届出外　　(国による推計) 総排出量　　(kg/年)

排出量　　(kg/年) 移動量　　(kg/年) 排出量　　(kg/年) 届出

排出量

届出外

排出量
合計

 
 

本物質の平成 25 年度における環境中への総排出量は、約 9.7 t となり、すべて届出排出量で

あった。届出排出量のうち約 9.6 t が大気、0.091 t が公共用水域へ排出されるとしており、大気

への排出量が多い。この他に廃棄物への移動量が約 8.6 t であった。届出排出量の主な排出源は、

大気への排出が多い業種は金属製品製造業（41%）、電気機械器具製造業（33%）であり、公共

用水域への排出が多い業種は化学工業（100%）のみであった。 

 

また、揮発性有機化合物（VOC）の排出インベントリの精緻化に向けた検討の中では、本物

質の大気中への排出量を 63 t と推計している3)。 

 

（2）媒体別分配割合の予測 

本物質の環境中の媒体別分配割合は、環境中への推定排出量を基に USES3.0 をベースに日

本固有のパラメータを組み込んだ Mackay-Type Level III 多媒体モデル4)を用いて予測した。予

測の対象地域は、平成 25 年度に環境中及び大気への排出量が最大であった群馬県（大気への

排出量 3.9 t）及び公共用水域への排出量が最大であった新潟県（大気への排出量 0.01 t、公共

用水域への排出量 0.09 t）とした。予測結果を表 2.2 に示す。 
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表 2.2 媒体別分配割合の予測結果 

媒 体 

分配割合(%) 
上段：排出量が最大の媒体、下段：予測の対象地域 

環境中 大気 公共用水域 

群馬県 群馬県 新潟県 

大 気 35.9 35.9 6.7 

水 域 33.8 33.8 87.5 

土 壌 30.1 30.1 5.1 

底 質 0.3 0.3 0.7 

注：数値は環境中で各媒体別に最終的に分配される割合を質量比として示したもの。 
 

（3）各媒体中の存在量の概要 

本物質の環境中等の濃度について情報の整理を行った。媒体ごとにデータの信頼性が確認さ

れた調査例のうち、より広範囲の地域で調査が実施されたものを抽出した結果を表 2.3 に示

す。 

 
表 2.3 各媒体中の存在状況 

媒体 
幾何 算術 

最小値 最大値 a)
検出 

検出率
調査 測定年

度 
文献 

平均値 a) 平均値 下限値 地域 

                      

一般環境大気  µg/m3 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.02 0/14 全国 2014 5) 

  <0.0028 <0.0028 <0.0028 <0.0028 0.0028 0/3 川崎市 2009 6) 

  0.012 0.012 0.011 0.013 0.0028 3/3 川崎市 2007 6) 

             

室内空気 µg/m3 0.066 0.076 ND c) 2.578 －b) 28/148 全国 2002 7) 

  0.046 0.052 －b) 2.205 －b) -b)/148 全国 2002 8) 

  0.037 0.041 －b) 1.302 －b) 15/122 全国 2002 9)d) 

  0.09 0.09 0.09 0.09 －b) 122/122 全国 2002 9)e) 

  0.128 0.254 －b) 13.029 －b) -b)/159 全国 2001 8) 

           

食物 µg/g          

             

飲料水 µg/L          

             

地下水 µg/L          

           

土壌 µg/g          

             

公共用水域・淡水   µg/L <0.7 <0.7 <0.7 <0.7 0.7 0/1 石川県 1986 10) 

           

公共用水域・海水   µg/L <0.7 <0.7 <0.7 <0.7 0.7 0/9 愛知県、 
広島県、 
兵庫県 

1986 10) 

      
底質(公共用水域・淡水) µg/g <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 0.2 0/1 石川県 1986 10) 

                      

底質(公共用水域・海水) µg/g <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 0.2 0/9 愛知県、 
広島県、 
兵庫県 

1986 10) 
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媒体 
幾何 算術 

最小値 最大値 a)
検出 

検出率
調査 測定年

度 
文献 

平均値 a) 平均値 下限値 地域 

魚類(公共用水域・淡水) µg/g          

           

魚類(公共用水域・海水) µg/g          

           

注：a) 最大値又は幾何平均値の欄の太字で示した数字は、曝露の推定に用いた値を示す。 
  b) 報告されていない 
  c)  ND : 定量下限値未満 
    d) 溶媒抽出法による測定結果 (原著のデータを転記) 
    e) 加熱脱離法による測定結果 (原著のデータを転記) 
 

（4）人に対する曝露量の推定（一日曝露量の予測最大量） 

一般環境大気の実測値を用いて、人に対する曝露の推定を行った（表 2.4）。化学物質の人

による一日曝露量の算出に際しては、人の一日の呼吸量、飲水量及び食事量をそれぞれ 15 

m3、2 L 及び 2,000 g と仮定し、体重を 50 kg と仮定している。 

 
表 2.4 各媒体中の濃度と一日曝露量 

  媒  体 濃  度 一 日 曝 露 量 
  大気     
  一般環境大気 0.02 µg/m3未満程度 (2014)  0.006µg/kg/day 未満程度 

  室内空気 過去のデータではあるが 0.13 µg/m3

(2001)  
過去のデータではあるが 0.039 g/kg/day 

平     
  水質   
  飲料水 データは得られなかった データは得られなかった 
  地下水 データは得られなかった データは得られなかった 
均 公共用水域・淡水 過去のデータではあるが 0.7 µg/L 未満の

報告がある (1986)  
過去のデータではあるが 0.028 µg/kg/day
未満の報告がある  

      
  食 物 データは得られなかった データは得られなかった 
  土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 
      

  大気   

  一般環境大気 0.02 µg/m3未満程度 (2014)  0.006 µg/kg/day 未満程度 

最  室内空気 過去のデータではあるが 13 µg/m3 (2001)過去のデータではあるが 3.9 µg/kg/day 

     

大 水質   
 飲料水 データは得られなかった データは得られなかった 
値  地下水 データは得られなかった データは得られなかった 
 公共用水域・淡水 過去のデータではあるが 0.7 µg/L 未満の

報告がある (1986)  
過去のデータではあるが 0.028 µg/kg/day
未満の報告がある  

      
  食 物 データは得られなかった データは得られなかった 
  土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 
      

 

人の一日曝露量の集計結果を表 2.5 に示す。 

吸入曝露の予測最大曝露濃度は、一般環境大気のデータから 0.02 µg/m3未満程度となった。

また、室内空気の予測最大濃度は過去のデータではあるが 13 µg/m3となった。一方、化管法

に基づく平成 25 年度の大気への届出排出量をもとに、プルーム・パフモデル11)を用いて推定

した大気中濃度の年平均値は、最大で 0.63 µg/m3となった。ただし、VOC の排出インベント
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リの精緻化に向けた検討の中では、PRTR 届出排出量を超える量（10 倍未満程度）の排出が

推計されている。 

経口曝露の予測最大曝露量を設定できるデータは得られなかった。なお、公共用水域・淡

水のデータから算定すると過去のデータではあるが 0.028 µg/kg/day 未満の報告があった。一

方、化管法に基づく平成 25 年度の公共用水域・淡水への届出排出量を全国河道構造データ

ベース12)の平水流量で除し、希釈のみを考慮した河川中濃度を推定すると、最大で 0.76 μg/L

となった。推定した河川中濃度を用いて経口曝露量を算出すると 0.030 µg/kg/day となった。 

物理化学的性状から考えて生物濃縮性は高くないと推測されることから、本物質の環境媒

体から食物経由の曝露量は少ないと考えられる。 

 
表 2.5 人の一日曝露量 

媒 体 平均曝露量（μg/kg/day） 予測最大曝露量（μg/kg/day） 
 大 気  一般環境大気 0.006 0.006 
    室内空気 (過去のデータではあるが 0.0039) (過去のデータではあるが 3.9) 
    飲料水   
 水 質  地下水   
    公共用水域・淡水 (過去のデータではあるが 0.028) (過去のデータではあるが 0.028)
  食 物     
  土 壌     

経口曝露量合計    

 参考値 1 0.028 0.028 

総曝露量  0.006 0.006 

 参考値 1 0.034 0.034 

注：1) アンダーラインを付した値は、曝露量が「検出下限値未満」とされたものであることを示す。 
2) 総曝露量は、吸入曝露として一般環境大気を用いて算定したものである。 
3)（ ）内の数字は、経口曝露量合計の算出に用いていない。 
4) 参考値 1 は、過去の公共用水域・淡水のデータを用いた場合を示す。 

（5）水生生物に対する曝露の推定（水質に係る予測環境中濃度：PEC） 

本物質の水生生物に対する曝露の推定の観点から、水質中濃度を表 2.6 のように整理した。

水質について安全側の評価値として予測環境中濃度（PEC）を設定できるデータは得られなか

った。なお、公共用水域の淡水域では過去のデータではあるが 0.7 g/L 未満の報告があり、同

海水域では過去のデータではあるが 0.7 g/L 未満程度となった。 

化管法に基づく平成 25 年度の公共用水域・淡水への届出排出量を全国河道構造データベー

ス12)の平水流量で除し、希釈のみを考慮した河川中濃度を推定すると、最大で 0.76 μg/L となっ

た。 
表 2.6 公共用水域濃度 

水 域 平   均 最 大 値 

淡 水 
 
 
 

海 水 

データは得られなかった 
[過去のデータではあるが 0.7

µg/L未満の報告がある (1986)]
 
データは得られなかった 
[過去のデータではあるが 0.7

µg/L 未満程度 (1986)] 

データは得られなかった 
[過去のデータではあるが 0.7 

µg/L未満の報告がある (1986)] 
 
データは得られなかった 
[過去のデータではあるが 0.7 

µg/L 未満程度 (1986)] 
注：淡水は河川河口域を含む。 
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３．健康リスクの初期評価 

健康リスクの初期評価として、ヒトに対する化学物質の影響についてのリスク評価を行った。 

（1）体内動態、代謝 

本物質は血液中で速やかにカルボキシエステラーゼによって加水分解され 1, 2) 、エチレングリ

コールモノメチルエーテルと酢酸塩を生じる。ラットの血漿を用いた in vitro の代謝試験では、

本物質の半減期は約 12 分であった 3) 。 

 

（2）一般毒性及び生殖・発生毒性 

① 急性毒性 

表 3.1 急性毒性 4) 

動物種 経路 致死量、中毒量等 
ラット 経口 LD50 2,900 mg/kg 
ラット 経口 LD16 2,600 mg/kg 
ラット 経口 LDLo 3,200 mg/kg 
マウス 経口 LD50 3,100 mg/kg 

モルモット 経口 LD50 1,250 mg/kg 
ラット 吸入 LCLo 7,000 ppm[33,810 mg/m3] (4hr) 
ネコ 吸入 LCLo 6,000 ppm[28,980 mg/m3] (7hr) 

ウサギ 経皮 LD50 5,250 µL/kg 
注：（ ）内の時間は曝露時間を示す。 

 

本物質は骨髄、中枢神経系に影響を与えることがあり、高濃度では血液に影響を与え、血

球の損傷や腎臓障害を生じることがある。吸入すると眩暈、嗜眠、頭痛を生じ、経口摂取す

ると吸入時の症状や腹痛、吐き気、嘔吐、脱力感、意識喪失を生じる。眼を軽度に刺激し、

眼に入ると発赤を生じる。皮膚に付くと皮膚の乾燥を生じ、吸収されて吸入時の症状を生じ

ることがある 5) 。 

 

② 中・長期毒性 

ア）ICR マウス雄 5 匹を 1 群とし、0、62.5、125、250、500、1,000、2,000 mg/kg/day を 5 週

間（5 日/週）強制経口投与した結果、1,000 mg/kg/day 以上の群で白血球、2,000 mg/kg/day

群でヘモグロビン濃度の有意な減少を認めた 6, 7) 。この結果から、NOAEL を 500 mg/kg/day

とする。 

 

③ 生殖・発生毒性 

ア）ICR マウス雌 49 匹を 1 群とし、0、1,225 mg/kg/day を妊娠 7 日から妊娠 14 日まで強制経

口投与した結果、1,225 mg/kg/day 群で死亡はなく、一般状態への影響もなかったが、体重

増加の有意な抑制を認めた。これは 1,225 mg/kg/day 群のすべてで全胚吸収が生じていたこ

とによるものであり、同群での出生仔数はゼロであった 8, 9) 。 
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イ）ICR マウス雄 5 匹を 1 群とし、0、62.5、125、250、500、1,000、2,000 mg/kg/day を 5 週

間（5 日/週）強制経口投与して生殖器官への影響を調べた結果、500 mg/kg/day 以上の群で

精巣、2,000 mg/kg/day 群で精嚢・凝固腺の絶対及び相対重量の有意な減少を認め、500 

mg/kg/day 群では精子と精子細胞は一部の精細管に少数みられるだけであり、精母細胞の減

少も明らかであった。1,000 mg/kg/day 群では精細管の径は減少し、精細管内には精祖細胞

は残存するものの、精子と精子細胞はまったく消失し、精母細胞も一部の精細管に極めて

少数存在するだけであり、間質の増加もみられた。2,000 mg/kg/day 群では精細管内にはセ

ルトリー細胞が存在するだけであり、精細胞はまったく消失していた 6, 7) 。この結果から、

NOAEL を 250 mg/kg/day（曝露状況で補正：179 mg/kg/day）とする。 

 

④ ヒトへの影響 

ア）眼鏡の鼻パッドが接する部分に急性皮膚炎を発症した 58 歳の女性の症例報告では、新し

い眼鏡のフレームに交換して 1 週間もしないうちに発症し、着用を止めると改善した。こ

のため、新たな眼鏡に交換したところ、翌日に皮膚炎が再発したが、いずれの場合も耳や

こめかみでの発症はなかった。パッチテストでは、鼻パッドの製造原料である本物質で明

らかなアレルギー反応がみられ、本物質に類似した物質の中では、酢酸エチルでやや弱い

反応がみられた。なお、対照群の 15 人ではいずれも陰性であった 10) 。 

イ）22 歳の時に出産した長男に会陰尿道下裂、小陰茎、二分陰嚢、25 歳の時に出産した次男

に陰茎体尿道下劣、二分陰嚢を認めた女性の症例報告では、いずれの子も満期に標準体重

で生まれており、健康診断結果や家族歴には奇形との関連がなかった。女性は長男の妊娠

時には 1 日 4 時間以上、次男の妊娠時には 1 日約 1 時間、本物質を溶剤とした洗浄剤を使

用して清掃を行っており、手袋を着用しないで清掃することも度々あった 11) 。このため、

著者らは経皮（一部は吸入）によって吸収された本物質による影響の可能性を指摘してい

るが、原因は不明である。 

ウ）韓国の造船所で働く男性塗装工を対象とした調査では、タンク内で作業する高曝露群 30

人、甲板で作業する低曝露群 27 人の本物質曝露濃度は幾何平均で 3.03 ppm、1.76 ppm であ

った。非製造部門の労働者 41 人を対照群にして比較すると、高曝露群の労働者で尿中のメ

チル馬尿酸及びエトキシ酢酸の有意な増加、血液中の白血球及び顆粒球の有意な減少、平

均赤血球容積の有意な増加がみられた 12) 。著者らは高曝露群にみられた血液影響から本物

質による骨髄影響が示唆されるとしたが、労働者はトルエンやキシレン、メチルイソブチ

ルケトンにも本物質を上回る濃度で曝露されており、原因物質は不明である。 

 

（3）発がん性 

① 主要な機関による発がんの可能性の分類 

国際的に主要な機関での評価に基づく本物質の発がんの可能性の分類については、表 3.2

に示すとおりである。 
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表 3.2 主要な機関による発がんの可能性の分類 

機 関 (年) 分  類 

WHO IARC －  

EU EU －  

 EPA －  

USA ACGIH －  

 NTP － 

日本 日本産業衛生学会 －  
ドイツ DFG －  

 

② 発がん性の知見 

○ 遺伝子傷害性に関する知見 

in vitro 試験系では、代謝活性化系（S9）無添加のネズミチフス菌 13) で遺伝子突然変異、

S9 無添加の酵母 14) 及び S9 添加のチャイニーズハムスター卵巣細胞（CHO）15) で染色体異

常、S9 添加の有無にかかわらずチャイニーズハムスター卵巣細胞（CHO）で姉妹染色分体

交換 15) の誘発を認めたが、いずれも高用量での誘発であった。 

in vivo 試験系では、高濃度で混餌投与したショウジョウバエで異数性を誘発したが 16) 、

腹腔内投与したチャイニーズハムスターの骨髄細胞で小核を誘発しなかった 17) 。 

 

○ 実験動物に関する発がん性の知見 

実験動物での発がん性について、知見は得られなかった。 

 

○ ヒトに関する発がん性の知見 

ヒトでの発がん性について、知見は得られなかった。 

 

（4）健康リスクの評価 

① 評価に用いる指標の設定 

非発がん影響については一般毒性及び生殖・発生毒性等に関する知見が得られているが、

発がん性については十分な知見が得られず、ヒトに対する発がん性の有無については判断で

きない。このため、閾値の存在を前提とする有害性について、非発がん影響に関する知見に

基づき無毒性量等を設定することとする。 

経口曝露については、生殖・発生毒性イ）に示したマウスの試験から得られた NOAEL 250 

mg/kg/day（精巣重量の減少、精子の減少など）を曝露状況で補正して 179 mg/kg/day とし、

慢性曝露への補正が必要なことから 10で除した 18 mg/kg/day が信頼性のある最も低用量の知

見と判断し、これを無毒性量等に設定する。 

吸入曝露については、無毒性量等の設定ができなかった。 
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詳細な評価を行う
候補と考えられる。

現時点では作業は必要
ないと考えられる。

情報収集に努める必要
があると考えられる。

MOE＝10 MOE＝100［ 判定基準 ］

② 健康リスクの初期評価結果 
 

表 3.3 経口曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露量 予測最大曝露量 無毒性量等 MOE 

経口 
飲料水 － － 

18 mg/kg/day マウス 
－ 

地下水 － － － 
 

経口曝露については、曝露量が把握されていないため、健康リスクの判定はできなかった。 

なお、公共用水域・淡水の最大値として過去に報告（1986 年）のあった値から算出した経

口曝露量は 0.028 µg/kg/day未満であったが、参考としてこれと無毒性量等 18 mg/kg/dayから、

動物実験結果より設定された知見であるために 10 で除して求めた MOE（Margin of Exposure）

は 64,000 超となる。また、化管法に基づく平成 25 年度の公共用水域・淡水への届出排出量を

もとに推定した高排出事業所の排出先河川中濃度から算出した最大曝露量は 0.030 µg/kg/day

であったが、それから参考として MOE を算出すると 60,000 となる。環境媒体から食物経由

で摂取される曝露量は少ないと推定されることから、その曝露を加えても MOE が大きく変化

することはないと考えられる。このため、本物質の経口曝露については、健康リスクの評価

に向けて経口曝露の情報収集等を行う必要性は低いと考えられる。 
 
 

表 3.4 吸入曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露濃度 予測最大曝露濃度 無毒性量等 MOE 

吸入 
環境大気 0.02 µg/m3未満程度 0.02 µg/m3未満程度 

－  
－ 

室内空気 － － － 
 

吸入曝露については、無毒性量等が設定できず、健康リスクの判定はできなかった。 

なお、吸収率を 100％と仮定し、経口曝露の無毒性量等を吸入曝露の無毒性量等に換算する

と 60 mg/m3となるが、参考としてこれと一般環境大気の予測最大濃度 0.02 µg/m3未満程度か

ら、動物実験結果より設定された知見であるために 10 で除して算出した MOE は 300,000 超

となる。また、化管法に基づく平成 25 年度の大気への届出排出量をもとに推定した高排出事

業所近傍の大気中濃度（年平均値）の最大値は 0.63 µg/m3 であったが、参考としてこれから

算出した MOE は 9,500 となり、VOC 排出インベントリの精緻化に向けた検討による大気へ

の推定排出量（化管法届出排出量の 10 倍弱）を考慮しても MOE は 100 を上回ると考えられ

る。一方、室内空気については、過去のデータとして報告（2001）のあった最大値 13 µg/m3

から、参考として MOE を算出すると 460 となる。このため、本物質の一般環境大気及び室内

空気の吸入曝露については、健康リスクの評価に向けて吸入曝露の情報収集等を行う必要性

は低いと考えられる。 
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４．生態リスクの初期評価 

水生生物の生態リスクに関する初期評価を行った。 

（1）水生生物に対する毒性値の概要 

本物質の水生生物に対する毒性値に関する知見を収集し、その信頼性及び採用の可能性を確

認したものを生物群（藻類、甲殻類、魚類及びその他生物）ごとに整理すると表 4.1 のとおりと

なった。 

 

表 4.1 水生生物に対する毒性値の概要 

生物群 
急

性 

慢 

性 
毒性値 
[µg/L] 

生物名 生物分類／和名
エンドポイント

／影響内容 

曝露期間

[日] 

試験の 

信頼性 

採用の 

可能性 
文献 No.

藻 類  ○ 3,100,000 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 

緑藻類 
NOEC  
GRO (RATE) 

3 B B 
2)- 

2013128

 ○  7,900,000 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 緑藻類 

EC50  

GRO (RATE) 
3 B B 

2)- 
2013128

甲殻類 
 

 60 Ceriodaphnia dubia
ニセネコゼ 

ミジンコ 
EC10   REP 7 D C 1)-67681

 ○  245,400 Daphnia magna オオミジンコ EC50   IMM 2 B B 
2)- 

2013128

魚 類 ○  40,000 Menidia beryllina 
トウゴロウ 

イワシ科 
LC50   MOR 4 B B 1)-863 

 ○  45,000 
Lepomis 
macrochirus ブルーギル LC50   MOR 4 B B 1)-863 

 ○  57,000*1 
Oncorhynchus 
mykiss 

ニジマス LC50   MOR 4 B B 
2)- 

2013128

その他   50,000 Xenopus laevis 
アフリカツメ 
ガエル（胚） 

NOEC  DVP 5 B C 
2)- 

2013128

 
  630,000 

Brachionus 
calyciflorus 

ツボワムシ EC20   REP 2 B C 
2)- 

2013128

毒性値（太字）：PNEC 導出の際に参照した知見として本文で言及したもの 

毒性値（太字下線）： PNEC 導出の根拠として採用されたもの 

試験の信頼性：本初期評価における信頼性ランク 
A：試験は信頼できる、B：試験は条件付きで信頼できる、C：試験の信頼性は低い、D：信頼性の判定不可 
E：信頼性は低くないと考えられるが、原著にあたって確認したものではない 

採用の可能性：PNEC 導出への採用の可能性ランク 
A：毒性値は採用できる、B：毒性値は条件付きで採用できる、C：毒性値は採用できない 

エンドポイント 

EC10 (10% Effective Concentration)：10%影響濃度、EC20 (20% Effective Concentration)：20%影響濃度、 

EC50 (Median Effective Concentration)：半数影響濃度、LC50 (Median Lethal Concentration)：半数致死濃度、 

NOEC (No Observed Effect Concentration)：無影響濃度 

影響内容 

DVP (Development)：発生（ここでは奇形率）、GRO (Growth)：生長（植物）、IMM (Immobilization)：遊泳阻害、 

MOR (Mortality) : 死亡、REP (Reproduction)：繁殖、再生産 

毒性値の算出方法 

RATE：生長速度より求める方法（速度法） 

 

－109－



4 酢酸 2-メトキシエチル 

 
 

*1 文献の記載に基づき再計算した値 

 

評価の結果、採用可能とされた知見のうち、生物群ごとに急性毒性値及び慢性毒性値のそれ

ぞれについて最も小さい毒性値を予測無影響濃度 (PNEC) 導出のために採用した。その知見の

概要は以下のとおりである。 
 

1） 藻類 

Devillers ら 2)-2013128は国際標準化機構 (ISO) の試験方法 (ISO 8692, 1993) に準拠し、緑藻類 

Pseudokirchneriella subcapitata（旧名 Selenastrum capricornutum）の生長阻害試験を実施した。試

験濃度は段階的に設定された。被験物質の実測濃度は、設定濃度に対応していることが確認さ

れ、毒性値の算出には設定濃度が用いられた。速度法による 72 時間半数影響濃度 (EC50) は 

7,900,000 µg/L 、速度法による 72 時間無影響濃度 (NOEC) は 3,100,000 µg/L であった。 

 

2） 甲殻類 

Devillers ら 2)-2013128は国際標準化機構 (ISO) の試験方法 (ISO 6341, 1996) に準拠し、オオミ

ジンコ Daphnia magna の急性遊泳阻害試験を実施した。試験濃度は段階的に設定された。被

験物質の実測濃度は、設定濃度に対応していることが確認され、毒性値の算出には設定濃度が

用いられた。48 時間半数影響濃度 (EC50) は 245,400 µg/L であった。 

 

3） 魚類 

 Dawson ら 1)-863は、トウゴロウイワシ科 Menidia beryllina の急性毒性試験を実施した。試験は

止水式（曝気あり）で行なわれた。設定試験濃度は 0（対照区）、25、50、75、100 ppm（公比

1.33～2）であり、試験用水には人工海水（比重 1.018）が用いられた。96 時間半数致死濃度 

(LC50) は、設定濃度に基づき 40,000 µg/L であった。 

 

（2）予測無影響濃度 (PNEC) の設定 

急性毒性及び慢性毒性のそれぞれについて、上記本文で示した最小毒性値に情報量に応じた

アセスメント係数を適用し、予測無影響濃度 (PNEC) を求めた。 
 

急性毒性値 

藻 類 Pseudokirchneriella subcapitata 72 時間 EC50（生長阻害） 7,900,000 µg/L 

甲殻類 Daphnia magna 48 時間 EC50（遊泳阻害） 245,400 µg/L 

魚 類 Menidia beryllina 96 時間 LC50  40,000 µg/L 

アセスメント係数：100［3 生物群（藻類、甲殻類及び魚類）について信頼できる知見が得られ

たため］ 

 これらの毒性値のうち、最も小さい値（魚類の 40,000 µg/L）をアセスメント係数 100 で除す

ることにより、急性毒性値に基づく PNEC 値 400 µg/L が得られた。 
 

慢性毒性値 

藻 類 Pseudokirchneriella subcapitata 72 時間 NOEC（生長阻害） 3,100,000 µg/L 
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アセスメント係数： 100［1 生物群（藻類）の信頼できる知見が得られたため］ 

 得られた毒性値（藻類の 3,100,000 µg/L）をアセスメント係数 100 で除することにより、慢性

毒性値に基づく PNEC 値 31,000 µg/L が得られた。 

  

本物質の PNEC としては、魚類の急性毒性値から得られた 400 µg/L を採用する。 

 

（3）生態リスクの初期評価結果 

 

表 4.2 生態リスクの初期評価結果 

水 質 平均濃度 最大濃度 (PEC) PNEC 
PEC/ 

PNEC 比

公共用水域・淡水 

データは得られなかった 
[過去のデータではあるが

0.7 µg/L 未満の報告がある

(1986)] 

データは得られなかった 
[過去のデータではあるが

0.7 µg/L 未満の報告がある

(1986)] 400 

µg/L 

― 

公共用水域・海水 

データは得られなかった 
[過去のデータではあるが

0.7 µg/L未満程度 (1986)] 

データは得られなかった 
[過去のデータではあるが

0.7 µg/L未満程度 (1986)] 
― 

注：1) 水質中濃度の( )内の数値は測定年度を示す  
   2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む 

 

 

 

本物質については、予測環境中濃度 (PEC) を設定できるデータが得られなかったため、リ

スクの判定はできなかった。 

しかし、過去のデータではあるが、淡水域、海水域ともに 0.7 µg/L 未満程度という値が得ら

れており、その値と PNEC の比は 0.01 よりも小さい値となる。 

また、化管法に基づく平成 25 年度の公共用水域・淡水への届出排出量を全国河道構造データ

ベースの平水流量で除し、希釈のみを考慮した河川中濃度を推定すると、最大で 0.76 μg/Lであ

り、この値と PNEC の比も 0.01 よりも小さな値となる。 

したがって、本物質については新たな情報を収集する必要性は低いと考えられる。 

 

詳細な評価を行う 
候補と考えられる。 

現時点では作業は必要 
ないと考えられる。 

情報収集に努める必要
があると考えられる。

PEC/PNEC＝0.1 PEC/PNEC＝1［ 判定基準 ］ 
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本物質は、パイロット事業（化学物質の環境リスク評価 第 1 巻）において環境リスク初期

評価結果が公表されているが、新たに環境実測データ（大気）が得られたため、改めて初期評

価を行った。 

 

１．物質に関する基本的事項 

（1)分子式・分子量・構造式 

物質名：1,1-ジクロロエチレン 
（別の呼称：塩化ビニリデン、ビニリデンクロライド、ジクロロエテン、1,1-ジクロロ

エテン） 
CAS 番号：75-35-4 
化審法官報公示整理番号：2-103（ジクロロエチレン） 
化管法政令番号：1-158 
RTECS 番号：KV9275000 

分子式：C2H2Cl2 

分子量：96.94 
換算係数：1 ppm = 3.96 mg/m3 (気体、25℃) 
構造式：  

CH2C

Cl

Cl

（2）物理化学的性状 

本物質は、常温では無色透明な液体で、揮発性物質である1)。 

融点 -122.5℃ 2) , 3) 、-122.56℃ 4) 

沸点 
31.6℃(760 mmHg) 2) 、31.7℃(760 mmHg) 3)、31.56℃
(760 mmHg) 4) 

比重 1.213 (20℃) 2) 

蒸気圧 600 mmHg (=8.0×104 Pa) (25℃) 2) , 4)  

分配係数（1-ｵｸﾀﾉｰﾙ/水）(log Kow) 2.13 2) , 4) , 5) 

解離定数  

水溶性 
2.42×103 mg/1000g(25℃) 2)、2.25×103 mg/L (25℃) 4)、

2.245×103 mg/L(25℃) 6) 

（3）環境運命に関する基礎的事項 

本物質の分解性及び濃縮性は次のとおりである。 

生物分解性  

好気的分解  

 分解率：BOD 0% 

   (試験期間：4 週間、被験物質：9.7 mg/L、活性汚泥：1 滴/L) 7)  

 

嫌気的分解  

 さまざまな条件の嫌気試験で脱塩素化されて塩化ビニルに変換されることが報告

［5］1,1-ジクロロエチレン            

－116－



5 1,1-ジクロロエチレン 

 

 

されている8), 9)。メタン還元条件下では、108 日間で完全に塩化ビニルに変換され

ることの報告がある9) 。 

 

化学分解性 

OH ラジカルとの反応性 （大気中） 

反応速度定数：11×10-12 cm3/(分子･sec) （25℃、測定値）10)  

半減期：5.8～58 時間 （OH ラジカル濃度を 3×106～3×105分子/cm3 11)と仮定し計

算） 

 

オゾンとの反応性 （大気中） 

反応速度定数： 3.7×10-21 cm3/(分子･sec)（25℃、測定値）10) 

半減期： 2.0 年～12 年（オゾン濃度を 3×1012～5×1011分子/cm3 11)と仮定して計算）

 

硝酸ラジカルとの反応性 （大気中） 

反応速度定数：1.2×10-15 cm3/(分子･sec) （25℃、測定値）10) 

半減期：28 日（硝酸ラジカル濃度を 2.4×108分子/cm3 12)と仮定して計算） 

 

加水分解性 

 重要な分解経路ではないと考えられる13)。 

 

生物濃縮性（蓄積性がない又は低いと判断される化学物質 14)） 

  生物濃縮係数(BCF)：  

2.5～6.4 (試験期間：6 週間、試験濃度：0.5 mg/L) 15) 

           <13 (試験期間：6 週間、試験濃度：0.05 mg/L) 15) 

 

土壌吸着性 

土壌吸着定数(Koc)：32（PCKOCWIN16) により計算） 

 
 

（4）製造輸入量及び用途 

① 生産量・輸入量等 

本物質の化審法に基づき公表された製造・輸入数量の推移を表 1.1 に示す17)。 

 

表 1.1 製造・輸入数量の推移 

平成(年度) 12 13 14 15 16 

製造・輸入数量(t) 4,023 2,249 2,235 30,163 29,317  

平成(年度) 17 18 19 20 21 

製造・輸入数量(t) 2,510 3,230 3,814  3,258 3,124  

注： 製造数量は出荷量を意味し、同一事業所内での自家消費分を含んでいない値を示す。 
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ジクロロエチレンの化審法に基づき公表された一般化学物質としての製造・輸入数量の推

移を表 1.2 に示す18),19),20),21)。 

 

表 1.2 ジクロロエチレンの製造・輸入数量の推移 

平成(年度) 22 23 24 25 

製造・輸入数量(t) a) 3,000 3,000 3,000  X b) 

注：a) 製造数量は出荷量を意味し、同一事業者内での自家消費分を含んでいない値を示す。 
   b) 届出事業者が 2 社以下のため、製造・輸入数量は公表されていない。 

 

本物質について、OECD に報告している生産量は 1,000～10,000 t/年未満である。また、化

学物質排出把握管理促進法（化管法）における製造・輸入量区分は 100t 以上である22)。 

 

本物質は、ポリ塩化ビニリデン製品の分解、1,1,1-トリクロロエタン、テトラクロロエテ

ン、1,1,2-トリクロロエテン、1,1-ジクロロエタンの生物的又は非生物的分解により環境中で

見られる23)。 

 

② 用 途 

本物質の主な用途は、塩化ビニリデン樹脂（家庭用ラップフィルム、ハム・ソーセージ類を包装す

る業務用フィルム、人工芝、たわしや人形の髪の毛など）の原料である1)。このほか、食品・医薬品包

装用プラスチックフィルムのコーティング材の原料などにも使われている1)。 

 

（5）環境施策上の位置付け 

本物質は化学物質排出把握管理促進法第一種指定化学物質（政令番号：158）に指定されてい

る。 

本物質は有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質に選定されている。 

本物質は環境基準（水質、土壌、地下水）が設定され、水質汚濁防止法に基づく排水基準（健

康項目）が設定されているほか、水道水質管理目標設定項目に位置づけられている。 

なお、本物質は化学物質審査規制法第二種監視化学物質（通し番号：378）に指定されてい

た。 
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２．曝露評価 

環境リスクの初期評価のため、わが国の一般的な国民の健康や水生生物の生存・生育を確保

する観点から、実測データをもとに基本的には化学物質の環境からの曝露を中心に評価するこ

ととし、データの信頼性を確認した上で安全側に立った評価の観点から原則として最大濃度に

より評価を行っている。 

 

（1）環境中への排出量 

本物質は化管法の第一種指定化学物質である。同法に基づき公表された、平成 25年度の届

出排出量1)、届出外排出量対象業種・非対象業種・家庭・移動体2)から集計した排出量等を表

2.1 に示す。なお、届出外排出量対象業種、非対象業種・家庭・移動体の推計はなされてい

なかった。 

 
表 2.1 化管法に基づく排出量及び移動量（PRTR データ）の集計結果（平成 25 年度）

大気 公共用水域 土壌 埋立 下水道 廃棄物移動 対象業種 非対象業種 家庭 移動体

全排出・移動量 79,435 3,571 0 0 6 203,101 - - - - 83,006 - 83,006

１，１－ジクロロエチレン（別名塩化ビニリデン）

業種等別排出量(割合) 79,435 3,571 0 0 6 203,101 0 0 0 0

79,416 37 0 0 6 203,101 届出 届出外

(100.0%) (1.0%) (100%) (100.0%) 100% -

0 3,057 0 0 0 0

(85.6%)

0 217 0 0 0 0

(6.1%)

0 116 0 0 0 0

(3.2%)

0 94 0 0 0 0.2

(2.6%) (0.00010%)

0 49 0 0 0 0

(1.4%)

19 0 0 0 0 0

(0.02%)

0 0.2 0 0 0 0

(0.006%)

届出 届出外　　(国による推計) 総排出量　　(kg/年)

排出量　　(kg/年) 移動量　　(kg/年) 排出量　　(kg/年) 届出

排出量

届出外

排出量
合計

総排出量の構成比(%)

化学工業

下水道業

非鉄金属製造業

パルプ・紙・紙加工品

製造業

一般廃棄物処理業

（ごみ処分業に限る。）

産業廃棄物処分業

石油製品・石炭製品

製造業

金属鉱業

 
 

本物質の平成 25 年度における環境中への総排出量は、83 t となり、すべて届出排出量であ

った。届出排出量のうち約 79 t が大気へ、約 3.6 t が公共用水域へ排出されるとしており、大

気への排出量が多い。この他に下水道への移動量が 0.006 t、廃棄物への移動量が約200 tであ

った。届出排出量の主な排出源は、大気への排出が多い業種は化学工業であり、公共用水域

への排出が多い業種は下水道業（86%）であった。 

しかし、特別要件施設（金属鉱業、一般廃棄物処分業、産業廃棄物処分業、下水道業、等）

の排出量は定量下限値をもとに排出量を算出している場合があるため、過剰評価している場

合があることに留意する必要がある。 

 

（2）媒体別分配割合の予測 

本物質の環境中の媒体別分配割合は、環境中への推定排出量を基に USES3.0 をベースに日本

固有のパラメータを組み込んだ Mackay-Type Level III 多媒体モデル3)を用いて予測した。予測の

対象地域は、平成 25 年度に環境中及び大気への排出量が最大であった福島県（大気への排出量
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42 t、公共用水域への排出量 0.18 t）及び公共用水域への排出量が最大であった石川県（公共用

水域への排出量 1.2 t）とした。予測結果を表 2.2 に示す。 

 
表 2.2 媒体別分配割合の予測結果 

媒 体 

分配割合(%) 
上段：排出量が最大の媒体、下段：予測の対象地域 

環境中 大 気 公共用水域 

福島県 福島県 石川県 

大 気 99.8 99.8 81.8 
水 域 0.1 0.1 18.1 
土 壌 0.0 0.0 0.0 
底 質 0.0 0.0 0.1 

注：数値は環境中で各媒体別に最終的に分配される割合を質量比として示したもの。 

 

（3）各媒体中の存在量の概要 

本物質の環境中等の濃度について情報の整理を行った。媒体ごとにデータの信頼性が確認さ

れた調査例のうち、より広範囲の地域で調査が実施されたものを抽出した結果を表 2.3 に示

す。 

 
表 2.3 各媒体中の存在状況 

媒体 
幾何 算術 

最小値 最大値 a)
検出 

検出率
調査 

測定年 文献 
平均値 a) 平均値 下限値 b) 地域 

                      

一般環境大気  µg/m3
― 0.01 (0.0035)c) 0.064 ―d) 2/17 全国 2013 4) 

  <0.019 0.12 <0.019 1.7 0.019 3/17 全国 2013 5) 

  0.02 0.02 0.02 0.02 ―d) 1/1 市原市 2013 6) 

  ― ― (0.0014) c) 0.022 ―d) 2/17 全国 2012 7) 

  0.02 0.02 0.02 0.02 ―d) 1/1 市原市 2012 6) 

  ― ― (0.0021) c) 0.025 ―d) 2/17 全国 2011 8) 

  ― ― (0.0034) c) 0.033 ―d) 3/13 全国 2010 9) 

  0.023 0.029 0.0095 0.085 ―d) 7/7 全国 2009 10) 

  0.13 0.13 0.13 0.13 ―d) 1/1 市原市 2009 6) 

  ― 0.0042 (0.002) c) 0.013 ―d) 1/7 全国 2008 11) 

  0.02 0.02 0.02 0.02 ―d) 1/1 市原市 2008 6) 

  ― 0.0071 (0.0014) c) 0.03 ―d) 3/12 全国 2007 12) 

  ― ― 0.0067 0.047 ―d) 6/15 全国 2006 13) 
  <0.014 <0.014 <0.014 0.02 0.014 3/5 栃木県 2006 14) 
  0.04 0.04 0.04 0.04 ―d) 1/1 市原市 2006 6) 
  0.0015 0.0023 <0.0011 0.0041 0.0011 3/6 新潟県 2004～

2006 
15) 

  ― 0.016 (0.003) c) 0.071 ―d) 5/17 全国 2005 16) 
  0.039 0.039 0.034 0.050 0.011 5/5 栃木県 2005 17) 
  0.04 0.04 0.04 0.04 ―d) 1/1 市原市 2005 6) 
  ― ― (0.0035) c) 0.092 ―d) 4/18 全国 2004 18) 
  0.01 0.015 <0.006 0.027 0.006 3/5 栃木県 2004 19) 
  0.05 0.05 0.05 0.05 ―d) 1/1 市原市 2004 6) 
             

室内空気 µg/m3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.05 0/8 宮城県 1998 20) 

             

食物 µg/g <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.0005 0/45 全国 1999 21) 
             

飲料水 µg/L <60 <60 <0.1 10 e) 0.1～60 36/2353 全国 2012 22) 

－120－



5 1,1-ジクロロエチレン 

 

 

媒体 
幾何 算術 

最小値 最大値 a)
検出 

検出率
調査 

測定年 文献 
平均値 a) 平均値 下限値 b) 地域 

飲料水 µg/L <10 <10 <0.1 60 0.1～10 37/2336 全国 2011 23) 
  <10 <10 <0.1 10 0.1～10 54/2368 全国 2010 24) 
  <10 <10 <1 10 1～10 57/2566 全国 2009 25) 
  <20 <20 <1 8 e) 1～20 67/5119 全国 2008 26) 
  <20 <20 <1 5 e) 1～20 162/5443 全国 2007 27) 
  <20 <20 <1 4 e) 1～20 154/5284 全国 2006 28) 
  <5 <5 <1 5 e) 1～5 125/5051 全国 2005 29) 
  <20 <20 <1 20 1～20 187/5253 全国 2004 30) 
             

地下水 µg/L <10 <10 <0.1 20 0.1～10 8/2979 全国 2013 31) 
  <10 <10 <0.2 3 e) 0.2～10 8/3001 全国 2012 32) 
  <20 <20 <0.2 10 e) 0.2～20 11/3037 全国 2011 33) 
  <10 <10 <0.2 20 0.2～10 15/3078 全国 2010 34) 
  <2 <2 <0.2 10 0.2～2 16/3306 全国 2009 35) 
  <20 <20 <0.1 9 e) 0.1～20 10/3337 全国 2008 36) 
  <2 <2 <0.1 8 0.1～2 13/3567 全国 2007 37) 
  <20 <20 <0.2 10 e) 0.2～20 15/3651 全国 2006 38) 
  <2 <2 <0.1 170 0.1～2 24/3584 全国 2005 39) 
  <2 <2 <0.1 77 0.1～2 21/3744 全国 2004 40) 
             

土壌 µg/g          
             

公共用水域・淡水 f) µg/L <10 <10 <0.1 10 0.1～10 2/2914 全国 2013 41) 
  <10 <10 <0.1 2 e) 0.1～10 4/2874 全国 2012 42) 
  <10 <10 <0.1 1 e) 0.1～10 1/2887 全国 2011 43) 
  <10 <10 <0.2 <10 0.2～10 0/2916 全国 2010 44) 
  <10 <10 <0.2 <10 0.2～10 0/2945 全国 2009 45) 
  <4 <4 <0.1 <4 0.1～4 0/2961 全国 2008 46) 
  <2 <2 <0.1 2 0.1～2 2/2987 全国 2007 47) 
  <2 <2 <0.1 <2 0.1～2 0/2979 全国 2006 48) 
  <11 <11 <0.2 2 e) 0.2～11 1/2956 全国 2005 49) 
  <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 0.2 0/45 栃木県 2005 50) 
  <11 <11 <0.2 4 e) 0.2～11 12/2998 全国 2004 51) 
             

公共用水域・海水   µg/L <10 <10 <0.2 <10 0.2～10 0/562 全国 2013 41) 
  <10 <10 <0.2 <10 0.2～10 0/546 全国 2012 42) 
  <10 <10 <0.2 <10 0.2～10 0/602 全国 2011 43) 
  <10 <10 <0.2 <10 0.2～10 0/580 全国 2010 44) 
  <10 <10 <0.2 <10 0.2～10 0/585 全国 2009 45) 
  <2 <2 <0.2 <2 0.2～2 0/583 全国 2008 46) 
  <2 <2 <0.2 <2 0.2～2 0/650 全国 2007 47) 
  <2 <2 <0.2 <2 0.2～2 0/646 全国 2006 48) 
  <11 <11 <0.2 <11 0.2～11 0/643 全国 2005 49) 
  <2 <2 <0.2 <2 0.2～2 0/672 全国 2004 51) 
             

底質(公共用水域・淡水) µg/g <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 0.008 0/10 高知県 2012 52) 
  <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 0.008 0/10 高知県 2011 53) 
  <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 0.008 0/10 高知県 2010 54) 
  <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 0.008 0/10 高知県 2009 55) 
  <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 0.008 0/10 高知県 2008 56) 
  <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 0.008 0/10 高知県 2007 57) 
                      

底質(公共用水域・海水) µg/g         
             

注：a) 最大値又は幾何平均値の欄の太字で示した数字は、曝露の推定に用いた値を示す。 
b) 検出下限値の欄の斜体で示されている値は、定量下限値として報告されている値を示す。 
c) 検出下限値未満のデータには検出下限値に 1/2 を乗じて得られた値を用いて調査地点の算術平均値を算出

したため、算出した算術平均値が検出下限値より小さな値となることがある。その様な場合には括弧書き

で公表されている。 
d) 公表されていない。 
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e) 最大濃度を上回る下限値による不検出データが報告されているため、最大濃度よりも高濃度の地点が存在

する可能性がある。 
f) 2013 年度調査（公共用水域・淡水）で 10 μg/L が検出された地点の 2014 年度調査結果は、不検出（< 2 μg/L）

であった58)。 
 

（4）人に対する曝露量の推定（一日曝露量の予測最大量） 

本物質については、吸入曝露による健康リスクの初期評価を行うため、一般環境大気の実

測値を用いて、人に対する曝露の推定を行った（表 2.4）。化学物質の人による一日曝露量の

算出に際しては、人の一日の呼吸量を 15m3、体重を 50kg と仮定している。 

 
表 2.4 各媒体中の濃度と一日曝露量 

  媒  体 濃  度 一 日 曝 露 量 
    
  大気     

平  一般環境大気 0.019 µg/m3未満程度(2013) 0.0057 µg/kg/day 未満程度 

均  室内空気 データは得られなかった (限られた地域

で 0.05 µg/m3 未満程度の報告がある
(1998)) 

データは得られなかった (限られた地域

で 0.015 µg/kg/day 未満程度の報告があ

る) 
      

    

最  大気   

大  一般環境大気 1.7 µg/m3程度(2013) 0.51 µg/kg/day 程度 

値  室内空気 データは得られなかった (限られた地域

で 0.05 µg/m3 未満程度の報告がある
(1998)) 

データは得られなかった (限られた地域

で 0.015 µg/kg/day 未満程度の報告があ

る) 
      

 

人の一日曝露量の集計結果を表 2.5 に示す。 

吸入曝露の予測最大曝露濃度は、一般環境大気のデータから 1.7 µg/m3程度となった。一方、

化管法に基づく平成 25 年度の大気への届出排出量をもとに、プルーム・パフモデル59)を用いて

推定した大気中濃度の年平均値は、最大で 15 µg/m3となった。なお、室内空気については、過

去の限られた地域を調査対象としたデータから最大 0.05 µg/m3未満程度の報告がある。 

 
表 2.5 人の一日曝露量 

媒体 平均曝露量（μg/kg/day） 予測最大曝露量（μg/kg/day） 

大気  一般環境大気 0.0057 0.51 

   室内空気 {過去のデータではあるが 0.015} {過去のデータではあるが 0.015} 
注：1) アンダーラインを付した値は、曝露量が「検出下限値未満」とされたものであることを示す。 

2)｛ ｝内の数字は、限られた地域における調査データから算出したものである。 

 

（5）水生生物に対する曝露の推定（水質に係る予測環境中濃度：PEC） 

本物質の水生生物に対する曝露の推定の観点から、水質中濃度を表 2.6 のように整理した。

水質について安全側の評価値として予測環境中濃度（PEC）を設定すると、公共用水域の淡水

域では 10 µg/L、同海水域では 10 µg/L 未満となった。 

化管法に基づく平成 25 年度の公共用水域・淡水への届出排出量を全国河道構造データベー

ス60)の平水流量で除し、希釈のみを考慮した河川中濃度を推定すると、最大で 2.4 µg/L（ただし、

定量下限値をもとに排出量を算出していると考えられる事業所を除く。）となった。 
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表 2.6 公共用水域濃度 

水 域 平   均 最 大 値 

淡 水 
 

海 水 

10 µg/L 未満(2013) 
 

10 µg/L 未満(2013) 

10 µg/L(2013) 
 

10 µg/L 未満(2013) 

注：1) （  ）内の数値は測定年度を示す。 
 2)  淡水は河川河口域を含む。 
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３．健康リスクの初期評価 

健康リスクの初期評価として、ヒトに対する化学物質の影響についてのリスク評価を行った。 

なお、本物質については、既に公共用水域及び地下水の水質汚濁に係る環境基準が設定されて

いることから、経口曝露の初期評価については対象外とした。 

（1）体内動態、代謝 

ラットに 14C でラベルした本物質 500 µg/kg を強制経口投与、腹腔内投与、静脈内投与した結

果、投与した放射活性の尿中、糞中、呼気中への排泄割合は 72 時間でそれぞれ経口投与の場合

に 80.2％、8.3％、4.5％（うち未変化体 0.7％）、腹腔内投与の場合に 69.0％、16.2％、15.3％（う

ち未変化体 11.7％）、静脈内投与の場合に 15.0％、0.4％、83.5％（うち未変化体 80.0％）であり、

ほとんどが 24 時間以内の排泄であったが、静脈内投与における呼気中未変化体の排泄は 5 分以

内に 60％を超え、１時間以内に終了した。一方、300 mg/kg の強制経口投与、腹腔内投与では、

72 時間でそれぞれ経口投与の場合に 29.5％、1.3％、68.3％（うち未変化体 67.3％）、腹腔内投与

の場合に 7.7％、0.7％、92.4％（うち未変化体 91.1％）の排泄割合であり、未変化体の呼気中排

泄が大きく増加して、代謝の飽和が示唆された 1) 。本物質は脂溶性であり、血液/空気分配係数

は 5 と小さいため、代謝されなかった本物質が急速に呼気へ排泄されたことから、未変化体の

呼気中排泄が増加したものと考えられた 2) 。 

ラットに本物質 25、75、150、300 ppm を 3 時間吸入させた結果、本物質は初回の採血時（2

分後）までに血液中に現れて急速に増加し、25～150 ppm 群の血液中濃度は 45 分後までに平衡

状態に達して曝露濃度と直線関係にあったが、300 ppm 群の血液中濃度は 45 分後以降も緩やか

に増加を続け、曝露終了時には 150 ppm 群の 8 倍高く、代謝の飽和が示唆された。曝露終了後

の血液中濃度は急速に減少したが、呼気や肺胞中濃度の減少はさらに急激であった 3) 。 

ラットに 14C でラベルした本物質 10、200 ppm を 6 時間吸入させた結果、72 時間で 10 ppm 群

は尿中に 74.7％、糞中に 9.7％、呼気中に 10.4％（うち未変化体 1.6％）、200 ppm群は尿中に 74.7％、

糞中に 6.4％、呼気中に 12.4％（うち未変化体 4.2％）の放射活性を排泄した。呼気中、尿中の

排泄は 2 相性であり、10 ppm 群では呼気中半減期は 20 分と 217 分、尿中半減期は 3.1 時間と

19.3 時間、200 ppm 群ではそれぞれ 21 分と 133 分、3.8 時間と 23.9 時間であった。72 時間後の

放射活性は肝臓、腎臓、肺で高かった 4) 。なお、曝露前に 18 時間絶食させたラットの吸入曝露

では、非絶食ラットに比べて体内の放射活性は有意に高かった 4, 5)。 

ラットの肝ミクロソームを用いた代謝実験では、本物質の一次代謝産物は 1,1-ジクロロエチ

レンエポキシド、2,2-ジクロロアセトアルデヒド、2-クロロアセチルクロリドであり、これらは

チトクローム P-450（CYP2E1）を介して代謝され、さらに酸化やグルタチオン抱合、加水分解

などの二次反応を受けるが 6～12) 、ラットによる本物質の酸化的代謝は吸入曝露で約 200 ppm、

経口曝露では 10～50 mg/kg/day で飽和した 2, 3, 13, 14) 。ラットやマウスでは尿中代謝物として N-

アセチル-S-(2-ヒドロキシエチル)システイン、N-アセチル-S-(2-カルボキシメチル)システイン、

チオジグリコール酸、チオグリコール酸、ジチオグリコール酸、クロロ酢酸、胆汁中代謝物と

して 2-(S-グルタチオニル)アセチルグルタチオン、2-S-グルタチオニルアセテート、2,2-ジクロ

ロアセトアルデヒドのアセタール、S-(2-カルボキシメチル)グルタチオン、S-(システイニルアセ

チル)グルタチオン、S-(2-クロロアセチル)グルタチオンが報告されており 1, 4, 11, 15～18) 、ラットの

胆汁中では複数のカルボキシメチル化タンパク質も検出されているが 18) 、マウスの方がラット
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に比べてより多く代謝した 10, 15) 。 

ヒトの肝及び肺ミクロソームを用いた代謝実験では、主要な代謝物は 1,1-ジクロロエチレン

エポキシド由来のグルタチオン抱合体（2-(S-グルタチオニル)アセチルグルタチオン、2-S-グル

タチオニルアセテート）であり、少量の 2,2-ジクロロアセトアルデヒドのアセタールも検出さ

れ 19) 、ラットの肝ミクロソーム 10) 、マウスの肝及び肺ミクロソームを用いた代謝実験 12, 19, 20) の

結果と一致した。 

 

（2）一般毒性及び生殖・発生毒性 

① 急性毒性 

表 3.1 急性毒性 21) 

動物種 経路 致死量、中毒量等 
ラット 経口 LD50 200 mg/kg 
マウス 経口 LD50 194 mg/kg 
イヌ 経口 LDLo 5,750 mg/kg 

ラット 吸入 LC50 6,350 ppm[25,146 mg/m3] (4hr) 
ラット 吸入 LC50 10,000 mg/m3 
ラット 吸入 LC50 10,000 ppm[39,600 mg/m3] (4hr) 
ラット 吸入 LCLo 1,300 mg/m3 (4hr) 
マウス 吸入 LC50 40 ppm[158 mg/m3] (4hr) 
マウス 吸入 LCLo 2,000 mg/m3 (2hr) 
ネコ 吸入 LCLo 8,000 mg/m3 

ウサギ 経皮 LD >2,426 mg/kg 
注：（ ）内の時間は曝露時間を示す。 

本物質は眼、皮膚、気道を刺激する。液体を飲み込むと肺に吸い込んで化学性肺炎を起こ

すことがある。吸入すると眩暈、嗜眠、意識喪失を生じ、経口摂取ではさらに腹痛や咽頭痛

を生じる。皮膚に付いたり、眼に入ると発赤、痛みを生じる 22) 。 

 

② 中・長期毒性 

ア）Fischer 344 ラット及び B6C3F1マウス雌雄各 5 匹を 1 群とし、0、25、50、100、200、400 

ppm を 2 週間（6 時間/日、5 日/週）吸入させた結果、ラットでは 200 ppm 以上の群で嗜眠、

400 ppm 群で運動失調がみられ、25 ppm 群の雄 1/5 匹及び 200 ppm 以上の群の全数が死亡

し、100 ppm 群の雌で体重増加の有意な抑制、25 ppm 以上の群の雌雄で腎臓の絶対及び相

対重量の有意な増加を認めた。肝臓では 25 ppm 以上の群の雌雄で小葉中心性の細胞質変性、

200 ppm 以上の群の雌雄で小葉中心性壊死、腎臓では 200 ppm 以上の群の雌雄の腎乳頭で

尿細管円柱の発生率に有意な増加を認めた。マウスでは 50 ppm 群の雄及び 100 ppm 群の雌

の各 1/5 匹、100 ppm 以上の群の雄及び 200 ppm 以上の群の雌の全数が死亡し、50、100 ppm

群の雄及び 100 ppm 群の雌で嗜眠、異常呼吸、25、50 ppm 群の雄で体重増加の有意な抑制

を認めた。25 ppm 以上の群の雌で肺の絶対及び相対重量、雄で肺の相対重量、雌雄で肝臓

の相対重量の有意な増加を認めた。腎臓では 25 ppm 以上の群の雄で尿細管の壊死や顆粒円

柱、25、50 ppm 群の雄で尿細管再生、肝臓では 100 ppm 以上の群の雌雄で小葉中心性壊死、

100 ppm 群の雌で再生、鼻腔では 100 ppm 以上の群の雄及び 200 ppm 以上の群の雌で呼吸
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上皮の壊死の発生率に有意な増加を認めた 23) 。この結果から、ラット及びマウスで LOAEL

を 25 ppm（曝露状況で補正：4.46 ppm）とする。 

イ）Fischer 344 ラット雌雄各 10 匹を 1 群とし、0、6.25、12.5、25、50、100 ppm を 3 ヶ月間

（6 時間/日、5 日/週）吸入させた結果、各群に死亡はなく、一般状態や体重にも影響はな

かった。12.5 ppm 以上の群の雌で腎臓の絶対及び相対重量の有意な増加を認め、雄でも 6.25、

12.5、100 ppm 群では腎臓の相対重量は有意に高かった。鼻腔では 6.25 ppm 以上の群の雌

雄で嗅上皮の石灰化、6.25 ppm 以上の群の雄及び 12.5 ppm 以上の群の雌の嗅上皮で萎縮、

12.5 ppm 以上の群の雄及び 25 ppm 以上の群の雌の嗅上皮で壊死、12.5 ppm 以上の群の雌雄

の鼻甲介で壊死、肝臓では 12.5 ppm 以上の群の雄で小葉中心性の細胞質変異（好酸性減少）、

50 ppm 以上の群の雌で肝細胞の空胞化の発生率に有意な増加を認めた 23) 。この結果から、

LOAEL を 6.25 ppm（曝露状況で補正：1.12 ppm）とする。 

ウ）B6C3F1マウス雌雄各 10 匹を 1 群とし、雄に、0、6.25、12.5、25、50 ppm、雌に、0、6.25、

12.5、25、50、100 ppm を 3 ヶ月間（6 時間/日、5 日/週）吸入させた結果、50 ppm 群の雄

2/10 匹、100 ppm 群の雌 4/10 匹が死亡し、12.5 ppm 以上の群の雄及び 6.25 ppm 以上の群の

雌で体重増加の有意な抑制を認めた。12.5 ppm 以上の群の雄で赤血球数、ヘモグロビン濃

度、ヘマトクリット値の有意な減少を認め、赤血球数の有意な減少は 50 ppm 以上の群の雌、

ヘモグロビン濃度及びヘマトクリット値の有意な減少は 50 ppm 群の雌でもみられた。6.25 

ppm 以上の群の雌及び 12.5 ppm 以上の群の雄で肝臓相対重量、12.5 ppm 以上の群の雌雄で

肺相対重量、25 ppm 以上の群の雌雄で胸腺相対重量の有意な増加を認めたが、腎臓相対重

量には 6.25 ppm 以上の群の雌で有意な増加、雄で有意な減少がみられた。腎症の有意な発

生と増悪は 12.5 ppm 以上の群の雄でみられ、50 ppm 群の雄及び 50 ppm 以上の群の雌の喉

頭で呼吸上皮の扁平上皮化生、100 ppm 群の雌の喉頭で壊死、呼吸上皮過形成、肝臓で壊

死、小葉中心性肝細胞肥大、肺で気管支上皮の壊死、組織球浸潤、鼻腔で呼吸上皮壊死、

鼻甲介萎縮の発生率に有意な増加を認めた 23) 。この結果から、LOAEL を 6.25 ppm（曝露

状況で補正：1.12 ppm）とする。 

エ）Long-Evans ラット及び Sprague-Dawley ラット、Hartley モルモット、リスザル、beagle 犬

に 0、20、61、101、189 mg/m3を 90 日間連続吸入させた結果、モルモットは各群の 2/314、

2/45、3/15、3/15、7/15 匹が死亡し、サルもそれぞれ 1/57、1/21、0/9、2/3、3/9 匹が死亡し

た。189 mg/m3群の各動物種で体重増加の抑制を認め、剖検では大多数の動物で肝臓に斑紋

がみられた。また、189 mg/m3群のイヌ、サル、ラットの肝臓で脂肪変性、巣状壊死、ヘモ

ジデリン沈着、リンパ球浸潤、胆管増生、線維化、偽小葉形成からなる形態変化、ラット

の尿細管上皮細胞で核肥大を認め、ラット及びモルモットの 20、189 mg/m3 群で実施した

血液生化学検査ではともに 189 mg/m3群で ALP、GPT の上昇を認め、特にモルモットの GPT

上昇は著明であった 24) 。この結果から、NOAEL をモルモットで 20 mg/m3、サルで 61 mg/m3、

イヌ、ラットで 101 mg/m3とする。 

オ）Sprague-Dawley ラット雌雄各 84～86 匹を 1 群とし、0、25、75 ppm を 18 ヶ月間（6 時間

/日、5 日/週）吸入させ、その後 6 ヶ月間飼育した結果、体重や死亡率に有意な変化がみら

れたが、散発的で、用量依存性もなく、一般状態や血液、血液生化学、尿にも影響はなか

った。12 ヶ月後に 25 ppm 以上の群の雄で肝臓重量の減少、雌で腎臓重量の増加に有意差

がみられたが、6、24 ヶ月後にはみられなかったことから、その変化の生物学的意義は不明
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であった。肝臓の小葉中間体では 6 ヶ月後の各群で雄の 0/5、1/5、4/5 匹、雌の 0/5、2/5、

4/5 匹の肝細胞に軽度の脂肪変性がみられ、12 ヶ月後もそれぞれ雄の 0/5、3/5、5/5 匹、雌

の 0/5、5/5、5/5 匹にみられたが、24 ヶ月後にはみられなかった。また、18 ヶ月後までに

死亡又は瀕死となって屠殺した各群の雌では 0/16、6/29、7/20 匹に肝細胞の脂肪変性がみ

られたが、雄ではその発生率に増加はなく、18～24 ヶ月に死亡又は瀕死となって屠殺した

各群の雌雄でも発生率に増加はなかった。このため、脂肪変性については可逆的な影響と

考えられた。なお、マイコプラズマ肺炎が 13 ヶ月を過ぎた頃からみられるようになり、よ

り軽度ではあったが、対照群にもみられた 25, 26) 。この結果から、LOAEL を 25 ppm（曝露

状況で補正：4.46 ppm）とする。 

カ）Fischer 344 ラット雌雄各 50 匹を 1 群とし、0、25、50、100 ppm を 2 年間（6 時間/日、5

日/週）吸入させた結果、100 ppm 群の雌で生存率の有意な低下を認めたが、一般状態や体

重に影響はなかった。鼻腔では 25 ppm 以上の群の雌雄で鼻甲介の萎縮、骨化過剰、嗅上皮

の呼吸上皮化生、慢性活動性炎症、25 ppm 以上の群の雌及び 50 ppm 以上の群の雄で呼吸

上皮過形成、100 ppm 群の雄で嗅上皮の扁平上皮化生、雌で血栓形成の発生率に有意な増

加を認め、肺では 25 ppm 以上の群の雄で肺胞上皮過形成の発生率に有意な増加を認めた。

また、雌雄の肝臓では 25 ppm 以上の群で慢性炎症、び漫性の脂肪変化、50 ppm 以上の群

で壊死、嚢胞様変性の発生率に有意な増加を認めた 23) 。この結果から、LOAEL を 25 ppm

（曝露状況で補正：4.46 ppm）とする。 

キ）B6C3F1マウス雌雄各 50 匹を 1 群とし、0、6.25、12.5、25 ppm を 2 年間（6 時間/日、5

日/週）吸入させた結果、25 ppm 群の雌雄で生存率の有意な低下を認め、6.25 ppm 群では雄

の生存率は有意に高かったが、雌の生存率は有意に低かった。12.5 ppm 以上の群の雄及び

25 ppm 群の雌で体重増加の有意な抑制を認め、25 ppm 群の雄及び 6.25 ppm 以上の群の雌

で異常呼吸と痩せがみられた。6.25 ppm 以上の群の雄の腎臓で尿細管過形成、25 ppm 群の

雄の腎臓で嚢胞、肝臓で好塩基性変性巣の発生率に有意な増加を認めた。また、鼻腔では

6.25 ppm 以上の群の雌雄で鼻甲介の萎縮、骨化過剰、嗅上皮の呼吸上皮化生、12.5 ppm 以

上の群の雄及び 25 ppm 群の雌で嗅上皮の硝子滴沈着、25 ppm 群の雌で呼吸上皮過形成の

発生率に有意な増加を認めた 23) 。この結果から、LOAEL を 6.25 ppm（曝露状況で補正：

1.12 ppm）とする。 

 

③ 生殖・発生毒性 

ア）Fischer 344 ラット雌雄各 10 匹を 1 群とし、0、25、50、100 ppm を 3 ヶ月間（6 時間/日、

5 日/週）吸入させた結果、100 ppm 群の雄で精子細胞数及び精巣上体精子数の有意な減少

を認めた。また、B6C3F1マウス雌雄 10 匹を 1 群とし、0、12.5、25、50 ppm を 3 ヶ月間（6

時間/日、5 日/週）吸入させた結果、12.5 ppm 以上の群で精巣上体精子数の有意な減少を認

めた。しかし、雌のラット及びマウスで発情周期に影響はなかった 23) 。 

イ）Sprague-Dawley ラット雌 18～20 匹を 1 群とし、0、15、57、300、449 ppm を妊娠 6 日か

ら妊娠 16 日まで吸入（22～23 時間/日）させた結果、15 ppm 以上の群で体重増加の有意な

抑制を認め、57 ppm 以上の群で妊娠ラットの生存率は有意に低かった。生存胎仔率は 57、

300 ppm 群で有意に減少し、これらの群では早期吸収胚の発生率が有意に高く、全胚吸収
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の腹数も有意に多かった。胎仔では 57 ppm 以上の群で体重が有意に低く、15 ppm 以上の

群で水頭症、胸骨分節の骨化遅延の発生率に有意な増加を認めた 27) 。この結果から、母ラ

ット及び胎仔で LOAEL を 15 ppm（曝露状況で補正：13.8～14.4 ppm）とする。 

ウ）Sprague-Dawley ラット雌 30～44 匹を 1 群とし、0、20、80、160 ppm を妊娠 6 日から妊娠

15 日まで吸入（7 時間/日）させた結果、80 ppm 以上の群で妊娠 6～9 日に体重増加の有意

な抑制を認め、160 ppm 群で肝臓相対重量の有意な増加がみられた。黄体数や着床数、生

存胎仔数、胎仔の体重や頭臀長などに影響はなく、奇形の発生率増加もなかったが、80 ppm

以上の群の胎仔で頭蓋骨の骨化遅延、波状肋骨、160 ppm 群の胎仔で頸椎椎体の骨化遅延

の発生率に有意な増加を認めた 28) 。この結果から、母ラット及び胎仔で NOAEL を 20 ppm

（曝露状況で補正：5.8 ppm）とする。 

エ）Sprague-Dawley ラット雄 11 匹を 1 群とし、0、55 ppm を 11 週間吸入（6 時間/日、5 日週）

させながら 11 週の初日から未処置の雌と交尾させた結果、55 ppm 群の受胎率は有意に低か

ったが、着床前後の胚損失率や黄体数あたりの着床数などに影響はなかった 29) 。 

オ）ICR マウス雄 20 匹を 1 群とし、0、10、30 ppm を 5 日間吸入（6 時間/日）させ、未処置

の雌と交尾させた結果、受胎率や着床後の胚損失率に影響はなかった 30) 。 

カ）ICR マウス雌 15～23 匹を 1 群とし、0、15、30、57、144、300 ppm を妊娠 6 日から妊娠

16 日まで吸入（22～23 時間/日）させた結果、144 ppm 以上の群で全数が死亡し、30 ppm

以上の群で体重増加の有意な抑制と妊娠率の有意な低下を認め、30 ppm 以上の群では早期

吸収胚の発生によって生存胎仔はいなかった。胎仔では 15 ppm 群でキヌタ骨（中耳）及び

胸骨分節の骨化遅延の発生率に有意な増加を認めた 27) 。この結果から、15 ppm（曝露状況

で補正：13.8～14.4 ppm）を母ラットで NOAEL、胎仔で LOAEL をとする。 

キ）New Zealand white ウサギ雌 18 匹を 1 群とし、0、80、160 ppm を妊娠 6 日から妊娠 18 日

まで吸入（7 時間/日）させた結果、160 ppm 群で体重増加の有意な抑制、吸収胚数の有意

な増加を認めた。黄体数や着床数、生存胎仔数、胎仔の体重や頭臀長などに影響はなく、

奇形の発生率増加もなかったが、160 ppm群で第13肋骨出現頻度の有意な増加を認めた 28) 。

この結果から、母ウサギ及び胎仔で NOAEL を 80 ppm（曝露状況で補正：23 ppm）とする。 

 

④ ヒトへの影響 

ア）本物質の臭気閾値として気中濃度で 190 ppm、水溶液濃度で 1.5 ppm とした報告 31) 、臭

気閾値を 2,000～4,000 mg/m3 とした報告 32) がある。 

イ）高濃度（4,000 ppm オーダー）の本物質を数分間曝露すると酩酊状態となり、曝露が長引

くと意識消失を生じることがある。短時間の曝露であれば、麻酔効果から迅速・完全に回

復するが、長期間曝露や頻回の短期曝露では例え酩酊を十分に防止できるような低濃度で

あっても危険な場合がある 33) 。 

ウ）本物質共重合体の水分散液輸送に使用していたタンクを清掃中に持続性の脳神経障害を

発症した 2 症例では、三叉神経への影響が最も強く現れ、後頭耳介神経や頸部皮神経、咀

嚼筋、眼筋、舌下神経にも影響がみられた。なお、清掃時に用いた石鹸と本物質が反応し

て生成したジクロロアセチレンが原因物質として考えられた 34) 。 

エ）本物質を取り扱うアメリカの化学工場で、労働者の肝機能障害を懸念した労働組合から
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の要請で実施した健康調査では、約 300 人の労働者のうち、256 人が問診及び血液生化学検

査（総ビリルビン、GOT、GPT、ALP、γ-GTP）を受診した。その結果、1 項目以上の検

査値異常は 75 人にみられ、その出現頻度は特定の作業エリアで有意に高かったが、複数の

検査値異常の出現頻度で比較すると、作業エリア間で有意な差はなかった。なお、気中の

本物質濃度は 0.001～1.45 ppm の範囲にあり、75 人中 9 人しか再調査を希望しなかったこ

とから調査を打ち切ったため、肝機能不全が示唆されたものの、詳細は不明であった 35) 。 

オ）1942 年から本物質の製造を開始したアメリカの化学工場で、主に本物質のみに曝露され

た労働者 138 人の調査では、1973 年末までに 5 人が死亡していたが、いずれの死因にも有

意差はなかった。また、1967 年以降に実施された総合健診を受診していた 102 人について

17 項目（血液、血液生化学、肺機能）の検査結果を本物質非曝露の対照群と比較した結果、

いずれの検査項目にも有意差はなかった。なお、過去の測定結果では、本物質の時間加重

平均濃度は 5 ppm 未満～70 ppm であった 36) 。 

 

（3）発がん性 

① 主要な機関による発がんの可能性の分類 

国際的に主要な機関での評価に基づく本物質の発がんの可能性の分類については、表 3.2

に示すとおりである。 
 

表 3.2 主要な機関による発がんの可能性の分類 

機 関 (年) 分  類 

WHO IARC (1999) 3 ヒトに対する発がん性については分類できない 

EU EU (2008) 3 ヒトに対する発がん性が懸念されるが、それについて

評価を行うための有効な情報が十分ではない物質 

 EPA (2002) C ヒト発がん性があるかもしれない物質 

USA ACGIH (1997) A4 ヒトに対する発がん性物質として分類できない 

 NTP － 

日本 日本産業衛生学会 －  
ドイツ DFG (2001) 3B ヒトの発がん性物質としての証拠は不十分であり、現

行の許容濃度との関係も不明な物質 
 

② 発がん性の知見 

○ 遺伝子傷害性に関する知見 

in vitro 試験系では、代謝活性化系（S9）添加のネズミチフス菌で遺伝子突然変異を誘発

した報告が多かったが 37～45) 、S9 無添加では誘発しなかった報告が多かった 37, 39, 41, 42, 43, 45) 。

大腸菌 41, 46) 及び酵母 47, 48) でも S9 添加で遺伝子突然変異を誘発し、S9 無添加では誘発しな

かった。S9 添加の酵母で遺伝子変換を誘発した報告 47) と誘発しなかった報告 48) があり、

S9 無添加では誘発しなかった 47, 48) 。染色体分離異常は S9 添加の有無にかかわらず誘発し

た 48) 。S9 添加のマウスリンパ腫細胞（L5178Y）で遺伝子突然変異を誘発し、S9 無添加で

は誘発しなかったが 49) 、チャイニーズハムスター肺細胞（V79）では S9 添加の有無にかか

わらず誘発しなかった 50) 。S9 添加のチャイニーズハムスター肺細胞（CHL）で姉妹染色分
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体交換 51) 、染色体異常 51, 52) を誘発したが、S9無添加のチャイニーズハムスター肺細胞（CHL, 

DON-6）では誘発しなかった 51, 52, 53) 。 

in vivo 試験系では、経口投与によるマウス宿主経由法の酵母で遺伝子突然変異及び遺伝

子変換を誘発したが 47) 、経口投与又は腹部注入したショウジョウバエで伴性劣性致死突然

変異 54) 、経口投与したマウスの骨髄細胞で小核 51) 、経胎盤曝露したマウス胎仔の赤血球

及び肝臓で小核 51) 、吸入曝露したマウスの末梢血赤血球で小核 23) 、吸入曝露したラット

の骨髄細胞で染色体異常 25, 26) 、吸入曝露したラット及びマウスで優性致死突然変異 29, 30) を

誘発しなかった。 

 

○ 実験動物に関する発がん性の知見 

Sprague-Dawley ラット及び ICR マウス雌雄各 36 匹を 1 群とし、0、55 ppm を 12 ヶ月間

（6 時間/日、5 日/週）吸入させた結果、ラットでは 55 ppm 群の雄 1/36 匹で腸間膜リンパ

節、皮下組織に血管肉腫の発生がみられ、マウスでは 55 ppm 群の雄 6/35 匹で細気管支/肺

胞腺腫、雄 2/35 匹及び雌 1/35 匹で肝臓に血管肉腫の発生がみられたが、いずれの発生率に

も有意差はなかった 55, 56) 。 

Sprague-Dawley ラット雌雄各 4～16 匹及び ICR マウス雌雄各 8～12 匹を 1 群とし、0、55 

ppm をラットで 1、3、6、10 ヶ月間（6 時間/日、5 日/週）、マウスで 1、3、6 ヶ月間（6 時

間/日、5 日/週）吸入させた後に 12 ヶ月間飼育した結果、ラットでは 55 ppm 群の雄 1/34 匹

で肝臓血管肉腫、雌 5/36 匹で乳腺腫瘍の発生がみられ、マウスでは 55 ppm 群の雄 4/28 匹

で肝腫瘍、雄 1/28 匹で腸間膜に血管肉腫、雄 4/28 匹及び雌 1/28 匹で細気管支/肺胞腫瘍の

発生がみられたが、いずれも加齢に伴って自然発生したもので、本物質の曝露によるもの

ではないと考えられた 57) 。 

Sprague-Dawley ラット雌雄に 0、10、25、50、100、150 ppm を 52 週間（4 時間/日、4～5

日/週）吸入させ、生涯にわたって飼育した結果、雌の各群で 56/98、24/30、20/30、22/30、

23/30、43/59 匹に乳腺の線維腫＋線維腺腫＋癌＋癌肉腫の発生を認めた。また、ICR マウス

雌雄に 0、10、25 ppm を 52 週間（4 時間/日、4～5 日/週）吸入させ、同様に生涯にわたっ

て飼育した結果、雄の各群で 0/186、0/30、28/150 匹に腎臓の腺癌、6/186、11/30、23/150

匹に肺腫瘍の発生を認め、雌ではそれぞれ 7/187、3/30、18/149 匹に肺腫瘍、3/187、6/30、

16/149 匹に乳腺癌の発生を認めた。一方、チャイニーズハムスター雌雄各 30 匹を 1 群とし、

0、25 ppm を 52 週間（4 時間/日、4～5 日/週）吸入させて生涯にわたって飼育した結果、

腫瘍の発生増加はみられなかった 58) 。 

Sprague-Dawley ラット雌に妊娠 12 日から 0、100 ppm を吸入（4 時間/日、5 日/週）させ

て得られた仔の雌雄各 60～62 匹を 1 群として同様に吸入させ、7 週経過後から 8 週間又は

97 週間吸入（7 時間/日、5 日/週）させ、その後生涯にわたって飼育した。その結果、悪性

腫瘍の発生率は対照群の雌雄で 17.3％、15 週間曝露の 100 ppm 群の雌雄で 22.5％、104 週

間曝露の 100 ppm群の雌雄で 30.9％、100匹あたりの悪性腫瘍数はそれぞれ 17.9、23.3、34.1、

白血病の発生率はそれぞれ 4.2％、8.3％、11.4％であり、曝露期間の延長に伴って増加傾向

にあった。なお、13 週齢の雌に 0、100 ppm を同様にして 104 週間吸入させた試験では、

それぞれで悪性腫瘍の発生率は 15.0％、20.4％、100 匹あたりの悪性腫瘍数は 16.7、22.2、
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白血病の発生率は 3.3％、1.8％であった 58, 59) 。 

Sprague-Dawley ラット雌雄各 84～86 匹を 1 群とし、0、25、75 ppm を 18 ヶ月間（6 時間

/日、5 日/週）吸入させ、その後 6 ヶ月間飼育した結果、発生率に有意な増加や低下を認め

た腫瘍はあったが、本物質の曝露によるものではなかった 25, 26) 。 

 

以上の発がん試験の結果を基に、本物質の発がん可能性は表 3.2 のように分類されている。

しかし、2015 年に NTP は下記の発がん試験結果を報告し、雄の Fischer 344 ラット及び雌

雄の B6C3F1マウスで発がん性の明瞭な証拠があり、雌の Fischer 344 ラットで幾つかの証

拠があったと結論しており 23) 、複数の動物種で発がん性の証拠が得られていることから、

本物質は IARC の分類基準に当てはめると「2B」に相当するものと考えられた。 

Fischer 344 ラット雌雄各 50 匹を 1 群とし、0、25、50、100 ppm を 2 年間（6 時間/日、5

日/週）吸入させた結果、25 ppm 以上の群の雄で中皮腫、100 ppm 群の雌で甲状腺腺腫、甲

状腺腺腫＋癌、単核細胞白血病の発生率に有意な増加を認めた。また、有意差はなかった

ものの、25 ppm 以上の群の雄で尿細管癌、50 ppm 以上の群の雄及び 100 ppm 群の雌で鼻の

呼吸上皮腺腫の発生率は自然発生率の範囲を超えていた 23) 。 

B6C3F1マウス雌雄各 50 匹を 1 群とし、0、6.25、12.5、25 ppm を 2 年間（6 時間/日、5

日/週）吸入させた結果、6.25 ppm 以上の群の雄で尿細管腺腫、尿細管癌、尿細管腺腫＋癌

の発生率に有意な増加を認めた。雌では 12.5 ppm 群で肝細胞腺腫、25 ppm 群で肝細胞癌、

12.5 ppm 以上の群で肝細胞腺腫＋癌の発生率に有意な増加を認め、25 ppm 群では肝臓の血

管肉腫、全身の血管肉腫＋血管腫の発生率も有意に高かった。また、有意差はなかったも

のの、6.25 ppm 以上の群の雌雄で肝胆管細胞癌、25 ppm 群の雌で小腸（回腸）癌の発生率

は自然発生率の範囲を超えていた 23) 。 

 

○ ヒトに関する発がん性の知見 

1942 年から本物質の製造を開始したアメリカの化学工場で、主に本物質のみに曝露され

た労働者 138 人の調査では、1973 年末までに 1 人が呼吸器がんで死亡していたが、有意な

死亡率の増加はみられなかった。なお、過去の測定結果では、本物質の時間加重平均濃度

は 5 ppm 未満～70 ppm であった 36) 。 

アメリカの化学工場で 1942年から 1973年末までに雇用された男性労働者 4,806人を対象

とした調査では、肺がんの標準化死亡比（1.49）に有意な増加がみられたことから、肺がん

のコホート内症例対照研究を実施した結果、本物質曝露との関連はみられなかった 60) 。 

ゴム工場労働者における胃がんの症例対照研究論文に記載のあった肝臓の血管肉腫につ

いて再解析した結果、本物質曝露との関連はみられなかった 61) 。 

 

（4）健康リスクの評価 

① 評価に用いる指標の設定 

非発がん影響については一般毒性及び生殖・発生毒性等に関する知見が得られている。発

がん性については動物実験で発がん性を示唆する結果が得られているものの、ヒトでの知見
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詳細な評価を行う
候補と考えられる。

現時点では作業は必要
ないと考えられる。

情報収集に努める必要
があると考えられる。

MOE＝10 MOE＝100［ 判定基準 ］

は十分でなく、ヒトに対する発がん性の有無については判断できない。このため、閾値の存

在を前提とする有害性について、非発がん影響に関する知見に基づき無毒性量等を設定する

こととする。 

経口曝露については、評価の対象としなかった。 

吸入曝露については、中・長期毒性キ）に示したマウスの試験から得られた LOAEL 6.25 ppm

（尿細管過形成、鼻甲介の萎縮と骨化過剰、嗅上皮の呼吸上皮化生）を曝露状況で補正して

1.12 ppm（4.4 mg/m3）とし、LOAEL であるために 10 で除した 0.44 mg/m3が信頼性のある最

も低濃度の知見と判断し、これを無毒性量等に設定する。なお、本評価で採用した最新の発

がん試験結果に基づくと、本物質は IARC の「2B」に相当するものと考えられるため、リス

ク評価に当たっては発がん性の考慮が必要と考えられた。 

 

② 健康リスクの初期評価結果 
 

表 3.3 吸入曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露濃度 予測最大曝露濃度 無毒性量等 MOE 

吸入 
環境大気 0.019 µg/m3 未満程度 1.7 µg/m3 程度 

0.44 mg/m3 マウス 
5 

室内空気 － － － 
 

吸入曝露については、一般環境大気中の濃度についてみると、平均曝露濃度は 0.019 µg/m3

未満程度、予測最大曝露濃度は 1.7 µg/m3程度であった。無毒性量等 0.44 mg/m3と予測最大曝

露濃度から、動物実験結果より設定された知見であるために 10 で除し、さらに発がん性を考

慮して 5 で除して求めた MOE は 5 となる。一方、化管法に基づく平成 25 年度の大気への届

出排出量をもとに推定した高排出事業所近傍の大気中濃度（年平均値）の最大値は 15 µg/m3

であったが、参考としてこれから算出した MOE は 0.6 となる。 

一方、室内空気中の濃度についてみると、過去のデータではあるが、限られた地域のデー

タとして報告（1998 年）のあった値の最大値は 0.05 µg/m3未満程度であったが、参考として

これから MOE を算出すると 180 超となる。 

従って、本物質の一般環境大気の吸入曝露については、詳細な評価を行う候補と考えられ

る。室内空気の吸入曝露については、健康リスクの評価に向けて吸入曝露の情報収集等を行

う必要性は低いと考えられる。 
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４．生態リスクの初期評価 

水生生物の生態リスクに関する初期評価を行った。 

（1）水生生物に対する毒性値の概要 

本物質の水生生物に対する毒性値に関する知見を収集し、生物群（藻類、甲殻類、魚類及び

その他生物）ごとに整理すると、表 4.1 のとおりとなった。 

 
表 4.1 水生生物に対する毒性値の概要 

生物群 
急

性 

慢 

性 
毒性値 
[µg/L] 

生物名 生物分類／和名
エンドポイント

／影響内容 

曝露期間

[日] 

試験の 

信頼性 

採用の

可能性
文献 No.

藻 類   3,940 
Chlamydomonas 
reinhardtii 

緑藻類 
EC10   
GRO (biomass)

3 B C 1)-92100

 
○  9,120 Chlamydomonas 

reinhardtii 
緑藻類 

EC50   
GRO (biomass)

3 B B 1)-92100

 
  240,000 

Desmodesmus 
subspicatus 

緑藻類 
EC10   
GRO (AUG) 

4 B B 1)-11677

 
○  410,000 

Desmodesmus 
subspicatus 

緑藻類 
EC50   
GRO (AUG) 

4 B B 1)-11677

 
○  >712,000 

Skeletonema 
costatum 

珪藻類 EC50   GRO 4 D C 1)-9607

 ○  >798,000 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 

緑藻類 EC50   GRO 4 D C 1)-9607

甲殻類 ○  11,600 Daphnia magna オオミジンコ LC50   MOR 2 C C 1)-5741

 ○  15,600 Daphnia magna オオミジンコ EC50   IMM 2 A A 2) 

 ○  37,000 Daphnia magna オオミジンコ EC50   IMM 2 A A 4)-1 

 ○  79,000 Daphnia magna オオミジンコ LC50   MOR 2 B B 1)-5184

 ○  224,000 Americamysis bahia アミ科 LC50   MOR 4 D C 1)-9607

魚 類 ○  >20,000 Cyprinus carpio コイ LC50   MOR 2 D C 
3)- 

2011020

 ○  44,500 Oryzias latipes メダカ LC50   MOR 4 A A 2) 

 ○  74,000 
Lepomis 
macrochirus 

ブルーギル LC50   MOR 4 C C 1)-5590

 ○  108,000 
Pimephales 
promelas 

ファットヘッドミノ

ー 
LC50   MOR 4 B B 1)-5741

その他   ― ― ― ― ― ― ― ― 

毒性値（太字）：採用可能な知見として本文で言及したもの 

毒性値（太字下線）：PNEC 導出の根拠として採用されたもの 

試験の信頼性：本初期評価における信頼性ランク 
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A：試験は信頼できる、B：試験は条件付きで信頼できる、C：試験の信頼性は低い、D：信頼性の判定不可 
E：信頼性は低くないと考えられるが、原著にあたって確認したものではない 

採用の可能性：PNEC 導出への採用の可能性ランク 
A：毒性値は採用できる、B：毒性値は条件付きで採用できる、C：毒性値は採用できない 

エンドポイント 

EC10 (10% Effective Concentration)：10%影響濃度、EC50 (Median Effective Concentration)：半数影響濃度、 

LC50 (Median Lethal Concentration)：半数致死濃度 

影響内容 

GRO (Growth)：生長（植物）、IMM (Immobilization)：遊泳阻害、MOR (Mortality)：死亡、 

 

毒性値の算出方法 

AUG (Area Under Growth curve)：生長曲線下の面積より求める方法（面積法） 

biomass：曝露終了時の生物量により求める方法 

 

評価の結果、採用可能とされた知見のうち、生物群ごとに急性毒性値及び慢性毒性値のそれ

ぞれについて最も小さい毒性値を予測無影響濃度 (PNEC) 導出のために採用した。その知見の

概要は以下のとおりである。 
 

1） 藻類 

BrackとRottle1)-92100は、緑藻類Chlamydomonas reinhardtiiの生長阻害試験を実施した。試験は、

二酸化炭素を供給しながら密閉系で行われた。被験物質の実測濃度は、試験の開始時及び終了

時において著しい差はなかった。72 時間半数影響濃度 (EC50) は、実測濃度に基づき 9,120 

µg/L であった。 

 

2） 甲殻類 

環境省 2) は「新規化学物質等に係る試験の方法について（化審法テストガイドライン）」 (2006

改正) に準拠し、オオミジンコ Daphnia magna の急性遊泳阻害試験を GLP 試験として実施した。

試験は半止水式 (24 時間後換水) で行われ、設定試験濃度は 0（対照区）、15.0、22.0、33.0、

50.0、75.0 mg/L（公比 1.5）であった。試験用水には Elendt M4 培地（硬度 250 mg/L、CaCO3換

算）が用いられた。被験物質の実測濃度は、調製時及び換水前にそれぞれ設定濃度の 53～69%

及び 42～61%であり、毒性値の算出には実測濃度（時間加重平均値）が用いられた。48 時間半

数影響濃度 (EC50) は 15,600 µg/L であった。 

 

3） 魚類 

環境省 2)は「新規化学物質等に係る試験の方法について（化審法テストガイドライン）」（2006

改正）に準拠し、メダカ Oryzias latipes の急性毒性試験を GLP 試験として実施した。試験は半

止水式 (24 時間毎換水) で行われ、設定試験濃度は 0（対照区）、7.50、15.0、30.0、60.0、120 

mg/L であった。試験用水には脱塩素水（硬度 49 mg/L、CaCO3換算）が用いられた。被験物質

の実測濃度は、調製時及び換水前にそれぞれ設定濃度の 53～66%及び 47～59%であり、毒性値

の算出には実測濃度（時間加重平均値）が用いられた。96 時間半数致死濃度 (LC50) は 44,500 

µg/L であった。 

 

（2）予測無影響濃度(PNEC)の設定 

急性毒性及び慢性毒性のそれぞれについて、上記本文で示した毒性値に情報量に応じたアセ
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スメント係数を適用し予測無影響濃度 (PNEC) を求めた。 
 

急性毒性値 

藻 類  Chlamydomonas reinhardtii  72 時間 EC50（生長阻害） 9,120 µg/L 

甲殻類  Daphnia magna 48 時間 EC50（遊泳阻害） 15,600 µg/L 

魚 類  Oryzias latipes  96 時間 LC50 44,500 µg/L  

アセスメント係数：100［3 生物群（藻類、甲殻類及び魚類）について信頼できる知見が得ら

れたため］ 

これらの毒性値のうち、最も小さい値（藻類の 9,120 µg/L）をアセスメント係数 100 で除する

ことにより、急性毒性値に基づく PNEC 値 91 µg/L が得られた。 

 

慢性毒性については信頼できる知見が得られなかったため、本物質の PNEC としては藻類の

急性毒性値から得られた 91 µg/L を採用する。 

 

（3）生態リスクの初期評価結果 

 

表 4.2 生態リスクの初期評価結果 

水 質 平均濃度 最大濃度 (PEC) PNEC 
PEC/ 

PNEC 比 

公共用水域・淡水 10 µg/L 未満 (2013) 10 µg/L (2013) 
91 

µg/L 

0.11 

公共用水域・海水 10 µg/L未満 (2013) 10 µg/L未満 (2013) <0.11 

注：1) 水質中濃度の (    ) 内の数値は測定年度を示す  
   2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む 

 

 

 

 

本物質の公共用水域における濃度は、平均濃度でみると淡水域、海水域ともに 10 g/L 未満

であり、検出下限値未満であった。安全側の評価値として設定された予測環境中濃度 (PEC) 

は、淡水域で 10 µg/L、海水域では 10 g/L 未満であった。 

予測環境中濃度 (PEC) と予測無影響濃度 (PNEC) の比は、淡水域で 0.11、海水域では 0.11

未満となるため、情報収集に努める必要があると考えられる。 

ただし、PEC 値 (10 µg/L) が検出された地点では、検出年度以外いずれも不検出であり、毎

年実施されている公共用水域水質調査においても検出率は非常に低いことから、本物質につい

ては今後も環境中濃度の推移を把握することとする。 

詳細な評価を行う 
候補と考えられる。 

現時点では作業は必要 
ないと考えられる。 

情報収集に努める必要
があると考えられる。

PEC/PNEC＝0.1 PEC/PNEC＝1［ 判定基準 ］ 
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本物質は、第 6 次とりまとめにおいて環境リスク初期評価結果が公表されているが、新た

に環境実測データ（大気）が得られたため、改めて初期評価を行った。 

 

１．物質に関する基本的事項 

（1）分子式・分子量・構造式 

物質名： N,N-ジシクロヘキシルアミン 
（別の呼称：ジシクロヘキシルアミン、N-シクロヘキシルシクロヘキサミン、ドデカ

ヒドロジフェニルアミン） 
CAS 番号：101-83-7 
化審法官報公示整理番号：3-2259（ジシクロヘキシルアミン）、3-2686（ジシクロヘキ

シルアミン） 
化管法政令番号： 1-188 
RTECS 番号：HY4025000 

分子式：C12H23N 

分子量：181.32 
換算係数：1 ppm = 7.42 mg/m3 (気体、25℃) 
構造式：  

 
 
 
 
 
 

（2）物理化学的性状 

本物質は常温で無色透明の液体で魚が腐ったような臭いがある1)。 

融点 -0.1℃2) , 3) , 4) 

沸点 
251℃(760 mmHg)2)、255.8℃(760 mmHg)3)、 
256℃(分解) 4)、253.8℃(98.7 kPa) 5) 

密度 0.9123 g/cm3 (20℃)2)、0.91 g/cm3 (25℃) 4) 

蒸気圧 
0.02 mmHg (=3 Pa) (25℃ ) 2)、0.05641 mmHg 
(=7.5207 Pa) (25℃)5) 

分配係数(1-ｵｸﾀﾉｰﾙ/水) (log Kow) 2.724 (25℃)5)、4.4 (KOWWIN6)により計算) 

解離定数(pKa) 10.42),3) 

水溶性(水溶解度) 800 mg/L (計算値)4) 

（3）環境運命に関する基礎的事項 

本物質の分解性及び濃縮性は次のとおりである。 

生物分解性 

好気的分解（分解性が良好と判断される物質7)） 

分解率：BOD 76.9%、TOC 88.6%、GC 100% 

（試験期間：2 週間、被験物質濃度：100 mg/L、活性汚泥濃度：30 mg/L）8)

 

［6］N,N-ジシクロヘキシルアミン            

H
N
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化学分解性 

OH ラジカルとの反応性（大気中） 

反応速度定数： 130×10-12 cm3/(分子･sec)（AOPWIN9) により計算） 

半減期：0.49～4.9 時間（OH ラジカル濃度を 3×106～3×105分子/cm3 10)と仮定し

て計算） 

 

加水分解性 

 環境条件下では加水分解しないと考えられる11) 

 

生物濃縮性 

 生物濃縮係数(BCF)：350（BCFWIN12) により計算） 

 

土壌吸着性 

 土壌吸着定数(Koc)：433（計算値、プロトン化体）11) 

 

（4）製造輸入量及び用途 

① 生産量・輸入量等 

化審法に基づき公表された製造・輸入数量の推移を表 1.1 に示す13),14),15),16),17),18)。 

 

表 1.1 製造・輸入数量の推移 

平成(年度) 21 22 23 24 25 

製造・輸入数量(t) a) 2,069 b) 4,000 c) 2,000 c) 3,000 c) 2,000 c) 

注：a) 平成 22 年度以降の製造・輸入数量の届出要領は、平成 21 年度までとは異なっている。 
b) 製造数量は出荷量を意味し、同一事業所内での自家消費分を含んでいない値を示す。 
c) 製造数量は出荷量を意味し、同一事業者内での自家消費分を含んでいない値を示す。 

 

「化学物質の製造・輸入量に関する実態調査」による製造（出荷）及び輸入量を表 1.2 に

示す19),20),21)。 

表 1.2 製造（出荷）及び輸入量 

平成(年度) 13 16 19 

製造（出荷）及び 
輸入量 

1,000～10,000 t 
/年未満 

1,000～10,000 t 
/年未満 

1,000～10,000 t 
/年未満 

注： 化学物質を製造した企業及び化学物質を輸入した商社等のうち、1 物質 1 トン以上の製造又は輸入

をした者を対象に調査を行っているが、全ての調査対象者からは回答が得られていない。 

 

本物質について、OECD に報告している本物質の生産量は、1,000～10,000 t/年未満、輸入量

は 1,000 t/年未満である。また、本物質の化学物質排出把握管理促進法（化管法）における製

造・輸入量区分は 100t 以上である22)。 
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② 用 途 

本物質の主な用途は防錆剤、ゴム薬品、界面活性剤、染料の原料である1)。 

 

（5）環境施策上の位置付け 

本物質は化学物質排出把握管理促進法第一種指定化学物質（政令番号：188）に指定され

ている。 

本物質は生態影響の観点から水環境保全に向けた取組のための要調査項目に選定されて

いる。 

なお、本物質は旧化学物質審査規制法（平成 15 年改正法）において第二種監視化学物質

（通し番号：1084）、第三種監視化学物質（通し番号：275）に指定されていた。 
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２．曝露評価 

環境リスクの初期評価のため、わが国の一般的な国民の健康や水生生物の生存・生育を

確保する観点から、実測データをもとに基本的には化学物質の環境からの曝露を中心に評

価することとし、データの信頼性を確認した上で安全側に立った評価の観点から原則とし

て最大濃度により評価を行っている。 

（1）環境中への排出量 

本物質は化管法の第一種指定化学物質である。同法に基づき公表された、平成 25 年度の

届出排出量1)、届出外排出量対象業種・非対象業種・家庭・移動体2),3) から集計した排出量

等を表 2.1 に示す。なお、届出外排出量非対象業種・家庭・移動体の推計はなされていなか

った。 

 

表 2.1 化管法に基づく排出量及び移動量（PRTR データ）の集計結果（平成 25 年度） 

大気 公共用水域 土壌 埋立 下水道 廃棄物移動 対象業種 非対象業種 家庭 移動体

全排出・移動量 3,867 3,567 3 0 6,392 171,058 2,820 - - - 7,438 2,820 10,258

Ｎ，Ｎ－ジシクロヘキシルアミン

業種等別排出量(割合) 3,867 3,567 3 0 6,392 171,058 2,820 0 0 0

2,820 届出 届出外

(100%) 73% 27%

2,800 0 0 0 0 340

(72.4%) (0.2%)

0 2,500 0 0 0 5,060

(70.1%) (3.0%)

667 813 0 0 6,340 124,767

(17.3%) (22.8%) (99.2%) (72.9%)

340 30 3 0 0 16,472

(8.8%) (0.8%) (100%) (9.6%)

59 193 0 0 52 17,017

(1.5%) (5.4%) (0.8%) (9.9%)

0 21 0 0 0 1,200

(0.6%) (0.7%)

0.5 10 0 0 0 3,842

(0.01%) (0.3%) (2.2%)

0 0 0 0 0 1,400

(0.8%)

0 0 0 0 0 960

(0.6%)

総排出量の構成比(%)

下水道業

金属製品製造業

鉄鋼業

輸送用機械器具

製造業

一般機械器具製造業

化学工業

非鉄金属製造業

石油製品・石炭製品

製造業

電気機械器具製造業

船舶製造・修理業、

舶用機関製造業

届出 届出外　　(国による推計) 総排出量　　(kg/年)

排出量　　(kg/年) 移動量　　(kg/年) 排出量　　(kg/年) 届出

排出量

届出外

排出量
合計

 

 

本物質の平成 25 年度における環境中への総排出量は、約 10 t となり、そのうち届出排出

量は約 7.4 t で全体の 73%であった。届出排出量のうち約 3.9 t が大気、約 3.6 t が公共用水域

へ排出されるとしており、大気への排出量が多い。この他に下水道への移動量が約 6.4 t、

廃棄物への移動量が約 170 t であった。届出排出量の主な排出源は、大気への排出が多い業

種は金属製品製造業（72%）、輸送用機械器具製造業（17%）であり、公共用水域への排出

が多い業種は鉄鋼業（70%）、輸送用機械器具製造業（23%）であった。 

表 2.1 に示したように PRTR データでは、届出排出量は媒体別に報告されているが、届出

外排出量の推定は媒体別には行われていないため、届出外排出量対象業種の媒体別配分は

届出排出量の割合をもとに行った。届出排出量と届出外排出量を媒体別に合計したものを

表 2.2 に示す。 
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表 2.2 環境中への推定排出量 

媒  体 推定排出量(kg) 

大  気 

水  域 

土  壌 

3,968 

6,286 

3 

 

（2）媒体別分配割合の予測 

本物質の環境中の媒体別分配割合は、環境中への推定排出量を基に USES3.0 をベースに

日本固有のパラメータを組み込んだ Mackay-Type Level III 多媒体モデル4)を用いて予測した。

予測の対象地域は、平成 25 年度に環境中及び大気への排出量が最大であった千葉県（大気

への排出量 2.8 t）、公共用水域への排出量が最大であった和歌山県（公共用水域への排出量

2.5 t）及び土壌への排出量が最大であった新潟県（大気への排出量 0.013 t、公共用水域への

排出量 0.0022 t、土壌への排出量 0.0033 t）とした。予測結果を表 2.3 に示す。 

 
表 2.3 媒体別分配割合の予測結果 

媒 体 

分配割合(%) 
上段：排出量が最大の媒体、下段：予測の対象地域 

環境中 大 気 公共用水域 土壌 

千葉県 千葉県 和歌山県 新潟県 

大 気 39.4 39.4 0.0 1.9 

水 域 34.4 34.4 98.5 63.3 

土 壌 23.5 23.5 0.0 28.3 

底 質 2.7 2.7 1.4 6.5 

注：数値は環境中で各媒体別に最終的に分配される割合を質量比として示したもの。 

 

（3）各媒体中の存在量の概要 

本物質の環境中等の濃度について情報の整理を行った。媒体ごとにデータの信頼性が確

認された調査例のうち、より広範囲の地域で調査が実施されたものを抽出した結果を表 2.4

に示す。 

 
表 2.4 各媒体中の存在状況 

媒 体 
幾何 算術 

最小値 最大値 a) 検出 
検出率 

調査 測定

年度
文献

平均値 a) 平均値 下限値 b) 地域 
                    

一般環境大気  µg/m3 <0.009 <0.009 <0.009 <0.009 0.009 0/20 全国 2009 5)

             

室内空気 µg/m3          

             

食物 µg/g <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.005 0/50 全国 2006 6)
             

飲料水 µg/L          
             

地下水 µg/L          

             

土壌 µg/g          
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媒 体 
幾何 算術 

最小値 最大値 a) 検出 
検出率 

調査 測定

年度
文献

平均値 a) 平均値 下限値 b) 地域 
公共用水域・淡水   µg/L <0.01 <0.01 <0.01 0.02 0.01 1/10 神奈川県 2013 7)

  0.01 0.02 < 0.01 0.2 0.01 20/47 全国 2001 8)

             

公共用水域・海水   µg/L <0.01 0.013 < 0.01 0.03 0.01 1/3 三重県、 
愛媛県、 
広島県 

2001 8)

             

底質(公共用水域・淡水) µg/g <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 0/3 神奈川県 2013 7)
           

底質(公共用水域・海水) µg/g         
          

魚類(公共用水域・淡水) µg/g <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 0/2 神奈川県 2013 7)
          

魚類(公共用水域・海水) µg/g         
             

注：a) 最大値又は幾何平均値の欄の太字で示した数字は、曝露の推定に用いた値を示す。 
   b) 検出下限値の欄の斜体で示されている値は、定量下限値として報告されている値を示す。 

（4）人に対する曝露量の推定（一日曝露量の予測最大量） 

一般環境大気及び食物の実測値を用いて、人に対する曝露の推定を行った（表 2.5）。化

学物質の人による一日曝露量の算出に際しては、人の一日の呼吸量、飲水量及び食事量を

それぞれ 15 m3、2 L 及び 2,000 g と仮定し、体重を 50 kg と仮定している。 

 
表 2.5 各媒体中の濃度と一日曝露量 

  媒  体 濃  度 一 日 曝 露 量 
        
  大気     
  一般環境大気 0.009 µg/m3未満程度 (2009)  0.0027 µg/kg/day 未満程度 

  室内空気 データは得られなかった データは得られなかった 

平      
  水質    
  飲料水 データは得られなかった データは得られなかった 
  地下水 データは得られなかった データは得られなかった 
均 公共用水域・淡水 過去のデータではあるが 0.01 µg/L 程度

(2001) 
過 去 の デ ー タ で は あ る が 0.0004
µg/kg/day 程度 

      
  食 物 0.005 µg/g 未満程度 (2006) 0.2 µg/kg/day 未満程度 
  土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 
       

    

  大気   

  一般環境大気 0.009 µg/m3未満程度 (2009)  0.0027 µg/kg/day 未満程度 

最  室内空気 データは得られなかった データは得られなかった 

     

大 水質   
 飲料水 データは得られなかった データは得られなかった 
値  地下水 データは得られなかった データは得られなかった 
 公共用水域・淡水 過去のデータではあるが 0.2 µg/L 程度

(2001) 
過去のデータではあるが 0.008 µg/kg/day
程度 

      
  食 物 0.005 µg/g 未満程度 (2006) 0.2 µg/kg/day 未満程度 
  土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 
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人の一日曝露量の集計結果を表 2.6 に示す。 

吸入曝露の予測最大曝露濃度は、一般環境大気のデータから 0.009 µg/m3未満程度となっ

た。一方、化管法に基づく平成 25 年度の大気への届出排出量をもとに、プルーム・パフモ

デル9)を用いて推定した大気中濃度の年平均値は、最大で 0.79 μg/m3 となった。 

経口曝露の予測最大曝露量は、食物のデータから算定すると 0.2 µg/kg/day 未満程度であ

った。なお、食物と過去のデータではあるが公共用水域・淡水のデータから算出した経口

曝露の予測最大曝露量は 0.008 µg/kg/day 程度以上 0.2 µg/kg/day 未満程度となった。 

一方、化管法に基づく平成 25 年度の公共用水域・淡水への届出排出量を全国河道構造デ

ータベース10)の平水流量で除し、希釈のみを考慮した河川中濃度を推定すると、最大で 3.6 

μg/L となった。推定した河川中濃度を用いて経口曝露量を算出すると 0.14 μg/kg/day となっ

た。 

 
表 2.6 人の一日曝露量 

媒 体 平均曝露量（μg/kg/day） 予測最大曝露量（μg/kg/day） 

大 気 
 一般環境大気 0.0027 0.0027 

 室内空気   

   飲料水   

水 質  地下水   

   公共用水域・淡水 (過去のデータではあるが 0.0004) (過去のデータではあるが 0.008)

 食 物   0.2 0.2 

 土 壌     

 経口曝露量合計 0.2 0.2 

  参考値 1 0.0004+0.2 0.008+0.2 

 総曝露量 0.2027 0.2027 

  参考値 1 0.0004+0.2027 0.008+0.2027 

注：1）アンダーラインを付した値は、曝露量が「検出(定量)下限値未満」とされたものであることを示す。 
2）総曝露量は、吸入曝露として一般環境大気を用いて算定したものである。 
3）（ ）内の数字は、経口曝露量合計の算出に用いていない。 
4）参考値 1 は、過去のデータを用いた場合を示す。 

 

（5）水生生物に対する曝露の推定（水質に係る予測環境中濃度：PEC） 

本物質の水生生物に対する曝露の推定の観点から、水質中濃度を表 2.7 のように整理した。

水質について安全側の評価値として予測環境中濃度（PEC）を設定できるデータは得られな

かった。なお、公共用水域の淡水域では過去のデータではあるが 0.2 µg/L程度、海水域では

過去のデータではあるが概ね 0.03 µg/L となった。 

化管法に基づく平成 25 年度の公共用水域・淡水への届出排出量を全国河道構造データベ

ース10)の平水流量で除し、希釈のみを考慮した河川中濃度を推定すると、最大で 3.6 μg/L と

なった。 
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表 2.7 公共用水域濃度 

水 域 平   均 最 大 値 

淡 水 
 
 
 

海 水 

データは得られなかった 
[過去のデータではあるが 0.01 µg/L程度

（2001）] 
 

データは得られなかった 
[過去のデータではあるが概ね 0.01 µg/L

未満（2001）] 

データは得られなかった 
[過去のデータではあるが0.2 µg/L程度

（2001）] 
 

データは得られなかった 
[過去のデータではあるが概ね 0.03 µg/L

（2001）] 
注：1) 環境中濃度での（ ）内の数値は測定年度を示す。 
    2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む。 
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３．健康リスクの初期評価 

健康リスクの初期評価として、ヒトに対する化学物質の影響についてのリスク評価を行った。 

（1）体内動態、代謝 

本物質は経口や吸入、皮膚から吸収される 1) 。 

ラットに本物質を吸入させた結果、血中のアミン濃度の増加がみられた。また、ウサギ

に 85 mg/kg を経口投与、ウサギの耳を本物質溶液中に 3 時間浸漬した結果、アミン濃度の

増加は血中ではみられなかったが、尿中でアミン濃度の増加がみられた 1) 。 

ラットに 17.5 mg（約 63～106 mg/kg）を経口投与した結果、3 日間で投与量の 26～44％が

未変化体のまま尿中に排泄されたが、その大部分は、24 時間以内に排泄されたものであっ

た 1) 。 

ウサギの皮膚に塗布した結果、吸収されたとした報告がある 2) 。 

シクラメートをラットに 8 ヵ月間混餌投与したところ、微量の本物質が排泄されたとし

た報告があるが 3) 、ラットやヒトではシクラメートの代謝物として本物質は検出されなか

ったとした報告もある 4) 。 

本物質は細胞の増殖・分化に関与するスペルミジンの合成を阻害し 5～8) 、癌細胞を移植

したマウスで抗腫瘍作用を認めたとした報告がある 9) 。しかし、シクロヘキシルアミンに

はスペルミジン合成阻害作用があるが、本物質にはないとも指摘されている 10) 。その後、

本物質を用いた実験でもスペルミジンの合成阻害が認められており 11, 12, 13) 、本物質の分解

（代謝）によるシクロヘキシルアミンの生成も考えられた 12) 。 

 

（2）一般毒性及び生殖・発生毒性 

① 急性毒性 

表 3.1 急性毒性 

動物種 経路 致死量、中毒量等 
ラット 経口 LD50 240 mg/kg 14) 
ラット 経口 LD50 373 mg/kg 15) 
マウス 経口 LD50 500 mg/kg 15) 
ラット 吸入 LCLo >1,400 mg/m3 (6hr) 14) 
マウス 吸入 LC50 1,000 mg/m3 15) 
ウサギ 吸入 LCLo >1,400 mg/m3 (6hr) 14) 
ウサギ 経皮 LD50 200< <316 mg/kg 14) 

注：（ ）内の時間は曝露時間を示す。 

 

本物質は眼、皮膚、気道に対して腐食性を示し、吸入すると咽頭痛、咳、灼熱感、息切

れ、息苦しさを生じ、肺水腫を起こすことがある。経口摂取では灼熱感、腹痛、ショック

又は虚脱を生じ、眼や皮膚に付くと痛み、発赤、熱傷を生じる 16) 。 

 

② 中・長期毒性  

ア）Sprague-Dawley ラット雌雄各 5 匹を 1 群とし、0、20、40、80、160 mg/kg/day を 2 週間
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強制経口投与した結果、160 mg/kg/day 群の雄 2 匹、雌 4 匹が死亡した。80 mg/kg/day 群で

死亡はなかったが、雌雄で流涎、雌で体重増加の抑制を認め、40 mg/kg/day 群でも流涎が

みられた。なお、剖検時の所見や臓器重量に影響はみられなかった 17) 。この結果から、

NOAEL は 20 mg/kg/day であった。 

イ）Sprague-Dawley ラット雌雄各 5～13 匹を 1 群とし、0、20、70、200 mg/kg/day を 28 日

間強制経口投与した結果、200 mg/kg/day 群の雌雄各 8 匹が死亡し、剖検では死亡した雄 1

匹で広汎な心筋変性がみられたが、他のラットでは同様の変化はみられず、他の器官にも

異常はなかった。200 mg/kg/day 群の雌雄で流涎や痙攣、姿勢の異常、散瞳、呼吸異常、

異常発声などの神経症状がみられ、70 mg/kg/day 群の雌雄で流涎、雄で痙攣を認めた。ま

た、200 mg/kg/day 群の雌雄で体重増加の有意な抑制を認め、雌で白血球数の増加や雌雄

で副腎重量の増加がみられた。本物質には交感神経終末におけるノルアドレナリンの再吸

収阻害作用が認められており、上記の一般状態の変化や死亡の原因は交感神経の過剰な興

奮によるものと考えられた 18) 。この結果から、NOAEL は 20 mg/kg/day であった。 

ウ）Sprague-Dawley ラット雄 12 匹を 1 群とし、0、20、40、80 mg/kg/day を 49 日間強制経

口投与した結果、80 mg/kg/day 群で体重増加の抑制を認めた 17) 。この結果から、NOAEL

は 40 mg/kg/day であった。 

エ）ラット及びマウス（系統等不明）に 110 mg/m3を 30 日間（2 時間/日）吸入させた結果、

ラットでは 1 週目に嗜眠の増加を認め、肝臓及び腎臓でジストロフィー性の変化がみられ

たが、血液成分やプロトロンビン時間、臓器重量に影響はなかった。マウスでは一般状態

や組織等に影響はなく、曝露期間の終了後に行った遊泳試験結果にも異常はなかった 19) 

とした報告がある。 

 

③ 生殖・発生毒性 

ア）Sprague-Dawley ラット雌雄各 5～13 匹を 1 群とし、0、20、70、200 mg/kg/day を 28 日

間強制経口投与した結果、70 mg/kg/day 以上の群で卵巣重量の減少を認めたが、組織への

影響はなく、精巣への影響もなかった 18) 。 

イ）Sprague-Dawley ラット雌雄 12 匹を 1 群とし、0、20、40、80 mg/kg/day を交尾前 14 日

から雄に 49 日間、雌には哺育 3 日目まで強制経口投与した結果、80 mg/kg/day 群の雌 2

匹が死亡し、雌雄で体重増加の抑制を認めた。80 mg/kg/day 群で死産仔数の有意な増加と

出生仔数及び出生率の有意な減少を認め、哺育異常（仔集め不良）がみられて仔の 4 日生

存率は有意に低く、0、4 日目の新生仔体重も有意に低かった。しかし、卵巣の組織や黄

体数、着床率、出産率等に影響はなく、雄では体重増加の抑制によって精巣相対重量の有

意な増加を示した以外には、生殖器の組織や精子数等に影響はなかった。また、奇形等の

発生増加もなかった 17) 。この結果から、NOAEL は雌及び新生仔で 40 mg/kg/day、雄で 80 

mg/kg/day であった。 
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④ ヒトへの影響 

ア）本物質に対する職業曝露の経験では、50 ppm（388 mg/m3）に 60 分間曝露されると重度

の中毒症状を引き起こし、40 ppm（302 mg/m3）でも曝露が長引けば疾病症状の原因とな

る。20 ppm（151 mg/m3）以上の濃度は労働環境として十分な条件ではない 20) 。 

イ）本物質は有毒であり、経口致死量は 50～500 mg/kg 程度で、体重 70 kg の場合、小さじ

1 杯から 1 オンス（28 g）に相当する 21) 。 

 

（3）発がん性 

①主要な機関による発がんの可能性の分類 

国際的に主要な機関での評価に基づく本物質の発がんの可能性の分類については、表 3.2

に示すとおりである。 
 

表 3.2 主要な機関による発がんの可能性の分類 

機 関（年） 分  類 

WHO IARC －  

EU EU －  

USA 

EPA －  

ACGIH －  

NTP －  

日本 日本産業衛生学会 －  

ドイツ DFG －  

 

② 発がん性の知見 

○ 遺伝子傷害性に関する知見 

in vitro 試験系では、代謝活性化系（S9）添加の有無にかかわらずネズミチフス菌 22～26) 、

大腸菌 26) で遺伝子突然変異を誘発しなかった。S9 添加、無添加のチャイニーズハムスター

肺細胞（CHL）27) 及び S9 無添加のヒトリンパ球 28) で染色体異常を誘発したが、S9 無添加

の大腸菌で DNA 傷害 29)、ヒト子宮癌細胞（Hela S3）で DNA 合成阻害 29) 、ラット肝細胞で

粗面小胞体の脱顆粒 29) を誘発しなかった。また、S9 添加の有無にかかわらずヒト肺細胞

（W1-38）、ヒト肝細胞（Chang liver）、シリアンハムスター腎細胞（BHK-21 C13）で細胞形

質転換を誘発しなかった 22) 。 

in vivo 試験系では、マウスで実施したテトラゾリウム還元試験の結果は陽性であったが、

皮下移植試験、皮脂腺試験は陰性の結果であった 22) 。 

 

○ 実験動物に関する発がん性の知見 

ラット雌雄各 25 匹（系統不明）を 1 群とし、30 mg（約 120 mg/kg）の皮下投与を繰り返

したところ、8 週間後に投与部位で壊死が生じたため、混餌投与に変更して約 25 mg を 52
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週間（6 日/週）投与した結果、多くが肺炎で死亡し、21 ヵ月後には 16 匹の生存であったが、

そのうちの 1 匹で肝腫瘍、22.5 ヵ月後の 1 匹で大網の肉腫がみられた 30) 。 

ラット雄 17 匹、雌 13 匹（系統不明）を 1 群とし、本物質の亜硝酸塩約 30 mg を 12 ヵ月

間（6 日/週）混餌投与した結果、17 ヵ月後に腸間膜の肉腫が 1 匹にみられた 30) 。 

D 系マウス雄 22 匹、雌 35 匹を 1 群とし、約 1.3 mg（約 65 mg/kg）を 11～12.5 ヵ月間毎

日皮下投与した結果、12 ヵ月以上生存したマウス 15 匹中の 4 匹で投与部に肉腫の発生がみ

られた 30) 。 

D 系マウス雄 31 匹、雌 23 匹を 1 群とし、本物質の亜硝酸塩約 1 mg を 12～13 ヵ月間毎日

皮下投与した結果、12 ヵ月以上生存したマウス 23 匹中の 5 匹で腫瘍の発生（2 匹で肝細胞

腺腫、1 匹で肺の乳頭状嚢胞腺腫、1 匹で肺の乳頭状腺腫、1 匹で肝臓の海綿状血管腫）がみ

られた 30) 。 

ラット雄 34 匹、雌 22 匹（系統不明）を 1 群とし、本物質の亜硝酸塩約 10 mg を毎週皮下

投与した結果、12 ヵ月以上生存したラット 31 匹中の 7 匹で多様な部位に腫瘍の発生がみら

れた 30) 。 

Wistar ラット雄 20 匹を 1 群とし、0、14.2 mg/kg/day の本物質の亜硝酸塩を生涯にわたっ

て混餌投与した結果、いずれの群にも腫瘍の発生はなく、上記の一連の実験結果を実証する

ことはできなかった。また、5、10、10 mg/kg/day を各 1 匹のイヌに生涯にわたって混餌投

与した実験でも腫瘍の発生はなかった 31) 。 

○ ヒトに関する発がん性の知見 

ヒトでの発がん性に関して、知見は得られなかった。 

 

（4）健康リスクの評価 

① 評価に用いる指標の設定 

非発がん影響については一般毒性及び生殖・発生毒性等に関する知見が得られているが、

発がん性については十分な知見が得られず、ヒトに対する発がん性の有無については判断

できない。このため、閾値の存在を前提とする有害性について、非発がん影響に関する知

見に基づき無毒性量等を設定することとする。 

経口曝露については、中・長期毒性イ）に示したラットの試験から得られた NOAEL 20 

mg/kg/day（流涎や痙攣）を慢性曝露への補正が必要なことから 10 で除した 2.0 mg/kg/day が

信頼性のある最も低用量の知見と判断し、これを無毒性量等に設定する。 

吸入曝露については、無毒性量等の設定ができなかった。 

 

② 健康リスクの初期評価結果 
 

表 3.3 経口曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露量 予測最大曝露量 無毒性量等 MOE 

経口 
飲料水 － － 

2.0 mg/kg/day ラット 
－ 

食物 0.2 µg/kg/day 未満程度 0.2 µg/kg/day未満程度 1,000 超
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詳細な評価を行う
候補と考えられる。

現時点では作業は必要
ないと考えられる。

情報収集に努める必要
があると考えられる。

MOE＝10 MOE＝100［ 判定基準 ］

経口曝露については、食物を通して摂取すると仮定した場合、平均曝露量、予測最大曝

露量はともに 0.2 µg/kg/day 未満程度であった。無毒性量等 2.0 mg/kg/day と予測最大曝露量

から、動物実験結果より設定された知見であるために 10 で除して求めた MOE（Margin of 

Exposure）は 1,000 超となる。なお、食物と過去のデータ（2001）ではあるが公共用水域・

淡水のデータから算出した最大曝露量は 0.008 µg/kg/day程度以上0.2 µg/kg/day未満程度であ

ったが、参考としてこれから MOE を算出すると 1,000 超 25,000 以下となる。また、化管法

に基づく平成 25 年度の公共用水域・淡水への届出排出量をもとに推定した高排出事業所の

排出先河川中濃度から算出した最大曝露量は 0.14 µg/kg/day であったが、参考としてこれか

ら算出した MOE は 1,400 となる。 

従って、本物質の経口曝露による健康リスクについては、現時点では作業は必要ないと

考えられる。 

 
表 3.4 吸入曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露濃度 予測最大曝露濃度 無毒性量等 MOE 

吸入 
環境大気 0.009 µg/m3未満程度 0.009 µg/m3未満程度 

－ － 
－ 

室内空気 － － － 
 

吸入曝露については、無毒性量等が設定できず、健康リスクの判定はできなかった。 

なお、吸収率を 100％と仮定し、経口曝露の無毒性量等を吸入曝露の無毒性量等に換算す

ると 6.7 mg/m3となるが、参考としてこれと予測最大曝露濃度 0.009 µg/m3未満程度から、動

物実験結果より設定された知見であるために10で除して算出したMOEは74,000超となる。

また、化管法に基づく平成 25 年度の大気への届出排出量をもとに推定した高排出事業所近

傍の大気中濃度（年平均値）の最大値は 0.79 µg/m3であったが、参考としてこれから算出し

た MOE は 850 となる。このため、本物質の一般環境大気の吸入曝露については、健康リス

クの評価に向けて吸入曝露の情報収集等を行う必要性は低いと考えられる。 
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４．生態リスクの初期評価 

水生生物の生態リスクに関する初期評価を行った。 

（1）水生生物に対する毒性値の概要 

本物質の水生生物に対する毒性値に関する知見を収集し、その信頼性及び採用の可能性を

確認したものを生物群（藻類、甲殻類、魚類及びその他生物）ごとに整理すると表 4.1 のとお

りとなった。 
 

表 4.1 水生生物に対する毒性値の概要 

生物群 

 
急 

性 
慢 
性 

毒性値 

[µg/L] 
生物名 生物分類／和名

エンドポイント

／影響内容 
曝露期間 

[日] 
試験の

信頼性 
採用の

可能性
文献 No.

藻 類  ○ 16 
Desmodesmus 
subspicatus 

緑藻類 
NOEC  
GRO (RATE) 

3 D C 3)-1 

  ○ 2,030*1 Pseudokirchneriella 
subcapitata 

緑藻類 
NOEC  
GRO (RATE) 

3 A A 2)  

 ○  >1,000 Desmodesmus 
subspicatus 

緑藻類 
EC50  
GRO (RATE) 

3 D C 3)-1 

 ○  >19,400*1 Pseudokirchneriella 
subcapitata 

緑藻類 
EC50  
GRO (RATE) 

3 A A 2) 

甲殻類  ○ 49 Daphnia magna オオミジンコ NOEC REP 21 A A 1) 

 ○  8,000 Daphnia magna オオミジンコ EC50   IMM 2 B*2 A 1) 

 ○  70,100 Daphnia magna オオミジンコ EC50   IMM 2 D C 3)-2 

魚 類 ○  12,000 Oryzias latipes メダカ LC50   MOR 4 A A 1) 

 ○  62,000 Danio rerio 
ゼブラフィッ

シュ 
LC50   MOR 4 D C 3)-3 

その他   － － － － － － － － 

毒性値（太字）：PNEC 導出の際に参照した知見として本文で言及したもの 

毒性値（太字下線）： PNEC 導出の根拠として採用されたもの 

試験の信頼性：本初期評価における信頼性ランク 
A：試験は信頼できる、B：試験は条件付きで信頼できる、C：試験の信頼性は低い、D：信頼性の判定不可、 
E：信頼性は低くないと考えられるが、原著にあたって確認したものではない 

採用の可能性：PNEC 導出への採用の可能性ランク 
A：毒性値は採用できる、B：毒性値は条件付きで採用できる、C：毒性値は採用できない 

エンドポイント 

EC50 (Median Effective Concentration)：半数影響濃度、LC50 (Median Lethal Concentration)：半数致死濃度、 

NOEC (No Observed Effect Concentration)：無影響濃度 

影響内容 

GRO (Growth)：生長（植物）、IMM (Immobilization)：遊泳阻害、MOR (Mortality)：死亡、 

REP (Reproduction）：繁殖、再生産 

毒性値の算出方法 

RATE：生長速度より求める方法（速度法） 

 

*1 文献 1) をもとに、試験時の実測濃度を用いて速度法により再計算した値 

*2 データのバラツキが大きいため、試験の信頼性を「B」とした。 
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評価の結果、採用可能とされた知見のうち、生物群ごとに急性毒性値及び慢性毒性値のそ

れぞれについて最も小さい毒性値を予測無影響濃度 (PNEC) 導出のために採用した。その知

見の概要は以下のとおりである。 
 

1）藻類 

環境庁 1)は、OECD テストガイドライン No.201 (1984) に準拠し、緑藻類 Pseudokirchneriella 

subcapitata（旧名 Selenastrum capricornutum）の生長阻害試験を GLP 試験として実施した。設

定試験濃度は 0（対照区）、1.0、2.2、4.6、10、22 mg/L（公比 2.2）であった。被験物質の実

測濃度は、試験終了時において設定濃度の 77～90%であり、毒性値の算出には実測濃度（試験

開始時と終了時の幾何平均値）が用いられた。最高濃度区においても阻害率は 50%を超えず、

速度法による 72 時間半数影響濃度 (EC50) は 19,400 μg/L 超とされた 2)。速度法による 72 時間

無影響濃度 (NOEC) は 2,030 μg/L であった 2)。 

 

2）甲殻類 

環境庁 1)は OECD テストガイドライン No. 202 (1984) に準拠し、オオミジンコ Daphnia 

magna の急性遊泳阻害試験を GLP 試験として実施した。試験は止水式で行われ、設定試験濃

度は 0（対照区）、4.6、10、22、46、100 mg/L（公比 2.2）であった。試験用水には脱塩素水

道水（硬度 55.2 mg/L、CaCO3 換算）が用いられた。被験物質の実測濃度は、試験開始時及び

終了時において、それぞれ設定濃度の 77～82%及び 83～87%であった。48 時間半数影響濃度 

(EC50) は、実測濃度（試験開始時と終了時の幾何平均値）に基づき8,000 μg/Lであった。なお、

データのバラツキが大きいことから試験の信頼性は「B」とした。 

また、環境庁 1)は OECD テストガイドライン No. 211 (1997 年 4 月提案) に準拠し、オオミジ

ンコ Daphnia magna の繁殖試験を GLP 試験として実施した。試験は半止水式（週 3 回換水）

で行われ、設定試験濃度は 0（対照区）、0.032、0.10、0.32、1.0、3.2 mg/L（公比 3.2）であっ

た。試験用水には脱塩素水道水（硬度 55.2 mg/L、CaCO3 換算）が用いられた。被験物質の実

測濃度は、換水前において設定濃度の 14～110%であり、毒性値の算出には実測濃度（時間加

重平均値）が用いられた。繁殖阻害（累積産仔数）に関する 21 日間無影響濃度 (NOEC) は 49 

μg/L であった。 

 

3）魚類 

環境庁 1)は OECD テストガイドライン No. 203 (1992) に準拠し、メダカ Oryzias latipes の急

性毒性試験を GLP 試験として実施した。試験は半止水式 (48 時間後換水) で行われ、設定試

験濃度は 0（対照区）、4.6、10、22、46、100 mg/L（公比 2.2）であった。試験用水として脱

塩素水道水（硬度 55.2 mg/L、CaCO3 換算）が用いられた。被験物質の実測濃度は、試験開始

時及び 48 時間後の換水前において、それぞれ設定濃度の 76～81%及び 80～81%であった。96

時間半数致死濃度 (LC50) は、実測濃度（試験開始時と48時間後の算術平均値）に基づき12,000 

μg/L であった。 
 

（2）予測無影響濃度 (PNEC) の設定 

急性毒性及び慢性毒性のそれぞれについて、上記本文で示した最小毒性値に情報量に応じ
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たアセスメント係数を適用し、予測無影響濃度 (PNEC) を求めた。 
 

急性毒性値 

藻 類 Pseudokirchneriella subcapitata 72 時間 EC50（生長阻害） 19,400 µg/L 超

甲殻類 Daphnia magna 48 時間 EC50（遊泳阻害） 8,000 µg/L 

魚 類 Oryzias latipes 96 時間 LC50  12,000 µg/L 

アセスメント係数：100［3 生物群（藻類、甲殻類及び魚類）について信頼できる知見が得ら

れたため］  

これらの毒性値のうち、最も小さい値（甲殻類の 8,000 µg/L）をアセスメント係数 100 で除

することにより、急性毒性値に基づく PNEC 値 80 µg/L が得られた。 
 

慢性毒性値 

藻 類 Pseudokirchneriella subcapitata 72 時間 NOEC（生長阻害） 2,030µg/L 

甲殻類 Daphnia magna 21 日間 NOEC（繁殖阻害） 49µg/L 

アセスメント係数：100［2 生物群（藻類及び甲殻類）の信頼できる知見が得られたため］  

2 つの毒性値のうち、小さい方（甲殻類の 49 µg/L）をアセスメント係数 100 で除することに

より、慢性毒性値に基づく PNEC 値 0.49 µg/L が得られた。 
 

本物質の PNEC としては、甲殻類の慢性毒性値から得られた 0.49 µg/L を採用する。 

 

（3）生態リスクの初期評価結果 

 
表 4.2 生態リスクの初期評価結果 

水 質 平均濃度 最大濃度 (PEC) PNEC 
PEC/ 

PNEC 比

公共用水域・淡水 

データは得られなかった 

[過去のデータではあるが 

0.01 µg/L程度 (2001)] 

データは得られなかった 

[過去のデータではあるが

0.2 µg/L程度 (2001)] 
0.49 

µg/L 

― 

公共用水域・海水 

データは得られなかった 

[過去のデータではあるが 

概ね0.01 µg/L未満 (2001)]

データは得られなかった 

[過去のデータではあるが

概ね0.03 µg/L (2001)] 
― 

     注：1) 環境中濃度での（ ）内の数値は測定年度を示す  
         2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む 

 

 

 

 

 

本物質については、予測環境中濃度 (PEC) を設定できるデータが得られなかったため、リ

スクの判定はできなかった。 

詳細な評価を行う 
候補と考えられる。

現時点では作業は必要 
ないと考えられる。 

情報収集に努める必要
があると考えられる。

PEC/PNEC＝0.1 PEC/PNEC＝1［ 判定基準 ］  
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過去のデータではあるが、淡水域で 0.2 µg/L 程度、海水域では概ね 0.03 µg/L という値が得

られており、その値と PNEC の比は淡水域では 0.4、海水域では 0.06 となる。 

本物質は第 6 次とりまとめ（平成 20 年）において公表されているが、PNEC が変更となる

ような新たな情報は得られなかった。一方で、平成 21 年から施行されている化管法に基づき、

平成 25 年度の公共用水域・淡水への届出排出量を全国河道構造データベースの平水流量で除

し、希釈のみを考慮した河川中濃度を推定すると、最大で 3.6 μg/L であり、この値と PNEC の

比は 7.3 となる。 

本物質については、生産量・輸入量等の推移や用途についてより正確に把握し、必要に応

じて生態影響や環境中濃度の情報を充実させることについて検討する必要があると考えられ

る。 
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7 ジビニルベンゼン 

本物質は、第 7 次とりまとめにおいて生態リスク初期評価結果が公表されているが、健康リ

スク初期評価を行うとともに、生態リスクについても再度初期評価を行った。 

 

１．物質に関する基本的事項 

（1）分子式・分子量・構造式 

物質名： ジビニルベンゼン 
（別名 ジエテニルベンゼン、ビニルスチレン） 
CAS 番号：1321-74-0 [91-14-5 (o-ジビニルベンゼン)、108-57-6 (m-ジビニルベンゼン)、

105-06-6 (p-ジビニルベンゼン)] 
化審法官報公示整理番号：3-14 
化管法政令番号：1-202 
RTECS 番号：CZ9370000、CZ9450000(m-体) 

分子式：C10H10 

分子量：130.19 
換算係数：1ppm= 5.32 mg/m3(気体、25℃) 
構造式： 
 
 
 
 
 CH2

C
H

H
C

CH2

          CH2
HC

H
C

CH2

     
 

 

（2）物理化学的性状 

本物質は、常温で無色または淡黄色の透明な液体である 1)。 

融点 
-20℃(o-体、MPBVPWIN2) により計算)、 
-52.2℃(m-体)3) 、-52.3℃(m-体) 4)、30℃(p-体) 3) 

沸点 
82℃(o-体、14 mmHg) 3)、121℃(m-体、76 mmHg) 3) , 4)、

95℃(p -体、18 mmHg) 3) 

密度 
0.9325 g/cm3 (o-体、22℃) 3)、 
0.9294 g/cm3 (m-体、20℃) 3)、 
0.913 g/cm3 (p-体、40℃) 3) 

蒸気圧 

0.66 mmHg (=88 Pa) (o-体、25℃、MPBVPWIN 2) によ

り計算)、0.58 mmHg (=77Pa) (m-体、25℃)4)、 
0.60 mmHg (=80 Pa) (p-体、25℃、MPBVPWIN 2) によ

り計算) 

分配係数（1-ｵｸﾀﾉｰﾙ/水）(logKow) 3.8 (o-体, m-体, p-体、KOWWIN5)により計算) 

解離定数（pKa）  

水溶性（水溶解度） 
53 mg/L (o-, m-, p-体、25℃、WSKOWWIN6)により計

算) 

（3）環境運命に関する基礎的事項 

本物質の分解性及び濃縮性は次のとおりである。 

［7］ジビニルベンゼン 

o-ジビニルベンゼン m-ジビニルベンゼン p-ジビニルベンゼン 
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7 ジビニルベンゼン 

生物分解性 

好気的分解 

分解率：BOD 0%(平均値)、GC(m-体) 1%(平均値)、GC(p-体) 3%(平均値) 

（試験期間：4 週間、被験物質濃度：100mg/L、活性汚泥濃度：30mg/L)7) 

化学分解性 

OH ラジカルとの反応性 （大気中） 

反応速度定数：54×10-12 cm3/(分子･sec) （o-体、m-体及び p-体、AOPWIN8) により計

算） 

半減期：1.2～12 時間（OH ラジカル濃度を 3×106～3×105分子/cm3 9)と仮定して計

算） 

オゾンとの反応性（大気中） 

反応速度定数：4.2×10-17 cm3/(分子･sec)（o-体、m-体及び p-体、AOPWIN8) により

計算） 

半減期：1.5～9.2 時間（オゾン濃度を 3×1012～5×1011 分子/cm3 9)と仮定し計算）

 

加水分解性 

 環境中で加水分解性の基をもたない 10) 

 

生物濃縮性（蓄積性がないまたは低いと判断される化学物質 11),注）） 
注) 公報公表名称は m-（又は p-）ジビニルベンゼン 

生物濃縮係数 (BCF)：  

・ピーク A (m-体) 

219～415 （試験生物：コイ、試験期間：6 週間、試験濃度：25 µg/L）12) 

264～433 （試験生物：コイ、試験期間：6 週間、試験濃度：2.5 µg/L）12) 

・ピーク B (p-体) 

206～402 （試験生物：コイ、試験期間：6 週間、試験濃度：25 µg/L）12) 

229～385 （試験生物：コイ、試験期間：6 週間、試験濃度：2.5 µg/L）12) 

（備考：m-ジビニルベンゼンをピーク A、p-ジビニルベンゼンをピーク B とし、 

被験物質の濃度表示は購入試料濃度で表示した 12)） 

 

土壌吸着性 

土壌吸着定数(Koc)： 

1,400 （o-体、m-体及び p-体、KOCWIN  13)により計算） 

 
 

（4）製造輸入量及び用途 

① 生産量・輸入量等 

本物質の市販品は、通常 m-体と p-体の混合物であり、本物質の含有量が異なる 3 種（57 %、

81 %、96 %）の製品がある 14)。 
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7 ジビニルベンゼン 

本物質の化審法に基づき公表された製造・輸入数量の推移を表 1.1 に示す 15),16),17),18),19)。 

 

表 1.1 製造・輸入数量の推移 

平成(年度) 19 20 21 22 

製造・輸入数量(t) a) 1,340 b) 1,202 b) 793 b) X c),d) 

平成(年度) 23 24 25 26 

製造・輸入数量(t)  a) 2,000 c) X c),d) X c),d) －e) 

注：a) 平成 22 年度以降の製造・輸入数量の届出要領は、平成 21 年度までとは異なっている。 
b) 製造数量は出荷量を意味し、同一事業所内での自家消費分を含んでいない値を示す。 
c) 製造数量は出荷量を意味し、同一事業者内での自家消費分を含んでいない値を示す。 
d) 届出事業者が 2 社以下のため、製造・輸入数量は公表されていない。 
e) 公表されていない。 

 

「化学物質の製造・輸入量に関する実態調査」による製造（出荷）及び輸入量を表 1.2 に

示す 20),21),22)。 

表 1.2 製造（出荷）及び輸入量 

平成(年度) 13 16 19 

製造（出荷）及び 
輸入量 a) 

－b) 
1,000～10,000 t 

/年未満 
－b) 

注： a) 化学物質を製造した企業及び化学物質を輸入した商社等のうち、1 物質 1 トン以上の製造又は輸

入をした者を対象に調査を行っているが、全ての調査対象者からは回答が得られていない。 
     b) 公表されていない。 

 

本物質の生産量 23)の推移を表 1.3 に示す。 

 
表 1.3 生産量の推移 

平成（年） 16 17 18 19 20 

生産量（t） 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

平成（年） 21 22 23 24 25 

生産量（t） 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 
注：a) 推定値 

     

本物質について、OECD に報告している本物質の生産量は 1,000～10,000 t/年未満である。

また、本物質の化学物質排出把握管理促進法（化管法）における製造・輸入量区分は 100 t

以上である 24)。 

 

本物質は、焼却炉から排出されるとの報告がある 25)。 

 

② 用 途 

本物質の主な用途は、イオン交換樹脂、合成ゴム、イオン交換膜、ABS 樹脂、MBS 樹脂、

不飽和ポリエステル樹脂などスチレン系樹脂の架橋剤である 1)。 
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7 ジビニルベンゼン 

（5）環境施策上の位置付け 

本物質は、化学物質排出把握管理促進法第一種指定化学物質（政令番号: 202）に指定され

ている。 

本物質は、有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質に選定されている。 

なお、本物質は旧化学物質審査規制法（平成 15 年改正法）において第三種監視化学物質（通

し番号:62）に指定されていた。 
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２．曝露評価 

環境リスクの初期評価のため、わが国の一般的な国民の健康や水生生物の生存・生育を確保

する観点から、実測データをもとに基本的には化学物質の環境からの曝露を中心に評価するこ

ととし、データの信頼性を確認した上で安全側に立った評価の観点から原則として最大濃度に

より評価を行っている。 

 

（1）環境中への排出量 

ジビニルベンゼンは化管法の第一種指定化学物質である。同法に基づき公表された、平成 25

年度の届出排出量 1)、届出外排出量対象業種・非対象業種・家庭・移動体 2) から集計した排出

量等を表 2.1 に示す。なお、届出外排出量対象業種・非対象業種・家庭・移動体の推計はなさ

れていない。 

 
表 2.1 化管法に基づく排出量及び移動量（PRTR データ）の集計結果（平成 25 年度） 

（ジビニルベンゼンとして） 

大気 公共用水域 土壌 埋立 下水道 廃棄物移動 対象業種 非対象業種 家庭 移動体

全排出・移動量 421 84 0 0 0 3,261 - - - - 505 - 505

ジビニルベンゼン

業種等別排出量(割合) 421 84 0 0 0 3,261 0 0 0 0

421 84 0 0 0 2,857 届出 届出外

(100%) (100%) (87.6%) 100% -

0 0 0 0 0 220

(6.7%)

0 0 0 0 0 184

(5.6%)

届出 届出外　　(国による推計) 総排出量　　(kg/年)

排出量　　(kg/年) 移動量　　(kg/年) 排出量　　(kg/年) 届出

排出量

届出外

排出量
合計

総排出量の構成比(%)

化学工業

窯業・土石製品

製造業

プラスチック製品

製造業  
 

ジビニルベンゼンの平成 25 年度における環境中への総排出量は、0.5 t となり、すべて届出排

出量であった。届出排出量のうち約 0.42 t が大気、0.084 t が公共用水域へ排出されるとしてお

り、大気への排出量が多い。この他に廃棄物への移動量が約 3.3 t であった。届出排出量の排出

源は、化学工業のみであった。 

 

（2）媒体別分配割合の予測 

本物質の環境中の媒体別分配割合は、環境中への推定排出量を基に USES3.0 をベースに日

本固有のパラメータを組み込んだ Mackay-Type Level III 多媒体モデル 3)を用いて予測した。

予測の対象地域は、平成 25 年度に環境中、公共用水域及び大気への排出量が最大であった

福島県（公共用水域への排出量 0.079 t、大気への排出量 0.022 t）とした。予測結果を表 2.2

に示す。 
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表 2.2 媒体別分配割合の予測結果 

媒 体 

分配割合(%) 
上段：排出量が最大の媒体、下段：予測の対象地域 

環境中 大 気 公共用水域 

福島県 福島県 福島県 

大 気 65.1 65.1 65.1 

水 域 19.3 19.3 19.3 

土 壌 5.5 5.5 5.5 

底 質 10.1 10.1 10.1 
注：数値は環境中で各媒体別に最終的に分配される割合を質量比として示したもの。 

 

（3）各媒体中の存在量の概要 

本物質の環境中等の濃度について情報の整理を行った。媒体ごとにデータの信頼性が確認さ

れた調査例のうち、より広範囲の地域で調査が実施されたものを抽出した結果を表 2.3 に示

す。 

 
表 2.3 各媒体中の存在状況 

媒 体 
幾何 

平均値 a) 
算術 

平均値
最小値 最大値 a)

検出 
下限値

検出率 調査地域 測定年度 文 献 

                      

一般環境大気  µg/m3 <0.013 <0.013 <0.013 <0.013 0.013 0/10 全国 2014 4) 
             

室内空気 µg/m3          

             

食物 µg/g          
             

飲料水 µg/L          
             

地下水 µg/L          
             

土壌 µg/g          
             

公共用水域・淡水  µg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.002 0/4 茨城県、 
神奈川県、 
和歌山県 

2006 5) 

             

公共用水域・海水   µg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.002 0/1 香川県 2006 5) 
             

底質(公共用水域・淡水) µg/g          
                      

底質(公共用水域・海水) µg/g          
           

魚類(公共用水域・淡水) µg/g          

           

魚類(公共用水域・海水) µg/g          

             

注：a) 最大値または幾何平均値の欄の太字で示した数字は、曝露の推定に用いた値を示す。 
 

（4）人に対する曝露量の推定（一日曝露量の予測最大量） 

一般環境大気及び公共用水域・淡水の実測値を用いて、人に対する曝露の推定を行った（表

2.4）。化学物質の人による一日曝露量の算出に際しては、人の一日の呼吸量、飲水量及び食事
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量をそれぞれ 15m3、2L 及び 2,000g と仮定し、体重を 50kg と仮定している。 

 
表 2.4 各媒体中の濃度と一日曝露量 

  媒  体 濃  度 一 日 曝 露 量 

  大気     

  一般環境大気 0.013 µg/m3未満程度 (2014)  0.0039 µg/kg/day 未満程度 

  室内空気 データは得られなかった データは得られなかった 

平       

  水質   

  飲料水 データは得られなかった データは得られなかった 

  地下水 データは得られなかった データは得られなかった 

均 公共用水域・淡水 概ね 0.002 µg/L 未満 (2006) 概ね 0.00008 µg/kg/day 未満 

        

  食 物 データは得られなかった データは得られなかった 

  土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 

        

  大気     

  一般環境大気 0.013 µg/m3未満程度 (2014)  0.0039 µg/kg/day 未満程度 

  室内空気 データは得られなかった データは得られなかった 

最       

 水質     

大 飲料水 データは得られなかった データは得られなかった 

 地下水 データは得られなかった データは得られなかった 

値 公共用水域・淡水 概ね 0.002 µg/L 未満 (2006) 概ね 0.00008 µg/kg/day 未満 

        

  食 物 データは得られなかった データは得られなかった 

  土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 

        

 

人の一日曝露量の集計結果を表 2.5 に示す。 

吸入曝露の予測最大曝露濃度は、一般環境大気のデータから 0.013 µg/m3未満程度となった。

一方、化管法に基づく平成 25 年度の大気への届出排出量をもとに、プルーム・パフモデル 6)を

用いて推定した大気中濃度の年平均値は、最大で 0.44 µg/m3となった。 

経口曝露の予測最大曝露量は、公共用水域・淡水のデータから算定すると概ね 0.00008 

µg/kg/day 未満であった。 

生物濃縮性は高くないため、本物質の環境媒体から食物経由の曝露量は少ないと考えられ

る。 

 
表 2.5 人の一日曝露量 

 媒 体   平均曝露量（μg/kg/day） 予測最大曝露量（μg/kg/day） 

大 気  一般環境大気 0.0039 0.0039 

   室内空気   

   飲料水   

水 質  地下水   

   公共用水域・淡水 0.00008 0.00008 

 食 物     

－173－



7 ジビニルベンゼン 

 媒 体   平均曝露量（μg/kg/day） 予測最大曝露量（μg/kg/day） 

 土 壌     

 経口曝露量合計 0.00008 0.00008 

 総曝露量 0.00398 0.00398 

注：1) アンダーラインを付した値は、曝露量が「検出下限値未満」とされたものであることを示す。 
2) 総曝露量は、吸入曝露として一般環境大気を用いて算定したものである。 

 

（5）水生生物に対する曝露の推定（水質に係る予測環境中濃度：PEC） 

本物質の水生生物に対する曝露の推定の観点から、水質中濃度を表 2.6 のように整理した。

水質について安全側の評価値として予測環境中濃度（PEC）を設定すると、公共用水域の淡水

域では概ね 0.002 g/L 未満となり、同海水域では 0.002 g/L 未満の報告があった。 

 
表 2.6 公共用水域濃度 

水 域 平  均 最 大 値 

淡 水 
 

海 水 

概ね 0.002 µg/L 未満 (2006)
 

0.002 µg/L 未満の報告があ

る (2006) 

概ね 0.002 µg/L 未満 (2006) 
 

0.002 µg/L 未満の報告があ

る (2006) 
   注：1) （  ）内の数値は測定年度を示す。 

 2)  淡水は河川河口域を含む。 
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３．健康リスクの初期評価 

健康リスクの初期評価として、ヒトに対する化学物質の影響についてのリスク評価を行った。 

（1）体内動態、代謝 

ラットに 14C でラベルしたジビニルベンゼン（DVB）の m-体（mDVB）40、400、1,200 mg/kg

を単回強制経口投与した結果、72 時間で投与した放射活性の 72％、76％、89％が尿中に、20％、

20％、5％が糞中に排泄され、尿中への排泄は 40 mg/kg 群が最も速く、1,200 mg/kg 群が最も遅

かった。40 mg/kg の静脈内投与では、72 時間で投与量の 82％が尿中に、10％が糞中に排泄され

た。呼気中への排泄はいずれの場合も 2％未満であった 1) 。 

ラットに 400 mg/kg/day の mDVB を 11 日間強制経口投与した試験では、3、7、11 日に 14C ラ

ベル体を投与して 12 時間後までの尿中排泄を調べた結果、投与量の 56、48、59％が 3、7、11

日に排泄された。これは 400 mg/kg 単回投与時の同時間内での排泄割合（14％）に比べて多く、

反復投与によって mDVB やその代謝物の体内残留は生じないことが示唆された 1) 。 

ラットの体組織におけるタンパク質との共有結合を調べた結果、投与した放射活性の 8～10％

が肝臓、腎臓、肺にあった 1) 。 

ラットの尿中には最大で12種類の代謝物がみられ、投与量や投与経路による違いはあったが、

主要な代謝物は(3-エテニルフェニル)エタンジオールのモノ-o-グルクロン酸抱合体であった 1) 。 

ラット、マウス、ヒトの肝薄片を用いた mDVB の in vitro 試験では、エポキシ化 → エポキ

シ体の加水分解 → 加水分解で生じたジオールのグルクロン酸抱合という代謝経路がいずれの

動物種でも主要な代謝経路であった 2) 。 

 

（2）一般毒性及び生殖・発生毒性 

① 急性毒性 

表 3.1 急性毒性 

動物種 経路 致死量、中毒量等 
ラット 経口 LDLo 10 mL/kg 3) 
ラット 経口 LD50 5 mL/kg 3) 
ラット 経口 LD50 > 2,000 mg/kg 4) 

 

DVB（異性体混合物）は眼、皮膚、気道を刺激する。吸入すると咳、咽頭痛を生じ、皮膚

に付くと発赤、眼に入ると発赤、痛みを生じる 5) 。 

 

② 中・長期毒性 

ア）Sprague-Dawley ラット雄 5 匹を 1 群とし、0、125、250、500、1,000 mg/kg/day の DVB（m-

体、p-体混合物）を 2 週間強制経口投与した結果、1,000 mg/kg/day 群で体重増加の抑制を

認めた。なお、125 mg/kg/day 以上の群で投与直後に一過性の流涎がみられたが、刺激性に

基づく変化であり、毒性症状ではないと考えられた 6) 。この結果から、NOAEL を 500 

mg/kg/day とする。 

イ）Sprague-Dawley ラット雌雄各 12 匹を 1 群とし、0、30、100、300、1,000 mg/kg/day の DVB
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を交尾前 14 日から雄に 50 日間、雌に哺育 4 日まで強制経口投与した結果、雄では 100 

mg/kg/day 以上の群で肝臓相対重量の増加、300 mg/kg/day 以上の群で腎臓相対重量の増加、

1,000 mg/kg/day 群で体重増加の抑制、血清 ALT やγ-GTP、総ビリルビンの増加、アルブミ

ンの減少などに有意差を認めた。なお、投与直後の一過性の流涎は雄の 30 mg/kg/day 以上

の群、雌の 100 mg/kg/day 以上の群でみられ、1,000 mg/kg/day 群の雌では非妊娠期にも体重

増加の有意な抑制がみられた 6) 。この結果から、雄で NOAEL を 30 mg/kg/day とする。 

ウ）B6C3F1マウス雌雄各 6 匹を 1 群とし、DVB（m-体 39％、p-体 16％混合物）が 55％、残

り 45％の大部分がエチルビニルベンゼン（EVB）からなる DVB-55 を用いて、DVB として

0、25、50、75 ppm を 2 週間（6 時間/日、5 日/週）吸入させた結果、25 ppm 以上の群の雌

雄の鼻腔で曝露濃度に依存した嗅上皮の変性及び呼吸上皮化生の発生を認めた。また、75 

ppm 群の雌雄の肝臓で小葉中心性の肝細胞壊死、慢性炎症、巨核化、雄の腎臓で上皮細胞

の好塩基化や巨核化を伴った尿細管の再生を認め、血清 ALT やソルビトール脱水素酵素活

性の有意な増加もみられた 7) 。この結果から、LOAEL を 25 ppm（曝露状況で補正：4.5 ppm）

とする。 

エ）Fischer 344 ラット雌雄各 10 匹を 1 群とし、DVB（m-体 60.3％、p-体 21.6％混合物）が 82％、

残り 18％の大部分が EVB からなる DVB-80 を用いて、DVB として 0、25、50、100、200、

400 ppm を 3 ヶ月間（6 時間/日、5 日/週）吸入させた結果、200 ppm 以上の群の雄で体重増

加の有意な抑制、25 ppm 以上の群の雄及び 400 ppm 群の雌で肝臓及び腎臓の相対重量の有

意な増加を認めた。曝露に関連した組織への影響は雌雄の鼻腔にみられ、100 ppm 以上の

群で嗅上皮基底細胞の過形成、200 ppm 以上の群で嗅上皮の変性の発生率に有意な増加を

認めた 8) 。この結果から、LOAEL を 25 ppm（曝露状況で補正：4.5 ppm）とする。 

オ）B6C3F1マウス雌雄各 10 匹を 1 群とし、DVB として 0、12.5、25、50、100、200 ppm の

DVB-80 を 3 ヶ月間（6 時間/日、5 日/週）吸入させた結果、200 ppm 群の雄 10/10 匹、雌 9/10

匹が死亡し、剖検で肝臓及び腎臓に壊死を認めた。25 ppm 以上の群の雌雄で体重増加の有

意な抑制がみられ、12.5 ppm 以上の群の雌雄の鼻腔で細胞浸潤、嗅腺の過形成、嗅上皮の

萎縮及び硝子様変性、25 ppm 以上の群の雄及び 50 ppm 以上の群の雌で嗅上皮の壊死など

の発生率に有意な増加を認めた 8) 。この結果から、LOAEL を 12.5 ppm（曝露状況で補正：

2.2 ppm）とする。 

カ）Fischer 344 ラット雌雄各 50 匹を 1 群とし、DVB として 0、100、200、400 ppm の DVB-80

を 2 年間（6 時間/日、5 日/週）吸入させた結果、400 ppm 群の雌の生存率は有意に低く、

400 ppm 群の体重は雄では 37 週以降、雌では 1 年以降から一貫して低かった。100 ppm 以

上の群の雌雄の鼻腔で嗅上皮の変性、嗅上皮基底細胞の過形成、嗅腺の拡張、200 ppm 以

上の群の雄の鼻腔で杯細胞の過形成、400 ppm 群の雄の肺で慢性炎症の発生率に有意な増

加を認めた。また、400 ppm 群の雄では慢性腎症及び尿細管過形成の発生率が有意に高かっ

た 8) 。この結果から、LOAEL を 100 ppm（曝露状況で補正：18 ppm）とする。 

キ）B6C3F1マウス雌雄各 50 匹を 1 群とし、DVB として 0、10、30、100 ppm の DVB-80 を 2

年間（6 時間/日、5 日/週）吸入させた結果、30 ppm 以上の群で雌雄の体重は一貫して低く、

10 ppm 群の雌の体重も 40 週頃から低いままであった。10 ppm 以上の群の鼻腔で化膿性の

炎症、嗅腺及び嗅上皮の呼吸上皮化生、肺の細気管支で異型過形成、10、30 ppm 群で嗅上

皮の硝子様変性などの発生率に有意な増加を認めた 8) 。この結果から、LOAEL を 10 ppm
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（曝露状況で補正：1.8 ppm）とする。 

 

③ 生殖・発生毒性 

ア）Sprague-Dawley ラット雌雄各 12 匹を 1 群とし、0、30、100、300、1,000 mg/kg/day の DVB

を交尾前 14 日から雄に 50 日間、雌に哺育 4 日まで強制経口投与した結果、1,000 mg/kg/day

群の雌 12 匹中 1 匹が死亡し、1 匹が分娩中に瀕死となった。雌の 1,000 mg/kg/day 群で体重

増加の抑制、肝臓、腎臓、副腎の相対重量増加、胸腺相対重量の減少、胸腺及び脾臓の萎

縮、尿細管の変性・壊死の発生率に有意差を認めた。交尾率や受胎能に影響はなかったが、

1,000 mg/kg/day 群で黄体数や着床数、出生仔数の有意な減少がみられ、100 mg/kg/day 以上

の群で出生時の体重は有意に低かった。また、1,000 mg/kg/day 群では乳腺の発育不良及び

巣作り不良がみられ、雌の 7/9 匹で新生仔が全数死亡し、仔の 4 日生存率も有意に低かっ

た。なお、剖検では外表系奇形の発生率増加はなかった 6) 。この結果から、NOAEL を父ラ

ットで 1,000 mg/kg/day 以上、母ラットで 300 mg/kg/day、仔で 30 mg/kg/day とする。 

イ）Fischer 344 ラット（雌雄各 10 匹）に DVB として 0、25、50、100、200、400 ppm、B6C3F1

マウス（雌雄各 10 匹）に DVB として 0、12.5、25、50、100、200 ppm の DVB-80 を 3 ヶ

月間（6 時間/日、5 日/週）吸入させた結果、雄ラットの 200 ppm 以上の群で精巣の相対重

量に有意な増加を認めたが、組織や精子数等への影響はなく、雌ラットの性周期にも影響

はなかった。マウスでは雌雄の生殖器に影響はなく、雌の性周期にも影響はなかった 8) 。 

 

④ ヒトへの影響 

ア）急性曝露（吸入）した労働者で呼吸器や皮膚、眼に対する軽度の刺激症状があったと報

告されているが、慢性曝露の影響についてのデータはない 9) 。 

 

（3）発がん性 

① 主要な機関による発がんの可能性の分類 

国際的に主要な機関での評価に基づく本物質の発がんの可能性の分類については、表 3.2

に示すとおりである。 
 

表 3.2 主要な機関による発がんの可能性の分類 

機 関 (年) 分  類 

WHO IARC －  

EU EU －  

 EPA －  

USA ACGIH －  

 NTP － 

日本 日本産業衛生学会 －  
ドイツ DFG －  

 

－177－



7 ジビニルベンゼン 

② 発がん性の知見 

○ 遺伝子傷害性に関する知見 

in vitro 試験系では、代謝活性化系（S9）添加の有無にかかわらずネズミチフス菌、大腸

菌 8, 10, 11, 12) 、マウスリンパ腫細胞（L5178Y）10) で遺伝子突然変異、チャイニーズハムスタ

ー肺細胞（CHL）13) で染色体異常を誘発しなかった。 

in vivo 試験系では、腹部注入したショウジョウバエで伴性劣性致死突然変異 10) 、吸入曝

露したマウスの末梢血で小核 8) を誘発しなかった。しかし、吸入曝露したマウスの末梢血

で小核、脾臓細胞で姉妹染色分体交換及び染色体異常の誘発を認めた報告 14) もあった。 

 

○ 実験動物に関する発がん性の知見 

Fischer 344 ラット雌雄各 50 匹を 1 群とし、DVB として 0、100、200、400 ppm の DVB-80

を 2 年間（6 時間/日、5 日/週）吸入させた結果、発生率の有意な増加を示した腫瘍の発生

はなかったが、400 ppm 群の雄 2 匹にみられた尿細管癌、200 ppm 群の雄 3 匹の脳にみられ

た悪性神経膠細胞腫瘍（2 匹が星状膠細胞腫、1 匹が乏突起膠細胞腫）は自然発生率の範囲

を超えていた。また、200 ppm 群の雌 1 匹にも星状膠細胞腫の発生がみられたが、これは

過去に実施した吸入曝露の発がん性試験で雌での発生例がない稀な腫瘍であった 8) 。 

B6C3F1マウス雌雄各 50 匹を 1 群とし、DVB として 0、10、30、100 ppm の DVB-80 を 2

年間（6 時間/日、5 日/週）吸入させた結果、発生率の有意な増加を示した腫瘍の発生はな

かったが、10 ppm 以上の群の雌で肺腫瘍の発生率は自然発生率の範囲を超えており、30 ppm

以上の群の雌で肺胞上皮細胞過形成の発生率/重篤度が増加していたことから、DVB-80 と

の関連が否定できなかった 8) 。 

これらの結果から、雌ラット及び雄マウスでは発がん性の証拠はなかったが、雄ラット

及び雌マウスでは発がん性を疑わせる不確実な証拠があったと NTP（2006）は結論した 8) 。 

 

○ ヒトに関する発がん性の知見 

ヒトでの発がん性について、知見は得られなかった。 

 

（4）健康リスクの評価 

① 評価に用いる指標の設定 

非発がん影響については一般毒性及び生殖・発生毒性等に関する知見が得られているが、

発がん性については十分な知見が得られず、ヒトに対する発がん性の有無については判断で

きない。このため、閾値の存在を前提とする有害性について、非発がん影響に関する知見に

基づき無毒性量等を設定することとする。 

経口曝露については、中・長期毒性イ）に示したラットの試験から得られた NOAEL 30 

mg/kg/day（肝臓相対重量の増加）を慢性曝露への補正が必要なことから 10 で除した 3.0 

mg/kg/day が信頼性のある最も低用量の知見と判断し、これを無毒性量等に設定する。 
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詳細な評価を行う
候補と考えられる。

現時点では作業は必要
ないと考えられる。

情報収集に努める必要
があると考えられる。

MOE＝10 MOE＝100［ 判定基準 ］

吸入曝露については、中・長期毒性キ）に示したマウスの試験から得られた LOAEL 10 ppm

（嗅腺・嗅上皮の呼吸上皮化生、細気管支の異型過形成など）を曝露状況で補正して 1.8 ppm

（9.6 mg/m3）とし、LOAEL であるために 10 で除した 0.96 mg/m3が信頼性のある最も低濃度

の知見と判断し、これを無毒性量等に設定する。 

 

② 健康リスクの初期評価結果 
 

表 3.3 経口曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露量 予測最大曝露量 無毒性量等 MOE 

経口 
飲料水 － － 

3.0 mg/kg/day ラット 
－ 

公共用水

域・淡水 
概ね 0.00008 µg/kg/day

未満 
概ね 0.00008 µg/kg/day

未満 
3,800,000

超 
 

経口曝露については、公共用水域・淡水を摂取すると仮定した場合、平均曝露量、予測最

大曝露量はともに概ね 0.00008 µg/kg/day 未満であった。無毒性量等 3.0 mg/kg/day と予測最大

曝露量から、動物実験結果より設定された知見であるために 10 で除して求めた MOE（Margin 

of Exposure）は 3,800,000 超となる。環境媒体から食物経由で摂取される曝露量は少ないと推

定されることから、その曝露を加えても MOE が大きく変化することはないと考えられる。 

従って、本物質の経口曝露による健康リスクについては、現時点では作業は必要ないと考

えられる。 
 
 

表 3.4 吸入曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露濃度 予測最大曝露濃度 無毒性量等 MOE 

吸入 
環境大気 0.013 µg/m3未満程度 0.013 µg/m3未満程度 

0.96 mg/m3 マウス 
7,400 超

室内空気 － － － 
 

吸入曝露については、一般環境大気中の濃度についてみると、平均曝露濃度、予測最大曝

露濃度はともに 0.013 µg/m3未満程度であった。無毒性量等 0.96 mg/m3と予測最大曝露濃度か

ら、動物実験結果より設定された知見であるために 10 で除して求めた MOE は 7,400 超とな

る。また、化管法に基づく平成 25 年度の大気への届出排出量をもとに推定した高排出事業所

近傍の大気中濃度（年平均値）の最大値は 0.44 µg/m3 であったが、参考としてこれから算出

した MOE は 220 となる。 

従って、本物質の一般環境大気の吸入曝露については、現時点では作業は必要ないと考え

られる。 
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４．生態リスクの初期評価 

水生生物の生態リスクに関する初期評価を行った。 

（1）水生生物に対する毒性値の概要 

本物質の水生生物に対する毒性値に関する知見を収集し、生物群（藻類、甲殻類、魚類及び

その他生物）ごとに整理すると、表 4.1 のとおりとなった。 

 

表 4.1 水生生物に対する毒性値の概要 

毒性値（太字）：採用可能な知見として本文で言及したもの 

毒性値（太字下線）：PNEC 導出の根拠として採用されたもの 

試験の信頼性：本初期評価における信頼性ランク 
A：試験は信頼できる、B：試験は条件付きで信頼できる、C：試験の信頼性は低い、D：信頼性の判定不可 
E：信頼性は低くないと考えられるが、原著にあたって確認したものではない 

採用の可能性：PNEC 導出への採用の可能性ランク 
A：毒性値は採用できる、B：毒性値は条件付きで採用できる、C：毒性値は採用できない 

エンドポイント 

EC50 (Median Effective Concentration) : 半数影響濃度、LC50 (Median Lethal Concentration) : 半数致死濃度、 

NOEC (No Observed Effect Concentration) : 無影響濃度 

影響内容 

GRO (Growth) : 生長（植物）、IMM (Immobilization) : 遊泳阻害、MOR (Mortality) : 死亡、 

REP (Reproduction) : 繁殖、再生産 

毒性値の算出方法 

RATE：生長速度より求める方法（速度法） 

 

*1 文献 2) の 0～48 時間の結果に基づき、試験時の実測濃度を用いて速度法により再計算した値 

*2 界面活性作用のある助剤を用いているため、試験の信頼性、採用の可能性ともに「B」とした 

*3 界面活性作用のある助剤を用いており、公比が一定でなく濃度設定も適切でないことから、試験の信頼性、採用の可能性

ともに「B」とした 

*4 界面活性作用のある助剤を用いているため、試験の信頼性は「B」とした 

*5 被験物質として、純度 80.2%の m-, p-異性体混合物（混合比不明）を使用 

 

評価の結果、採用可能とされた知見のうち、生物群ごとに急性毒性値及び慢性毒性値のそれ

生物群 
急

性 

慢 

性 
毒性値 
[µg/L] 

生物名 生物分類／和名
エンドポイント

／影響内容 

曝露期間

[日] 

試験の 

信頼性 

採用の

可能性
文献 No.

藻 類  ○ 906*1 Pseudokirchneriella 
subcapitata 緑藻類 

NOEC  
GRO (RATE)

3 B*2 B*2 2) *5 

 ○  1,830*1 Pseudokirchneriella 
subcapitata 

緑藻類 
EC50  
GRO (RATE)

3 B*2 B*2 2) *5 

甲殻類  ○ 353 Daphnia magna オオミジンコ NOEC  REP 21 B*2 B*2 1) *5 

 ○  1,870 Daphnia magna オオミジンコ EC50   IMM 2 B*3 B*3 1) *5 

魚 類  
 1,800 Oryzias latipes メダカ LC50   MOR 14 B*4 C 1) *5 

 ○  3,450 Oryzias latipes メダカ LC50   MOR 2 C C 
3)- 

2012172

 ○  4,160 Oryzias latipes メダカ LC50   MOR 4 B*2 B*2 1) *5 

その他   － － － － － － － － 
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ぞれについて最も小さい毒性値を予測無影響濃度 (PNEC) 導出のために採用した。その知見の

概要は以下のとおりである。 

 

1） 藻類 

環境庁 1)は OECD テストガイドライン No.201 (1984) に準拠して、緑藻類 Pseudokirchneriella 

subcapitata（旧名 Selenastrum capricornutum）の生長阻害試験を GLP 試験として実施した。試験

には密閉容器が使用され、被験物質として純度 80.2%の m-,p-異性体混合物（混合比不明）が用

いられた。設定試験濃度は 0（対照区、助剤対照区）、0.300、0.490、0.810、1.30、2.20、3.60、

6.00 mg/L（公比 1.6）であり、試験溶液は、2-メトキシエタノール 30 mg/L と界面活性作用のあ

る硬化ひまし油 (HCO-40) 30 mg/L を助剤として調製された。被験物質の実測濃度は、試験終了

時において設定濃度の 53～61%であり、毒性値の算出には実測濃度（試験開始時と終了時の幾

何平均値）が用いられた。0～48 時間の結果に基づき、速度法による 72 時間半数影響濃度 (EC50) 

は 1,830 µg/L、72 時間無影響濃度 (NOEC) は 906 µg/L であった 2)。なお、界面活性作用のある

助剤を用いているため、試験の信頼性及び採用の可能性は「B」とした。 

 

2） 甲殻類 

環境庁 1)は OECD テストガイドライン No.202 (1984) に準拠し、オオミジンコ Daphnia magna

の急性遊泳阻害試験を GLP 試験として実施した。試験は止水式（水面をテフロンシートで被覆）

で行われ、被験物質には純度 80.2%の m-,p-異性体混合物（混合比不明）が用いられた。設定試

験濃度は 0（対照区、助剤対照区）、1.00、1.20、1.60、2.20、3.00、5.60、10.00 mg/L（公比 1.2

～1.9）であった。試験溶液の調製には試験用水として脱塩素水道水（硬度 63 mg/L、CaCO3 換

算）が、助剤として2-メトキシエタノール10 mg/Lと界面活性作用のある硬化ひまし油 (HCO-40) 

10 mg/L が用いられた。被験物質の実測濃度は、試験終了時において設定濃度の 72～83%であり、

毒性値の算出には実測濃度（試験開始時と終了時の幾何平均値）が用いられた。48 時間半数影

響濃度 (EC50) は 1,870 µg/L であった。なお、界面活性作用のある助剤を用いており、公比が一

定でなく濃度設定も適切でないため、試験の信頼性及び採用の可能性は「B」とした。 

また、環境庁 1)は OECD テストガイドライン No.211 (1997 年 4 月提案) に準拠し、オオミジ

ンコ Daphnia magna の繁殖試験を GLP 試験として実施した。試験は半止水式（水面をテフロン

シートで被覆、週 3 回換水）で行われ、被験物質には純度 80.2%の m-,p-異性体混合物（混合比

不明）が用いられた。設定試験濃度は 0（対照区、助剤対照区）、0.100、0.210、0.450、0.950、

2.00 mg/L （公比 2.1）であった。試験溶液の調製には試験用水として脱塩素水道水（硬度 63 mg/L、

CaCO3換算）が、助剤としてジメチルホルムアミド (DMF) 10 mg/L と界面活性作用のある硬化

ひまし油 (HCO-40) 10 mg/L が用いられた。被験物質の実測濃度は、換水前において設定濃度の

56～83%であり、毒性値の算出には実測濃度（時間加重平均値）が用いられた。繁殖阻害（累

積産仔数）に関する 21 日間無影響濃度 (NOEC) は 353 µg/L であった。なお、界面活性作用の

ある助剤を用いているため、試験の信頼性及び採用の可能性は「B」とした。 

 

3） 魚類 

環境庁 1)は OECD テストガイドライン No.203（1992）に準拠し、メダカ Oryzias latipes の急性

毒性試験を GLP 試験として実施した。試験は半止水式（水面をテフロンシートで被覆、24 時間
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毎換水）で行われ、被験物質には純度 80.2%の m-,p-異性体混合物（混合比不明）が用いられた。

設定試験濃度は 0（対照区、助剤対照区）、1.00、2.00、4.00、8.00、16.0 mg/L（公比 2.0）であ

った。試験溶液の調製には、試験用水として脱塩素水道水（硬度 63 mg/L、CaCO3換算）が、助

剤としてメチルセロソルブと界面活性作用のある硬化ひまし油 (HCO-40) が、1 対 4 の割合で

合わせて 80 mg/L 以下の濃度で用いられた。被験物質の実測濃度は、24 時間後においても設定

濃度の 81%を維持しており、毒性値の算出には設定濃度が用いられた。96 時間半数致死濃度 

(LC50) は 4,160 µg/L であった。なお、界面活性作用のある助剤を用いているため、試験の信頼

性及び採用の可能性は「B」とした。 

 

（2）予測無影響濃度 (PNEC) の設定 

急性毒性及び慢性毒性のそれぞれについて、上記本文で示した最小毒性値に情報量に応じた

アセスメント係数を適用し、予測無影響濃度 (PNEC) を求めた。 
 

急性毒性値 

藻 類 Pseudokirchneriella subcapitata 72 時間 EC50（生長阻害） 1,830 µg/L

甲殻類 Daphnia magna 48 時間 EC50（遊泳阻害） 1,870 µg/L

魚 類 Oryzias latipes 96 時間 LC50  4,160 µg/L

アセスメント係数：100［3 生物群（藻類、甲殻類及び魚類）について信頼できる知見が得られ

たため］ 

 これらの毒性値のうち、最も小さい値（藻類の 1,830 µg/L）をアセスメント係数 100 で除する

ことにより、急性毒性値に基づく PNEC 値 18 µg/L が得られた。 
 

慢性毒性値 

藻 類 Pseudokirchneriella subcapitata 72 時間 NOEC（生長阻害） 906 µg/L

甲殻類 Daphnia magna 21 日間 NOEC（繁殖阻害） 353 µg/L

アセスメント係数： 100［2 生物群（藻類及び甲殻類）の信頼できる知見が得られたため］ 

 2 つの毒性値のうち、小さい方（甲殻類の 353 µg/L）をアセスメント係数 100 で除することに

より、慢性毒性値に基づく PNEC 値 3.5 µg/L が得られた。 
  

本物質の PNEC としては、甲殻類の慢性毒性値から得られた 3.5 µg/L を採用する。 
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（3）生態リスクの初期評価結果 

 
表 4.2 生態リスクの初期評価結果 

水 質 平均濃度 最大濃度 (PEC)  PNEC 
PEC/ 

PNEC 比

公共用水域・淡水 概ね0.002 µg/L未満 (2006) 概ね0.002 µg/L未満 (2006)
3.5 

µg/L 

<0.0006 

公共用水域・海水 
0.002µg/L未満の報告がある

(2006) 

0.002µg/L未満の報告がある

(2006) 
<0.0006 

注：1) 環境中濃度での（  ）の数値は測定年度を示す 
    2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む 

 
 

 
 

本物質の公共用水域における濃度は、平均濃度でみると淡水域は概ね 0.002 µg/L 未満、海水

域でも 0.002 µg/L 未満の報告があり、検出下限値未満であった。安全側の評価値として設定さ

れた予測環境中濃度 (PEC) も、淡水域は概ね 0.002 µg/L 未満、海水域では 0.002 µg/L 未満の報

告があった。 

予測環境中濃度 (PEC) と予測無影響濃度 (PNEC) の比は、淡水域、海水域ともに 0.0006 未

満となるため、現時点では作業の必要はないと考えられる。 

 

詳細な評価を行う 
候補と考えられる。

現時点では作業は必要
ないと考えられる。 

情報収集に努める必要
があると考えられる。

PEC/PNEC＝0.1 PEC/PNEC＝1［ 判定基準 ］
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     8 ジブロモクロロメタン 

  

本物質は、第 7 次とりまとめにおいて環境リスク初期評価結果が公表されているが、新たに

環境実測データ（大気）が得られたため、改めて初期評価を行った。 

 

１．物質に関する基本的事項 

（1）分子式・分子量・構造式 

物質名： ジブロモクロロメタン 

（別の呼称：クロロジブロモメタン） 

CAS 番号： 124-48-1 
化審法官報公示整理番号：   
化管法政令番号： 1-209 
RTECS 番号： PA6360000 

分子式 ： CHBr2Cl 

分子量： 208.28 
換算係数：1 ppm = 8.52 mg/m3 (気体、25℃) 
構造式： 

Br C

Br

Cl

H
 

（2）物理化学的性状 

本物質は無色透明の比重の重い液体で、揮発性物質である1)。 

融点 -20℃2)、-22℃3)、<-20℃4) 

沸点 
120℃(760 mmHg) 2)、121.3～121.8℃5)、 
123～125℃5)、134℃(760 mmHg)3)、116～122℃ 4) 

密度 
2.451 g/cm3 (20℃) 2) 、2.4450 g/cm3 (15℃) 5) 、 
2.38 g/cm3 4) 

蒸気圧 76 mmHg (=1.0×104 Pa)(20℃) 4) 

分配係数（1-ｵｸﾀﾉｰﾙ/水）(log Kow) 2.163)、2.24 4) 

解離定数（pKa）  

水溶性（水溶解度） 
2.51×103 mg/1000g (30℃) 2)、2.7×103 mg/L (20℃) 3)、

4.4×103 mg/L (22℃) 4) 、1.1×103 mg/L (30℃) 6) 

（3）環境運命に関する基礎的事項 

本物質の分解性及び濃縮性は次のとおりである。 

生物分解性 

 好気的分解 

分解率： 

BOD、TOC、GC の平均値 25%（試験期間：1 週間、被験物質濃度：5 mg/L）7)  

BOD、TOC、GC の平均値 10%（試験期間：1 週間、被験物質濃度：10 mg/L）7) 

 

 

［8］ジブロモクロロメタン            
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化学分解性 

OH ラジカルとの反応性（大気中） 

反応速度定数：0.058×10-12 cm3/(分子･sec)（AOPWIN8)により計算） 

半減期：93 日～930 日（OH ラジカル濃度を 3×106～3×105分子/cm3 9)と仮定し、 

1 日は 12 時間として計算） 

加水分解性 

反応速度定数：8.01×10-4L(分子・sec)-1 (25℃、測定値、66.67%(v/v)ジオキサン中) 10) 

半減期：27.4～274 年（pH を 8～7 と仮定して計算） 

 

生物濃縮性 

 生物濃縮係数(BCF)：12（BCFBAF11)により計算） 

 

土壌吸着性 
 土壌吸着定数(Koc)：84.0（実測値）12) 

 

（4）製造輸入量及び用途 

① 生産量・輸入量等 

本物質の化学物質排出把握管理促進法（化管法）における製造・輸入量区分は、不明であ

る13)。 

本物質は、浄水過程で水中のフミン質等の有機物質と消毒剤の塩素が反応することで生成

されるトリハロメタンの構成物質であり、その生成量は原水中の臭素イオン濃度により大き

く変化する14)。一般的には、トリハロメタンのうちクロロホルムが最も多く生成されるが、

地下水を利用している場合や、写真工業、一部の食品工業の排水や海水の影響を受けやすい

ところでは、含臭素トリハロメタンの生成が多くなることが知られている15)。 

廃水、冷却水の塩素処理工程で非意図的に生成するとされている16)。 

 

② 用 途 

本物質は消毒副生成物のため、用途の情報はない。 

 

（5）環境施策上の位置付け 

本物質は、化学物質排出把握管理促進法第一種指定化学物質（政令番号：209）に指定されて

いる。 

本物質は、有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質に選定されている。 

本物質は、水道水質基準が設定されている。 

なお、本物質は水環境保全に向けた取組のための要調査項目に選定されていたが、平成 26 年

3 月改定の要調査項目リストから除外された。 
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２．曝露評価 

環境リスクの初期評価のため、わが国の一般的な国民の健康や水生生物の生存・生育を確保

する観点から、実測データをもとに基本的には化学物質の環境からの曝露を中心に評価するこ

ととし、データの信頼性を確認した上で安全側に立った評価の観点から原則として最大濃度に

より評価を行っている。 

（1）環境中への排出量 

本物質は化管法の第一種指定化学物質である。同法に基づき公表された、平成 25 年度の届出

排出量1)、届出外排出量対象業種・非対象業種・家庭・移動体2),3)から集計した排出量等を表 2.1

に示す。なお、届出外排出量の推計では、下水処理工程の非意図的な生成に伴うトリハロメタ

ンの排出量は推計されておらず、移動体からの排出量も推計されていない。 

 

表 2.1 化管法に基づく排出量及び移動量（PRTR データ）の集計結果（平成 25 年度） 

大気 公共用水域 土壌 埋立 下水道 廃棄物移動 対象業種 非対象業種 家庭 移動体

全排出・移動量 0 0 0 0 0 0 27,332 5,426 21,086 - 0 53,844 53,844

ジブロモクロロメタン

業種等別排出量(割合) 0 0 0 0 0 0 27,333 5,426 21,086 0

26,297 届出 届出外

(96.2%) 0% 100%

1,036 5,426 21,086

(3.8%) (100%) (100%)

届出 届出外　　(国による推計) 総排出量　　(kg/年)

排出量　　(kg/年) 移動量　　(kg/年) 排出量　　(kg/年) 届出

排出量

届出外

排出量
合計

総排出量の構成比(%)

下水道業

水道

 
 

本物質の平成 25 年度における環境中への総排出量は、約 54 t となり、すべて届出外排出量

であった。 

PRTR データでは、届出外排出量の推定は媒体別には行われていないため、届出外排出量対

象業種・非対称業種・家庭の媒体別配分は「平成 25 年度 PRTR 届出外排出量の推定方法の詳

細」3)をもとに行った。媒体別に合計したものを表 2.2 に示す。 

 

表 2.2 環境中への推定排出量 

媒 体 推定排出量(kg) 

大 気 

水 域 

土 壌 

20,832 

33,013 

0 

 

（2）媒体別分配割合の予測 

本物質の環境中の媒体別分配割合は、環境中への推定排出量を基に USES3.0 をベースに日本

固有のパラメータを組み込んだ Mackay-Type Level III 多媒体モデル4)を用いて予測した。予測の

対象地域は、平成 25 年度に環境中及び公共用水域への排出量が最大であった東京都（大気への

排出量 1.6 t、公共用水域への排出量 3.2 t）及び大気への排出量が最大であった埼玉県（大気へ

の排出量 1.8 t、公共用水域への排出量 2.7 t）とした。予測結果を表 2.3 に示す。 
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表 2.3 媒体別分配割合の予測結果 

媒 体 

分配割合(%) 
上段：排出量が最大の媒体、下段：予測の対象地域 

環境中 大 気 公共用水域 

東京都 埼玉県 東京都 

大 気 79.5 86.9 79.5 
水 域 19.8 12.6 19.8 
土 壌 0.1 0.1 0.1 
底 質 0.6 0.4 0.6 

注：数値は環境中で各媒体別に最終的に分配される割合を質量比として示したもの。 

 

（3）各媒体中の存在量の概要 

本物質の環境中等の濃度について情報の整理を行った。媒体ごとにデータの信頼性が確認さ

れた調査例のうち、より広範囲の地域で調査が実施されたものを抽出した結果を表 2.4 に示す。 

また、表流水、湖沼水等を原水とする水道原水の調査結果から集計した結果を表 2.5 に示す。 

 
表 2.4 各媒体中の存在状況 

媒 体 
幾何 算術 

最小値 最大値 a)
検出 

検出率 
調査 

測定年度 文献 
平均値 平均値 下限値 b) 地域 

                      

一般環境大気 e) µg/m3 － － (0.007) c) (0.016) c) －d) 0/13 全国 2013 5) 

  0.0089 0.0097 (0.007) c) 0.017 －d) 1/4 大阪府 2012 6) 

  0.0029 0.0048 <0.0018 0.029 0.0018 12/18 全国 2012 7) 

             

室内空気 i) µg/m3 － 0.0 － 6.7 －d) －d)/602 全国 2012～2013 8)f), h) 

  － 0.1 － 12 －d) －d)/602 全国 2011～2013 8)g), h) 

  0.27 0.42 <0.1 2.3 0.1 20/24 －d) 2006 9) 

  0.29 0.47 <0.1 3.1 0.1 22/26 －d) 2005 10) 

  － 0.05 － 0.84 －d) 6/50 全国 2004 11) 

             

食 物 µg/g 0.00036 0.00039 <0.00020 0.00080 0.00020 6/10 仙台市 1996 12) g) 
  0.00026 0.00029 <0.00010 0.00056 0.00010 9/10 仙台市 1996 12) f) 
  0.00038 0.00040 0.00027 0.00057 0.00020 3/3 仙台市 1994 13) 
             

飲料水 j) µg/L <30 <30 <10 30 10~30 325/2953 全国 2012 14) 
  <20 <20 <10 40 10~20 373/2985 全国 2011 15) 
  <20 <20 <10 40 10~20 343/3016 全国 2010 16) 
  <20 <20 <10 40 10~20 328/3019 全国 2009 17) 
  <30 <30 <10 30 10~30 349/3007 全国 2008 18) 
  <20 <20 <10 40 10~20 380/2981 全国 2007 19) 
  <40 <40 <10 40 10~40 361/2849 全国 2006 20) 
  <100 <100 <10 30 k) 10~100 391/2851 全国 2005 21) 
  <100 <100 <10 30 k) 10~100 422/2759 全国 2004 22) 
             

地下水 µg/L <0.01 <0.01 <0.01 0.01 0.01 1/23 全国 1999 23) 
             

土 壌 µg/g          
             

公共用水域・淡水   µg/L <0.01 0.022 <0.01 0.41 0.01 47/130 全国 1999 23) 
             

公共用水域・海水   µg/L <0.01 0.01 <0.01 0.04 0.01 9/17 全国 1999 23) 
             

底質(公共用水域・淡水) µg/g <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 0/14 全国 2002 24) 
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媒 体 
幾何 算術 

最小値 最大値 a)
検出 

検出率 
調査 

測定年度 文献 
平均値 平均値 下限値 b) 地域 

                      

底質(公共用水域・海水) µg/g <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 0/10 全国 2002 24) 
             

注：a) 最大値又は幾何平均値の欄の太字で示した数字は、曝露の推定に用いた値を示す。 
  b) 検出下限値の欄の斜体で示されている値は、定量下限値として報告されている値を示す。 
    c) 検出下限値未満のデータには検出下限値に 1/2 を乗じて得られた値を用いて調査地点の算術平均値を算出

したため、算出した算術平均値が検出下限値より小さな値となることがある。その様な場合には括弧書き

で公表されている。 
    d) 公表されていない。 
  e) 過去のデータではあるが限られた地域を調査対象とした大気調査において最大 0.49 μg/m3 (2003)25)がある。 
    f) 夏季調査 
    g) 冬季調査 
    h) 原著のデータを転記 
  i) 過去のデータではあるが室内空気において最大 490 μg/m3 (1997)26)がある。 
  j) クロロホルム、ジブロモメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムの濃度（平均値）の総和と、総ト

リハロメタン濃度（平均値）との差が大きい等、不明な点があるデータは除外した。 
  k) 最大濃度を上回る下限値による不検出データが報告されているため、最大濃度よりも高濃度の地点が存在

する可能性がある。 
 
 

表 2.5 水道原水の調査結果 

媒 体 
幾何 
平均値 

算術 
平均値

最小値 最大値
検出 

下限値 a) 検出率 調査地域 測定年度 文献 

           

公共用水域・淡水 b), c)  µg/L <10 <10 <10 10 10 1/34 全国 2012 14) 
  <10 <10 <10 10 10 1/39 全国 2011 15) 
  <10 <10 <10 10 10 1/45 全国 2010 16) 
  <10 <10 <10 10 10 1/44 全国 2009 17) 
  <10 <10 <10 10 10 1/38 全国 2008 18) 
  <10 <10 <10 10 10 1/37 全国 2007 19) 
  <10 <10 <10 10 10 2/38 全国 2006 20) 

  <10 <10 <10 <10 10 0/40 全国 2005 21) 
  <10 <10 <10 10 10 1/45 全国 2004 22) 
           

公共用水域・海水   µg/L          

           

注：a) 検出下限値の欄の斜体で示されている値は、定量下限値として報告されている値を示す。 
 b) 水道原水のうち、「表流水」、「湖沼水」、「ダム直接」又は「ダム放流」のデータのみを集計対象とした。 
 c) クロロホルム、ジブロモメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムの濃度（平均値）の総和と、総ト

リハロメタン濃度（平均値）との差が大きい等、不明な点があるデータは除外した。 
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（4）人に対する曝露量の推定（一日曝露量の予測最大量） 

一般環境大気、室内空気及び飲料水の実測値を用いて、人に対する曝露の推定を行った（表

2.6）。化学物質の人による一日曝露量の算出に際しては、人の一日の呼吸量、飲水量及び食事

量をそれぞれ 15 m3、2 L 及び 2,000 g と仮定し、体重を 50 kg と仮定している。 

 
表 2.6 各媒体中の濃度と一日曝露量 

  媒  体 濃  度 一 日 曝 露 量 
  大 気     
  一般環境大気 0.0029 µg/m3程度 (2012)（過去のデータ

ではあるが限られた地域で 0.021 µg/m3

程度の報告がある（2003）） 

0.00087 µg/kg/day 程度（過去のデータで

は あ る が 限 ら れ た 地 域 で 0.0063
µg/kg/day 程度の報告がある） 

  室内空気 0.1 µg/m3（2011～2013） 0.03 µg/kg/day 

平      
  水 質    
  飲料水 10 µg/L 未満（2012） 0.4 µg/kg/day 未満 
  地下水 過去のデータではあるが 0.01 µg/L 未満

程度（1999） 
過 去 の デ ー タ で は あ る が 0.0004 
µg/kg/day 未満程度 

均 公共用水域・淡水 過去のデータではあるが 0.01 µg/L 未満

（1999） 
過 去 の デ ー タ で は あ る が 0.0004 
µg/kg/day 未満 

      
  食 物 データは得られなかった（過去のデータ

ではあるが限られた地域で概ね 0.00038 
µg/g (1994) の報告がある） 

データは得られなかった（過去のデータ

ではあるが限られた地域で概ね 0.015 
µg/kg/day の報告がある） 

    
  土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 
       

  大 気   

  一般環境大気 0.029 µg/m3程度 (2012)（過去のデータで

はあるが限られた地域で 0.49 µg/m3程度

の報告がある（2003）） 

0.0087 µg/kg/day 程度（過去のデータでは

あるが限られた地域で 0.15 µg/kg/day 程

度の報告がある） 
最  室内空気 12 µg/m3（2011～2013） 3.6 µg/kg/day 

     

大 水 質   
 飲料水 40 µg/L（2011） 1.6 µg/kg/day 

値  地下水 過去のデータではあるが 0.01 µg/L 程度

（1999） 
過 去 の デ ー タ で は あ る が 0.0004 
µg/kg/day 程度 

 公共用水域・淡水 過去のデータではあるが 0.41 µg/L
（1999） 

過去のデータではあるが 0.016 µg/kg/day

    
      
  食 物 データは得られなかった（過去のデータ

ではあるが限られた地域で 0.00080 µg/g
程度 (1996) の報告がある） 

データは得られなかった（過去のデータ

で は あ る が 限 ら れ た 地 域 で 0.032 
µg/kg/day 程度の報告がある） 

    
  土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 
      

 

人の一日曝露量の集計結果を表 2.7 に示す。 

吸入曝露の予測最大曝露濃度は、一般環境大気のデータから 0.029 µg/m3程度となった。また、

室内空気の予測最大曝露濃度は 12 µg/m3となった。なお、過去のデータではあるが限られた地

域を調査対象とした環境調査の一般環境大気で 0.49 µg/m3程度の報告がある。 

経口曝露の予測最大曝露量は、飲料水のデータから算定すると 1.6 µg/kg/day であった。なお、

飲料水と過去のデータではあるが限られた地域を調査対象とした食物のデータから算定した一
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日曝露量も 1.6 µg/kg/day であった。 

 
表 2.7 人の一日曝露量 

媒 体 平均曝露量（μg/kg/day） 予測最大曝露量（μg/kg/day） 
 大 気  一般環境大気 0.00087 0.0087 
    室内空気 0.03 3.6 
    飲料水 0.4 1.6 
 水 質  地下水 (過去のデータではあるが 0.0004) (過去のデータではあるが 0.0004)
    公共用水域・淡水 (過去のデータではあるが 0.0004) (過去のデータではあるが 0.016)
  食 物   {過去のデータではあるが 0.015} {過去のデータではあるが 0.032}
  土 壌     

経口曝露量合計  0.4 1.6 

 参考値 1 0.015+0.4 1.632 

総曝露量  0.00087+0.4 1.6087 

 参考値 1 0.01587+0.4 1.6407 

注：1) アンダーラインを付した値は、曝露量が「検出下限値未満」とされたものであることを示す。 
2)（ ）内の数字は、経口曝露量合計の算出に用いていない。 
3) { }内の数字は、限られた地域における調査データから算出したものである。 
4) 参考値 1 は、過去の限られた地域を調査対象とした食物データを用いた場合を示す。 
5) 総曝露量は、吸入曝露として一般環境大気を用いて算定したものである。 

 

（5）水生生物に対する曝露の推定（水質に係る予測環境中濃度：PEC） 

本物質の水生生物に対する曝露の推定の観点から、水質中濃度を表 2.8 のように整理した。

水質について安全側の評価値として予測環境中濃度（PEC）を設定できるデータは得られなか

った。なお、公共用水域の淡水域では過去のデータではあるが 0.41 µg/L、同海水域では過去の

データではあるが 0.04 µg/L 程度となった。また、表流水、湖沼水又はダム湖水を原水とする水

道原水の測定結果を PEC に用いると、淡水域では最大で 10 µg/L となった。 

 
表 2.8 公共用水域濃度 

水 域 平    均 最 大 値 

淡 水 
 
 
 
 

海 水 

データは得られなかった 
[過去のデータではあるが 0.01

µg/L 未満 (1999)] 
 

データは得られなかった 
[過去のデータではあるが 0.01

µg/L 未満程度 (1999)] 

データは得られなかった 
[過去のデータではある

が 0.41 µg/L (1999)] 
  

データは得られなかった 
[過去のデータではある

が 0.04 µg/L 程度 (1999)] 
注：1) （  ）内の数値は測定年度を示す。 

 2)  淡水は河川河口域を含む。 
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３．健康リスクの初期評価 

健康リスクの初期評価として、ヒトに対する化学物質の影響についてのリスク評価を行った。 

（1）体内動態、代謝 

14C でラベルした本物質 100 mg/kg をラットに、150 mg/kg をマウスに強制経口投与した結果、

ともに放射活性の主要な排泄経路は呼気中であったが、ラットは 8 時間で 18％を 14CO2 、48％

を未変化体として呼気中に排泄したのに対し、マウスは 72％を 14CO2 、12％を未変化体として

排泄し、尿中への排泄は 1.1％、1.9％と少なかった。ラットでは 48 時間後、マウスでは 36 時間

後に主要臓器に残存していた放射活性はそれぞれ 1.4％、5.0％で、ともに胃（内容物なし）、肝

臓、腎臓で最も高く、本物質の半減期はラットで 1.2 時間、マウスで 2.5 時間であった 1) 。 

ラットに 0.25、0.5 mmole/kg を強制経口投与した結果、血液中の本物質は 30 分以内にピーク

濃度に達して減少したが、20 分後から 6 時間後までの AUC（薬物血中濃度時間曲線下面積）は

0.25 mmole/kg 投与で 31.2 µM.hr、0.5 mmole/kg 投与で 85.6 µM.hr であったことから、高投与量

では代謝の飽和が示唆された。また、本物質を含む 4 種類のトリハロメタンを各 0.25 mmole/kg

の用量で混合してラットに強制経口投与したところ、本物質及びクロロホルムの AUC は単独投

与時に比べて有意に大きく、ブロモホルム及びブロモジクロロメタンの AUC は単独投与時に比

べて有意に小さかった 2) 。 

本物質の水質濃度が 0.8 µg/L、気中濃度が 5.2 µg/m3の室内プールサイドに 1 時間座っていた

ボランティア 5 人の肺胞内濃度は 0.8 µg/m3 であったが、1 時間の遊泳後には気中濃度は 11.4 

µg/m3、肺胞内濃度は 1.4 µg/m3 に上昇し、安静時及び遊泳時の本物質の取り込み速度はそれぞ

れ 1.5～2.0 µg/hr、14～22 µg/hr と見積もられた 3) 。また、ボランティア 31 人を対象に、10 分間

のシャワー（11 人）又は入浴（10 人）、10 分間かけて水道水 1 L を飲用（10 人）した時の本物

質の血中濃度を調べた実験では、いずれの場合も曝露終了から 10 分後の血中濃度は曝露前に比

べて有意に増加しており、シャワー後の血中濃度が最も高かった 4) 。飲用による血中濃度の増

加はシャワーや入浴の場合に比べて有意に少なかったが、これは飲用では本物質の排泄や代謝

が進行していたことに加え 4) 、曝露量（水量）の差も原因として考えられた。 

本物質が 1.4 ng/mL の水道水が入った密閉容器に片方の前腕部を 60 分間浸漬したボランティ

ア 14 人の実験では、血中の本物質濃度は 65 分後（1.7 pg/mL）までゆっくりと増加し、75 分後

には減少に転じたが、減少は出現時よりも緩やかであった 5) 。ヒトの乳房皮膚を用いた透過実

験では、本物質の透過係数は 0.20 cm/hr（25℃）で、透過は 0.22 時間で定常状態となった 6) 。 

本物質の代謝経路は他のトリハロメタンと同様と考えられ、肝臓のチトクローム P-450 によ

る酸化を受けてクロロジブロモメタノールとなり、中間代謝物のクロロブロモカルボニルを生

成する。クロロブロモカルボニルは水和して二酸化炭素と臭化水素、塩化水素に代謝されるほ

か、グルタチオン（GSH）によって一酸化炭素や S,S’-ジグルタチオニルカーボネートと臭化水

素、塩化水素に、システインと反応して 2-オキソチアゾリジン-4-カルボン酸に代謝される経路

が推定されており、クロロブロモカルボニルのようなカルボニルハロゲン化物は非常に不安定

で、組織内の求核分子と容易に反応することから、肝毒性を誘発する原因と考えられている 7, 8) 。

本物質を経口投与したラットでは血漿中の臭素、血液中の一酸化炭素ヘモグロビンに有意な増

加がみられ、これらの生成は GSH 枯渇の前処理で減少し、GSH 増強の前処理で増加した 8) 。 

また、主要な経路ではないものの、GSH 抱合を介した代謝経路の存在も推定されており、変
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異原性を有する中間代謝物が生成されると考えられている 9) 。 

なお、本物質の分配係数として血液・空気間はヒトで 49.2 10) 、52.7 11) 、ラットで 97.5 12) 、

116 11) 、脂肪・空気間はラットで 1,917 11) 、肝臓・空気間はラットで 126 11) 、筋肉・空気間はラ

ットで 55.6 11) と報告されている。 

 

（2）一般毒性及び生殖・発生毒性 

① 急性毒性 

表 3.1 急性毒性 

動物種 経路 致死量、中毒量等 
ラット 経口 LD50 370 mg/kg（雄）13) 
ラット 経口 LD50 760 mg/kg（雌）13) 
ラット 経口 LD50 1,186 mg/kg（雄）14) 
ラット 経口 LD50 848 mg/kg（雌）14) 
マウス 経口 LD50 800 mg/kg（雄）15) 
マウス 経口 LD50 1,200 mg/kg（雌）15) 

 

ヒトの急性症状に関する情報は得られなかったが、ラットでは立毛や鎮静、筋弛緩、運動

失調、へばりがみられ 14) 、マウスでは 500 mg/kg の投与で 30 分以内に鎮静及び麻痺が現れ、

約 4 時間持続した 15) 。 

 

② 中・長期毒性  

ア）CD-1 マウス雌雄各 8～12 匹を 1 群とし、0、50、125、250 mg/kg/day を 14 日間強制経口

投与した結果、125 mg/kg/day 以上の群の雌雄で肝臓相対重量の増加、液性免疫の抑制、雌

でヘキソバルビタール投与による睡眠時間の延長、250 mg/kg/day 群の雄で体重増加の抑制、

脾臓相対重量の減少、細胞性免疫の抑制、雌雄でフィブリノーゲン及び血糖値の減少、GPT、

GOT の上昇に有意差を認めた 16) 。この結果から、NOAEL を 50 mg/kg/day とする。 

イ）CD-1 マウス雄 8 匹を 1 群とし、0、37、74、147 mg/kg/day を 14 日間強制経口投与して肝

臓及び腎臓への影響を調べた結果、147 mg/kg/day 群で腎皮質切片の p-アミノ馬尿酸取込率

の有意な低下と GPT の有意な上昇を認め、主に 147 mg/kg/day 群の腎臓で尿細管上皮の過

形成及び糸球体間質の肥大、肝臓で有糸分裂像及び細胞質空胞化の発生率に増加がみられ

たが、これらの組織変化はごく軽微～軽微なものであった 17) 。この結果から、NOAEL を

74 mg/kg/day とする。 

ウ）Sprague-Dawley ラット雄 10 匹を 1 群とし、0、0.0005、0.005、0.05％の濃度で 28 日間飲

水投与した結果、一般状態や体重、主要臓器の重量や組織、血液の臨床化学成分や血球数

等に影響はみられなかった。また、飲水量から求めた本物質の摂取量は 0、0.13、1.5、12 

mg/rat/day であった 18) 。このため、0.25％の濃度群を追加して雌雄各群 20 匹に 90 日間飲

水投与した結果、体重増加の抑制傾向がみられたものの、有意な変化ではなかった。0.25％

群の雌雄で肝細胞の変性（空胞化など）に有意な増強を認めたが、90 日の回復期間後には

他群との間に差はみられなかった。この他には、甲状腺で濾胞の小型化とコロイド密度の

低下、上皮の肥厚がみられたが、用量に依存した変化ではなかった 19) 。本物質の摂取量は
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雄で 0、0.14、1.5、12、55 mg/rat/day、雌で 0、0.11、1.2、9.5、38 mg/rat/day であったが、

U.S. EPA（1989）は著者との私信で得た体重のデータをもとに各群の用量を雄で 0、0.442、

4.93、39.5、202 mg/kg/day、雌で 0、0.585、6.42、49.5、211 mg/kg/day と算出しており 20) 、

NOAEL を雄で 39.5 mg/kg/day、雌で 49.5 mg/kg/day とする。 

エ）Wistar ラット雌雄各 7 匹を 1 群とし、雄に 0、18、56、173 mg/kg/day、雌に 0、34、101、

333 mg/kg/day を 1 ヶ月間混餌投与した結果、333 mg/kg/day 群の雌で体重増加の有意な抑制

を認め、雄の 173 mg/kg/day 群で肝臓の絶対及び相対重量、雌の 34 mg/kg/day 以上の群で肝

臓相対重量、101 mg/kg/day 以上の群で肝臓絶対重量、333 mg/kg/day 群で腎臓相対重量の増

加に有意差を認めた。また、雌の 34 mg/kg/day 以上の群で ALP、LDH の低下、総コレステ

ロールの増加、101 mg/kg/day 以上の群でコリンエステラーゼ活性の低下、333 mg/kg/day 群

でトリグリセリドの低下に有意差を認め、雄でも 56 mg/kg/day 以上の群で ALP の低下、総

コレステロールの増加、173 mg/kg/day 群でトリグリセリド、コリンエステラーゼ活性、非

エステル化脂肪酸の減少に有意差を認めた。組織への影響は肝臓のみに認められ、雄の 56 

mg/kg/day以上の群及び雌の 101 mg/kg/day以上の群で用量に依存した細胞質空胞化の増強、

雄の 173 mg/kg/day 群及び雌の 333 mg/kg/day 群で腫脹や単細胞壊死の発生率に増加がみら

れた 21) 。この結果から、雄で NOAEL を 18 mg/kg/day、雌で LOAEL を 34 mg/kg/day とす

る。 

オ）Sprague-Dawley ラット雌雄各 10 匹を１群とし、0、50、100、200 mg/kg/day を 90 日間強

制経口投与した結果、一般状態に異常はなかったが、200 mg/kg/day 群の雌雄で体重増加の

有意な抑制を認めた。50 mg/kg/day 以上の群の雄及び 100 mg/kg/day 群の雌で肝臓相対重量

の増加、100 mg/kg/day 以上の群の雌雄で腎臓相対重量の増加、100 mg/kg/day 以上の群の雌

及び 200 mg/kg/day 群の雄で脳及び胸腺の絶対重量の減少、100 mg/kg/day 以上の群の雄で

GPT の上昇、100 mg/kg/day 以上の群の雄及び 200 mg/kg/day 群の雌でクレアチニンの増加、

200 mg/kg/day 群の雌雄で ALP の上昇、雄でカリウムの減少などに有意差を認め、200 

mg/kg/day 群の雌雄の数匹に腎臓の蒼白化などもみられた。肝臓では、50 mg/kg/day 以上の

群の雄及び 200 mg/kg/day 群の雌で小葉中心性のリピドーシス（空胞化）、200 mg/kg/day 群

の雌雄で小葉中心性の壊死、腎臓では 100 mg/kg/day 以上の群の雌及び 200 mg/kg/day 群の

雄で尿細管細胞の腫脹を伴った変性を 9/10～10/10 匹に認め、50 mg/kg/day 群の雌及び 100 

mg/kg/day 群の雄でも 4/10～5/10 匹に尿細管の変性がみられた 22) 。この結果から、LOAEL

を 50 mg/kg/day とする。 

カ）Fischer 344 ラット及び B6C3F1マウス雌雄各 10 匹を 1 群とし、0、15、30、60、125、250 

mg/kg/day を 13 週間強制経口投与（5 日/週）した結果、ラットでは 250 mg/kg/day 群の雌雄

各 9 匹が 5～10 週目に死亡し、250 mg/kg/day 群の雄で 47％、雌で 25％の体重増加の抑制

を認めた。また、250 mg/kg/day 群の雌雄で肝細胞の空胞化変性や壊死、尿細管細胞の変性

や再生、管状円柱を高率に認め、このうち、肝細胞の空胞化変性は対照群を含む雄の全群

（4/10、7/10、8/10、10/10、10/10、10/10 匹）にみられたが 23) 、発生率の有意な増加は 60 

mg/kg/day 以上の群に限られた。マウスでは雄の対照群及び 15、125、250 mg/kg/day 群で各

1 匹が死亡し、125 mg/kg/day 以上の群の雄で 5.4～6.3％、雌で 2.6～5.9％の体重増加の抑制

を認めた。肝細胞の壊死及び空胞化変性は 250 mg/kg/day 群の雄の 5/10 匹に、尿細管の変

性又は石灰化も 250 mg/kg/day 群の雄の 5/10 匹にみられたが、雌のマウスにはみられなか
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った 23) 。この結果から、NOAEL をラットで 30 mg/kg/day（曝露状況で補正：21 mg/kg/day）、

マウスで 125 mg/kg/day（曝露状況で補正：89 mg/kg/day）とする。 

キ）Fischer 344ラット及びB6C3F1マウス雌雄各 50匹を 1群とし、ラットに 0、40、80 mg/kg/day、

マウスに 0、50、100 mg/kg/day を 2 年間強制経口投与（5 日/週）した結果、ラットでは 80 

mg/kg/day 群の雄で 20 週目から体重増加の抑制を認めたが、雌の体重や雌雄の生存率、一

般状態に影響はみられなかった。40 mg/kg/day 以上の群の雌雄の肝臓で脂肪変性、40 

mg/kg/day 以上の群の雄及び 80 mg/kg/day 群の雌の肝臓でスリガラス様の細胞質変化、40 

mg/kg/day 以上の群の雄で腎症の発生率に増加がみられた 23) 。 

 マウスでは 100 mg/kg/day 群の雌雄の体重は試験期間を通して対照群よりも低く、50 

mg/kg/day群の雌雄の体重も 59週以降は明らかに低かったが、一般状態に変化はなかった。

生存率は雄の 50、100 mg/kg/day 群で有意に低く、このうち、58～59 週目に死亡した 50 

mg/kg/day 群の雄 35 匹については調剤ミスによる過剰投与が原因であったが、同じものを

投与した 50 mg/kg/day 群の雌で特に死亡率の増加はみられなかった。肝臓では 50 mg/kg/day

以上の群の雌雄で脂肪変性、雄で壊死、100 mg/kg/day 群の雄で巨大肝細胞、雌で石灰化の

発生率に増加がみられ、50 mg/kg/day 群の雄の脂肪変性及び壊死はほぼすべてが過剰投与

で死亡したマウスに限られた。また、50 mg/kg/day 以上の群の雄で腎症、雌で濾胞細胞の

過形成の発生率に増加がみられ、腎症は過剰投与で死亡した 35 匹のすべてにみられた 23) 。 

 これらの結果から、LOAEL をラットで 40 mg/kg/day（曝露状況で補正：29 mg/kg/day）、マ

ウスで 50 mg/kg/day（曝露状況で補正：36 mg/kg/day）とする。 

ク）Wistar ラット雌雄各 40 匹を 1 群とし、雄に 0、10、39、210 mg/kg/day、雌に 0、17、66、

350 mg/kg/day を 24 ヶ月間混餌投与した結果、雄の 210 mg/kg/day 群及び雌の 350 mg/kg/day

群で軽度の立毛とへばり、著明な体重増加の抑制がみられ、39 mg/kg/day 群の雄及び 66 

mg/kg/day 群の雌でも軽度の体重増加の抑制がみられたが、摂餌量や血球成分、臓器重量へ

の影響はいずれの群にもなかった。臨床化学成分のうち、トリグリセリドの減少とγ-GTP

の上昇には用量依存性があったが、他の成分の有意な変化には用量依存性や一貫した経時

的傾向はみられなかった。剖検では、投与群の雌雄に肝臓表面の凸凹不整や黄変、小葉の

透明化を認め、18 ヵ月後の剖検では雄の低用量（10 mg/kg/day）群でもほぼすべてに肝臓

の黄変がみられたが、雌の低用量（17 mg/kg/day）群では 1 匹に軽度の肝肥大がみられただ

けで、24 ヵ月後には低用量群での肝臓への影響は雌雄の各数匹に限られた 24) 。なお、定性

的な報告であったため、NOAEL 等の判断はしないこととする。 

 

③ 生殖・発生毒性 

ア）Sprague-Dawley ラット雌雄各 10 匹を１群とし、0、50、100、200 mg/kg/day を 90 日間強

制経口投与した結果、200 mg/kg/day 群の雄で精巣相対重量の有意な増加を認めたが、組織

や精子の状況に影響がなかったことから、投与に関連したものとは考えられなかった 22) 。

また、Fischer 344 ラット及び B6C3F1マウス雌雄各 50 匹を 1 群とし、ラットに 0、40、80 

mg/kg/day、マウスに 0、50、100 mg/kg/day を 2 年間強制経口投与（5 日/週）した結果、生

殖器官への影響はどちらの種にもみられなかった 23) 。 

イ）Sprague-Dawley ラット雌 10～12 匹を１群とし、0、50、100、200 mg/kg/day を妊娠 6 日か
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ら 15 日まで強制経口投与した結果、200 mg/kg/day 群で体重増加の有意な抑制がみられた

が、肝臓や腎臓の重量、血液、吸収胚数、胎仔の数や体重などに影響はなく、奇形の発生

率増加もみられなかった 25) 。この結果から、NOAEL を母ラットで 100 mg/kg/day、胎仔で

200 mg/kg/day とする。 

ウ）Sprague-Dawley ラット雄 10 匹、雌 10 匹（A グループ）、13 匹（B グループ）を 1 群とし、

雄及びグループBの雌は 5日間の交尾期間後から雄は 30日間、雌は出産まで 0、0.005、0.015、

0.045％の濃度で飲水投与し、グループ A の雌は交尾前 12 日から出産前まで同様に飲水投

与した結果、雄では体重や精子数、肝臓や腎臓、精巣などの組織に影響はなかったが、0.015％

以上の群で 5'ヌクレオチダーゼ活性の有意な上昇、0.045％群で総タンパク、飲水量の有意

な減少を認めた。グループ A の雌では 0.045％群で飲水量が試験期間を通して低かった以外

には交尾率や受胎率、生存胎仔数、吸収胚、着床数などに影響はなかった。グループ B の

雌でも 0.045％群で飲水量の減少がみられ、0.045％群の仔で雌の割合（性比）が有意に低か

ったが、自然発生率の範囲にあったこと、対照群の性比が雄に偏っていたことから、投与

に関連した悪影響とは考えられなかった。なお、飲水量から求めた用量は雄で 0、4.2、12.4、

28.2 mg/kg/day、グループ A の雌で 0、6.3、17.4、46.0 mg/kg/day、グループ B の雌で 0、7.1、

20.0、47.8 mg/kg/day であった 26) 。著者らは、0.005％群の雄で ALP が有意に高かったこと

から、雄では肝機能障害が疑われるとしたが、これらの臨床化学成分の変化はわずかで、

用量依存性もなかったことから、NOAEL を生殖・発生毒性も含めて 0.045％（雄で 28.2 

mg/kg/day、雌で 47.8 mg/kg/day）とする。 

エ）ICR Swiss マウス雄 10 匹、雌 30 匹を 1 群とし、0、0.1、1、4 g/L の濃度で、F0は交尾前

5 週から 3 回出産（仔：F1a、F1b、F1c）させて最後の仔（F1c）が離乳するまで、F1b には交

尾前 14 週から 2 回出産（仔：F2a、F2b）させて最後の仔（F2b）が離乳するまで飲水投与し

た修正多世代試験の結果、1 g/L 以上の群の雌（F0、F1b親世代）及び 4 g/L 群の雄（F0、F1b

親世代）で体重増加の有意な抑制を認め、肝表面の凸凹不整を伴った肝腫脹は 4 g/L 群の雌

雄のほとんどにみられ、生存率は F1bの 4 g/L 群雌雄で有意に低かった。生殖・発生に関す

るパラメータへの影響は主に 4 g/L 群にみられ、受胎率（4 g/L 群の F2b妊娠時）、同腹仔数

（4 g/L 群の F1a、F1b、F1c、F2a、F2b妊娠時及び 1 g/L 群の F1c妊娠時）、出産率（4 g/L 群の

F1a、F1b、F1c妊娠時）、4 日生存率（4 g/L 群の F1a、F1b、F1c、F2a及び 1 g/L 群の F1b）、哺育

率（4 g/L 群の F2b、1 g/L 群の F1b、F2b）の有意な低下を認めた。F2bでは生後 7 日の 1 g/L

以上の群、14、21 日の 0.1 g/L 以上の群の体重が有意に低かったが、同濃度群の F2aの体重

と比べると同等以上であった。また、F0、F1bの雄と無処置の雌を用いた優性致死試験、F0、

F1b の雌と無処置の雄を用いた催奇形性試験のいずれにも投与に関連した影響はみられな

かった 27) 。この結果から、NOAEL を 0.1 g/L とする。なお、著者らはマウスの体重を 30 g、

飲水量を 5 mL/day と仮定すると、各群の用量は 0、20、200、800 mg/kg/day となるとして

いる。 

 

④ ヒトへの影響 

ア）アメリカのアイオワ州で、水道水中のトリハロメタンと新生児の出生児低体重（症例群

159 例、対照群 795 例）、早産（症例群 342 例、対照群 1,710 例）、子宮内発育遅延（症例群
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187 例、対照群 935 例）との関連を検討した症例対照研究では、いずれも本物質との間に関

連はなかった 28) 。 

イ）カリフォルニア州で、5,144 人の妊婦を対象にした飲料水からのトリハロメタン摂取量と

自然流産との関連を調べた前向き研究では、喫煙や流産の履歴、人種、妊娠中の労働の有

無で調整しても本物質との間に有意な関連はなかった 29) 。 

ウ）北カリフォルニアに住む 18～39 歳の既婚女性を対象とし、水道水からのトリハロメタン

への曝露と月経周期との関連を調べた前向き研究では、高濃度曝露群（60 µg/L 超）で年齢

や人種、妊娠履歴、喫煙等で調整した月経周期が 1.1 日（95％CI : -1.8～-0.40）、卵胞期が

0.94 日（95％CI : -1.6～-0.24）短く、10 µg/L のトリハロメタンの増加でこれらは 0.18 日（95％

CI : -0.29～-0.07）短くなる関係にあった。また、本物質の他にクロロホルム、ブロモジク

ロロメタン、ブロモホルムについて四分位の最高濃度を用いて検討したところ、クロロホ

ルムを除く 3 種類のトリハロメタン、臭素化物の合計でそれぞれ月経周期、卵胞期は有意

に短かったが、その程度は本物質又は臭化物の合計で最も大きかった 30) 。 

エ）カリフォルニア州に住む不妊のリスク因子のない夫婦 157 組の夫から採取した精液とト

リハロメタン曝露との関連を調べた研究では、未加温での水道水の飲用量が多いほど正常

な形態の精子数が減少し、頭部欠損の精子数が増加する傾向がみられたが、本物質と精液

の量や精子濃度、運動精子や形態異常精子の割合との間に強い関連はなかった 31) 。 

オ）カリフォルニア州で実施された先天性奇形に関する 2 件の大規模な症例対照研究のデー

タをもとに、飲料水からのトリハロメタン曝露との関連を調べた結果、本物質や他のトリ

ハロメタンと先天性奇形との間に関連はなかった 32) 。 

 なお、これらの疫学研究では曝露量の推定が難しいことが課題として指摘されている。 

 

（3）発がん性 

① 主要な機関による発がんの可能性の分類 

国際的に主要な機関での評価に基づく本物質の発がんの可能性の分類については、表 3.2

に示すとおりである。 
 

表 3.2 主要な機関による発がんの可能性の分類 

機 関 (年) 分  類 

WHO IARC (1999) 3 ヒトに対する発がん性については分類できない 

EU EU －  

 EPA (1992) C ヒト発がん性があるかもしれない物質 

USA ACGIH －  

 NTP －  
日本 日本産業衛生学会 －  
ドイツ DFG －  

 

② 発がん性の知見 

○ 遺伝子傷害性に関する知見 

in vitro 試験系では、ネズミチフス菌で遺伝子突然変異を誘発した報告 33～35) 、遺伝子突
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然変異を誘発しなかった報告 23, 36, 37) に分かれ、コウジ菌 38) で異数性、酵母 39) で遺伝

子変換、マウスリンパ腫細胞（L5178Y）40, 41) で遺伝子突然変異を誘発したが、酵母 39) で

遺伝子突然変異を誘発しなかった。ヒトのリンパ球（初代培養）42) 、ヒト急性リンパ芽球

性白血病細胞（CCRF-CEM）43)、ラット肝細胞（RL4）
43) 、ラット赤芽球性白血病細胞（K3D、

D25-1a ）
44, 45) で姉妹染色分体交換、マウスリンパ腫細胞（L5178Y）46) 、チャイニーズハム

スター肺細胞（CHL/IU）47) で染色体異常を誘発し、ヒト急性リンパ芽球性白血病細胞

（CCRF-CEM）で DNA 鎖切断を誘発したが、ラットの初代肝細胞では DNA 鎖切断を誘発

しなかった 48) 。 

in vivo 試験系では、経口投与したマウスの骨髄で姉妹染色分体交換 42) 、経口投与又は腹

腔内投与したラットの骨髄で染色体異常 49) を誘発したが、イベリアトゲイモリの血液 36) 及

び腹腔内投与したマウスの骨髄 50) で小核、経口投与したラットの肝臓で不定期 DNA 合

成 51) 、肝臓 48) 、腎臓 48, 52) 、十二指腸 48) で DNA 鎖切断を誘発しなかった。 

 

○ 実験動物に関する発がん性の知見 

Fischer 344ラット及びB6C3F1マウス雌雄各 50匹を 1群とし、ラットに 0、40、80 mg/kg/day、

マウスに 0、50、100 mg/kg/day を 2 年間強制経口投与（5 日/週）した結果、ラットでは発

生率の有意な増加を示す腫瘍はどの部位にもみられず、甲状腺や血液、乳腺、精巣ではむ

しろ腫瘍の発生率に有意な減少傾向さえみられた。マウスでは雄の 50 mg/kg/day 群で 35 匹

が 58～59 週目に事故死したため、同群での検討はできなかったが、雄の 100 mg/kg/day 群

で肝細胞癌、肝細胞腺腫＋癌の発生率に有意な増加を認め、雌の 100 mg/kg/day 群でも肝細

胞腺腫、肝細胞腺腫＋癌の発生率は有意に高く、有意な増加傾向もみられた。しかし、雄

の 100 mg/kg/day 群で悪性リンパ腫、雌の 50 mg/kg/day 群で血管腫＋血管肉腫の発生率は有

意に低かった。これらの結果から、ラットでは発がん性を示す証拠はなかったが、マウス

では雄で不明瞭な証拠、雌でいくつかの証拠があったと NTP（1985）は結論した 23) 。 

Wistar ラット雌雄各 40 匹を 1 群とし、雄に 0、10、39、210 mg/kg/day、雌に 0、17、66、

350 mg/kg/day を 24 ヶ月間混餌投与した試験では、剖検時の結果のみの報告であったが、

腫瘍の発生率に増加はなかった 24) 。 

CBAxC57B1/6 マウス雌雄各 50～55 匹を 1 群とし、0、0.04、4、400 mg/L の濃度で 104

週間飲水投与した結果、腫瘍の有意な発生増加はみられなかった 53) 。 

なお、U.S. EPA（1992）は雌の B6C3F1マウスの各群にみられた肝細胞腺腫＋癌の発生率

（6/50、10/49、19/50 匹）に線形多段階モデルを適用してスロープファクターを 8.4×

10-2/(mg/kg/day)と算出している 54) 。 

 

○ ヒトに関する発がん性の知見 

アイオワ州で 1986 年に 55～69 歳であった閉経後の女性 41,836 人を 1986 年から 1993 年

末まで追跡したコホート調査では、この間に 3,567 人でがんが発生しており、水道水中のク

ロロホルム濃度と大腸がんリスク、全がんリスクの増加との間には用量に依存した有意な

関連がみられたが、本物質やブロモジクロロメタン、ブロモホルムとの間に有意な関連は

なかった 55) 。 
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カナダのケベック州で 1980 年から 1993 年の間に小児急性リンパ芽球性白血病と診断さ

れた 0～9 歳の小児 491 人、性、年齢、診断時の居住地域でマッチさせた対照群 491 人から

なる症例対照研究では、胎児期及び生後の水道水からのトリハロメタン、金属類、硝酸塩

類の平均曝露、累積曝露との関連について検討した結果、本物質を含むいずれの成分も小

児急性リンパ芽球性白血病と有意な関連はなかった 56, 57) 。 

ニューヨーク州の西部地域で直腸癌と診断された男性患者 128 人、性、年齢等でマッチ

させた対照群 253 人からなる症例対照研究では、飲酒や食事等で調整したオッズ比は水道

水からのブロモホルム曝露で 1.85（95％CI: 1.25～2.74）と有意に高く、本物質及びブロモ

ジクロロメタンのオッズ比もそれぞれ 1.78（95％CI: 1.00～3.19）、1.15（95％CI: 1.00～1.32）

でわずかに有意であった 58) 。また、膀胱がん患者 129 人、対照群 256 人の調査では、総ト

リハロメタン、本物質、クロロホルムのそれぞれで膀胱がんと有意な関連がみられ、この

うち、ブロモホルムのオッズ比が最も大きかった 59) 。 

 

（4）健康リスクの評価 

① 評価に用いる指標の設定 

非発がん影響については一般毒性及び生殖・発生毒性等に関する知見が得られているが、

発がん性については十分な知見が得られず、ヒトに対する発がん性の有無については判断で

きない。このため、閾値の存在を前提とする有害性について、非発がん影響に関する知見に

基づき無毒性量等を設定することとする。 

経口曝露については、中・長期毒性カ）に示したラットの試験から得られた NOAEL 30 

mg/kg/day（肝細胞の変性）を曝露状況で補正して 21 mg/kg/day とし、慢性曝露への補正が必

要なことから 10 で除した 2.1 mg/kg/day が信頼性のある最も低用量の知見と判断し、これを

無毒性量等に設定する。 

吸入曝露については、無毒性量等の設定ができなかった。 

 

② 健康リスクの初期評価結果 
 

表 3.3 経口曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露量 予測最大曝露量 無毒性量等 MOE 

経口 
飲料水 0.4 µg/kg/day未満 1.6 µg/kg/day 

2.1 mg/kg/day ラット 
130 

地下水 － － － 
 
経口曝露については、飲料水を摂取すると仮定した場合、平均曝露量は 0.4 µg/kg/day 未満、

予測最大曝露量は 1.6 µg/kg/day であった。無毒性量等 2.1 mg/kg/day と予測最大曝露量から、

動物実験結果より設定された知見であるために 10 で除して求めた MOE（Margin of Exposure）

は 130 となる。なお、過去のデータではあるが、限られた地域の食物データとして報告（1996

年）のあった値の最大値は 0.032 µg/kg/day であったが、参考としてこれを飲料水とともに摂

取すると仮定しても予測最大曝露量は 1.6 µg/kg/day となり、MOE は 130 となる。 

従って、本物質の経口曝露による健康リスクについては、現時点では作業は必要ないと考

えられる。 
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詳細な評価を行う
候補と考えられる。

現時点では作業は必要
ないと考えられる。

情報収集に努める必要
があると考えられる。

MOE＝10 MOE＝100［ 判定基準 ］

 
表 3.4 吸入曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露濃度 予測最大曝露濃度 無毒性量等 MOE 

吸入 
環境大気 0.0029 µg/m3程度 0.029 µg/m3程度 

－ － 
－ 

室内空気 0.1 µg/m3 12 µg/m3 － 

 

吸入曝露については、無毒性量等が設定できず、健康リスクの判定はできなかった。 

なお、参考として吸収率を 100％と仮定し、経口曝露の無毒性量等を吸入曝露の無毒性量等

に換算すると 7 mg/m3 となるが、これと一般環境大気中の予測最大曝露濃度 0.029 µg/m3程度

から、動物実験結果より設定された知見であるために 10 で除して算出した MOE は 24,000 と

なる。また、過去のデータではあるが、限られた地域のデータとして報告（2003 年）のあっ

た最大値 0.49 µg/m3から参考として MOE を算出すると 1,400 となる。一方、室内空気中の濃

度についてみると、予測最大曝露濃度は 12 µg/m3であるため、MOE は 58 となる。このため、

一般環境大気については吸入曝露については、健康リスクの評価に向けて吸入曝露の情報収

集等を行う必要性は低いと考えられる。室内空気については、吸入曝露の情報収集等を行う

必要性があると考えられる。 
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４．生態リスクの初期評価 

水生生物の生態リスクに関する初期評価を行った。 

（1）水生生物に対する毒性値の概要 

本物質の水生生物に対する毒性値に関する知見を収集し、その信頼性及び採用の可能性を確

認したものを生物群（藻類、甲殻類、魚類及びその他生物）ごとに整理すると表 4.1 のとおり

となった。 

 

表 4.1 水生生物に対する毒性値の概要 

生物群 
急 

性 
慢 
性 

毒性値 
[µg/L] 

生物名 生物分類／和名 
エンドポイント

／影響内容 
曝露期間

[日] 
試験の

信頼性 
採用の

可能性
文献 No.

藻 類  ○ 4,500*1 Pseudokirchneriella 
subcapitata 緑藻類 

NOEC  
GRO (RATE)

3 A A 3) 

 ○  9,610*1 Pseudokirchneriella 
subcapitata 

緑藻類 
EC50   
GRO (RATE)

3 A A 3) 

 ○  56,000 Isochrysis galbana コッコリサス藻類 NOEC GRO 3 C C 
4)- 

2015035

 ○  >112,000 Isochrysis galbana コッコリサス藻類 EC50 GRO 3 C C 
4)- 

2015035

甲殻類  ○ 63.2 Daphnia magna オオミジンコ NOEC REP 21 A A 2)-1 

 ○  26,500 Daphnia magna オオミジンコ EC50 IMM 2 B*2 B*2 2)-1 

 ○  46,800 Daphnia magna オオミジンコ LC50 MOR 4 C C 
4)- 

2015035

魚 類  ○ 1,100 Oryzias latipes メダカ NOEC GRO 41 A A 2)-2 

    27,900 Oryzias latipes メダカ LC50 MOR 21 B*3 C 2)-1 

  ○  79,300 Oryzias latipes メダカ LC50 MOR 4 B*2 B*2 2)-1 

その他 ○  65,000 Tetrahymena 
pyriformis 

テトラヒメナ属 EC50  GRO 1 B C 1)-11258

毒性値（太字）：PNEC 導出の際に参照した知見として本文で言及したもの 

毒性値（太字下線）： PNEC 導出の根拠として採用されたもの 

試験の信頼性：本初期評価における信頼性ランク 
A：試験は信頼できる、B：試験は条件付きで信頼できる、C：試験の信頼性は低い、D：信頼性の判定不可 
E：信頼性は低くないと考えられるが、原著にあたって確認したものではない 

採用の可能性：PNEC 導出への採用の可能性ランク 
A：毒性値は採用できる、B：毒性値は条件付きで採用できる、C：毒性値は採用できない 

エンドポイント 

EC50 (Median Effective Concentration) : 半数影響濃度、LC50 (Median Lethal Concentration) : 半数致死濃度、 

NOEC (No Observed Effect Concentration) : 無影響濃度 

影響内容 

GRO (Growth) : 生長（植物）、成長（動物）、IMM (Immobilization) : 遊泳阻害、MOR (Mortality) : 死亡、 

REP (Reproduction) : 繁殖、再生産 

毒性値の算出方法 

RATE：生長速度より求める方法（速度法） 

 

*1 文献 2)-1 の 0～48 時間の結果に基づき、試験時の初期実測濃度を用いて速度法により再計算した値 
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*2 界面活性作用のある助剤を用いているため、試験の信頼性、採用の可能性ともに「B」とした 

*3 界面活性作用のある助剤を用いているため、試験の信頼性は「B」とした 

 

評価の結果、採用可能とされた知見のうち、生物群ごとに急性毒性値及び慢性毒性値のそれ

ぞれについて最も小さい毒性値を予測無影響濃度 (PNEC) 導出のために採用した。その知見の

概要は以下のとおりである。 

 

1） 藻 類 

環境庁 2)-1は OECD テストガイドライン No.201 (1984) に準拠し、緑藻類 Pseudokirchneriella 

subcapitata（旧名 Selenastrum capricornutum）の生長阻害試験を GLP 試験として実施した。試験

には密閉容器が使用され、設定試験濃度は 0（対照区、助剤対照区）、2.63、3.95、5.93、8.89、

13.3、 20 mg/L （公比 1.5）であった。試験溶液は、助剤としてジメチルスルホキシド (DMSO) 

100 mg/L を用いて調製された。被験物質の実測濃度は、試験開始時及び終了時においてそれぞ

れ設定濃度の 74.0～75.9%及び 62.8～78.0%であり、毒性値の算出には初期実測濃度が用いられ

た。0～48 時間の結果に基づき、速度法による 72 時間半数影響濃度 (EC50) は 9,610 µg/L、72

時間無影響濃度 (NOEC) は 4,500 µg/L であった 3)。 

 

2） 甲殻類 

環境庁 2)-1は OECD テストガイドライン No.202 (1984) に準拠し、オオミジンコ Daphnia magna

の急性遊泳阻害試験を実施した。試験は半止水式（密閉容器使用、24 時間換水）で行われ、設

定試験濃度は 0（対照区、助剤対照区）、7.63、12.2、19.5、31.2、50 mg/L（公比 1.6）であった。

試験溶液の調製には、試験用水として脱塩素水道水（硬度 35.5 mg/L、CaCO3換算）が、助剤と

して界面活性作用のある硬化ひまし油 (HCO-40) 54.2 mg/L が用いられた。被験物質の実測濃度

は、試験期間を通して 85.0～95.0%を維持していた。48 時間半数影響濃度 (EC50) は、設定濃度

に基づき 26,500 µg/L であった。なお、界面活性作用のある助剤を用いているため、試験の信頼

性及び採用の可能性は「B」とした。 

また、環境庁 2)-1は OECD テストガイドライン No.202 (1984) に準拠し、オオミジンコ Daphnia 

magna の繁殖試験を GLP 試験として実施した。試験は半止水式（密閉容器使用、毎日換水）で

行われ、設定試験濃度は 0（対照区、助剤対照区）、0.020、0.0632、0.20、0.632、2.0、6.32、20 mg/L

（公比√10）であった。試験用水には脱塩素水道水（硬度 35.5 mg/L、CaCO3換算）が用いられ

た。被験物質の実測濃度は試験期間を通して 82.8～103%を維持しており、毒性値の算出には設

定濃度が用いられた。繁殖阻害に関する 21 日間無影響濃度 (NOEC) は 63.2 µg/L であった。 

 

3） 魚 類 

環境庁 2)-1は OECD テストガイドライン No. 203 (1992) に準拠し、メダカ Oryzias latipes の急

性毒性試験を GLP 試験として実施した。試験は半止水式（密閉容器使用、1 日 2 回換水）で行

われ、設定試験濃度は 0（対照区、助剤対照区）、9.53、17.1、30.9、55.6、100 mg/L であった。

試験溶液の調製には、試験用水として脱塩素水道水（硬度 35.5 mg/L、CaCO3 換算）、助剤とし

て界面活性作用のある硬化ひまし油 (HCO-40) 100 mg/L が用いられた。被験物質の実測濃度は、

試験期間を通して 83.9～98.2%を維持していた。96 時間半数致死濃度 (LC50) は、設定濃度に基

づき 79,300 µg/L であった。なお、界面活性作用のある助剤を用いているため、試験の信頼性及
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び採用の可能性は「B」とした。 

また、環境省 2)-2は OECD テストガイドライン No.210 (1992) に準拠し、メダカ Oryzias latipes

の胚を用いて魚類初期生活段階毒性試験を GLP 試験として実施した。試験は流水式 (5 倍容量

換水／日) で行われた。設定試験濃度は、0（対照区）、0.22、0.46、1.0、2.2、4.6、10 mg/L（公

比約 2）であった。試験用水には硬度 32 mg/L の脱塩素水が用いられた。被験物質の実測濃度は、

試験を通して設定濃度の 84～118%であった。毒性値の算出には、実測濃度（0、3、6、10、14、

17、20、24、27、31、33、39、41 日目の算術平均値）が用いられ、成長阻害（稚魚の全長又は

体重）に関する 41 日間無影響濃度 (NOEC) は 1,100 µg/L であった。 
 

（2）予測無影響濃度 (PNEC) の設定 

急性毒性及び慢性毒性のそれぞれについて、上記本文で示した毒性値に情報量に応じたアセ

スメント係数を適用し予測無影響濃度 (PNEC) を求めた。 
 
 

急性毒性値 

藻 類  Pseudokirchneriella subcapitata 72 時間 EC50（生長阻害） 9,610 µg/L 

甲殻類  Daphnia magna 48 時間 EC50（遊泳阻害） 26,500 µg/L 

魚 類  Oryzias latipes 96 時間 LC50 79,300 µg/L 

アセスメント係数：100 [3 生物群（藻類、甲殻類及び魚類）について信頼できる知見が得ら

 れため] 

これらの毒性値のうち、最も小さい値（藻類の 9,610 µg/L）をアセスメント係数 100 で除する

ことにより、急性毒性値に基づく PNEC 値 96 µg/L が得られた。 
 

慢性毒性値 

藻 類 Pseudokirchneriella subcapitata 72 時間 NOEC（生長阻害） 4,500 µg/L 

甲殻類 Daphnia magna 21 日間 NOEC（繁殖阻害）  63.2 µg/L 

 魚 類 Oryzias latipes 41 日間 NOEC（成長阻害） 1,100 µg/L 

アセスメント係数：10［3 生物群（藻類、甲殻類及び魚類）について信頼できる知見が得ら

 れため] 

これらの毒性値のうち、最も小さい値（甲殻類の 63.2 µg/L）をアセスメント係数 10 で除する

ことにより、慢性毒性値に基づく PNEC 値 6.3 µg/L が得られた。 
 

本物質の PNEC としては甲殻類の慢性毒性値から得られた 6.3 µg/L を採用する。 
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（3）生態リスクの初期評価結果 

 

表 4.2 生態リスクの初期評価結果 

水 質 平均濃度 最大濃度 (PEC) PNEC 
PEC/ 

PNEC 比

公共用水域・淡水 

データは得られなかった 
[過去のデータではあるが

0.01 µg/L 未満 (1999)] 

データは得られなかった 
[過去のデータではあるが

0.41 µg/L (1999)] 
6.3 

µg/L 

― 

公共用水域・海水 

データは得られなかった 

[過去のデータではあるが

0.01 µg/L未満程度 (1999)]

データは得られなかった 

[過去のデータではあるが

0.04 µg/L程度 (1999)] 
― 

注：1) 水質中濃度の（ ）内の数値は測定年度を示す  

   2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む 

 

 
 

本物質については、予測環境中濃度 (PEC) を設定できるデータが得られなかったため、リス

クの判定はできなかった。 

仮に本物質の表流水、湖沼水及びダム湖水を原水とする水道原水の測定結果 10 µg/L を淡水域

の PEC とすると、PNEC との比は 1 よりも大きな値となる。また、PRTR 届出外排出量の推計

では、下水処理の工程で非意図的に生成されるトリハロメタンの排出量が推計されていない。 

したがって、本物質については情報収集に努める必要があり、環境中濃度の測定が必要と考

えられる。 

詳細な評価を行う 
候補と考えられる。 

現時点では作業は必要 
ないと考えられる。 

情報収集に努める必要
があると考えられる。

PEC/PNEC＝0.1 PEC/PNEC＝1［ 判定基準 ］
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１．物質に関する基本的事項 

（1）分子式・分子量・構造式 

1) セレン 

物質名：セレン 

CAS 番号：7782-49-2 
化審法官報公示整理番号： 
化管法政令番号：1-242 
RTECS 番号：VS7700000 

元素記号：Se 

原子量：78.96 
換算係数：1ppm= 3.23 mg/m3 (気体、25℃) 

 

主なセレン化合物は以下のとおりである。 

No 物質名 CAS 番号 
化審法官報 
公示整理番号

RTECS 番号 分子量 化学式 

2) 
亜セレン

酸（Ⅳ） 
7783-00-8 1-431 VS7175000 128.97 H2SeO3 

3) 
亜セレン

酸ナトリ

ウム（Ⅳ） 

10102-18-8 1-507 VS7350000 172.94 Na2SeO3 

4) 
亜セレン

酸バリウ

ム（Ⅳ） 

13718-59-7 1-91 － 264.29 BaSeO3 

5) 
セレン化

水素（Ⅱ） 
7783-07-5 1-1246 MX1050000 80.98 H2Se 

6) 
セレン酸

ナトリウ

ム（Ⅵ） 
13410-01-0 1-1212 VS6650000 188.94 Na2SeO4 

7) 
二酸化セ

レン（Ⅳ） 
7446-08-4 1-546 VS8575000 110.96 SeO2 

8) 
二硫化セ

レン（Ⅳ） 
7488-56-4 

1-568  
(硫化セレン)

VS8925000 143.09 SeS2 

9) 
六フッ化

セ レ ン

（Ⅵ） 
7783-79-1 － VS9450000 192.95 SeF6 

10) 
硫化セレ

ン 
7446-34-6 1-568 VT0525000 111.03 SeS 

（注）物質名に併記したローマ数字は、酸化数を示す。 

 

（2）物理化学的性状 

セレン化合物の性状は以下のとおりである。 

No 化学式 性 状 

1) Se 常温で赤褐色から暗灰色の固体 1)  

2) H2SeO3 常温で無色または白色の固体 1) 

［9］セレン及びその化合物 
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No 化学式 性 状 

3) Na2SeO3 常温で白色の固体で、吸湿性がある 1) 

4) BaSeO3 無色の結晶 2) 

5) H2Se 常温で無色の気体 1) 

6) Na2SeO4 無色の斜方晶系晶 3)、無色の単斜晶系晶（十水和物）3) 

7) SeO2 無色の針状晶 3)、青黄色（液体）3)、緑色（気体）3) 

8) SeS2 常温で赤黄色の固体 1) 

9) SeF6 常温で無色の気体 1) 

10) SeS 橙黄色の小片または粉末結晶 4) 

 

No 化学式 融 点 沸 点 密 度 

1) 

Se 
(灰色セレン) 

220.8℃5)、217℃6) 
685℃(760 mmHg) 

5) 
4.809 g/cm3 5) 

Se 
(赤色セレン) 

>120℃ (灰色セレ

ンとなる) 5)、

<200℃6) 

685℃(760 mmHg) 

5) 
4.39 g/cm3 5)、4.46 
g/cm3(α型) 6) 

Se 
(黒色セレン) 

180℃ (灰色セレン

となる) 5)  
685℃(760 mmHg) 

5) 
4.28 g/cm3 5) , 6)、4.26 6)

2) H2SeO3 
70℃ (分解する) 5) , 

7) , 8) 
 

3.0 g/cm3 5) , 8) 、3.004 
g/cm3 7) 

3) Na2SeO3 分解する 7)    

4) BaSeO3    

5) H2Se -65.73℃ 5) , 6) , 7)  
-41.25℃(760 
mmHg) 5)、-41.3℃ 

6) , 7)  

0.003310 g/cm3 5) 、
3.553g/L 7) 

6) Na2SeO4   3.213 g/cm3 7) 

7) SeO2 360℃5) 、340℃ 6) , 7)

315℃(760 mmHg) 

(昇華点) 5)、315℃
(昇華) 7) 

3.95 g/cm3 5) 、3.954 
g/cm3 7) 

8) SeS2 100℃ 5)、<100℃ 7) 分解する 7)  

9) SeF6 
-34.6℃(三重点) 5)、

-50.8℃ 6) 

-46.6℃(760 
mmHg) (昇華点) 

5) 、-63.8℃(昇華) 6)

0.007887 g/cm3 5) 

10) SeS 
118～119℃(分解す

る) 7) 
 

3.056 g/cm3 7)、3.056 
g/cm3(0℃) 9) 

 

No 化学式 蒸気圧 log Kow 解離定数 

1) Se    

2) H2SeO3 
2.00mmHg(=266Pa)(15
℃) 8)  

pKa1=2.62(25℃) 5)、 

pKa2=8.32(25℃) 5) 

3) Na2SeO3    

4) BaSeO3    
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No 化学式 蒸気圧 log Kow 解離定数 

5) H2Se 
9.1×103 mmHg(=1.2×
106 Pa)(30.8℃) 6)  

pKa1=3.89(25℃) 5) , 6)、 

pKa2=11.0(25℃) 5) , 6) 

6) Na2SeO4    

7) SeO2 
12.5 mmHg(=1.67×103 

Pa)(70℃) 6) 
  

8) SeS2    

9) SeF6 
651.2 mmHg(=8.692×
104 Pa)(-48.7℃) 6) 

  

10) SeS    

 

No 化学式 水溶性(水溶解度) 

1) Se 
1.1 μg/L(21.1℃、pH 8)、1.5 μg/L(21.2℃、pH 8)、3.8 μg/L(21.2℃、

pH 8) 10)、不溶（灰色セレン 5) , 6) , 7)、赤色セレン 5) , 7)、黒色セレン
5) , 7)） 

2) H2SeO3 1.667×106 mg/1000g (20℃) 7)、1.67×106 mg/1000g (20℃) 8) 

3) Na2SeO3 8.98×105 mg/1000g (25℃) 5) 、4.728×105 mg/1000g (24.4℃) 7)  

4) BaSeO3 不溶 5) 、50 mg/1000g (25℃) 7) 

5) H2Se 
2.7×103 ml/1000ml (22.5℃) 6) 、2.7×106 mg/1000g (22.5℃) 7)、2.89
×106 mg/1000g (20℃) 7)  

6) Na2SeO4 5.85×105 mg/1000g (25℃) 5) 、3.691×105 mg/1000g (25.2℃) 7) 

7) SeO2 2.64×105 mg/1000g (22℃) 5) 、2.57×106 mg/1000g (20℃) 7) 

8) SeS2 不溶 5) , 6) , 7) 

9) SeF6 不溶 5) 

10) SeS 不溶 4) , 9)  

（3）環境運命に関する基礎的事項 

亜セレン酸ナトリウムの分解性及び濃縮性は次のとおりである。 

生物分解性・生物濃縮性（難分解性であるが高濃縮性ではないと判断される物質 11)） 

生物濃縮係数 (BCF)： 

8.1～10（試験生物：コイ、試験期間：4 週間、試験濃度：10 µg/L）12) 

< 85（試験生物：コイ、試験期間：4 週間、試験濃度：1 µg/L）12) 

 

セレンは+6、+4、0 及び -2 の価数をとり、0 価のセレンには結晶構造をもつ灰色のいわゆ

る金属セレン、非結晶構造で赤色セレンなどの同素体が存在するが、金属セレンが最も安定

である 13)。自然界に存在する 0 価以外の分子種は、セレン酸、亜セレン酸、セレン化物、及

び含硫アミノ酸のセレンアナログであるセレノメチオニン（SeMet）、セレノシステイン

（SeCys）などが代表的である 13)。 

水中では亜セレン酸イオン（SeO3
2-）、セレン酸イオン（SeO4

2-）の形で存在する 14)。亜セ

レン酸イオンは水酸化鉄とともに沈殿（不溶化）するので、自然水中ではセレン酸イオンが

多い 14)。 
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化石燃料の燃焼により大気へ排出された二酸化セレンの大部分は、燃焼により生成した二

酸化硫黄によりセレンに還元されるとの報告や、二酸化セレンは大気中の水分と反応し、セ

レン酸のエアロゾルを生成するとの報告がある。ジメチルセレンやメチルセレンは、大気中

に残留する 15)。 

 

（4）製造輸入量及び用途 

① 生産量・輸入量等 

セレンは銅精錬やコピー機感光ドラムのスクラップ精錬に伴って生産される 1)。 

セレンのマテリアルフローを図 1 に示す 16)。 

 
＜最終製品＞＜原料＞ ＜中間製品＞ ＜主要応用製品＞ ＜リサイクル＞

銅電解スライム 金属セレン

高純度セレン 感光体ドラム

整流器など

着色剤

顔料

化学薬品

その他

快削鋼

消費量（不明）

消費量（不明）

消費量 42 t

消費量 0 t

消費量 16 t

消費量 142 t

消費量（「その他」
に含まれる）

（乾式複写機）

（ガラス）

（塗料）

（試薬他）

（鉄鋼部品）

（試薬他）

リサイクルなし

リサイクルなし

リサイクルなし

リサイクルなし

剥離回収
回収量 20 t

生産量 5 t

生産量 804 t
輸出量 655 t
輸入量 8 t

 
＊一部改変 

図 1 セレンのマテリアルフロー(2010) 

 

化審法に基づき公表されたセレン化合物の製造・輸入数量の推移を表 1.1 に示す 17),18),19)。 
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表 1.1 製造・輸入数量の推移 

平成（年度） 22 23 24 25 

セレン化銀 X X X X 

亜セレン酸 －c) X X X 

亜セレン酸ナトリウム － c) X X X 

二酸化セレン X X X X 

セレン酸ナトリウム － c) X X X 

セレン化水素 X 1,000 未満 1,000 未満 1,000 未満 
注： a) 製造数量は出荷量を意味し、同一事業者内での自家消費分を含んでいない値を示す。 

       b) 「X」は届出事業者が 2 社以下のため、製造・輸入数量は公表されていないもの。 
     c) 公表されていない。 

 

セレン化合物の生産量の推移を表 1.2 に示す 20)。 

 
表 1.2 生産量の推移 (t) 

平成（年度） 16 17 18 19 20 

亜セレン酸バリウム －a) －a) 0.2 2 2 

亜セレン酸ナトリウム －a) 50 50 50 50 

二酸化セレン －a) －a) 10 10 10 

二硫化セレン －a) －a) 0.2 0.2 0.2 

セレン酸ナトリウム －a) －a) 2 2 2 

平成（年度） 21 22 23 24 25 

亜セレン酸バリウム 2 0.5 0.5 0.5 0.5 

亜セレン酸ナトリウム 50 1 1 1 1 

二酸化セレン 10 10 10 10 10 

二硫化セレン 0.2 0.05 0.05 0.05 0.05 

セレン酸ナトリウム 2 2 2 2 2 
注：a) 公表されていない。 

 

 

セレンの生産量の推移を表 1.3 に示す 21)。 

 
表 1.3 生産量の推移 (t) 

平成（年） 16 17 18 19 20 

セレン 615 644 757 830 786 

平成（年） 21 22 23 24 25 

セレン 740 804 809 820 739 
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セレンの輸出量 22)、輸入量 22)の推移を表 1.4 に示す。 
 

表 1.4 輸出量･輸入量の推移 

平成（年） 17 18 19 20 21 

輸出量（t） 436 540 668 573 665 

輸入量（t） 13 23 6 8 1 

平成（年） 22 23 24 25 26 

輸出量（t） 655 573 587 585 592 

輸入量（t） 8 13 12 4 6 

注：a) 普通貿易統計[少額貨物(1 品目が 20 万円以下)、見本品等を除く]品別国別表より。 
 

セレン及びその化合物の化学物質排出把握管理促進法（化管法）における製造・輸入量区

分は 100 t 以上である 23)。 

 

② 用 途 

セレンは、コピー機の感光ドラムや太陽電池に使われている 1)。また、ガラスや陶磁器な

どの赤、ピンク、橙黄色の着色剤や顔料、ガラスに含まれる不純物の色を吸収する消色剤、

合金の添加剤として用いられるほか、セレンが欠乏している地域の土壌改良剤にも使われて

いる 1)。 

亜セレン酸は、試薬、酸化剤や顔料などに使われている 1)。 

亜セレン酸ナトリウムは、ガラスの着色剤や消色剤、顔料、軽金属のメッキ処理剤や動物

用飼料などに使われている 1)。 

セレン化水素は、半導体を製造する工程で使われている 1)。 

六フッ化セレンは、電気絶縁体や半導体に使われている 1)。 

二硫化セレンは、動物用医薬品の有効成分としてふけ取り用シャンプーに配合されて使用

されている 24)。 

このほかのセレン化合物の主な用途は、表 1.5 のとおりとされている。 

 
表 1.5 セレン化合物の主な用途 25) 

化合物名 主な用途 

亜セレン酸バリウム 硝子の着色および脱色剤 

セレン酸ナトリウム 
硝子の着色および脱色剤、陶磁器の着色剤、

銅メッキ光沢剤 

（5）環境施策上の位置付け 

セレン及びその化合物は、化学物質排出把握管理促進法第一種指定化学物質（政令番号：

242）に指定されている。 

セレンは、有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質に選定されている。 

セレンは、環境基準（水質、地下水、土壌）が設定されている。セレン及びその化合物は、

水道水質基準、排水基準が設定されている。セレンは、水生生物保全に係る水質目標を優先的

に検討すべき物質に選定されている。 
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２．曝露評価 

環境リスクの初期評価のため、わが国の一般的な国民の健康や水生生物の生存・生育を確保

する観点から、実測データをもとに基本的には化学物質の環境からの曝露を中心に評価するこ

ととし、データの信頼性を確認した上で安全側に立った評価の観点から原則として最大濃度に

より評価を行っている。 

（1）環境中への排出量 

本物質は化管法の第一種指定化学物質である。同法に基づき公表された平成 25 年度の届出

排出量 1)、届出外排出量対象業種・非対象業種・家庭・移動体 2),3)から集計した排出量等を表

2.1 に示す。なお、届出外排出量非対象業種・家庭・移動体の推計はなされていなかった。 

 
表 2.1 化管法に基づく排出量及び移動量（PRTR データ）の集計結果（平成 25 年度）

大気 公共用水域 土壌 埋立 下水道 廃棄物移動 対象業種 非対象業種 家庭 移動体

全排出・移動量 1,620 6,373 0.5 8,437 4 31,074 4,427 - - - 16,430 4,427 20,857

セレン及びその化合物

業種等別排出量(割合) 1,620 6,373 0.5 8,437 4 31,074 4,427 0 0 0

175 3,449 0 8,437 0 321 届出 届出外

(10.8%) (54.1%) (100%) (1.0%) 79% 21%

4,427

(100%)

0 2,433 0 0 0 0 0.0

(38.2%) (0.0007%)

1,401 5 0 0 0 486

(86.5%) (0.08%) (1.6%)

0 212 0 0 0 0

(3.3%)

0 147 0 0 0 0

(2.3%)

0 58 0.5 0 0 0.6

(0.9%) (100%) (0.002%)

0 58 0 0 0 2,500

(0.9%) (8.0%)

44 0 0 0 0 24,970

(2.7%) (80.4%)

0.3 8 0 0 4 2,457

(0.02%) (0.1%) (100%) (7.9%)

0 2 0 0 0 0

(0.04%)

0 0.2 0 0 0 0

(0.003%)

0 0 0 0 0 340

(1.1%)

届出 届出外　　(国による推計) 総排出量　　(kg/年)

排出量　　(kg/年) 移動量　　(kg/年) 排出量　　(kg/年) 届出

排出量

届出外

排出量
合計

金属鉱業

総排出量の構成比(%)

非鉄金属製造業

低含有率物質

下水道業

窯業・土石製品

製造業

パルプ・紙・紙加工品

製造業

産業廃棄物処分業

一般廃棄物処理業

（ごみ処分業に限る。）

鉄鋼業

電気機械器具製造業

化学工業

石油製品・石炭製品

製造業

一般機械器具製造業

 
 

本物質の平成 25 年度における環境中への総排出量は、約 21 t となり、そのうち届出排出量は

約 16 tで全体の 79%であった。届出排出量のうち約 1.6 tが大気、約 6.4 t が公共用水域へ排出さ

れるとしており、公共用水域への排出量が多い。この他に埋立処分が約 8 t、下水道への移動量

が 0.004 t、廃棄物への移動量が 31 t であった。届出排出量の主な排出源は、大気への排出が多

い業種は窯業・土石製品製造業（87%）であり、公共用水域への排出が多い業種は非鉄金属製

造業（54%）、下水道業（38%）であった。 

しかし、特別要件施設（金属鉱業、一般廃棄物処分業、産業廃棄物処分業、下水道業、等）

の排出量は定量下限値をもとに排出量を算出している場合があるため、過剰評価している場合

があることに留意する必要がある。 

表2.1に示したようにPRTRデータでは、届出排出量は媒体別に報告されているが、届出外排

出量の推定は媒体別には行われていないため、届出外排出量対象業種の媒体別配分を届出排出
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量の割合をもとに行った。届出排出量と届出外排出量を媒体別に合計したものを表 2.2 に示

す。 

 
表 2.2 環境中への推定排出量 

媒  体 推定排出量(kg) 

大  気 

水  域 

土  壌 

5,088 

7,333 

1 

 

（2）媒体別分配割合の予測 

セレン及びその化合物の化学形態は環境中で様々に変化するため、媒体別分配割合の予測を

行うことは適切ではない。したがって、セレン及びその化合物の媒体別分配割合の予測は行わ

なかった。 

 

（3）各媒体中の存在量の概要 

本物質の環境中等の濃度について情報の整理を行った。媒体ごとにデータの信頼性が確認さ

れた調査例のうち、より広範囲の地域で調査が実施されたものを抽出した結果を表 2.3 に示す。

なお、得られた環境中濃度は化学形態別の濃度ではなく、全セレンの濃度である。 

 
表 2.3 各媒体中の存在状況 

媒 体 
幾何 

平均値 a) 
算術 

平均値
最小値 最大値 a)

検出 
下限値 b) 検出率 調査地域 

測定年

度 
文 献 

                      

一般環境大気  µg Se/m3 0.00045 0.00063 0.000095 0.0015 －c) 13/13 全国 2013 4) 
  0.00039 0.00059 0.00011 0.002 －c) 13/13 全国 2012 5) 
    0.00043 0.00051 0.00016 0.00093 －c) 13/13 全国 2011 6) 
  0.00067 0.00068 0.00054 0.00082 －c) 7/7 東京都、 

大阪府 

2010 7) 

  0.0009 0.0009 0.00083 0.001 －c) 3/3 東京都 2009 8) 
  0.00087 0.00093 0.00052 0.0013 －c) 7/7 東京都、 

大阪府 

2008 9) 

  0.00077 0.0008 0.00054 0.0013 －c) 12/12 全国 2007 10) 
  0.00096 0.001 0.00049 0.0015 －c) 9/9 全国 2006 11) 
           

室内空気 µg Se/m3          

             

食物 d) µg Se/g          
             

飲料水 µg Se/L <1 <1 <1 <1 1 0/23 全国 2012 12) 
  <10 <10 <1 10 1～10 178/5574 全国 2012 13) 
    <10 <10 <1 10 1～10 147/5536 全国 2011 14) 
  <10 <10 <1 10 1～10 162/5628 全国 2010 15) 
  <10 <10 <1 2 e) 1～10 126/5345 全国 2009 16) 
  <10 <10 <1 10 1～10 73/5184 全国 2008 17) 
  <10 <10 <1 10 1～10 162/5554 全国 2007 18) 
  <10 <10 <1 10 1～10 169/5369 全国 2006 19) 
  <10 <10 <1 3 e) 1～10 165/5143 全国 2005 20) 
  <10 <10 <1 3 e) 1～10 218/5374 全国 2004 21) 
           

地下水 µg Se/L <5 <5 <1 9 1～5 33/2720 全国 2013 22) 
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媒 体 
幾何 

平均値 a) 
算術 

平均値
最小値 最大値 a)

検出 
下限値 b) 検出率 調査地域 

測定年

度 
文 献 

  <5 <5 <1 4 e) 1～5 21/2725 全国 2012 23) 
    <5 <5 <1 3 e) 1～5 25/2738 全国 2011 24) 
  <2 <2 <1 6 1～2 53/2818 全国 2010 25) 
  <5 <5 <1 3 e) 1～5 25/2965 全国 2009 26) 
  <10 <10 <1 6 1～10 31/2624 全国 2008 27) 
  <2 <2 <1 6 1～2 19/2830 全国 2007 28) 
  <5 <5 <1 9 1～5 16/2713 全国 2006 29) 
  <2 <2 <1 13 1～2 29/2599 全国 2005 30) 
  <5 <5 <1 50 1～5 26/2698 全国 2004 31) 
           

土壌 f) µg Se/g          
             

公共用水域・淡水  µg Se/L <5 <5 <1 6.8 1～5 16/2893 全国 2013 32) 
  <10 <10 <1 6.2 e) 1～10 20/2821 全国 2012 33) 
    <5 <5 <1 5.5 1～5 27/2867 全国 2011 34) 
  <5 <5 <1 8 1～5 28/2898 全国 2010 35) 
  <5 <5 <1 6 1～5 21/2910 全国 2009 36) 
  <5 <5 <1 15 1～5 32/2920 全国 2008 37) 
  <5 <5 <1 8 1～5 32/2919 全国 2007 38) 
  <5 <5 <1 8 1～5 11/2976 全国 2006 39) 
  <5 <5 <1 9 1～5 22/2965 全国 2005 40) 
  <5 <5 <1 7 1～5 20/2984 全国 2004 41) 
           

公共用水域・海水   µg Se/L <5 <5 <1 2 e) 1～5 25/565 全国 2013 32) 
  <5 <5 <1 2 e)  1～5 8/559 全国 2012 33) 
    <5 <5 <1 2 e) 1～5 5/588 全国 2011 34) 
  <20 <20 <1 3 e) 1～20 4/584 全国 2010 35) 
  <5 <5 <1 1 e) 1～5 1/586 全国 2009 36) 
  <5 <5 <1 <5 1～5 0/590 全国 2008 37) 
  <5 <5 <1 5 1～5 11/664 全国 2007 38) 
  <5 <5 <1 9 1～5 1/661 全国 2006 39) 
  <5 <5 <1 <5 1～5 0/642 全国 2005 40) 
  <5 <5 <1 2 e) 1～5 3/677 全国 2004 41) 
           

底質(公共用水域・淡水) µg Se/g 0.40 0.46 0.2 0.87 － 5/5 岩手県 2012 42) 
  0.68 0.68 0.68 0.68 － 1/1 岩手県 2010 43) 
  0.74 0.75 0.69 0.80 － 2/2 岩手県 2009 44) 
  0.17 0.24 <0.1 0.7 0.1 5/6 船橋市 2010 45) 
  0.31 0.54 <0.1 1.6 0.1 5/6 船橋市 2005 46) 
  <0.5 <0.5 0.29 1.3 － 2/12 高知県 2011 47) 
  <0.5 <0.5 0.05 1.2 － 2/12 高知県 2010 48) 
  <0.5 <0.5 <0.5 1.3 0.5 2/12 高知県 2009 49) 
  <0.5 <0.5 <0.01 1.5 0.01～0.5 2/12 高知県 2008 50) 
  <0.5 <0.5 <0.03 0.49 e) 0.03～0.5 1/12 高知県 2007 51) 
  0.38 0.96 0.03 5.19 － 15/15 名古屋市 2008 52) 
                      

底質(公共用水域・海水) µg Se/g 0.24 0.38 <0.1 0.7 0.1 2/3 船橋市 2010 45) 
  0.25 0.38 <0.1 0.6 0.1 2/3 船橋市 2005 46) 

  0.45 1.1 0.03 6.92 － 13/13 名古屋市 2008 52) 

           

魚類(公共用水域・淡水) µg Se/g 0.24 0.24 0.24 0.24 0.01 1/1 滋賀県 1979 53) 

           

魚類(公共用水域・海水) µg Se/g 0.39 0.44 0.22 1.1 0.01 7/7 全国 1979 53) 

    0.38 0.41 0.25 0.74 0.01 6/6 全国 1978 54) 

           

貝類(公共用水域・淡水) µg Se/g          

           

貝類(公共用水域・海水) µg Se/g 0.37 0.39 0.25 0.52 0.01 3/3 神奈川県、 
岩手県、 

1979 53) 
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媒 体 
幾何 

平均値 a) 
算術 

平均値
最小値 最大値 a)

検出 
下限値 b) 検出率 調査地域 

測定年

度 
文 献 

徳島県 
  0.4 0.4 0.34 0.47 0.01 2/2 神奈川県、 

岩手県 

1978 54) 

           

注：a) 最大値または幾何平均値の欄の太字で示した数字は、曝露の推定に用いた値を示す。 
b) 検出下限値の欄の斜体で示されている値は、定量下限値として報告されている値を示す。 
c) 報告されていない。 
d) 一日摂取量76.9 μg Se/day（マーケットバスケット方式、2000年調査）55)、68.7 μg Se/day（陰膳方式、1992

年調査）56)、168.4 μg Se/day（モデル献立試料、1988年調査）57)、67 μg Se/day（陰膳方式、1987年調査）58)、

77.4 μg Se/day（陰膳方式、1986年調査）59)、104.2 μg Se/day（1985年調査）60)、の報告がある。 
e) 最大濃度を上回る下限値による不検出データが報告されているため、最大濃度よりも高濃度の地点が存在

する可能性がある。 
f) 1983年の調査において精錬所付近を除いた最大値は1.68 μg Se/g-dwの報告がある61)。 

 

（4）人に対する曝露量の推定（一日曝露量の予測最大量） 

本物質については、吸入曝露による健康リスク初期評価を行うため、大気の実測値を用いて、

人に対する曝露の推定を行った（表 2.4）。化学物質の人による一日曝露量の算出に際しては、

人の一日の呼吸量を 15 m3、体重を 50 kg と仮定している。 

 
表 2.4 各媒体中の濃度と一日曝露量 

  媒  体 濃  度 一 日 曝 露 量 
  大気     

平  一般環境大気 0.00045 µg Se/m3程度 (2013) 0.00014 µg Se/kg/day 程度 

均  室内空気 データは得られなかった データは得られなかった 

      

最  大気   

大  一般環境大気 0.002 µg Se/m3程度 (2012) 0.0006 µg Se/kg/day 程度 

値  室内空気 データは得られなかった データは得られなかった 

      

 

人の一日曝露量の集計結果を表 2.5 に示す。 

吸入曝露の予測最大曝露濃度は、一般環境大気のデータから 0.002 µg Se/m3 程度となった。

一方、化管法に基づく平成 25 年度の大気への届出排出量をもとに、プルーム・パフモデル 62)

を用いて推定した大気中濃度の年平均値は、最大で 0.48 μg Se/m3 となった。 

 
表 2.5 人の一日曝露量 

媒体 平均曝露量（μg Se/kg/day） 予測最大曝露量（μg Se/kg/day） 

大気  一般環境大気 0.00014 0.0006 

   室内空気   

 

（5）水生生物に対する曝露の推定（水質に係る予測環境中濃度：PEC） 

本物質の水生生物に対する曝露の推定の観点から、水質中濃度を表 2.6 のように整理した。

水質について安全側の評価値として予測環境中濃度（PEC）を人為由来の可能性が高いデータ

から設定すると、公共用水域の淡水域では 6.8 μg Se/L、同海水域では 2 μg Se/L となった。化管

法に基づく平成25年度の公共用水域・淡水への届出排出量を全国河道構造データベース 63)の平
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水流量で除し、希釈のみを考慮した河川中濃度を推定すると、最大で 9.7 μg Se/L となった 

 
表 2.6 公共用水域濃度 

水 域 平  均 最 大 値 
 

淡 水 
 

海 水 
 

5 µg Se/L 未満 (2013) 
 

5 µg Se/L 未満 (2012) 

6.8 µg Se/L (2013) 
 

2 µg Se/L (2012) 

   注：1) （  ）内の数値は測定年度を示す。 
2)  淡水は河川河口域を含む。 
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３．健康リスクの初期評価 

健康リスクの初期評価として、ヒトに対する化学物質の影響についてのリスク評価を行った。 

なお、本物質については、既に公共用水域及び地下水の水質汚濁に係る環境基準が設定されて

いることから、経口曝露の初期評価については対象外とした。 

（1）体内動態、代謝 

セレンは必須微量元素であり、セレン含有タンパク質として、抗酸化系や免疫系、酸化還元

シグナル伝達、甲状腺ホルモン代謝等に重要な役割を果たしている 1) 。 

ヒトを含む動物が摂取するセレンには、セレン酸塩や亜セレン酸塩などの無機態と食物由来

の有機態（セレノメチオニンやセレノシステインなど）がある。食事中のセレンの中では、セ

レノメチオニンが最も速やかに吸収され、小腸からナトリウム依存性輸送体によって能動輸送

され、血液中ではヘモグロビンに結合した形で存在し、その後肝臓と筋肉に蓄積する。セレノ

システインもまた小腸から吸収されるが、その効率はセレノメチオニンよりもやや低く、赤血

球に取り込まれて肝臓に運ばれる。無機態の吸収は有機態より劣り、受動的に吸収されて貯蔵

される。セレン酸よりも亜セレン酸の方が吸収されやすく、亜セレン酸はグルタチオンの還元

作用を受けてセレニド（セレン化物）に代謝され、アルブミン又はヘモグロビンに結合して肝

臓に運ばれ、セレノシステインに代謝される。セレン酸は代謝を受けずに血漿に取り込まれ、

肝臓に運ばれて代謝されるか、尿中に排泄される 1) 。また、セレノメチオニンはセレノシステ

インへと代謝され、セレン酸は亜セレン酸へと還元され、セレニドに代謝された後にセレン含

有タンパク質の合成に利用される 2) 。 

体内に吸収されたセレンの主要な排泄経路は尿中であり、通常のセレン摂取状況では主にセ

レン糖として排泄されるが、摂取量が増加するとトリメチルセレニウムの排泄が増加する 2) 。

さらに過剰のセレンを摂取した場合には、トリメチル化を受ける前にジメチルセレニドとして

呼気中に排泄され 3) 、これがニンニク臭の原因となっている 3, 4) 。 

ラットに 75Se でラベルした亜セレン酸又は金属セレンのエアロゾル 2.6 mg/m3（空気動力学的

質量中央粒径 MMAD 0.6 µm）を 10 分間吸入させた結果、肺に沈着した亜セレン酸の 94％、金

属セレンの 57％が 4 時間で吸収され、4 日後の肺には亜セレン酸の 0.3％、金属セレンの 11％の

残留がみられた。しかし、体外排泄には化学種による差はみられず、24 時間で尿中に 20～28％、

糞中に 6～8％が排泄された 5) 。また、イヌに亜セレン酸又は金属セレンのエアロゾルを吸入さ

せた場合にも、類似した結果であった 6) 。 

世界各地におけるヒトのセレン摂取量（µg/day）と尿中排泄量（µg/day）の報告値を集めて解

析すると、セレンの尿中排泄量が 20～200 µg/day の範囲ではセレンの欠乏や毒性が問題となる

ことはなかった。また、セレンの摂取量と尿中排泄量には有意な関連があり、セレンの恒常性

維持には腎臓の役割（尿中排泄）が重要であることを示している 7) 。 
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（2）一般毒性及び生殖・発生毒性 

① 急性毒性 

表 3.1 急性毒性 8) 

【セレン】

動物種 経路 致死量、中毒量等 
ラット 経口 LD50 6,700 mg/kg 
ラット 吸入 LCLo 33 mg/m3 (8 hr) 
ラット 吸入 LCLo 30 mg/m3 

注：（ ）内の時間は曝露時間を示す。 

 

【亜セレン酸】 
動物種 経路 致死量、中毒量等 
ラット 経口 LDLo 25 mg/kg 
ウサギ 経皮 LD50 4 mg/kg 

 

【亜セレン酸ナトリウム】 
動物種 経路 致死量、中毒量等 
ラット 経口 LD50 7 mg/kg 
マウス 経口 LD50 7.08 mg/kg 

モルモット 経口 LD50 5.06 mg/kg 
ウサギ 経口 LD50 2.25 mg/kg 
ブタ 経口 LDLo 13 mg/kg 

ウマ、ロバ 経口 LD50 13 mg/kg 
ウシ 経口 LDLo 9.9 mg/kg 

 

【セレン化水素】 
動物種 経路 致死量、中毒量等 
ラット 吸入 LCLo 20 mg/m3 (1 hr) 
マウス 吸入 LC50 20 mg/m3 (2 hr) 
マウス 吸入 LC50 6.04 ppm[20 mg/m3](2 hr) 

モルモット 吸入 LC50 0.3 ppm[0.99 mg/m3] (8 hr) 
モルモット 吸入 LCLo 1 mg/m3 (8 hr) 
モルモット 吸入 LCLo 20 mg/m3 (60 min) 
モルモット 吸入 LCLo 43 mg/m3 (30 min) 
モルモット 吸入 LCLo 570 mg/m3 (10 min) 

注：（ ）内の時間は曝露時間を示す。 

 

【セレン酸ナトリウム】 
動物種 経路 致死量、中毒量等 
ラット 経口 LD50 1.6 mg/kg 
ウサギ 経口 LD50 2.25 mg/kg 

 

【二酸化セレン】

動物種 経路 致死量、中毒量等 
ラット 経口 LD50 68.1 mg/kg 
ラット 吸入 LCLo 60 mg/m3 
ラット 吸入 LCLo 150 mg/m3 
マウス 経口 LD50 23.3 mg/kg 
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【硫化セレン】 
動物種 経路 致死量、中毒量等 
ラット 経口 LD50 38 mg/kg 
マウス 経口 LD50 3,700 mg/kg 
ウサギ 経口 LDLo 55 mg/kg 

 

【二硫化セレン】 
動物種 経路 致死量、中毒量等 
ラット 経口 LD50 138 mg/kg 
ラット 経口 LDLo 138 mg/kg 

 

【六フッ化セレン】 
動物種 経路 致死量、中毒量等 
ラット 吸入 LCLo 10 ppm[79 mg/m3] (1 hr) 
マウス 吸入 LCLo 10 ppm[79 mg/m3] (1 hr) 

モルモット 吸入 LCLo 10 ppm[79 mg/m3] (1 hr) 
ウサギ 吸入 LCLo 10 ppm[79 mg/m3] (4 hr) 

注：（ ）内の時間は曝露時間を示す。 

 

セレンは気道を刺激し、吸入すると咽頭痛、咳、鼻汁、嗅覚損失、頭痛を生じる。経口摂

取すると呼気のニンニク臭や下痢を生じる。皮膚に付いたり、眼に入ると発赤を生じる。胃

腸管や神経系に影響を与えることがある 9) 。 

セレン化水素は気道を刺激し、吸入すると灼熱感、咳、息苦しさ、吐き気、咽頭痛、脱力

感を生じ、肺炎を起こすことがあり、高濃度の曝露では死に至ることがある。眼を刺激し、

発赤、痛みを生じる。液体との皮膚接触は凍傷を生じる 10) 。 

亜セレン酸や二酸化セレン、三酸化セレンは眼、皮膚、気道に対して腐食性を示し、吸入

すると灼熱感、咳、息苦しさ、咽頭痛、息切れを生じ、肺水腫を引き起こすことがある。経

口摂取すると腹痛、灼熱感、咽頭痛、下痢、吐き気、嘔吐、ショック又は虚脱を生じる。眼

に入ると発赤、痛み、重度の熱傷を生じ、まぶたのアレルギー反応を生じることがある。皮

膚に付くと発赤、痛み、水疱、皮膚熱傷を生じる 11, 12, 13) 。 

亜セレン酸ナトリウムは眼、皮膚、気道を刺激し、吸入すると胃痙攣、咳、下痢、眩暈、

頭痛、息苦しさ、吐き気、咽頭痛、嘔吐、脱毛を生じ、経口摂取すると胃痙攣、嘔吐を生じ

る。皮膚に付いたり、眼に入ると発赤、痛みを生じる。肝臓、心臓、神経系、胃腸管に影響

を与えることがある 14) 。 

 

② 中・長期毒性 

ア）ラット（系統等不明）に 3～5、6～9、10～30 mg/m3 の二酸化セレンを 1 ヶ月間（6 時間/

日で隔日）吸入させた結果、3～5 mg/m3群では死亡はなく、体重や血液にも影響はなかっ

たが、組織検査では肝臓及び尿細管の変性、心筋症、脾髄のうっ血と肥大がみられた。6～

9 mg/m3群では 2 週間を経過した頃から体重減少がみられ、27～33 日に 1 匹を除いた全数

が死亡し、肝臓及び心筋の多発性壊死と変性、尿細管の病変がみられた。10～30 mg/m3群

では呼吸困難、体重減少がみられ、3 匹では貧血もみられ、8～18 日に全数が死亡した。肝
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臓、腎臓、心筋、脾臓ではより重度の影響がみられ、さらに急性毒性試験時に認めたよう

な肺水腫もみられた 15) 。なお、具体的な組織変化の結果は不明であった。 

イ）ウサギ（系統等不明）5 匹に 20 mg/m3の二酸化セレン及び 40 mg/m3の金属セレンを 1 週

間（2 時間/日）吸入させた結果、血液中のカタラーゼ活性の低下がみられた。また、10 mg/m3

の二酸化セレン及び 20 mg/m3の金属セレンを 12 週間（2 時間/日）吸入させた結果、肝臓

で総グルタチオン及び還元型グルタチオンの減少がみられたが、酸化型グルタチオンに変

化はなかった 16) 。 

 

③ 生殖・発生毒性 

ア）吸入曝露による実験動物の生殖・発生毒性について、知見は得られなかった。 

 なお、ラットに亜セレン酸ナトリウムやセレン酸ナトリウムを経口投与した試験で体重増

加の抑制や発情周期の延長、黄体数や着床数、生存胎仔数、出生仔数の減少、仔の低体重

などが報告されている 17, 18) 。 

 

④ ヒトへの影響 

ア）アメリカのセレン整流器製造工場で発生した火災事故により、二酸化セレンを含む煙に

最長で 20 分間曝露された 28 人の労働者では、初期の急性症状として気管支痙攣と窒息が

起こり、2～12 時間内に全身の悪寒、吐き気、嘔吐、下痢、倦怠感、呼吸困難、頭痛の訴え

があった。4 日後の検査では、労働者の計 37 人に気管支炎を認めたが、1 週間以内に全員

が回復した 19) 。 

イ）アメリカのセレン精錬所で 50 年間勤務していた 71 歳の労働者が胸部痛で来院し、急性

心筋梗塞と診断された症例では、胸部 X 線検査でうっ血性心不全と合致する胸膜直下かつ

両側性に広がる浸潤がみられ、入院して治療を受けたが、8 日後に心原性ショックで死亡し

た。剖検では、左心室の前外側壁で広範囲な急性心筋梗塞を認め、冠状動脈硬化は全体に

わたってみられた。また、重度の受動性うっ血が肺、脾臓、肝臓でみられ、さらに肺では

多くの血管の周囲で非乾酪性肉芽腫がみられ、線維化している部位もあった。組織中のセ

レン濃度は正常値に比べて気管支周囲リンパ節、肺、髪、爪で数百倍以上、腎臓及び甲状

腺で数倍高かったが、肝臓を含むその他の臓器では正常範囲にあった 20) 。 

ウ）ドイツのセレン整流器製造工場の調査では、労働者の 62 人中 35 人が不眠や軽度のイラ

イラ、神経性動悸、食欲不振、吐き気、胸焼けを訴え、さらに 26 人が頭痛、3 人が痙攣性

の腹痛を訴えており、診察では 9 人に結膜炎と軽度の気管支炎がみられた。また、セレン

との皮膚接触が不可避であった 2 人では、1 人の前腕部に湿疹様の外傷、他の 1 人に青みが

かったじん麻疹様の発疹があった。セレンの気中濃度は 0.007～0.05 mg Se/m3未満であった

が、血液中及び尿中のセレン濃度を考慮すると、実際の曝露濃度はもっと高かったと考え

られた 21, 22) 。 

エ）カナダの銅製錬所で許容濃度を超えるセレン（0.2 mg Se/m3）とテルル（0.1 mg Te/m3）

に曝露されていた労働者 40 人の調査では、鼻や眼の刺激、消化不良、胃痛、疲労感の訴え

が有意に多かったが、肺機能や血液生化学の検査で異常はなかった。また労働者の半数以

上がニンニク臭の口臭に悩んでいたが、2 週間程度曝露から遠ざかると口臭は消失した 23) 。 
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オ）化学工場でセレン化水素を充填したボンベの取り扱い時に誤って曝露した 24 歳の白人男

性の症例では、直ちに眼と喉の灼熱感を感じ、続いて咳と喘鳴が生じた。酸素吸入によっ

て改善したものの、18 時間後に咳を繰り返すようになって呼吸困難となり、入院した。臨

床検査値は正常範囲にあったが、胸部 X 線検査で縦隔気腫と皮下気腫を認め、肺機能検査

で拘束性及び閉塞性の気道疾患と診断された。酸素吸入等の治療によって肺機能は 5 日間

で大きく改善したが、完全に回復するまでには 3 年を要した 24） 。 

カ）我が国の食事摂取基準では、食品のセレン濃度が高い中国湖北省恩施地域における脱毛

や爪の形態変化を伴ったセレン中毒の報告 25) から、最低健康障害非発現量（13.3 µg Se 

/kg/day）に不確実因子 2 を適用した 6.7 µg Se/kg/day を参照値とし、これに性別及び年齢階

級ごとの参照体重を乗じて、男性で 80～460 µg Se/day、女性で 70～350 µg Se/day をセレン

摂取の耐容上限量としている 26) 。 

また、水道水質基準では、食品のセレン濃度が高いアメリカの 2 地域で 142 人を 2 年間

追跡したところ、セレンの摂取量は 0.068～0.724 mg Se/day（平均 0.24 mg Se/day）であった

が、セレンの毒性はみられなかったとした報告 27) から、NOAEL を 0.24 mg Se/day（0.004 mg 

Se/kg/day に相当）と推定し、飲料水への寄与率 10％、体重 50 kg、飲水量 2 L/day を仮定し

て求めた 0.01 mg Se/L を水質基準値に設定している 28) 。 

 

（3）発がん性 

① 主要な機関による発がんの可能性の分類 

国際的に主要な機関での評価に基づく本物質の発がんの可能性の分類については、表 3.2

に示すとおりである。 
 

表 3.2 主要な機関による発がんの可能性の分類 

機 関 (年) 分  類 

WHO IARC (1987) 3 ヒトに対する発がん性については分類できない 

EU EU －  

 EPA (1993) D ヒト発がん物質として分類できない 
硫化セレン：B2（動物での発がん性の十分な証拠に基

づき、恐らくヒト発がん性物質） 

USA ACGIH －  

 NTP (1983) 硫化セレン：合理的にヒトに対して発がん性のあることが懸

念される物質 

日本 日本産業衛生学会 －  
ドイツ DFG (2010) 3B ヒトの発がん性物質としての証拠は不十分であり、現

行の許容濃度との関係も不明な物質 
 

② 発がん性の知見 

○ 遺伝子傷害性に関する知見 

in vitro 試験系では、亜セレン酸ナトリウム、セレン酸ナトリウム、二酸化セレンは代謝

活性化系（S9）無添加のネズミチフス菌で遺伝子突然変異を誘発したが 29, 30, 31) 、誘発しな
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かった結果も報告されており 29, 30) 、S9 無添加の枯草菌では DNA 傷害を誘発したが 29, 32) 、

細胞形質転換の誘発は二酸化セレンでみられたものの、亜セレン酸ナトリウム、セレン酸

ナトリウムではみられなかった 33) 。S9 無添加で亜セレン酸ナトリウムはマウス乳腺癌細胞

（MOD）で DNA 鎖切断を誘発したが 34) 、チャイニーズハムスター肺細胞（V79）で 4 倍

体を誘発しなかった 35) 。S9 無添加で亜セレン酸ナトリウムはチャイニーズハムスター卵巣

細胞（CHO）36) 、ラットリンパ球 37) 、ヒト線維芽細胞（継代培養）38) 、ヒト白血球 33) 、

ヒトリンパ球 39, 40) 、セレン酸ナトリウムはチャイニーズハムスター卵巣細胞（CHO）36) 、

ヒトリンパ球 39) 、二酸化セレンはヒト白血球 33) 、セレノメチオニンはヒトリンパ球 40) で

染色体異常を誘発したが、セレン酸ナトリウムがヒト線維芽細胞（継代培養）38) 、ヒト白

血球 33) で染色体異常を誘発しなかった報告もあった。亜セレン酸ナトリウム、セレン酸ナ

トリウムは S9 無添加のチャイニーズハムスター卵巣細胞（CHO）で不定期 DNA 合成を誘

発した 36) 。S9 無添加で亜セレン酸ナトリウムはチャイニーズハムスター肺細胞（V79）41) 

及びヒト全血 42) 、セレノシステインはヒトリンパ球 43) で姉妹染色分体交換を誘発したが、

セレン酸ナトリウムはチャイニーズハムスター肺細胞（V79）41) で姉妹染色分体交換を誘

発しなかった。 

in vivo 試験系では、亜セレン酸ナトリウムは腹腔内投与したチャイニーズハムスターの

骨髄細胞 44) 、静脈内投与したラットの骨髄細胞 37) 、経口投与したマウスの骨髄細胞 45, 46) 、

セレン酸ナトリウムは経口投与したマウスの骨髄細胞 45, 46) で染色体異常を誘発したが、亜

セレン酸ナトリウムは静脈内投与したラットのリンパ球 37) 、硫化セレンは経口投与したラ

ットの骨髄細胞、脾臓細胞 47) で染色体異常を誘発しなかった。亜セレン酸ナトリウムは腹

腔内投与したチャイニーズハムスターの骨髄細胞で姉妹染色分体交換を誘発した 44) 。腹腔

内投与したチャイニーズハムスターの骨髄細胞で亜セレン酸は小核を誘発したが、セレン

酸ナトリウムは誘発しなかった 48) 。硫化セレンは経口投与したラットの骨髄細胞で小核を

誘発したが、脾臓細胞では誘発しなかった 47) 。 

 

○ 実験動物に関する発がん性の知見 

吸入曝露による実験動物の発がん性について、知見は得られなかった。 

なお、高用量の硫化セレンを 2 年間強制経口投与したラットの肝臓、マウスの肝臓及び

肺胞/細気管支で腫瘍の発生率に有意な増加が認められている 49) 。 

 

○ ヒトに関する発がん性の知見 

疫学的にはセレンがヒトで発がんを起こす証拠はないとされている 50, 51) 。なお、実験動

物では硫化セレンによる腫瘍発生率の増加が認められているが 49) 、硫化セレンは食品中に

はなく、水に不溶であること、皮膚から吸収されないことから、硫化セレンの曝露が問題

となる可能性はほとんどないと考えられている 52) 。 

一方、推奨量を大きく超えるセレンを付加的に投与することによって、がんを予防しよ

うとする研究が行われているが、がん発生率とセレンとの関連は対象者におけるセレンの

栄養状態によって異なることから、現状では、がんの予防に必要なセレン摂取量を明確に

定めることはできない 53) 。 
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詳細な評価を行う
候補と考えられる。

現時点では作業は必要
ないと考えられる。

情報収集に努める必要
があると考えられる。

MOE＝10 MOE＝100［ 判定基準 ］

 

（4）健康リスクの評価 

① 評価に用いる指標の設定 

非発がん影響については一般毒性及び生殖・発生毒性等に関する知見が得られている。発

がん性については動物実験で発がん性を示唆する結果が得られているものの、ヒトでの知見

は十分でなく、ヒトに対する発がん性の有無については判断できない。このため、閾値の存

在を前提とする有害性について、非発がん影響に関する知見に基づき無毒性量等を設定する

こととする。 

経口曝露については、評価の対象としなかった。 

吸入曝露については、無毒性量等の設定ができなかった。 

 

② 健康リスクの初期評価結果 
 

表 3.3 吸入曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露濃度 予測最大曝露濃度 無毒性量等 MOE 

吸入 
環境大気 0.00045 µg Se/m3程度 0.002 µg Se/m3程度 

－  
－ 

室内空気 － － － 
 

吸入曝露については、無毒性量等が設定できず、健康リスクの判定はできなかった。 

なお、吸収率を 100％と仮定し、ヒトへの影響カ）で示した経口曝露の NOAEL 0.004 mg 

Se/kg/day を吸入曝露に換算すると 0.013 mg Se/m3となるが、参考としてこれと予測最大曝露

濃度 0.002 µg Se/m3程度から算出した MOE（Margin of Exposure）は 6,500 となる。一方、化

管法に基づく平成25年度の大気への届出排出量をもとに推定した高排出事業所近傍の大気中

濃度（年平均値）の最大値は 0.48 µg Se/m3 であったが、参考としてこれから算出した MOE

は 27 となる。このため、本物質の一般環境大気の吸入曝露については、健康リスクの評価に

向けて吸入曝露の情報収集等を行う必要性があると考えられる。 
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４．生態リスクの初期評価 

水生生物の生態リスクに関する初期評価を、4 価及び 6 価のセレンに着目して行った。 

（1）水生生物に対する毒性値の概要 

本物質の水生生物に対する毒性値に関する知見を収集し、その信頼性及び採用の可能性を確

認したものを生物群（藻類、甲殻類、魚類及びその他）ごとに整理すると、4価セレンは表4.1.1、

6 価セレンは表 4.1.2 のとおりとなった。 

 
表 4.1.1 水生生物に対する毒性値の概要 

【4価セレン】 

分 類 
急

性 

慢

性 

毒性値 

[μg Se/L] 

硬度 
[mg /L]
／塩分 

生物名 
生物分類 

／和名 

エンドポイント 

／影響内容 

曝露期間 

[日] 

試

験

の

信

頼

性 

採

用

の

可

能

性 

文献No. 
対象 

物質 

藻 類 ○  80 ― 
Scenedesmus acutus 
acutus 

緑藻類 EC50  GRO 3 D C 1)-14372 Na2SeO3

 ○  100 ― 
Scenedesmus acutus 
acutus 

緑藻類 EC50  GRO 3 D C 1)-14372 SeO2 

 ○  300 ― 
Monoraphidium 
convolutum 

緑藻類 EC50  GRO 3 D C 1)-14372 SeO2 

 ○  560 ― 
Monoraphidium 
griffithii 

緑藻類 EC50  GRO 3 D C 1)-14372 SeO2 

 ○  690 ― 
Monoraphidium 
griffithii 

緑藻類 EC50  GRO 3 D C 1)-14372 Na2SeO3

  ○ 790 ― 
Chlamydomonas 
reinhardtii 

緑藻類 NOEC  GRO 4 C C 1)-80817 Na2SeO3

 ○  800 ― Chlorella sp. 緑藻類 EC50  GRO 3 D C 1)-14372 SeO2 

 ○  900 ― 
Monoraphidium 
contortum 

緑藻類 EC50  GRO 3 D C 1)-14372 SeO2 

 ○  1,100 ― 
Oscillatoria 
agardhii 

藍藻類 EC50  GRO 3 D C 1)-14372 Na2SeO3

 ○  1,200 ― 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 

緑藻類 EC50  GRO 3 D C 1)-14372 SeO2 

 ○  1,500 ― 
Oscillatoria 
agardhii 

藍藻類 EC50  GRO 3 D C 1)-14372 SeO2 

 ○  2,000 ― Chlorella sp. 緑藻類 EC50  GRO 3 D C 1)-14372 Na2SeO3

 ○  2,900 ― 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 

緑藻類 
EC50   
GRO (biomass)

4 B B 1)-14312 Na2SeO3

 ○  3,300 ― 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 

緑藻類 EC50  GRO 3 D C 1)-14372 Na2SeO3

 ○  3,800 ― 
Monoraphidium 
convolutum 

緑藻類 EC50  GRO 3 D C 1)-14372 Na2SeO3

  ○ 4,570 24 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 

緑藻類 
NOEC   
GRO(RATE) 

3 B B 3)-1 Na2SeO3
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分 類 
急

性 

慢

性 

毒性値 

[μg Se/L] 

硬度 
[mg /L]
／塩分 

生物名 
生物分類 

／和名 

エンドポイント 

／影響内容 

曝露期間 

[日] 

試

験

の

信

頼

性 

採

用

の

可

能

性 

文献No. 
対象 

物質 

 ○  4,800 ― 
Anabaena 
flos-aquae 

藍藻類 EC50  GRO 3 D C 1)-14372 SeO2 

 ○  5,000 ― 
Anabaena 
flos-aquae 

藍藻類 EC50  GRO 3 D C 1)-14372 Na2SeO3

 ○  6,090 海水 
Skeletonema 
costatum 

珪藻類 EC50   GRO 3 D C 1)-83925 Se (IV)

 ○  6,320 ― 
Chlamydomonas 
reinhardtii 

緑藻類 EC50   GRO 4 C C 1)-80817 Na2SeO3

 ○  6,400 ― 
Microcystis 
aeruginosa 

藍藻類 EC50  GRO 3 D C 1)-14372 Na2SeO3

 ○  7,200 ― 
Microcystis 
aeruginosa 

藍藻類 EC50  GRO 3 D C 1)-14372 SeO2 

 ○  44,240 24 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 

緑藻類 
EC50   
GRO(RATE) 

3 B B 3)-1  Na2SeO3

甲殻類 ○  6 138 Daphnia pulicaria 
ミジンコ属

（成体） 
LC50  MOR 2 D C 1)-11939 Na2SeO3

  ○ 44 
塩分 

32～35 
Allorchestes 
compressa 

ヘッピリ 
モクズ属 

NOEC    
GRO / MOR 

28 D C 1)-11305 H2SeO3

  ○ 70 硬水 Daphnia magna オオミジンコ NOEC  REP 28 B B 3)-2  H2SeO3

 ○  71 ― Daphnia pulex 
ミジンコ 
（成体） 

LC50   MOR 4 D C 1)-5278 Na2SeO3

  ○ 100 133 Hyalella azteca ヨコエビ亜目 NOEC  REP 24 B B 1)-6697 Na2SeO3

 ○  450 138 Daphnia magna 
オオミジンコ

（成体） 
LC50  MOR 2 D C 1)-11939 Na2SeO3

 ○  676 133 Hyalella azteca ヨコエビ亜目 LC50   MOR 4 B B 1)-6697 Na2SeO3

魚 類  ○ 21.0 272 
Oncorhynchus 
mykiss 

ニジマス 
(sac-fry) 

NOEC  MOR 90 B B 1)-12333 Na2SeO3

  ○ 83 硬水 
Pimephales 
promelas 

ファットヘッ

ドミノー 
NOEC    
MOR / GRO 

28 B B 3)-3 H2SeO3

 ○  599 塩分 30 
Melanogrammus 
aeglefinus 

マダラ属 LC50   MOR 4 D C 1)-78755 H2SeO3

 ○  1,325 40 Morone saxatilis スズキ科 LC50   MOR 4 B B 1)-11334 Na2SeO3

 ○  1,800 272 
Oncorhynchus 
mykiss 

ニジマス 
(sac-fry) 

LC50   MOR 4 D C 1)-12333 Na2SeO3

 ○  2,060 151 
Pimephales 
promelas 

ファットヘッ

ドミノー 
(sac-fry) 

LC50   MOR 4 B B 1)-2149 SeO2 

その他 ○  255 塩分 25 
Argopecten 
irradians 

イタヤガイ科 LC50   MOR 4 C C 1)-15056 SeO2 

  ○ 800 ― Lemna minor コウキクサ 
NOEC   
GRO (RATE)

14 D C 1)-16698 Se (IV) 
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分 類 
急

性 

慢

性 

毒性値 

[μg Se/L] 

硬度 
[mg /L]
／塩分 

生物名 
生物分類 

／和名 

エンドポイント 

／影響内容 

曝露期間 

[日] 

試

験

の

信

頼

性 

採

用

の

可

能

性 

文献No. 
対象 

物質 

 ○  1,700 54 Hydra sp. ヒドラ属 
EC50  
movement 

2 D C 1)-20295 Na2SeO3 

 ○  1,900 塩分 25 Spisula solidissima バカガイ科 LC50   MOR 4 C C 1)-15056 SeO2 

 ○  2,880 塩分 36 Notocallista sp. 
マルスダレガ

イ科 
LC50   MOR 4 D C 1)-5261 Na2SeO3 

 ○  3,500  ― Lemna minor コウキクサ 
EC50    
GRO (RATE)

14 D C 1)-16698 Se (IV) 

毒性値（太字）：PNEC 導出の際に参照した知見として本文で言及したもの 

毒性値（太字下線）： PNEC 導出の根拠として採用されたもの 

試験の信頼性：本初期評価における信頼性ランク 
A：試験は信頼できる、B：試験は条件付きで信頼できる、C：試験の信頼性は低い、D：信頼性の判定不可 
E：信頼性は低くないと考えられるが、原著にあたって確認したものではない 

採用の可能性：PNEC 導出への採用の可能性ランク 
A：毒性値は採用できる、B：毒性値は条件付きで採用できる、C：毒性値は採用できない 

エンドポイント 

EC50 (Median Effective Concentration)：半数影響濃度、LC50 (Median Lethal Concentration) ：半数致死濃度、 

NOEC (No Observed Effect Concentration)：無影響濃度 

影響内容 

GRO (Growth) ：生長（植物）、成長（動物）、MOR (Mortality) ：死亡、REP (Reproduction) ：繁殖、再生産 

movement：運動（ここでは足盤による吸着） 

毒性値の算出方法 

RATE：生長速度より求める方法（速度法） 

biomass：曝露終了時の生物量により求める方法 

 

4 価セレンについて、評価の結果、採用可能とされた知見のうち、生物群ごとに急性毒性値

及び慢性毒性値のそれぞれについて最も小さい毒性値を予測無影響濃度 (PNEC) 導出のために

採用した。その知見の概要は以下のとおりである。 
 

1） 藻類 

Richter1)-14312は、米国 EPA の試験法 (EPA 660/9-78-018, 1978) を若干改変した方法に従って、

緑藻類 Pseudokirchneriella subcapitata（旧名 Selenastrum capricornutum）の生長阻害試験を実施

した。被験物質には亜セレン酸ナトリウムが用いられ、設定試験濃度区は対照区及び 3 濃度区

であった。試験培地には AAP 培地が用いられた。96 時間半数影響濃度 (EC50) は、初期実測濃

度に基づき 2,900 µg Se/L であった。 

また、OECD テストガイドライン No.201(1984)に準拠し、緑藻類 Pseudokirchneriella subcapitata 

(旧名 Selenastrum capricornutum)の生長阻害試験が実施された。被験物質には亜セレン酸ナトリ

ウムが用いられ、設定試験濃度は 0（対照区）、10、18、32、58、100 mg/L（公比 1.8）であった。

速度法による 72 時間半数影響濃度 (EC50) は、設定濃度に基づき 44,240 µg/L であった。速度法

による 72 時間無影響濃度 (NOEC) は、設定濃度に基づき 4,570 µg Se/L であった 2)-1。 

 

2） 甲殻類 

Brasher と Ogle1)-6697は、ヨコエビ亜目 Hyalella azteca の急性毒性試験を実施した。被験物質に
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は亜セレン酸ナトリウムが用いられた。試験は半止水式 (48 時間後換水) で行われ、設定試験

濃度は 0（対照区）、250、500、1,000、1,500、2,500 µg Se/L であった。試験用水には、硬度 132 

mg/L (CaCO3換算) の地下水が用いられた。96時間半数致死濃度 (LC50) は、設定濃度に基づき

676 µg Se/L であった。 

また、OECD テストガイドライン No.211 (1998) と同等の試験法に従って、オオミジンコ

Daphnia magna の繁殖試験が実施された。被験物質には亜セレン酸が用いられた。試験は半止水

式（週 3 回換水）で行われ、設定試験濃度区は対照区及び 6 濃度区であった。試験用水には地

下水（硬水）が用いられた。被験物質の実測濃度は 0（対照区）、0.07、0.12、0.19、0.30、0.48、

0.92 mg Se/L あった。繁殖阻害に関する 28 日間無影響濃度 (NOEC) は、実測濃度に基づき 70 µg 

Se/L であった 2)-2。 

 

3） 魚類 

Palawski ら 1)-11334 は、米国 ASTM の試験方法 (E729-80, 1980) に従って、スズキ科 Morone 

saxatilis の急性毒性試験を実施した。被験物質には亜セレン酸ナトリウムが用いられた。試験

は止水式で行われ、硬度 40mg/L (CaCO3 換算) の軟水が用いられた。96 時間半数致死濃度 

(LC50) は設定濃度に基づき、1,325 µgSe/L であった。 

また、Hunn ら 1)-12333は、ニジマス Oncorhynchus mykiss（＝Salmo gairdneri）のふ化仔魚を用い

て、90 日間毒性試験を実施した。被験物質には亜セレン酸ナトリウムが用いられた。試験は流

水式で行われ、試験用水には、硬度 272 mg/L (CaCO3換算) の地下水が用いられた。設定試験濃

度区は対照区及び 5 濃度区 (0～100 µg Se/L、公比 2) であった。被験物質の実測濃度は、n.d.（対

照区）、7.8±0.9、12.4±1.0、21.0±1.6、47.2±1.7、99.5±3.0 mg Se/L であった。死亡に関する

90 日間無毒性濃度 (NOEC) は、実測濃度に基づき 21.0 µgSe/L であった。 
 

 

表 4.1.2 水生生物に対する毒性値の概要 

【6価セレン】 

分 類 
急

性 

慢

性 

毒性値 

[μg Se/L] 

硬度 

[mg /L]

／塩分

生物名 
生物分類 

／和名 

エンドポイント 

／影響内容 

曝露期間 

[日] 

試

験

の

信

頼

性 

採

用

の

可

能

性 

文献No. 
対象 

物質 

藻 類  ○ <190 ― 
Chlamydomonas 
reinhardtii 

緑藻類 NOEC  GRO 4 C C 1)-91785 Na2SeO4

 ○  199 ― 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 

緑藻類 EC50   GRO 4 B B 1)-14312 Na2SeO4

 ○  355 ― 
Chlamydomonas 
reinhardtii 

緑藻類 EC50   GRO 4 C C 1)-91785 Na2SeO4

  ○ 11,000 
塩分 

80-102
Dunaliella viridis 緑藻類 

NOEC   
GRO(RATE)

4 B C 1)-83077 Na2SeO4

 ○  45,000 
塩分 

80-102
Dunaliella viridis  緑藻類 

EC50   
GRO(RATE)

4 B C 1)-83077 Na2SeO4

甲殻類  ○ 50 138 Daphnia pulicaria ミジンコ属 NOEC  REP 28 B B 1)-11939 Na2SeO4

 ○  57 51 
Gammarus 
pseudolimnaeus 

ヨコエビ属 LC50   MOR 4 B B 1)-58078 Na2SeO4
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分 類 
急

性 

慢

性 

毒性値 

[μg Se/L] 

硬度 

[mg /L]

／塩分

生物名 
生物分類 

／和名 

エンドポイント 

／影響内容 

曝露期間 

[日] 

試

験

の

信

頼

性 

採

用

の

可

能

性 

文献No. 
対象 

物質 

 ○  75 46 
Gammarus 
pseudolimnaeus 

ヨコエビ属 LC50   MOR 4 B B 1)-20295 Na2SeO4

  ○ 100 138 Daphnia magna オオミジンコ NOEC  REP 28 B B 1)-11939 Na2SeO4

 ○  246 138 Daphnia pulicaria 
ミジンコ属 
（成体） 

LC50   MOR 2 D C 1)-11939 Na2SeO4

 ○  570 48 Daphnia magna オオミジンコ EC50   IMM 2 B B 1)-20295 Na2SeO4

  ○ >700 133 Hyalella azteca ヨコエビ科 NOEC  REP 24 B B 1)-6697 Na2SeO4

 ○  1,010 138 Daphnia magna 
オオミジンコ

（成体） 
LC50   MOR 2 D C 1)-11939 Na2SeO4

  ○ 1,500 129.5 Daphnia magna オオミジンコ NOEC  REP 32 B B 1)-10836 Na2SeO4

 ○  1,868 133 Hyalella azteca ヨコエビ科 LC50   MOR 4 B B 1)-6697 Na2SeO4

魚 類  ○ 390 45～47
Pimephales 
promelas 

ファットヘッド

ミノー 
NOEC  GRO 32 B B 1)-56474 Na2SeO4

 ○  690 44～49
Pimephales 
promelas 

ファットヘッド

ミノー 
LC50   MOR 4 D C 1)-5313 Na2SeO4

  ○ 2,200 45 
Oncorhynchus 
mykiss 

ニジマス NOEC  GRO 90 B B 1)-56474 Na2SeO4

 ○  2,300 51.0 
Pimephales 
promelas 

ファットヘッド

ミノー 
LC50   MOR 4 B B 1)-20295 Na2SeO4

 ○  5,500 46 
Pimephales 
promelas 

ファットヘッド

ミノー 
LC50   MOR 4 B B 1)-56474 Na2SeO4

 ○  47,000 46 
Oncorhynchus 
mykiss 

ニジマス LC50   MOR 4 B B 1)-56474 Na2SeO4

その他   90 195 
Gastrophryne 
carolinensis 

ジムグリガエル

科（胚） 
LC50   MOR 7 B C 1)-5305 Na2SeO4

  ○ >2,400 ― Lemna minor コウキクサ NOEC  GRO 14 D C 1)-16698 Se (VI) 

 ○  7,300 53.6 Hydra sp. ヒドラ属 
EC50  
movement 

2 D C 1)-20295 Na2SeO4

 ○  10,500 45.5 Chironomus riparius ドブユスリカ LC50   MOR 2 B B 1)-956 Na2SeO4

 ○  11,500 ― Lemna minor コウキクサ EC50   GRO 14 D C 1)-16698 Se (VI) 

 ○  23,700 85.0 Chironomus decorus
ホクベイユスリ

カ 
LC50   MOR 2 B B 1)-8158 Na2SeO4

毒性値（太字）：PNEC 導出の際に参照した知見として本文で言及したもの 

毒性値（太字下線）： PNEC 導出の根拠として採用されたもの 

試験の信頼性：本初期評価における信頼性ランク 
A：試験は信頼できる、B：試験は条件付きで信頼できる、C：試験の信頼性は低い、D：信頼性の判定不可 
E：信頼性は低くないと考えられるが、原著にあたって確認したものではない 

採用の可能性：PNEC 導出への採用の可能性ランク 
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A：毒性値は採用できる、B：毒性値は条件付きで採用できる、C：毒性値は採用できない 

エンドポイント 

EC50 (Median Effective Concentration)：半数影響濃度、LC50 (Median Lethal Concentration)：半数致死濃度、 

NOEC (No Observed Effect Concentration)：無影響濃度 

影響内容 

GRO (Growth)：生長（植物）、成長（動物）、MOR (Mortality)：死亡、REP (Reproduction)：繁殖、再生産 

movement：運動（ここでは足盤による吸着） 

毒性値の算出方法 

RATE：生長速度より求める方法（速度法） 

 

6 価セレンについて、評価の結果、採用可能とされた知見のうち、生物群ごとに急性毒性値

及び慢性毒性値のそれぞれについて最も小さい毒性値を予測無影響濃度 (PNEC) 導出のために

採用した。その知見の概要は以下のとおりである。 

 

1） 藻類 

Richter1)-14312は、米国 EPA の試験法(EPA 660/9-78-018, 1978)を若干改変した方法に従って、緑

藻類 Pseudokirchneriella subcapitata（旧名 Selenastrum capricornutum）の生長阻害試験を実施し

た。被験物質にはセレン酸ナトリウムが用いられ、設定試験濃度区は対照区及び 3 濃度区であ

った。試験培地には AAP 培地が用いられた。96 時間半数影響濃度 (EC50) は、初期実測濃度に

基づき 199 µg Se/L であった。 

 

2） 甲殻類 

Brook1)-58078は、ヨコエビ属 Gammarus pseudolimnaeus の急性毒性試験を実施した。被験物質

にはセレン酸ナトリウムが用いられた。試験は止水式で行われ、設定試験濃度は 0（対照区）、

12.5、25、50、100、200 µgSe/L（公比 2）であった。試験用水には、硬度 51.0 mg/L (CaCO3換算) 

の脱塩素水道水が用いられた。被験物質の実測濃度は、<8（対照区）、25±8、55±8、82±1、

220±30、560±30 µg Se/L であった。96 時間半数致死濃度 (LC50) は、実測濃度に基づき 57 µg 

Se/L であった。 

また、Boyum1)-11939はミジンコ属 Daphnia pulicaria の 28 日間繁殖試験を実施した。被験物質

にはセレン酸ナトリウムが用いられた。試験は半止水式（週 2 回換水）で行われ、設定試験濃

度は、0（対照区）、50、100、500、1,000 µg Se/L（公比 2 又は 5）であった。試験用水には硬

度 138 mg/L (CaCO3換算) のミシガン湖水が用いられた。累積産仔数に関する 28 日間無影響濃

度 (NOEC) は、設定濃度に基づき 50 µg Se/L であった。 

 

3） 魚類 

Brooke ら 1)-20295は米国 ASTM の試験方法 (E729-80, 1980) に従って、ファットヘッドミノー

Pimephales promelas の急性毒性試験を実施した。被験物質にはセレン酸ナトリウムが用いられ

た。試験は止水式（緩やかな曝気あり）で行われ、設定試験濃度区は対照区及び 5 濃度区であ

った。試験用水には硬度 51.0 mg/L の脱塩素水道水が用いられた。被験物質の実測濃度は、0

（対照区）、0.8±0.04、1.8±0.1、2.9±0.1、6.0±0.1、12.0±0.0 mg/L であった。96 時間半数致

死濃度 (LC50) は、実測濃度に基づき 2,300 µg Se/L であった。 

また、米国 ASTM の試験方法 (E1241, 1985) に従って、ファットヘッドミノーPimephales 

promelas の胚を用いて初期生活段階毒性試験が実施された 1)-56474。被験物質にはセレン酸ナトリ
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ウムが用いられた。試験は流水式で行われ、試験用水には硬度 45～47 mg/L (CaCO3換算) の砂

濾過及び UV 殺菌したスペリオル湖水が用いられた。被験物質の実測濃度は、<1.0（対照区）、

230、390、820、1,520、2,900 µg Se/Lであった。成長阻害（体重）に関する90日間無影響濃度 (NOEC) 

は 390 µg Se/L であった。 

 

4） その他の生物 

Ingersoll ら 1)-956は、ドブユスリカ Chironomus riparius の急性毒性試験を実施した。被験物質

にはセレン酸ナトリウムが用いられた。試験は流水式で行われ、設定試験濃度区は対照区及び 7

濃度区（公比約 1.6）であった。試験用水には米国 ASTM の試験方法 (E729-80, 1980) に従った

軟水（硬度 45.5 mg/L、CaCO3換算）が用いられた。48 時間半数致死濃度 (LC50) は、初期実測

濃度に基づき 10,500 µg Se/L であった。 

 

（2）予測無影響濃度 (PNEC) の設定 

4 価セレンと 6 価セレンのそれぞれを対象として、急性毒性値及び慢性毒性値のそれぞれに

ついて、信頼できる知見のうち生物群ごとに値の最も低いものを整理し、そのうち最も低い値

に対して情報量に応じたアセスメント係数を適用することにより、予測無影響濃度 (PNEC) を

求めた。 

 

【4価セレン】 

急性毒性値 

藻 類  Pseudokirchneriella subcapitata 96 時間 EC50（生長阻害） 2,900 µg Se/L 

甲殻類  Hyalella azteca 96 時間 LC50        676 µg Se/L 

魚 類  Morone saxatilis 96 時間 LC50  1,325 µg Se/L 

アセスメント係数：100［3 生物群（藻類、甲殻類及び魚類）について信頼できる知見が得

られたため］ 

これらの毒性値のうち、最も小さい値（甲殻類の 676 µg Se/L）をアセスメント係数 100 で除

することにより、急性毒性値に基づく PNEC 値 6.7 µg Se/L が得られた。 

 

慢性毒性値 

藻 類  Pseudokirchneriella subcapitata 72 時間 NOEC（生長阻害） 4,570 µg Se/L 

甲殻類  Daphnia magna             28 日間 NOEC（繁殖阻害）  70 µg Se/L 

魚 類    Oncorhynchus mykiss        90 日間 NOEC（死亡）  21.0 µg Se/L 

アセスメント係数：10［3 生物群（藻類、甲殻類及び魚類）について信頼できる知見が得

られたため］ 

これらの毒性値のうち、最も小さい値（魚類の 21.0 µg Se/L）をアセスメント係数 10 で除す

ることにより、慢性毒性値に基づく PNEC 値 2.1 µg Se/L が得られた。 
 

4 価セレンの PNEC としては、魚類の慢性毒性値から得られた 2.1 µg Se/L を採用する。 
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【6 価セレン】 

急性毒性値 

藻 類  Pseudokirchneriella subcapitata 96 時間 EC50（生長阻害） 199 µg Se/L 

甲殻類  Gammarus pseudolimneaeus 96 時間 LC50        57 µg Se/L  

魚 類  Pimephales promelas 96 時間 LC50 2,300 µg Se/L 

その他  Chironomus riparius 48 時間 LC50 10,500 µg Se/L 

アセスメント係数：100［3 生物群（藻類、甲殻類、魚類）及びその他の生物について信頼

できる知見が得られたため］ 

その他の生物を除いた毒性値のうち、最も小さい値（甲殻類の 57 µg Se/L）をアセスメント係

数 100 で除することにより、急性毒性値に基づく PNEC 値 0.57 µg Se/L が得られた。 

 

慢性毒性値 

甲殻類  Daphnia pulicaria            28 日間 NOEC（繁殖阻害）  50 µg Se/L  

魚 類  Pimephales promelas        32 日間 NOEC（成長阻害）       390 µg Se/L 

アセスメント係数：100［2 生物群（甲殻類及び魚類）の信頼できる知見が得られたため］ 

2 つの毒性値のうち、小さい方の値（甲殻類の 50 µg Se/L）をアセスメント係数 100 で除する

ことにより、慢性毒性値に基づく PNEC 値 0.5 µg Se/L が得られた。 
 

6 価セレンの PNEC としては、甲殻類の慢性毒性値から得られた 0.5 µg Se/L を採用する。 

 

（3）生態リスクの初期評価結果 

 
表 4.2 生態リスクの初期評価結果 

水 質 平均濃度 最大濃度 (PEC) 
PNEC 

PEC/ 
PNEC 比 

4 価 6 価 4 価 6 価

公共用水域・淡水 5 µg Se/L 未満 (2013) 6.8 µg Se/L (2013) 
2.1 

µg Se/L 

0.5 

µg Se/L 

3 14 

公共用水域・海水 5 µg Se/L 未満 (2012) 2 µg Se/L (2012) 0.95 4 

注：1）環境中濃度での（  ）内の数値は測定年度を示す 
    2）公共用水域･淡水は､河川河口域を含む 

 

 

 

 

 

 

本物質の公共用水域における濃度は、平均濃度でみると淡水域、海水域ともに 5 g Se/L 未満

詳細な評価を行う 
候補と考えられる。

現時点では作業は必要
ないと考えられる。

情報収集に努める必要
があると考えられる。

PEC/PNEC＝0.1 PEC/PNEC＝1［ 判定基準 ］
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であった。安全側の評価値として設定された予測環境中濃度 (PEC) は、淡水域で 6.8 g Se/L、

海水域では 2 g Se/L であった。なお、得られた環境中濃度は化学形態別の濃度ではなく、全セ

レンの濃度である。 

環境中のセレン濃度が全て 4 価又は 6 価であると仮定し、予測環境中濃度 (PEC) と予測無影

響濃度 (PNEC) の比を求めると、全てが 4 価セレンであると仮定した場合については淡水域で、

全てが 6 価セレンであると仮定した場合については淡水域、海水域ともに 1 より大きな値とな

るため、詳細な評価を行う候補と考えられる。 

なお、ミジンコ類に関する OECD テストガイドライン No.202（急性遊泳阻害試験）及び No.211

（繁殖試験）で推奨されている Elendt M4 / M7 培地には、セレンが含まれている。また、セレ

ンは必須元素とされ、Daphnia ではセレン欠乏により 3 世代後の繁殖力が有意に低下したという

情報もある 2)-2015117。 
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     10 2,4,6-トリクロロフェノール  

  

本物質は、第 8 次とりまとめにおいて環境リスク初期評価結果が公表されているが、新たに

環境実測データ（大気・水質・生物）が得られたため、改めて初期評価を行った。 

 

１．物質に関する基本的事項 

（1）分子式・分子量・構造式 

物質名：2,4,6-トリクロロフェノール 

（別の呼称：2,4,6-TCP） 
CAS 番号：88-06-2 
化審法官報公示整理番号：3-931(トリクロロフェノール(又はナトリウム塩)) 
化管法政令番号：1-287 
RTECS 番号：SN1575000 

分子式：C6H3Cl3O 

分子量：197.45 
換算係数：1 ppm = 8.08 mg/m3 (気体、25℃) 
構造式： 
 
 
 
 
 
 

 
OH

Cl

ClCl

 

（2）物理化学的性状 

本物質は常温で淡褐色の固体である1)。 

融点 69.5℃2)、69℃ 3) ,4)、68℃5) 

沸点 
249℃ (760 mmHg) 2)、246℃ (760 mmHg) 3) , 4)、

244.5℃5) 

密度 1.4901 g/cm3 (75℃) 2)  

蒸気圧 0.024 mmHg (＝3.2 Pa) (25℃) 4) 

分配係数(1-ｵｸﾀﾉｰﾙ/水) (log Kow) 3.69 4) , 6) 

解離定数(pKa) 5.99 4) 

水溶性(水溶解度) 690 mg/1000g (25℃) 2)、800 mg/L (25℃) 4)   

（3）環境運命に関する基礎的事項 

本物質の分解性及び濃縮性は次のとおりである。 

生物分解性 

好気的分解（分解性が良好と判断される物質7)） 

分解率：BOD 82.5%、GC 89.3%、TOC 84.8% 

（試験期間：2 週間、被験物質濃度：100 mg/L、活性汚泥濃度：30 mg/L）8) 

嫌気的分解 

［10］2,4,6-トリクロロフェノール 
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嫌気性の消化汚泥により 13 日間で 4-クロロフェノールへ分解されるという報告が

ある9) 

 

化学分解性 

OH ラジカルとの反応性（大気中） 

反応速度定数：0.61×10-12 cm3/(分子･sec)（AOPWIN10)により計算） 

半減期：8.8～88 日（OH ラジカル濃度を 3×106～3×105分子/cm3 11)と仮定し、1 日を

12 時間として計算） 

加水分解性 
半減期：>8×106年(中性)12) 
 

生物濃縮性 

 生物濃縮係数(BCF)：  

250～310（魚類(Golden orfe)）13) , 14) 

 

土壌吸着性 

 土壌吸着定数(Koc)：1,800（KOCWIN15)により計算） 

 

（4）製造輸入量及び用途 

① 生産量・輸入量等 

トリクロロフェノール（又はナトリウム塩）の化審法に基づき公表された製造・輸入数量

の推移を表 1.1 に示す16),17),18),19)。 

 

表 1.1 製造・輸入数量の推移 

平成(年度) 22 23 24 25 

製造・輸入数量(t) a) X b) X b) X b) X b) 

注：a) 製造数量は出荷量を意味し、同一事業者内での自家消費分を含んでいない値を示す。 

  b) 届出事業者が 2 社以下のため、製造・輸入数量は公表されていない。 

 

本物質の化学物質排出把握管理促進法（化管法）における製造・輸入量区分は、不明であ

る20)。また、平成 9 年及び 10 年の製造量は 200 t/年、輸入量は 100 t/年とされている21)。 

 

② 用 途 

本物質の主な用途は、染料や殺菌剤の原料、木材防腐剤である1)。また、製紙工業において、

紙面に付着する微生物の殺菌のためにも使われている1)。 

クロロフェノール類は、廃水や飲料水の塩素消毒により生成する場合がある22)。水道水中

のクロロフェノール類は、2-クロロフェノール、2,4-ジクロロフェノール、2,4,6-トリクロロ

フェノールであることが多い23)。 
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（5）環境施策上の位置付け 

本物質は化学物質排出把握管理促進法（化管法）第一種指定化学物質（政令番号：287）に指

定されている。 

本物質は有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質に選定されている。 

水道水質基準がフェノール類として、排水基準がフェノール類含有量として設定されている。 

なお、本物質は水環境保全に向けた取組のための要調査項目に選定されていたが、平成 26 年

3 月改定の要調査項目リストから除外された。 
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２．曝露評価 

環境リスクの初期評価のため、わが国の一般的な国民の健康や水生生物の生存・生育を確保

する観点から、実測データをもとに基本的には化学物質の環境からの曝露を中心に評価するこ

ととし、データの信頼性を確認した上で安全側に立った評価の観点から原則として最大濃度に

より評価を行っている。 

（1）環境中への排出量 

本物質は化管法の第一種指定化学物質である。同法に基づき公表された、平成 25 年度の届出

排出量1)、届出外排出量対象業種・非対象業種・家庭・移動体2)から集計した排出量等を表 2.1

に示す。なお、届出外排出量対象業種・非対象業種・家庭・移動体の推計はなされていなかっ

た。 

 

表 2.1 化管法に基づく排出量及び移動量（PRTR データ）の集計結果（平成 25 年度） 

大気 公共用水域 土壌 埋立 下水道 廃棄物移動 対象業種 非対象業種 家庭 移動体

全排出・移動量 0 0 0 0 0 37 - - - - 0 - 0

２，４，６－トリクロロフェノール

業種等別排出量(割合) 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0

0 0 0 0 0 37 届出 届出外

(100%) 0% -

総排出量の構成比(%)

化学工業

届出 届出外　　(国による推計) 総排出量　　(kg/年)

排出量　　(kg/年) 移動量　　(kg/年) 排出量　　(kg/年) 届出

排出量

届出外

排出量
合計

 

 

本物質の平成 25 年度における環境中への総排出量は、0 t であった。この他に廃棄物への移

動量が 0.037 t であった。届出排出量の排出源は、化学工業のみであった。 

 

（2）媒体別分配割合の予測 

化管法に基づく排出量が得られなかったため、Mackay-Type Level III Fugacity Model3) により

媒体別分配割合の予測を行った。結果を表 2.2 に示す。 

 

表 2.2 Level III Fugacity Model による媒体別分配割合（％） 

排出媒体 大 気 水 域 土 壌 大気/水域/土壌 

排出速度（kg/時間） 1,000 1,000 1,000 1,000（各々） 

大 気 67.6 0.6 0.0 5.3 

水 域 11.4 90.1 0.2 22.9 

土 壌 19.9 0.2 99.8 69.7 

底 質 1.1 8.6 0.0 2.2 
注：数値は環境中で各媒体別に最終的に分配される割合を質量比として示したもの。 

 

（3）各媒体中の存在量の概要 

本物質の環境中等の濃度について情報の整理を行った。媒体ごとにデータの信頼性が確認さ

れた調査例のうち、より広範囲の地域で調査が実施されたものを抽出した結果を表 2.3 に示す。 

 

 

－254－



     10 2,4,6-トリクロロフェノール  

  

表 2.3 各媒体中の存在状況 

媒 体 
幾何 
平均値 

算術 
平均値

最小値 最大値 a) 検出 
下限値 b) 検出率 調査地域 測定年度 文 献 

             

一般環境大気  µg/m3 <0.013 <0.013 <0.013 <0.013 0.013 0/14 全国 2013 4) 

             

室内空気 µg/m3          

             

食物 µg/g          
             

飲料水 µg/L          
             

地下水 µg/L <0.1 <0.1 <0.1 0.2 0.1 1/90 東京都 1998 5) c) 
           

土壌 µg/g          
             

公共用水域・淡水 d)   µg/L 0.0016 0.0031 <0.00094 0.0085 0.00094 4/7 石川県 2014 6) 
  0.0043 0.0079 0.00098 0.027 0.00094 10/10 全国 2012 7) 
           

公共用水域・海水 e)   µg/L <0.00094 0.0011 <0.00094 0.004 0.00094 1/6 全国 2012 7) 
             

底質(公共用水域・淡水) µg/g <0.009 <0.009 <0.009 <0.009 f) 0.009 0/6 全国 1996 8) 
                      

底質(公共用水域・海水) µg/g <0.009 <0.009 <0.009 <0.009 0.009 0/5 全国 1996 8) 
           

魚類(公共用水域・淡水) µg/g 0.000014 0.000034 <0.000006 0.000065 0.000006 1/2 新潟県、 
大分県 

2012 9) 

           

魚類(公共用水域・海水) µg/g 0.000011 0.000021 <0.000006 0.0001 0.000006 7/9 全国 2012 9) 

           

貝類(公共用水域・淡水) µg/g          

           

貝類(公共用水域・海水) µg/g <0.000006 <0.000006 <0.000006 <0.000006 0.000006 0/1 岩手県 2012 9) 

             

注：a) 最大値または幾何平均値の欄の太字で示した数字は、曝露の推定に用いた値を示す。 
b) 検出下限値の欄の斜体で示されている値は、定量下限値として報告されている値を示す。 
c) 地下水又は湧水測定結果。 
d) 過去のデータではあるが公共用水域・淡水において最大0.088 μg/L(2001) 10)がある。 
e) 過去のデータではあるが限られた地域を調査対象とした海水調査において5.4 μg/L(1997) 11)がある。 
f) 統一検出下限値未満の値として0.0068 µg/gが得られている。 

 

（4）人に対する曝露量の推定（一日曝露量の予測最大量） 

一般環境大気及び公共用水域・淡水の実測値を用いて、人に対する曝露の推定を行った（表

2.4）。化学物質の人による一日曝露量の算出に際しては、人の一日の呼吸量、飲水量及び食事

量をそれぞれ 15 m3、2 L 及び 2,000 g と仮定し、体重を 50 kg と仮定している。 

 
表 2.4 各媒体中の濃度と一日曝露量 

 媒  体 濃  度 一 日 曝 露 量 

    
  大 気   

平  一般環境大気 0.013 µg/m3未満程度 (2013)  0.0039 µg/kg/day 未満程度 

  室内空気 データは得られなかった データは得られなかった 

     

均  水 質   
  飲料水 データは得られなかった データは得られなかった 
  地下水 データは得られなかった データは得られなかった 
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 媒  体 濃  度 一 日 曝 露 量 

 公共用水域・淡水 0.0043 µg/L 程度 (2012) 0.00017 µg/kg/day 程度 
平      
  食 物 データは得られなかった データは得られなかった 
    

均  土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 
      

    

  大 気   

  一般環境大気 0.013 µg/m3未満程度 (2013)  0.0039 µg/kg/day 未満程度 

最  室内空気 データは得られなかった データは得られなかった 

     

大 水 質   
 飲料水 データは得られなかった データは得られなかった 
値  地下水 データは得られなかった データは得られなかった 
 公共用水域・淡水 0.027 µg/L 程度 (2012) 0.0011 µg/kg/day 程度 
      
  食 物 データは得られなかった データは得られなかった 
    
  土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 
      

 

人の一日曝露量の集計結果を表 2.5 に示す。 

吸入曝露の予測最大曝露濃度は、一般環境大気のデータから 0.013 µg/m3 未満程度となった。 

経口曝露の予測最大曝露量は、公共用水域・淡水のデータから算定すると 0.0011 µg/kg/day 程

度であった。なお、過去のデータではあるが、限られた水域における海水のデータを用いて魚

類摂取による経口曝露量を推定すると、公共用水域・淡水のデータを用いた場合よりも高くな

る可能性がある。 

 
表 2.5 人の一日曝露量 

媒 体 平均曝露量（μg/kg/day） 予測最大曝露量（μg/kg/day） 

大 気 
  

 一般環境大気 0.0039 0.0039 

 室内空気   

   飲料水   

水 質  地下水   

   公共用水域・淡水 0.00017 0.0011 

 食 物     

 土 壌     

 経口曝露量合計 0.00017 0.0011 

 総曝露量 0.00017+0.0039 0.0011+0.0039 

注：アンダーラインを付した値は、曝露量が「検出下限値未満」とされたものであることを示す。 

 

（5）水生生物に対する曝露の推定（水質に係る予測環境中濃度：PEC） 

本物質の水生生物に対する曝露の推定の観点から、水質中濃度を表 2.6 のように整理した。

水質について安全側の評価値として予測環境中濃度（PEC）を設定すると、公共用水域の淡水

域では 0.027 µg/L 程度、海水域では 0.004 µg/L 程度となった。なお、過去 10 年以内のデータで

はないが、限られた地域を対象とした海水域の調査において 5.4 µg/L 程度（1997）の報告があ

る。 
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表 2.6 公共用水域濃度 

水 域 平    均 最 大 値 

淡 水 
 

海 水 
 
 
 

0.0043µg/L 程度 (2012) 
 
0.00094µg/L 未満程度 (2012) 
[過去のデータではあるが、限られた地域で

0.58 µg/L 程度(算術平均値)の報告がある

(1997)] 

0.027µg/L 程度 (2012) 
 
0.004 µg/L 程度 (2012) 
[過去のデータではあるが、限られた地域で

5.4 µg/L 程度の報告がある(1997)] 

注：1) （  ）内の数値は測定年度を示す。 

2)  淡水は河川河口域を含む。 
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３．健康リスクの初期評価 

健康リスクの初期評価として、ヒトに対する化学物質の影響についてのリスク評価を行った。 

（1）体内動態、代謝 

ラットに 14C でラベルした本物質 1 mg を 3 日間強制経口投与し、その後 5 日後までの糞尿中

への排泄を調べた結果、全投与量の 82％が尿中に、22％が糞中に排泄された。このうち、尿中

の 63％、糞中の 58％は投与期間内に排泄されたものであり、最終投与から 5 日間経過後の肝臓、

肺、脂肪組織では放射活性の蓄積はみられなかった 1) 。 

ラットに 14C でラベルした本物質 0.1 mg/kg/day を 15 日間強制経口投与した結果、放射活性の

体内蓄積は 3 日後にはすでに一定レベルとなって日々の投与量の 92.5％が尿中に、6.4％が糞中

に排泄されるようになり、最終投与の翌日には肝臓、腎臓、腸間膜及び皮下の脂肪組織で放射

活性の蓄積が検出できなかった。投与期間の終了とともに糞尿中への排泄は急激に減少し、3

日後には尿中に 4.3％、糞中に 1.9％の排泄となった。尿のクロロホルム分画（投与量の 63％）

にはトリクロロフェノールの 4 異性体が存在し、本物質（未変化体）及び 2,3,6-体、2,4,5-体が

同定された。また、尿の極性分画（投与量の 28％）はトリクロロフェノールの抱合体であり、

このうち 80％がグルクロン酸抱合体であったが、糞中への排泄は遊離のトリクロロフェノール

のみであった 2) 。 

ラットに本物質 25 mg/kg を腹腔内投与した結果、血液や脳、腎臓、肝臓、筋肉、脂肪組織の

本物質は 30 分後にはすでにピーク濃度に達しており、腎臓で最も高く、血液、肝臓、脂肪組織、

筋肉、脳に対して 2、7、10、13、26 倍高かった。また、30 分後の血液中では投与した本物質の

70％が抱合体を形成しており、その割合は時間とともに増加した。これらの組織では 90％が 4

～6 時間内に排泄されて 10 時間後には極くわずかとなり、半減期は 1.4～1.8 時間の範囲にあっ

た 3) 。 

ヘアレスマウスの腹部皮膚を用いた in vitro の皮膚透過試験では、0.05％の本物質水溶液の透

過係数は 0.174 cm/hr であり、透過を認めるまでの時間（ラグタイム）は 29.7 分であった 4) 。ヒ

トの腹部皮膚を用いた試験では 0.09％の本物質水溶液は角質層を容易に透過し、透過係数は

0.059 cm/hr であった 5) 。 

約 80％の 2,3,4,6-テトラクロロフェノール、10～20％の本物質、5％のペンタクロロフェノー

ルからなるクロロフェノール類を含む防腐剤に曝露された製材所労働者の調査では、尿中の総

クロロフェノールは経皮曝露が主要な経路の労働者で 7.8 µmol/L、吸入曝露が主要な経路の労

働者で 0.9 µmol/L、経皮及び吸入の曝露が同程度の労働者で 1.4 µmol/L であったことから、経

皮曝露が最も重要な経路と考えられ 6) 、製材所労働者を対象とした別の調査でも 95％が経皮曝

露であったと見積もられた 7) 。これらの労働者で本物質の尿中半減期は 18 時間であり、尿中に

はほぼすべてが硫酸抱合体として排泄され、グルクロン酸抱合体はわずかであった 8) 。 

ヒトの血清を用いた in vitro 試験では、本物質は血清のタンパク質と強く結合し、アルブミン

に対しては本物質の 94％が結合した 9) 。ラットの肝 S-9 分画を用いた in vitro 試験では、2,6-ジ

クロロ-1,4-ヒドロキノン（DHQ）、ヒドロキシペンタクロロジフェニルエーテルの o-体及び m-

体、2,6-ジクロロ-1,4-セミキノンの遊離基が検出され、後者の生成は DHQ の自動酸化によると

考えられた。これらの代謝物は DNA の一本鎖切断を生じさせたが、これはセミキノン生成時に

生じた活性酸素種が原因と考えられた 10) 。 

－258－



     10 2,4,6-トリクロロフェノール  

  

 

（2）一般毒性及び生殖・発生毒性 

① 急性毒性 

表 3.1 急性毒性 11) 

動物種 経路 致死量、中毒量等 
ラット 経口 LD50 820 mg/kg 
マウス 経口 LD50 770 mg/kg 

モルモット 経口 LD50 1,000 mg/kg 
 

本物質は眼、皮膚、気道を重度に刺激し、眼や皮膚で発赤、痛みを生じる。吸入すると咳

や咽頭痛を生じ、経口摂取すると嘔吐、灼熱感、下痢を生じる 12) 。 

 

② 中・長期毒性  

ア）Sprague-Dawley ラット雄 6 匹を 1 群とし、0、25、100、400 mg/kg/day を 14 日間強制経口

投与した結果、薬物代謝の誘導の高感受性指標である EPN 解毒作用には変化がなく、ミク

ロソームの電子伝達系への影響の指標として測定した NADPH-チトクローム c 還元酵素活

性及びチトクローム P-450 量にも影響はなかった。また、グルクロニルトランスフェラー

ゼ及びグルコース-6-ホスファターゼ、ソルビトール脱水素酵素の各活性にも影響はなかっ

た 13) 。 

イ）Long-Evans ラット雄 15 匹又は 25 匹を 1 群とし、0、100、500、1,000 mg/kg/day を 11 週

間（5 日/週）強制経口投与した結果、1,000 mg/kg/day 群の 8/25 匹が 4 週間で死亡し、3 週

目に 1,000 mg/kg/day 群で体重増加の有意な抑制を認めた。一般状態の変化としては、100 

mg/kg/day 以上の群で尿生殖器周囲の被毛の汚れが一貫してみられた以外にはなく、主要臓

器の重量にも影響はなかった 14) 。この結果から、NOAEL を 1,000 mg/kg/day とする。 

ウ）Sprague-Dawley ラット雌雄各 10 匹を 1 群とし、0、80、240、720 mg/kg/day を 90 日間強

制経口投与した結果、720 mg/kg/day 群で流涎、尿による被毛の汚れがみられ、腎臓や肝臓、

副腎、精巣の重量増加、血清の総タンパク質やアルブミン、GPT の上昇や尿 pH の低下に

有意差を認めた。240 mg/kg/day 群でも雌の肝臓及び副腎で絶対及び相対重量の増加、雄の

肝臓で相対重量、血清でアルブミンの増加に有意差を認めたが、80 mg/kg/day 群には投与

に関連した影響はなかった。なお、生存率や体重、血液、眼や主要臓器の組織に影響はな

かった 15) 。この結果から、NOAEL を 80 mg/kg/day とする。 

エ）Fischer 344 ラット及び B6C3F1マウス雌雄各 5 匹を 1 群とし、ラットに 0、1、1.47、2.15、

3.15、4.6％、マウスに 0、0.68、1、1.47、2.15、3.15％の濃度で餌に添加して 7 週間投与し

た結果、ラットでは 2.15％群の雄 1 匹、3.15％群の雌雄各 1 匹、4.6％群の雄 2 匹、雌 3 匹

が死亡し、用量に依存した体重増加の抑制がみられ、1～4.6％群の体重は雄で対照群の 96

～39％、雌で 92～42％しかなかった。また、4.6％群の雌雄の脾臓では軽度～著明な造血亢

進がみられ、雌 2 匹の肝細胞では空胞変性もみられた 16) 。 

 マウスでは 3.15％群の雌雄各 2 匹が死亡し、用量に依存した体重増加の抑制が雄の 1.47％

以上の群（83～57％）、雌の 2.15％以上の群（93～68％）でみられ、3.15％群の体重は雄で
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対照群の 57％、雌で 68％しかなかった。また、2.15％群の雌雄で、すべての組織は正常で

あった 16) 。 

 これらの結果から、ラットで LOAEL を 1％（500 mg/kg/day 程度）、雄マウスで NOAEL を

1％（1,300 mg/kg/day 程度）、雌マウスで NOAEL を 1.47％（1,900 mg/kg/day 程度）とする。 

オ）Fischer 344 ラット雌雄各 50 匹を 1 群とし、0、0.5、1％の濃度で 106～107 週間混餌投与

した結果、0.5％以上の群の雌雄で体重は試験期間を通して低かったが、一般状態に変化は

なく、生存率にも影響はなかった。また、主要臓器にみられた非腫瘍性病変も加齢に伴う

もので、正常範囲を超える発生率でもなかった 16) 。 

 また、B6C3F1マウス雌雄各 50 匹を 1 群とし、雄に 0、0.5、1％、雌に 0、1、2％の濃度で

105 週間の混餌投与を始めたところ、雌では体重増加の抑制が著明に現れたことから、39

週から濃度を 1/4（1→0.25％、2→0.5％）に下げて投与を継続した。その結果、0.5％以上

の群の雄及び 1→0.25％以上の群の雌で体重は試験期間を通して低かったが、一般状態や生

存率、主要臓器への影響はなかった。なお、雌マウスに投与した餌中の本物質の加重平均

濃度は 1→0.25％群で 0.5214％、2→0.5％群で 1.0428％であった 16) 。 

 これらの結果から、LOAEL をラットで 0.5％（250 mg/kg/day 程度）、マウスで 0.5214％（680 

mg/kg/day 程度）とする。 

 

③ 生殖・発生毒性 

ア）Fischer 344 ラット雌雄各 50 匹を 1 群として 0、0.5、1％（0、250、500 mg/kg/day 程度）

の濃度で 106～107 週間混餌投与した試験、B6C3F1マウス雌雄各 50 匹を 1 群として雄に 0、

0.5、1％、雌に加重平均で 0.5214％、1.0428％の濃度で 105 週間混餌投与した試験では、い

ずれも雌雄の生殖器に影響はなかった 16) 。 

イ）Long-Evans ラット雄 15 匹又は 25 匹を 1 群とし、0、100、500、1,000 mg/kg/day を 11 週

間（5 日/週）強制経口投与し、10 週後に交尾行動と精液の検査を行った。さらに、11 週目

に 0、1,000 mg/kg/day 群の雄と未処置の雌を交尾させ、雌は妊娠 18 日まで飼育した。その

結果、交尾行動や精子の数に影響はなく、1,000 mg/kg/day 群の精巣や精巣上体などの重量

や受胎能力、生存胎仔数、着床後胚損失率、胎仔の体重などにも影響はなかった 14) 。この

結果から、NOAEL を 1,000 mg/kg/day 以上とする。 

ウ）Long-Evans ラット雌 29～40 匹を 1 群とし、0、100、500、1,000 mg/kg/day を 2 週間（5

日/週）強制経口投与し、未処置の雄と交尾させた後は妊娠 21 日まで毎日強制経口投与し

た結果、雌の各群の生存数は 38/39、29/29、25/30、24/40 匹であり、主な死因は投与時の事

故であったが、1,000 mg/kg/day 群の 3 匹については投与に関連した死亡と考えられた。1,000 

mg/kg/day 群で体重増加の有意な抑制を認め、対照群を含む各群の受胎率は 50～72％と低

かったが、有意な差はなかった。同腹仔数や新生仔の 4 日生存率に有意差はなかったが、

500 mg/kg/day 以上の群で出生時の体重が有意に低かった。しかし、仔の体重の有意差も生

後 4 日にはなくなり、生後 42 日までの試験期間内に再び現れることはなかったことから、

母ラットに対する二次的な影響であったと考えられた 14) 。この結果から、NOAEL を母ラ

ットで 500 mg/kg/day、胎仔で 100 mg/kg/day とする。 

エ）Sprague-Dawley ラット雌 12～14 匹を 1 群とし、0、0.0003、0.003、0.03％（0、0.3、3、
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30 mg/kg/day）の濃度で 3 週齢から飲水投与しながら 90 日齢で未処置の雄と交尾させ、そ

の後も分娩まで飲水投与を継続した結果、0.03％群で同腹仔数の有意な減少を認めた。死産

数の増加や出生時体重の低下にも用量に依存した変化の傾向がみられたが、これらについ

ては有意差はなかった。また、同様にして 3 週齢から飲水投与して未処置の雄と交尾させ、

妊娠、哺育期を通して飲水投与を継続し、得られた仔（F1）10 匹を 1 群として 3 週齢から

12 週齢まで飲水投与した結果、F1の 0.003％以上の群で肝臓重量、0.03％群で脾臓重量の有

意な増加を認めたが、免疫系には影響はなかった 17)。この結果から、NOAEL を 0.0003％（0.3 

mg/kg/day）とするが、F1での肝臓重量の増加はクロロフェノール類における既知の毒性影

響と一致していたことから、著者らは離乳後の反復投与による影響と考えていた。 

 

④ ヒトへの影響 

ア）ボランティア 9～12 人で実施した本物質を含む水溶液（20～22℃）の臭気試験で閾値は

300 µg/L、4 人で実施した味覚試験で閾値は 2.0 µg/L であった 18) 。また、ボランティア2～4

人で実施した水溶液の臭気試験では閾値は 60℃で 667 µg/L、30℃で 100 µg/L であった 19) 。 

イ）トリクロロフェノールは活性炭で吸着され、特有の臭いがあるため、ガスマスクの検査

用トレーサーガスとして使用されているが、検査時の眼や鼻、気道の刺激に対する苦情が

あった。このため、断続的に長期間、低濃度のトリクロロフェノールに曝露された場合の

肺機能への影響を調べることを目的に、検査に携わる 7 人を対象に調査を行った。その結

果、4 人（57％）が風邪に罹った際の胸の喘鳴を訴えており、これは気道刺激性物質に未曝

露の対照群 126 人での発生率 10％と比べてかなり高かった。また、肺機能検査では、肺活

量 25～75%での最大呼気流量（MEF25～75％）のうち MEF75が有意に減少し、クロージングボ

リューム（CV）は有意に増加しており、他の項目（平均値）は正常範囲にあったが、2 人

の肺圧量曲線は標準よりも平坦であり、肺内圧の増加を示していた。胸部Ｘ線写真では 2

人に陰影がみられ、うち 1 人は最も曝露歴の長かった労働者で、8 年前のＸ線像と比べて陰

影は増強していた。血液及び肝機能検査の数値に異常はなかった。これらのことから、長

期間にわたるトリクロロフェノールの曝露は肺の機能障害や線維化の原因となる可能性が

示唆された 20) 。 

 

（3）発がん性 

① 主要な機関による発がんの可能性の分類 

国際的に主要な機関での評価に基づく本物質の発がんの可能性の分類については、表 3.2

に示すとおりである。 
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表 3.2 主要な機関による発がんの可能性の分類 

機 関 (年) 分  類 

WHO IARC (1999) 2B＊ ヒトに対して発がん性があるかもしれない。 

EU EU (1998) 3 ヒトに対する発がん性が懸念されるが、それについて評価

を行うための有効な情報が十分ではない物質。 

 EPA (1994) B2 動物での発がん性の十分な証拠に基づき、恐らくヒト発が

ん性物質。 

USA ACGIH －  

 NTP (2005) 合理的にヒトに対して発がん性のあることが懸念される物質。

日本 日本産業衛生学会 －  

ドイツ DFG －  
 

注：IARC（1999）は、ポリクロロフェノール類やそれらのナトリウム塩の混合曝露についてグループ

2B に分類し、本物質については実験動物で発がん性を示唆する限られた証拠があるとしている。 

 

② 発がん性の知見 

○ 遺伝子傷害性に関する知見 

in vitro 試験系では、代謝活性化系（S9）添加の有無にかかわらずネズミチフス菌で遺伝

子突然変異を誘発しなかったが 21～24) 、S9 添加 24) 、S9 無添加 25) のネズミチフス菌で遺伝

子突然変異の誘発を認めたとした報告もあった。S9 添加又は無添加の大腸菌 26) や酵母 27) 

で遺伝子突然変異、枯草菌で DNA 傷害 22) を誘発したが、S9 無添加の酵母で遺伝子変換や

体細胞組換えを誘発しなかった 27) 。S9 無添加のマウスリンパ腫細胞（L5178Y）で遺伝子

突然変異を誘発したが 28) 、S9 無添加のチャイニーズハムスター肺細胞（V79）では遺伝子

突然変異を誘発した報告 29) と誘発しなかった報告 30, 31) に分かれ、S9 添加の V79 細胞では

遺伝子突然変異を誘発しなかった 29) 。S9 添加の有無にかかわらずチャイニーズハムスター

卵巣細胞（CHO）で姉妹染色分体交換を誘発しなかったが 32)、染色体異常については誘発

した報告 33) と誘発しなかった報告 32) に分かれ、S9 添加の V79 細胞でも染色体異常を誘発

した報告 33) と誘発しなかった報告 31) に分かれた。S9 添加の V79 細胞で異数性 31, 33) 、小核

を誘発した 31) 。本物質を S9 と混合して得られた代謝物溶液で PM2-DNA の一本鎖切断が

誘発された 10) 。 

in vivo 試験系では、経口投与や腹部注入したショウジョウバエで伴性劣性致死突然変

異 34) 、経口投与したラットの白血球及び肝細胞で DNA 傷害 35) 、マウスの肝細胞で複製

DNA 合成 36) 、腹腔内投与したマウスの骨髄細胞で小核 37) を誘発しなかったが、体細胞突

然変異を誘発した 27) 。 

 

○ 実験動物に関する発がん性の知見 

Fischer 344 ラット雌雄各 20 又は 50 匹を 1 群とし、0、0.5、1％の濃度で 106～107 週間混

餌投与した結果、雄の 3/20、23/50、29/50 匹で単球性白血病、4/20、25/50、29/50 匹でリン

パ腫＋白血病の発生を認め、それらの発生率はともに有意な増加傾向にあって、0.5％以上

の群で発生率は有意に高かった。 雌でもこれらの腫瘍の発生に増加がみられたが、発生率
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に有意差はなかった 16) 。 

B6C3F1マウス雌雄各 20 又は 50 匹を 1 群とし、雄に 0、0.5、1％を 105 週間混餌投与し、

雌に 0、1、2％の濃度で 38 週間混餌投与した後に濃度を 1/4（1→0.25％、2→0.5％）に下

げてさらに 67 週間混餌投与した結果、雄の 4/20、32/49、39/47 匹、雌の 1/20、12/50、24/48

匹で肝腫瘍（肝細胞癌＋腺腫）の発生を認め、その発生率は雌雄ともに有意な増加傾向に

あって、0.5％以上の群の雄、2→0.5％群の雌で発生率は有意に高かった 16) 。 

これらの結果から、本物質は雄の Fischer 344 ラット、雌雄の B6C3F1マウスに対して発

がん作用を有すると NCI（1979）は結論した 16) 。 

A/J マウス雌雄各 16 匹を 1 群とし、週 3 回の頻度で 8 週間に総量で 0、1,200 mg/kg を強

制経口投与、0、240、600、1,200 mg/kg を腹腔内投与し、初回の投与から 24 週間後に屠殺

して肺腫瘍の有無を調べた試験では、期間中の死亡は 0～2 匹で、肺腫瘍の発生率に有意な

増加はなかった 38) 。また、肝臓や腎臓などの他の臓器についても剖検時に異常を認めた場

合には病理組織検査を行うことになっていたが、その他の臓器で異常があったという記載

はなかった。 

B6C3F1マウス及び B6AKF1マウス雌雄各 18 匹を 1 群とし、7 日齢に 0、100 mg/kg を強

制経口投与した後は同量を 28 日齢まで強制経口投与し、その後は 0、0.026％の濃度で 18

ヶ月間混餌投与した結果、腫瘍の発生率増加がみられた 39) 。このため、詳細に検討した結

果、B6C3F1マウスの雄にみられた細網肉腫（対照群 3/79 匹、投与群 4/18 匹）、雌にみられ

た肝腫瘍（対照群 0/87 匹、投与群 2/18 匹）の発生率は投与群で有意に高かった 40) 。 

SENCAR マウス雌 30 匹を 1 群とし、経口投与、腹腔内投与、皮下投与、皮膚塗布のいず

れかによって 0、250 mg/kg を投与してイニシエーションし、2 週間後から背部にプロモー

ター作用のある TPA（12-O-テトラデカノイルホルボール-13-アセテート）1.0 µg を週 3 回

の頻度で 20 週間塗布し、52 週まで飼育して皮膚腫瘍の発生を調べたが、いずれの投与経路

でも腫瘍の発生率増加はなかった 41) 。 

U.S. EPA（1990）は雄の Fischer 344 ラットに対する 0、0.5、1％の混餌投与における投与

量を 0、258、544 mg/kg/day と推定し、単球性白血病の発生率に線形多段階モデルを適用し

てスロープファクターを 1.1×10-2 (mg/kg/day)-1 と算出し、これを吸入換算した 3.1×10-6 

(µg/m3)-1 をユニットリスクとしている 42) 。 

また、WHO（1996）も雄の Fischer 344 ラットにおける白血病の発生率に線形多段階モデ

ルを適用し、10-4、10-5、10-6の生涯過剰発生率に対応する濃度を 2,000、200、20 µg/L とし

ており、これは 1.5×10-3 (mg/kg/day)-1のスロープファクターに相当する 43) 。 

カリフォルニア州 EPA（2005）は B6C3F1マウスの雌雄における肝腫瘍（肝細胞癌＋腺腫）

の発生率、B6C3F1マウスの雄における細網肉腫、雌における肝腫瘍の発生率にそれぞれ多

段階モデルを適用して求めたスロープファクターを幾何平均し、7.0×10-2 (mg/kg/day)-1を算

出している。ユニットリスクはこれを吸入換算して 2.0×10-5 (µg/m3)-1 としている 44) 。 

 

○ ヒトに関する発がん性の知見 

ニュージーランドで 1976～1980 年の間に軟部組織肉腫としてがん登録された男性患者

82 人、その他のがん患者（男性）92 人を対象とした症例対照研究では、屠殺場労働者 19
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人のオッズ比 2.8 は有意に高かった。その中でも屠殺した羊の皮処理に本物質を使用した毛

皮部門についてみると、症例群は 4 人であったが、対照群は 1 人しか該当しなかった 45) 。 

また、同国で 1977～1981 年の間に、リンパ肉腫及び細網肉腫以外の非ホジキンリンパ腫

としてがん登録された男性患者 83 人、その他のがん患者（男性）168 人、無作為に抽出し

た一般男性 228 人を対象とした症例対照研究では、クロロフェノール類に曝露した非ホジ

キンリンパ腫患者のオッズ比はその他のがん患者と比べて 1.3、一般男性と比べて 0.9 であ

り、有意差はなかった。しかし、その他のがん患者群及び一般男性群をあわせて 1 つの対

照群としてオッズ比を求めると、屠殺場労働者 19 人でオッズ比は 1.8 と有意に高く、その

中でも羊皮処理に本物質を使用した毛皮部門の労働者4人に限るとオッズは2.7に上昇した。

ただし、毛皮部門労働者 4 人のうちの 2 人が羊毛刈り取り工程の労働者であったため、こ

の 2 人については本物質の曝露はありそうになかった 46) 。 

このため、同期間にリンパ肉腫＋細網肉腫としてがん登録された男性患者 100 人を追加

し、その他のがん患者（男性）を 338 人に拡大して症例対照研究を実施した結果、屠殺場

労働者のオッズ比はリンパ肉腫及び細網肉腫以外の非ホジキンリンパ腫患者 19 人で 1.7、

リンパ肉腫＋細網肉腫の患者 24 人で 1.8、すべての非ホジキンリンパ腫の患者で 1.8 といず

れも有意であった。しかし、本物質曝露の可能性があった毛皮部門の労働者についてみる

と、オッズ比はリンパ肉腫及び細網肉腫以外の非ホジキンリンパ腫患者 4 人で 1.7、リンパ

肉腫＋細網肉腫の患者 6 人で 2.2、すべての非ホジキンリンパ腫の患者で 1.9 であり、いず

れも有意ではなかった。本物質は当初、非ホジキンリンパ腫のリスク要因の 1 つと考えら

れたが、屠殺場労働者のオッズ比は大きな値ではなく、毛皮部門の労働者のオッズ比には

有意差もなかったことから、次の仮説として人畜共通の腫瘍性ウィルスによる可能性が考

えられた 47) 。 

 

（4）健康リスクの評価 

① 評価に用いる指標の設定 

非発がん影響については一般毒性及び生殖・発生毒性等に関する知見が得られている。発

がん性については動物実験で発がん性を示唆する結果が得られているものの、ヒトでの知見

は十分でなく、ヒトに対する発がん性の有無については判断できない。このため、閾値の存

在を前提とする有害性について、非発がん影響に関する知見に基づき無毒性量等を設定する

こととする。 

経口曝露については、生殖・発生毒性エ）に示したラットの試験から得られた NOAEL 0.3 

mg/kg/day（肝臓重量の増加）を慢性曝露への補正が必要なことから 10 で除した 0.030 

mg/kg/day が信頼性のある最も低用量の知見と判断し、これを無毒性量等に設定する。 

吸入曝露については、無毒性量等の設定ができなかった。 
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詳細な評価を行う
候補と考えられる。

現時点では作業は必要
ないと考えられる。

情報収集に努める必要
があると考えられる。

MOE＝10 MOE＝100［ 判定基準 ］

② 健康リスクの初期評価結果 

 

表 3.3 経口曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露量 予測最大曝露量 無毒性量等 MOE 

経口 
飲料水 － － 

0.030 mg/kg/day ラット 
－ 

公共用水

域・淡水 
0.00017 µg/kg/day 程度 0.0011 µg/kg/day 程度 550 

 

経口曝露については、公共用水域・淡水を摂取すると仮定した場合、平均曝露量は 0.00017 

µg/kg/day 程度、予測最大曝露量は 0.0011 µg/kg/day 程度であった。無毒性量等 0.030 mg/kg/day

と予測最大曝露量から、動物実験結果より設定された知見であるために 10 で除し、さらに発

がん性を考慮して 5 で除して求めた MOE（Margin of Exposure）は 550 となる。 

従って、本物質の経口曝露による健康リスクについては、現時点では作業は必要ないと考

えられる。 

なお、過去（1997 年）の限られた地域の閉鎖性海域データを用いて魚類摂取による経口曝

露量を推定した場合には MOE が 100 を下回る可能性もあったことに留意する必要がある。 

 
 

表 3.4 吸入曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露濃度 予測最大曝露濃度 無毒性量等 MOE 

吸入 
環境大気 0.013 µg/m3未満程度 0.013 µg/m3未満程度 

－  
－ 

室内空気 － － － 
 

吸入曝露については、無毒性量等が設定できず、健康リスクの判定はできなかった。 

なお、吸収率を 100％と仮定し、経口曝露の無毒性量等を吸入曝露の無毒性量等に換算する

と 0.1 mg/m3となるが、参考としてこれと予測最大曝露濃度 0.013 µg/m3未満程度から、動物

実験結果より設定された知見であるために 10 で除し、さらに発がん性を考慮して 5 で除して

算出した MOE は 150 超となる。このため、本物質の一般環境大気の吸入曝露については、健

康リスクの評価に向けて吸入曝露の情報収集等を行う必要性は低いと考えられる。 
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４．生態リスクの初期評価 

水生生物の生態リスクに関する初期評価を行った。 

（1）水生生物に対する毒性値の概要 

本物質の水生生物に対する毒性値に関する知見を収集し、生物群（藻類、甲殻類、魚類及び

その他生物）ごとに整理すると表 4.1 のとおりとなった。 

 

表 4.1 水生生物に対する毒性値の概要 

生物群 
急 

性 

慢 

性 
毒性値 
[µg/L] 

生物名 生物分類／和名
エンドポイント

／影響内容 
曝露期間

[日] 
試験の

信頼性 
採用の

可能性
文献 No.

藻 類 ○  61 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 緑藻類 EC50  GRO 3 D C 1)-151618

   330 Anabaena sp. 藍藻類 EC20  GRO 3 D C 1)-5631

 ○  370 Anabaena sp. 藍藻類 EC50  GRO ― D C 1)-151618

  ○ < 500 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 

緑藻類 
NOEC  
GRO (RATE)

2 C C 1)-93090

   560 Nitzschia sp.  珪藻類 EC20  GRO 3 D C 1)-5631

   650 Scenedesmus sp. 緑藻類 EC20  GRO 3 D C 1)-5631

 ○  820 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 緑藻類 EC50  GRO 4 B B 

2)- 
2013033

  ○ 1,000 
Chlorella 
pyrenoidosa 緑藻類 NOEC  BCM 3 C C 1)-15189

   2,450 
Scenedesmus 
obliquus 緑藻類 

EC10  
GRO (RATE)

3 
(pH7.5) 

B C 
2)- 

2015045

 ○  3,470 
Scenedesmus 
obliquus 

緑藻類 
EC50  
GRO (RATE)

3 
(pH7.5) 

B B 
2)- 

2015045

 ○  3,500 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 

緑藻類 
EC50  
GRO (RATE)

4 B B 1)-13171

 ○  4,940 Nitzschia closterium 珪藻類 EC50  GRO 3 D C 1)-19056 

 ○  5,600 
Desmodesmus 
subspicatus 緑藻類 

EC50  
GRO (AUG) 

4 B B 1)-11677

 ○  10,000 Chlorella vulgaris 緑藻類 
EC50  
GRO (RATE)

4 B B 1)-13171

甲殻類 ○  330 Daphnia magna オオミジンコ LC50  MOR 2 D C 1)-16674

  ○ 500 Daphnia magna オオミジンコ NOEC  REP 21 B B 1)-20489

  ○ 650 Daphnia magna オオミジンコ NOEC  REP 3腹目まで B B 
2)- 

2008064

 ○  690 Daphnia magna オオミジンコ LC50  MOR 2 D C 1)-12827
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生物群 
急 

性 

慢 

性 
毒性値 
[µg/L] 

生物名 生物分類／和名
エンドポイント

／影響内容 
曝露期間

[日] 
試験の

信頼性 
採用の

可能性
文献 No.

甲殻類 ○  780 Moina macrocopa タマミジンコ LC50  MOR 3時間 C C 1)-12513

 ○  800～1,600 Daphnia magna オオミジンコ LC50  MOR 1 D C 1)-45297

 ○  1,170 Daphnia magna オオミジンコ EC50   IMM 
2 

 (pH7.13) 
B B 1)-2015045

 ○  1,210 Palaemonetes pugio 
テナガエビ科 

（試験中脱皮あり*1）
LC50  MOR 4 B B 1)-4894

 ○  1,700 Daphnia magna オオミジンコ EC50  IMM 1 B B 
2)- 

2008064

 ○  1,760 Daphnia magna オオミジンコ EC50  IMM 
1 

(pH7.8) 
B B 1)-77674

 ○  2,200 Daphnia magna オオミジンコ EC50  IMM 2 B B 1)-846 

 ○  2,700 
Crangon 
septemspinosa 

エビジャコ属 LC50  MOR 4 B B 1)-5810

 ○  3,950 Palaemonetes pugio 
テナガエビ科 

（試験中脱皮なし*2）
LC50  MOR 4 B B 1)-4894

魚 類 ○  180 Oryzias latipes メダカ LC50  MOR 2 C C 1)-12513

 ○  320 
Lepomis 
macrochirus ブルーギル LC50  MOR 4 C C 1)-5590

 ○  410 Lepomis 
macrochirus ブルーギル LC50  MOR 4 B B 1)-12665

   559 Jordanella floridae 
キプリノドン科

（1週間齢仔魚）
NOEC  GRO 28 B C 1)-140 

 ○  573 
Oncorhynchus 
mykiss 

ニジマス LC50  MOR 4 B B 1)-11597

 ○  580 Danio rerio ゼブラフィッシュ LC50  MOR 4 D C 1)-5631

 ○  600 
Pimephales 
promelas 

ファットヘッド

ミノー 
TLm  MOR 4 D C 1)-8960

 ○  730 
Oncorhynchus 
mykiss ニジマス LC50  MOR 4 A B 1)-12665

  ○ 970 Pimephales 
promelas 

ファットヘッド

ミノー(胚) 
NOEC  
MOR / GRO 

～ふ化後
30 

B B 1)-20456

 ○  1,400 Platichthys flesus ヌマガレイ属 LC50  MOR 4 B B 1)-4071

 ○  2,290 Poecilia reticulata グッピー LC50  MOR 
4 

(pH 7) 
B B 1)-11344

その他 ○  10 Lemna minor コウキクサ 
EC50   
GRO (Yield)

7 D C 1)-154119

 ○  20 Lemna gibba イボウキクサ 
EC50   
GRO (Yield)

7 D C 1)-154119

 ○  190 Landoltia punctata ヒメウキクサ 
EC50   
GRO (Yield)

7 D C 1)-154119
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生物群 
急 

性 

慢 

性 
毒性値 
[µg/L] 

生物名 生物分類／和名
エンドポイント

／影響内容 
曝露期間

[日] 
試験の

信頼性 
採用の

可能性
文献 No.

その他  ○ 300 Brachionus 
calyciflorus ツボワムシ NOEC  REP 2 B B 1)-20489

 ○  500 Lemna minor コウキクサ EC50  GRO 7 D C 1)-5631

   950 Dugesia japonica ナミウズムシ LC50  MOR 7 B C 1)-12513

 ○  1,200 Xenopus laevis 
アフリカツメガ

エル(幼生) 
LC50  MOR 4 B B 1)-12665

 ○  2,000 Spirostomum teres 
スピロストマム

科 
LC50  MOR 1 B B 1)-20057

 ○  3,900 Mya arenaria 
セイヨウオオノ

ガイ 
LC50  MOR 4 C C 1)-5810

毒性値（太字）：PNEC 導出の際に参照した知見として本文で言及したもの 

毒性値（太字下線）： PNEC 導出の根拠として採用されたもの 

試験の信頼性：本初期評価における信頼性ランク 
A：試験は信頼できる、B：試験は条件付きで信頼できる、C：試験の信頼性は低い、D：信頼性の判定不可 
E：信頼性は低くないと考えられるが、原著にあたって確認したものではない 

採用の可能性：PNEC 導出への採用の可能性ランク 
A：毒性値は採用できる、B：毒性値は条件付きで採用できる、C：毒性値は採用できない 

エンドポイント 

EC10 (10% Effective Concentration) : 10%影響濃度、EC20 (20% Effective Concentration) : 20%影響濃度、 

EC50 (Median Effective Concentration) : 半数影響濃度、LC50 (Median Lethal Concentration) : 半数致死濃度、 

NOEC (No Observed Effect Concentration) : 無影響濃度、TLm (Median Tolerance Limit) : 半数生存限界濃度 

影響内容 

BCM (Biochemical Effect) : 生化学的影響、GRO (Growth) : 生長（植物）、成長（動物）、IMM (Immobilization) : 遊泳阻害、

MOR (Mortality) : 死亡、REP (Reproduction) : 繁殖、再生産 

毒性値の算出方法 

AUG (Area Under Growth Curve)：生長曲線下の面積より求める方法（面積法） 

RATE：生長速度より求める方法（速度法） 

Yield：試験期間の収量より求める方法 

 

*1 試験中脱皮あり：供試生物の成長段階はステージ D2～D4（後期脱皮前ステージ）。通常 2～3 日以内に脱皮する 

*2 試験中脱皮なし：供試生物の成長段階はステージ C（脱皮間ステージ）。脱皮前の準備と脱皮には 9～14 日間を要する 

 

評価の結果、採用可能とされた知見のうち、生物群ごとに急性毒性値及び慢性毒性値のそれ

ぞれについて最も小さい毒性値を予測無影響濃度 (PNEC) 導出のために採用した。その知見の

概要は以下のとおりである。 
 

1） 藻類 

 Yong ら 2)-2013033は、緑藻類 Pseudokirchneriella subcapitata（旧名 Selenastrum capricornutum）の生

長阻害試験を実施した。試験には、EPA の試験方法 (EPA/600/4-90-027F, 1993) に従った培地（硬

度 15 mg/L、CaCO3換算）が用いられた。96 時間半数影響濃度 (EC50) は、設定濃度に基づき 820 µg/L

であった。 

 

2） 甲殻類 

Xing ら 2)-2015045は、OECD テストガイドライン No.201 (2002) に準拠し、オオミジンコ Daphnia 

magna の急性遊泳阻害試験を実施した。設定試験濃度区は対照区、助剤対照区及び 7 濃度区で
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あった。試験溶液の調製には、3 日間以上通気した水道水及び 0.05%以下のジメチルスルホキシ

ド (DMSO) が用いられた。pH7.13 条件下では、48 時間半数影響濃度 (EC50) は、設定濃度に基

づき 1,170 µg/L であった。 

また、Radix ら 1)-20489は OECD テストガイドライン No. 202 (1993) の Part II に準拠し、オオミ

ジンコ Daphnia magna の繁殖試験を実施した。試験は半止水式で行われ、試験用水の硬度は 140

～160 mg/L (CaCO3換算) であった。繁殖阻害に関する 21 日間無影響濃度 (NOEC) は、設定濃

度に基づき 500 µg/L であった。 

 

3） 魚類 

Holcombe ら 1)-12665は、ブルーギル Lepomis macrochirus の急性毒性試験を実施した。試験は数

種の生物と共に流水式（流速 200 mL / 分、7 時間で 90%換水）で行われ、設定試験濃度区は対

照区及び 5 濃度区（公比 2）であった。試験用水としてスペリオル湖水が用いられ、試験溶液は

グラム当量の水酸化ナトリウムを用いて調製された。試験溶液の硬度は 44.7 mg/L (CaCO3換算) 

であった。被験物質の実測濃度は、<0.100（対照区）、0.890、1.63、3.34、6.85、13.5 mg/L（試

験 1）、及び<0.007（対照区）、0.068、0.112、0.272、0.450、1.02 mg/L（試験 2）であった。96

時間半数致死濃度 (LC50) は、実測濃度に基づき 410 µg/L であった。 

また、LeBlanc1)-20456は米国 EPA の試験法 (1972) に準拠し、ファットヘッドミノーPimephales 

promelas の胚を用いて初期生活段階毒性試験を実施した。試験は流水式で行われ、設定試験濃

度区は対照区、助剤対照区及び 5 濃度区であった。試験溶液は助剤を用いて調製された。被験

物質の実測濃度（対照区、助剤対照区は除く）は 0.13、0.25、0.53、0.97、2.1 mg/L であった。

仔魚の死亡又は成長阻害（体重又は体長）に関して、ふ化後 30 日までの無影響濃度 (NOEC) は、

実測濃度に基づき 970 µg/L であった。 

 

4） その他の生物 

Holcombe ら 1)-12665は、アフリカツメガエル Xenopus laevis の幼生を用いた急性毒性試験を実施

した。試験は数種の生物と共に流水式（流速 200mL/分、7 時間で 90%換水）で行われ、設定試

験濃度区は対照区及び 5 濃度区（公比 2）であった。試験用水としてスペリオル湖水が用いられ、

試験溶液はグラム当量の水酸化ナトリウムを用いて調製された。試験溶液の硬度は 44.7 mg/L 

(CaCO3換算) であった。被験物質の平均実測濃度は、<0.100（対照区）、0.890、1.63、3.34、6.85、

13.5 mg/L（試験 1）であった。96 時間半数致死濃度 (LC50) は実測濃度に基づき 1,200 µg/L であ

った。 

また、Radix ら 1)-20489は Snell と Moffat の試験方法 (1992) に従って、ツボワムシ Brachionus 

calyciflorus の繁殖試験を実施した。試験は止水式で行われ、設定試験濃度区は対照区及び 5 濃

度区であった。試験用水には米国 EPA の試験方法 (EPA600/4-85-013, 1985) に従った中硬水が

用いられた。繁殖阻害に関する 48 時間無影響濃度 (NOEC) は、設定濃度に基づき 300 µg/L で

あった。 

 

（2）予測無影響濃度(PNEC)の設定 

急性毒性及び慢性毒性のそれぞれについて、上記本文で示した毒性値に情報量に応じたアセ
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スメント係数を適用し予測無影響濃度(PNEC)を求めた。 
 

急性毒性値 

藻 類 Pseudokirchneriella subcapitata 96 時間 EC50（生長阻害） 820 µg/L

甲殻類 Daphnia magna 48 時間 EC50（遊泳阻害） 1,170 µg/L

魚 類 Lepomis macrochirus 96 時間 LC50  410 µg/L

その他 Xenopus laevis 96 時間 LC50  1,200 µg/L

アセスメント係数：100［3 生物群（藻類、甲殻類、魚類）及びその他の生物について信頼で

きる知見が得られたため］ 

 これらの毒性値のうち、その他の生物を除いた最も小さい値（魚類の 410 µg/L）をアセスメ

ント係数 100 で除することにより、急性毒性値に基づく PNEC 値 4.1 µg/L が得られた。 

 

慢性毒性値 

甲殻類 Daphnia magna 21 日間 NOEC（繁殖阻害） 500 µg/L 

魚 類 Pimephales promelas ふ化後 30 日まで NOEC 
（死亡／成長阻害） 

970 µg/L 

その他 Brachionus calyciflorus 48 時間 NOEC（繁殖阻害） 300 µg/L 

アセスメント係数：100［2 生物群（甲殻類、魚類）及びその他の生物について信頼できる知

見が得られたため］ 

 これらの毒性値のうち、その他の生物を除いた小さい方の値（甲殻類の 500 µg/L）をアセス

メント係数 100 で除することにより、慢性毒性値に基づく PNEC 値 5 µg/L が得られた。なお、

その他の生物を採用した場合、慢性毒性値に基づく PNEC の参考値は 3 µg/L となる。 

 

 本物質の PNEC としては魚類の急性毒性値から得られた 4.1 µg/L を採用する。なお、その他

の生物を用いた場合の PNEC の参考値は 3 µg/L となる。 

 

（3）生態リスクの初期評価結果 

 

表 4.2 生態リスクの初期評価結果 

水 質 平均濃度 最大濃度 (PEC) PNEC 
PEC/ 

PNEC 比

公共用水域・淡水 0.0043µg/L 程度 (2012) 0.027µg/L程度 (2012) 

4.1 

(3) 

µg/L 

0.007 

(0.009) 

公共用水域・海水 

0.00094µg/L未満程度 (2012)

[過去のデータではあるが、

限られた地域で0.58 µg/L 

程度（算術平均値）の報告が

ある (1997)] 

0.004 µg/L程度 (2012) 

[過去のデータではあるが、

限られた地域で5.4 µg/L 

程度の報告がある (1997)] 

0.001 

(0.001) 

注：1) 水質中濃度の（ ）内の数値は測定年度を示す  
   2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む 

   3) PNEC 及び PEC/PNEC 欄の（  ）内には、その他の生物から導出した参考値を示す 
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本物質の公共用水域における濃度は、平均濃度でみると淡水域で 0.0043 µg/L 程度、海水域で

は 0.00094 µg/L未満程度であった。安全側の評価値として設定された予測環境中濃度 (PEC) は、

淡水域で 0.027 µg/L 程度、海水域では 0.004 µg/L 程度であった。 

予測環境中濃度 (PEC) と予測無影響濃度 (PNEC) の比は、淡水域で 0.007、海水域では 0.001

となり、現時点では作業の必要はないと考えられる。 

なお、過去 10 年以内のデータではないが、限られた海水域において 5.4 µg/L 程度 (1997) の

報告があり、この濃度と PNEC との比は 1.3 となるため、この海水域についてはさらなる情報

収集が必要と考えられる。 

 

詳細な評価を行う 
候補と考えられる。 

現時点では作業は必要 
ないと考えられる。 

情報収集に努める必要
があると考えられる。

PEC/PNEC＝0.1 PEC/PNEC＝1［ 判定基準 ］ 
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１．物質に関する基本的事項 

（1）分子式・分子量・構造式 

物質名： ブタン-2-オン＝オキシム 
（別の呼称：メチルエチルケトンオキシム、エチルメチルケトキシム、2-ブタノンオキ

シム） 
CAS 番号：96-29-7 
化審法官報公示整理番号：2-546（メチルアルキル（C2～4）ケトオキシム） 
化管法政令番号：  
RTECS 番号：EL9275000 
分子式：C4H9NO 
分子量：87.12 
換算係数：1 ppm = 3.56 mg/m3 (気体、25℃) 
構造式： 
  

 
 

（2）物理化学的性状 

本物質は液体である 1)。 

融点 -29.5℃2) , 3) , 4) 

沸点 
151.5℃(760 mmHg) 2)、152.5℃(760 mmHg) 3) 、
152℃4)  

密度 0.9232 g/cm3 (20℃) 2) 

蒸気圧 1.2 mmHg (=157 Pa) (MPBVPWIN5) により計算) 

分配係数(1-ｵｸﾀﾉｰﾙ/水) (log Kow) 0.63 3) 、0.65 (25℃) 6) 

解離定数(pKa) 12.45 3) 

水溶性(水溶解度) 1.0×105 mg/L4) 

（3）環境運命に関する基礎的事項 

本物質の分解性及び濃縮性は次のとおりである。 

生物分解性 

好気的分解 

分解率：BOD 24.7%、TOC 13.4%、GC 9.3% 

（試験期間：4 週間、被験物質濃度：30 mg/L、活性汚泥濃度：100 mg/L）7) 

化学分解性 

OH ラジカルとの反応性 （大気中） 

反応速度定数：1.5×10-12 cm3/(分子･sec) （AOPWIN8) により計算） 

半減期：3.6～36 日（OH ラジカル濃度を 3×106～3×105分子/cm3 9) と仮定し、一日

を 12 時間として計算） 

［11］ブタン-2-オン＝オキシム            
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加水分解性 

  分解率：14 %（4 日、pH7）1) 

（本物質が加水分解するとメチルエチルケトン及びヒドロキシルアミン塩を生成 1)）

 

生物濃縮性（濃縮性がない又は低いと判断される物質 10)） 

 生物濃縮係数(BCF)： 

(0.5)～(0.6)（試験生物：コイ、試験期間：6 週間、試験濃度：2 mg/L）11) 

<2.5～(5.8)（試験生物：コイ、試験期間：6 週間、試験濃度：0.2 mg/L）11) 

 

土壌吸着性 

 土壌吸着定数(Koc)：120（KOCWIN12) により計算） 

 

（4）製造輸入量及び用途 

① 生産量・輸入量等 

化審法に基づき公表された製造・輸入数量 13),14),15),16),17)の推移を表 1.1 に示す。 

 
表 1.1 製造・輸入数量の推移 

平成(年度) 16 17 18 19 20 

製造・輸入数量(t) a) 4,654b) 5,555 b) 5,771 b) 6,061 b) 5,375 b) 

平成(年度) 21 22 23 24 25 

製造・輸入数量(t) a) 5,667 b) X c),d),e) 5,000 c),d) 5,000 c),d) 5,000 c),d) 

注：a) 平成 22 年度以降の製造・輸入数量の届出要領は、平成 21 年度までとは異なっている。 
b) 製造数量は出荷量を意味し、同一事業所内での自家消費分を含んでいない値を示す。 
c) 製造数量は出荷量を意味し、同一事業者内での自家消費分を含んでいない値を示す。 
d) メチルアルキル（C2～4）ケトオキシムとしての値を示す。 
e) 届出事業者が 2 社以下のため、製造・輸入数量は公表されていない。 

 
 

本物質の生産量の推移を表 1.2 に示す 18)。 

 
表 1.2 生産量の推移 

平成（年） 23 24 25 

生産量（t） 5,000 5,000 5,000 

 

OECD に報告している生産量は 1,000～10,000 t/年未満、輸入量は 1,000 t/年未満である。 

 

② 用 途 

本物質の主な用途は、油性塗料の調合ペイント、さび止めペイント、合成樹脂塗料のアル

キド樹脂系ワニス、エナメル、調合ペイント及びさび止めペイントなどの皮張り防止剤、シ
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リコーンゴムの硬化剤とされている 19)。 

 

（5）環境施策上の位置付け 

本物質は人健康影響の観点から水環境保全に向けた取組のための要調査項目に選定されて

いる。 

なお、本物質は旧化学物質審査規制法（平成 15 年改正法）において第二種監視化学物質（通

し番号:679）に指定されていた。 
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２．曝露評価 

環境リスクの初期評価のため、わが国の一般的な国民の健康や水生生物の生存・生育を確保

する観点から、実測データをもとに基本的には化学物質の環境からの曝露を中心に評価するこ

ととし、データの信頼性を確認した上で安全側に立った評価の観点から原則として最大濃度に

より評価を行っている。 

（1）環境中への排出量 

本物質は化学物質排出把握管理促進法（化管法）第一種指定化学物質ではないため、排出量

及び移動量は得られなかった。 

 

（2）媒体別分配割合の予測 

化管法に基づく排出量が得られなかったため、Mackay-Type Level III Fugacity Model1)により

媒体別分配割合の予測を行った。予測結果を表 2.1 に示す。 

 
表 2.1 Level III Fugacity Model による媒体別分配割合（％） 

排出媒体 大気 水域 土壌 大気/水域/土壌 

排出速度（kg/時間） 1,000 1,000 1,000 1,000（各々） 

大 気 33.9 0.1 0.1 4.2 

水 域 9.3 99.1 2.6 25.6 

土 壌 56.7 0.1 97.3 70.1 

底 質 0.1 0.7 0.0 0.2 
注：数値は環境中で各媒体別に最終的に分配される割合を質量比として示したもの。 

 

（3）各媒体中の存在量の概要 

本物質の環境中等の濃度について情報の整理を行った。媒体ごとにデータの信頼性が確認さ

れた調査例のうち、より広範囲の地域で調査が実施されたものを抽出した結果を表 2.2 に示

す。 

 
表 2.2 各媒体中の存在状況 

媒 体 
幾何 算術 

最小値 最大値 a)
検出 

検出率 調査地域 測定年度 文 献
平均値 a) 平均値 下限値

                     

一般環境大気  µg/m3 <0.013 <0.013 <0.013 <0.013 b) 0.013 0/10 全国 2014 2) 

             

室内空気 µg/m3          

             

食物 µg/g          

             

飲料水 µg/L          

             

地下水 µg/L          
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媒 体 
幾何 算術 

最小値 最大値 a)
検出 

検出率 調査地域 測定年度 文 献
平均値 a) 平均値 下限値

土壌 µg/g          

             

公共用水域・淡水   µg/L 0.0065 0.011 <0.006 0.039 0.006 3/7 石川県 2012 3) 

  0.024 0.032 <0.0097 0.089 0.0097 11/13 全国 2010 4) 

             

公共用水域・海水   µg/L 0.032 0.079 0.011 0.49 0.0097 9/9 全国 2010 4) 

             

底質(公共用水域・淡水) µg/g          

           

底質(公共用水域・海水) µg/g          

           

魚類(公共用水域・淡水) µg/g          

           

魚類(公共用水域・海水) µg/g          

             

注：a) 最大値または幾何平均値の欄の太字で示した数字は、曝露の推定に用いた値を示す。 
b) 統一の検出下限値未満の検出値として 0.0042 μg/m3がある。 

 

（4）人に対する曝露量の推定（一日曝露量の予測最大量） 

一般環境大気及び公共用水域・淡水の実測値を用いて、人に対する曝露の推定を行った（表

2.3）。化学物質の人による一日曝露量の算出に際しては、人の一日の呼吸量、飲水量及び食事

量をそれぞれ 15 m3、2 L 及び 2,000 g と仮定し、体重を 50 kg と仮定している。 

 
表 2.3 各媒体中の濃度と一日曝露量 

  媒  体 濃  度 一 日 曝 露 量 

  大気     

  一般環境大気 0.013 µg/m3未満程度 (2014)  0.0039µg/kg/day 未満程度 

  室内空気 データは得られなかった データは得られなかった 

平       

  水質   

  飲料水 データは得られなかった データは得られなかった 

  地下水 データは得られなかった データは得られなかった 

均 公共用水域・淡水 0.024 µg/L 程度 (2010) 0.00096 µg/kg/day 程度 

        

  食 物 データは得られなかった データは得られなかった 

  土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 

        

  大気     

  一般環境大気 0.013 µg/m3未満程度 (2014)  0.0039 µg/kg/day 未満程度 

  室内空気 データは得られなかった データは得られなかった 

最       

 水質     

大 飲料水 データは得られなかった データは得られなかった 

 地下水 データは得られなかった データは得られなかった 

値 公共用水域・淡水 0.089 µg/L 程度 (2010) 0.0036 µg/kg/day 程度 
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  媒  体 濃  度 一 日 曝 露 量 

最        

大  食 物 データは得られなかった データは得られなかった 

値  土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 

        

 

人の一日曝露量の集計結果を表 2.4 に示す。 

吸入曝露の予測最大曝露濃度は、一般環境大気のデータから 0.013 µg/m3未満程度となった。 

経口曝露の予測最大曝露量は、公共用水域・淡水のデータから算定すると 0.0036 µg/kg/day

程度であった。 

生物濃縮性は高くないため、本物質の環境媒体から食物経由の曝露量は少ないと考えられ

る。 

 
表 2.4 人の一日曝露量 

  媒 体 平均曝露量（μg/kg/day） 予測最大曝露量（μg/kg/day） 

大 気 一般環境大気 0.0039 0.0039 

 室内空気   

 飲料水   

水 質 地下水   

 公共用水域・淡水 0.00096 0.0036 

食 物    

土 壌    

経口曝露量合計 0.00096 0.0036 

総曝露量 0.00096+0.0039 0.0036+0.0039 

注：1）アンダーラインを付した値は、曝露量が「検出下限値未満」とされたものであることを示す。 
2）総曝露量は、吸入曝露として一般環境大気を用いて算定したものである。 

 

（5）水生生物に対する曝露の推定（水質に係る予測環境中濃度：PEC） 

本物質の水生生物に対する曝露の推定の観点から、水質中濃度を表 2.5 のように整理した。

水質について安全側の評価値として予測環境中濃度（PEC）を設定すると、公共用水域の淡水

域では 0.089 g/L 程度、同海水域では 0.49 g/L 程度となった。 

 
表 2.5 公共用水域濃度 

水 域 平 均 最 大 値 

淡 水 
 

海 水 

0.024 µg/L 程度 (2010) 
 

0.032 µg/L 程度 (2010) 

0.089 µg/L 程度 (2010) 
 

0.49 µg/L 程度 (2010) 
注：1)（   ）内の数値は測定年度を示す。 
    2) 淡水は河川河口域を含む。 
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３．健康リスクの初期評価 

健康リスクの初期評価として、ヒトに対する化学物質の影響についてのリスク評価を行った。 

（1）体内動態、代謝 

ラットに 14C でラベルした本物質 2.7、27、270 mg/kg を単回強制経口投与した結果、72 時間

で投与した放射活性の 71％、61％、49％が 14CO2として呼気中に排泄され、そのほとんどが 24

時間以内の排泄であった。72 時間で尿中への排泄は投与量の 13％、19％、26％、有機揮発物と

しての呼気中への排泄は 5％、7％、18％であり、投与量が増加するにつれてこれらの排泄割合

が増加したため、14CO2としての排泄割合が減少した。72 時間で糞中への排泄は 1～2％、72 時

間後の組織への残留は 5～6％であり、投与量の違いによる差はほとんどなかった 1, 2) 。 

ラットに 14C でラベルした本物質 2.7 mg/kg を単回静脈内投与した結果、72 時間で投与した放

射活性の 49％が 14CO2 、11％が有機揮発物として呼気中に排泄され、尿中へは 21％、糞中へは

1.8％が排泄され、そのほとんどは 24 時間以内の排泄であったが、排泄パターンは同量を経口投

与した場合と大きく異なっており、むしろ 270 mg/kg を経口投与した場合に類似していた。こ

れは経口投与では初回通過代謝によって大部分が代謝されていたことを示している。なお、静

脈内投与でも 72 時間後の体内残留は 7％であり、投与経路の違いによる差はなかった 1, 2) 。 

ラットに 14C でラベルした本物質 2.7、270 mg/kg を背部に塗布したところ、塗布部位からの

散逸が多かったが、72 時間で適用量の 13、26％が吸収され、静脈内投与時とほぼ同様のパター

ンで排泄され、体内残留もほとんどなかった 1, 2) 。 

ラットに 14C でラベルした本物質 270 mg/kg を単回強制経口投与し、投与から 8 時間後までの

尿を採取して代謝物を分析したところ、5 種類の代謝物が含まれており、これをスルファターゼ

で処理しても代謝物組成に変化はなかった。しかし、グルクロニダーゼで処理すると 3 種類の

代謝物の合計が 55％から 24％まで減少し、1種類の代謝物は 24％から 51％に増加したことから、

後者は 3 種類の代謝物に由来するアグリコン（尿中放射活性の約 30％）を含んでいたと考えら

れた。尿中から未変化の本物質は不検出されなかった。また、投与の 4～8 時間後に捕集した呼

気中の有機揮発物を分析したところ、放射活性の 85％がメチルエチルケトンであり、未変化の

本物質は検出されなかった 1, 2) 。 

妊娠 14 日のマウスに 14C でラベルした本物質を単回強制経口投与して全身の放射活性分布を

24 時間後まで調べた結果、放射活性は胃から速やかに吸収され、20 分後には胃で放射活性はみ

られず、鼻腔上皮及び肝臓で高い放射活性がみられた。特に鼻腔上皮への分布は急速であり、

その後も高い放射活性がみられた。骨髄や脾臓、混合腺、唾液腺、ハーダー腺、腸壁、乳管、

胎仔肝臓では時間経過とともに放射活性の分布がみられるようになり、脾臓の放射活性は 3 時

間後にピークを示して減少したが、ピーク時には肝臓の放射活性よりも高かった。また、24 時

間後の胎仔肝臓の放射活性は母体肝臓よりも高かった。試験期間を通して尿中及び胆汁中には

多くの放射活性があったが、腸内容物の放射活性はわずかであった。また、雄マウスに気管内

投与して 3 時間後の体内分布を調べた結果、すべてが吸収されており、鼻腔上皮、肝臓、胆汁、

腸壁で高い放射活性がみられた。雄の放射活性は妊娠マウスに比べて混合腺、唾液腺で低く、

肝臓、腎臓で高く、膵臓では同程度であった 3) 。 

本物質の主要な代謝経路は加水分解であり、酸化経路による代謝は量的にわずかである 4) 。 
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（2）一般毒性及び生殖・発生毒性 

① 急性毒性 

表 3.1 急性毒性 5) 

動物種 経路 致死量、中毒量等 
ラット 経口 LD50 930 mg/kg 
マウス 経口 LD50 1,000 mg/kg 
ラット 吸入 LC > 50,000 mg/m3 (4hr) 
ラット 経皮 LD > 2,000 mg/kg 
ウサギ 経皮 LD50 200 µL/kg 

注：（ ）内の時間は曝露時間を示す。 

ヒトでの急性症状について知見は得られなかった。 

なお、930 mg/kg の LD50値が報告されたラットの試験では、嗜眠、虚脱、被毛の乱れがみ

られたが、剖検では目立った変化はみられなかったとされている 6) 。 

 

② 中・長期毒性 

ア）Sprague-Dawley ラット雌雄各 7～14 匹を 1 群とし、0、4、20、100 mg/kg/day を 28 日間強

制経口投与した結果、一般状態や体重に影響はなかったが、20 mg/kg/day 以上の群の雌及

び 100 mg/kg/day 群の雄で赤血球数、ヘモグロビン濃度、ヘマトクリット値の減少、20 

mg/kg/day 以上の群の雌雄で網赤血球率の増加、雌で血小板数の増加、100 mg/kg/day 群の

雌雄で平均赤血球容積、平均赤血球ヘモグロビン量、白血球数の増加などに有意差を認め

た。また、20 mg/kg/day 以上の群の雌及び 100 mg/kg/day 群の雄の脾臓で絶対及び相対重量

の有意な増加を認め、20 mg/kg/day 以上の群の雌雄の脾臓でうっ血、髄外造血亢進、ヘモ

ジデリン沈着、20 mg/kg/day 以上の群の雌及び 100 mg/kg/day 群の雄の肝臓でヘモジデリン

貪食を伴うクッパー細胞の肥大、100 mg/kg/day 群の雄の肝臓で髄外造血、雌雄の腎臓でリ

ポフスチン様物質の尿細管上皮への沈着などがみられた 7) 。この結果から、NOAEL を 4 

mg/kg/day とする。 

イ）Fischer 344 ラット雌雄各 10 匹を 1 群とし、0、0.0312、0.0625、0.125、0.25、0.5％の濃度

で飲水に添加して 13 週間投与した結果、0.125％以上の群の雄及び 0.25％以上の群の雌で体

重増加の有意な抑制を認め、0.25％以上の群の全数（雌雄）で眼の暗色化や耳、尾、四肢の

蒼白化がみられた。0.125％以上の群の雄及び 0.0625％以上の群の雌で貧血を認め、網赤血

球数は 0.125％以上の群の雄及び 0.0312％以上の群の雌で有意に増加した。0.0312％以上の

群の雄及び 0.125％以上の群の雌で肝臓、0.125％以上の群の雄及び 0.0625％以上の群の雌で

腎臓、0.125％以上の群の雌雄で脾臓の相対重量に有意な増加を認め、0.0625％以上の群の

雌雄の脾臓及び骨髄、雄の肝臓で造血細胞の増加、0.125％以上の群の雌及び 0.25％以上の

群の雄の尿細管で色素沈着、0.25％以上の群の雌雄の肝臓でクッパー細胞の色素沈着、鼻腔

で嗅上皮の変性などの発生率に有意な増加を認めた。なお、各群投与量は雄で 0、25、50、

100、175、280 mg/kg/day、雌で 0、30、65、120、215、335 mg/kg/day であった 2) 。この結

果から、LOAEL を 0.0312％（25 mg/kg/day）とする。 

ウ）Sprague-Dawley ラット雌雄各 10 匹を 1 群とし、0、40、125、400 mg/kg/day を 13 週間（5

日/週）強制経口投与した結果、400 mg/kg/day 群で投与後に蒼白、活動性の低下、運動失調、
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過度の流涎、暗色尿がみられたが、24 時間後には消失しており、体重への影響もなかった。

40 mg/kg/day 以上の群で用量に依存した赤血球数、ヘマトクリット値の減少、網赤血球率、

ハインツ小体の含有率、白血球数、メトヘモグロビンの含有率の増加に有意差を認め、脾

臓の絶対及び相対重量は 40 mg/kg/day 以上の群の雌雄、肝臓の絶対及び相対重量は 400 

mg/kg/day 群の雌雄で有意に増加した。なお、投与に関連した一貫性のある行動変化はみら

れず、神経系組織にも影響はなかった 8, 9) 。この結果から、LOAEL を 40 mg/kg/day（曝露

状況で補正：29 mg/kg/day）とする。 

エ）B6C3F1マウス雌雄各 10 匹を 1 群とし、0、0.0625、0.125、0.25、0.5、1％濃度で飲水に

添加して 13 週間投与した結果、1％群の雌雄で体重増加の有意な抑制、脾臓の絶対及び相

対重量の有意な増加、雄で心臓の絶対及び相対重量の有意な増加を認めた。また、0.0625％

以上の群の雄及び 1％群の雌の膀胱で移行上皮の過形成、0.25％以上の群の雌雄の膀胱でリ

ンパ球の細胞浸潤、0.25％以上の群の雌及び 0.5％以上の群の雄の鼻腔で嗅上皮の変性、

0.25％以上の群の雌雄の脾臓で造血細胞の増加、1％群の雌雄の骨髄、脾臓、肝臓、雄の腎

臓でヘモジデリンの沈着、雌雄の肝臓のクッパー細胞で赤血球貪食、雌の肝臓で造血細胞

の増加などの発生率に有意な増加を認めた。なお、各群の投与量は雄で 0、110、200、515、

755、1,330 mg/kg/day、雌で 0、145、340、630、1,010、3,170 mg/kg/day であった 2) 。この

結果から、LOAEL を 0.0625％（110 mg/kg/day）とする。 

オ）CD-1 マウス雄 10 匹を 1 群とし、0、3、10、30、100 ppm を 13 週間（6 時間/日、5 日/週）

吸入させた結果、一般状態に変化はなかったが、10 ppm 以上の群で嗅上皮の変性を認め、

30 ppm 以上の群では 1 週間の曝露で既に変性がみられた。いくつかの例において、変性し

た嗅上皮は扁平上皮細胞や扁平上皮様細胞、呼吸上皮様細胞により再上皮化（再生）され

ていた。これらの変化は、曝露濃度に依存した発生率の増加と重篤化を認めたが、曝露回

数の増加に伴う変化は明らかでなかった 10) 。この結果から、NOAEL を 3 ppm（曝露状況

で補正：0.54 ppm）とする。 

カ）Fischer 344 ラット及び CD-1 マウス雌雄各 50 匹を 1 群とし、0、15、75、374 ppm をラッ

トは 26 ヶ月間、マウスは 18 ヶ月間（6 時間/日、5 日/週）吸入させた結果、15 ppm 以上の

群の雌雄のラット及びマウスで曝露濃度に依存した嗅上皮変性の発生率増加と重篤化を認

めたが、その程度はラットの方が軽かった。また、75 ppm 又は 374 ppm 群のラット及びマ

ウスでメトヘモグロビンの生成、血球数や生化学成分の変化、肝臓重量の増加、脾臓及び

精巣重量の増加（ラットのみ）などがみられた 11) 。この結果から、ラット及びマウスで

LOAEL を 15 ppm（曝露状況で補正：2.7 ppm）とする。 

 

③ 生殖・発生毒性  

ア）Fischer 344 ラット雌雄各 10 匹を 1 群とし、0、0.0312、0.0625、0.125、0.25、0.5％濃度で

飲水に添加して 13 週間投与（雄 0～280 mg/kg/day、雌 0～335 mg/kg/day）した結果、雄の

精子数や生殖器の重量に影響はなかった。雌では 0.25％以上の群で発情周期が有意に短

かったが、正常範囲に収まる変化であった。また、B6C3F1マウス雌雄各 10 匹を 1 群とし、

0、0.0625、0.125、0.25、0.5、1％濃度で飲水に添加して 13 週間投与（雄 0～1,330 mg/kg/day、

雌 0～3,170 mg/kg/day）した結果、雄の精子数や生殖器の重量、雌の性周期に影響はなかっ
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た 2) 。 

イ）Sprague-Dawley ラット雌雄各 12 匹を 1 群とし、0、10、30、100 mg/kg/day を交尾前 2 週

間から交尾期間を通じて強制経口投与し、さらに雄では交配期間終了後も 20 日間，雌では

妊娠期間を通じて分娩後の哺育 3 日まで連続投与した結果、100 mg/kg/day 群で分娩率が有

意に低かった以外には、交尾能や受胎能、性周期、妊娠黄体数、着床痕数、出産仔数等に

影響はなく、仔の体重や外観、生存率等にも影響はなかった 12) 。この結果から、雄の生殖

にかかる NOAEL を 100 mg/kg/day 以上、雌の生殖にかかる NOAEL を 30 mg/kg/day、仔の

発生・発育にかかる NOAEL を 100 mg/kg/day 以上とする 12) 。 

ウ）Sprague-Dawley ラット雌雄各 30 匹を 1 群とし、0、10、100、200 mg/kg/day を交尾前 10

週から強制経口投与（5 日/週）した 2 世代試験では、10 mg/kg/day 以上の群の雌雄（F0及

び F1）の肝臓及び脾臓で造血細胞の増殖、ヘモジデリンの沈着などの発生数に有意な増加

を認め、100、200 mg/kg/day 群では体重増加の有意な抑制（非妊娠期）や貧血、脾臓重量

の有意な増加などもみられたが、生殖器官や乳腺の組織への影響、生殖や仔の発生・発育

にかかるパラメータに影響はなかった 13) 。この結果から、生殖及び仔の発生・発育にかか

る NOAEL を 200 mg/kg/day 以上とする。 

エ）Sprague-Dawley ラット雌 25 匹を 1 群とし、0、60、200、600 mg/kg/day を妊娠 6 日から妊

娠 15 日まで強制経口投与した結果、60 mg/kg/day 以上の群で脾臓の肥大、200 mg/kg/day 以

上の群で体重増加の有意な抑制を認めたが、黄体数や着床数、吸収胚数、生存胎仔数、胎

仔の性比や体重などに影響はなかった。また、胎仔の外表系、骨格系、内臓系の奇形発生

率にも増加はなかった 14) 。この結果から、母ラットで LOAEL を 60 mg/kg/day、仔で NOAEL

を 600 mg/kg/day 以上とする。 

オ）New Zealand White ウサギ雌 18 匹を 1 群とし、0、8、14、24、40 mg/kg/day を妊娠 6 日か

ら妊娠 18 日に強制経口投与した結果、40 mg/kg/day 群で 3 匹が流産し、8 匹が妊娠 11～24

日に死亡した。24 mg/kg/day 以上の群で体重増加の有意な抑制を認め、40 mg/kg/day 群で活

動の低下、ふらつき歩行、眼や耳の蒼白化などがみられた。また 40 mg/kg/day 群で吸収胚

数が有意に多く、24 mg/kg/day 以上の群で胎仔の生存数は有意に少なかったが、胎仔の性

比や体重などに影響はなく、外表系、骨格系、内臓系の奇形発生率にも増加はなかった 14) 。

この結果から、母ウサギ及び胎仔で NOAEL を 14 mg/kg/day とする。 

 

④ ヒトへの影響 

ア）ヒトへの影響に関して、知見は得られなかった。 

 

（3）発がん性 

① 主要な機関による発がんの可能性の分類 

国際的に主要な機関での評価に基づく本物質の発がんの可能性の分類については、表 3.2

に示すとおりである。 
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表 3.2 主要な機関による発がんの可能性の分類 

機 関 (年) 分  類 

WHO IARC －  

EU EU －  

 EPA －  

USA ACGIH －  

 NTP － 

日本 日本産業衛生学会 －  
ドイツ DFG －  

 

② 発がん性の知見 

○ 遺伝子傷害性に関する知見 

in vitro 試験系では、代謝活性化系（S9）添加の有無にかかわらずネズミチフス菌 2, 15～18) 、

大腸菌 16, 18) で遺伝子突然変異を誘発しなかったが、マウスリンパ腫細胞（L5178Y）では

S9 無添加でのみ遺伝子突然変異 17) を誘発した。S9 添加の有無にかかわらずチャイニーズ

ハムスター卵巣細胞（CHO）で姉妹染色分体交換 2, 19) 、染色体異常 2, 20) 、ラットの肝細胞

（初代培養）で不定期 DNA 合成を誘発しなかった 21) 。 

in vivo 試験系では、経口投与したショウジョウバエで伴性劣性致死突然変異 22) 、経口投

与したマウスの骨髄細胞で染色体異常 23) 、末梢血で小核 2) を誘発しなかった。 

 

○ 実験動物に関する発がん性の知見 

Fischer 344 ラット雌雄各 50 匹を 1 群とし、0、15、75、374 ppm を 26 ヶ月間（6 時間/日、

5 日/週）吸入させた結果、75 ppm 以上の群の雄で肝細胞腺腫、肝細胞腺腫＋癌、374 ppm

群の雄で肝細胞癌、乳腺線維腺腫の発生率に有意な増加を認めた。一方、75 ppm 以上の群

の雌及び 374 ppm 群の雄でリンパ網内系単核細胞白血病、374 ppm 群の雄で下垂体腺腫の

発生率は有意に低かった 11) 。 

CD-1 マウス雌雄各 50 匹を 1 群とし、0、15、75、374 ppm を 18 ヶ月間（6 時間/日、5 日

/週）吸入させた結果、374 ppm 群の雄で肝細胞癌、肝細胞腺腫＋癌の発生率に有意な増加

を認めた 11) 。 

 

○ ヒトに関する発がん性の知見 

ヒトでの発がん性に関して、知見は得られなかった。 

 

（4）健康リスクの評価 

① 評価に用いる指標の設定 

非発がん影響については一般毒性及び生殖・発生毒性等に関する知見が得られている。発
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詳細な評価を行う
候補と考えられる。

現時点では作業は必要
ないと考えられる。

情報収集に努める必要
があると考えられる。

MOE＝10 MOE＝100［ 判定基準 ］

がん性については動物実験で発がん性を示唆する結果が得られているものの、ヒトでの知見

は十分でなく、ヒトに対する発がん性の有無については判断できない。このため、閾値の存

在を前提とする有害性について、非発がん影響に関する知見に基づき無毒性量等を設定する

こととする。 

経口曝露については、中・長期毒性ア）に示したラットの試験から得られた NOAEL 4 

mg/kg/day（赤血球数等の減少、網赤血球数の増加、脾臓の髄外造血亢進など）を慢性曝露へ

の補正が必要なことから 10 で除した 0.40 mg/kg/day が信頼性のある最も低用量の知見と判断

し、これを無毒性量等に設定する。 

吸入曝露については、中・長期毒性オ）に示したマウスの試験から得られた NOAEL 3 ppm

（嗅上皮の変性）を曝露状況で補正して 0.54 ppm（1.9 mg/m3）とし、慢性曝露への補正が必

要なことから 10 で除した 0.19 mg/m3が信頼性のある最も低濃度の知見と判断し、これを無毒

性量等に設定する。 

② 健康リスクの初期評価結果 
 

表 3.3 経口曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露量 予測最大曝露量 無毒性量等 MOE 

経口 
飲料水 － － 

0.40 mg/kg/day ラット 
－ 

公共用水

域・淡水 
0.00096 µg/kg/day 程度 0.0036 µg/kg/day 程度 11,000 

 
経口曝露については、公共用水域・淡水を摂取すると仮定した場合、平均曝露量は 0.00096 

µg/kg/day 程度、予測最大曝露量は 0.0036 µg/kg/day 程度であった。無毒性量等 0.40 mg/kg/day

と予測最大曝露量から、動物実験結果より設定された知見であるために 10 で除して求めた

MOE（Margin of Exposure）は 11,000 となる。環境媒体から食物経由で摂取される曝露量は少

ないと推定されることから、その曝露を加えても MOE が大きく変化することはないと考えら

れる。 

従って、本物質の経口曝露による健康リスクについては、現時点では作業は必要ないと考

えられる。 
 

表 3.4 吸入曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露濃度 予測最大曝露濃度 無毒性量等 MOE 

吸入 
環境大気 0.013 µg/m3未満程度 0.013 µg/m3未満程度 

0.19 mg/m3 マウス 
1,500 超

室内空気 － － － 
 

吸入曝露については、一般環境大気中の濃度についてみると、平均曝露濃度、予測最大曝

露濃度はともに 0.013 µg/m3未満程度であった。無毒性量等 0.19 mg/m3と予測最大曝露濃度か

ら、動物実験結果より設定された知見であるために 10 で除して求めた MOE は 1,500 超とな

る。 

従って、本物質の一般環境大気の吸入曝露については、現時点では作業は必要ないと考え

られる。 
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４．生態リスクの初期評価 

水生生物の生態リスクに関する初期評価を行った。 

（1）水生生物に対する毒性値の概要 

本物質の水生生物に対する毒性値に関する知見を収集し、生物群（藻類、甲殻類、魚類及び

その他生物）ごとに整理すると、表 4.1 のとおりとなった。 

 
表 4.1 水生生物に対する毒性値の概要 

生物群 
急

性 

慢 

性 
毒性値 
[µg/L] 

生物名 
生物分類 

／和名 

エンドポイント

／影響内容 

曝露期間

[日] 

試験の 

信頼性 

採用の

可能性
文献 No.

藻 類  ○ 2,560*1 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 

緑藻類 
NOEC   
GRO (RATE)

3 A A 3) 

 ○  15,900*1 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 緑藻類 

EC50   
GRO (RATE)

3 A A 3) 

甲殻類  ○ 100,000 Daphnia magna オオミジンコ NOEC  REP 21 B*2 B*2 2) 

 ○  201,000 Daphnia magna オオミジンコ EC50  IMM 2 A A 2) 

 ○  >500,000*3 Daphnia magna オオミジンコ EC50  IMM 2 D C 5)-1 

魚 類 ○  >100,000*3 Oryzias latipes メダカ LC50  MOR 4 A A 2) 

 ○  >100,000 Oryzias latipes メダカ LC50  MOR 14 A C 2) 

 ○  560,000 Oryzias latipes メダカ TLm  MOR 2 D C 
4)- 

2012190

 ○  843,000 
Pimephales 
promelas 

ファットヘッ

ドミノー 
LC50  MOR 4 A A 1)-12448

その他 ○  1,023,000 
Tetrahymena 
pyriformis 

テトラヒメナ

属 
IGC50  POP 40 時間 B B 

4)- 
2011133

毒性値（太字）：採用可能な知見として本文で言及したもの 

毒性値（太字下線）：PNEC 導出の根拠として採用されたもの 

試験の信頼性：本初期評価における信頼性ランク 
A：試験は信頼できる、B：試験は条件付きで信頼できる、C：試験の信頼性は低い、D：信頼性の判定不可 
E：信頼性は低くないと考えられるが、原著にあたって確認したものではない 

採用の可能性：PNEC 導出への採用の可能性ランク 
A：毒性値は採用できる、B：毒性値は条件付きで採用できる、C：毒性値は採用できない 

エンドポイント 

EC50 (Median Effective Concentration)：半数影響濃度、IGC50 (Median Growth Inhibition Concentration)：半数増殖阻害濃度 

LC50 (Median Lethal Concentration)：半数致死濃度、NOEC (No Observed Effect Concentration)：無影響濃度、 

TLm (Median Tolerance Limit)：半数生存限界濃度 

影響内容 

GRO (Growth)：生長（植物）、IMM (Immobilization)：遊泳阻害、MOR (Mortality)：死亡、 

POP (Population Change)：個体群の変化（増殖）、REP (Reproduction)：繁殖、再生産 
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毒性値の算出方法 

RATE：生長速度より求める方法（速度法） 

 

*1 文献 2)をもとに、試験時の実測濃度を用いて速度法により 0-72 時間の毒性値を再計算した値 

*2 対照区の親個体の死亡数がガイドラインの規定よりも若干多いため、試験の信頼性及び採用の可能性は「B」とした。 

*2 限度試験（毒性値を求めるのではなく、定められた濃度において毒性の有無を調べる試験）から得られた値 

 

評価の結果、採用可能とされた知見のうち、生物群ごとに急性毒性値及び慢性毒性値のそれ

ぞれについて最も小さい毒性値を予測無影響濃度 (PNEC) 導出のために採用した。その知見の

概要は以下のとおりである。 
 

1） 藻類 

環境庁 2)は OECD テストガイドライン No.201 (1984) に準拠し、緑藻類 Pseudokirchneriella 

subcapitata（旧名 Selenastrum capricornutum）の生長阻害試験を GLP 試験として実施した。設

定試験濃度は 0（対照区）、1.02、2.56、6.40、16.0、40.0 mg/L（公比 2.5）であった。被験物質

の実測濃度は、試験開始時及び終了時において、それぞれ設定濃度の 104～112%及び 100～

107%であり、毒性値の算出には設定濃度が用いられた。速度法による 72 時間半数影響濃度 

(EC50) は 15,900 µg/L、速度法による 72 時間無影響濃度 (NOEC) は 2,560 µg/L であった 3)。 

 

2） 甲殻類 

環境庁 2)は OECD テストガイドライン No.202 (1984) に準拠し、オオミジンコ Daphnia 

magna の急性遊泳阻害試験を GLP 試験として実施した。試験は止水式で行われ、設定試験濃

度は 0（対照区）、52.9、95.3、171、309、556、1000 mg/L（公比 1.8）であった。試験用水には

脱塩素水道水（硬度 40.5 mg/L、CaCO3換算）が用いられた。被験物質の実測濃度は、試験開始

時及び終了時において、それぞれ 103～106%及び 100～104%であった。48 時間半数影響濃度 

(EC50) は、設定濃度に基づき 201,000 µg/L であった。 

また、環境庁 2)は OECD テストガイドライン No.211 (1997 年 4 月提案) に準拠し、オオミジ

ンコ Daphnia magna の繁殖試験を GLP 試験として実施した。試験は半止水式（週 3 回換水）

で行われ、設定試験濃度は 0（対照区）、25.0、50.0、100 mg/L（公比 2.0）であった。試験用水

には脱塩素水道水（硬度 40.5 mg/L、CaCO3換算）が用いられた。被験物質の実測濃度は 0、11、

18 日目の換水後において、設定濃度の 100～105%、2、14、21 日目の換水前においても設定濃

度の 95～100%であった。最高濃度区においても繁殖阻害は見られず、繁殖阻害（累積産仔数）

に関する 21 日間無影響濃度 (NOEC) は、100,000 µg/L とされた。なお、対照区の親個体の死

亡数がガイドラインの規定よりも若干多いため、試験の信頼性及び採用の可能性は「B」とした。 

 

3） 魚類 

 環境庁 2)は OECD テストガイドラインNo. 203 (1992) に準拠し、メダカ Oryzias latipes の急

性毒性試験を GLP 試験として実施した。試験は半止水式 (48 時間後換水) で行われ、設定試

験濃度は 0（対照区）、100 mg/L（限度試験）であった。試験用水には脱塩素水道水（硬度 40.5 

mg/L、CaCO3換算）が用いられた。被験物質の実測濃度は、試験開始時及び 48 時間後において、

それぞれ設定濃度の 104%及び 102%であった。被験物質曝露によるメダカの死亡は見られず、

96 時間半数致死濃度 (LC50) は、設定濃度に基づき 100,000 µg/L 超とされた。 
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4） その他の生物 

 Sinks と Schultz4)-2011133は、テトラヒメナ属 Tetrahymena pyriformis の増殖阻害試験を実施した。

試験は止水式で行われ、設定試験濃度区は、対照区及び 6～8 濃度区であった。助剤としてジメ

チルスルホキシド (DMSO) が用いられた。40 時間半数増殖阻害濃度 (IGC50) は、設定濃度に

基づき 1,023,000 µg/L であった。 
 

（2）予測無影響濃度 (PNEC) の設定 

急性毒性及び慢性毒性のそれぞれについて、上記本文で示した毒性値に情報量に応じたアセ

スメント係数を適用し予測無影響濃度 (PNEC) を求めた。 

 

急性毒性値 

藻 類 Pseudokirchneriella subcapitata 72 時間 EC50（生長阻害） 15,900 µg/L

甲殻類 Daphnia magna 48 時間 EC50（遊泳阻害） 201,000 µg/L

魚 類 Oryzias latipes 96 時間 LC50 100,000 µg/L 超

その他 Tetrahymena pyriformis 40 時間 IGC50（増殖阻害） 1,023,000 µg/L 

アセスメント係数：100［3 生物群（藻類、甲殻類、魚類）及びその他の生物について信頼で

きる知見が得られたため］ 

 これらの毒性値のうち、その他の生物を除いた最も小さい値（藻類の 15,900 µg/L）をアセス

メント係数 100 で除することにより、急性毒性値に基づく PNEC 値 159 µg/L が得られた。 

 

慢性毒性値 

藻 類 Pseudokirchneriella subcapitata 72 時間 NOEC（生長阻害） 2,560 µg/L

甲殻類 Daphnia magna 21 日間 NOEC（繁殖阻害） 100,000 µg/L

アセスメント係数：100［2 生物群（藻類及び甲殻類）の信頼できる知見が得られたため］ 

 2 つの毒性値のうち、小さい方（藻類の 2,560 µg/L）をアセスメント係数 100 で除することに

より、慢性毒性値に基づく PNEC 値 25 µg/L が得られた。 

 

本物質の PNEC としては、藻類の慢性毒性値から得られた 25 µg/L を採用する。 
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（3）生態リスクの初期評価結果 

 

表 4.2 生態リスクの初期評価結果 

水 質 平均濃度 最大濃度 (PEC) PNEC 
PEC/ 

PNEC 比

公共用水域・淡水 0.024 µg/L 程度 (2010) 0.089 µg/L程度 (2010) 
25 

µg/L 

0.004 

公共用水域・海水 0.032 µg/L程度 (2010) 0.49 µg/L程度 (2010) 0.02 

注：1) 水質中濃度の (  ) 内の数値は測定年度を示す  
   2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む 

 
 

 

 

本物質の公共用水域における濃度は、平均濃度でみると淡水域で 0.024 µg/L 程度、海水域で

は 0.032 µg/L程度であった。安全側の評価値として設定された予測環境中濃度 (PEC) は、淡水

域で 0.089 µg/L 程度、海水域では 0.49 µg/L 程度であった。 

予測環境中濃度 (PEC) と予測無影響濃度 (PNEC) の比は、淡水域で 0.004、海水域では 0.02

となるため、現時点では作業の必要はないと考えられる。 

詳細な評価を行う 
候補と考えられる。 

現時点では作業は必要 
ないと考えられる。 

情報収集に努める必要
があると考えられる。

PEC/PNEC＝0.1 PEC/PNEC＝1［ 判定基準 ］ 
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本物質は、第 7 次とりまとめにおいて環境リスク初期評価結果が公表されているが、新たに

環境実測データ（大気）が得られたため、改めて初期評価を行った。 

 

１．物質に関する基本的事項 

（1）分子式・分子量・構造式 

物質名： ブロモジクロロメタン 

（別の呼称：ジクロロブロモメタン） 

CAS 番号： 75-27-4 
化審法官報公示整理番号：   
化管法政令番号：1-381 
RTECS 番号： PA5310000 

分子式 ： CHBrCl2 

分子量： 163.83 
換算係数：1 ppm = 6.70 mg/m3 (気体、25℃) 
構造式： 

Br C

Cl

Cl

H
 

（2）物理化学的性状 

本物質は常温で無色透明の液体で、揮発性物質である1)。 

融点 -56.0℃2)、-55℃3) , 4) 

沸点 
90℃(760 mmHg) 2)、87℃(760 mmHg)3)、90℃4)、

88.4～88.6℃5)、91～92℃5) 

密度 1.980 g/cm3 (20℃) 2)  

蒸気圧 50 mmHg (=6.7×103 Pa) (20℃)3) , 4) 

分配係数（1-ｵｸﾀﾉｰﾙ/水）(log Kow) 2.003) 

解離定数（pKa）  

水溶性（水溶解度） 
3.00×103 mg/1000g (30℃) 2)、3.032×103 mg/L 
(30℃) 6)、4.7×103 mg/L (22℃) 7)  

（3）環境運命に関する基礎的事項 

本物質の分解性及び濃縮性は次のとおりである。 

生物分解性 

 好気的分解 

分解率： 

BOD、TOC、GC の平均値 35%（試験期間：1 週間、被験物質濃度：5 mg/L）8)  

BOD、TOC、GC の平均値 34%（試験期間：1 週間、被験物質濃度：10 mg/L）8) 

化学分解性 

OH ラジカルとの反応性（大気中） 

反応速度定数：0.078×10-12 cm3/(分子･sec)（AOPWIN9)により計算） 

［12］ブロモジクロロメタン          
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半減期：68 日～680 日（OH ラジカル濃度を 3×106～3×105分子/cm3 10)と仮定し、 

1 日は 12 時間として計算） 

 

加水分解性 

反応速度定数：1.60×10-3 L(分子・sec)-1 (25℃、測定値、66.67%(v/v)ジオキサン中)11) 

半減期：13.7～137 年（pH を 8～7 と仮定して計算） 

 

生物濃縮性 

 生物濃縮係数(BCF)：9.7（BCFWIN12)により計算） 

 

土壌吸着性 

 土壌吸着定数(Koc)：32（KOCWIN13)により計算） 

 

（4）製造輸入量及び用途 

① 生産量・輸入量等 

本物質の化学物質排出把握管理促進法（化管法）における製造・輸入量区分は、不明であ

る14)。 

本物質は、浄水過程で水中のフミン質等の有機物質と消毒剤の塩素が反応することで生成

されるトリハロメタンの構成物質であり、その生成量は原水中の臭素イオン濃度により大き

く変化する15)。一般的には、トリハロメタンのうちクロロホルムが最も多く生成されるが、

地下水を利用している場合や、写真工業、一部の食品工業の排水や海水の影響を受けやすい

ところでは、含臭素トリハロメタンの生成が多くなることが知られている16)。 

廃水、冷却水の塩素処理で非意図的に生成するとされている17)。 

 

② 用 途 

本物質は意図せずに生成される物質で、用途に関する情報はない1)。 

 

（5）環境施策上の位置付け 

本物質は、化学物質排出把握管理促進法第一種指定化学物質（政令番号：381）に指定されて

いる。 

本物質は、有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質に選定されている。 

本物質は、水道水質基準が設定されている。 

なお、本物質は水環境保全に向けた取組のための要調査項目に選定されていたが、平成 26 年

3 月改定の要調査項目リストから除外された。 
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２．曝露評価 

環境リスクの初期評価のため、わが国の一般的な国民の健康や水生生物の生存・生育を確保

する観点から、実測データをもとに基本的には化学物質の環境からの曝露を中心に評価するこ

ととし、データの信頼性を確認した上で安全側に立った評価の観点から原則として最大濃度に

より評価を行っている。 

（1）環境中への排出量 

本物質は化管法の第一種指定化学物質である。同法に基づき公表された平成 25 年度の届出

排出量1)、届出外排出量対象業種・非対象業種・家庭・移動体2),3)から集計した排出量等を表

2.1 に示す。なお、届出外排出量の推計では、下水処理工程の非意図的な生成に伴うトリハロ

メタンの排出量は推計されておらず、移動体からの排出量も推計されていない。 

 

表 2.1 化管法に基づく排出量及び移動量（PRTR データ）の集計結果（平成 25 年度） 

大気 公共用水域 土壌 埋立 下水道 廃棄物移動 対象業種 非対象業種 家庭 移動体

全排出・移動量 0 0 0 0 0 0 19,942 7,570 29,579 - 0 57,091 57,091

ブロモジクロロメタン

業種等別排出量(割合) 0 0 0 0 0 0 19,942 7,570 29,579 0

18,520 届出 届出外

(92.9%) 0% 100%

1,422 7,570 29,579

(7.1%) (100%) (100%)

総排出量の構成比(%)

下水道業

水道

届出 届出外　　(国による推計) 総排出量　　(kg/年)

排出量　　(kg/年) 移動量　　(kg/年) 排出量　　(kg/年) 届出

排出量

届出外

排出量
合計

 
 

本物質の平成 25 年度における環境中への総排出量は、57 t となり、すべて届出外排出量で

あった。 

PRTR データでは、届出外排出量の推定は媒体別には行われていないため、届出外排出量対

象業種・非対称業種・家庭の媒体別配分は「平成 25 年度 PRTR 届出外排出量の推定方法の詳

細」3)をもとに行った。媒体別に合計したものを表 2.2 に示す。 

 
表 2.2 環境中への推定排出量 

媒 体 推定排出量(kg) 

大 気 

水 域 

土 壌 

37,954 

19,137 

0 

 

（2）媒体別分配割合の予測 

本物質の環境中の媒体別分配割合は、環境中への推定排出量を基に USES3.0 をベースに日本

固有のパラメータを組み込んだ Mackay-Type Level III 多媒体モデル4) を用いて予測した。予測の

対象地域は、平成 25 年度に環境中、大気及び公共用水域への排出量が最大であった東京都（大

気への排出量 4.2 t、公共用水域への排出量 1.8 t）とした。予測結果を表 2.3 に示す。 
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表 2.3 媒体別分配割合の予測結果 

媒 体 

分配割合(%) 
上段：排出量が最大の媒体、下段：予測の対象地域 

環境中 大 気 公共用水域 

東京都 東京都 東京都 

大 気 80.4 80.4 80.4 
水 域 19.3 19.3 19.3 
土 壌 0.1 0.1 0.1 
底 質 0.3 0.3 0.3 
注：数値は環境中で各媒体別に最終的に分配される割合を質量比として示したもの 

 

（3）各媒体中の存在量の概要 

本物質の環境中等の濃度について情報の整理を行った。媒体ごとにデータの信頼性が確認さ

れた調査例のうち、より広範囲の地域で調査が実施されたものを抽出した結果を表 2.4 に示す。

また、表流水、湖沼水等を原水とする水道原水の調査結果から集計した結果を表 2.5 に示す。 

 
表 2.4 各媒体中の存在状況 

媒 体 
幾何 算術 

最小値 最大値 a)
検出 

検出率 
調査 測定

年度
文献

平均値 平均値 下限値 b) 地域 
                    

一般環境大気  µg/m3 － － (0.0091) c) (0.014) c) －d) 0/9 全国 2013 5) 

  0.0042 0.0066 <0.0024 0.033 0.0024 13/18 全国 2012 6) 
             

室内空気 µg/m3 0.13 0.14 0.036 0.22 －d) －d)/21 仙台市 1994 7) e)

  － － － 0.48 －d) 5/6 仙台市 1994 8) 

           

食 物 µg/g 0.00068 0.00076 0.00015 0.0013 0.00010 10/10 仙台市 1996 9) 
  0.00061 0.00062 0.00056 0.00067 0.00010 3/3 仙台市 1994 10)

             

飲料水 f) µg/L <10 <10 <1 28 1~10 2408/3480 全国 2012 11)
  <12 <12 <1 26 1~12 2455/3500 全国 2011 12)
  <11 <11 <1 26 1~11 2382/3518 全国 2010 13)
  <20 <20 <1 25 1~20 2322/3439 全国 2009 14)
  <17 <17 <1 24 1~17 2302/3426 全国 2008 15)
  <21 <21 <1 24 1~21 2349/3441 全国 2007 16)
  <10 <10 <1 31 1～10 2256/3326 全国 2006 17) 
  <30 <30 <1 28 g) 1～30 2238/3321 全国 2005 18)
  <30 <30 <1 29 g) 1～30 2205/3213 全国 2004 19)

             

地下水 µg/L <0.01 <0.01 <0.01 0.02 0.01 2/23 全国 1999 20)
             

土 壌 µg/g          
             

公共用水域・淡水   µg/L 0.0054 0.015 <0.004 0.052 0.004 3/7 愛知県 2014 21)
  0.0083 0.016 <0.004 0.051 0.004 5/7 愛知県 2013 22)
  0.036 0.039 0.027 0.067 －d) 4/4 川崎市 2013 23)
  <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 h) 0.004 0/1 北海道 2006 24)
  0.011 0.029 <0.01 0.68 0.01 55/130 全国 1999 20)
             

公共用水域・海水   µg/L <0.004 <0.004 <0.004 0.005 0.004 1/3 愛知県 2014 21)
  <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.004 0/3 愛知県 2013 22)
  0.020 0.025 <0.014 0.038 0.014 2/3 川崎市 2013 23)
  <0.004 0.0052 <0.004 0.011 0.004 2/4 山口県、

福岡県 

2006 24)

  <0.01 <0.01 <0.01 0.03 0.01 3/17 全国 1999 20)
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媒 体 
幾何 算術 

最小値 最大値 a)
検出 

検出率 
調査 測定

年度
文献

平均値 平均値 下限値 b) 地域 
             

底質(公共用水域・淡水) µg/g <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 0/14 全国 2002 25)
             

底質(公共用水域・海水) µg/g <0.0012 <0.0012 <0.0012 <0.0012 0.0012 0/3 川崎市 2013 23)
  <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 0.0006 0/5 全国 2006 24)
  <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 0/10 全国 2002 25)
             

注：a) 最大値又は幾何平均値の欄の太字で示した数字は、曝露の推定に用いた値を示す。 
    b) 検出下限値の欄の斜体で示されている値は、定量下限値として報告されている値を示す。 
    c) 検出下限値未満のデータには検出下限値に 1/2 を乗じて得られた値を用いて調査地点の算術平均値を算出

しているため、算出した算術平均値が検出下限値より小さな値となることがある。その様な場合には括弧

書きで公表されている。 
    d) 公表されていない。 
    e) 原著のデータを転記。 
    f) クロロホルム、ジブロモメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムの濃度（平均値）の総和と、総

トリハロメタン濃度（平均値）との差が大きい等、不明な点があるデータは除外した。 
    g) 最大濃度を上回る下限値による不検出データが報告されているため、最大濃度よりも高濃度の地点が存在

する可能性がある。 
    h) 統一の検出下限値未満の値として 0.0039 µg/L が得られている。 

 
 

表 2.5 水道原水の調査結果 

媒 体 
幾何 
平均値 

算術 
平均値

最小値 最大値
検出 

下限値 a) 検出率 調査地域 測定年度 文献 

           

公共用水域・淡水 b), c)  µg/L <4 <4 <1 11 1～4 5/41 全国 2012 11) 
  <8 <8 <1 4 1～8 4/41 全国 2011 12) 
  <4 <4 <1 4 1～4 2/48 全国 2010 13) 
  <3 <3 <1 4 1～3 2/48 全国 2009 14) 
  <3 <3 <1 27 1～3 5/45 全国 2008 15) 
  <3 <3 <1 13 1～3 6/44 全国 2007 16) 
  <3 <3 <1 30 1～3 7/51 全国 2006 17) 

  <10 <10 <1 16 1～10 4/45 全国 2005 18) 
  <10 <10 <1 18 1～10 3/52 全国 2004 19) 
           

公共用水域・海水   µg/L          

           

注：a) 検出下限値の欄の斜体で示されている値は、定量下限値として報告されている値を示す。 
 b) 水道原水のうち、「表流水」、「湖沼水」、「ダム直接」又は「ダム放流」のデータのみを集計対象とした。 
 c) クロロホルム、ジブロモメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムの濃度（平均値）の総和と、総ト

リハロメタン濃度（平均値）との差が大きい等、不明な点があるデータは除外した。 

 

（4）人に対する曝露量の推定（一日曝露量の予測最大量） 

一般環境大気、飲料水及び公共用水域・淡水の実測値を用いて、人に対する曝露の推定を行

った（表 2.6）。化学物質の人による一日曝露量の算出に際しては、人の一日の呼吸量、飲水量

及び食事量をそれぞれ 15 m3、2 L 及び 2,000 g と仮定し、体重を 50 kg と仮定している。 

 
表 2.6 各媒体中の濃度と一日曝露量 

  媒  体 濃  度 一 日 曝 露 量 
  大気     

平 一般環境大気 0.0042 µg/m3程度 (2012) 0.0013 µg/kg/day 程度 

 
均  

室内空気 データは得られなかった（過去のデータ

ではあるが限られた地域で 0.13 µg/m3程

度の報告がある（1995）） 

データは得られなかった（過去のデータ

で は あ る が 限 ら れ た 地 域 で 0.039 
µg/kg/day 程度の報告がある） 
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  媒  体 濃  度 一 日 曝 露 量 
      
  水質    
  飲料水 12 µg/L 未満（2011） 0.48 µg/kg/day 未満 
平  地下水 過去のデータではあるが 0.01 µg/L 未満

（1999） 
過去のデータであるが 0.0004 µg/kg/day
未満 

 公共用水域・淡水 0.004 µg/L 未満の報告がある（2006） 0.00016 µg/kg/day 未満の報告がある 

      

均  食 物 データは得られなかった（過去のデータ

ではあるが限られた地域で 0.00068 µg/g
程度 (1996) の報告がある） 

データは得られなかった（過去のデータ

で は あ る が 限 ら れ た 地 域 で 0.027 
µg/kg/day 程度の報告がある） 

    
  土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 
       

  大気   

  一般環境大気 0.033 µg/m3程度 (2012) 0.0099 µg/kg/day 程度 

最  

室内空気 データは得られなかった（過去のデータ

ではあるが限られた地域で 0.48 µg/m3程

度の報告がある（1994）） 

データは得られなかった（過去のデータ

で は あ る が 限 ら れ た 地 域 で 0.14 
µg/kg/day 程度の報告がある） 

     

大 水質   
 飲料水 28 µg/L（2012） 1.1 µg/kg/day 

値  地下水 過去のデータではあるが 0.02 µg/L 程度

（1999） 
過 去 の デ ー タ で は あ る が 0.0008 
µg/kg/day 程度 

 公共用水域・淡水 0.004 µg/L 未満の報告がある（2006） 0.00016 µg/kg/day 未満の報告がある 
      
  食 物 データは得られなかった（過去のデータ

ではあるが限られた地域で 0.0013 µg/g
程度 (1996) の報告がある） 

データは得られなかった（過去のデータ

で は あ る が 限 ら れ た 地 域 で 0.052 
µg/kg/day 程度の報告がある） 

    
  土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 

 

人の一日曝露量の集計結果を表 2.7 に示す。 

吸入曝露の予測最大曝露濃度は、一般環境大気のデータから 0.033 µg/m3程度となった。なお、

室内空気については、過去の限られた地域を調査対象としたデータから最大 0.48 µg/m3 程度の

報告がある。 

経口曝露の予測最大曝露量は、飲料水のデータから算定すると 1.1 µg/kg/day、公共用水域・

淡水のデータから算定すると 0.00016 µg/kg/day 未満の報告があった。なお、飲料水と過去のデ

ータではあるが限られた地域を調査対象とした食物のデータから算定した一日曝露量は 1.2 

µg/kg/day であった。 
表 2.7 人の一日曝露量 

媒 体   平均曝露量（μg/kg/day） 予測最大曝露量（μg/kg/day） 
 大 気  一般環境大気 0.0013 0.0099 
    室内空気 {過去のデータではあるが 0.039} {過去のデータではあるが 0.14}
    飲料水 0.48 1.1 
 水 質  地下水 (過去のデータではあるが 0.0004) (過去のデータではあるが 0.0008)
    公共用水域・淡水 0.00016 0.00016 
  食 物   {過去のデータではあるが 0.027} {過去のデータではあるが 0.052}
  土 壌     

経口曝露量合計  ケース 1 0.48 1.1 

 ケース 2 0.00016 0.00016 

 参考値 1 0.027+0.48 1.152 

 参考値 2 0.027+0.00016 0.052+0.00016 
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媒 体   平均曝露量（μg/kg/day） 予測最大曝露量（μg/kg/day） 

総曝露量  ケース 1 0.0013+0.48 1.1099 

 ケース 2 0.0013+0.00016 0.0099+0.00016 

 参考値 1 0.0283+0.48 1.1619 

 
 参考値 2 0.0283+0.00016 0.0619+0.00016 

注：1) アンダーラインを付した値は、曝露量が「検出下限値未満」とされたものであることを示す 
2)（ ）内の数字は、経口曝露量合計の算出に用いていない 
3)｛ ｝内の数字は、限られた地域における調査データから算出したものである 
4) ケース 1 は飲料水を、ケース 2 は公共用水域・淡水を摂取していると仮定して計算したもの 
5) 参考値 1 及び参考値 2 は、それぞれケース 1、ケース 2 に過去の限られた地域を調査対象とした食物データを

用いた場合を示す 
6) 総曝露量は、吸入曝露として一般環境大気を用いて算定したものである 

 

（5）水生生物に対する曝露の推定（水質に係る予測環境中濃度：PEC） 

本物質の水生生物に対する曝露の推定の観点から、水質中濃度を表 2.8 のように整理した。

水質について安全側の評価値として予測環境中濃度（PEC）を設定すると、公共用水域の淡水

域では 0.004 µg/L 未満の報告があり、海水域では概ね 0.011 µg/L となった。限られた地域を対

象とした環境調査において、公共用水域の淡水域では概ね 0.067 µg/L の報告があり、海水域で

は概ね 0.038 µg/L の報告がある。なお、表流水、湖沼水又はダム湖水を原水とする水道原水の

測定結果を PEC に用いると、淡水域では最大で 11 µg/L となった。 

 
表 2.8 公共用水域濃度 

水 域 平    均 最 大 値 

淡 水 
 
 
 

海 水 

0.004 µg/L 未満の報告がある (2006)
[限られた地域で概ね 0.036 µg/L の

報告がある (2013)] 
 
概ね 0.004 µg/L 未満 (2006) 
[限られた地域で概ね 0.020 µg/L の

報告がある (2013)] 
 

0.004 µg/L 未満の報告がある (2006)
 [限られた地域で概ね 0.067µg/Lの報

告がある (2013)] 
 
概ね 0.011 µg/L (2006) 
[限られた地域で概ね 0.038 µg/L の報

告がある (2013)] 
 

注：1) （  ）内の数値は測定年度を示す。 
2)  淡水は河川河口域を含む。 
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３．健康リスクの初期評価 

健康リスクの初期評価として、ヒトに対する化学物質の影響についてのリスク評価を行った。 

（1）体内動態、代謝 

14C でラベルした本物質 100 mg/kg をラットに、150 mg/kg をマウスに強制経口投与した結果、

ともに放射活性の主要な排泄経路は呼気中であったが、ラットは 8 時間で 14％を 14CO2 、42％

を未変化体として呼気中に排泄したのに対し、マウスは 81％を 14CO2 、7％を未変化体として排

泄し、尿中への排泄はそれぞれ 1.4％、2.2％と少なかった。ラットでは 48 時間後、マウスでは

36 時間後の主要臓器に残存していた放射活性は約 3％で、ともに胃（内容物なし）、肝臓、腎臓

で最も高く、本物質の半減期はラットで 1.5 時間、マウスで 2.5 時間であった 1) 。また、ラット

では血液中で CO への代謝もみられた 2) 。 
14C でラベルした 1、10、32、100 mg/kg をラットに強制経口投与した結果、24 時間で投与し

た放射活性の 70～80％が 14CO2、3～5％が 14CO として呼気中に排泄され、尿中には 4～5％、糞

中には 1～3％が排泄された。また、10 mg/kg/day を 10 日間投与しても体内動態に変化はなく、

生体内蓄積も生じなかったが、100 mg/kg/day の 10 日間投与では 14CO2の代謝割合が増加したこ

とから、投与した物質そのものにより代謝が亢進したものと考えられた。単回投与 24 時間後の

体内残留は低く（3～4％）、肝臓に大部分の放射活性（1～3％）がみられ、腎臓（特に皮質）で

の残留も多かった 3) 。 

妊娠 6 日のラットに 75 mg/kg/day を強制経口投与したところ、30 分後には血液中で本物質濃

度のピークは過ぎており、血液中からは半減期 2.7～3.6 時間で消失した。また、交尾前から妊

娠・哺育期間を通して飲水投与したラットの試験（4～334 mg/kg/day）、妊娠 6 日から 29 日まで

飲水投与したウサギの試験（5～76 mg/kg/day）では、血漿や胎盤、羊水、乳汁中の本物質濃度

は定量限界値未満であったことから、本物質は生体内で急速に分解又は代謝されることを示唆

していると考えられた 4) 。ラットに妊娠 6 日から 9 日まで 100 mg/kg/day を強制経口投与し、最

終投与から 1 時間後の体内濃度を測定したところ、副腎で最も高く（107 ng/mg）、次いで脂肪

組織、卵巣（53、52 ng/mg）、視床下部（24 ng/mg）の順で、全血は 16 ng/mg、肝臓は 10 ng/mg

であった 5) 。 

ヒトでは、ボランティア（10 人）に 13C でラベルした本物質の水溶液 36 µg/L を経口投与（平

均 146 ng/kg）した結果、血液中濃度は 5～30 分（平均 11 分）後にピーク（平均 2.6 ng/L）に達

して半減期 47 分で消失し、4 時間後にほぼ検出限界値未満となった。同濃度の水溶液に 1 時間

前腕部を浸漬させて曝露（平均 155 ng/kg）した場合には、5 分後には血液中に放射活性が現れ

て増加し、曝露終了時には平均 90.5 ng/L であった。曝露後の消失は 2 相性で、半減期は第 1 相

33 分、第 2 相 309 分であり、10 人中 8 人の血液では 24 時間後もわずかに検出可能であった。

また、曝露前後の尿を用いた変異原性試験では、経口投与の 8 人中 3 人、経皮曝露の 10 人中 6

人で曝露後の尿の変異原性レベルは 2 倍以上高かった 6) 。 

ボランティア（31 人）に 10 分間のシャワー又は入浴、10 分間かけての水道水 1 L 飲用の結

果、10 分後の血液中の本物質濃度はそれぞれ 19.4、17.0、3.8 pg/mL で、シャワーが最も高く、

飲用が最も低かった 7) 。本物質の水質濃度が 2.3 µg/L、気中濃度が 10.5 µg/m3の室内プールサイ

ドに 1 時間座っていたボランティア 5 人の肺胞内濃度は 2.7 µg/m3であったが、1 時間の遊泳後

には気中濃度は 20.0 µg/m3、肺胞内濃度は 6.5 µg/m3に上昇し、安静時及び遊泳時の本物質の取
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り込み速度はそれぞれ 2.8～3.7 µg/h、20～30 µg/h と見積もられた 8) 。また、プールで激しく泳

いだ後の呼気への排泄濃度から、血液での半減期が 0.45～0.63 分と見積もられた 9, 10) 。 

本物質はホスゲンへの酸化、ジクロロメチルラジカルへの還元、グルタチオン抱合の 3 経路

で代謝されるが 6) 、主要な代謝経路はチトクローム P-450（主に CYP2E1）による酸化で、ホス

ゲンの加水分解を経て主に CO2へと代謝される 6, 11) 。一方、グルタチオン抱合ではシータ型の

グルタチオン-S-トランスフェラーゼ（GSTT1-1）を介した反応で遺伝子傷害性のある中間代謝

物が生成され、DNA と共有結合してデオキシグアノシン付加体を生成する 12, 13) 。ラットの発

がん性試験では腎臓及び大腸で癌の発生がみられたが、これらの組織では本物質代謝における

GSTT1-1 の寄与が相対的に大きかったことから、発がんとの関連が示唆された 13) 。 

 

（2）一般毒性及び生殖・発生毒性 

① 急性毒性 

表 3.1 急性毒性 14) 

動物種 経路 致死量、中毒量等 
ラット 経口 LD50 430 mg/kg 
ラット 経口 TDLo 400 mg/kg 
ラット 経口 TDLo 40 mg/kg 
ラット 経口 TDLo 35 mg/kg 
ラット 経口 TDLo 20.5 mg/kg 
マウス 経口 LD50 450 mg/kg 
マウス 経口 TDLo 50 mg/kg 
ラット 吸入 TCLo 100 ppm(670 mg/m3) (4 hr)  
マウス 吸入 LCLo 450 mg/m3 

注：（ ）内の時間は曝露時間を示す。 

ヒトの急性症状に関する情報は得られなかったが、ラットでは立毛や鎮静、筋弛緩、運動

失調、へばり、被毛の汚れ（黄変）がみられ 15) 、マウスでは 500 mg/kg の投与で 30 分以内に

鎮静及び知覚麻痺が現れ、約 4 時間持続した 16) 。 

 

② 中・長期毒性  

ア）Fischer 344 ラット及び B6C3F1マウス雌雄各 10 匹を 1 群とし、ラットに 0、19、38、75、

150、300 mg/kg/day、マウスの雄に 0、6.25、12.5、25、50、100 mg/kg/day、雌に 0、25、50、

100、200、400 mg/kg/day を 13 週間（5 日/週）強制経口投与した結果、ラットの 300 mg/kg/day

群で雄 5 匹、雌 2 匹が死亡したが、マウスで死亡はなかった。ラットでは 150 mg/kg/day 以

上の群の雌雄の体重は対照群の 45～88％しかなく、雄マウスの 100 mg/kg/day 群、雌マウ

スの 400 mg/kg/day 群の体重もそれぞれ対照群の 92％、94％と低かった。また、投与に関

連した影響としてラットでは 300 mg/kg/day 群の雄で肝臓の小葉中心性の変性と腎臓の壊

死、雌で小葉中心性の変性、マウスでは 100 mg/kg/day 群の雄で腎臓の変性と壊死、200 

mg/kg/day 以上の群の雌で小葉中心性の変性がみられた 17) 。この結果から、NOAEL をラッ

トの雌雄で 75 mg/kg/day（曝露状況で補正：54 mg/kg/day）、マウスの雄で 50 mg/kg/day（同：

36 mg/kg/day）、雌で 100 mg/kg/day（同：71 mg/kg/day）とする。 

イ）Fischer 344 ラット雌雄各 12 匹を 1 群とし、0、0.01、0.03、0.08％の濃度で飲水に添加し
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て 6 ヶ月間投与（約 0、9、27、72 mg/kg/day）しながら、0、1、2、4、6 ヶ月目に機能観察

バッテリー（FOB）及び自発運動量による神経行動学的な影響を検査したところ、これら

の試験成績にほとんど差はなく、毒性学的な関連はないものと思われた。また、神経組織

への影響もなかった。なお、飲水量は 0.08％群の雌雄で少なく、同群の雌雄では 17 週から

体重の減少がみられた 18) 。この結果から、NOAEL を 0.03％（27 mg/kg/day）とする。 

ウ）Fischer 344 ラット及び B6C3F1 マウス雌雄各 50 匹を 1 群とし、ラットに 0、 50、 100 

mg/kg/day、マウスの雄に 0、25、50 mg/kg/day、雌に 0、75、150 mg/kg/day を 102 週間（5

日/週）強制経口投与した結果、ラットでは生存率に差はなかったが、100 mg/kg/day 群の雌

雄の体重は試験期間の 3/4 以上を通して低く、最終体重は雄で対照群の 88％、雌で 79％し

かなかった。マウスの生存率は雌の 75 mg/kg/day 以上の群で有意に低く、死亡原因の一つ

として卵巣腫瘍が考えられた。マウスの体重は雄の 50 mg/kg/day 群及び雌の 75 mg/kg/day

以上の群でほぼ試験期間を通して低く、雌雄各群の最終体重は対照群の 99、95％（雄）、91、

75％（雌）であった。また、投与に関連した影響として雄ラットでは 50 mg/kg/day 以上の

群で尿細管上皮の巨大細胞、肝臓の脂肪変性及び壊死、100 mg/kg/day 群で尿細管の過形成、

雌ラットでは 50 mg/kg/day 以上の群の肝臓で脂肪変性、100 mg/kg/day 群の肝臓で明細胞変

性、好酸性変性、限局性細胞変性、雄マウスでは 25 mg/kg/day 以上の群で肝臓の脂肪変性、

腎臓の巨大細胞、甲状腺で濾胞上皮細胞の過形成、雌マウスでは 75 mg/kg/day 以上の群で

甲状腺で濾胞上皮細胞の過形成がみられた 17, 19) 。この結果から、LOAEL をラットの雌雄

で 50 mg/kg/day（曝露状況で補正：36 mg/kg/day）、マウスの雄で 25 mg/kg/day（同：18 

mg/kg/day）、雌で 75 mg/kg/day（同：54 mg/kg/day）とする。 

エ）Wistar ラット雌雄各 40 匹を 1 群とし、0、0.014、0.055、0.22％の濃度で 24 ヶ月間混餌投

与（雄 0、6.1、25.5、138.0 mg/kg/day、雌 0、8.0、31.7、168.4 mg/kg/day）した結果、0.22％

群の雌雄で投与 1 ヵ月後から軽度の立毛とへばりがみられるようになり、以後も一貫して

終了時までみられた。0.22％群の雌雄で体重増加の有意な抑制を認め、雌雄の 0.055％以上

の群で肝臓相対重量、0.22％群で腎臓相対重量は有意に増加したが、0.014％群でも雄は 6、

12 ヵ月後、雌は 12 ヵ月後の剖検時に肝臓相対重量の有意な増加がみられた。雌雄で用量に

依存したトリグリセライド及びコリンエステラーゼ活性の低下とγ-GTP 活性の上昇がみ

られ、主に有意差は 0.22％群でみられたが、雌のコリンエステラーゼ活性の低下は 0.014％

群から有意であった。肝臓では 0.014％以上の群の雌雄で脂肪変性、0.014％以上の群の雄及

び 0.055％以上の群の雌で肉芽腫、0.22％群の雌雄で胆管線維化が用量に依存してみられ、

胆管の過形成も 6 ヵ月後の検査では 0.22％群の雌雄でのみ認めた変化であった。なお、雌

雄の腎臓には投与に関連した影響はなかった 20) 。この結果から、LOAEL を 0.014％（雄 6.1 

mg/kg/day、雌 8.0 mg/kg/day）とする。 

オ）Fischer 344 ラット雄 77～78 匹を 1 群とし、0、0.007、0.035、0.07％の濃度で飲水に添加

して 104 週間投与（0、3.9、20.6、36.3 mg/kg/day）、B6C3F1マウス雄各 78 匹を 1 群とし、0、

0.005、0.025、0.05％の濃度で 100 週間飲水投与（0、8.1、27.2、43.4 mg/kg/day）した結果、

生存率や体重、摂餌量への影響はラット及びマウスでともにみられなかった。ラットでは

0.07％群で腎臓の絶対重量及び相対重量が有意に低く、尿細管過形成の発生率に有意な増加

を認めたが、BrdU 染色法による尿細管の細胞増殖性（BrdU 陽性細胞率）は 52、78 週後の

検査時に 0.07％群で有意に低かった。また、肝臓では明細胞巣や好塩基性細胞巣の発生率
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に用量に依存した有意な減少がみられた。マウスでは 0.025％以上の群で腎臓の絶対重量及

び相対重量が有意に低く、0.025％以上の群の肝臓で肝細胞の変性（巨大核）や炎症を伴っ

た壊死がみられたが、肝臓の病変に用量依存性はなかった 21) 。この結果から、NOAEL を

ラットで 0.035％（20.6 mg/kg/day）、マウスで 0.005％（8.1 mg/kg/day）とする。 

カ）Fischer 344 ラット雄及び B6C3F1マウス雌各 50 匹を 1 群とし、0、0.0175、0.035、0.07％

の濃度で飲水に添加をして 105 週間投与（ラット 0、6、12、25 mg/kg/day、マウス 0、9、

18、36 mg/kg/day）した結果、ラットでは生存率や体重に影響はなく、投与に関連した影響

として 0.035％以上の群の肝臓で慢性炎症の発生率に有意な増加を認めたが、その生物学的

な意義については不明であった。マウスでは生存率に差はなかったが、0.0175％以上の群で

体重は試験期間を通して 10％前後低く、0.035％以上の群の脾臓でリンパ濾胞の過形成に有

意な増加を認めた。この他にもマウスでは 0.0175％以上の群の脾臓で造血細胞の増殖、

0.035％以上の群の腎臓で腎症、甲状腺で嚢胞性変性、0.07％群の骨髄及び乳腺で過形成の

発生に有意な減少がみられ、投与に関連した影響と考えられたが、それらの生物学的な意

義については不明であり、概ね自然発生率の範囲内にあった 22) 。著者らはラットの肝臓で

みられた慢性炎症について生物学的な意義が不明としているが、0.035％以上の群で有意差

があったため、これを LOAEL とするとラットで NOAEL は 0.0175％（6 mg/kg/day）となる。

また、マウスで LOAEL は 0.0175％（9 mg/kg/day）となる。 

キ）C57BL/6 マウスと FVB/N マウス、これらの p53 がん抑制遺伝子(p53＋/＋)をヘテロ欠損さ

せたノックアウトマウス(p53＋/－)の雄各 6 匹を 1 群とし、FVB/N マウス(p53＋/－)に 0、0.3、

1、3、10、30 ppm、その他に 0、1、10、30、100、150 ppm を 1 週間（6 時間/日）吸入させ

たところ、いずれのタイプも 100 ppm 以上の群で嗜眠と努力性呼吸、30 ppm 以上の群で皮

膚の発赤と軽度の眼刺激性がみられ、30 ppm 以上の各群で C57BL/6 マウス(p53＋/＋)は 2/6、

1/6、3/6 匹、C57BL/6 マウス(p53＋/－)は 1/6、3/6、6/6 匹、FVB/N マウス(p53＋/＋)は 2/6、4/6、

6/6 匹が死亡（又は瀕死で屠殺）したが、FVB/N マウス(p53＋/－)は上限の 30 ppm でも死亡

はなかった。FVB/N マウス(p53＋/＋)及び FVB/N マウス(p53＋/－)の 10 ppm 以上の群で肝臓相

対重量、FVB/N マウス(p53＋/－)の 10 ppm 以上の群及びその他のタイプの 30 ppm 以上の群

で腎臓相対重量の有意な増加がみられ、いずれのタイプも 30 ppm 以上の群で体重増加の有

意な抑制がみられた。腎臓では FVB/N マウス(p53＋/＋)及び FVB/N マウス(p53＋/－)の 10 ppm

以上の群で腎症、尿細管の変性、C57BL/6 マウス(p53＋/＋)及び C57BL/6 マウス(p53＋/－)の 10 

ppm 以上の群で腎症、30 ppm 以上の群で尿細管の変性がみられ、BrdU 陽性細胞率はいず

れのタイプも 10 ppm 以上の群で有意に高かった。肝臓では FVB/N マウス(p53＋/＋)及び

FVB/N マウス(p53＋/－)の 10 ppm 以上の群、C57BL/6 マウス(p53＋/＋)及び C57BL/6 マウス(p53
＋/－)は 30 ppm 以上の群で小葉中心性の変性、C57BL/6 マウス(p53＋/－)及び FVB/N マウス(p53
＋/＋)は 100 ppm 以上の群、C57BL/6 マウス(p53＋/＋)は 150 ppm 群で壊死がみられ、BrdU 陽性

細胞率は C57BL/6 マウス(p53＋/－)及び FVB/N マウス(p53＋/－)の 30 ppm 以上の群、C57BL/6

マウス(p53＋/＋)の 100 ppm 群で有意に高かった。一方、いずれのタイプのマウスも膀胱には

影響がなかった 23, 24) 。この結果から、NOAEL を 1 ppm（曝露状況で補正：0.25 ppm）とす

る。 

ク）C57BL/6 マウスと FVB/N マウス、これらの p53 ノックアウトマウス(p53＋/－)の雄各 6 匹

を 1 群とし、0、0.3、1、3、10、30 ppm を 3 週間（6 時間/日）吸入させた結果、30 ppm 群

－310－



     12 ブロモジクロロメタン 

  

の C57BL/6 マウス(p53＋/－)で 1/6 匹、FVB/N マウス(p53＋/＋)で 4/6 匹、FVB/N マウス(p53＋/

－)で 2/6 匹が死亡したが、C57BL/6 マウス(p53＋/＋)で死亡はなかった。軽度ではあるが、有

意な体重増加の抑制が 30 ppm 群の C57BL/6 マウス(p53＋/＋)でみられ、30 ppm 群の C57BL/6

マウス(p53＋/－)及び FVB/N マウス(p53＋/＋)で肝臓相対重量の有意な増加がみられたが、腎臓

相対重量に影響はなかった。いずれのタイプのマウスも 10 ppm 以上の群で尿細管の変性が

みられたが、10 ppm 群の変性はごく軽微で 1 週間曝露時よりも症状は軽くて回復がみられ、

BrdU 陽性細胞率は C57BL/6 マウス(p53＋/－)、FVB/N マウス(p53＋/＋)及び FVB/N マウス(p53
＋/－)の 30 ppm 群で有意に高かったが、上記の 1 週間曝露時と比べると 1/6 程度しかなかっ

た。肝臓ではFVB/Nマウス(p53＋/－)の10 ppm以上の群及びC57BL/6マウス(p53＋/－)の30 ppm

群でごく軽微な変性がみられたが、いずれのタイプのマウスも BrdU 陽性細胞率に有意な増

加はなく、膀胱にも影響はなかった。なお、これらの結果をもとに曝露濃度を 0、0.5、3、

10、15 ppm として雄の C57BL/6 マウス及び FVB/N マウスの p53 ノックアウトマウス(p53＋

/－)に 12 ヶ月間吸入（6 時間/日）させる発がん性試験を開始しているが、13 週が経過した

時点で死亡はなく、体重や肝臓及び腎臓の重量にも影響はなかった。組織への影響は腎臓

で軽微な病変がみられただけであった 23, 24) 。3 週間の試験結果から、NOAEL を 3 ppm（曝

露状況で補正：0.75 ppm）とする。 

 

③ 生殖・発生毒性 

ア）Sprague-Dawley ラット雌 15 匹を 1 群とし、0、50、100、200 mg/kg/day を妊娠 6 日から

15 日まで強制経口投与した結果、200 mg/kg/day 群で体重増加の有意な抑制を認め、50 

mg/kg/day 以上の群で肝臓相対重量、200 mg/kg/day 群で腎臓及び脳の相対重量が有意に増

加した。吸収胚や胎仔の数、胎仔の体重に影響はなく、奇形の発生率増加もなかったが、

200 mg/kg/day 群で胸骨分節の骨化遅延が増加した 25) 。この結果から、NOAEL を母ラット

及び胎仔で 100 mg/kg/day とする。 

イ）Sprague-Dawley ラット雌雄各 5～13 匹を 1 群とし、0、0.01、0.07、0.13％の濃度で飲水に

添加して交尾前から妊娠中期又は後期まで経口投与（雄 0、8、41、68 mg/kg/day、雌 0、14、

72、116 mg/kg/day）した試験、妊娠 6 日から出産まで経口投与（0、13、54、90 mg/kg/day）

した試験では、0.07％以上の群の雌雄で体重増加の抑制、摂餌量及び飲水量の減少、雄で肝

細胞の空胞化及び壊死、0.13％群の雌で BrdU 陽性細胞率の増加を認めたが、雌雄の生殖・

発生パラメーターに有意な変化はなかった 26) 。この結果から、NOAEL を親で 0.01％、生

殖・発生については 0.13％とする。 

ウ）Fischer 344 ラット雌 12～14 匹を 1 群とし、コーン油又は水を溶媒として 0、25、50、75 

mg/kg/day を妊娠 6 日から 15 日まで強制経口投与した結果、25 mg/kg/day 以上の群で用量

に依存した体重増加の抑制がみられ、水を溶媒とした場合には 25 mg/kg/day 以上の群、コ

ーン油を溶媒とした場合には 50 mg/kg/day 以上の群で有意差があった。また、50 mg/kg/day

以上の群で全胚吸収した雌の増加がみられ、50、75 mg/kg/day 群で全胚吸収の発生率はコ

ーン油を溶媒とした場合に 8、83％、水を溶媒とした場合に 17、21％であった。なお、全

胚吸収しなかった雌では妊娠期間の長さや胎仔及び仔の生存率、仔の体重や形態に異常は

なかった 27) 。この結果から、LOAEL を 25 mg/kg/day とする。 
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エ）Fischer 344 ラット雌 12～14 匹を 1 群として 0、75 mg/kg/day、Sprague-Dawley ラット雌

13～14 匹を 1 群として 0、75、100 mg/kg/day を妊娠 6 日から 10 日まで強制経口投与した

結果、75 mg/kg/day 群の Fischer 344 ラットでは 62％に全胚吸収を認めたが、Sprague-Dawley

ラットではいずれの群も全胚吸収の発生率は 0％であった 28) 。 

 Fischer 344 ラット雌 8～13 匹を 1 群として 0、75 mg/kg/day を妊娠 6 日から 15 日まで、75 

mg/kg/day を妊娠 6 日から 10 日まで、75 mg/kg/day を妊娠 11 日から 15 日まで強制経口投

与した結果、全胚吸収した雌の発生率は妊娠 6 日から 15 日まで投与した場合に 50％、妊娠

6 日から 10 日まで投与した場合に 75％であったが、妊娠 11 日から 15 日まで投与した場合

は 0％であった 28) 。 

 Fischer 344 ラット雌 8～10 匹を 1 群として 0、100 mg/kg/day を妊娠 8 日又は妊娠 9 日に強

制経口投与した結果、全胚吸収した雌の発生率は妊娠 8 日の場合に 60％、妊娠 9 日の場合

に 100％であり、全胚吸収した雌の血液中で黄体ホルモンの著明な減少がみられ、投与 3

日後も減少したままで、非妊娠であった雌と同程度の濃度であった。一方、黄体形成ホル

モンには投与 1 日後も変化はなかったが、全胚吸収した雌では妊娠 11 日から 12 日に著明

な増加がみられ、非妊娠であった雌と同程度の濃度になった 28) 。 

 Fischer 344 ラット雌 8～11 匹を 1 群として 0、75、100 mg/kg/day を妊娠 9 日に強制経口投

与した結果、全胚吸収した雌の発生率は 0、64、90％であり、全胚吸収した雌の黄体ホルモ

ンは投与 6 時間後には既に減少しており、24 時間後にはさらに減少していたが、全胚吸収

しなかった雌の黄体ホルモン濃度は対照群と同程度であった。なお、投与 24 時間後までの

黄体形成ホルモンには有意差はなかった 28) 。  

 これらの結果から、本物質による全胚吸収には著明な系統差があり、特定の妊娠時期に強

く影響が現れることが示された。 

オ）Fischer 344 ラット雌 10～13 匹を 1 群とし、0、75 mg/kg/day を妊娠 6 日から 10 日まで強

制経口投与しながら、より高感度の手法を用いて血液中の黄体ホルモン及び黄体形成ホル

モンの変化を調べると、本物質による全胚吸収は妊娠 10 日の黄体ホルモンと黄体形成ホル

モンの著明な減少と関連しており、黄体形成ホルモンの減少は一貫して黄体ホルモンの減

少に先行していた。また、7～9 匹を 1 群として 0、100 mg/kg/day を妊娠 6 日から 10 日ま

で強制経口投与すると全胚吸収は雌の 71％にみられたが、黄体形成ホルモン 10 mg/kg の皮

下投与（2 回/日）を行うと全胚吸収の発生率は 0％に抑制され、黄体形成ホルモンのアゴ

ニスト（受容体作動物質）であるヒト絨毛性性腺刺激ホルモン 0.5 IU を妊娠 8 日から 10 日

まで皮下投与しても全胚吸収の発生率は 11％にまで抑制された 29) 。 

 また、0、100 mg/kg/day を妊娠 6 日から 9 日まで強制経口投与した雌の Fischer 344 ラット

を用いた ex vivo 及び in vivo の検討から、Fischer 344 ラットの妊娠に及ぼす本物質の影響は

黄体形成ホルモン分泌の撹乱や黄体形成ホルモンに応答する黄体機能の撹乱によるものと

考えられた 5) 。 

カ）Sprague-Dawley ラット雌及び New Zealand White ウサギ雌各 25 匹を 1 群とし、ラットに

は 0、0.005、0.015、0.045、0.09％の濃度で飲水に添加して妊娠 6 日から 21 日まで、ウサギ

には 0、0.0015、0.015、0.045、0.09％の濃度で飲水に添加して妊娠 6 日から 29 日まで投与

した結果、ラットではほぼ試験期間を通して 0.015％以上の群で飲水量の減少、0.045％以上

の群で摂餌量の減少と体重増加の抑制に有意差がみられ、ウサギでも 0.045％以上の群で摂
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餌量の減少と体重増加の抑制に有意差がみられた。ラット及びウサギで黄体数や着床数、

吸収胚、胎仔の数や体重、生存胎仔数などに影響はなかったが、0.09％群のラットの胎仔で

前肢（指節骨）、後肢（中足骨及び指節骨）の骨化遅延の発生率が有意に高かった。ウサギ

の胎仔では 0.015、0.045％群にみられた胸骨融合の発生率増加が有意差のあった唯一の変化

であったが、用量依存性がなく、その発生率も自然発生の範囲内に収まるものであった。

なお、飲水量と体重から求めた各群の用量はラットで 0、2.2、18.4、45.0、82.0 mg/kg/day、

ウサギで 0、1.4、13.4、35.6、55.3 mg/kg/day であった 30) 。この結果から、NOAEL をラッ

トの親で 0.015％（18.4 mg/kg/day）、胎仔で 0.045％（45 mg/kg/day）、ウサギの親で 0.015％

（13.4 mg/kg/day）、胎仔で 0.09％（55.3 mg/kg/day）とする。 

キ）Sprague-Dawley ラット雌雄各 30 匹を 1 群とし、0、0.005、0.015、0.045％の濃度で飲水に

添加して交尾前約 70 日から交尾、妊娠、哺育の各期間を通して投与した二世代試験では、

F0 及び F1 の 0.015％以上の群で飲水量の低下とこれに伴う死亡（F1 で数匹）や一般状態の

変化（脱水症状、鼻漏、四肢の蒼白化、下痢、脱毛など）、体重増加の抑制、摂餌量の減少

がみられ、体重増加の有意な抑制は臓器相対重量の増加に関連していたが、組織への影響

はなかった。また、0.015％以上の群の F1 雄及び 0.045％群の F1 雌で性成熟の有意な遅延

（雄：包皮分離、雌：腟開通）を認め、0.045％群の F1雌では発情期の延長（有意差なし）

もみられたが、この影響は体重増加の抑制に起因したものと思われた。交尾率や受胎率、

精子の数や運動性、卵巣の濾胞数にも影響はなかった。なお、飲水量と体重から求めた各

群の用量は 0、4.1～12.6、11.6～40.2、29.5～109.0 mg/kg/day であった 31) 。この結果から、

NOAEL を 0.005％（4.1～12.6 mg/kg/day）とする。 

 

④ ヒトへの影響 

ア）カリフォルニア州で、5,144 人の妊婦を対象にした飲料水からのトリハロメタン（本物質

及びクロロホルム、ブロモホルム、ジブロモクロロメタン）の摂取量と自然流産との関連

を調べた前向き研究では、75 µg/L 以上の総トリハロメタンを含む水道水を 1 日に 5 杯以上

飲んでいた妊婦で、喫煙や流産の履歴、人種、妊娠中の労働の有無で調整した自然流産の

オッズ比は 1.8（95％CI: 1.1～3.0）と有意に高かった。また、トリハロメタンの中では本物

質のみが自然流産と有意に関連しており、18 µg/L 以上の本物質を含む水道水を 1 日に 5 杯

以上飲んでいた妊婦で調整後のオッズ比は 2.0（95％CI: 1.2～3.5）であり、他のトリハロメ

タンも入れて調整したオッズ比は 3.0（95％CI: 1.4～6.6）であった 32) 。 

 一方、アメリカの 3 地域で 2000 年から 2004 年にかけて妊娠早期の女性 2,409 人を対象にし

て水道水からの総トリハロメタンや本物質、ハロ酢酸等の曝露と流産の関連を検討した調

査では、上記と同様にして求めた総トリハロメタンの調整後オッズ比は 1.1（95％CI: 0.7～

1.7）で有意な関連はなく、同じく同様にして求めた本物質の調整後オッズ比も 1.6（95％

CI: 1.0～2.4）と若干低かった。しかし、これらの濃度（µg/L）や摂取量（µg/day）から対

象者を 5 群に分けて検討した結果、総トリハロメタン、本物質、総ハロ酢酸についてはオ

ッズ比の有意な増加はみられなかったが、総有機ハロゲン化物の摂取量が最も多かった群

（> 298.6 µg/day）でのみオッズ比の有意な増加（1.5、95％CI: 1.0～2.2）がみられた 33) 。 

 また、この 3 地域の女性 1,315 人を対象に、子作りを始めてから妊娠するまでの期間との関
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連を調べた結果、女性の年齢増加は妊娠するまでの期間の増加（妊娠受胎確率の低下）と

関連し、飲水量の増加は妊娠するまでの期間の短縮（妊娠受胎確率の上昇）と軽度に関連

していたが、これらの物質の曝露増加によって妊娠受胎確率が低下するという証拠はなく、

総有機ハロゲン化物の増加と妊娠受胎確率の上昇に軽度の関連がみられただけであった 34) 。 

イ）カナダのノバスコシア州で 1988 年から 1995 年の単胎児分娩 49,756 件（体重 500 g 以上）

を対象に、死産と母親の水道水からのトリハロメタン曝露との関係を検討したコホート調

査では、214 件の死産があり、死因は不明が 84 件、仮死が 72 件、未熟が 20 件、先天性異

常が 15 件、感染症が 2 件、その他が 21 件で、水道水の総トリハロメタン、クロロホルム、

本物質の濃度は平均で 71.3、64.1、6.9 µg/L であった。総トリハロメタン、クロロホルム、

本物質のいずれも死産リスクの増加と関連していたが、最も強い関連は本物質との間にみ

られ、本物質が 5 µg/L 未満の群に対して、20 µg/L 以上の群で調整後の相対リスクは 1.98

（95%CI: 1.23～3.49）と約 2 倍であった。また、死因の中で件数の多かった不明と仮死に

ついてみると、いずれの場合も仮死の相対リスクの方が大きかった 35) 。 

 また、同じコホートで先天性異常（胎児神経管形成障害、心臓血管系異常、口蓋裂及び口

唇裂、染色体異常）との関連を検討した調査では、本物質が 5 µg/L未満の群に対して、20 µg/L

以上の群で胎児神経管形成障害の相対リスクは 2.8（95%CI: 1.4～5.6）と有意に高く、母親

の年齢と経済レベルで調整しても相対リスクは 2.5（95%CI: 1.2～5.1）と高いままであった。

一方、心臓血管系異常の相対リスクは本物質が 20 µg/L 以上の群で 0.3（95%CI: 0.2～0.7）

と有意に低かった。染色体異常についてはクロロホルムとの間で正の関連を示唆する結果

が得られたが、口蓋裂及び口唇裂については本物質もクロロホルムも関連がなかった 36) 。 

ウ）マサチューセッツ州で 1995 年から 1998 年の間に在胎 22～45 週で生まれた 200 g 以上の

単胎児 194,827 人の調査では、11,580 人（6％）が早産（37 週未満）、17,359 人（9％）が

SGA（在胎期間を考慮した体重が 10 パーセンタイル未満の新生児）に分類された。これら

のリスクと妊娠後期に母親が摂取していた水道水のトリハロメタン、ハロ酢酸、MX 及び

変異原性活性との関係を検討した研究では、総トリハロメタン、クロロホルム、本物質は

いずれも SGA の増加、早産の減少との間に有意な関連があった 37) 。 

エ）イギリスの公営水道会社 3 社の供給エリア内で、1992 年から 1998 年の単胎児分娩記録（A

区域約 2 万件、B 区域約 41 万件、C 区域約 49 万件）をもとに、死産、低出生体重児、極

低出生体重児のリスクと母親が摂取していた水道水のトリハロメタンとの関係を検討した

研究では、総トリハロメタンと死産との間に有意な関連がみられたが、低出生体重児、極

低出生体重児とでは有意な関連はなかった。また、個々の物質についてみると、クロロホ

ルムが総トリハロメタンと類似した傾向にあったが、本物質や総臭素化トリハロメタンと

の間には関連がなかった 38) 。 

オ）カリフォルニア州で 1989 年から 1991 年に発生した胎児神経管形成障害の症例 538 件（生

死問わず）と正常な新生児 539 人を対象にした症例対照研究では、母親が飲用していた水

道水からの総トリハロメタンの曝露と胎児神経管形成障害との間に負の有意な関連がみら

れ、さらに本物質、クロロホルム、ジブロモクロロメタンのそれぞれとの間にも負の有意

な関連があった。しかし、別の胎児神経管形成障害の新生児 265 人、円錐動脈幹心臓欠陥

の新生児 207 人、口唇裂や口蓋裂の新生児 409 人、対照群の 481 人の新生児について行っ

た同様の検討では胎児神経管形成障害との間に同様の負の有意な関連はなく、正の関連も
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なかった。また、他の奇形についても有意な関連は見出せなかった 39) 。 

カ）カリフォルニア州に 1990～1991 年の間居住していた既婚男性で、不妊リスクのない 157

人について、水道水からのトリハロメタンの曝露による精液への影響を調べた調査では、

総トリハロメタン濃度は精液の質の低下と関連していなかった。また、個々の物質につい

ての検討でも、本物質の曝露と精子の運動性との間に負の関連がみられただけであっ

た 40) 。 

キ）出産期のヒトの胎盤から採取した栄養細胞（トロホブラスト）の培養実験から、胎盤は

本物質の標的臓器の一つであり、本物質は合胞体層の形成を撹乱し、絨毛性性腺刺激ホル

モンの分泌を阻害することで妊娠状態に影響を与えると考えられた 41, 42) 。 

 

（3）発がん性 

① 主要な機関による発がんの可能性の分類 

国際的に主要な機関での評価に基づく本物質の発がんの可能性の分類については、表 3.2

に示すとおりである。 
 

表 3.2 主要な機関による発がんの可能性の分類 

機 関 (年) 分  類 

WHO IARC (1999) 2B ヒトに対して発がん性があるかもしれない。 

EU EU －  

 EPA (1993) B2 動物での発がん性の十分な証拠に基づき、恐らくヒト

発がん性物質。 

USA ACGIH  －  

 NTP (2005) 合理的にヒトに対して発がん性があることが懸念される物質。

日本 日本産業衛生学会 

(1995) 

第 2
群 B

人間に対して恐らく発がん性があると考えられる物質

のうち、証拠が比較的十分でない物質。 

ドイツ DFG (2007) 2 動物の発がん物質であり、ヒトの発がん物質でもある

と考えられる。 
 

② 発がん性の知見 

○ 遺伝子傷害性に関する知見 

in vitro 試験系では、代謝活性化系（S9）添加のネズミチフス菌 43, 44, 45) 、S9 無添加のネ

ズミチフス菌 46, 47, 48) で遺伝子突然変異を誘発した報告がある一方、S9 添加の有無にかかわ

らずネズミチフス菌で遺伝子突然変異を誘発しなかった報告 17, 49～52) もあった。S9 添加、

無添加の大腸菌 52) 、S9 無添加の酵母 53) 、S9 添加のマウスリンパ腫細胞（L5178Y）17, 54, 55) 

で遺伝子突然変異を誘発した。 

S9 添加の有無にかかわらずチャイニーズハムスター卵巣細胞（CHO）17, 56) では姉妹染色

分体交換を誘発しなかったが、ラットの赤芽球性白血病細胞（K3D）57) では誘発し、S9 無

添加のチャイニーズハムスター胎仔肺線維芽細胞（FAF）43) で姉妹染色分体交換を誘発し

なかったが、S9 添加のラット肝細胞（RL4）
58) 、ヒト急性リンパ芽球性白血病細胞

（CCRF-CEM）58) 、S9 無添加のヒトリンパ球（初代培養）59) で姉妹染色分体交換を誘発し
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た。CHO 細胞では S9 添加の有無にかかわらず染色体異常を誘発しなかったが 17, 56) 、S9 無

添加の FAF 細胞 43) で染色体異常を誘発した。S9 添加の有無にかかわらずチャイニーズハ

ムスター肺線維芽細胞（CHL/IU）で染色体の構造異常を誘発したが、異数性については誘

発しなかった 60) 。ヒトの肺上皮細胞（初代培養）61) 、ヒト急性リンパ芽球性白血病細胞

（CCRF-CEM）62) で DNA 傷害 61) 、ラット及びヒトの腎臓細胞（初代培養）で DNA 傷害

及び小核 63) を誘発したが、ラットの肝細胞（初代培養）で DNA 傷害を誘発しなかった 62) 。 

in vivo 試験系では、腹腔内投与したマウスの骨髄 22, 64) 、経口投与 22) 又は腹腔内投与 65) し

たマウスの末梢血赤血球で小核を誘発しなかったが、経口投与したラットの腎臓 63) 、吸入

曝露したマウスの骨髄及び末梢血赤血球 66) で小核を誘発した。経口投与又は腹腔内投与し

たラットの骨髄で染色体異常 67) 、経口投与したラットの腎臓で DNA 傷害 63) 、マウスの骨

髄で姉妹染色分体交換 59) を誘発したが 、経口投与したラットの肝臓で不定期 DNA 合

成 68) 、肝臓 62) 、腎臓 62, 69) 、十二指腸 62) でDNA傷害を誘発しなかった。また、活性型 v-Ha-ras

がん遺伝子導入トランスジェニックマウス（Tg.AC）に経口投与又は皮膚塗布した試験、p53

がん抑制遺伝子ヘテロ欠損ノックアウトマウスに経口投与又した試験では末梢血赤血球に

小核の誘発はみられず、陰性の結果と明瞭でない結果しか得られていない 70) 。 

 

○ 実験動物に関する発がん性の知見 

Wistar ラット雌雄各 58 匹（対照群は雄 26 匹、雌 22 匹）を 1 群とし、0、0.12％の濃度で

飲水に添加して 71 週間投与し、飲水量が徐々に増加していたことから濃度を半分に下げて

生涯にわたって飲水投与した。その結果、本物質投与群の雌で肝臓の腺腫（腫瘍結節）、腺

線維症（胆管細胞癌の可能性あり）の発生率に有意な増加、下垂体腫瘍、乳腺腫瘍の発生

率に有意な減少を認め、リンパ肉腫の発生率は雌で有意に増加したが、雄では有意に減少

した。なお、本物質の摂取量は雄で 100 mg /kg/day 前後、雌で 150 mg /kg/day 前後であっ

た 71) 。 

Fischer 344 ラット及び B6C3F1 マウス雌雄各 50 匹を 1 群とし、ラットに 0、 50、 100 

mg/kg/day、マウスの雄に 0、25、50 mg/kg/day、雌に 0、75、150 mg/kg/day を 102 週間（5

日/週）強制経口投与した結果、ラットでは 50 mg/kg/day 群の雄の大腸で腺癌、100 mg/kg/day

群の雌雄の大腸で腫瘍性ポリープ、腺癌、腺腫＋腺癌、100 mg/kg/day 群の雌の腎臓で尿細

管腺腫、雌雄の腎臓で尿細管腺癌、尿細管腺腫＋腺癌の発生率に有意な増加を認めた。ま

た、マウスでは雄の 50 mg/kg/day 群で尿細管の腺腫＋腺癌、雌の 75 mg/kg/day 以上の群で

肝細胞腺腫、肝細胞腺腫＋肝細胞癌、150 mg/kg/day 群で肝細胞癌の発生率に有意な増加を

認めた。このように、腫瘍の発生率に有意な増加がみられたが、大腸及び腎臓の腫瘍は

Fischer 344 ラット及び B6C3F1マウスにとって稀なものであった。なお、雄ラットの副腎、

雌ラットの脳下垂体及び乳腺、雌マウスの脳下垂体では本物質の投与によって腫瘍の発生

率に有意な減少もみられた 17, 19) 。この結果から、雌雄の Fischer 344 ラット及び B6C3F1マ

ウスに対する発がん性の明瞭な証拠があったと NTP（1987）は結論した 17) 。 

一方、Wistar ラット雌雄各 40 匹を 1 群とし、0、0.014、0.055、0.22％の濃度で 24 ヶ月間

混餌投与（雄 0、6.1、25.5、138.0 mg/kg/day、雌 0、8.0、31.7、168.4 mg/kg/day）した結果、

発生率の有意な増加を示した腫瘍はいずれの組織にもなかった 20) 。 
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また、Fischer 344 ラット雄 77～78 匹を 1 群として 0、0.007、0.035、0.07％の濃度で飲水

に添加して 104 週間投与（0、3.9、20.6、36.3 mg/kg/day）、B6C3F1マウス雄 78 匹を 1 群と

して 0、0.005、0.025、0.05％の濃度で飲水に添加して 100 週間投与（0、8.1、27.2、43.4 

mg/kg/day）した結果、ラットの 0.007％群で肝細胞腺腫、肝細胞腺腫＋癌、0.035％群で肝

細胞腺腫＋癌の発生率及び発生数に有意な増加を認めたが、最高用量群の 0.07％群で有意

な増加はなく、肝細胞腺腫＋癌の発生状況も 0.007％群＞0.035％群の関係にあって用量依存

性がなかった。さらにマウスでは肝臓や腎臓、脾臓、精巣などのいずれの組織でも腫瘍の

発生増加はなかった 21) 。 

Fischer 344 ラット雄及び B6C3F1マウス雌 50 匹を 1 群とし、0、0.0175、0.035、0.07％の

濃度で飲水に添加して 105 週間投与（ラット 0、6、12、25 mg/kg/day、マウス 0、9、18、

36 mg/kg/day）した結果、有意な発生率の増加を示した腫瘍はラットにもマウスにもなく、

むしろ、マウスでは肝細胞腺腫＋癌の発生率に有意な減少傾向さえみられ、0.07％群の発生

率は有意に低かった 22) 。この結果から、雄の Fischer 344 ラット、雌の B6C3F1マウスに対

する発がん性の証拠はなかったと NTP（2006）は結論している。なお、強制経口投与の試

験ではラット及びマウスの雌雄で明らかな発がん性の証拠が得られており、飲水投与によ

る結果と異なったが、この原因として、強制経口投与と飲水投与による臓器内動態の差、

食事要因が影響していた可能性、腫瘍発生時の体重の差が指摘されている 22) 。 

 

ラット及びマウスを用いた従来の 2 年間の発がん性試験を短・中期間で代替する試験方

法として、がん遺伝子やがん抑制遺伝子を導入したり（トランスジェニック)、ある遺伝子

の働きを抑制させたり（ノックアウト）したラットやマウスの使用が提案されている。こ

のうち、活性型 v-Ha-ras がん遺伝子導入トランスジェニックマウス（Tg.AC）は発がんプ

ロモーターのみを皮膚に塗布することで乳頭腫や扁平上皮癌が発生することが知られてお

り、皮膚発がんのイニシエーション過程が導入遺伝子によって代替えされていると考えら

れている。また、がん抑制遺伝子の p53 は DNA 傷害に反応することから、p53 がん抑制遺

伝子ヘテロ欠損ノックアウトマウス(p53＋/－) は変異原性物質の発がん性と非発がん性の識

別に有用であることが確認されている。 

このため、Tg.AC マウス（FVB/N-TgN(v-Ha-ras)Led ）の雌雄各 10～15 匹を 1 群とし、0

～256 mg/kg/day を 26 及び 39 週間皮膚塗布した試験、 0～0.07％の濃度で飲水に添加して

26 及び 42 週間投与した試験、p53 ヘテロ欠損マウス（B6.129-Trp53(N12)tmlBnd(＋/－)）の雌雄

各 10～15 匹を 1 群とし、0～0.07％の濃度で飲水に添加して 26 及び 42 週間投与した試験、

0～100 mg/kg/day を 26 及び 41 週間強制経口投与した試験ではいずれも腫瘍の発生増加は

みられなかった。Tg.AC マウスに 0、25、50、100 mg/kg/day を 26 及び 41 週間強制経口投

与した試験では、26 週間投与の 100 mg/kg/day 群の雌の前胃で多発性の扁平上皮乳頭腫の

発生率に有意な増加がみられたが、単発性とあわせた発生率には有意な増加はなかった。

41 週間投与では 25、100 mg/kg/day 群の雌で多発性の扁平上皮乳頭腫の発生率に有意な増

加がみられ、100 mg/kg/day 群では単発性とあわせた発生率も有意に高かった。雄の前胃に

も多発性の扁平上皮乳頭腫はみられたが、対照群と同程度で、発生率の増加を示した腫瘍

はなかった 70) 。この結果から、飲水投与又は強制経口投与した p53 ヘテロ欠損マウスで発

がん性の証拠はなかったと NTP（2007）は結論している。 
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Eker ラット（遺伝性腎癌ラット）雌雄各 8 匹を 1 群とし、0、0.007、0.07％の濃度で飲水

に添加して 4 及び 10 ヶ月間投与（雄 0、3.5、35 mg/kg/day、雌 0、6.5、55.6 mg/kg/day）し

た結果、雄の腎臓では用量に依存して腺腫が増加する傾向にあったが、有意差はなかっ

た 72) 。 

 

雄の Fischer 344 ラット及び B6C3F1 マウスに本物質を 13 週間飲水投与した試験では、

Fischer 344 ラットで大腸癌の前癌病変と考えられている異常腺窩巣（aberrant crypt foci; 

ACF）の発生率や発生数に有意な増加がみられたが、B6C3F1マウスの大腸で ACF の発生は

なかった。さらに、ACF の化学的誘発に感受性の高い A/J マウスに 13、30 週間投与しても

ACF の誘発はなかった 73) 。上記のように、Fischer 344 ラットではコーン油を溶媒として用

いた強制経口投与の試験で大腸癌などの腫瘍を誘発したが、飲水投与の試験では腫瘍の発

生増加がなかったことから、投与方法による影響、高脂肪食による影響について検討した

ところ、これらの要因は本物質による ACF の誘発に無関係であり 74, 75)、ACF の誘発は他の

臭素化トリハロメタンでもみられ、臭素数（1～3 まで）が多いほど ACF の誘発も多いとい

う結果であった 75) 。 

B6C3F1マウスでは雌の肝臓で腫瘍の発生が認められているが、雌の B6C3F1マウスに 0、

300 mg/kg/day を 11 日間強制経口投与した結果、肝臓で DNA メチル化の有意な低下がみら

れた 76) 。また、雄の Fischer 344 ラット及び B6C3F1マウスに 0、50、100 mg/kg/day を 28

日間強制経口投与、0、0.035、0.07％の濃度で 28 日間飲水投与した結果、どちらの投与方

法でもラットの大腸で DNA メチル化の用量及び時間に依存した有意な低下がみられたが、

強制経口投与では 5 日後には既に有意に低下していたのに対し、飲水投与では 7 日後でも

変化は検出されず、マウスの大腸ではどちらの投与方法でも DNA メチル化の低下は誘発さ

れなかった 77) 。このように、DNA メチル化の低下能と大腸癌のプロモーション作用との

関連は閾値のある発がんメカニズムを示唆しており、肝臓での発がんも同様と思われた 77) 。 

なお、U.S.EPA（1993）は雄の B6C3F1マウスに 0、25、50 mg/kg/day を強制経口投与した

時の尿細管腺腫＋腺癌の発生率（1/46、2/49、9/50）に線形多段階モデルを適用し、スロー

プファクターを 6.2×10-2 (mg/kg/day)-1 と算出している 78) 。 

 

○ ヒトに関する発がん性の知見 

アイオワ州で 1986 年に 55～69 才であった閉経後の女性 41,836 人を 1986 年から 1993 年

末まで追跡したコホート調査では、この間に 3,567 人でがんが発生しており、水道水中のク

ロロホルム濃度と大腸がんリスク、全がんリスクの増加との間には用量に依存した有意な

関連がみられたが、本物質やジブロモクロロメタン、ブロモホルムとの間に有意な関連は

なかった 79) 。 

カナダのケベック州で 1980 年から 1993 年の間に小児急性リンパ芽球性白血病と診断さ

れた 0～9 才の小児 491 人、性、年齢、診断時の居住地域でマッチさせた対照群 491 人から

なる症例対照研究では、胎児期及び生後の水道水からのトリハロメタン、金属類、硝酸塩

類の平均曝露、累積曝露との関連について検討した結果、本物質を含むいずれの成分も小

児急性リンパ芽球性白血病と有意な関連はなかった 80, 81) 。 
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カナダで 1994 年から 1997 年の間に膵臓がんと診断された 486 人（うち男性 324 人）、性、

年齢でマッチさせた対照群 3,596 人からなる症例対照研究では、水道水からの総トリハロメ

タン、クロロホルム及び本物質の曝露と膵臓がんとの関連を検討した。その結果、高濃度

の曝露で膵臓がんのリスクが増加するという証拠はなく、潜伏期間として 3、8、13 年を考

慮して検討しても関連は認められなかった 80) 。 

ニューヨーク州の西部地域で直腸癌と診断された男性患者 128 人、性、年齢等でマッチ

させた対照群 253 人からなる症例対照研究では、飲酒や食事等で調整したオッズ比は水道

水からのブロモホルム曝露で 1.85（95％CI: 1.25～2.74）と有意に高く、ジブロモクロロメ

タン及び本物質のオッズ比もそれぞれ 1.78（95％CI: 1.00～3.19）、1.15（95％CI: 1.00～1.32）

で辛うじて有意であった 83) 。また、膀胱がん患者 129 人、対照群 256 人の調査では、総ト

リハロメタン、本物質、クロロホルム、ブロモホルムのそれぞれで膀胱がんと有意な関連

がみられ、このうち、ブロモホルムのオッズ比が最も大きかった 84) 。 

 

（4）健康リスクの評価 

① 評価に用いる指標の設定 

非発がん影響については一般毒性及び生殖・発生毒性等に関する知見が得られている。発

がん性については動物実験で発がん性を示唆する結果が得られているものの、ヒトでの知見

は十分でなく、ヒトに対する発がん性の有無については判断できない。このため、閾値の存

在を前提とする有害性について、非発がん影響に関する知見に基づき無毒性量等を設定する

こととする。 

経口曝露については、中・長期毒性エ）に示したラットの試験から得られた LOAEL 6.1 

mg/kg/day（肝臓の脂肪変性）を LOAEL であるために 10 で除した 0.61 mg/kg/day が信頼性の

ある最も低用量の知見であると判断し、これを無毒性量等として設定する。 

吸入曝露については、中・長期毒性キ）に示したマウスの試験から得られた NOAEL 1 ppm

（尿細管の変性など）を曝露状況で補正して 0.25 ppm（1.7 mg/m3)とし、慢性曝露への補正が

必要なことから 10 で除した 0.17 mg/m3を無毒性量等として設定する。 

 

② 健康リスクの初期評価結果 
 

表 3.3 経口曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露量 予測最大曝露量 無毒性量等 MOE 

経口 

飲料水 0.48 µg/kg/day 未満 1.1 µg/kg/day 

0.61 mg/kg/day ラット 

11 

公共用水

域・淡水 
0.00016 µg/kg/day 

未満の報告 
0.00016 µg/kg/day 

未満の報告 
76,000 超

 
経口曝露については、飲料水を摂取すると仮定した場合、平均曝露量は 0.48 µg/kg/day 未満、

予測最大曝露量は 1.1 µg/kg/day であった。無毒性量等 0.61 mg/kg/day と予測最大曝露量から、

動物実験結果より設定された知見であるために 10 で除し、さらに発がん性を考慮して 5 で除

して求めた MOE（Margin of Exposure）は 11 となる。また、公共用水域・淡水を摂取すると

仮定した場合、平均曝露量、予測最大曝露量はともに 0.00016 µg/kg/day 未満の報告であり、
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詳細な評価を行う
候補と考えられる。

現時点では作業は必要
ないと考えられる。

情報収集に努める必要
があると考えられる。

MOE＝10 MOE＝100［ 判定基準 ］

予測最大曝露量から求めた MOE は 76,000 超となる。なお、過去のデータではあるが、限ら

れた地域の食物データとして報告（1996 年）のあった値の最大値は 0.052 µg/kg/day であった

が、参考としてこれを飲料水とともに摂取すると仮定した予測最大曝露量は 1.2 µg/kg/day と

なり、MOE は 10 となる。 

従って、本物質の経口曝露による健康リスクについては、情報収集に努める必要があると

考えられる。 

 
 

表 3.4 吸入曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露濃度 予測最大曝露濃度 無毒性量等 MOE 

吸入 
環境大気 0.0042 µg/m3程度 0.033 µg/m3程度 

0.17 mg/m3 マウス 
100 

室内空気 － － － 
 
吸入曝露については、一般環境大気中の濃度についてみると、平均曝露濃度は 0.0042 µg/m3

程度、予測最大曝露濃度は 0.033 µg/m3程度であった。無毒性量等 0.17 mg/m3と予測最大曝露

濃度から、動物実験結果より設定された知見であるために 10 で除し、さらに発がん性を考慮

して 5 で除して求めた MOE は 100 となる。 

一方、室内空気中の濃度についてみると、過去のデータではあるが、限られた地域のデー

タとして報告（1994 年）のあった値の最大値は 0.48 µg/m3程度であり、参考としてこれから

算出した MOE は 7 となる。 

従って、本物質の一般環境大気の吸入曝露については、現時点では作業は必要ないと考え

られる。室内空気の吸入曝露については、健康リスクの評価に向けて吸入曝露の情報収集を

行う必要性があると考えられる。 
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４．生態リスクの初期評価 

水生生物の生態リスクに関する初期評価を行った。 

（1）水生生物に対する毒性値の概要 

本物質の水生生物に対する毒性値に関する知見を収集し、その信頼性及び採用の可能性を確

認したものを生物群（藻類、甲殻類、魚類及びその他生物）ごとに整理すると表 4.1 のとおり

となった。 
  

表 4.1 水生生物に対する毒性値の概要 

生物群 
急 

性 
慢 
性 

毒性値 
[µg/L] 

生物名 生物分類／和名
エンドポイント 
／影響内容 

曝露期間

[日] 
試験の

信頼性 
採用の

可能性
文献 No.

藻 類  ○ 802*1 Pseudokirchneriella 
subcapitata 緑藻類 

NOEC  
GRO (RATE) 

3 A A 3) 

  ○  11,600*1 Pseudokirchneriella 
subcapitata 緑藻類 

EC50  
GRO (RATE) 

3 A A 3) 

甲殻類  ○ 791 Daphnia magna オオミジンコ NOEC  REP 21 B C*2 2)-1 

  ○ 2,170 Daphnia magna オオミジンコ NOEC  REP 21 A A 2)-2 

 ○  29,000 Daphnia magna オオミジンコ EC50   IMM 2 A A 2)-1 

魚 類   8,620 Oryzias latipes メダカ LC50   MOR 21 A C 2)-1 

 ○  28,200 Oryzias latipes メダカ LC50   MOR 4 A A 2)-1 

 ○  72,000 Oryzias latipes メダカ LC50   MOR 4 B B 1)-62081

その他 ○  64,000 Xenopus laevis 
アフリカツメ 
ガエル（胚） 

EC50   DVP 4 B B 
4)- 

2015046

  ○  240,000 
Tetrahymena 
pyriformis 

テトラヒメナ属 EC50   GRO 1 B C 1)-11258

 ○  424,000 Xenopus laevis 
アフリカツメ 
ガエル（胚） 

LC50   MOR 4 B B 
4)- 

2015046

毒性値（太字）：PNEC 導出の際に参照した知見として本文で言及したもの 

毒性値（太字下線）： PNEC 導出の根拠として採用されたもの 

試験の信頼性：本初期評価における信頼性ランク 
A：試験は信頼できる、B：試験は条件付きで信頼できる、C：試験の信頼性は低い、D：信頼性の判定不可 
E：信頼性は低くないと考えられるが、原著にあたって確認したものではない 

採用の可能性：PNEC 導出への採用の可能性ランク 
A：毒性値は採用できる、B：毒性値は条件付きで採用できる、C：毒性値は採用できない 

エンドポイント 

EC50 (Median Effective Concentration)：半数影響濃度、LC50 (Median Lethal Concentration)：半数致死濃度、 

NOEC (No Observed Effect Concentration)：無影響濃度 

影響内容 

DVP (Development)：発生（ここでは胚の催奇形性）、GRO (Growth)：生長（植物）、成長（動物）、 

IMM (Immobilization)：遊泳阻害、MOR (Mortality)：死亡、REP (Reproduction)：繁殖、再生産 

毒性値の算出方法 

RATE：生長速度より求める方法（速度法） 

 

*1 文献 2)-1 の 0～48 時間の結果に基づき、試験時の初期実測濃度を用いて、速度法により再計算した値 

*2 NOEC の算出方法が適切でないため採用の可能性を「C」とし、PNEC 導出の根拠としては用いない 
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評価の結果、採用可能とされた知見のうち、生物群ごとに急性毒性値及び慢性毒性値のそれ

ぞれについて最も小さい毒性値を予測無影響濃度 (PNEC) 導出のために採用した。その知見の

概要は以下のとおりである。 

 

1） 藻 類 

環境庁 2)-1は OECD テストガイドライン No.201 (1984) に準拠し、緑藻類 Pseudokirchneriella 

subcapitata（旧名 Selenastrum capricornutum）の生長阻害試験を GLP 試験として実施した。試験

には密閉容器が使用され、設定試験濃度は 0（対照区）、0.512、1.28、3.20、8.0、20.0 mg/L（公

比 2.5）であった。試験溶液の調製にはジメチルスルホキシド (DMSO) 100 mg/L が用いられた。

被験物質の実測濃度は、試験開始時及び終了時において、それぞれ設定濃度の 60.9～65.5%及び

50.5～62.8%であった。毒性値の算出には初期実測濃度が用いられた。0～48 時間の結果に基づ

き、速度法による 72 時間半数影響濃度 (EC50) は 11,600 µg/L、72 時間無影響濃度 (NOEC) は

802 µg/L であった 3)。 

 

2） 甲殻類 

環境庁 2)-1はOECDテストガイドラインNo. 202 (1984) に準拠し、オオミジンコDaphnia magna

の急性遊泳阻害試験を GLP 試験として実施した。試験は半止水式（蓋付容器使用、24 時間後換

水）で行われ、設定試験濃度は 0（対照区）、3.70、6.67、12.0、21.6、38.9、70 mg/L（公比 1.8）

であった。試験用水には、硬度 35.5 mg/L (CaCO3換算) の脱塩素水道水が用いられた。被験物

質の実測濃度は、換水前においても設定濃度の 82.5～93.6%を維持していた。48 時間半数影響

濃度 (EC50)は、設定濃度に基づき 29,000 µg/L であった。 

また、環境省 2)-2 は OECD テストガイドライン No.211 (2008) に準拠して、オオミジンコ

Daphnia magna の繁殖試験を実施した。試験は半止水式（毎日換水）で行われ、設定試験濃度は、

0（対照区）、0.30、0.95、3.0、9.5、30 mg/L（公比 3.2）であった。試験用水には、硬度 250 mg/L 

(CaCO3換算) の Elendt M4 培地が用いられた。被験物質の実測濃度は、0、6、13、20 日目の換

水後において設定濃度の 70～86%、1、7、14、21 日目の換水前において設定濃度の 49～71%で

あった。繁殖阻害（累積産仔数）に関する 21 日間無影響濃度 (NOEC) は、時間加重平均値に

基づき 2,170 µg/L であった。 

 

3） 魚 類 

環境庁 2)-1は OECD テストガイドライン No.203 (1992) に準拠し、メダカ Oryzias latipes の急

性毒性試験を GLP 試験として実施した。試験は半止水式（蓋付容器使用、24 時間毎換水）で行

われ、設定試験濃度は 0（対照区）、19.8、29.6、44.4、66.7、100 mg/L（公比 1.5）であった。試

験用水には、硬度 35.5 mg/L (CaCO3換算) の脱塩素水道水が用いられた。被験物質の実測濃度

は、24 時間後の換水前においても設定濃度の 82.7～91.0%を維持していた。96 時間半数致死濃

度 (LC50) は、設定濃度に基づき 28,200 µg/L であった。 

 

4） その他の生物 

Brennan ら 4)-2015046は、米国 ASTM の試験方法 (FETAX, ASTM E 1439-98, 1998) に準拠し、ア
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フリカツメガエル Xenopus laevis の胚発生毒性試験を実施した。試験は半止水式 (24 時間毎換水) 

で行われ、設定試験濃度は 0（対照区）、25、50、75、150、250、350、450、550 mg/L であった。

試験用水には、酸素を処理した FETAX 溶液が用いられた。被験物質の実測濃度は、設定濃度の

15%以下であった。胚の催奇形性に関する 96 時間半数影響濃度 (EC50) は、実測濃度に基づき

64,000 µg/L であった。 

 

（2）予測無影響濃度（PNEC）の設定 

急性毒性及び慢性毒性のそれぞれについて、上記本文で示した毒性値に情報量に応じたアセ

スメント係数を適用し予測無影響濃度 (PNEC) を求めた。 

 

急性毒性値 

藻 類  Pseudokirchneriella subcapitata 72 時間 EC50（生長阻害） 11,600 µg/L 

甲殻類  Daphnia magna  48 時間 EC50（遊泳阻害） 29,000 µg/L  

魚 類  Oryzias latipes 96 時間 LC50  28,200 µg/L  

その他  Xenopus laevis 96 時間 EC50（胚の催奇形性） 64,000 µg/L  

アセスメント係数：100［3 生物群（藻類、甲殻類、魚類）及びその他の生物について信頼で

きる知見が得られたため］ 

これらの毒性値のうち、その他の生物を除いた最も小さい値（藻類の 11,600 µg/L）をアセス

メント係数 100 で除することにより、急性毒性値に基づく PNEC 値 116 µg/L が得られた。 

 

慢性毒性値 

藻 類 Pseudokirchneriella subcapitata 72 時間 NOEC（生長阻害）  802 µg/L 

甲殻類 Daphnia magna 21 日間 NOEC（繁殖阻害） 2,170 µg/L 

アセスメント係数：100［2 生物群（藻類及び甲殻類）の信頼できる知見が得られたため］ 

2 つの毒性値うち、小さい方（藻類の 802 µg/L）をアセスメント係数 100 で除することにより、

慢性毒性値に基づく PNEC 値 8.0 µg/L が得られた。 

 

本物質の PNEC としては、藻類の慢性毒性値から得られた 8.0 µg/L を採用する。 

 

（3）生態リスクの初期評価結果 

 

表 4.2 生態リスクの初期評価結果 

水 質 平均濃度 最大濃度 (PEC) PNEC 
PEC/ 

PNEC 比

公共用水域・淡水 
0.004 µg/L未満の報告が 

ある (2006) 

0.004 µg/L未満の報告が 

ある (2006) 8.0 

µg/L 

<0.0005

公共用水域・海水 概ね0.004 µg/L未満 (2006) 概ね0.011 µg/L (2006) 0.001 
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注：1) 水質中濃度の（  ）内の数値は測定年度を示す  
   2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む 

 

 

 

本物質の公共用水域における濃度は、平均濃度でみると淡水域で 0.004 µg/L 未満の報告があ

り、海水域では概ね 0.004 µg/L 未満であった。安全側の評価値として設定された予測環境中濃

度 (PEC) は、淡水域で 0.004 µg/L 未満の報告があり、海水域では概ね 0.011 µg/L であった。 

予測環境中濃度 (PEC) と予測無影響濃度 (PNEC) の比は、淡水域で 0.0005 未満、海水域で

は 0.001 となる。 

仮に本物質の表流水、湖沼水及びダム湖水を原水とする水道原水の測定結果 11 µg/L を淡水域

の PEC とすると、PNEC との比は 1 よりも大きな値となる。また、PRTR 届出外排出量の推計

では、下水処理の工程で非意図的に生成されるトリハロメタンの排出量が推計されていない。 

したがって、本物質については情報収集に努める必要があり、環境中濃度の測定が必要と考

えられる。 

 

 

詳細な評価を行う 
候補と考えられる。 

現時点では作業は必要
ないと考えられる。

情報収集に努める必要
があると考えられる。

PEC/PNEC＝0.1 PEC/PNEC＝1［ 判定基準 ］ 
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13 ヘキサメチレン=ジイソシアネート 

 
 

１．物質に関する基本的事項 

（1）分子式・分子量・構造式 

物質名：ヘキサメチレン=ジイソシアネート 

（別の呼称：ヘキサメチレンジイソシアナート、1,6-ジイソシアナートヘキサン、トロネ

ート HD） 
CAS 番号：822-06-0 
化審法官報公示整理番号：2-2863 
化管法政令番号：1-391 
RTECS 番号：MO1740000 

分子式：C8H12N2O2 

分子量：168.19 
換算係数：1ppm = 6.88 mg/m3(気体、25℃) 
構造式： 
 
 
 
 
 

 

 
 

（2）物理化学的性状 

本物質は、常温で無色透明な液体である 1)。 

融点 -67℃ 2) 

沸点 255℃ (760 mmHg) 2) 

密度 1.0528 g/cm3 (20℃) 3) 

蒸気圧 5.3×10-3 mmHg (=0.7 Pa) (20℃) 4) 

分配係数（1-ｵｸﾀﾉｰﾙ/水）(logKow)
加水分解するため、モデル計算による推定は行わな

かった 

解離定数（pKa）  

水溶性（水溶解度） 
加水分解するため、モデル計算による推定は行わな

かった 

（3）環境運命に関する基礎的事項 

本物質の分解性及び濃縮性は次のとおりである。 

生物分解性（分解性が良好と判断される化学物質 5)） 

好気的分解 

分解率：BOD 14% (平均値)、TOC 37% (平均値) 、GC 100% (平均値) 

（試験期間：4 週間、被験物質濃度：100 mg/L、活性汚泥濃度：30 mg/L）6) 

分解率 (逆転条件)：TOC 87% (平均値)6) 

（試験期間：4 週間、被験物質濃度：30 mg/L、活性汚泥濃度：100 mg/L）6) 
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化学分解性 

OH ラジカルとの反応性 （大気中） 

反応速度定数：7.9×10-12 cm3/(分子･sec)（AOPWIN 7) により計算） 

半減期： 8.1～81 時間 （OH ラジカル濃度を 3×106～3×105分子/cm3 8)と仮定し計算）

 

加水分解性 

 半減期： 5 分 (20℃、初期濃度 200 mg/L)、10 分 (20℃、初期濃度 2 mg/L)9)  

（加水分解生成物：ヘキサメチレンジアミン、ポリウレア）9) 

 

生物濃縮性 

生物濃縮係数 (BCF)：加水分解するため、モデル計算による推定は行わなかった 

 

土壌吸着性 

土壌吸着定数 (Koc)：加水分解するため、モデル計算による推定は行わなかった 

 

（4）製造輸入量及び用途 

① 生産量・輸入量等 

本物質の化審法に基づき公表された製造・輸入数量の推移を表 1.1 に示す 10),11),12),13),14)。 

 

表 1.1 製造・輸入数量の推移 

平成(年度) 21 22 23 24 25 

製造・輸入数量(t) a) 24,094b) 36,639c) 36,589 c) 37,617 c) 36,761 c) 

注：a) 平成 22 年度以降の製造・輸入数量の届出要領は、平成 21 年度までとは異なっている。 
b) 製造数量は出荷量を意味し、同一事業所内での自家消費分を含まない値を示す。 
c) 製造数量は出荷量を意味し、同一事業者内での自家消費分を含まない値を示す。 

 

「化学物質の製造・輸入量に関する実態調査」による製造（出荷）及び輸入量を表 1.2 に

示す 15),16),17)。 

表 1.2 製造（出荷）及び輸入量 

平成(年度) 13 16 19 

製造（出荷）及び 
輸入量 

10,000～100,000 t 
/年未満 

10,000～100,000 t 
/年未満 

10,000～100,000 t 
/年未満 

注： 化学物質を製造した企業及び化学物質を輸入した商社等のうち、1 物質 1 トン以上の製造又は輸入

をした者を対象に調査を行っているが、全ての調査対象者からは回答が得られていない。 

 

本物質について、OECD に報告している本物質の生産量は、10,000～100,000 t/年未満、輸

入量は 1,000 t/年未満である。本物質の化学物質排出把握管理促進法（化管法）における製造・

輸入量区分は 100 t 以上である 18)。 
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② 用 途 

本物質はポリウレタン樹脂を製造する際の硬化剤として利用され、これによってつくられ

たポリウレタンは、主にウレタン系塗料として使われている 1)。ポリウレタンはこの他、塗

膜、印刷インキ、接着剤やエラストマー（台車の車輪、ベルトコンベアのベルト等）などに

も使われている 1)。 

 

（5）環境施策上の位置付け 

本物質は、人健康影響の観点から化学物質審査規制法優先評価化学物質（通し番号：43）に

指定されているほか、化学物質排出把握管理促進法第一種指定化学物質（政令番号：391）に指

定されている。 

本物質は有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質に選定されている。 

なお、本物質は旧化学物質審査規制法（平成 15 年改正法）において第二種監視化学物質（通

し番号:1062）に指定されていた。 
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２．曝露評価 

環境リスクの初期評価のため、わが国の一般的な国民の健康や水生生物の生存・生育を確保

する観点から、実測データをもとに基本的には化学物質の環境からの曝露を中心に評価するこ

ととし、データの信頼性を確認した上で安全側に立った評価の観点から原則として最大濃度に

より評価を行っている。 

 

（1）環境中への排出量 

本物質は化管法の第一種指定化学物質である。同法に基づき公表された平成 25 年度の届出

排出量 1)、届出外排出量対象業種・非対象業種・家庭・移動体 2),3)から集計した排出量等を表

2.1 に示す。なお、届出外排出量非対象業種・家庭・移動体の推計はなされていなかった。 

 
表 2.1 化管法に基づく排出量及び移動量（PRTR データ）の集計結果（平成 25 年度）  

大気 公共用水域 土壌 埋立 下水道 廃棄物移動 対象業種 非対象業種 家庭 移動体

全排出・移動量 517 0 0 0 0.3 14,939 0 - - - 517 0 517

ヘキサメチレン＝ジイソシアネート

業種等別排出量(割合) 517 0 0 0 0.3 14,939 0.3 0 0 0

457 0 0 0 0.3 9,030 届出 届出外

(88.4%) (100%) (60.4%) 100% 0%

18 0 0 0 0 4

(3.5%) (0.03%)

16 0 0 0 0 0.6

(3.1%) (0.004%)

15 0 0 0 0 2

(2.9%) (0.01%)

5 0 0 0 0 3

(0.9%) (0.02%)

5 0 0 0 0 5,900

(0.9%) (39.5%)

2 0 0 0 0 0

(0.3%)

0.3

#DIV/0!

届出 届出外　　(国による推計) 総排出量　　(kg/年)

排出量　　(kg/年) 移動量　　(kg/年) 排出量　　(kg/年) 届出

排出量

届出外

排出量
合計

総排出量の構成比(%)

化学工業

プラスチック製品

製造業

輸送用機械器具

製造業

窯業・土石製品

製造業

電気機械器具製造業

倉庫業

精密機械器具製造業

下水道業

 
 

本物質の平成 25 年度における環境中への総排出量は、約 0.52 t となり、すべて届出排出量で

あった。届出排出量はすべて大気へ排出されるとしている。この他に下水道への移動量が

0.0003 t、廃棄物への移動量が約 15 t であった。届出排出量の主な排出源は、化学工業（88%）

であった。 

表 2.1 に示したように PRTR データでは、届出排出量は媒体別に報告されているが、届出外

排出量の推定は媒体別には行われていないため、届出外排出量対象業種の媒体別配分を届出排

出量の割合をもとに行った。届出排出量と届出外排出量を媒体別に合計したものを表 2.2 に示

す。 

 
表 2.2 環境中への推定排出量 

媒  体 推定排出量(kg) 

大  気 

水  域 

土  壌 

517 

0 

0 
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（2）媒体別分配割合の予測 

本物質の媒体別分配割合の予測は、予測に必要な物理化学的性状が得られていないため、行

わなかった。 

 

（3）各媒体中の存在量の概要 

本物質の環境中等の濃度について情報の整理を行った。媒体ごとにデータの信頼性が確認さ

れた調査例のうち、より広範囲の地域で調査が実施されたものを抽出した結果を表 2.3 に示

す。 

 
表 2.3 各媒体中の存在状況 

媒 体 
幾何 

平均値 a) 
算術 

平均値
最小値 最大値 a)

検出 
下限値

検出率 調査地域 測定年度 文 献

                     

一般環境大気  µg/m3 <0.00014 <0.00014 <0.00014 0.00018 0.00014 1/21 全国 2013 4) 
             

室内空気 µg/m3          

             

食物 µg/g          
             

飲料水 µg/L          
             

地下水 µg/L          
             

土壌 µg/g          
             

公共用水域・淡水  µg/L          
             

公共用水域・海水   µg/L          
             

底質(公共用水域・淡水) µg/g          
                      

底質(公共用水域・海水) µg/g          
           

魚類(公共用水域・淡水) µg/g          

           

魚類(公共用水域・海水) µg/g          

             

注：a) 最大値または幾何平均値の欄の太字で示した数字は、曝露の推定に用いた値を示す。 

 

（4）人に対する曝露量の推定（一日曝露量の予測最大量） 

一般環境大気の実測値を用いて、人に対する曝露の推定を行った（表 2.4）。化学物質の人に

よる一日曝露量の算出に際しては、人の一日の呼吸量、飲水量及び食事量をそれぞれ 15 m3、2 

L 及び 2,000 g と仮定し、体重を 50 kg と仮定している。 

 
表 2.4 各媒体中の濃度と一日曝露量 

 媒  体 濃  度 一 日 曝 露 量 

平  大 気   

  一般環境大気 0.00014 µg/m3未満程度(2013) 0.000042 µg/kg/day 未満程度 

均  室内空気 データは得られなかった データは得られなかった 

－338－



13 ヘキサメチレン=ジイソシアネート 

 
 

 媒  体 濃  度 一 日 曝 露 量 

     

平  水 質   

  飲料水 データは得られなかった データは得られなかった 

  地下水 データは得られなかった データは得られなかった 

 公共用水域・淡水 データは得られなかった データは得られなかった 

      

均  食 物 データは得られなかった データは得られなかった 

  土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 

      

  大 気   

  一般環境大気 0.00018 µg/m3程度(2013) 0.000054 µg/kg/day 程度 

  室内空気 データは得られなかった データは得られなかった 

最     

 水 質   

大 飲料水 データは得られなかった データは得られなかった 

 地下水 データは得られなかった データは得られなかった 

値 公共用水域・淡水 データは得られなかった データは得られなかった 

      

  食 物 データは得られなかった データは得られなかった 

  土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 

        

 

人の一日曝露量の集計結果を表 2.5 に示す。 

吸入曝露の予測最大曝露濃度は、一般環境大気のデータから 0.00018 µg/m3程度となった。一

方、化管法に基づく平成 25 年度の大気への届出排出量をもとに、プルーム・パフモデル 5)を用

いて推定した大気中濃度の年平均値は、最大で 0.10 μg/m3 となった。 

経口曝露の予測最大曝露量を算出できるデータは得られなかった。人が環境媒体を経由して

本物質を経口から曝露する可能性は、本物質の高い加水分解性、PRTR データ等を踏まえると、

通常の活動ではないと考えられる。 

 
表 2.5 人の一日曝露量 

 媒 体   平均曝露量（μg/kg/day） 予測最大曝露量（μg/kg/day） 

大 気  
 一般環境大気 0.000042 0.000054 

 室内空気   

   飲料水   

水 質  地下水   

   公共用水域・淡水   

 食 物     

 土 壌     

 経口曝露量合計   

 総曝露量 0.000042 0.000054 

注：1) アンダーラインを付した値は、曝露量が「検出下限値未満」とされたものであることを示す。 
2) 総曝露量は、吸入曝露として一般環境大気を用いて算定したものである。 
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（5）水生生物に対する曝露の推定（水質に係る予測環境中濃度：PEC） 

本物質の水生生物に対する曝露の推定の観点から、水質中濃度を表 2.6 のように整理した。

水質についてデータは得られなかった。本物質の高い加水分解性、PRTR データ等を踏まえる

と、通常の活動では、水生生物が本物質を水質から曝露する可能性はないと考えられる。 

 
表 2.6 公共用水域濃度 

水 域 平  均 最 大 値 
 

淡 水 
 

海 水 
 

データは得られなかった 
 

データは得られなかった 

データは得られなかった 
 
データは得られなかった 

   注：1) （  ）内の数値は測定年度を示す。 
2)  淡水は河川河口域を含む。 
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３．健康リスクの初期評価 

健康リスクの初期評価として、ヒトに対する化学物質の影響についてのリスク評価を行った。 

（1）体内動態、代謝 

モルモットに 14C でラベルした本物質 0.034 mg/m3を 1 時間吸入させた結果、放射活性は速や

かに血液中に現れて直線的に増加し、2～4 時間後にピークに達した後は急速に減少したが、微

量の放射活性は 72 時間後も血液中にみられた 1) 。 

ヒトでは、ボランティア 5 人に 0.025 mg/m3の本物質を 7.5 時間吸入させた結果、本物質の吸

入量は平均で約 0.1 mg と見積もられ、28 時間で吸入量の 11～21％がヘキサメチレンジアミン

（HDA。尿を加水分解して検出。）として尿中に排泄された。尿中排泄量の 90％超が曝露時間

内及び曝露後約 4 時間以内に排泄されており、尿中 HDA 濃度の半減期は 1.2 時間（1.1～1.4 時

間）であった。血漿からは加水分解しても HDA は検出されなかった 2) 。ボランティア 3 人に

0.0119 mg/m3を 2 時間吸入させ、その翌々日に 0.0205 mg/m3を 2 時間、さらに翌々日に 0.0221 

mg/m3を 2 時間吸入させ、初回曝露の前日（夕方）から 16 日間尿を採取して尿中への排泄を検

討した。その結果、尿中から本物質は検出されなかったが、アルカリで加水分解した尿から HDA

が認められ、最大の排泄速度は曝露の直後～30 分後までにみられた。本物質の推定吸収量と

HDA の尿中排泄量には関連があり、吸収量の 39％（9～94％）が HDA として尿中に排泄され、

半減期は 2.5 時間（1.0～4.3 時間）であった。なお、加水分解後の血漿から HDA は検出されな

かった 3) 。 

本物質を含む塗料を取り扱う塗装労働者 46人の調査では、加水分解した血漿の 76％からHDA

が検出され、本物質の吸入曝露濃度と血漿 HDA 濃度との関連は採血日の曝露濃度を用いた場合

よりも、採血の 20～60 日前の曝露濃度を用いた方が良好であった。また、経皮曝露との関連に

ついても、20～60 日前の曝露濃度を用いた方が良好であった。このため、血漿の HDA 濃度は

本物質曝露のバイオマーカーとして有効と考えられた 4) 。 

 

（2）一般毒性及び生殖・発生毒性 

① 急性毒性 

表 3.1 急性毒性 5) 

動物種 経路 致死量、中毒量等 
ラット 経口 LD50 710 µL/kg 
マウス 経口 LD50 350 mg/kg 
ラット 吸入 LCLo 60 mg/m3 (4hr) 
ラット 吸入 LC50 124 mg/m3 (4hr) 
ラット 吸入 LC50 462 mg/m3 (4hr) 
マウス 吸入 LC50 30 mg/m3 
ウサギ 経皮 LD50 570 µL/kg 

注：（ ）内の時間は曝露時間を示す。 

 

本物質は眼、皮膚、気道を刺激する。許容濃度をはるかに超えると呼吸器感作を起こすこ

とがある。吸入すると灼熱感、咳、息苦しさ、息切れ、咽頭痛を生じ、皮膚に付くと発赤、

皮膚熱傷、水疱、眼に入ると発赤、痛み、眼瞼腫脹を生じる 6) 。 
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② 中・長期毒性 

ア）Sprague-Dawley ラット雄 6 匹に 5％の濃度でピーナッツ油に添加した本物質 300 mg/kg/day

を 2 週間（5 日/週）強制経口投与した結果、下痢と流涎がみられたが、死亡はなかった。1

週目には全数で体重の減少がみられたが、2 週目には散発的にみられる程度となり、ほとん

どが体重増加に転じ、10 日間の回復期間を設けた 3 匹では毒性徴候はみられなかった。投

与期間終了後の組織検査で潰瘍性の胃炎がみられたが、回復期間終了後の検査では胃炎は

回復過程にあった 7) 。 

イ）Beagle 犬雌 2 匹に 0.27～1.43 ppm を 10 日間に 6 回（2 時間/回）吸入させた結果、毎回の

曝露で流涙や鼻舐め、泡沫状物質の吐出、嘔吐がみられ、鼻、喉、眼に対する重度の刺激

を認めた 7) 。 

ウ）Sprague-Dawley ラット雄 4 匹を 1 群とし、0、30 ppm を 2 週間（4 時間/日、5 日/週）吸

入させた結果、30 ppm の全数で呼吸障害、1 匹で角膜の混濁がみられ、1 匹が曝露期間内、

1 匹が回復期間（曝露期間終了 6 日後）に死亡した。組織検査では、曝露期間内に死亡した

1 匹で化膿性の気管支閉塞を伴った気管支炎、回復期間に死亡した 1 匹で気管支肺炎と角膜

潰瘍がみられた。30 ppm 群で曝露期間終了後に屠殺した 1 匹では組織に異常はなかったが、

10 日間の回復期間後に屠殺した 1 匹では気管支肺炎がみられた。対照群では組織に異常は

なかった 7) 。この結果から、LOAEL を 30 ppm（曝露状況で補正：3.57 ppm）とする。 

エ）Sprague-Dawley ラット雌雄各 10 匹を 1 群とし、0、0.0048、0.0175、0.15、0.3 ppm を 3

週間（5 時間/日、5 日/週）吸入させた結果、0.0175 ppm 以上の群の雌雄で曝露時に眼や鼻

の刺激がみられたが、各群に死亡はなく、体重や血液、血液生化学、尿にも影響はなかっ

た。0.3 ppm 群の雄で腎臓の絶対及び相対重量、雌で腎臓及び肝臓の絶対及び相対重量に有

意な減少を認めた。0.3 ppm 群の 80～90％で中程度、0.15 ppm 群の 50～70％でやや中程度

の鼻腔の傷害（出血、急性炎症、扁平上皮化生、上皮壊死、杯細胞の過形成）を認め、扁

平上皮化生、上皮壊死の発生率増加は 0.0175 ppm 群の雄にもみられた。また、0.0175 ppm

以上の群の雄の気管で上皮過形成の発生率増加（用量依存性なし）もみられた 8) 。この結

果から、NOAEL を 0.0048ppm（曝露状況で補正：0.00071 ppm）とする。 

オ）Wistar ラット雄 20 匹を 1 群とし、0、0.2、2 ppm を 4 週間（4 時間/日、5 日/週）吸入さ

せた結果、2 ppm 群で体重増加の有意な抑制、副腎及び精巣の相対重量の有意な増加、肺

組織の変化（具体的記載なし）を認めた。血液、血液生化学、尿の検査結果には異常はな

かった 9) 。この結果から、NOAEL を 0.2 ppm（曝露状況で補正：0.0238 ppm）とする。 

カ）Fischer 344 ラット雌雄各 20 匹を 1 群とし、0、0.01、0.04、0.14 ppm を 13 週間（6 時間/

日、5 日/週）吸入させた結果、0.01 ppm 以上の群の雌雄で半数以上に眼の刺激（流涙を含

む）がみられたが、体重や血液、血液生化学、尿、臓器の外観や重量に影響はなかった。

組織検査では、0.01 ppm 以上の群の雌雄の鼻腔で扁平上皮化生の発生率に用量依存性の増

加を認め、0.04 ppm 以上の群の雌及び 0.14ppm 群の雄の鼻腔で炎症の発生率に増加がみら

れた。なお、0.01 ppm 以上の群の雌雄の頚部リンパ節、腸間膜リンパ節で過形成の発生率

に増加がみられたが、用量依存性の変化ではなかった 10) 。この結果から、LOAELを 0.01 ppm

（曝露状況で補正：0.00179 ppm）とする。 
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キ）Fischer 344 ラット雌雄各 60 匹を 1 群とし、0、0.005、0.025、0.164 ppm を 2 年間（6 時間

/日、5 日/週）吸入させた結果、0.164 ppm 群の雄で 1 年目に一過性の眼の刺激がみられ、

0.164 ppm 群の雌で体重増加の有意な抑制、軽度の貧血（赤血球数、ヘマトクリット値、ヘ

モグロビン濃度の有意な減少、網赤血球の有意な増加）を認めた。鼻腔では、0.025 ppm 以

上の群の雌雄で嗅上皮の変性、0.164 ppm 群の雌雄で角化亢進、壊死、びらん、潰瘍の発生

率に増加を認め、嗅上皮変性の発生率と重症度については用量依存性があった。また、0.025 

ppm 以上の群の雌雄の肺で肺胞上皮の増生、間質性肺炎、肺胞マクロファージの集積の発

生率に増加を認めたが、明瞭な用量依存性はなかった 11) 。この結果から、NOAEL を 0.005 

ppm（曝露状況で補正：0.00089 ppm）とする。 

 

③ 生殖・発生毒性 

ア）Fischer 344 ラット雌雄各 20 匹を 1 群とし、0、0.01、0.04、0.14 ppm を 13 週間（6 時間/

日、5 日/週）吸入させた結果、各群の雌雄で生殖器に影響はなかった 10) 。 

イ）Sprague-Dawley ラット雌雄各 15 匹を 1 群とし、0、0.005、0.053、0.299 ppm を交尾前 14

日から雄は交尾期間、雌は妊娠期間を通して吸入（6 時間/日）させた結果、各群の生殖・

発生パラメーターに影響はなかった 12, 13) 。この結果から、NOAEL を 0.299 ppm（曝露状況

で補正：0.075 ppm）以上とする。 

ウ）Sprague-Dawley ラット雌 30 匹を 1 群とし、0、0.005、0.052、0.308 ppm を妊娠 0 日から

19 日まで吸入（6 時間/日）させた結果、黄体数や着床数、着床前及び着床後の胚損失率、

胎仔の体重等に影響はなく、奇形や変異の発生率増加もなかった 14, 15) 。この結果から、

NOAEL を 0.308 ppm（曝露状況で補正：0.075 ppm）以上とする。 

 

④ ヒトへの影響 

ア）男性ボランティア 3 人に本物質を短時間曝露させた結果、0.001 ppm では誰も臭気を検知

できず、0.005 ppmで 1人がかろうじて臭気を検知し、0.01 ppmでは全員が臭気を感知した。

0.02 ppm では 2 人が軽度の眼の刺激を訴え、0.1 ppm では強い臭気と眼、喉の顕著な刺激を

訴え、曝露時間が長引くと不快を訴えた 9) 。 

イ）本物質を含むポリウレタン塗料を使用した 51 歳男性労働者の症例では、数時間内に発汗

と喘鳴が現れ、作業時にマスクを着用しても、6 ヶ月後に当該塗料の使用を止めるまでは曝

露の度に症状が再発した。その後 2.5 年間、ポリウレタン塗料関連のフュームに時々接触す

ると、類似の症状が現れた。それ以来、イソシアネート類との接触を一切断ったが、喘鳴

のない労作性呼吸困難によって作業がかなり制限されるようになった。胸部 X 線検査の結

果は正常であったが、肺機能検査では肺拡散能及びコンプライアンスの低下を伴った中程

度の気道閉塞がみられ、肺線維症が示唆された 16) 。 

ウ）トルエンジイソシアネート（TDI）の曝露履歴がある労働者 9 人に実施した本物質のパッ

チテストでは、3 人が陽性反応を示したが、そのうち 2 人は本物質の曝露履歴がなかったこ

とから、TDI の交差反応と考えられた 17) 。 

エ）スウェーデンの自動車工場で本物質やそのトリマーを含むイソシアネート類に曝露され

た塗装工程の男性労働者 41 人、許容濃度（5 µg/m3）を超える粉じんに曝露されたメッキ工
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程の男性労働者 48 人、イソシアネート類等に非曝露の男性整備士 70 人を対象とした肺機

能検査では、塗装労働者でクロージングボリューム（CV）の有意な増加を認め、末梢気道

病変が示唆された。なお、本物質の濃度は約 1.0 µg/m3、トリマーの気中濃度は平均で 115 

µg/m3であり、塗装労働者の CV は月曜日から金曜日にかけて増加する傾向にあった 18) 。6

年後に塗装労働者 36 人と対照群 115 人で実施したフォローアップ調査では、非喫煙者では

両群の肺機能に有意差はなかったが、喫煙者及び前喫煙者間で比較すると、塗装労働者で

肺機能（努力肺活量、1 秒量、肺活量）の有意な低下を認めた 19) 。 

オ）アメリカの化学工場で本物質に曝露した労働者 32 人、年齢や性でマッチさせた非曝露の

対照群 32 人の調査では、肺機能（努力肺活量、1 秒量）に有意な差はなく、1991～1997 年

の経時変化についても有意差はなかった 20) 。さらに対象者を増やし、他の化学工場も追加

して、曝露群及び対照群の各 100 人について過去 19 年間の肺機能検査結果を調べた結果、

加齢に伴う肺機能の低下はみられたが、本物質による影響はなく、喘息患者の発生もなか

った。過去 20 数年間における本物質の気中濃度は不検出～31 ppb（平均 0.78 ppb）であり、

ACGIH の曝露限界閾値（TLV）5 ppb（0.034 mg/m3）を十分下回っていた 21) 。 

カ）イランの自動車塗装工場の調査では、本物質の気中濃度は日平均で 0.42 mg/m3（0.26～0.79 

mg/m3）、週平均で 0.13 mg/m3（0.04～0.27 mg/m3）であり、TLV の 10 倍を超える曝露があ

った。1 週間にわたって労働者 43 人の最大呼気流量（PEF）を測定（始業時、就業時）し

た結果、全員で週始めから週末にかけて PEF の低下がみられ、11 人で 0～10％、15 人で 10

～20％、17 人で 20％以上の低下であった。また、始業時の PEF に比べ、就業時の PEF は

有意に低かった。このため、本物質による呼吸機能の低下が強く示唆された 22) 。 

 

（3）発がん性 

① 主要な機関による発がんの可能性の分類 

国際的に主要な機関での評価に基づく本物質の発がんの可能性の分類については、表 3.2

に示すとおりである。 
 

表 3.2 主要な機関による発がんの可能性の分類 

機 関 (年) 分  類 

WHO IARC －  

EU EU －  

 EPA －  

USA ACGIH －  

 NTP － 

日本 日本産業衛生学会 －  
ドイツ DFG －  

 

② 発がん性の知見 

○ 遺伝子傷害性に関する知見 

in vitro 試験系では、代謝活性化系（S9）添加の有無にかかわらずネズミチフス菌 23～26) 、

酵母 23) 、チャイニーズハムスター卵巣細胞（CHO）26, 27) で遺伝子突然変異を誘発しなかっ
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た。 

in vivo 試験系では、吸入曝露したマウスの骨髄細胞で小核を誘発しなかった 26, 28) 。 

 

○ 実験動物に関する発がん性の知見 

Fischer 344 ラット雌雄各 60 匹を 1 群とし、0、0.005、0.025、0.164 ppm を 2 年間（6 時間

/日、5 日/週）吸入させた結果、腫瘍の発生率に有意な増加はなかった 11) 。 

 

○ ヒトに関する発がん性の知見 

ヒトでの発がん性に関して、知見は得られなかった。 

 

（4）健康リスクの評価 

① 評価に用いる指標の設定 

非発がん影響については一般毒性及び生殖・発生毒性等に関する知見が得られているが、

発がん性については十分な知見が得られず、ヒトに対する発がん性の有無については判断で

きない。このため、閾値の存在を前提とする有害性について、非発がん影響に関する知見に

基づき無毒性量等を設定することとする。 

経口曝露については、無毒性量等の設定ができなかった。 

吸入曝露については、中・長期毒性キ）に示したラットの試験から得られた NOAEL 0.005 

ppm（嗅上皮の変性）を曝露状況で補正した 0.00089 ppm（0.0061 mg/m3）が信頼性のある最

も低濃度の知見と判断し、これを無毒性量等に設定する。 

 

② 健康リスクの初期評価結果 
 

表 3.3 経口曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露量 予測最大曝露量 無毒性量等 MOE 

経口 
飲料水 － － 

－  
－ 

地下水 － － － 
 

経口曝露については、無毒性量等が設定できず、曝露量も把握されていないため、健康リ

スクの判定はできなかった。 

なお、本物質の環境中への総排出量は 0.517 t であり、すべてが大気に排出されていたこと、

水中では速やかに加水分解されることから、本物質の経口曝露については、健康リスクの評

価に向けて経口曝露の情報収集等を行う必要性は低いと考えられる。 
 
 

表 3.4 吸入曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露濃度 予測最大曝露濃度 無毒性量等 MOE 

吸入 
環境大気 0.00014 µg/m3未満程度 0.00018 µg/m3程度 

0.0061 mg/m3 ラット 
3,400 

室内空気 － － － 
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詳細な評価を行う
候補と考えられる。

現時点では作業は必要
ないと考えられる。

情報収集に努める必要
があると考えられる。

MOE＝10 MOE＝100［ 判定基準 ］

吸入曝露については、一般環境大気中の濃度についてみると、平均曝露濃度は 0.00014 µg/m3

未満程度、予測最大曝露濃度は 0.00018 µg/m3 程度であった。無毒性量等 0.0061 mg/m3と予測

最大曝露濃度から、動物実験結果より設定された知見であるために 10 で除して求めた MOE

は 3,400 となる。一方、化管法に基づく平成 25 年度の大気への届出排出量をもとに推定した

高排出事業所近傍の大気中濃度（年平均値）の最大値は 0.10 µg/m3 であったが、参考として

これから算出した MOE は 6 となる。 

従って、本物質の一般環境大気の吸入曝露については、健康リスクの評価に向けて吸入曝

露の情報収集等を行う必要性があると考えられる。 
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４．生態リスクの初期評価 

本物質は、ポリウレタン樹脂の硬化剤として利用されている。化管法に基づき公表された本

物質の環境中への総排出量は約 0.52 t であり、届出排出量（約 0.52 t）は全て大気へ排出されて

いるが、本物質の高い加水分解性（半減期は 5～10 分）や一般環境大気の実測値を踏まえると

大気中へ排出された本物質が公共用水域の水質から検出される可能性はないと考えられる。 

本物質を取り扱う事業所から搬出された廃棄物に含まれる本物質の移動量（約 15 t）の環境

中への排出は明らかではないが、本物質の高い加水分解性（半減期は 5～10 分）より、通常の

活動では、水生生物が本物質を水質から曝露する可能性はないと考えられる。 

また、本物質を被験物質とした水生生物に対する毒性試験の結果は表 4.1 のとおりであるが、

得られた毒性値は本物質の加水分解生成物の毒性を示していると考えられ、本物質の毒性を反

映しているとは考えられない。 

したがって、本物質の水生生物に対する生態リスク初期評価は行わなかった。 

加水分解生成物を対象物質とする生態リスク初期評価を行う必要性については、別途検討す

る必要があると考えられる。なお、本物質の加水分解生成物のうちヘキサメチレンジアミン

（別の呼称：1,6-ヘキサンジアミン、CAS 番号：124-09-4）については、第 4 次とりまとめで生

態リスク初期評価の結果を公表しており、予測環境中濃度 (PEC) の設定ができなかったため、

「リスクの判定ができない」 (PNEC には、オオミジンコの繁殖阻害に関する NOEC から得ら

れた 42 μg/L を採用) としている。 

 
表 4.1 本物質を被験物質とした毒性試験結果（参考） 

生物群 
急 

性 

慢 

性 

毒性値 

[µg/L] 
生物名 生物分類／和名

エンドポイント

／影響内容 

曝露期間 

[日] 
Reliability*1 文献 No.

藻 類  ○ 11,700 
Desmodesmus 
subspicatus 

緑藻類 
NOEC  
GRO(RATE) 

3 2 1) 

 ○  >77,400 
Desmodesmus 
subspicatus 

緑藻類 
EC50  
GRO(RATE) 

3 2 1) 

甲殻類   ≧89,100 Daphnia magna オオミジンコ EC0  IMM 2 2 1) 

魚 類   ≧82,800 Danio rerio 
ゼブラフィッシ

ュ 
LC0  MOR 4 2 1) 

その他   ― ― ― ― ― ― ― 

エンドポイント 

EC0 (0% Effective Concentration)：0%影響濃度、EC50 (Median Effective Concentration)：半数影響濃度、 

LC0 (0% Lethal Concentration)：0%致死濃度、NOEC (No Observed Effect Concentration) ：無影響濃度 

影響内容 

GRO (Growth)：生長（植物）、IMM (Immobilization)：遊泳阻害、MOR (Mortality)：死亡 

毒性値の算出方法 

RATE：生長速度より求める方法（速度法） 

 

*1 数値は SIAR (SIDS Initial Assessment Report) (OECD, 2002) に記載されている Klimisch code を示す 
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本物質は、第 6 次とりまとめで生態リスク初期評価結果が公表されているが、健康リスク初

期評価を行うとともに、生態リスクについても再度初期評価を行った。 

１．物質に関する基本的事項 

（1）分子式・分子量・構造式 

1) ほう素 

物質名： ほう素 
CAS 番号：7440-42-8 
化審法官報公示整理番号： 
化管法政令番号：1-405 (ほう素化合物として) 
RTECS 番号：ED735000 

元素記号：B 

原子量：10.81 
換算係数：1 ppm = 0.44 mg/m3 (気体、25℃) 

 

No 物質名 CAS No. 
化審法官報公

示整理番号 
RTECS 番号 分子量 化学式 

2) ほう酸 10043-35-3 1-63（ほう酸） ED4550000 61.83 B(OH)3 

3) 四ほう酸ナトリウム 1330-43-4
1-69（ほう酸 
ナトリウム） 

ED4588000 201.22 Na2B4O7 

4) 過ほう酸ナトリウム 7632-04-4 1-826 SC7310000 81.80 NaBO3 

5) 三酸化二ほう素 1303-86-2
1-71（三酸化 
ほう素） 

ED7900000 69.62 B2O3 

6) 三ふっ化ほう素 7637-07-2 1-44 ED2275000 67.81 BF3 

7) 
メタほう酸ナトリウ

ム 
7775-19-1 － ED4640000 65.80 NaBO2 

8) メタほう酸バリウム 13701-59-2 1-40 CQ9570000 222.95 Ba(BO2)2

（2）物理化学的性状 

本物質の性状は以下の通りである。 
No 化学式 性状 
1) B 黒色の極めて硬い光沢ある結晶である 1)。 
2) B(OH)3 常温で無色透明又は白色の固体である 2)。 
3) Na2B4O7 吸湿性を有する無色ガラス状固体である（無水塩）3)。 
4) NaBO3 白色、無臭の結晶または粉末 4) 
5) B2O3 白色の粉末またはガラス質結晶である 4)。 
6) BF3 刺激臭を有する無色の気体である 5)。 
7) NaBO2 無色柱状晶（無水塩）3) 
8) Ba(BO2)2 常温で白色の結晶性固体 6) 

 
No 化学式 融点 沸点 密度  

1) B 
2,077℃7)、2,300℃8)、

2,190℃9) 
4,000℃7)、 
3,660℃9) 

2.34 g/cm3 7) 、2.35 g/cm3 8) 

[14] ほう素及びその化合物 
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No 化学式 融点 沸点 密度  

2) B(OH)3 
170.9℃7)、～171℃ 8) 、
171℃9) 、>1000℃10) 

1.5 g/cm3 7)、1.48 g/cm3 8)、1.5172 g/cm3 

9) 、1.435 g/cm3 9) 、1.489×106 g /m3 

(23℃) 10) 

3) Na2B4O7 
743℃7)、741℃9)、

>1000℃11) 
1575℃7), 9) 2.4g/cm3 7)、2.367 g/cm3 9)、2.3544×106 

g/m3 (26℃)、1.742×106 g/m3 11) 
4) NaBO3 60℃(分解) 7)  

5) B2O3 
450℃7)、450℃(結晶)8) , 

9)、>400℃12) 
～1860℃9) 2.55 g/cm3 7)、2.46 g/cm3 (結晶) 8) , 9)、

1.8g/cm3 (無定形) 8) , 9)、1.838 ×106 g 
/m3 (21.5℃) 12) 

6) BF3 

-126.8℃7) 、-127.1℃9) -99.9℃7) 、
-127.1℃8) 、
-100.4℃8)、

-101℃ 9)  

0.002772 g/cm3 7) 

7) NaBO2 
966℃7) , 9)、 
>500℃13) 

1,434℃7) , 9) 2.46 g/cm3 7) 、2.464g/cm3 9)、1.799 
g/cm3(20℃) 13) 

8) Ba(BO2)2 1367.5～1482.5℃6)  約 0.714 g/cm3(25℃) 6) 

 

No 化学式 蒸気圧 log Kow 
解離定数 

(pKa) 
1) B 0.0119 mmHg(=1.58 Pa)(2,140℃) 8)  

2) B(OH)3 

7.4×10-7 mmHg(=9.9 ×105Pa) (25℃) 10) -0.757(25℃)14)、

-1.09 (22℃、pH 
7.5) 10) 

pKa1=9.27(20℃)7)、

pKa2>14 (20℃)7) 、
9.42 8)、

9.15(25℃)14)、8.94 
(20℃) 10) 

3) Na2B4O7 
 -1.53 (22℃、pH 

7.5) 11) 
 

4) NaBO3   
5) B2O3   
6) BF3   
7) NaBO2   
8) Ba(BO2)2 8.1×10-7 mmHg(=1.1×10-4 Pa)(25℃) 6) 0.69897 6) 約 8.9 (25℃) 6) 

 
No 化学式 水溶性(水溶解度) 
1) B 不溶 7), 8), 9) 
2) B(OH)3 5.80×104 mg/1000g (25℃) 7)、4.72×104 mg/1000g (20℃) 9) 

3) Na2B4O7 
3.17×104 mg/1000g (25℃) 7)、3.13×104 mg/1000g (25℃) 9) 、4.974×104 mg /L (20℃、
pH 9.69) 11) 

4) NaBO3 2.699×105 mg/1000g(21℃、4 水和物) 5) 
5) B2O3 2.2×104 mg/1000g (20℃) 7)、4.72 ×104 mg/1000g (20℃) 9) 

6) BF3 3.32×106 mg/1000g (0℃) 8) , 9)  

7) NaBO2 2.2×105 mg/1000g (25℃) 9)、2.0×105 mg/L (20℃)15)、30.02 vol% 13) 

8) Ba(BO2)2 約 822 mg/L (25℃) 6) 

 

（3）環境運命に関する基礎的事項 

①大気 

無機ほう素化合物は非揮発性であると考えられており、一般大気中では粒子態でのみ存在
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するとされている 16)。粒子態は湿性沈着及び乾性沈着により大気から除去されるとされてい

る 16)。いくつかの有機ほう素化合物とハロゲン化ほう素は揮発性であるが、これら物質は速

やかに加水分解されるため、環境中では残留しないとされている 16)。 

 

②水域 

ほう素原子は陰性原子、特に酸素原子と安定した結合を作る傾向が有るとされている 16)。

環境中において、還元ほう素化合物(ハロゲン化、水素化、アルキル化及びアリール化物)は

速やかに酸化又は加水分解され、様々な形の酸化物に変換されると考えられている 16)。水中

において、通常ほう素化合物はほう酸又はほう酸塩イオンの形で存在している 16)。中性付近

の環境水中では、非解離のほう酸が無機ほう素の主な成分である 16)。ほう酸は水中において

電子受容体(Lewis 酸)として働き、水から水酸化物イオンを受容し 3 価の B(OH)4
-イオンを生

成する 16)。ほう酸濃度が 0.1 mol/L以上の溶液では重合体が形成される 16)。ほう素化合物は底

質や土壌中に吸着され、吸着力は pH に依存する 16)。pH が 7.5 から 9.0 付近において吸着力

は一番強い 16)。従って、非結晶性アルミニウムや酸化鉄、水酸化鉄を高濃度で含む土壌や底

質において、ほう素化合物の吸着力は顕著である 16)。 

ほう酸は化審法の既存化学物質安全性点検により、難分解性ではあるが高濃縮性ではない

と判断されている 17)。生物濃縮係数（BCF）は以下の通りである。 

<3.2（試験生物：コイ、試験期間：4 週間、試験濃度：5 mg/L）18) 

<33（試験生物：コイ、試験期間：4 週間、試験濃度：0.5 mg/L）18) 

 （備考：定常状態における BCF は試験濃度 5 mg/L で<3.2、0.5 mg/L で<33 である 18)。） 

 

酸化ほう素は水と反応してほう酸を生成する際に発熱する 19)。 

 

過ほう酸ナトリウムは、室温で加水分解し、分解生成物のメタほう酸ナトリウムと過酸化

水素とは平衡状態にある。メタほう酸ナトリウムは、環境中の温度や pH でほう酸となる 20)。 

三ふっ化ほう素は水中ではオキシフルオロほう酸、オキシフルオロほう酸ヒドロニウム塩

を生成し、さらに部分的に加水分解してジオキシフルオロほう酸、ふっ化水素を生成する 21)。  

 

③陸域 

ほう素化合物の土壌への吸着性を作用するものとして、土壌の化学的組成、pH、塩分濃

度、有機炭素含有量、酸化鉄及び酸化アルミニウム含有量、水酸化鉄及び水酸化アルミニウ

ム含有量、粘土含有量がある 16)。ほう素化合物の土壌への吸着性は幅広く、可逆的から不可

逆的まで及ぶとされている 16)。非結晶性アルミニウム、酸化鉄、水酸化鉄濃度が高い土壌で

は吸着性が高いとされている 16)。無機ほう素は非揮発性であり、土壌表面からは揮発しない

とされている 16)。生物的な分解は報告されていない 16)。 
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（4）製造輸入量及び用途 

①生産量等 

ほう素のマテリアルフローを図 1 に示す 22)。 
＜最終製品＞＜原料＞ ＜中間製品＞ ＜主要応用製品＞ ＜リサイクル＞

ボロン鉱石 ガラス長繊維

ガラス短繊維

ほうけい酸ガラス

釉薬

フェロボロン

医薬

（建築物、冷蔵庫他）

（自動車、液晶ディスプレー他）

（目薬、消毒薬等）

（陶磁器他）

リサイクルなし

リサイクルなし

リサイクルなし

リサイクルなし

輸入量 36,032
(5,686)

防虫剤

Γ線遮蔽ブロック

金属表面処理剤

ファインセラミックス等

ほう砂（無水、10水塩）

ほう酸

（FRP船、プリント基板他）

（低合金鋼、磁石、アモ
ルファス鉄心等）

（ゴキブリ防虫剤等）

（溶融塩浴等）

（原子炉遮蔽壁）

（潤滑剤、研磨材他）

リサイクルなし

リサイクルなし

リサイクルなし

ガラス屑として
リサイクル

リサイクルなし

アモルファス
変圧器鉄心の
リサイクルあり

輸入量 33,505
(4,452)

輸入量 111,514
(19,504)

289,891

202,646

 
                                    量の単位：()内は B純分ｔ 

                                           その他はマテリアル量ｔ 

＊一部改変 

図 1 ほう素のマテリアルフロー(2010) 

 

ほう素化合物の化審法に基づき公表された製造・輸入数量の推移を表 1.1 に示

す 2 3 ) , 2 4 ) ,2 5 ) , 2 6 )。  

 

表 1.1 製造・輸入数量（t）の推移 

平成（年度） 22 23 24 25 

ほう酸 100,000 100,000 100,000 100,000 

ほう酸ナトリウム 40,000 40,000 30,000 30,000 

三酸化ほう酸 5,000 5,000 4,000 3,000 

ほうふっ化リチウム錯塩 1,000 未満 1,000 未満 X 1,000 未満 

三塩化ほう素 1,000 未満 1,000 未満 1,000 未満 1,000 未満 

ほうふっ化スズ 1,000 未満 1,000 未満 1,000 未満 1,000 未満 

炭化ほう素 1,000 未満 1,000 未満 1,000 未満 1,000 未満 

ほう酸カルシウム 1,000 未満 1,000 未満 1,000 未満 1,000 未満 

ほう酸カリウム 1,000 未満 1,000 未満 1,000 未満 1,000 未満 

窒化ほう素 1,000 未満 1,000 未満 1,000 未満 1,000 未満 

ほう酸亜鉛 1,000 未満 1,000 未満 1,000 未満 1,000 未満 

メタほう酸バリウム X 1,000 未満 X 1,000 未満 

三ふっ化ほう素 X 1,000 未満 X X 
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平成（年度） 22 23 24 25 

ほうふっ化水素酸 X 1,000 未満 1,000 未満 1,000 未満 

ほうふっ化アンモニウム X 1,000 未満 X 1,000 未満 

ほうふっ化カリウム X 1,000 未満 1,000 未満 1,000 未満 

ほう酸アンモニウム X 1,000 未満 1,000 未満 1,000 未満 

過ほう酸ナトリウム －c) 1,000 未満 1,000 未満 1,000 未満 

ほう酸アルミニウム X X －c) －c) 

ほう化クロム X X －c) －c) 

ほう化チタン X X X X 

ほう化タングステン X X X X 

ほうふっ化銅 X X X X 

ほうふっ化ナトリウム X  X 1,000 未満 X 

ほうふっ化鉛 X X X X 

ほうふっ化亜鉛 X X X X 

水素化ホウ素カリウム X X X X 

リン酸ほう素 X X X X 

ほう化モリブデン －c) X X X 

ほう化ジルコニウム －c) X －c) －c) 
注：a) 製造数量は出荷量を意味し、同一事業者内での自家消費分を含んでいない値を示す。 
    b) 届出事業者が 2 社以下のため、製造・輸入数量は公表されていない。 
    c) 公表されていない。 

 

過ほう酸ナトリウムの平成 16 年における生産量は 1,000 t/年（推定）、平成 17 年から平成

25 年における生産量は 600 t/年（推定）とされている 27)。ほう酸亜鉛の平成 16 年から平成 25

年における生産量は 20 t/年、ほう酸アンモニウムの平成 16 年から平成 25 年における生産量

は 50 t/年（推定）とされている 27)。 

ほう素及びその化合物の OECD に報告している生産量は、ほうふっ化水素酸として 1,000

～10,000 t 未満である。 
 

②輸入量 

ほう素及びテルル、ほう素の酸化物及びほう酸、ほう酸塩及びペルオキソほう酸塩（過ほ

う酸塩）の輸入量の合計値の推移を表 1.2 に示す 28)。 

 
表 1.2 輸入量の推移 

平成(年) 17 18 19 20 21 

輸入量(t) 93,788  105,361 109,543 120,220 86,381 

平成(年) 22 23 24 25 26 

輸入量(t) 146,457 138,968 115,866 111,277 101,650 
注：普通貿易統計(少額貨物(1 品目が 20 万円以下)、見本品等を除く)品別国別表より集計。 
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③輸出量 

ほう素及びテルル、ほう素の酸化物及びほう酸、ほう酸塩及びペルオキソほう酸塩（過ほ

う酸塩）の輸出量の合計値の推移を表 1.3 に示す 28)。 

 
表 1.3 輸出量の推移 

平成(年) 17 18 19 20 21 

輸出量(t) 802  860 1,009 1,189 1,364 

平成(年) 22 23 24 25 26 

輸出量(t) 1,109 556 365 443 619 
注：普通貿易統計(少額貨物(1 品目が 20 万円以下)、見本品等を除く)品別国別表より集計。 
 

ほう素化合物の化学物質排出把握管理促進法（化管法）における製造・輸入量区分は 100t

以上である 29)。 
 

④ 用 途 

ほう素の主な用途は住宅用の断熱材や強化プラスチックに使うガラス繊維の原料が最も多

い 2)。その他に液晶ディスプレイなどの特殊ガラスの製造や陶磁器のうわ薬、量は少ないが

化学反応の触媒、ダンボールの接着剤、目薬、殺虫剤、防虫剤など広範囲に使用されている。

また、原子力発電所の制御棒に使用されている 2)。 

ほう酸はゴキブリ駆除用のほう酸団子に使用されている 2)。他の用途としてはガラス、医

薬品（防腐消毒薬、あん法）、ほうろう、ニッケルメッキ添加、コンデンサ、防火剤、防腐

剤、染料製造、殺虫剤、顔料、融剤、触媒、ほう酸塩類の製造、人造宝石、化粧品、写真薬、

皮革工業用（仕上げ）、陶器用（釉薬）、高級セメント、ろうそくの芯、防火原料、エナメ

ル、ペイント、チック、石けん、繊維工業用とされている 30)。 

四ほう酸ナトリウムの主な用途は、ほうろう鉄器、ガラス、陶磁器、金属ろう付、皮なめ

し、なっ染、防腐剤、医薬品、化粧品、熱処理剤、写真、顔料（ギネーグリーン）、なたね

の増産用、乾燥剤用（ほう酸鉛、ほう酸マンガン）、過ほう酸塩原料、軟水硬化剤、防腐剤、

不凍液原料、コンデンサ用化成原料とされている 30)。 

過ほう酸ナトリウムの主な用途は、酸化漂白、洗浄消毒（殺菌）、染色助剤、化粧品とさ

れている 30)。 

このほか、人為発生源として、農業、廃棄物、燃料用木材の燃焼、石油・石炭による発電、

処理済木材・紙からの溶出、下水・汚泥の処分などが挙げられる 31)。 

主な自然発生源には、岩石の風化、海水、火山活動が挙げられる 31)。 

 

（5）環境施策上の位置付け 

ほう素化合物は、化学物質排出把握管理促進法第一種指定化学物質（政令番号:405）に指

定されている。 

ほう素化合物は、有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質に選定されている。 

ほう素は、環境基準（水質、土壌、地下水）が設定されている。ほう素及びその化合物は、
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水質汚濁防止法に基づく排水基準（健康項目）、水道水質基準項目が設定されている。また、

ほう素は、水生生物保全に係る水質目標を優先的に検討すべき物質に選定されている。 
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２．曝露評価 

環境リスクの初期評価のため、わが国の一般的な国民の健康や水生生物の生存・生育を確

保する観点から、実測データをもとに基本的には化学物質の環境からの曝露を中心に評価す

ることとし、データの信頼性を確認した上で安全側に立った評価の観点から原則として最大

濃度により評価を行っている。 

（1）環境中への排出量 

ほう素化合物は化管法の第一種指定化学物質である。同法に基づき公表された、平成 25

年度の届出排出量 1)、届出外排出量対象業種・非対象業種・家庭・移動体 2),3)から集計した排

出量等を表 2.1 に示す。なお、届出外排出量移動体の推計はなされていなかった。 

 
表 2.1 化管法に基づく排出量及び移動量（PRTR データ）の集計結果（平成 25 年度） 

（ほう素化合物） 

大気 公共用水域 土壌 埋立 下水道 廃棄物移動 対象業種 非対象業種 家庭 移動体

全排出・移動量 73,035 2,493,905 0 7,146 54,494 2,861,160 1,420,166 29,297 104,107 - 2,574,085 1,553,570 4,127,655

ほう素化合物

業種等別排出量(割合) 73,035 2,493,905 0 7,146 54,494 2,861,160 1,420,167 29,297 104,108 0

0 1,593,902 0 0 0 0 0.0 届出 届出外

(63.9%) (0.0000001%) 62% 38%

1,413,867

(99.6%)

532 204,477 0 0 10,714 224,485 5,553

(0.7%) (8.2%) (19.7%) (7.8%) (0.4%)

0 141,606 0 0 0 0

(5.7%)

1,119 101,751 0 7,146 18,015 215,218 0.5

(1.5%) (4.1%) (100%) (33.1%) (7.5%) (0.00004%)

0 92,970 0 0 0 490 0.0

(3.7%) (0.02%) (0.000002%)

69,927 20,465 0 0 6,717 1,924,321 5

(95.7%) (0.8%) (12.3%) (67.3%) (0.0003%)

0 61,470 0 0 0 0

(2.5%)

0 60,199 0 0 1,867 7,990 0.3

(2.4%) (3.4%) (0.3%) (0.00002%)

313 56,771 0 0 41 121,302 0.3

(0.4%) (2.3%) (0.08%) (4.2%) (0.00002%)

732 50,779 0 0 5,922 106,212 8

(1.0%) (2.0%) (10.9%) (3.7%) (0.0006%)

397 49,172 0 0 3,616 122,995 1

(0.5%) (2.0%) (6.6%) (4.3%) (0.00010%)

0 44,149 0 0 4 12

(1.8%) (0.007%) (0.0004%)

0 8,204 0 0 111 18,307

(0.3%) (0.2%) (0.6%)

0 3,760 0 0 3,051 69,634 0.8

(0.2%) (5.6%) (2.4%) (0.00005%)

0.6 2,014 0 0 14 200 0.2

(0.0008%) (0.08%) (0.03%) (0.007%) (0.00001%)

0 1,987 0 0 1,549 28,164 14

(0.08%) (2.8%) (1.0%) (0.0010%)

0 0 0 0 2,000 0 672

(3.7%) (0.05%)

14 189 0 0 84 14,750 6

(0.02%) (0.008%) (0.2%) (0.5%) (0.0004%)

0 30 0 0 0 144

(0.001%) (0.005%)

22

(0.002%)

0 4 0 0 0 250

(0.0002%) (0.009%)

3

(0.0002%)

繊維工業

一般機械器具製造業

農薬製造業

自動車整備業

電子応用装置製造業

その他の製造業

電気機械器具製造業

一般廃棄物処理業

（ごみ処分業に限る。）

医薬品製造業

プラスチック製品

製造業

石油製品・石炭製品

製造業

輸送用機械器具

製造業

産業廃棄物処分業

窯業・土石製品

製造業

金属鉱業

パルプ・紙・紙加工品

製造業

鉄鋼業

金属製品製造業

総排出量の構成比(%)

下水道業

低含有率物質

化学工業

原油・天然ガス鉱業

非鉄金属製造業

届出 届出外　　(国による推計) 総排出量　　(kg/年)

排出量　　(kg/年) 移動量　　(kg/年) 排出量　　(kg/年) 届出

排出量

届出外

排出量
合計
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大気 公共用水域 土壌 埋立 下水道 廃棄物移動 対象業種 非対象業種 家庭 移動体

全排出・移動量 73,035 2,493,905 0 7,146 54,494 2,861,160 1,420,166 29,297 104,107 - 2,574,085 1,553,570 4,127,655

業種等別排出量(割合)

3 届出 届出外

(0.0002%) 62% 38%

0 3 0 0 0 0

(0.0001%)

3

(0.0002%)

2

(0.0001%)

2

(0.0001%)

0.9

(0.00006%)

0.5

(0.00004%)

0.5

(0.00004%)

0 0.5 0 0 0 0 0.0

(0.00002%) (0.0000006%)

0 0 0 0 0 100 0.4

(0.003%) (0.00003%)

0.4

(0.00002%)

0 0 0 0 790 3,501 0.2

(1.4%) (0.1%) (0.00002%)

0.1

(0.000006%)

0.1

(0.000005%)

0 0 0 0 0 1,100 0.0

(0.04%) (0.000003%)

0.0

(0.0000008%)

0.0

(0.0000004%)

0 0 0 0 0 1,100 0.0

(0.04%) (0.0000003%)

0 0 0 0 0 84 0.0

(0.003%) (0.0000001%)

0.0

(0.00000006%

0 0 0 0 0 800

(0.03%)

0 0 0 0 0 1

(0.00003%)

27,981 103,866

(95.5%) (99.8%)

155 242

(0.5%) (0.2%)

1,161

(4.0%)

総排出量の構成比(%)

届出 届出外　　(国による推計) 総排出量　　(kg/年)

排出量　　(kg/年) 移動量　　(kg/年) 排出量　　(kg/年) 届出

排出量

届出外

排出量
合計

漁網防汚剤

ゴム製品製造業

洗濯業

船舶製造・修理業、

舶用機関製造業

電気計測器製造業

農薬

殺虫剤

武器製造業

食料品製造業

出版・印刷・同関連

産業

石油卸売業

熱供給業

電気業

鉄道業

医療業

飲料・たばこ・飼料

製造業

木材・木製品製造業

機械修理業

精密機械器具製造業

家具・装備品製造業

特別管理産業廃棄物

処分業

計量証明業

高等教育機関

自然科学研究所

商品検査業

 

 

本物質の平成 25 年度における環境中への総排出量は、約 4,100 t となり、そのうち届出排

出量は約 2,600 tで全体の 62%であった。届出排出量のうち 73 tが大気、約 2,500 tが公共用水

域へ排出されるとしており、公共用水域への排出量が多い。この他に埋立処分が約 7.1 t、下

水道への移動量が約 54 t、廃棄物への移動量が約 2,900 t であった。届出排出量の主な排出源

は、大気への排出が多い業種は窯行・土石製品製造業（96%）、公共用水域への排出が多い

業種は下水道業（64%）、化学工業（8%）、原油・天然ガス鉱業（6%）、非鉄金属製造業（4%）

であった。 

しかし、特別要件施設（金属鉱業、一般廃棄物処分業、産業廃棄物処分業、下水道業、等）

の排出量は定量下限値をもとに排出量を算出している場合があるため、過剰評価している場

合があることに留意する必要がある。 
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表2.1に示したようにPRTRデータでは、届出排出量は媒体別に報告されているが、届出外

排出量の推定は媒体別には行われていないため、届出外排出量対象業種の媒体別配分は届出

排出量の割合をもとに、届出外排出量非対象業種・家庭の媒体別配分は「平成 25 年度 PRTR

届出外排出量の推計方法等の詳細」3)をもとに行った。届出排出量と届出外排出量を媒体別に

合計したものを表 2.2 に示す。 

 
表 2.2 環境中への推定排出量 

媒  体 推定排出量(kg) 

大  気 

水  域 

土  壌 

     73,801 

  3,914,467 

    132,244 

 

（2) 媒体別分配割合の予測 

ほう素化合物の化学形態は環境中で様々に変化するため、媒体別分配割合の予測を行うこ

とは適切ではない。したがって、ほう素及びその化合物の媒体別分配割合の予測は行わなか

った。 

 

（3) 各媒体中の存在量の概要 

ほう素の環境中等の濃度について情報の整理を行った。媒体ごとにデータの信頼性が確認さ

れた調査例のうち、より広範囲の地域で調査が実施されたものを抽出した結果を表 2.3 に示す。

なお、得られた環境中濃度は化学形態別の濃度ではなく、全ほう素の濃度である。 

 
表 2.3 各媒体中の存在状況 

媒体 
幾何 算術 

最小値 最大値 a)
検出 

検出率 
調査 

測定年度 文献
平均値 a) 平均値 下限値 b) 地域 

                     

一般環境大気  µg B/m3 0.097 0.1 0.07 0.14 －c) 9/9 全国 2013 4) 

  0.08 0.08 0.08 0.08 －c) 1/1 大阪府 2012 5) 

             

室内空気 µg B/m3          

             

食物 µg B/g          

             

飲料水 µg B/L 25 34 <20 130 20 15/23 全国 2012 6) 

  <600 <600 <100 900 100～600 399/5289 全国 2012 7) 

  <1,000 <1,000 <100 800 d) 100～1,000 421/5283 全国 2011 8) 

  <600 <600 <100 800 100～600 434/5352 全国 2010 9) 

    <1,000 <1,000 <100 800 d) 100～1,000 422/5156 全国 2009 10)

  <1,000 <1,000 <100 1,100 100～1,000 405/5047 全国 2008 11)

  <1,000 <1,000 <100 900 d) 100～1,000 532/5343 全国 2007 12)

  <1,000 <1,000 <100 1000 100～1,000 582/5380 全国 2006 13)

  <1,100 <1,100 <100 900 d) 100～1,100 580/5273 全国 2005 14)

  <1,000 <1,000 <100 1000 100～1,000 606/5295 全国 2004 15)
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媒体 
幾何 算術 

最小値 最大値 a)
検出 

検出率 
調査 

測定年度 文献
平均値 a) 平均値 下限値 b) 地域 

地下水 µg B/L <100 <100 <10 6,100 1～100 1067/2891 全国 2013 16)

  <100 <100 <10 5,400 1～100 1005/2868 全国 2012 17)

  <100 <100 <1 1,900 1～100 1083/2926 全国 2011 18)

    <100 <100 <1 3,700 1～100 970/2956 全国 2010 19)

  <200 <200 <1 3,300 1～200 1096/3068 全国 2009 20)

  <300 <300 <10 9,900 10～300 1010/3149 全国 2008 21)

  <100 <100 <10 2,900 10～100 997/3289 全国 2007 22)

  <100 <100 <10 2,600 10～100 1139/3396 全国 2006 23)

  <200 <200 <10 4,200 10～200 1034/3342 全国 2005 24)

  <200 <200 <10 5,900 10～200 1187/3499 全国 2004 25)

           

土壌 µg B/g          

             

公共用水域・淡水   µg B/L <100 150 <7 3,900 7～100 1474/2878 全国 2013 26)

  <100 140 <7 
5,600

(310 e))
7～100 1484/2863 全国 2012 27)

  <100 130 <10 11,000 10～100 1391/2869 全国 2011 28)

  <100 130 <10 6,400 10～100 1350/2928 全国 2010 29)

  <100 140 <10 4,000 10～100 1469/2921 全国 2009 30)

    <100 140 <10 4,200 10～100 1520/2933 全国 2008 31)

  <400 <400 <10 3,700 10～400 1497/2926 全国 2007 32)

  <200 <200 <10 3,600 10～200 1427/2910 全国 2006 33)

  <200 <200 <10 4,000 10～200 1475/2891 全国 2005 34)

  <200 <200 <10 4,300 10～200 1516/2946 全国 2004 35)

           

公共用水域・海水   µg B/L 3,600 3,700 2,100 4,200 －c) 27/27 全国 2013 26)

  3,400 3,500 1,300 4,700 －c) 26/26 全国 2012 27)

  3,400 3,500 1,500 4,900 －c) 27/27 全国 2011 28)

  3,000 3,400 380 5,200 －c) 27/27 全国 2010 29)

  3,500 3,700 1,300 4,700 －c) 26/26 全国 2009 30)

    3,800 3,900 1,000 4,800 －c) 30/30 全国 2008 31)

  1,200 2,600 <100 4,700 100 9/12 全国 2007 32)

  2,900 3,500 400 4,900 －c) 16/16 全国 2006 33)

  3,800 4,000 900 5,800 －c)) 30/30 全国 2005 34)

  3,700 3,900 1,300 5,300 －c) 85/85 全国 2004 35)

           

底質(公共用水域・淡水) µg B/g          

                      

底質(公共用水域・海水) µg B/g          

           

注：a) 最大値又は幾何平均値の欄の太字で示した数字は、曝露の推定に用いた値を示す。 
  b) 検出下限値の欄の斜体で示されている値は、定量下限値として報告されている値を示す。 

c) 報告されていない。 
d) 最大濃度を上回る下限値による不検出データが報告されているため、最大濃度よりも高濃度の地点が存在す

る可能性がある。 
e) 人為由来の可能性が高い測定結果。 
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（4）人に対する曝露量の推定（一日曝露量の予測最大量） 

本物質については、吸入曝露による健康リスクの初期評価を行うため、大気の実測値を用

いて人に対する曝露の推定を行った（表 2.4）。化学物質の人による一日曝露量の算出に際し

ては、人の一日の呼吸量を 15 m3、体重を 50 kg と仮定している。 

 
表 2.4 各媒体中の濃度と一日曝露量 

  媒  体 濃  度 一 日 曝 露 量 
    
  大気     

平  一般環境大気 0.097 µg B/m3程度 (2013) 0.029 µg B/kg/day 程度 

均  室内空気 データは得られなかった データは得られなかった 

      

    

最  大気   

大  一般環境大気 0.14 µg B/m3程度 (2013) 0.042 µg B/kg/day 程度 

値  室内空気 データは得られなかった データは得られなかった 

      

 

人の一日曝露量の集計結果を表 2.5 に示す。 

吸入曝露の予測最大曝露濃度は、一般環境大気のデータから 0.14 µg B/m3程度となった。

一方、化管法に基づく平成25年度の大気への届出排出量をもとに、プルーム・パフモデル 36)

を用いて推定した大気中濃度の年平均値は、最大で 8.2 µg B/m3となった。 

 
表 2.5 人の一日曝露量 

媒体 平均曝露量（μg B/kg/day） 予測最大曝露量（μg B/kg/day） 

大気  一般環境大気 0.029 0.042 

   室内空気   

 

（5) 水生生物に対する曝露の推定（水質に係る予測環境中濃度：PEC） 

ほう素の水生生物に対する曝露の推定の観点から、水質中濃度を表 2.6 のように整理した。 

水質について安全側の評価値として予測環境中濃度（PEC）を高排出事業所下流地点のデー

タから設定すると、公共用水域の淡水域では 310 μg B/L となった。同海域については、4（3）

に示す理由により当面は評価を行わないこととした。化管法に基づく平成 25 年度の公共用水

域・淡水への届出排出量を全国河道構造データベース 37)の平水流量で除し、希釈のみを考慮し

た河川中濃度を推定すると、最大で 910 μg B/L となった。 

 
表 2.6 公共用水域濃度 

水 域 平 均 最大値 

淡 水 100 µg B/L 未満 (2012) 310 µg B/L (2012) 

海 水 評価は行わないこととした 評価は行わないこととした 

注：1) 環境中濃度での（  ）内の数値は測定年度を示す。 
    2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む。 
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３．健康リスクの初期評価 

健康リスクの初期評価として、ヒトに対する化学物質の影響についてのリスク評価を行った。 

なお、本物質については、既に公共用水域及び地下水の水質汚濁に係る環境基準が設定されて

いることから、経口曝露の初期評価については対象外とした。 

（1）体内動態、代謝 

雄ラットに四ほう酸二ナトリウム十水和物（ほう砂）をほう素として 0.4～4 mg/kg 単回強制

経口投与した結果、24 時間の尿中排泄率と投与量は直線関係（相関係数 0.999、回帰係数 0.954）

にあり、投与量の 99.6％が 24 時間で尿中に排泄された。また、4 mg/kg を単回強制経口投与し

た結果、血清中のほう素は 1.76 時間後にピーク濃度（2.13 mg B/L）となり、吸収半減期は 0.608

時間、消失半減期は 4.64 時間、分布容積は 142 mL/100g 体重、総クリアランスは 0.359 mL/min/100 

g 体重であった。これらの結果から、ほう酸は消化管から速やかに、かつ完全に吸収され、血清

タンパクとの結合性は強くないこと、尿中排泄が主要な排泄経路であることが分かった 1) 。 

妊娠 16 日又は非妊娠の雌ラットにほう酸 30 mg/kg（5.23 mg B/kg）を単回強制経口投与した

結果、血漿中ほう素の半減期はそれぞれ 3.23 時間、2.93 時間であり、有意差はなかった。また、

0.3～30 mg/kg を強制経口投与してクリアランスを調べた結果、妊娠ラットの値の方が若干高か

ったが、有意差はなかった。なお、ほう素のクリアランスはクレアチニンのクリアランスに対

して妊娠ラットで 78～85％、非妊娠ラットで 61～66％と低かったことから、尿細管での再吸収

が示唆された 2) 。 

雄ラットにほう酸を 0.9％濃度で餌に添加して 7 日間投与（93～96 mg B/kg/day）して生殖器

を含む組織中のほう素濃度を調べた結果、対照群では副腎（7.99 µgB/g）以外は 4 µgB/g 未満で

あったが、投与群では脂肪組織を除く組織で投与 1 日後に 2～10 倍増加し、3～4 日後までに脂

肪組織及び骨を除く組織で定常状態（12～30 µg/g）に達し、血漿中濃度の約 1.11 倍であった。

骨では増加を続けて投与 7 日後に 40～50 µg/g となり、血漿中濃度の 2～3 倍であったが、脂肪

組織では血漿中濃度の約 20％で推移し、投与 7 日後でも 3.78 µg/g であった 3) 。 

ラットに 0、77 mg/m3の酸化ほう素を 22 週間（6 時間/日、5 日/週）吸入させた結果、曝露期

間内の尿中へのほう素の平均排泄量は対照群で 0.24 mg B/kg/day であり、77 mg/m3 群は 11.90 mg 

B/kg/day であったが、曝露期間終了後は速やかに減少して対照群と同程度になった。また、6

週間吸入曝露し、最終曝露から 60 時間経過後の肺、気管、膵臓、肝臓、腎臓、心臓、精巣、卵

巣等のほう素濃度を測定した結果、対象とした全組織でほう素は不検出であり、この一因とし

て 60 時間内での排泄が考えられた 4) 。 

ヒトではボランティア 6 人にほう酸 750 mg を水溶液として、740～1,473 mg を乳化液として

経口投与した結果、それぞれ投与量の 93.9％、92.4％が 96 時間内に尿中に排泄されたが、約 60

～70％が 24 時間内、約 80～90％が 48 時間内に排泄されていた 5) 。また、7 人に 562～611 mg

のほう酸を静脈内投与した試験では、120 時間で投与量の 98.7％が尿中に排泄された。血漿中ほ

う素濃度の減衰は 3 相性であり、第 3 相の半減期は 21.0 時間であった 6) 。 

ほう砂製造工場における総粉じん中の濃度をもとに労働者を低、中、高曝露の3群（2.76、7.54、

9.86 mg/m3）に分けて血液中及び尿中のほう素濃度を調査した結果、月曜日の始業前濃度は血液

中で 0.09 µgB/g、尿中で 2.75 µg/mg クレアチニンであり、3 群に有意差はなかった。月、木、金

曜日の終業後のほう素濃度は血液中では中・高曝露群、尿中では高曝露群で月曜日の始業前濃
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度に比べて有意に高かったが、曜日の違いによる差はなかったことから、ほう素の蓄積性はな

いと考えられた。また、食物からのほう素摂取は無視できないが、主要なほう素の摂取源は職

場での吸入と考えられた 7) 。 

ウサギの皮膚にほう酸を結晶粉末として 4,000 mg/kg、タルク粉末として 200、500 mg/kg、水

溶液として 200 mg/kg、軟膏として 400 mg/kg を 4 日間（1.5 時間/日）塗布した結果、最終塗布

から 24 時間後までの 4 日間で尿中に排泄されたほう素はごくわずかであったため、経皮吸収は

ほとんどないものと考えられた。しかし、有傷皮膚に塗布した場合には尿中へのほう素排泄量

の増加がみられ、より重度に傷付けた方が排泄量も多く、皮膚吸収の増加が示された。ヒトの

前腕部皮膚に 15 g のほう酸結晶粉末を 4 日間（4 時間/日）塗布した試験では、尿中へのほう素

排泄量に増加はみられず、無傷の皮膚からは吸収されないと考えられた 8) 。 

 

（2）一般毒性及び生殖・発生毒性 

① 急性毒性 

表 3.1 急性毒性 9) 

【単体ほう素】 
動物種 経路 致死量、中毒量等 
ラット 経口 LD50 650 mg/kg 
マウス 経口 LD50 560 mg/kg 

モルモット 経口 LD50 310 mg/kg 
ウサギ 経口 LD50 310 mg/kg 
ネコ 経口 LD50 250 mg/kg 
イヌ 経口 LD50 310 mg/kg 

 

【ほう酸】 
動物種 経路 致死量、中毒量等 

ヒト（乳児） 経口 LDLo 400 mg/kg 
ヒト（小児） 経口 LDLo 250 mg/kg 

ヒト 経口 LDLo 214 mg/kg 
ヒト（男） 経口 LDLo 429 mg/kg 
ヒト（女） 経口 LDLo 200 mg/kg 
ヒト（乳児） 経皮 LDLo 1,200 mg/kg 
ヒト（小児） 経皮 LDLo 1,500 mg/kg 
ヒト（小児） 経皮 LDLo 4,000 mg/kg (4 day) 
ヒト（男） 経皮 LDLo 2,430 mg/kg 
ラット 経口 LD50 2,660 mg/kg 
ラット 経口 LD50 2,500 mg/kg 
ラット 経口 LDLo 3,000 mg/kg 
マウス 経口 LD50 3,450 mg/kg 

モルモット 経口 LDLo 1,000 mg/kg 
ウサギ 経口 LDLo 4,000 mg/kg 
イヌ 経口 LDLo 1,780 mg/kg 

ラット 吸入 LCLo 28 mg/m3 (4hr) 
注：（ ）内の時間は曝露時間を示す。 
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【四ほう酸二ナトリウム（ほう砂）】 
動物種 経路 致死量、中毒量等 
ラット 経口 LD50 1,200 mg/kg 
マウス 経口 LD50 1,060 mg/kg 

 

【四ほう酸二ナトリウム十水和物（ほう砂）】 
動物種 経路 致死量、中毒量等 

ヒト（乳児） 経口 LDLo 1,000 mg/kg 
ヒト（男） 経口 LDLo 709 mg/kg 
ラット 経口 LD50 2,660 mg/kg 
マウス 経口 LD50 2,000 mg/kg 

モルモット 経口 LD50 5,330 mg/kg 
イヌ 経口 LDLo 3,000 mg/kg 

 

【過ほう酸ナトリウム】 
動物種 経路 致死量、中毒量等 
ラット 経口 LD50 1,200 mg/kg 
ラット 経口 LD50 2,660 mg/kg 
マウス 経口 LD50 1,060 mg/kg 
マウス 経口 LD50 2,000 mg/kg 
マウス 経口 LD50 3,250 mg/kg 

 

【過ほう酸ナトリウム四水和物】 
動物種 経路 致死量、中毒量等 
ヒト 経口 LDLo 214 mg/kg 

ヒト（小児） 経口 LDLo 250 mg/kg 
ヒト（乳児） 経口 LDLo 400 mg/kg 

ラット 経口 LD50 1,200 mg/kg 
マウス 経口 LD50 1,060 mg/kg 

 

【メタほう酸ナトリウム】 
動物種 経路 致死量、中毒量等 
ラット 経口 LD50 2,330 mg/kg 

 

【酸化ほう素】 
動物種 経路 致死量、中毒量等 
ラット 経口 LD50 3,150 mg/kg 
マウス 経口 LD50 3,163 mg/kg 
ラット 吸入 LCLo 150 mg/m3 (2hr) 

注：（ ）内の時間は曝露時間を示す。 
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【三ふっ化ほう素】 
動物種 経路 致死量、中毒量等 
ラット 吸入 LC50 1,180 mg/m3 (4hr) 
ラット 吸入 LCLo 2,100 mg/m3 (5hr) 
マウス 吸入 LC50 3,460 mg/m3 (2hr) 
マウス 吸入 LCLo 2,100 mg/m3 (5hr) 

モルモット 吸入 LC50 109 mg/m3 (4hr) 
モルモット 吸入 LC50 110 mg/m3 
モルモット 吸入 LCLo 2,100 mg/m3 (5hr) 

イヌ 吸入 LC >1,000 ppm[>2,770 mg/m3] (3hr) 
注：（ ）内の時間は曝露時間を示す。 

 

酸化ほう素は眼、皮膚、気道を刺激する。吸入すると咳、咽頭痛、経口摂取すると腹痛、

下痢、吐き気、嘔吐を生じ、皮膚に付くと発赤、眼に入ると発赤、痛みを生じる 10) 。 

ほう酸は眼、皮膚、気道を刺激し、消化管、肝臓、腎臓に影響を与えることがある。吸入

すると咳、咽頭痛、経口摂取すると腹痛、痙攣、下痢、吐き気、嘔吐、皮疹を生じ、皮膚に

付くと発赤、眼に入ると発赤、痛みを生じる 11) 。 

三ふっ化ほう素は腐食性、催涙性を示し、吸入すると肺水腫を引き起こすことがあり、急

速に気化すると凍傷を引き起こすことがある。吸入すると灼熱感、咳、息苦しさを生じ、皮

膚に付くと発赤、灼熱感、痛み、眼に入ると発赤、痛み、かすみ眼を生じる 12) 。 

 

② 中・長期毒性 

ア）マウス（系統等不明）に 0、73 mg/m3のほう素を 6 週間（7 時間/日、5 日/週）吸入させ

た結果、曝露に関連した影響はみられなかった 13) 。 

イ）雌雄のラット（系統不明）70 匹を 1 群として 0、77 mg/m3の酸化ほう素（0、24 mg B/m3）

を 24 週間（6 時間/日、5 日/週）吸入させ、同様にして 4 匹を 1 群として 0、175 mg/m3（0、

54 mg B/m3）を 12 週間、20 匹を 1 群として 0、470 mg/m3（0、146 mg B/m3）を 10 週間吸

入させた結果、470 mg/m3群で数匹の鼻に赤い滲出液がみられたが、それらのラットは粉じ

んで覆われていたため、鼻孔の局所刺激と引っ掻き行動によるものと考えられた。470 

mg/m3 群の体重が 9 ％低かった以外には血液、血液生化学、臓器の重量及び組織に影響は

なかった 4) 。 

 また、イヌ 3 匹を 1 群として 0、57 mg/m3 の酸化ほう素（0、18 mg B/m3）を 23 週間（6 時

間/日、5 日/週）吸入させた結果、57 mg/m3群で軽微な白血球数の増加（有意差なし）がみ

られた以外には影響はなかった 4) 。 

ウ）雄モルモット（系統不明）10 匹、雌ラット（系統不明）14 匹を 1 群として 12.8 ppm の三

ふっ化ほう素（5.7 mg B/m3）を 62～65 日間（7 時間/日、5 日/週）吸入させた結果、ラット

は 1 匹が死亡し、死因は不明であったが、モルモットは呼吸困難で喘息様の症状がみられ、

7 匹が死亡し、死因は気道刺激と窒息であった。モルモットでは肺の門部に炎症がみられ、

肺の相対重量は有意に増加していた。ラットの肺の門部にも炎症がみられた 14) 。 

 同様にして 3～4 ppm の三ふっ化ほう素（1.3～1.8 mg B/m3）を雌ラット 5 匹に 51 日間、雄

モルモット 10 匹に 41 日間吸入させた結果、ラットの一般状態や体重に影響はなかったが、

モルモットは喘息発作様の症状を示して 4 匹が死亡し、残りのモルモットも明らかに呼吸
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困難な様子がみられた 14) 。 

 また、同様にして 1.5 ppm の三ふっ化ほう素（0.7 mg B/m3）をラット雌雄各 12 匹、モルモ

ット雌雄各 10 匹、ウサギ雌雄各 3 匹に 6 ヶ月間吸入させた結果、ラットの肺で極く軽微な

影響（炎症、うっ血、円形細胞浸潤）がみられ、モルモットで肺の炎症の発生率に軽度の

増加がみられた以外には影響はなかった 14) 。 

 なお、3～4 ppm 曝露時のモルモットの死亡は 12.8 ppm 曝露時よりも早い時期にみられてお

り、この原因として、試験時の湿度管理をしていなかったことから、湿度がミストの粒子

径に影響を及ぼし、毒性が異なった可能性が考えられた 14) 。 

エ）Fischer 344 ラット雌雄各 5 匹を 1 群とし、0、24、66、180 mg/m3の三ふっ化ほう素（0、

3.8、10.5、28.7 mg B/m3）を 2 週間（6 時間/日、5 日/週）吸入させた結果、180 mg/m3群の

全数が体重減少を示して 6 回の曝露までに死亡し、腎臓の近位尿細管上皮で壊死及び核濃

縮がみられた。24 mg/m3以上の群の雌雄で呼吸困難と気道刺激症状がみられ、24、66 mg/m3

群の雄及び 66 mg/m3群の雌で体重増加の有意な抑制を認めた。また、24 mg/m3以上の群の

雌雄で肺の絶対及び相対重量の増加（12～21％）、66 mg/m3群で肝臓の絶対及び相対重量の

減少（23％）がみられた 15) 。この結果から、LOAEL を 24 mg/m3（3.8 mg B/m3、曝露状況

で補正：0.68 mg B/m3）とする。 

オ）Fischer 344 ラット雌雄各 20 匹を 1 群とし、0、2、6、17 mg/m3の三ふっ化ほう素（0、0.32、

0.96、2.7 mg B/m3）を 13 週間（6 時間/日、5 日/週）吸入させた結果、17 mg/m3群の雌雄で

ラ音（呼吸雑音）、過度の流涙がみられ、雄 1 匹が死亡した。体重や血液、血液生化学、尿、

臓器の重量に影響はなかったが、17 mg/m3群で死亡した 1 匹と他の 1 匹の尿細管上皮に壊

死がみられ、曝露に関連した影響と考えられた 15) 。この結果から、NOAEL を 6 mg/m3（0.96 

mg B/m3、曝露状況で補正：0.17 mg B/m3）とする。 

 以上のように、ほう素や酸化ほう素に比べ、三ふっ化ほう素ではより低い濃度で影響がみ

られるが、これはふっ化物としての毒性発現によるものと考えられることから、ほう素化

合物の健康リスク評価を行う上で三ふっ化ほう素の知見は妥当でないと判断した。 

 

③ 生殖・発生毒性 

ア）吸入曝露による実験動物の生殖・発生毒性について、知見は得られなかった。 

 なお、Sprague-Dawley ラット雄 18 匹を 1 群とし、0、0.05、0.1、0.2％のほう素濃度（0、25、

50、100 mg B/kg/day 程度）となるようにほう砂を餌に混ぜて 30 日間又は 60 日間投与した

結果、いずれも 0.1％以上の群で精巣上体重量の有意な減少と精巣の精母細胞、精子細胞、

精子の用量及び曝露期間に依存した減少を認め、60 日間投与の 0.05％以上の群では精細管

径の有意な減少もみられた。また、投与期間終了後に未処置の雌と毎週交尾させた結果、

30 日間投与の 0.1％群は 3 週、0.2％群は 8 週、60 日間投与の 0.1％群は 4 週まで妊娠率の有

意な低下がみられたが、60 日間投与の 0.2％群では 12 週後も妊娠率は 0％であった 16) 。 

 また、Sprague-Dawley ラット雌 60 匹を 1 群とし、0、0.025、0.050、0.075、0.1、0.2％の濃

度でほう酸を混餌投与（妊娠 0 日から 20 日まで）した結果、0.1％以上の群で胎仔の低体重、

第 13 肋骨短縮、波状肋骨の発生率に有意な増加を認めたことから、NOAEL は 0.075％（9.6 

mg B/kg/day）とされており 17) 、この知見をもとに水質基準値 1 mg/L が設定された 18) 。 
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④ ヒトへの影響 

ア）男性ボランティア 12 人に軽運動させながら 0、5、10、20、30、40 mg/m3の四ほう酸ナ

トリウム五水和物（空気動力学的質量中央粒径 7.1 µm）を 20 分間吸入させた結果、10 mg/m3

（1.5 mg B/m3）以上の群で鼻汁量の有意な増加を認めたが、粘液線毛クリアランスや鼻の

気道抵抗に影響はなかった。なお、眼、鼻、喉の曝露時感覚を 6 濃度段階（10～35％）の

CO2曝露時感覚刺激でスコア化すると、平均スコアは眼、鼻では 10 mg/m3以上の群、喉で

は 5 mg/m3 以上の群で有意に高かったが 19) 、刺激に相当するスコア値は 30 mg/m3以上の群

の鼻の感覚に限られた。 

イ）アメリカの地域中毒センター（2 ヶ所）で 1981 年から 1985 年に取り扱ったほう酸経口摂

取 784 件についてみると、2 件以外はすべて急性事例であり、大部分がほう酸の単独摂取で、

5 歳以下の事例が全体の 80.2％を占めた。重篤な中毒患者はなく、88.3％に中毒症状はみら

れなかったが、嘔吐 32 例、腹痛 15 例、下痢 13 例、吐き気 7 例と胃腸系の症状が多く、そ

の他に嗜眠 6 例、紅斑 5 例、頭痛 5 例、立ちくらみ 3 例などもみられた。51 人から得られ

た血液中のほう酸濃度は 0～340 µg/mL の範囲にあり、複数回の測定結果があった 9 人で血

液中の半減期は平均 13.4 時間であった。ほう酸の推定摂取量は 659 例から得られ、平均値

は 1.4 g（0.01～88.8 g）であったが、中毒症状のあった患者は平均 3.2 g（0.1～55.5 g）、無

症状の患者は平均 0.9 g（0.01～88.8 g）であった 20) 。 

ウ）アメリカの大規模ほう砂採鉱・精錬プラントで 5 年以上働く労働者 629 人（うち女性 26

人）を対象とした断面調査では、職場の総粉じん濃度（加重平均）は無水ほう砂製造部門

で 14.6 mg/m3、出荷部門で 8.4 mg/m3、鉱山やメンテナンス部門で 4.0 mg/m3、非製造部門で

1.1 mg/m3であった。無水ほう砂製造部門（14.6 mg/m3）では労働者の 33％に口や鼻、喉の

乾き、28％に眼刺激、15％に鼻血、空咳、8％に咽頭痛、湿咳、5％に息切れ、胸部絞扼感

の訴えがあったが、胸部痛や喀血は 2％未満であった。これらの急性症状の有訴率（胸部痛

及び喀血を除く）には総粉じん濃度の増加に伴った有意な増加傾向があったが、鉱山・メ

ンテナンス部門（4.0 mg/m3）では眼刺激以外に 5％を超える症状はなく、非製造部門（1.1 

mg/m3）では 3％を超える症状はなかった。持続性症状については、喫煙歴の有無から労働

者を 2 群に分け、さらに低（0.9 mg/m3）、中（4.5 mg/m3）、高（14.6 mg/m3）の 3 曝露濃度

群に分けて検討した結果、非喫煙労働者で咳、粘液分泌過多、慢性気管支炎、喫煙歴あり

の労働者で息切れの訴えに有意な増加傾向がみられた。肺機能検査及び胸部 X 線検査の結

果と曝露濃度に関連はなかったが、高累積曝露群（80 mg/m3年以上）の喫煙労働者で%1 秒

量の有意な低下がみられ、高濃度曝露の喫煙者に対する影響が示唆された 21) 。 

エ）上記アメリカのほう砂採鉱・精錬プラントのコホートでは、1981 年及び 1988 年の両年に

303 人の労働者が肺機能検査を受診していたことから、この間の肺機能の変化を検討した結

果、労働者の累積曝露量との間に関連はみられなかった。また、コホート内で曝露群の労

働者 79 人（総粉じん平均濃度 5.72 mg/m3 (0.44 mg B/m3)）、対照群の労働者 27 人（総粉じ

ん平均濃度 0.45 mg/m3 (0.02 mg B/m3)）を設定して急性症状を検討した結果、曝露群の労働

者では鼻刺激、眼刺激、喉刺激、咳、息切れの有訴率が有意に高かった 22) 。 

オ）アメリカのほう砂採鉱・精錬プラントで 1990 年 10 月に 9 ヶ月以上勤務していた男性労
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働者 542 人（平均年齢 43.4 歳、平均雇用年数 15.8 年）を対象とした調査では、労働者を父

親とする子供が 529 人おり、全米の出生率統計から、彼らの妻の年齢や人種、出産の有無

などで調整して求めた期待数は 466.6 人であったため、労働者群の標準化出生率（SBR）は

有意に高かった。しかし、ほう酸ナトリウムの平均気中濃度から労働者を 0.37、1.34、2.23、

3.98、8.58 mg/m3群の 5 群に分けて比較したところ、曝露濃度と SBR に関連はなかった。

また、子供の性比についてみると女性が多い傾向にあったが、曝露濃度との関連はなかっ

た 23) 。 

カ）半導体を製造するアメリカの 14 工場に勤務し、1986～1989 年に妊娠した女性労働者 891

人（18～44 歳）の調査では、本物質の曝露と自然流産の発生率に関連はなかった 24) 。 

キ）中国のほう素採鉱・精錬プラントで働く男性労働者 66 人（19～39 歳）、その周辺の地域

住民男性 59 人（18～39 歳）、環境中のほう素濃度が低い地域の男性 67 人（19～39 歳）を

対象とした調査では、血液中の平均ほう素濃度は労働者で 499.2 ppb、周辺地域男性で 96.1 

ppb、低地域男性で 47.9 ppb であり、各群間で有意な差がみられた。また、クレアチニンで

補正した尿中平均濃度はそれぞれ 16.7 mg/L、5.5 mg/L、2.0 mg/L であり、精液中の平均濃

度はそれぞれ 785.6 ppb、310.6 ppb、214.0 ppb であり、これらも各群間に有意差があった。

しかし、精子の数や濃度、形態、運動性等のパラメータと血液や尿中のほう素濃度に有意

な関連はなかった 25) 。 

 また、トルコのほう酸製造工場の男性労働者 204 人を対象とした調査では、非製造部門の

労働者にも飲み水を介したほう素の曝露を認めたことから、血液中のほう素濃度をもとに

定量限界未満（< 48.5 ppm）の 49 人、48.5～100 ppb の 72 人、100～150 ppb の 44 人、150 ppb

超の 39 人の 4 群に分け、血液中の性ホルモン、精子の数や濃度等の各種パラメータ、精子

の DNA 傷害との関連を検討したが、ほう素曝露による影響はなかった 26) 。 

ク）ほう酸はその弱い静菌作用のため、外陰腟カンジダ症の治療に使用されており、妊婦が

使用することもある。このため、ハンガリーの先天性異常症例対照調査では、ほう酸腟錠

の影響についても検討された。症例群（22,843 人）では 43 人の母親（0.18％）、対照群（38,151

人）では 52 人の母親（0.14％）がほう酸腟錠の処置を受けたことがあり、多くの場合、30 mg

錠の 7 日間（2 錠/日）投与であった。先天性異常のオッズ比は、妊娠期間中に投与を受け

た母親で 1.6（95%CI: 1.0～2.4）、そのうち、妊娠 2～3 ヶ月に投与を受けた母親で 2.8（95%CI: 

1.1～7.1）であったことから、妊娠中のほう酸腟錠治療による弱い催奇形性の可能性は除外

できないと考えられた 27) 。 

 

（3）発がん性 

① 主要な機関による発がんの可能性の分類 

国際的に主要な機関での評価に基づく本物質の発がんの可能性の分類については、表 3.2

に示すとおりである。 
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表 3.2 主要な機関による発がんの可能性の分類 

機 関 (年) 分  類 

WHO IARC －  
EU EU －  
 EPA (2004)※1 データはヒトの発がん性を評価するには不適当である。 

USA ACGIH (2004) A4 ヒトに対する発がん性物質として分類できない。 

 NTP － 
日本 日本産業衛生学会 －  
ドイツ DFG －  
※1：1999 年のドラフトガイドラインに基づいた評価 

 

② 発がん性の知見 

○ 遺伝子傷害性に関する知見 

in vitro 試験系では、ほう酸は代謝活性化系（S9）添加の有無にかかわらずネズミチフス

菌で遺伝子突然変異 28, 29, 30) 、マウスリンパ腫細胞（L5178Y）28, 31, 32) 、チャイニーズハムス

ター卵巣細胞（CHO）28)で姉妹染色分体交換、染色体異常を誘発しなかった。また、S9 無

添加のラット肝細胞（初代培養）で不定期 DNA 合成 33) 、ヒト末梢血リンパ球で姉妹染色

分体交換及び染色体異常 34) を誘発しなかった。 

ほう砂も S9 添加の有無にかかわらずネズミチフス菌で遺伝子突然変異を誘発せず 30) 、

S9 無添加のチャイニーズハムスター肺細胞（V79）、マウス胚線維芽細胞（C3H/10T1/2）、

ヒト包皮線維芽細胞で遺伝子突然変異 35)、マウス胚線維芽細胞（C3H/10T1/2）で形質転換 35) 、

ヒト末梢血リンパ球で姉妹染色分体交換及び染色体異常 34) を誘発しなかった。 

過ほう酸ナトリウムは S9 無添加の大腸菌で遺伝子突然変異を誘発した 36) 。 

in vivo 試験系では、ほう酸を経口投与したマウスの骨髄細胞で小核を誘発しなかった 37) 。 

 

○ 実験動物に関する発がん性の知見 

吸入曝露による実験動物の発がん性について、知見は得られなかった。 

なお、ラットにほう酸又はほう砂を 2 年間混餌投与した試験 38) 、マウスにほう酸を 2 年

間混餌投与した試験 28, 39) 、マウスにメタほう酸ナトリウムを生涯にわたって飲水投与した

試験 40) では、いずれも腫瘍の発生率に増加はなかった。 

 

○ ヒトに関する発がん性の知見 

1988～1994 年に実施された米国第 3 次国民栄養調査で得られたデータを基に、95 人の前

立腺がん患者と 8,720 人の対照群で実施した断面症例対照研究では、症例群を 0.52、0.86、

1.36 mg B/day のほう素摂取量、対照群は 0.62、1.00、1.54 mg B/day の摂取量を分割点とし

てそれぞれ 4 群に分けて前立腺がんのオッズ比を算出した。その結果、年齢、人種、教育、

喫煙、肥満度、摂取カロリー、飲酒量で調整した前立腺がんのオッズ比にはほう素摂取量

の増加に伴う有意な低下傾向がみられ、最も摂取量の多い四分位群のオッズ比は 0.46

（95%CI: 0.21～0.98）と有意に低かったことから、ほう素による前立腺がん抑制の可能性
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詳細な評価を行う
候補と考えられる。

現時点では作業は必要
ないと考えられる。

情報収集に努める必要
があると考えられる。

MOE＝10 MOE＝100［ 判定基準 ］

が示唆された 41) 。 

テキサス州内の地下水ほう素濃度とその地域の前立腺がんの発症率、死亡率の関連を検

討した結果、有意な負の相関がみられ、地下水のほう素濃度の増加に伴って前立腺がんの

発生率、死亡率はともに低下した 42) 。 

ワシントン州在住の 50～76 歳を対象とした食生活に関する大規模コホート調査では、

2000 年 10 月～2002 年 12 月にベースライン調査を実施し、37,382 人の男性から回答が得ら

れ、2,138 人に前立腺がんの既往歴があった。そこで、前立腺がんの既往歴のない 35,244

人を対象に 2004年 12月末まで追跡したところ、832人が新たに前立腺がんに罹患していた。

このため、前立腺がんでない 34,412 人と前立腺がんの 832 人について各種食品やサプリメ

ントからのほう素摂取量を求め、前立腺がんのリスクを検討した。その結果、ほう素の摂

取量と前立腺がんのリスクに関連はなく、ハザード比の有意な増加もなかった 43) 。 

 

（4）健康リスクの評価 

① 評価に用いる指標の設定 

非発がん影響については一般毒性及び生殖・発生毒性等に関する知見が得られているが、

発がん性については十分な知見が得られず、ヒトに対する発がん性の有無については判断で

きない。このため、閾値の存在を前提とする有害性について、非発がん影響に関する知見に

基づき無毒性量等を設定することとする。 

経口曝露については、評価の対象としなかった。 

吸入曝露については、無毒性量等の設定ができなかった。 

 

② 健康リスクの初期評価結果 
 

表 3.3 吸入曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露濃度 予測最大曝露濃度 無毒性量等 MOE 

吸入 
環境大気 0.097 µg B/m3程度 0.14 µg B/m3程度 

－  
－ 

室内空気 － － － 
 

吸入曝露については、無毒性量等が設定できず、健康リスクの判定はできなかった。 

なお、吸収率を 100％と仮定し、生殖・発生毒性ア）で示したラット経口曝露の NOAEL 9.6 

mg B/kg/day を吸入換算すると 32 mg B/m3となるが、参考としてこれと予測最大曝露濃度 0.14 

µg B/m3から、動物実験結果から求めた知見であるために 10 で除して算出した MOE（Margin 

of Exposure）は 23,000 となる。また、化管法に基づく平成 25 年度の大気への届出排出量をも

とに推定した高排出事業所近傍の大気中濃度（年平均値）の最大値は 8.2 µg B/m3であったが、

参考としてこれらから算出した MOE は 390 となる。このため、本物質の一般環境大気の吸入

曝露については、健康リスクの評価に向けて吸入曝露の情報収集等を行う必要性は低いと考

えられる。 
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４．生態リスクの初期評価 

水生生物の生態リスクに関する初期評価を行った。通常水中で存在する 3 価ほう素の毒性値

を収集した。 

 

（1) 水生生物に対する毒性値の概要 

本物質の水生生物に対する毒性値に関する知見の収集を行い、その信頼性及び採用の可能性

を確認したものを生物群（藻類、甲殻類、魚類及びその他生物）ごとに整理すると表 4.1 のとお

りとなった。 

 

表 4.1 水生生物に対する毒性値の概要 

分 類 
急

性 

慢

性 

毒性値 

[μg B/L] 

硬度 

[mg /L]

／培地

生物名 生物分類 
エンドポイント

／影響内容 

曝露期間

（日） 

試験の

信頼性 

採用の

可能性 
文献No.

対象 

物質 

藻 類  ○ 14,400 24 
Pseudokirchneriella 

subcapitata 
緑藻類 

NOEC   

GRO (RATE)
3 A A 2) B (OH)3 

 ○  15,400 ― 
Pseudokirchneriella 

subcapitata 
緑藻類 EC50  GRO 4 D C 1)-45207 Na2B4O7

   24,000 ― 
Desmodesmus 

subspicatus 
緑藻類 EC10  GRO 4 D C 

3)- 

2007022
Na2B4O7

 ○  50,000 24 
Pseudokirchneriella 

subcapitata 
緑藻類 

EC50   

GRO (RATE)
3 A A 2) B (OH)3 

 ○  34,000 ― 
Desmodesmus 

subspicatus 
緑藻類 EC50  GRO 4 D C 

3)- 

2007022
Na2B4O7

甲殻類  ○ 2,430 ― Daphnia magna オオミジンコ
NOEC  

MOR/  REP / GRO
14 D C 1)-3474 B (OH)3

   ○ 6,000 166 Daphnia magna オオミジンコ NOEC  REP 21 A A 1)-4785 B (OH)3 

  ○ 6,400 148 Daphnia magna オオミジンコ
NOEC  

REP / GRO 
21 A A 1)-11389 B (OH)3 

  ○ 10,000 ― Daphnia magna オオミジンコ NOEC  REP 21 D C 
3)- 

2007022
Na2B4O7

   ○ 10,000 250 Ceriodaphnia dubia 
ニセネコゼミ

ジンコ 
NOEC  REP 14 B B 1)-8764 B (OH)3 

   ○ 18,000 250 Daphnia magna オオミジンコ NOEC  REP 14 B B 1)-8764 B (OH)3 

 ○  18,300 約 286 Daphnia magna オオミジンコ LC50  MOR 1 B C 1)-5718 Na2B4O7

 ○  45,500 96 Ceriodaphnia dubia 
ニセネコゼミ

ジンコ 
LC50  MOR 2 B B 1)-118810 B (OH)3 

  ○  101,200 250 
Ceriodaphnia 

pulchella 

ヒメネコゼミ

ジンコ 
LC50  MOR 1 B C 1)-8764 B (OH)3 

  ○  123,400 250 Simocephalus vetulus
オカメミジン

コ 
LC50  MOR 1 B C 1)-8764 B (OH)3 
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分 類 
急

性 

慢

性 

毒性値 

[μg B/L] 

硬度 

[mg /L]

／培地

生物名 生物分類 
エンドポイント

／影響内容 

曝露期間

（日） 

試験の

信頼性 

採用の

可能性 
文献No.

対象 

物質 

甲殻類 ○  133,000 148 Daphnia magna オオミジンコ LC50  MOR 2 B A 1)-11389 B (OH)3

  ○  141,000 
10.6 

～170
Daphnia magna オオミジンコ LC50  MOR 2 A A 1)-190 Na2B4O7

  ○  180,600 250 Ceriodaphnia dubia 
ニセネコゼミ

ジンコ 
LC50  MOR 1 B B 1)-8764 B (OH)3 

  ○  226,000 ― Daphnia magna オオミジンコ LC50  MOR 2 C C 1)-4785 B (OH)3 

  ○  267,700 250 Daphnia carinata ミジンコ属 LC50  MOR 1 B B 1)-8764 B (OH)3 

  ○  319,800 250 Daphnia magna オオミジンコ LC50  MOR 1 B B 1)-8764 B (OH)3 

魚 類  ○ >2,100 24～39 Oncorhynchus mykiss
ニジマス 

（受精卵） 

NOEC 

GRO / MOR 
87 A A 1)-7044 B (OH)3 

 ○  2,330 
84 

～163
Lepomis macrochirus ブルーギル TLm  MOR 1 B C 1)-922 B2O3 

  ○ 6,400 212 Danio rerio 
ゼブラフィッ

シュ（胚） 
NOEC 

GRO / MOR 
34 B B 4)-1 B (OH)3 

 ○  14,000 20 
Rasbora 

heteromorpha 
コイ科 LC50  MOR 4 D C 1)-848 BaB2O4

 ○  14,200 ― Danio rerio 
ゼブラフィッ

シュ 
LC50  MOR 4 D C 

3)- 

2007022
Na2B4O7

 ○  17,500 82 Pimephales promelas
ファットヘッ

ドミノー 
LC50  MOR >4 C C 1)-14566 B (OH)3 

    22,000 200 Ictalurus punctatus 
アメリカナマズ

（胚） 
LC50  MOR 

9 

（孵化後 4)
A C 1)-5969 B (OH)3 

   27,000 50  Oncorhynchus mykiss ニジマス（胚） LC50  MOR 
28 

（孵化後 4)
A C 1)-5969 Na2B4O7

    46,000 50  Carassius auratus キンギョ（胚） LC50  MOR 
7 

（孵化後 4)
A C 1)-5969 B (OH)3 

   54,000 200 Oncorhynchus mykiss ニジマス（胚） LC50  MOR 
28 

（孵化後 4)
A C 1)-5969 Na2B4O7

    59,000 200 Carassius auratus キンギョ（胚） LC50  MOR 
7 

（孵化後 4)
A C 1)-5969 Na2B4O7

    65,000 50  Carassius auratus キンギョ（胚） LC50  MOR 
7 

（孵化後 4)
A C 1)-5969 Na2B4O7

    71,000 200 Ictalurus punctatus 
アメリカナマ

ズ（胚） 
LC50  MOR 

9 

（孵化後 4)
A C 1)-5969 Na2B4O7

    75,000 200 Carassius auratus キンギョ（胚） LC50  MOR 
7 

（孵化後 4)
A C 1)-5969 B (OH)3 

   79,000 200 Oncorhynchus mykiss ニジマス（胚） LC50  MOR 
28 

（孵化後 4)
A C 1)-5969 B (OH)3
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分 類 
急

性 

慢

性 

毒性値 

[μg B/L] 

硬度 

[mg /L]

／培地

生物名 生物分類 
エンドポイント

／影響内容 

曝露期間

（日） 

試験の

信頼性 

採用の

可能性 
文献No.

対象 

物質 

魚 類   100,000 50  Oncorhynchus mykiss ニジマス（胚） LC50  MOR 
28 

（孵化後 4)
A C 1)-5969 B (OH)3 

 ○  125,000 144 Catostomus latipinnis サッカー科 LC50  MOR 
4 

(止水式)
A A 1)-18979 B (OH)3

    155,000 50  Ictalurus punctatus 
アメリカナマ

ズ（胚） 
LC50  MOR 

9 

（孵化後 4)
A C 1)-5969 B (OH)3 

    155,000 50  Ictalurus punctatus 
アメリカナマ

ズ（胚） 
LC50  MOR 

9 

（孵化後 4)
A C 1)-5969 Na2B4O7

 ○  233,000 196 Xyrauchen texanus 
サッカー科 

（10-17 日齢）
LC50  MOR 

4 

（止水式)
A A 1)-15346 B (OH)3

 ○  279,000 196 Ptychocheilus lucius
コイ科 

（17-31 日齢）
LC50  MOR 

4 

（止水式)
A A 1)-15346 B (OH)3

 ○  280,000 196 Gila elegans 
コイ科 

（11-18 日齢）
LC50  MOR 

4 

（止水式)
A A 1)-15346 B (OH)3

  ○  441,000 ― Gambusia affinis カダヤシ TLm  MOR 
2 

（止水式)
B B 1)-508 Na2B4O7

  ○  1,840,000 ― Gambusia affinis カダヤシ TLm  MOR 
2 

（止水式)
B B 1)-508 B (OH)3 

 ○  2,390,000 
84 

 ～163
Lepomis macrochirus ブルーギル TLm  MOR 1 B B 1)-922 BF3 

その他  ○ 1,750 
FETAX

培地 
Xenopus laevis 

アフリカツメ

ガエル 
NOEC  REP 30 B C 1)-66626 B (OH)3 

  ○ 6,100 ― Spirodella polyrrhiza ウキクサ 
NOEC 

GRO (RATE)
10 B B 1)-65811 B(OH)3 

    10,000 85 Chironomus decorus
ホクベイユス

リカ 
NOEC  GRO 4 A C 1)-190 Na2B4O7

 ○  11,700 ― Spirodela polyrhiza ウキクサ 
EC50 

GRO (RATE)
10 B B 1)-65811 B(OH)3 

   47,000 50  Rana pipiens 
アカガエル属

（胚） 
LC50  MOR 

7.5 

（孵化後 4)
A A 1)-5969 Na2B4O7

   130,000 50  Rana pipiens 
アカガエル属

（胚） 
LC50  MOR 

7.5 

（孵化後 4)
A A 1)-5969 B (OH)3

   145,000 50  Bufo fowleri 
ヒキガエル科

（胚） 
LC50  MOR 

7.5 

（孵化後 4)
A A 1)-5969 B (OH)3

  ○  1,380,000 85 Chironomus decorus ユスリカ属 LC50  MOR 2 A A 1)-190 Na2B4O7

毒性値（太字）：PNEC 導出の際に参照した知見として本文で言及したもの 

毒性値（太字下線）： PNEC 導出の根拠として採用されたもの 

試験の信頼性：本初期評価における信頼性ランク 
A：試験は信頼できる、B：試験は条件付きで信頼できる、C：試験の信頼性は低い、D：信頼性の判定不可、 
E：信頼性は低くないと考えられるが、原著にあたって確認したものではない 

採用の可能性：PNEC 導出への採用の可能性ランク 
A：毒性値は採用できる、B：毒性値は条件付きで採用できる、C：毒性値は採用できない 

エンドポイント 

EC10 (10% Effective Concentration)：10%影響濃度、EC50 (Median Effective Concentration)：半数影響濃度、 
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LC50 (Median Lethal Concentration)：半数致死濃度、NOEC (No Observed Effect Concentration)：無影響濃度、 

TLm (Median Tolerance Limit)：半数生存限界濃度 

影響内容 

GRO (Growth)：生長（植物）、成長（動物）、MOR (Mortality)：死亡、REP (Reproduction)：繁殖、再生産 

毒性値の算出方法 

RATE：生長速度より求める方法（速度法） 

 

評価の結果、採用可能とされた知見のうち、生物群ごとに急性毒性値及び慢性毒性値のそれ

ぞれについて最も小さい毒性値を予測無影響濃度 (PNEC) 導出のために採用した。その知見の

概要は以下のとおりである。 

 

1） 藻類 

環境省 2)は「新規化学物質等に係る試験の方法について（化審法テストガイドライン）」(2006

改正)に準拠して、緑藻類 Pseudokirchneriella subcapitata の生長阻害試験を実施した。被験物質

にはほう酸が用いられた。設定試験濃度は、0（対照区）、43.9、83.4、158、301、572 mg/L（公

比 1.9）であった。被験物質の実測濃度（試験開始時及び終了時の算術平均値）は、0.262（対照

区）、43.7、82.3、160、289、554 mg/L であり、試験開始時及び終了時において、それぞれ設定

濃度の 97～103%及び 95～101%であった。速度法による 72 時間半数影響濃度 (EC50) は、実測

濃度に基づき 50,000 µg B/L、速度法による 72 時間無影響濃度 (NOEC) は、実測濃度に基づき

14,400 µg B/L であった。 

 

2） 甲殻類 

Dethloff ら 1)-118810は、ニセネコゼミジンコ Ceriodaphnia dubia の急性毒性試験を実施した。被

験物質にはほう酸が用いられた。試験は止水式で行われ、設定試験濃度区は対照区及び 5 濃度

区であった。試験用水には、米国 EPA の試験方法 (EPA600/4-90/027F,1993) に従った調製水（硬

度 96mg/L、CaCO3 換算）が用いられた。48 時間半数致死濃度 (LC50) は、実測濃度に基づき

45,500 µg B/L であった。 

また、Lewis と Valentine1)-4785はオオミジンコ Daphnia magna の繁殖試験を実施した。被験物

質にはほう酸が用いられた。試験は半止水式（週 3 回換水）で行われ、試験用水にはろ過地下

水（硬度 166 mg/L、CaCO3換算）が用いられた。被験物質の実測濃度の平均は 0、6、13、27、

53、106 mg B/L であり、設定濃度の 95%以上が維持されていた。21 日間無影響濃度 (NOEC) 

は設定濃度に基づき 6,000 µg B/L であった。 

 

3） 魚類 

Hamilton と Buhl1)-18979 は米国 ASTM の試験方法 (E-729-88a, 1989) に準拠し、サッカー科

Catostomus latipinnis の急性毒性試験を実施した。被験物質にはほう酸が用いられた。試験は止

水式で行われ、設定試験濃度区は対照区及び 6～8 濃度区（等比級数的に設定）であった。試験

用水として人工調製水（硬度 144 mg/L、CaCO3換算）が用いられた。設定濃度に基づく 96 時間

半数致死濃度 (LC50) は 125,000 µg B/L であった。 

また、Blackら 1)-7044はニジマスOncorhynchus mykissの胚を用いて魚類初期生活段階毒性試験を

実施した。被験物質にはほう酸が用いられた。試験は流水式 (6 倍容量換水／日) で行われ、

設定試験濃度は 0（対照区）、0.0017、0.017、0.17、1.7 mg B/L であった。試験用水には地下水
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（硬度 24～39 mg/L、CaCO3換算）が用いられた。実測濃度に基づき、成長阻害又は死亡に関す

る 87 日間無影響濃度 (NOEC) は 2,100 µg B/L 超とされた。 

 

4） その他の生物 

Davis ら 1)-65188 は、米国 EPA の試験方法 (OPPTS 850.4400,1996) に準拠して、ウキクサ

Spirodela polyrhiza の生長阻害試験を実施した。被験物質にはほう酸が用いられた。試験は半止

水式（毎日換水）で行われ、設定試験濃度は 0.5（対照区）、3、6、17、25、37 mg B/L であっ

た。被験物質の初期実測濃度は、0.9（対照区）、3.5、6.1、18.9、22.4、38.2 mg B/L であった。

24 時間後の濃度もほとんど同程度であった。速度法による 10 日間半数影響濃度 (EC50) は、初

期実測濃度に基づき 11,700 µg B/L、10 日間無影響濃度 (NOEC) は、初期実測濃度に基づき

6,100 µg B/L であった。 
 

（2) 予測無影響濃度 (PNEC) の設定 

急性毒性値及び慢性毒性値のそれぞれについて、信頼できる知見のうち生物群ごとに値の最

も低いものを整理し、そのうち最も低い値に対して情報量に応じたアセスメント係数を適用す

ることにより、予測無影響濃度 (PNEC) を求めた。 

 

急性毒性値 

藻 類  Pseudokirchneriella subcapitata 72 時間 EC50（生長阻害）  50,000 µg B/L 

甲殻類  Ceriodaphnia dubia 48 時間 LC50         45,500 µg B/L  

魚 類  Catostomus latipinnis 96 時間 LC50  125,000 µg B/L  

その他  Spirodella polyrrhiza 10 日間 EC50（生長阻害）  11,700 µg B/L 

アセスメント係数：100［3 生物群（藻類、甲殻類、魚類）及びその他の生物について信頼で

きる知見が得られたため］ 

 その他の生物を除いた毒性値のうち、最も小さい値（甲殻類の 45,500 µg B/L）をアセスメ

ント係数 100で除することにより、急性毒性値に基づく PNEC値 455 µg B/Lが得られた。なお、

その他の生物を採用した場合、急性毒性値に基づく PNEC の参考値は 117 µg B/L となる。 
 

慢性毒性値 

藻 類  Pseudokirchneriella subcapitata 72 時間 NOEC（生長阻害） 14,400 µg B/L 

甲殻類  Daphnia magna             21 日間 NOEC（繁殖阻害）   6,000 µg B/L  

魚 類  Oncorhynchus mykiss        87 日間 NOEC（成長阻害／死亡）2,100 µg B/L 超 

その他  Spirodella polyrrhiza 10 日間 NOEC（生長阻害）   6,100 µg B/L 

アセスメント係数：10［3 生物群（藻類、甲殻類、魚類）及びその他生物について信頼でき

る知見が得られたため］ 

その他の生物を除いた毒性値のうち、最も小さい確定値（甲殻類の 6,000 µg B/L）をアセスメ

ント係数 10 で除することにより、慢性毒性値に基づく PNEC 値 600 µgB/L が得られた。 
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3 価ほう素の PNEC としては、甲殻類の急性毒性値から得られた 455 µg B/L を採用する。な

お、その他の生物を用いた場合の PNEC の参考値は、117 µg B/L となる。 

 

（3) 生態リスクの初期評価結果 

 
表 4.2 生態リスクの初期評価結果 

水 質 平均濃度 最大濃度 (PEC) PNEC 
PEC/ 

PNEC 比

公共用水域・淡水 100 µg B/L 未満 (2012) 310 µg B/L (2012) 
455 

(117) 

µg B/L 

0.7 
(2.6) 

公共用水域・海水 評価は行わないこととした 評価は行わないこととした ― ― 

注：1) 環境中濃度での（  ）内の数値は測定年度を示す 
    2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む 
    3) PNEC 及び PEC/PNEC の欄の (     ) 内には、その他の生物から導出した参考値を示した 

 

 

 

 

 

 

本物質の公共用水域・淡水域における濃度は、平均濃度で 100 µg B/L 未満、安全側の評価

値として設定された予測環境中濃度 (PEC) は 310 μg B/L となった。海水域については、平

均濃度が 1,200～3,800 µg B/L と淡水域に比べて高く、海生生物に対する生態毒性試験も不十

分であるため、当面生態リスク評価は行わないことととした。 

予測環境中濃度 (PEC) と予測無影響濃度 (PNEC) の比は、淡水域において通常水中で存

在する 3 価ほう素で 0.7 となるため、情報収集に努める必要があると考えられる。 

なお、ほう素は藻類生長阻害試験に関する OECD テストガイドライン No.201 の推奨培地

や、ミジンコ類に関する OECD テストガイドライン No.202（急性遊泳阻害試験）及び No.211

（繁殖試験）で推奨されている Elendt M4 / M7 培地に含まれている。また、本物質について

は、海生生物に対する有害性情報の充実についても検討する必要があると考えられる。 

 

詳細な評価を行う 
候補と考えられる。

現時点では作業は必要
ないと考えられる。

情報収集に努める必要
があると考えられる。

PEC/PNEC＝0.1 PEC/PNEC＝1［ 判定基準 ］
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15 メチル-1,3-フェニレン=ジイソシアネート  

  

本物質は、パイロット事業（化学物質の環境リスク評価 第 1 巻）において、環境リスク初期評価結果

が公表されているが、関係部局からの要望を踏まえ、改めて初期評価を行った。 

１．物質に関する基本的事項 

（1）分子式・分子量・構造式 

物質名： メチル-1,3-フェニレン=ジイソシアネート 

（別の呼称：トルエンジイソシアネート、トリレンジイソシアネート、1,3-ジイソシア

ナト（メチル）ベンゼン、m-トリレンジイソシアネート、m-TDI） 
CAS 番号： 26471-62-5（異性体混合物）、 
      584-84-9（4-メチル体、以下 2,4-TDI）、 

91-08-7（2-メチル体、以下 2,6-TDI） 
化審法官報公示整理番号： 3-2214（ジイソシアナトトルエン） 
化管法政令番号：1-298（トリレンジイソシアネート） 
RTECS 番号：NQ9490000（異性体混合物） 
RTECS 番号：CZ6300000（2,4-TDI） 
RTECS 番号：CZ6310000（2,6-TDI） 

分子式： C9H6N2O2 

分子量： 174.16 
換算係数：1 ppm = 7.12 mg/m3 (気体、25℃) 
構造式： 
 
 
 
 
 

 

O
C

N N
C

O
H3C

 

異性体混合物 

O
C

N N
C

O

H3C

 

O
C

NN
C

O

CH3

2,4-TDI                 2,6-TDI 

（2）物理化学的性状 

本物質は常温で刺激臭のある無色または淡黄色透明の液体である1)。 

融点 
2,4-TDI 20.5℃ 2)、19.5～21.5℃ 3) , 4)、21℃ 5)、21℃6) 

2,6-TDI 18.3℃ 2) , 4)、10.5℃ 7) 

沸点 
2,4-TDI 251℃(760mmHg) 2) , 3) , 4)、252～254℃(1,011 hPa) 6) 

2,6-TDI 247～249℃(744mmHg) 7)、244℃7) 

密度 
2,4-TDI 1.2244 g/cm3(20℃) 2) 、1.21 (25℃) 6) 

2,6-TDI 比重：1.226 (20℃) 7) 

蒸気圧 
2,4-TDI 

0.023 mmHg(=3 Pa) (25℃) 2)、0.008 mmHg(=1.07 Pa) (20℃) 4)、

0.01 mmHg(=1.3 Pa) (20℃) 5) 、2.1 Pa (20℃)、0.87 mBar(20℃)6)

2,6-TDI  

［15］メチル-1,3-フェニレン=ジイソシアネート           
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分配係数（1-ｵｸﾀﾉｰﾙ/水）
(log Kow) 

加水分解するため、モデル計算による推定は行わなかった 

解離定数（pKa）  

水溶性（水溶解度） 加水分解するため、モデル計算による推定は行わなかった 

 

（3）環境運命に関する基礎的事項 

分解性及び濃縮性は次のとおりである。 

生物分解性（2,4-TDI：難分解性であると判断される物質9)） 

好気的分解 

2,4-TDI の分解率：BOD 0%、GC 100%  

（試験期間：4 週間、被験物質濃度：100 mg/L、活性汚泥濃度：30 mg/L）10) 

（備考：被験物質は試験液中で速やかに変化し、水溶性の 2,4-ジアミノトルエン及び

尿素体と水不溶性のポリ尿素を生成した10)。） 

 

化学分解性 

OH ラジカルとの反応性 （大気中） 

2,4-TDI/2,6-TDI の割合(％)が 80/20 の反応速度定数：7.4×10-12 cm3/(分子･sec) （25℃、

測定値）7) 

半減期：8.7 時間～87 時間（OH ラジカル濃度を 3×106～3×105分子/cm3 8)と仮定し計

算） 

 

加水分解性 

2,4-TDI の半減期： <0.5 時間 (27℃、初期濃度 10 mg/L)、<0.5 時間 (27℃、初期濃度

100 mg/L)、約 0.7 時間 (27℃、初期濃度 1,000 mg/L)、約 1.6 時間 (27℃、初期

濃度 10,000 mg/L) 7) 

 

生物濃縮性（2,4-TDI：高濃縮性ではないと判断される物質9)） 

 

土壌吸着性 

土壌吸着定数 (Koc)：加水分解するため、モデル計算による推定は行わなかった 

 

 

（4）製造輸入量及び用途 

① 生産量・輸入量等 

本物質には 2,4-TDI と 2,6-TDI などの異性体がある1)。市販されているものは 2,4-TDI と

2,6-TDI の混合物であり1)、異性体混合比が異なる 3 種類（①2,4-TDI が 80%、2,6-TDI が 20%

（以下、「T-80/20」とする。）、②2,4-TDI が 95%以上、2,6-TDI が 5%以下、③2,4-TDI が 65%、

2,6-TDI が 35%）がある11)。 
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化審法に基づき公表された製造・輸入数量の推移を表 1.1 に示す12),13),14),15)。 

 

表 1.1 製造・輸入数量の推移 

平成(年度) 22 23 24 25 

製造・輸入数量(t)  a) 100,000 b) 200,000 b) 219,059 225,653  

注：a) 製造数量は出荷量を意味し、同一事業者内での自家消費分を含んでいない値を示す。 
b) ジイソシアナトトルエンとしての値を示す。 
 
 
 

本物質の国内生産量16)、輸出量17)、輸入量17)の推移を表 1.2 に示す。 

 
表 1.2 国内生産量・輸出量･輸入量の推移 

平成（年） 17 18 19 20 21 

生産量（t） 216,448 232,002 229,044 224,426 Xa) 

輸出量（t） 159,882 169,384 155,013 114,309 131,060 

輸入量（t） 5,812 12,364 8,773 5,949 3,282 

平成（年） 22 23 24 25 26 

生産量（t） X a) X a) －b) －b) －b) 

輸出量（t） 136,855 97,965 131,254 161,656 167,767 

輸入量（t） 4,568 8,855 16,043 12,747 6,528 

注：a) 届出事業所が 2 以下のため、生産量は公表されていない。ただし、3 事業所以上 
であっても、他の統計表との関連などから公表していない場合もある。 

    b) 平成 24 年度に行われた改正により、本物質は統計調査の対象外となった。 
 
 

ジイソシアナトトルエンとしての「化学物質の製造・輸入量に関する実態調査」による製

造（出荷）及び輸入量を表 1.3 に示す18),19),20)。 

 

表 1.3 製造（出荷）及び輸入量 

平成(年度) 13 16 19 

製造（出荷）及び 
輸入量 

100,000～1,000,000 t 
/年未満 

100,000～1,000,000 t 
/年未満 

10,000～100,000 t 
/年未満 

注： 化学物質を製造した企業及び化学物質を輸入した商社等のうち、1 物質 1 トン以上の製造又は輸入

をした者を対象に調査を行っているが、全ての調査対象者からは回答が得られていない。  
   

 

本物質について、OECD に報告している本物質の生産量は 100,000～1,000,000 t/年未満であ

る。また、トリレンジイソシアネートの化学物質排出把握管理促進法（化管法）における製

造・輸入量区分は 100t 以上である21)。 

 

② 用 途 

本物質はポリウレタンの主要な原料のひとつとして利用されている1)。ポリウレタンは、ウ
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レタンフォーム、塗料、エラストマー（台車の車輪、ベルトコンベアのベルト等）や接着剤

などとして使われている1)。 

ウレタンフォームは、軟質フォームとしては、車両のシートやクッション材、家庭用ソフ

ァ、ベッド、マットレスなどに、また硬質フォームは、断熱・保冷のために冷蔵庫や建築用

などに使用されている1)。 

 

（5）環境施策上の位置付け 

1,3-ジイソシアナト（メチル）ベンゼンは、人健康影響の観点から化学物質審査規制法優先評

価化学物質（通し番号：129）に指定されているほか、トリレンジイソシアネートは化学物質排

出把握管理促進法第一種指定化学物質（政令番号: 298）に指定されている。 

トルエンジイソシアネートは、有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質に選定されて

いる。 
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２．曝露評価 

環境リスクの初期評価のため、わが国の一般的な国民の健康や水生生物の生存・生育を確保

する観点から、実測データをもとに基本的には化学物質の環境からの曝露を中心に評価するこ

ととし、データの信頼性を確認した上で安全側に立った評価の観点から原則として最大濃度に

より評価を行っている。 

（1）環境中への排出量 

本物質は化管法の第一種指定化学物質である。同法に基づき公表された、平成 25 年度の届出

排出量1)、届出外排出量対象業種・非対象業種・家庭・移動体2), 3)から集計した排出量等を表 2.1

に示す。なお、届出外排出量非対象業種・家庭・移動体の推計はなされていなかった。 

 
表 2.1 化管法に基づく排出量及び移動量（PRTR データ）の集計結果（平成 25 年度） 

（トリレンジイソシアネート） 

大気 公共用水域 土壌 埋立 下水道 廃棄物移動 対象業種 非対象業種 家庭 移動体

全排出・移動量 1,957 1.5 0 0 0 55,001 156 - - - 1,959 156 2,115

トリレンジイソシアネート

業種等別排出量(割合) 1,957 2 0 0 0 55,001 157 0 0 0

994 0 0 0 0 21,582 2 届出 届出外

(50.8%) (39.2%) (1.0%) 93% 7%

732 1.5 0 0 0 16,958

(37.4%) (100%) (30.8%)

142 0 0 0 0 12,190 8

(7.3%) (22.2%) (5.1%)

85 0 0 0 0 2,674

(4.3%) (4.9%)

78

(50.0%)

19

(12.2%)

18

(11.5%)

0 0 0 0 0 519 10

(0.9%) (6.4%)

1 0 0 0 0 11 8

(0.06%) (0.02%) (5.2%)

7

(4.7%)

3 0 0 0 0 0

(0.2%)

3

(1.9%)

1

(0.7%)

1

(0.6%)

0.6 0 0 0 0 820

(0.03%) (1.5%)

0.5

(0.3%)

0 0 0 0 0 27 0.5

(0.05%) (0.3%)

0 0 0 0 0 220 0.4

(0.4%) (0.3%)

0.4

(0.3%)

0.1

(0.05%)

0.1

(0.05%)

機械修理業

木材・木製品製造業

電気機械器具製造業

自然科学研究所

非鉄金属製造業

パルプ・紙・紙加工品

製造業

窯業・土石製品

製造業

鉄鋼業

武器製造業

精密機械器具製造業

倉庫業

総排出量の構成比(%)

プラスチック製品

製造業

化学工業

輸送用機械器具

製造業

ゴム製品製造業

自動車整備業

鉄道業

金属製品製造業

一般機械器具製造業

家具・装備品製造業

その他の製造業

届出 届出外　　(国による推計) 総排出量　　(kg/年)

排出量　　(kg/年) 移動量　　(kg/年) 排出量　　(kg/年) 届出

排出量

届出外

排出量
合計

 
 

本物質の平成 25 年度における環境中への総排出量は、約 2.1 t となり、そのうち届出排出量

は約 2.0 t で全体の 93%であった。届出排出量のうち約 2.0 t が大気、0.0015 t が公共用水域へ排
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出されるとしており、大気への排出量が多い。この他に廃棄物への移動量が 55 t であった。届

出排出量の主な排出源は、大気への排出が多い業種はプラスチック製品製造業（51%）、化学工

業（37%）であり、公共用水域への排出が多い業種は化学工業（100%）であった。 

表 2.1 に示したように PRTR データでは、届出排出量は媒体別に報告されているが、届出外排

出量の推定は媒体別には行われていないため、届出外排出量対象業種の媒体別配分は届出排出

量の割合をもとに行った。届出排出量と届出外排出量を媒体別に合計したものを表 2.2 に示す。 

 
表 2.2 環境中への推定排出量 

媒 体 推定排出量(kg) 

大 気 

水 域 

土 壌 

2,113 

2 

0 

 

（2）媒体別分配割合の予測 

本物質の媒体別分配割合の予測は、予測に必要な物理化学的性状が得られていないため、行

わなかった。 

 

（3）各媒体中の存在量の概要 

本物質の環境中等の濃度について情報の整理を行った。媒体ごとにデータの信頼性が確認さ

れた調査例のうち、より広範囲の地域で調査が実施されたものを抽出した結果を表 2.3 に示す。 

 
表 2.3 各媒体中の存在状況 

媒 体 
幾何 

平均値 a) 
算術 
平均値

最小値 最大値 a) 検出 
下限値

検出率 調査地域 測定年度 文 献 

             

一般環境大気 µg/m3 <0.0011 <0.0011 <0.00057 <0.0011 0.00057～
0.0011

1/8 全国 2014 4) b) 

  <0.00024 <0.00024 <0.00024 0.00078 0.00024 1/9 全国 2014 4) c) 

  <0.00033 <0.00033 <0.00033 <0.00033 0.00033 0/8 全国 2014 4) d)

             

室内空気 µg/m3          

             

食物 µg/g          
             

飲料水 µg/L          
             

地下水 µg/L          
           

土壌 µg/g          
             

公共用水域・淡水   µg/L          
           

公共用水域・海水   µg/L          
           

底質(公共用水域・淡水) µg/g          
           

底質(公共用水域・海水) µg/g         
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媒 体 
幾何 

平均値 a) 
算術 
平均値

最小値 最大値 a) 検出 
下限値

検出率 調査地域 測定年度 文 献 

魚類(公共用水域・淡水) µg/g          

           

魚類(公共用水域・海水) µg/g          

           

貝類(公共用水域・淡水) µg/g          

           

貝類(公共用水域・海水) µg/g          

           

注：a) 最大値または幾何平均値の欄の太字で示した数字は、曝露の推定に用いた値を示す。 
b) 2,4-TDI、2,6-TDIの合計 
c) 2,4-TDIの調査結果 
d) 2,6-TDIの調査結果 

 

（4）人に対する曝露量の推定（一日曝露量の予測最大量） 

一般環境大気の実測値を用いて、人に対する曝露の推定を行った（表 2.4）。化学物質の人に

よる一日曝露量の算出に際しては、人の一日の呼吸量、飲水量及び食事量をそれぞれ 15 m3、2 L

及び 2,000 g と仮定し、体重を 50 kg と仮定している。 

 
表 2.4 各媒体中の濃度と一日曝露量 

 媒  体 濃  度 一 日 曝 露 量 

  大気     
  一般環境大気 0.0011 µg/m3未満程度 (2014)  0.00033 µg/kg/day 未満程度 

  室内空気 データは得られなかった データは得られなかった 

平     
  水質   
  飲料水 データは得られなかった データは得られなかった 
  地下水 データは得られなかった データは得られなかった 
均 公共用水域・淡水 データは得られなかった データは得られなかった 
      
  食 物 

 
データは得られなかった データは得られなかった 

  土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 
      

  大気   

  一般環境大気 0.0011 µg/m3未満程度 (2014)  0.00033 µg/kg/day 未満程度 

最  室内空気 データは得られなかった データは得られなかった 

     

大 水質   
 飲料水 データは得られなかった データは得られなかった 
値  地下水 データは得られなかった データは得られなかった 
 公共用水域・淡水 データは得られなかった データは得られなかった 
      
  食 物 

 
データは得られなかった データは得られなかった 

  土 壌 データは得られなかった データは得られなかった 
      

 

人の一日曝露量の集計結果を表 2.5 に示す。 

吸入曝露の予測最大曝露濃度は、一般環境大気のデータから 0.0011 µg/m3未満程度となった。

一方、化管法に基づく平成 25 年度の大気への届出排出量をもとに、プルーム・パフモデル5)を

用いて推定した大気中濃度の年平均値は、最大で 0.083 µg/m3となった。 
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経口曝露の予測最大曝露量を算出できるデータは得られなかった。 

一方、化管法に基づく平成 25 年度の公共用水域・淡水への届出排出量を全国河道構造データ

ベース6)の平水流量で除し、希釈のみを考慮した河川中濃度を推定すると、最大で 0.041 μg/L と

なり、推定した河川中濃度を用いて経口曝露量を算出すると 0.0016 µg/kg/day となるが、本物質

の高い加水分解性を踏まえると、0.0016 µg/kg/day よりも小さいと考えられる。 

 
表 2.5 人の一日曝露量 

媒 体 平均曝露量（μg/kg/day） 予測最大曝露量（μg/kg/day） 

大 気 
  

 一般環境大気 0.00033 0.00033 

 室内空気   

   飲料水   

水 質  地下水   

   公共用水域・淡水   

 食 物     

 土 壌     

 経口曝露量合計   

 総曝露量 0.00033 0.00033 

注：1) アンダーラインを付した値は、曝露量が「検出下限値未満」とされたものであることを示す。 
2) 総曝露量は、吸入曝露として一般環境大気を用いて算定したものである。 

 

（5）水生生物に対する曝露の推定（水質に係る予測環境中濃度：PEC） 

本物質の水生生物に対する曝露の推定の観点から、水質中濃度を表 2.6 のように整理した。

水質についてはデータが得られなかった。化管法に基づく平成 25 年度の公共用水域・淡水への

届出排出量を全国河道構造データベース6)の平水流量で除し、希釈のみを考慮した河川中濃度を

推定すると、最大で 0.041 μg/L となるが、本物質の高い加水分解性を踏まえると 0.041 μg/L よ

りも小さいと考えられる。 

 
表 2.6 公共用水域濃度 

水 域 平   均 最 大 値 

淡 水 
 

海 水 

データは得られなかった 
 

データは得られなかった 

データは得られなかった 
 

データは得られなかった 
注：淡水は河川河口域を含む。 
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３．健康リスクの初期評価 

健康リスクの初期評価として、ヒトに対する化学物質の影響についてのリスク評価を行った。 

（1）体内動態、代謝 

本物質（TDI）を水に添加すると、イソシアネート基が水と反応して CO2 を発生し、アミノ

基となる。この際、TDI の濃度が低いとイソシアネート基が加水分解されてトルエンジアミン

（TDA）になりやすいが、濃度が高い場合には一つのイソシアネート基が加水分解されてアミ

ンになると直ちに別の TDI のイソシアネート基と反応してオリゴウレアやポリウレアになりや

すい 1, 2) 。2,6-TDI の反応性は 2,4-TDI よりも低いが 1, 2) 、2,6-TDI の in vitro での半減期はラット

の胃内容物ホモジネート中で 2 分未満、血清中で 30 秒未満であった 3) 。 

ラットに 14C でラベルした 59 mg/kg の 2,6-TDI を強制経口投与した結果、72 時間で投与した

放射活性の 11％が尿中に、62％が糞中に、0.09％が呼気中に排泄された。900 mg/kg の投与では

72 時間で 5％が尿中に、33％が糞中に、0.06％が呼気中に排泄され、59 mg/kg 投与時に比べて

糞中への排泄割合が大きく減少したが、7 匹中 6 匹ではポリマー化した TDI が胃の内壁を覆っ

て膨満させており、胃内容物と糞中排泄の放射活性を合計すると 65％となり、胃内にポリマー

のなかった 59 mg/kg 群の糞中排泄割合と同程度であった。主要組織への移行はともに 0.5％未

満であった 3) 。同様にして 7、70、700 mg/kg の 2,4-TDI を強制経口投与した場合にも 700 mg/kg

群の胃内ではポリマー化がみられ、尿中への放射活性の排泄割合は投与量の増加に伴って 16、

6.3、3.5％へと減少し、生物学的利用能は投与量が少ないほど高かった。高い放射活性は消化管

や膀胱でみられ、7 mg/kg 群の尿中代謝物組成は 2,4-TDA を静脈内投与した場合とほぼ同様であ

り、6 種類の代謝物のうち、2,4-ビス（アセチルアミノ）トルエン（尿中代謝物の 10％未満）が

同定された 4) 。 

ラットに 14C でラベルした 2,4-TDI 60 mg/kg を強制経口投与又は 2 ppm を 4 時間吸入させた結

果、48 時間後の尿、糞中への放射活性の排泄は経口投与で 8、81％、吸入で 15、47％、体内残

留は経口投与で 4％、吸入で 34％であり、それぞれ体内残留の 68、49％が胃腸管内容物にあっ

た。尿中放射活性の半減期は経口投与で 7.5 時間、吸入で 20 時間であり、呼気から放射活性は

検出されなかった。経口投与の尿中から 2,4-TDAの遊離体及びアセチル体、2,4-TDI又は 2,4-TDA

の酸分解性抱合体が検出され、その 26％を 2,4-TDA の遊離体及びアセチル体が占めたが、吸入

では 2,4-TDA の遊離体は検出されず、アセチル体の割合も 9％と少なかった 5) 。 

0.026～0.821 ppm の 2,4-TDI を 4 時間吸入させたラットでは、放射活性は全身の組織から検出

されたが、特に気道及び胃腸管系、血液で高く、濃度に依存して増加した。血液中では放射活

性の 74～87％が血漿にあり、そのうち 97～100％が血清アルブミン等の生体高分子との複合体

であった 6) 。また、2,4-TDI と 2,6-TDI の混合比が 80: 20 の TDI（以下、TDI（80: 20）と表記）

1 ppm をモルモットに 5 日間吸入（3 時間/日）させ、気道内の TDI 分布を免疫組織化学的に検

討した結果、TDI 付加体の分布は鼻孔から細気管支までの上皮にみられたが、大部分は上気道

の上皮にあり、18 日間の回復期間後には著明に減少した 7) 。 

ヒトでは、ボランティアに 15～26 µg/m3の TDI（80: 20）を 3 日間（8 時間/日）曝露し、加水

分解した血漿に含まれる TDA を測定した結果、血漿中の TDA は曝露後 24 時間で最大となり、

半減期は 2,4-体、2,6-体でともに約 10 日であった 8) 。また、ボランティアに 36～43 µg/m3の TDI

（48: 52）を 7.5 時間曝露し、加水分解尿の TDA を測定した結果、TDA の尿中排泄速度は曝露
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終了直後に最大となり、その後は 2 相性で減少し、2,4-TDA 及び 2,6-TDA の半減期は第 1 相が

1.9、1.6 時間、第 2 相がともに約 5 時間であり、28 時間で吸収した 2,4-TDI の 8～14％、2,6-TDI

の 14～18％が尿中に排泄された 9) 。一方、2 工場で TDI（混合比 65:35～5:95）に曝露された労

働者の調査では、職場の TDI 濃度はそれぞれの工場で 0.4～4 µg/m3、10～120 µg/m3の範囲にあ

り、血漿中 TDA の半減期は 2,4-体 14～34 日、2,6-体 16～26 日（平均はともに 21 日）、尿中 TDA

の半減期は 2,4-体 5.8～11 日、2,6-体 6.4～9.3 日であった。慢性曝露の労働者では血漿中の半減

期は短期間曝露のボランティアよりも約 2 倍長く、尿中の半減期はさらに長かった 10) 。 

 

（2）一般毒性及び生殖・発生毒性 

① 急性毒性 

表 3.1 急性毒性 11) 

          【TDI（80: 20）】 
動物種 経路 致死量、中毒量等 
ラット 経口 LD50 4,130 mg/kg 

マウス 経口 LD50 1,950 mg/kg 

マウス 吸入 LC50 9.7 ppm[69 mg/m3](4hr) 

モルモット 吸入 LC50 12.7 ppm[90 mg/m3](4hr) 

ウサギ 吸入 LC50 11 ppm[78 mg/m3](4hr) 

ウサギ 経皮 LD50 >10 mL/kg 
注：（ ）内の時間は曝露時間を示す。 

 

          【2,4-TDI】 
動物種 経路 致死量、中毒量等 
ラット 経口 LD30 6,170 mg/kg 

ラット 経口 LD50 5,800 mg/kg 

ラット 吸入 LC50 14 ppm[100 mg/m3](4hr) 

マウス 吸入 LC50 10 ppm[71 mg/m3](4hr) 

モルモット 吸入 LC50 13 ppm[93 mg/m3](4hr) 

ウサギ 吸入 LC50 11 ppm[78 mg/m3](4hr) 

ウサギ 経皮 LD50 >16 mL/kg 
注：（ ）内の時間は曝露時間を示す。 

 

本物質は眼、皮膚、気道を刺激する。吸入すると腹痛や咳、吐き気、息切れ、咽頭痛、嘔

吐を生じ、喘息様反応や化学性気管支炎、肺炎、肺水腫を引き起こすことがある。経口摂取

ではさらに下痢も生じる。眼に入ると発赤、痛み、かすみ眼を生じ、皮膚に付くと発赤、灼

熱感、痛みを生じる 12, 13)。 

 

② 中・長期毒性 

ア）Fischer 344 ラット雌雄各 5 匹を 1 群とし、0、500、1,000、2,000、3,000、4,000 mg/kg/day

の TDI（80: 20）を 14 日間強制経口投与した結果、各群で雄の 1/5、3/5、4/5、5/5、5/5、5/5

匹、雌の 0/5、2/5、4/5、4/5、5/5、5/5 匹が死亡した。このため、0、30、60、120、240、500 

mg/kg/day に投与量を減らして再試験をしたところ、30 mg/kg/day 及び 240 mg/kg/day 群の

－395－



      
15 メチル-1,3-フェニレン=ジイソシアネート  

  

雌雄各 1 匹、500 mg/kg/day 群の雌 1 匹が死亡したが、用量依存性はみられなかった。10％

以上の体重増加の抑制は雄では 120 mg/kg/day 以上の群、雌では 500 mg/kg/day 以上の群で

みられた 14) 。 

 また、B6C3F1マウス雌雄各 5 匹を 1 群とし、0、500、1,000、2,000、3,000、4,000 mg/kg/day

を 14 日間強制経口投与した結果、500 mg/kg/day 以上の群で雌雄の全数が 12 日までに死亡

した。このため、0、30、60、120、240、500 mg/kg/day に投与量を減らして再試験をした

ところ、雄は 30 mg/kg/day 以上の各群で 1～2 匹、雌は 240 mg/kg/day 群で 1 匹死亡したが、

死亡や体重への影響に用量依存性はなかった 14) 。 

イ）Sprague-Dawley ラット雌雄各 5 匹を 1 群とし、0、30、100、300 mg/kg/day の TDI（80: 20）

を 4 週間強制経口投与した結果、300 mg/kg/day 群の雌雄で 7 日以降からほぼ半数以上に流

涎の発生がみられ、100 mg/kg/day 群でも数匹に流涎を認めたが、体重に有意な影響はなか

った。300 mg/kg/day 群の雄で好中球数及び白血球数、網赤血球率の有意な増加、総タンパ

ク及びアルブミンの有意な減少、総コレステロール及び ALT の有意な上昇を認め、ALT の

有意な上昇は 100 mg/kg/day 群の雄でもみられ、雌では 300 mg/kg/day 群で総コレステロー

ルが有意に増加した。剖検時には 300 mg/kg/day 群の雌雄の各 5/5 匹で胃の肥厚、雄の 4/5

匹で小腸の肥厚がみられ、100 mg/kg/day 以上の群の雄の腎臓で相対重量の有意な増加、気

管及び気管支の上皮で再生及び線毛消失の発生率に有意な増加を認めた。なお、300 

mg/kg/day 群の雌雄で回復期間（2 週間）後の網赤血球率が有意に高く、脾臓の色素沈着は

増強傾向にあったことから、投与期間中に傷害された赤血球が回復期間後も徐々に破壊し

た結果と考えられた 15) 。著者らは、30 mg/kg/day 群の気管及び気管支の上皮で再生像及び

線毛消失がみられたことから NOEL を 30 mg/kg/day 未満としたが、30 mg/kg/day 群には有

意差がなかったことから、NOAEL を 30 mg/kg/day とする。 

ウ）Fischer 344 ラット雌雄各 10 匹を 1 群とし、0、7、15、30、60、120 mg/kg/day の TDI（80: 

20）を 13 週間（5 日/週）強制経口投与した結果、7 mg/kg/day 以上の群で死亡率の増加が

みられたものの体重への影響が現れなかったことから、2 ヶ月後に 0、120、240 mg/kg/day

群を追加して同様に投与した。その結果、最初とその後の 2 回の 120 mg/kg/day 群の死亡パ

ターンには一貫性がなく、240 mg/kg/day 群を考慮すると用量依存性もなかった。10％以上

の体重増加の抑制は最初の 120 mg/kg/day群の雄及び後の 240 mg/kg/day群の雌雄でみられ、

後の 120 mg/kg/day 群の雌雄で体重増加の抑制は 5％以下であった。このため、0、15、30、

60、120、240 mg/kg/day を 13 週間投与して再試験をしたところ、雄の 60 mg/kg/day 群で 1

匹、120 mg/kg/day 群で 2 匹、雌の 240 mg/kg/day 群で 1 匹が死亡したが、投与に関連した

死亡は雌の 240 mg/kg/day 群（1 匹）のみと考えられた。10％以上の体重増加の抑制は雄の

120 mg/kg/day 以上の群でみられた。細気管支への粘液物質の蓄積を伴った気管支肺炎が

240 mg/kg/day 群の雄 8/10 匹、雌 2/10 匹でみられ、雄では軽度～中程度であったが、雌で

は中程度～重度であり、この他に中程度のものが 120 mg/kg/day 群で死亡した雄 2 匹中の 1

匹にもみられた 14) 。 

 また、B6C3F1マウス雌雄各 10 匹を 1 群とし、0、6、12、25、50、100 mg/kg/day を 13 週間

（5 日/週）強制経口投与した結果、TDI 投与群で死亡率の増加や体重増加の抑制、呼吸時

の雑音などがみられ、投与に関連した影響と考えられた。しかし、0、15、30、60、120、

240 mg/kg/day を 13 週間投与して再試験をしたところ、240 mg/kg/day 群の雌 2 匹、120 
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mg/kg/day 群の雌 1 匹が死亡し、そのうちの 2 匹の肝臓で壊死又は炎症がみられただけで、

1 回目の試験でみられたような影響はなかった 14) 。 

エ）Fischer 344ラット雌雄各 50匹を1群とし、雄に 0、30、60 mg/kg/day、雌に 0、60、120 mg/kg/day

の TDI（80: 20）を 106 週間（5 日/週）強制経口投与した結果、30 mg/kg/day 以上の群の雄

で 10 週から、60 mg/kg/day 以上の群の雌では 20 週から用量に依存した体重増加の抑制が

一貫してみられたが、その他に一般状態の変化はなかった。TDI 投与群では生存率が有意

に低く、108 週の生存数はそれぞれの群の雄で 36/50、14/50、8/50 匹、雌で 36/50、19/50、

6/50 匹であり、気管支肺炎の発生率も著明に増加した。また、最初の 4 ヶ月間で死亡した

雄 11 匹、雌 10 匹の肺では著明なうっ血と水腫がみられ、水腫は細気管支、肺胞、脈管周

囲でみられた 14) 。 

 また、B6C3F1マウス雌雄各 50 匹を 1 群とし、雄に 0、120、240 mg/kg/day、雌に 0、60、

120 mg/kg/day を 105 週間（5 日/週）強制経口投与した結果、雄の体重は 120 mg/kg/day 以

上の群で一貫して低く、雌の 120 mg/kg/day 群でも 56週以降の体重は一貫して低かったが、

その他に一般状態の変化はなかった。雄の 240 mg/kg/day 群で生存率は有意に低く、雌でも

120 mg/kg/day 群の生存率は 7 週頃までに著明に低下し、試験終了時には 60 mg/kg/day 群と

の間で有意な差があった。しかし、組織への影響は雄の 120 mg/kg/day 以上の群の腎臓の主

に皮髄境界部付近の尿細管で巨大細胞の著明な増加を認めた以外にはなかった 14) 。 

 なお、TDI はコーン油に添加して投与したが、コーン油中の水分と TDI が反応しており、

実際の投与量はラットの雄で 0、23、49 mg/kg/day、雌で 0、49、108 mg/kg/day、マウスの

雄で 0、108、202 mg/kg/day、雌で 0、49、108 mg/kg/day であった 14) 。この結果から、ラッ

トで LOAEL を 23 mg/kg/day（曝露状況で補正：16 mg/kg/day）、マウスで NOAEL を 49 

mg/kg/day（曝露状況で補正：35 mg/kg/day）とする。 

オ）Swiss OF1マウス雄 10 匹を 1 群とし、0、0.1、0.29、0.99 ppm の TDI（80: 20）を 4、9、

14 日間（6 時間/日、5 日/週）吸入させ、気道への影響を調べた結果、死亡や一般状態、気

管、肺に影響はなかったが、0.1 ppm 以上の群の鼻腔で呼吸上皮に炎症や化生、壊死がみら

れ、曝露期間の増加とともに重症度も増加した 16) 。この結果から、LOAEL を 0.1 ppm（曝

露状況で補正：0.018 ppm）とする。 

カ）雌ラット(系統不明)に 0.1、0.5、1、5、10 ppm の TDI（65: 35）を 6 時間/日、5 日/週の頻

度で反復吸入曝露させた試験では、0.1 ppmの 40回曝露で呼吸器系に明らかな変化はなく、

体重増加の抑制がみられただけであった。 0.5 ppm の 24 回曝露では試験開始時の体重が

91～124 g のラットの死亡率は 45％であったが、140～180 g のラットの死亡率は 0％であり、

その他の群の死亡率は 1 ppm の 10 回曝露で 75％、5 ppm の 4 回曝露で 65％、10 ppm の 3

又は 5 回曝露で 100％であった。0.5 ppm 以上の群で気管支周囲炎及び拡張性気管支肺炎が

みられ、5 ppm 以上の群では、死亡は気管支及び気管から剥離した粘膜組織による気道閉

塞が原因であった 17) 。 

キ）Sprague-Dawley ラット雌雄各 104～105 匹又は CD-1 マウス雌雄各 89～90 匹を 1 群とし、

0、0.05、0.15 ppm の TDI（80: 20）をラットの雄に 110 週間、雌に 108 週間、マウスの雌雄

に 104 週間吸入（6 時間/日、5 日/週）させた結果、ラットでは 0.15 ppm 群の雌雄で 12 週

まで体重増加の有意な抑制がみられた以外には、一般状態や死亡率、体重、血液、主要臓

器の重量や組織等に影響はなかった 18) 。しかし、鼻甲介の組織検査が未実施であったため、
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改めて鼻甲介の組織検査を行ったところ、0.05 ppm 以上の群の雌で上皮の萎縮や扁平上皮

化生、炎症を伴った慢性又は壊死性の鼻炎が濃度に依存した頻度及び重症度でみられ、0.15 

ppm 群の雄にも同様の組織変化がみられた 19) 。 

 マウスでは各群の死亡率が雄で 78、70、70％、雌で 60、77、74％であり、雌の 0.05 ppm

以上の群で死亡率は有意に高かったが、濃度依存性がなく、雄の対照群と同程度であった。

0.15 ppm 群で体重増加の有意な抑制、0.05 ppm 以上の群で濃度に依存した頻度及び重症度

で慢性又は壊死性の鼻炎がみられ、重症度の高い鼻炎は瀕死や死亡に関連していた。この

他にも一部のマウスでは下気道（間質性肺炎、カタル性気管支炎）や眼（角膜炎）への影

響もみられ、0.15 ppm 群でより高頻度であった 18) 。これらの結果から、ラット及びマウス

で LOAEL を 0.05 ppm（曝露状況で補正：0.0089 ppm）とする。 

 

③ 生殖・発生毒性 

ア）Fischer 344 ラット雌雄各 50 匹を 1 群とし、TDI（80: 20）を雄に 0、30、60 mg/kg/day、

雌に 0、60、120 mg/kg/day の用量で 106 週間（5 日/週）強制経口投与した試験、B6C3F1マ

ウス雌雄各 50 匹を 1 群とし、TDI（80: 20）を雄に 0、120、240 mg/kg/day、雌に 0、60、120 

mg/kg/day の用量で 105 週間（5 日/週）強制経口投与した試験では、いずれも雌雄の生殖器

に影響はなかった 14) 。 

イ）Sprague-Dawley ラット雌雄各 28 匹を 1 群とし、0、0.02、0.08、0.3 ppm の TDI（80: 20）

を交尾前 10 週（F1は 12 週）から交尾、妊娠、哺育期間（妊娠 20 日から分娩 4 日を除く）

を通して吸入（6 時間/日、5 日/週）させた 2 世代試験の結果、雌雄の F0及び F1では 0.02 ppm

以上の群で鼻腔の炎症、0.08 ppm 以上の群で一時的な体重増加の抑制や一般状態の変化（鼻

周囲の痂皮や赤みを帯びた被毛など）がみられたが、繁殖成績に影響はなく、生殖器の組

織や妊娠、哺育にも影響はなかった。仔では 0.08 ppm 以上の群の F2で生後 7、14 日の体重

が有意に低く、一時的な体重増加の抑制がみられた 20) 。この結果から、0.02 ppm（曝露状

況で補正：0.0035 ppm）を親世代で LOAEL、仔で NOAEL とし、生殖毒性については NOAEL

を 0.3 ppm（曝露状況で補正：0.054 ppm）とする。 

ウ）Sprague-Dawley ラット雌 25 匹を 1 群とし、0、0.02、0.1、0.5 ppm の TDI（80: 20）を妊

娠 6 日から妊娠 15 日まで吸入（6 時間/日）させた結果、0.5 ppm 群で体重減少や体重増加

の抑制、摂餌量の減少、一般状態の変化（呼吸音の異常や赤みを帯びた鼻汁）がみられた

が、着床後胚損失率や胎仔の性比、体重等に影響はなかった。胎仔では外表系や内臓系、

骨格系の奇形発生率に増加はなかったが、0.5 ppm 群で第 5 頸椎の骨化遅延の発生率は有意

に増加した 21) 。この結果から、母ラット及び胎仔で NOAEL を 0.1 ppm（曝露状況で補正：

0.025 ppm）とする。 

 

④ ヒトへの影響 

ア）2,4-TDI の臭気閾値を 0.17 ppm とした報告 22) 、臭気閾値を 3.2～17 mg/m3、刺激閾値を 4 

mg/m3（0.56 ppm）とした報告がある 23) 。 

イ）アメリカの大規模な TDI 製造会社の研究開発施設で実施された調査では、職場の TDI 濃

度は 0.02 ppm 以下であり、6～24 ヶ月間 TDI に曝露された労働者 103 人を対象にして 6 ヶ
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月毎に血清を採取してイソシアン酸-p トリル（p-TMI）の抗体を測定したが、TDI の吸入曝

露のみでは特異 IgE 抗体は検出されなかった。しかし、この間に TDI の漏れや飛沫によっ

て急性曝露された労働者が 20 人発生しており、即時型呼吸器症状と肺機能の低下（FEV1

が 20％以上低下）があった 4 人中 3 人で抗体の発現がみられ、肺機能の低下はなかったも

のの即時型呼吸器症状のあった 9 人のうちの 1 人でも抗体の発現がみられた 24) 。 

ウ）1956 年に操業を開始したアメリカの TDI（80: 20）製造工場では、1974 年までに労働者

300 人のうち 30 人が TDI 感作と診断され、0.05 ppm 以上の TDI の吸入の頻度増加と過敏反

応の相関が示された。職場の TDI 濃度は 1956 年に平均 0.06 ppm（0.05～0.1 ppm）であった

が、1970 年には改善されて 0.05 ppm 未満となり、1972 年から 0.02 ppm 未満、1974 年には

0.004 ppm 未満へと低下し、毎年数人発生していた感作者は 1972 年からゼロになった 25) 。 

エ）アメリカの新規 TDI 製造工場の労働者を 5 年間追跡した前向きコホート調査では、223

人の男性労働者について、0.0682 ppm･月の累積曝露を分割点として低曝露群、高曝露群の

2 群に分けて分析した。肺活量検査や肺容積に喫煙の有意な影響がみられたため、喫煙で調

整して比較すると、高曝露群（74 人）の 1 秒量（FEV1）、％1 秒量（％FEV）、最大中間呼

気流量（FEF25-75％）の低下割合は低曝露群（149 人）に比べて有意に大きかった 26) 。さら

に労働者を喫煙者、禁煙者、非喫煙者の 3 群に分けて比較した結果、高曝露群の非喫煙者

（21 人）で FEV1 及び FEF25-75％の低下割合は低曝露群の非喫煙者に比べて有意に大きかっ

た。また、0.02 ppm 以上の濃度の職場で作業していた時間をもとに労働者を分類して比較

しても FEV1、FEF25-75％には有意差があり、喫煙者間で比較しても同様の結果がみられた 26, 

27)。なお、低・高曝露群の非喫煙者で TDI の平均濃度は 0.0009、0.0019 ppm であった 28) 。

この結果から、低曝露群非喫煙者の曝露濃度 0.0009 ppm（曝露状況で補正：0.00018 ppm）

を NOAEL とする。 

オ）1967 年から 1992 年の間に 3 ヶ月以上 TDI 製造に従事した労働者 313 人、人種、雇用開

始年、雇用形態、年齢をマッチさせた非曝露の労働者 158 人を対照としたアメリカの調査

では、1967～1973 年の職場の TDI 濃度は概ね 0.01 ppm 未満であったが、精製や積荷の作業

現場では 0.06～0.08 ppm の検出例もあり、個人曝露モニターによる平均曝露濃度（8 時間）

は 1976～1988 年で 0.0059 ppm（156 人）、1989～1997 年で 0.0028 ppm（84 人）、TDI 中の

2,4-TDI の割合は 60～70％であった。診療所の受診記録及び定期健診記録から、TDI による

喘息や気道の刺激反応の発生が低い頻度でみられたものの、TDI の累積曝露と気道閉塞に

関連はみられなかった 29) 。 

 また、1971 年から 1997 年の間に 3 ヶ月以上 TDI 製造に従事した労働者 305 人、人種、性、

年齢等の構成が類似した非曝露の労働者 581 人を対照とした追跡調査では、個人曝露モニ

ターによる平均曝露濃度（8 時間）は 1976 年以降で 0.0023 ppm、平均ピーク濃度は 0.0052 

ppm であった。労働者の定期健診結果をもとに比較した結果、自覚症状に有意な差はなく、

症状や肺機能の経時的な変化にも TDI 曝露との関連はみられなかった 30) 。 

 我が国の TDI 製造工場の調査では、1980 年に曝露群 106 人及び対照群 39 人について呼吸

機能への影響を検討し、曝露群 64 人及び対照群 21 人を 2 年間追跡した結果、個人曝露モ

ニターによる平均曝露濃度（8 時間）は約 0.001 ppm、短時間曝露で 0.02 ppm 以上の濃度が

出現した頻度は 1980 年に 9.3％、1982 年に 1.9％であり、呼吸機能に有意な差や変化はみら

れなかった。また、呼吸器症状の有病率にも有意差はなかった。なお、TDI に曝露される
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業務に就いて直ぐに急性の喘息反応を発症した 8 人で呼吸機能は有意に低かったが、発症

時の TDI 濃度の特定はできなかった。これらの結果から、0.001 ppm の TDI 曝露は TDI に

高感受性でない労働者の呼吸機能に悪影響を生じないことが示唆された 31) 。 

カ）国内のポリウレタンフォーム製造工場（7 ヶ所）で TDI に曝露された男性労働者 90 人及

び非曝露の対照群労働者 44 人の調査では、個人曝露モニターによる平均曝露濃度（8 時間）

は約 0.0032 ppm、短時間曝露で 0.02 ppm 以上の濃度が出現した頻度は 12％（16/129）であ

り、肺機能や胸部 X 線の検査結果に有意差はなかった。曝露群の労働者では冬季の痰、冬

季の鼻詰まり又は鼻汁、眼や喉の粘膜の刺激の訴えが有意に多かったが、他の化学物質の

曝露もあったため、TDI による影響とは断定できなかった 32) 。 

 上記コホートの曝露群 57 人、対照群 24 人を 4 年間追跡して肺機能への影響を検討した結

果、TDI の平均曝露濃度が 0.0001 ppm の低曝露群（28 人）、平均曝露濃度が 0.0057 ppm の

高曝露群（29 人）ではともに肺機能の低下割合に有意な差はなかった。しかし、0.03 ppm

以上のピーク濃度の曝露が 1 回以上あった高曝露群の 15 人（平均曝露濃度 0.0082 ppm）で

は、対照群、低曝露群、ピーク濃度が 1 度も 0.014 ppm を超えなかった高曝露群の 14 人（平

均曝露濃度 0.0017 ppm）に比べて肺機能の低下割合が有意に大きかった。このため、TDI

曝露による閉塞性の肺機能変化の誘発には平均濃度よりもピーク濃度の方が重要であるこ

とが示唆され、予防の観点から、0.02 ppm を超えるピーク濃度の曝露は避けるべきと考え

られた 33) 。 

キ）イギリスのポリウレタン製造工場（12 ヶ所）の調査では、1981～1986 年に労働者 780 人

を対象とした呼吸器系の問診調査と肺機能検査を実施し、1997～1998 年にコホートの在職

者 251 人について同じ検査を行った。その結果、FEV1及び努力肺活量の低下割合には TDI

曝露との関連はなく、非曝露の群でみられた加齢に伴う低下割合と同じであった。なお、

曝露群（175 人）の平均曝露濃度（8 時間）は 0.00105 ppm であった 34) 。 

ク）TDI には皮膚・気道感作性があり、感作されたヒトに対する反応の調査では低用量で用

量依存性が確認されており、0.01 ppm の 15 分間曝露で気道閉塞反応が観察され、0.005 ppm

では反応がみられなかったが 35, 36) 、別の報告では 0.001 ppm の 15 分間曝露でも喘息反応が

認められた 37) 。TDI 曝露濃度と喘息発生の関係については明らかでないが、ピーク濃度で

0.02 ppm を超える職場では喘息のリスクがあると考えられた 38) 。 

ケ）TDI と MDI（メチレンジフェニルジイソシアネート）に曝露されるスウェーデンのポリ

ウレタンフォーム製造工場（9 ヶ所）で 1987 年以前に 1 年以上雇用された労働者 4,154 人

を対象とした調査では、同国の人口をもとに求めた呼吸器系、循環器系疾患の標準化死亡

比（SMR）に有意な増加はなかった 39) 。また、アメリカのポリウレタンフォーム製造工場

（4 ヶ所）で 1950～1987 年に 3 ヶ月以上雇用された労働者 4,611 人を対象とした調査では、

1993 年末までに 316 人が死亡していたが、全米の人口をもとに求めた各死因の SMR に有

意な増加はなかった 40) 。 

 

（3）発がん性 

① 主要な機関による発がんの可能性の分類 

国際的に主要な機関での評価に基づく本物質の発がんの可能性の分類については、表 3.2
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に示すとおりである。 
 

表 3.2 主要な機関による発がんの可能性の分類 

機 関 (年) 分  類 

WHO IARC (1999) 2B ヒトに対して発がん性があるかもしれない。 

EU EU (2004) 3 ヒトに対する発がん性が懸念されるが、それについて評

価を行うための有効な情報が十分ではない物質。 

 EPA －  

USA ACGIH (1998) A4 ヒトに対する発がん性物質として分類できない。 

 NTP (1985) 合理的にヒトに対して発がん性のあることが懸念される物質。

日本 日本産業衛生学会 

(1997) 

第2 
群B 

ヒトに対しておそらく発がん性があると判断できる物

質のうち、証拠が比較的十分でない物質。 

ドイツ DFG －  
  

② 発がん性の知見 

○ 遺伝子傷害性に関する知見 

in vitro 試験系では、TDI（80: 20）及び 2,4-TDI、2,6-TDI はいずれも代謝活性化系（S9）

無添加のネズミチフス菌で遺伝子突然変異を誘発しなかったが、S9 添加では誘発した報告

もあり 14, 41～45) 、大腸菌でも S9 添加の有無にかかわらず遺伝子突然変異を誘発しなかった

が 45)、マウスリンパ腫細胞（L5178Y）で 2,4-TDI 及び 2,6-TDI は S9 添加の有無にかかわら

ず遺伝子突然変異を誘発した 46) 。TDI（80: 20）は S9 添加の有無にかかわらずヒト末梢血

リンパ球で染色体異常を誘発したが 47) 、チャイニーズハムスター肺細胞（CHL）では S9

無添加でのみ誘発し 48) 、チャイニーズハムスター卵巣細胞（CHO）では S9 添加の有無に

かかわらず染色体異常を誘発しなかった 49) 。2,6-TDI も S9 無添加の CHO 細胞で染色体異

常を誘発したが 50) 、2,4-TDI は S9 添加の有無にかかわらず CHO 細胞で染色体異常を誘発

しなかった 50) 。TDI（組成は不明）は S9 無添加のラット肝細胞（初代培養）で不定期 DNA

合成を誘発しなかったが 51) 、TDI（80: 20）は S9 無添加のヒト末梢血白血球 52) 、仔ウシ胸

腺 DNA 53) で DNA 鎖切断を誘発した。TDI（80: 20）は S9 添加の有無にかかわらずヒト末

梢血リンパ球で姉妹染色分体交換を誘発しなかったが 47) 、S9 無添加の CHO 細胞で姉妹染

色分体交換を誘発し 49) 、2,6-TDI は S9 無添加の CHO 細胞で姉妹染色分体交換を誘発し、

2,4-TDI も S9 無添加の CHO 細胞で擬陽性の結果であった 50) 。 

in vivo 試験系では、TDI（80: 20）は経口投与したショウジョウバエで伴性劣性致死突然

変異及び相互転座 54) 、マウスの骨髄細胞で姉妹染色分体交換 14) を誘発したが、腹腔内投

与したマウスで染色体異常 14) 、吸入曝露したマウス及びラットの骨髄細胞で小核 18) を誘

発しなかった。TDI に曝露された労働者の末梢血リンパ球で染色体異常、姉妹染色分体交

換、小核の発生頻度に有意な増加を認めた報告 55) があったが、同程度の曝露濃度であるに

もかかわらず、いずれにも有意差を認めなかった報告 56) もあった。 

 

○ 実験動物に関する発がん性の知見 

Fischer 344 ラット雌雄各 50 匹を 1 群とし、雄に 0、23、49 mg/kg/day、雌に 0、49、108 

mg/kg/day の TDI（80: 20）を 106 週間（5 日/週）強制経口投与した結果、雄の 49 mg/kg/day
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群の皮下組織で線維腫、線維腫＋線維肉腫、膵臓で膵腺房細胞腺腫、雌の 49 mg/kg/day 以

上の群で乳腺腫瘍＋皮下組織腫瘍、膵臓で膵島細胞腺腫、108 mg/kg/day 群で肝臓の腫瘍性

結節の発生率に有意な増加を認めた。なお、単核細胞白血病の発生率は減少傾向にあり、

雄の 49 mg/kg/day 群、雌の 49 mg/kg/day 以上の群でその発生率は有意に低かった 14, 57) 。 

また、B6C3F1マウス雌雄各 50 匹を 1 群とし、雄に 0、108、202 mg/kg/day、雌に 0、49、

108 mg/kg/day の TDI（80: 20）を 105 週間（5 日/週）強制経口投与した結果、雌の 108 mg/kg/day

群で血管腫＋血管肉腫、肝細胞腺腫、肝細胞腺腫＋癌、悪性リンパ腫の発生率に有意な増

加を認めたが、雄では腫瘍の発生率に有意な増加はなかった 14, 57) 。 

このようにラット及びマウスでみられた多巣性の腫瘍の発生パターンについて、試験結

果を評価した NTP（1986）は 2,4-TDI の加水分解産物による発がん反応に類似していると

した 14) 。 

しかし、Sprague-Dawley ラット雌雄各 104～105 匹又は CD-1 マウス雌雄各 89～90 匹を 1

群とし、0、0.05、0.15 ppm の TDI（80: 20）をラットの雄に 110 週間、雌に 108 週間、マウ

スの雌雄に 104 週間吸入（6 時間/日、5 日/週）させた試験では、発生率の有意な増加を示

した腫瘍はいずれの種にもなかった 18) 。また、改めて実施したラットの鼻甲介の組織検査

でも腫瘍性の変化はなかった 19) 。 

 

○ ヒトに関する発がん性の知見 

スウェーデンのポリウレタンフォーム製造工場（9 ヶ所）で 1987 年以前に 1 年以上雇用

された労働者 4,154 人を対象とした調査では、標準化死亡比（SMR）の有意な増加はなく、

標準化罹患比（SIR）の有意な増加を示した腫瘍もなかった 39) 。また、1958～1987 年に 1

日以上雇用された労働者 7,023 人を対象とした調査でも、TDI や MDI の曝露と発がんリス

クの増加に関連はなかった 58) 。 

また、イングランド及びウェールズのポリウレタンフォーム製造工場（11 ヶ所）で 1958

～1979 年に 6 ヶ月以上雇用された労働者 8,288 人を対象とした調査では、死亡については

1958～1988 年、がんについては 1971～1986 年のデータを用いて分析した。その結果、女性

労働者（2,464 人）で膵臓がん（SMR = 2.71; 95％ CI: 1.00～5.95）、肺がん（SMR = 1.76; 95％ 

CI: 1.00～2.85）による死亡率は有意に高かった。また、女性労働者では膵臓がん（SRR = 3.22; 

95％ CI: 1.05～7.55）、喉頭がん（SRR = 10.24; 95％ CI: 2.13～30.24）、肺がん（SRR = 2.33; 

95％ CI: 1.36～3.73）、腎臓がん（SRR = 4.49; 95％ CI: 1.22～11.46）の発生率も有意に高か

ったが、男性労働者では有意な変化はみられなかった。このように有意ながんの発生が女

性労働者にあったが、曝露濃度との関連がみられなかったこと、女性労働者のコホート内

症例対照研究（症例 20、対照 80）では相対リスクの有意な増加はなかったこと、一部のポ

リウレタンフォーム製造工場の調査では女性の喫煙率が高かった結果があることから、TDI

によるものではなく、喫煙などによるものと考えられた 59) 。 

アメリカのポリウレタンフォーム製造工場（4 ヶ所）で 1950～1987 年に 3 ヶ月以上雇用

された労働者 4,611 人を対象とした調査では、1993 年末までに 316 人が死亡していたが、

全米の人口をもとにした腫瘍の SMR に有意な増加はなかった。しかし、最初の曝露からの

経過年数で分類すると、15 年超の群でホジキン病（2 人）の SMR（8.63）は有意に高かっ
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たが 40) 、発症数が少なく、追跡期間も短いため、確定的な結論とはしていない。 

 

（4）健康リスクの評価 

① 評価に用いる指標の設定 

非発がん影響については一般毒性及び生殖・発生毒性等に関する知見が得られている。発

がん性については動物実験で発がん性を示唆する結果が得られているものの、ヒトでの知見

は十分でなく、ヒトに対する発がん性の有無については判断できない。このため、閾値の存

在を前提とする有害性について、非発がん影響に関する知見に基づき無毒性量等を設定する

こととする。 

経口曝露については、中・長期毒性エ）に示したラットの試験から得られた LOAEL 23 

mg/kg/day（体重増加の抑制や生存率の低下、気管支肺炎）を曝露状況で補正して 16 mg/kg/day

とし、LOAEL であるために 10 で除した 1.6 mg/kg/day が信頼性のある最も低用量の知見と判

断し、これを無毒性量等に設定する。 

吸入曝露については、ヒトへの影響エ）に示した NOAEL 0.0009 ppm（呼吸機能の低下）を

曝露状況で補正した 0.00018 ppm（0.0013 mg/m3）を無毒性量等とする。 

 

② 健康リスクの初期評価結果 
 

表 3.3 経口曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露量 予測最大曝露量 無毒性量等 MOE 

経口 
飲料水 － － 

1.6 mg/kg/day ラット 
－ 

地下水 － － － 
 

経口曝露については、曝露量が把握されていないため、健康リスクの判定はできなかった。 

なお、化管法に基づく平成 25 年度の公共用水域・淡水への届出排出量をもとに推定した高

排出事業所の排出先河川中濃度から算出した最大曝露量は 0.0016 µg/kg/day であったが、参考

としてそれと無毒性量等 1.6 mg/kg/day から、動物実験結果から求めた知見であるために 10

で除し、さらに発がん性を考慮して 5 で除して算出した MOE（Margin of Exposure）は 20,000

となる。環境媒体から食物経由で摂取される曝露量は少ないと推定されることから、その曝

露を加えても MOE が大きく変化することはないと考えられる。このため、本物質の経口曝露

については、健康リスクの評価に向けて経口曝露の情報収集等を行う必要性は低いと考えら

れる。 
 
 

表 3.4 吸入曝露による健康リスク（MOE の算定） 

曝露経路・媒体 平均曝露濃度 予測最大曝露濃度 無毒性量等 MOE 

吸入 
環境大気 0.0011 µg/m3未満程度 0.0011 µg/m3未満程度 

0.0013 mg/m3 ヒト 
240 超 

室内空気 － － － 
 
吸入曝露については、一般環境大気中の濃度についてみると、平均曝露濃度、予測最大曝

露濃度はともに 0.0011 µg/m3未満程度であった。無毒性量等 0.0013 mg/m3と予測最大曝露濃

度から、発がん性を考慮して 5 で除して求めた MOE は 240 超となる。一方、化管法に基づく
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詳細な評価を行う
候補と考えられる。

現時点では作業は必要
ないと考えられる。

情報収集に努める必要
があると考えられる。

MOE＝10 MOE＝100［ 判定基準 ］

平成 25 年度の大気への届出排出量をもとに推定した高排出事業所近傍の大気中濃度（年平均

値）の最大値は 0.083 µg/m3であったが、参考としてこれから算出した MOE は 3 となる。 

従って、本物質の一般環境大気の吸入曝露については、健康リスクの評価に向けて吸入曝

露の情報収集等を行う必要性があると考えられる。 
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４．生態リスクの初期評価 

本物質は、ポリウレタンの原料として利用されている。化管法に基づき公表された本物質の

環境中への総排出量は約 2.1 t であり、届出排出量の約 2.0 t は大気へ、0.0015 t は公共用水域へ

排出されている。化管法に基づく平成 25 年度の公共用水域・淡水への届出排出量を全国河道構

造データベースの平水流量で除し、希釈のみを考慮した河川中濃度を推定すると、最大で 0.041 

μg/L となるが、本物質の高い加水分解性（半減期は数時間以内）や一般環境大気の実測値を踏

まえると、環境中へ排出された本物質が公共用水域の水質から検出される可能性は低いと考え

られる。 

本物質を取り扱う事業所から搬出された廃棄物に含まれる本物質の移動量 (55 t) の環境中へ

の排出は明らかではないが、本物質の高い加水分解性（半減期は数時間以内）より、通常の活

動では、水生生物が本物質を水質から曝露する可能性はないと考えられる。 

また、本物質を被験物質とした水生生物に対する毒性試験の結果は表 4.1 のとおりであるが、

得られた毒性値は本物質の加水分解生成物の毒性を示していると考えられ、本物質の毒性を反

映しているとは考えられない。 

したがって、本物質の水生生物に対する生態リスク初期評価は行わなかった。 

加水分解生成物を対象物質とする生態リスク初期評価を行う必要性については、別途検討す

る必要があると考えられる。なお、本物質の加水分解生成物のうち 2,4-トルエンジアミン（別

の呼称：2,4-ジアミノトルエン、CAS 番号：95-80-7）については、第 6 次とりまとめで生態リ

スク初期評価の結果を公表しており、「現時点では更なる作業の必要性は低い」 (PNEC にはオ

オミジンコの繁殖阻害に関する NOEC から得られた 52 μg/L を採用) としている。 

 
表 4.1 本物質を被験物質とした毒性試験結果（参考） 

生物群 
急 

性 

慢 

性 

毒性値 

[µg/L] 
生物名 生物分類／和名

エンドポイント

／影響内容 

曝露期間

[日] 
文献 No. 対象物質

藻 類 ○  3,230,000 
Skeletonema 
costatum 

珪藻類 
EC50   
GRO (AUG) 

4 
2)- 

2010019 
T-80/20

 ○  4,300,000 Chlorella vulgaris 緑藻類 
EC50   
GRO (AUG) 

4 
2)- 

2010019 
T-80/20

甲殻類  ○ ≧500 Daphnia magna オオミジンコ NOEC  REP 21 
2)- 

2010016 
T-80/20

  ○ 1,100 Daphnia magna オオミジンコ NOEC  REP 21 
2)- 

2010017 
T-80/20

 ○  <1,560 Daphnia magna オオミジンコ LC50  MOR 
2 

(pH6) 
2)- 

2010019 
T-80/20

 ○  6,560 Daphnia magna オオミジンコ LC50  MOR 
2 

(給餌あり) 
2)- 

2010019 
T-80/20

 ○  12,500 Daphnia magna オオミジンコ LC50  MOR 
2 

(pH7.5) 
2)- 

2010019 
T-80/20

 ○  14,000 
Americamysis 
bahia 

アミ科 LC50  MOR 4 
2)- 

2010019 
T-80/20

 ○  118,000 Nitokra spinipes 
ナミミズベソコ

ミジンコ 
LC50  MOR 4 1)-10905 

TDI(異性

体比不明)
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生物群 
急 

性 

慢 

性 

毒性値 

[µg/L] 
生物名 生物分類／和名

エンドポイント

／影響内容 

曝露期間

[日] 
文献 No. 対象物質

甲殻類 ○  >500,000 Daphnia magna オオミジンコ EC50  IMM 1 
2)- 

2010018 
T-80/20

 ○  >508,300 
Palaemonetes 
pugio 

テナガエビ科 LC50  MOR 4 1)-875 2,4-TDI

 ○  750,000 Daphnia magna オオミジンコ EC50  IMM 1 
2)- 

2010016 
T-80/20

魚 類 ○  391 *1 Pagrus major マダイ LC50  MOR 4 
2)- 

2010019 
T-80/20

 ○  45,800 
Paralychthis 
olivaceus 

ヒラメ LC50  MOR 4 
2)- 

2010019 
T-80/20

 ○  133,000 
Oncorhynchus 
mykiss ニジマス LC50  MOR 4 

2)- 
2010019 

T-80/20

 ○  164,500 
Pimephales 
promelas 

ファットヘッド

ミノー 
LC50  MOR 4 1)-875 2,4-TDI

 ○  172,100 
Pimephales 
promelas 

ファットヘッド

ミノー 
LC50  MOR 2 1)-875 2,4-TDI

 ○  4,100,000 Mugil cephalus ボラ LC50  MOR 4 
2)- 

2010019 
T-80/20

 ○  4,170,000 Oryzias latipes メダカ LC50  MOR 4 
2)- 

2010019 
T-80/20

その他   >500,000 Lymnaea stagnalis モノアラガイ科 EC50  IMM 1 
2)- 

2010018 
T-80/20

エンドポイント 

EC50 (Median Effective Concentration)：半数影響濃度、LC50 (Median Lethal Concentration)：半数致死濃度、 

NOEC (No Observed Effect Concentration) ：無影響濃度 

影響内容 

GRO (Growth)：生長（植物）、IMM (Immobilization)：遊泳阻害、MOR (Mortality)：死亡、 

REP (Reproduction) : 繁殖、再生産 

毒性値の算出方法 

AUG (Area Under Growth Curve)：生長曲線下の面積より求める方法（面積法） 

 
*1 2 データの平均値 
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本物質は、第 6 次とりまとめにおいて生態リスク初期評価結果が公表されているが、新たに

環境実測データ（水質）が得られたため、改めて初期評価を行った。 

 

１．物質に関する基本的事項 

（1）分子式・分子量・構造式 

物質名： オクタクロロスチレン 
CAS 番号：29082-74-4 
化審法官報公示整理番号： 
化管法政令番号：  
RTECS 番号：WL5630000 

分子式：C8Cl8 

分子量：379.71 
換算係数：1 ppm = 15.53 mg/m3 (気体、25℃) 
構造式：  

 
 
 
 
 
 
 
 

（2）物理化学的性状 

本物質は白色の結晶性粉末または塊である1)。 

融点 99℃ 2) , 3) 

沸点 350℃(MPBVPWIN4)により計算) 

密度  

蒸気圧 
1.3×10-5 mmHg (1.8×10-3 Pa)(25℃、MPBVPWIN4)

により計算) 

分配係数(1-ｵｸﾀﾉｰﾙ/水) (log Kow) 6.29 3)、6.20 3) 

解離定数(pKa)  

水溶性(水溶解度) 1.7×10-3 mg/L (25℃、WSKOWWIN5)により計算)

（3）環境運命に関する基礎的事項 

本物質の分解性及び濃縮性は次のとおりである。 

化学分解性 

OH ラジカルとの反応性（大気中） 

反応速度定数： 1.1×10-12 cm3/(分子･sec)（AOPWIN 6) により計算） 

半減期：5.0～50 日（OH ラジカル濃度を 3×106～3×105 分子/cm3 7)と仮定し、一日

は 12 時間として計算） 

 オゾンとの反応性 

 反応速度定数：6.1×10-20 cm3/(分子･sec)（AOPWIN 6) により計算） 

［1］オクタクロロスチレン            

Cl

ClCl

Cl

Cl

Cl

ClCl
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半減期：44～260 日（オゾン濃度を 3×1012～5×1011 分子/cm3 7)と仮定して計算） 

 

生物濃縮性 

 生物濃縮係数(BCF)：  

20,000（試験生物：コイ、試験期間：4 週間、試験濃度：2 µg/L）8) 

16,000（試験生物：コイ、試験期間：4 週間、試験濃度：20 µg/L）8)  

 

土壌吸着性 

 土壌吸着定数(Koc)：55,000（KOCWIN9)により計算）  

 

（4）製造輸入量及び用途 

① 生産量・輸入量等 

本物質は商業的な生産はないとされている10)。 

 

② 用 途 

本物質は非意図的生成物のため、用途の情報はない。 

本物質は塩素を使用した高温の工業プロセスにおいて副生成物として生じ、例えば塩素ガ

スやマグネシウム製造の際の電解工程、アルミニウム塩の精錬工程、ニオブ及びタンタルの

塩素化及び蒸留工程が挙げられており、主な排出源はこれら工程の排水とされている10)。こ

のほかの排出源として、塩素化タールが廃棄された埋め立て処分場から地下水への浸出、廃

棄物焼却による飛灰の大気への放出が挙げられている10)。 

本物質は、有機塩素系化合物の不完全燃焼による主成分の一つに挙げられている11)。 

 

（5）環境施策上の位置付け 

本物質は水生生物保全に係る水質目標を優先的に検討すべき物質として選定されている。 

なお、本物質は水環境保全に向けた取組のための要調査項目に選定されていたが、平成 26

年 3 月改定の要調査項目リストから除外された。 
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２．曝露評価 

生態リスクの初期評価のため、水生生物の生存・生育を確保する観点から、実測データを

もとに基本的には水生生物の生息が可能な環境を保持すべき公共用水域における化学物質の

曝露を評価することとし、データの信頼性を確認した上で安全側に立った評価の観点から原

則として最大濃度により評価を行っている。 

（1）環境中への排出量 

本物質は化学物質排出把握管理促進法（化管法）第一種指定化学物質ではないため、排出

量及び移動量は得られなかった。 

 

（2）媒体別分配割合の予測 

化管法に基づく排出量が得られなかったため、Mackay-Type Level III Fugacity Model1)によ

り媒体別分配割合の予測を行った。結果を表 2.1 に示す。 

 
表 2.1 Level Ⅲ Fugacity Model による媒体別分配割合（％） 

排出媒体 大気 水域 土壌 大気/水域/土壌 

排出速度（kg/時間） 1,000 1,000 1,000 1,000（各々） 

大 気 3.2 1.0 0.1 0.2 
水 域 0.1 7.2 0.0 0.4 
土 壌 96.0 30.6 99.8 96.4 
底 質 0.7 61.1 0.1 3.0 

注：数値は環境中で各媒体別に最終的に分配される割合を質量比として示したもの。 

 

（3）各媒体中の存在量の概要 

本物質の環境中等の濃度について情報の整理を行った。媒体ごとにデータの信頼性が確認

された調査例のうち、より広範囲の地域で調査が実施されたものを抽出した結果を表 2.2 に

示す。 

 
表 2.2 各媒体中の存在状況 

媒 体 
幾何 算術 

最小値 最大値 a) 
検出 

検出率 
調査 測定 

文献
平均値 a) 平均値 下限値 地域 年度 

                     

公共用水域・淡水   µg/L <0.000046 <0.000046 <0.000046 <0.000046 0.000046 0/14 全国 2009 2)
  <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 0.025 0/2 福島県 2007 3)
  <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 0.003 0/2 宮崎県 2007 4)
  <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 0.025 0/2 福島県 2006 5)
  <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 0.003 0/3 宮崎県 2006 6)
  <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 0.025 0/80 全国 2005 7)
  <0.025 <0.025 <0.025 <0.025 0.025 0/2 福島県 2005 8)
  <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 0.003 0/3 宮崎県 2005 9)
             

公共用水域・海水   µg/L <0.000046 <0.000046 <0.000046 <0.000046 0.000046 0/10 全国 2009 2)
             

底質(公共用水域・淡水) µg/g <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 0.0006 0/2 宮崎県 2007 4)
  <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 0.0006 0/3 宮崎県 2006 6)

底質(公共用水域・淡水) µg/g <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 0.0006 0/3 宮崎県 2005 9)
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媒 体 
幾何 算術 

最小値 最大値 a) 
検出 

検出率 
調査 測定 

文献
平均値 a) 平均値 下限値 地域 年度 

  <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.002 0/37 全国 2001 10)
  <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.002 0/37 全国 2000 11)
  <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.002 0/36 全国 1999 12)
  <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.005 0/11 全国 1999 13)
  <0.00040 <0.00040 <0.00040 <0.00040 0.00040 0/30 千葉県、

神奈川県、

愛知県

1999 14) b)

           

底質(公共用水域・海水) µg/g <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.002 0/11 全国 2001 10)
  <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.002 0/11 全国 2000 11)
  <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.002 0/12 全国 1999 12)
           

魚類(公共用水域・淡水) µg/g <0.00055 <0.00055 <0.00055 <0.00055 0.00055 0/3 千葉県、

神奈川県、

愛知県

1999 14)

  <0.002 <0.002 <0.002 0.012 0.002 1/123 全国 1998 15)
           

魚類(公共用水域・海水) µg/g <0.002 <0.002 <0.002 0.003 0.002 1/17 全国 1998 15)
             

注：a) 最大値又は幾何平均値の欄の太字で示した数字は、曝露の推定に用いた値を示す。 
b) 水域各 10 地点における調査結果。 

 

（4）水生生物に対する曝露の推定（水質に係る予測環境中濃度：PEC） 

本物質の水生生物に対する曝露の推定の観点から、水質中濃度を表 2.3 のように整理した。

水質について安全側の評価値として予測環境中濃度（PEC）を設定すると、公共用水域の淡

水域、海水域ともに 0.000046 µg/L 未満程度となった。 

 
表 2.3 公共用水域濃度 

水 域 平    均 最 大 値 

淡 水 
 
 

海 水 

0.000046 µg/L 未満程度 
(2009) 

 
0.000046 µg/L 未満程度 

(2009) 

0.000046 µg/L 未満程度 
(2009) 

 
0.000046 µg/L 未満程度 

(2009) 
     注：1) 環境中濃度での（ ）内の数値は測定年度を示す。  

         2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む。 
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３．生態リスクの初期評価 

水生生物の生態リスクに関する初期評価を行った。 

（1）水生生物に対する毒性値の概要 

本物質の水生生物に対する毒性値に関する知見を収集し、その信頼性及び採用の可能性を確

認したものを生物群（藻類、甲殻類、魚類及びその他生物）ごとに整理すると表 3.1 のとおりと

なった。 

 
表 3.1 水生生物に対する毒性値の概要 

生物群 
 

急 

性 
慢 
性 

毒性値 
[µg/L] 

生物名 生物分類／和名
エンドポイント

／影響内容 
曝露期間 

[日] 
試験の

信頼性 
採用の

可能性
文献 No.

藻 類  ○ >2,640*1,2 Pseudokirchneriella 
subcapitata 

緑藻類 
NOEC  
GRO (RATE) 

3 B*3 C*3 2) 

 ○  >2,640*1,2 Pseudokirchneriella 
subcapitata 

緑藻類 
EC50   
GRO (RATE) 

3 B*3 C*3 2)  

甲殻類  ○ 0.91 Daphnia magna オオミジンコ NOEC  REP 21 A A 1)  

 ○  5.8 Daphnia magna オオミジンコ EC50   IMM 2 A A 1)  

 ○  68 Nitokra spinipes 
ナミミズベソコ

ミジンコ 
LC50   MOR 4 D C 

3)- 
2015034

魚 類 ○  >3,500*2 Oryzias latipes メダカ LC50   MOR 4 B*3 C*3 1)  

その他 － － ― ― ― ― ― ― ― ― 

毒性値（太字）：PNEC 導出の際に参照した知見として本文で言及したもの 

毒性値（太字下線）： PNEC 導出の根拠として採用されたもの 

試験の信頼性：本初期評価における信頼性ランク 
A：試験は信頼できる、B：試験は条件付きで信頼できる、C：試験の信頼性は低い、D：信頼性の判定不可、 
E：信頼性は低くないと考えられるが、原著にあたって確認したものではない 

採用の可能性：PNEC 導出への採用の可能性ランク 
A：毒性値は採用できる、B：毒性値は条件付きで採用できる、C：毒性値は採用できない 

エンドポイント 

EC50（Median Effective Concentration）：半数影響濃度、LC50（Median Lethal Concentration）：半数致死濃度、 

NOEC（No Observed Effect Concentration）： 無影響濃度 

影響内容 

GRO（Growth）：生長（植物）、IMM（Immobilization）：遊泳阻害、MOR（Mortality）：死亡、 

REP（Reproduction）：繁殖、再生産 

毒性値の算出方法 

RATE：生長速度より求める方法（速度法） 

 

*1 文献 1) をもとに、試験時の実測濃度を用いて、速度法により再計算した値 

*2 限度試験（毒性値を求めるのではなく、定められた濃度において毒性の有無を調べる試験）から得られた値 

*3 GLP 試験ではあるが、界面活性作用のある助剤を用いて毒性値が溶解度を大きく超えているため、試験の信頼性を「B」、

採用の可能性を「C」とした 

 

評価の結果、採用可能とされた知見のうち、生物群ごとに急性毒性値及び慢性毒性値のそれ

ぞれについて最も小さい毒性値を予測無影響濃度 (PNEC) 導出のために採用した。その知見の
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概要は以下のとおりである。 

 

1） 甲殻類 

環境省 1)は OECD テストガイドライン No.202 (1984) に準拠し、オオミジンコ Daphnia magna

の急性遊泳阻害試験を GLP 試験として実施した。試験は閉鎖系・半止水式 (24 時間後換水) で

行われ、設定試験濃度は 0、0.0040、0.0060、0.0090、0.0130、0.0200 mg/L （公比約 1.5）であ

った。試験溶液の調製には、試験用水として Elendt M4 飼育水が、助剤としてジメチルホルム

アミド (DMF) 40 µL/L が用いられた。被験物質の実測濃度は、曝露開始時及び換水前 (24 時間

後) にそれぞれ設定濃度の 78～83%及び 29～40%であった。毒性値の算出には実測濃度（試験

開始時と換水前の幾何平均値）が用いられた。48 時間半数影響濃度 (EC50) は 5.8 µg/L であっ

た。 

また、環境省 1)は OECD テストガイドライン No.211 (1998) に準拠し、オオミジンコ Daphnia 

magna の繁殖試験を GLP 試験として実施した。試験は閉鎖系・半止水式（毎日換水）で行われ、

設定試験濃度は 0、0.0020、0.00360、0.00630、0.0110、0.0200 mg/L（公比約 1.8）であった。試

験溶液の調製には、試験用水として Elendt M4 飼育水が、助剤としてジメチルホルムアミド 

(DMF) 40 µL/L が用いられた。被験物質の実測濃度は、換水前及び換水後においてそれぞれ設

定濃度の 20～28%及び 65～94%であった。毒性値の算出には実測濃度（時間加重平均値）が用

いられた。繁殖阻害に関する 21 日間無影響濃度 (NOEC) は、0.91 µg/L であった。 

 

（2）予測無影響濃度 (PNEC) の設定 

急性毒性及び慢性毒性のそれぞれについて、上記本文で示した最小毒性値に情報量に応じた

アセスメント係数を適用し、予測無影響濃度 (PNEC) を求めた。 
 

急性毒性値 

甲殻類 Daphnia magna 48 時間 EC50（遊泳阻害） 5.8 µg/L 

藻類及び魚類において採用できる知見は得られなかったが、文献 No. 1)及び 2)の結果より、

緑藻類 Pseudokirchneriella subcapitata 及びメダカ Oryzias latipes の急性毒性値は、溶解度超であ

ると考えられる。したがって、アセスメント係数は 3 生物群の値が得られた場合の 100 を用い

ることとした。 

甲殻類の毒性値をアセスメント係数 100 で除することにより、急性毒性値に基づく PNEC 値

0.058 µg/L が得られた。 
 

慢性毒性値 

甲殻類 Daphnia magna 21 日間 NOEC（繁殖阻害） 0.91 µg/L  

藻類において採用できる知見は得られなかったが、文献 No. 1)及び 2)の結果より、緑藻類

Pseudokirchneriella subcapitata の慢性毒性値は、溶解度程度であると考えられる。したがって、

アセスメント係数は 2 生物群の値が得られた場合の 100 を用いることとした。 

甲殻類の毒性値をアセスメント係数 100 で除することにより、慢性毒性値に基づく PNEC 値

0.0091 µg/L が得られた。 
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本物質の PNEC としては、甲殻類の慢性毒性値から得られた 0.0091 µg/L を採用する。 

 

（3）生態リスクの初期評価結果 

 
表 3.2 生態リスクの初期評価結果 

水 質 平均濃度 最大濃度 (PEC) PNEC 
PEC /  

PNEC 比

公共用水域・淡水 
0.000046 µg/L 未満程度 
(2009) 

0.000046 µg/L 未満程度 
(2009) 0.0091 

µg/L 

<0.005 

公共用水域・海水 
0.000046 µg/L未満程度  
(2009) 

0.000046 µg/L未満程度 
(2009) <0.005 

     注：1) 環境中濃度での（  ）内の数値は測定年度を示す  

         2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む 
 

 

 

本物質の公共用水域における濃度は、平均濃度及び安全側の評価値として設定された予測環

境中濃度 (PEC) ともに 0.000046 µg/L 未満程度であり、検出下限値未満であった。予測環境中

濃度 (PEC) と予測無影響濃度 (PNEC) の比は淡水域、海水域ともに 0.005 未満であり、現時点

では作業の必要はないと考えられる。 

なお、本物質は 1998 年に内分泌攪乱作用を有すると疑われる化学物質 (SPEED’98) として挙

げられていたが、その後の環境省の試験では、メダカに対して明らかな内分泌かく乱作用は認

められなかった 4)。 

 

 

詳細な評価を行う 
候補と考えられる。 

現時点では作業は必要 
ないと考えられる。 

情報収集に努める必要
があると考えられる。

PEC/PNEC＝0.1 PEC/PNEC＝1［ 判定基準 ］
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本物質は、第 3 次とりまとめにおいて生態リスク初期評価結果が公表されているが、新たに

環境実測データ（水質）が得られたため、改めて初期評価を行った。 

 

１．物質に関する基本的事項 

（1）分子式・分子量・構造式 

物質名： サリチルアルデヒド 

（別の呼称：2-ヒドロキシベンズアルデヒド、2-ヒドロキシベンゼンアルデヒド） 

CAS 番号：90-02-8 

化審法官報告示整理番号：3-1183（ヒドロキシベンズアルデヒド）、3-2660（ヒドロキ

シベンズアルデヒド） 
化管法政令番号：1-136 
RTECS 番号：VN5250000 

分子式：C7H6O2 

分子量：122.13 
換算係数：1ppm=4.99mg/m3(気体、25℃) 
構造式： 

（2）物理化学的性状 

本物質は常温で無色透明の液体で、揮発性物質である 1)。 

融点 -7℃ 2) , 3) , 4) 

沸点 
208℃(760 mmHg) 2)、196～197℃ 3) 、 
196～197℃(760 mmHg) 4) 

密度 1.1674 g/cm3(20℃) 2) 

蒸気圧 0.593mmHg(=79Pa)(25℃) 4) 

分配係数（1-ｵｸﾀﾉｰﾙ/水）(logKow) 1.81(pH=5.4) 5)、1.81 4)、1.66(25℃、pH=6.2～6.3) 6) 

解離定数(pKa) 8.37(25℃) 2)、8.28 (25℃) 6) 

水溶性（水溶解度） 4.9 g/L(25℃) 6)、80.8 mg/L(25℃)7) 

（3）環境運命に関する基礎的事項 

本物質の分解性及び濃縮性は次のとおりである。 

生物分解性 

好気的分解（分解性が良好と判断される物質8)） 

分解率：BOD 2%(平均値)、TOC 8% (平均値)、HPLC 100% (平均値) 

（試験期間：4 週間、被験物質濃度：100mg/L、活性汚泥濃度：30mg/L）9) 

（・被験物質は（汚泥+被験物質）系で変化し、サリチル酸（3-1640、良分解性）を

生成した。 

・逆転条件（開放系）試験では汚泥の増殖が認められ、被験物質、サリチル酸とも

［2］サリチルアルデヒド 
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に残留していなかった。）9) 

 

化学分解性 

OH ラジカルとの反応性（大気中） 

反応速度定数：28×10-12cm3/(分子･sec)（25℃、AOPWIN 10) により計算） 

半減期：2.3～23 時間（OH ラジカル濃度を 3×106～3×105分子/cm3 11) と仮定して計

算） 

 

加水分解性 

安定（5 日間、50℃、pH4, 7, 9）6) 

 

生物濃縮性 

 生物濃縮係数(BCF)：7.3（BCFBAF 12)により計算） 

 

土壌吸着性 

 土壌吸着定数(Koc)：15（KOCWIN 13) により計算） 

 
 

（4）製造輸入量及び用途 

① 生産量・輸入量等 

化審法に基づき公表された製造・輸入数量の推移を表 1.1 に示す14),15),16),17),18)。 

 

表 1.1 製造・輸入数量の推移 

平成(年度) 21 22 23 24 25 

製造・輸入数量(t)  a) 188 b) 1,000 未満 c),d) 1,000 未満 c),d) 1,000 未満 c),d) 1,000 未満 c),d)

注：a) 平成 22 年度以降の製造・輸入数量の届出要領は、平成 21 年度までとは異なっている。 
b) 製造数量は出荷量を意味し、同一事業所内での自家消費分を含んでいない値を示す。 
c) 製造数量は出荷量を意味し、同一事業者内での自家消費分を含んでいない値を示す。 
d) ヒドロキシベンズアルデヒドとしての値を示す。 

 

「化学物質の製造・輸入量に関する実態調査」による製造（出荷）及び輸入量を表 1.2 に

示す19),20),21)。 

表 1.2 製造（出荷）及び輸入量 

平成(年度) 13 16 19 

製造（出荷）及び 
輸入量 a) 

100～1,000 t 
/年未満 

100～1,000 t 
/年未満 b) 

100～1,000 t 
/年未満 b) 

注： a) 化学物質を製造した企業及び化学物質を輸入した商社等のうち、1 物質 1 トン以上の製造又は輸

入をした者を対象に調査を行っているが、全ての調査対象者からは回答が得られていない。 
     b) ヒドロキシベンズアルデヒドとしての値を示す。 

 

化学物質排出把握管理促進法（化管法）での製造・輸入量区分は 100t 以上である22)。 
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② 用 途 

本物質の主な用途は、農薬や医薬品の原料に使われるほか、銅やニッケルの検出試薬、合

成香料の原料に使われている1)。また、サリチルアルデヒドはバラ科の植物など天然物中に

含まれ、トマト、グレープ、シナモン、コーヒーやお茶などの臭いの成分としても存在して

いる1)。 

 

（5）環境施策上の位置付け 

本物質は、化学物質排出把握管理促進法第一種指定化学物質（政令番号：136）として指定

されている。 

なお、本物質は旧化学物質審査規制法（平成 15 年改正法）において第二種監視化学物質（通

し番号：1075）に指定されていた。 
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２．曝露評価 

生態リスクの初期評価のため、水生生物の生存・生育を確保する観点から、実測データを

もとに基本的には一般環境等からの曝露を評価することとし、データの信頼性を確認した上

で安全側に立った評価の観点から原則として最大濃度により評価を行っている。 

 

(1) 環境中への排出量 

本物質は化管法の第一種指定化学物質である。同法に基づき公表された、平成 25 年度の

届出排出量1)、届出外排出量対象業種・非対象業種・家庭・移動体2)から集計した排出量等を

表 2.1 に示す。なお、届出外排出量対象業種・非対象業種・家庭・移動体の推計はなされて

いなかった。 

 
表 2.1 化管法に基づく排出量及び移動量（PRTR データ）の集計結果（平成 25 年度） 

大気 公共用水域 土壌 埋立 下水道 廃棄物移動 対象業種 非対象業種 家庭 移動体

全排出・移動量 1 0 0 0 0 137 - - - - 1 - 1

サリチルアルデヒド

業種等別排出量(割合) 1 0 0 0 0 137 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 届出 届出外

(100%) 100% -

0 0 0 0 0 130

(95.2%)

0 0 0 0 0 7

(4.8%)

届出 届出外　　(国による推計) 総排出量　　(kg/年)

排出量　　(kg/年) 移動量　　(kg/年) 排出量　　(kg/年) 届出

排出量

届出外

排出量
合計

総排出量の構成比(%)

プラスチック製品

製造業

化学工業

医薬品製造業

 

 

本物質の平成 25 年度における環境中への総排出量は、0.001 t となり、すべて届出排出量で

あった。届出排出量はすべて大気へ排出されるとしている。届出排出量の排出源は、プラス

チック製品製造業のみであった。 

 
(2) 媒体別分配割合の予測 

本物質の環境中の媒体別分配割合は、環境中への推定排出量を基に USES3.0 をベースに日

本固有のパラメータを組み込んだ Mackay-Type Level III 多媒体モデル3) を用いて予測した。

予測の対象地域は、平成 25 年度に環境中及び大気への排出量が最大であった山口県（大気へ

の排出量 0.0011t）とした。予測結果を表 2.2 に示す。 

 
表 2.2 媒体別分配割合の予測結果 

媒 体 

分配割合(%) 
上段：排出量が最大の媒体、下段：予測の対象地域 

環境中 大 気 

山口県 山口県 

大 気 91.4 91.4 

水 域 8.5 8.5 

土 壌 0.1 0.1 

底 質 0.0 0.0 

注：数値は環境中で各媒体別に最終的に分配される割合を質量比として示したもの。 
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 (3) 各媒体中の存在量の概要 

本物質の環境中等の濃度について情報の整理を行った。媒体ごとにデータの信頼性が確認さ

れた調査例のうち、より広範囲の地域で調査が実施されたものを抽出した結果を表 2.3 に示

す。 

 
表 2.3 各媒体中の存在状況 

媒 体 
幾何 算術 

最小値 最大値 a)
検出 

検出率 調査地域 測定年度 文 献
平均値 a) 平均値 下限値

             

公共用水域・淡水   µg/L <0.013 <0.013 <0.013 <0.013 0.013 0/2 埼玉県、

滋賀県 

2007 4) 

             

公共用水域・海水   µg/L <0.013 <0.013 <0.013 <0.013 0.013 0/3 広島県、

山口県、

大阪市 

2007 4) 

             

底質(公共用水域・淡水) µg/g          

           

底質(公共用水域・海水) µg/g          

           

魚類(公共用水域・淡水) µg/g          

           

魚類(公共用水域・海水) µg/g          

             

注：a) 最大値または幾何平均値の欄の太字で示した数字は、曝露の推定に用いた値を示す。 

 

 (4) 水生生物に対する曝露の推定（水質に係る予測環境中濃度：PEC） 

本物質の水生生物に対する曝露の推定の観点から、水質中濃度を表 2.4 のように整理した。

水質について安全側の評価値として予測環境中濃度（PEC）を設定すると、公共用水域の淡

水域では 0.013 µg/L 未満の報告があり、海水域では概ね 0.013 µg/L 未満となった。 

 
表 2.4 公共用水域濃度 

水 域 平    均 最 大 値 

淡 水 
 
 

海 水 

0.013 µg/L 未満の報告があ

る (2007) 
 

概ね 0.013 µg/L 未満 
(2007) 

0.013 µg/L 未満の報告があ

る (2007) 
 

概ね 0.013 µg/L 未満 (2007) 

     注：1) 環境中濃度での（ ）内の数値は測定年度を示す。  

         2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む。 
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３．生態リスクの初期評価 

水生生物の生態リスクに関する初期評価を行った。 

（1）水生生物に対する毒性値の概要 

本物質の水生生物に対する毒性値に関する知見を収集し、生物群（藻類、甲殻類、魚類及び

その他生物）ごとに整理すると、表 3.1 のとおりとなった。 

 
表 3.1 水生生物に対する毒性値の概要 

生物群 
急

性 

慢 

性 
毒性値 
[µg/L] 

生物名 生物分類／和名
エンドポイント

／影響内容 

曝露期間

[日] 

試験の 

信頼性 

採用の

可能性
文献 No.

藻 類  ○ 550 Pseudokirchneriella 
subcapitata 緑藻類 

NOEC   
GRO (RATE)

3 A A 2) 

 
○  4,760 Pseudokirchneriella 

subcapitata 緑藻類 
EC50   
GRO (RATE)

3 A A 2) 

  ○ 4,800 
Desmodesmus 
pannonicus 

緑藻類 NOEC  GRO 2 D C 1)-10574

  ○ 5,500 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 

緑藻類 NOEC  GRO 4 D C 1)-10574

  ○ 5,600 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 

緑藻類 
NOEC   
GRO (AUG)

3 C C 
3)- 

2012231

 
○  6,500 

Pseudokirchneriella 
subcapitata 緑藻類 

EC50   
GRO (AUG)

3 C C 
3)- 

2012231

  ○ 10,000 
Chlorella 
pyrenoidosa 緑藻類 NOEC  GRO 2 D C 1)-10574

 
○  22,000 

Desmodesmus 
subspicatus 緑藻類 EC50  GRO 3 B B 1)-2997

甲殻類  ○ 126 Daphnia magna オオミジンコ NOEC  REP 21 A A 2) 

  ○ 380 Daphnia magna オオミジンコ NOEC  REP 21 B B 1)-847 

 ○  1,900 Gammarus pulex ヨコエビ属 LC50   MOR 2 D C 1)-15788

 ○  2,600 Daphnia magna オオミジンコ EC50   IMM 2 A A 2) 

 ○  4,000  Asellus aquaticus ミズムシ科 LC50   MOR 2 D C 1)-15788

 ○  3,200 Daphnia magna オオミジンコ LC50   MOR 2 C C 1)-2017

 ○  4,900 Daphnia pulex ミジンコ LC50   MOR 2 C C 1)-2017

 ○  5,500 Daphnia cucullata 
カムリハリナガ

ミジンコ 
LC50   MOR 2 C C 1)-2017
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生物群 
急

性 

慢 

性 
毒性値 
[µg/L] 

生物名 生物分類／和名
エンドポイント

／影響内容 

曝露期間

[日] 

試験の 

信頼性 

採用の

可能性
文献 No.

魚 類 ○  1,350 
Oncorhynchus 
mykiss 

ニジマス LC50   MOR 2 D C 1)-10574

 ○  1,620 Oryzias latipes メダカ LC50   MOR 4 A A 2) 

 ○  2,200 
Pimephales 
promelas 

ファットヘッド

ミノー 
LC50   MOR 4 A A 1)-4154

 ○  2,300 
Pimephales 
promelas 

ファットヘッド

ミノー 
LC50   MOR 4 A A 1)-12448

 ○  4,200  
Pimephales 
promelas 

ファットヘッド

ミノー 
LC50   MOR 2 D C 1)-10574

 ○  4,200  Oryzias latipes メダカ LC50   MOR 2 D C 1)-10574

その他 ○  1,300 Nemoura cinerea 
オナシカワゲラ

属 
LC50   MOR 2 D C 1)-15788

 ○  5,500 Xenopus laevis 
アフリカツメガ

エル（胚） 
EC50   DVP 4 B B 

3)- 
2015036

 ○  6,500 Lymnaea stagnalis モノアラガイ科 LC50   MOR 2 D C 1)-10574

 ○  6,600  Dugesia lugubris ウズムシ目 LC50   MOR 2 D C 1)-15788

 ○  7,100  Hydra oligactis ヒドラ属 LC50   MOR 2 D C 1)-10574

 ○  8,100  
Erpobdella 
octoculata シマイシビル属 LC50   MOR 2 D C 1)-15788

 ○  9,300  Chironomus thummi ユスリカ属 LC50   MOR 2 D C 1)-15788

 ○  10,800 Xenopus laevis 
アフリカツメガ

エル（胚） 
LC50   MOR 4 B B 

3)- 
2015036

 ○  12,000  Ischnura elegans 
アオモンイト 
トンボ属 

LC50   MOR 2 D C 1)-15788

 ○  13,000  Corixa punctata ミズムシ科 LC50   MOR 2 D C 1)-15788

 ○  13,000  Cloeon dipterum フタバカゲロウ LC50   MOR 2 D C 1)-15788

 
○  16,000  Aedes aegypti ネッタイシマカ LC50   MOR 2 D C 1)-10574

 
○  54,000  Culex pipiens アカイエカ LC50   MOR 2 D C 1)-10574

毒性値（太字）：採用可能な知見として本文で言及したもの 

毒性値（太字下線）：PNEC 導出の根拠として採用されたもの 

試験の信頼性：本初期評価における信頼性ランク 
A：試験は信頼できる、B：試験は条件付きで信頼できる、C：試験の信頼性は低い、D：信頼性の判定不可 
E：信頼性は低くないと考えられるが、原著にあたって確認したものではない 
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採用の可能性：PNEC 導出への採用の可能性ランク 
A：毒性値は採用できる、B：毒性値は条件付きで採用できる、C：毒性値は採用できない 

エンドポイント 

EC50 (Median Effective Concentration)：半数影響濃度、LC50 (Median Lethal Concentration)：半数致死濃度、 

NOEC (No Observed Effect Concentration)：無影響濃度 

影響内容 

DVP (Development)：発生（ここでは胚の催奇形性）、GRO (Growth)：生長（植物）、IMM (Immobilization)：遊泳阻害、

MOR (Mortality)：死亡、REP (Reproduction)：繁殖、再生産 

毒性値の算出方法 

AUG (Area Under Growth curve)：生長曲線下の面積より求める方法（面積法） 

RATE：生長速度より求める方法（速度法） 

 

評価の結果、採用可能とされた知見のうち、生物群ごとに急性毒性値及び慢性毒性値のそれ

ぞれについて最も小さい毒性値を予測無影響濃度 (PNEC) 導出のために採用した。その知見の

概要は以下のとおりである。 

 

1） 藻類 

環境省 2)は「新規化学物質等に係る試験の方法について（化審法テストガイドライン）」 (2003) 

及び「第三種監視化学物質に係る有害性の調査のための試験方法について」 (2004) に準拠して、

緑藻類 Pseudokirchneriella subcapitata（旧名 Selenastrum capricornutum）の生長阻害試験を実施

した。設定試験濃度は、0（対照区）、1.0、2.2、4.8、10.6、23.4 mg/L（公比 2.2）であった。被

験物質の実測濃度は、N.D.（対照区）、0.55、1.20、2.65、6.74、16.29 mg/L であり、試験開始

時及び終了時において、それぞれ設定濃度の 74～84%及び 37～58%であった。毒性値の算出に

は実測濃度（試験開始時及び終了時の幾何平均値）が用いられた。速度法による 72 時間半数影

響濃度 (EC50) は、実測濃度に基づき 4,760 µg/L、速度法による 72 時間無影響濃度 (NOEC) は、

実測濃度に基づき 550 µg/L であった。 

 

2） 甲殻類 

環境省 2)は化審法テストガイドライン (2003) 及び「第三種監視化学物質に係る有害性の調査

のための試験方法について」 (2004) に準拠して、オオミジンコ Daphnia magna の急性遊泳阻害

試験を実施した。試験は半止水式 (24 時間後換水) で行われ、設定試験濃度は、0（対照区）、

2.02、2.63、3.41、4.44、5.77、7.50 mg/L（公比 1.3）であった。試験用水には、硬度約 26.3 mg/L 

(CaCO3 換算) の脱塩素水道水が用いられた。被験物質の実測濃度は、N.D.（対照区）、0.82、

1.11、1.50、2.02、2.84、3.83 mg/L であり、換水前において設定濃度の 3～42.8%、換水後におい

て 91～96%であった。48 時間半数影響濃度 (EC50) は、実測濃度（時間加重平均値）に基づき

2,600 µg/L であった。 

また、環境省 2)は化審法テストガイドライン (2003) 及び「第三種監視化学物質に係る有害性

の調査のための試験方法について」 (2004) に準拠して、オオミジンコ Daphnia magna の繁殖試

験を実施した。試験は半止水式 (24 時間毎換水) で行われ、設定試験濃度は、0（対照区）、0.100、

0.180、0.324、0.583、1.050、1.890 mg/L（公比 1.8）であった。試験用水には、硬度 26.3 mg/L (CaCO3

換算) の脱塩素水道水が用いられた。被験物質の実測濃度は、0、10、20 日目の換水後において

設定濃度の 91.3～100.4%、1、11、21 日目の換水前において設定濃度の 0～23.2%であった。繁

殖阻害（累積産仔数）に関する 21 日間無影響濃度 (NOEC) は、実測濃度（時間加重平均値）

に基づき 126 µg/L であった。 
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3） 魚類 

環境省 2)は化審法テストガイドライン (2003) 及び「第三種監視化学物質に係る有害性の調査

のための試験方法について」 (2004) に準拠して、メダカ Oryzias latipes の急性毒性試験を実施

した。試験は流水式（約 4.1 倍容量換水／日）で行われ、設定試験濃度は 0（対照区、助剤対照

区）、0.60、0.84、1.18、1.64、2.30 mg/L（公比 1.4）であった。試験用水には、硬度 26.3 mg/L 

(CaCO3換算) の脱塩素水道水が用いられ、助剤にはジメチルホルムアミド (DMF) が 93.3 µL/L

の濃度で用いられた。被験物質の実測濃度（算術平均値）は、N.D.（対照区）、0.41、0.62、1.02、

1.26、1.65 mg/Lであり、試験中の実測濃度は設定濃度の 29.8～101.2%であった。96時間半数致

死濃度 (LC50) は、実測濃度に基づき 1,620 µg/L であった。 

 

4） その他の生物 

SchultzとDawson3)-2015036は、Dumontらの方法 (1983) に従って、アフリカツメガエルXenopus 

laevis の胚を用いて催奇形性試験 (FETAX 試験) を実施した。試験は半止水式 (24 時間毎換水) 

で行われ、試験用水には FETAX 溶液が用いられた。設定試験濃度区は、対照区及び 8～10 濃度

区であった。胚の催奇形性に関する 96 時間半数影響濃度 (EC50) は、設定濃度に基づき 5,500 

µg/L であった。 

 

（2）予測無影響濃度 (PNEC) の設定 

急性毒性及び慢性毒性のそれぞれについて、上記本文で示した毒性値に情報量に応じたアセ

スメント係数を適用し予測無影響濃度 (PNEC) を求めた。 

 

急性毒性値 

藻 類 Pseudokirchneriella subcapitata 72 時間 EC50（生長阻害） 4,760 µg/L

甲殻類 Daphnia magna 48 時間 EC50（遊泳阻害） 2,600 µg/L

魚 類 Oryzias latipes 96 時間 LC50 1,620 µg/L

その他 Xenopus laevis  96 時間 EC50（胚の催奇形性） 5,500 µg/L  

アセスメント係数：100［3 生物群（藻類、甲殻類、魚類）及びその他の生物について信頼で

きる知見が得られたため］ 

 これらの毒性値のうち、その他の生物を除いた最も小さい値（魚類の 1,620 µg/L）をアセスメ

ント係数 100 で除することにより、急性毒性値に基づく PNEC 値 16 µg/L が得られた。 

 

慢性毒性値 

藻 類 Pseudokirchneriella subcapitata 72 時間 NOEC（生長阻害） 550 µg/L

甲殻類 Daphnia magna 21 日間 NOEC（繁殖阻害） 126 µg/L

アセスメント係数：100［2 生物群（藻類及び甲殻類）の信頼できる知見が得られたため］ 

これらの毒性値のうち、小さい方の値（甲殻類の 126 µg/L）をアセスメント係数 100 で除する

ことにより、慢性毒性値に基づく PNEC 値 1.2 µg/L が得られた。 
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本物質の PNEC としては、甲殻類の慢性毒性値から得られた 1.2 µg/L を採用する。 

 

（3）生態リスクの初期評価結果 

 

表 3.2 生態リスクの初期評価結果 

水 質 平均濃度 最大濃度 (PEC) PNEC 
PEC/ 

PNEC 比

公共用水域・淡水 
0.013 g/L 未満の報告 
がある (2007) 

0.013 g/L 未満の報告 
がある (2007) 1.2 

µg/L 

<0.01 

公共用水域・海水 概ね 0.013 g/L 未満 (2007) 概ね 0.013 g/L 未満 (2007) <0.01 

注：1) 水質中濃度の( )内の数値は測定年度を示す  
   2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む 

 
 

 

 

本物質の公共用水域における濃度は、平均濃度でみると淡水域で 0.013 µg/L 未満の報告があ

り、海水域では概ね 0.013 g/L 未満であった。安全側の評価値として設定された予測環境中濃

度 (PEC) も、平均濃度と同様に淡水域で 0.013 µg/L 未満の報告があり、海水域では概ね 0.013 

g/L 未満であった。 

予測環境中濃度 (PEC) と予測無影響濃度 (PNEC) の比は、淡水域、海水域ともに 0.01 未満

となるため、現時点では作業の必要はないと考えられる。 

 

詳細な評価を行う 
候補と考えられる。 

現時点では作業は必要 
ないと考えられる。 

情報収集に努める必要
があると考えられる。

PEC/PNEC＝0.1 PEC/PNEC＝1［ 判定基準 ］ 
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１．物質に関する基本的事項 

（1）分子式・分子量・構造式 

物質名：2,4-ジクロロアニリン 

CAS 番号：554-00-7 
化審法官報公示整理番号：3-261（ジクロルアニリン） 
化管法政令番号：1-156（ジクロロアニリン） 
RTECS 番号：BX2600000 

分子式：C6H5Cl2N 

分子量：162.02 
換算係数：1ppm= 6.63 mg/m3(気体、25℃) 
構造式： 
 
 
 
 
 

 
 

 

（2）物理化学的性状 

ジクロロアニリンは、常温で無色から茶色の固体である 1)。 

融点 63℃2) 、63.5℃3)、59～62℃4) 

沸点 245℃(760 mmHg) 2) , 3)、245℃ 4) 

密度 1.567 g/cm3 (20℃) 2) 

蒸気圧 
0.011 mmHg (=1.5 Pa) (20℃) 5)、0.015 mmHg (=2.0 Pa) 
(MPBVPWIN 6) により計算) 

分配係数（1-ｵｸﾀﾉｰﾙ/水）(logKow) 2.91 7)、2.78 3) 

解離定数（pKa） 2.05 (22℃) 2) 、2.00 (25℃) 3) 

水溶性（水溶解度） 450 mg/L(20℃) 5) 

（3）環境運命に関する基礎的事項 

本物質の分解性及び濃縮性は次のとおりである。 

生物分解性 

好気的分解 

分解率：BOD 0% (平均値)、TOC 0% (平均値)、HPLC 1% (平均値) 

   （試験期間：4 週間、被験物質濃度：100 mg/L、活性汚泥濃度：30 mg/L）8) 

 

化学分解性 

OH ラジカルとの反応性 （大気中） 

反応速度定数：9.2×10-12 cm3/(分子･sec)（AOPWIN9)により計算） 

半減期：7～70 時間（OH ラジカル濃度を 3×106～3×105分子/cm3 10)と仮定して計算）

 

［3］2,4-ジクロロアニリン 
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加水分解性 

 環境中で加水分解性の基をもたない 11) 

 
生物濃縮性（蓄積性がない又は低いと判断される化学物質12)） 

生物濃縮係数(BCF)：32（BCFBAF13)により計算） 

 

土壌吸着性 

土壌吸着定数(Koc)：180（KOCWIN14)により計算） 

 
 

（4）製造輸入量及び用途 

① 生産量・輸入量等 

ジクロルアニリンとしての化審法に基づき公表された製造・輸入数量の推移を表 1.1 に示

す 15),16),17),18)。 

表 1.1 製造・輸入数量の推移 

平成(年度) 22 23 24 25 

製造・輸入数量(t)   1,000 未満 1,000 未満 1,000 未満 1,000 未満 

注： 製造数量は出荷量を意味し、同一事業者内での自家消費分を含んでいない値を示す。 

 

ジクロルアニリンとしての「化学物質の製造・輸入量に関する実態調査」による製造（出荷）

及び輸入量を表 1.2 に示す 19),20),21)。 

表 1.2 製造（出荷）及び輸入量 

平成(年度) 13 16 19 

製造（出荷）及び 
輸入量 a) 

－b) 
100～1,000 t 

/年未満 
10～100 t 
/年未満 

注：a) 化学物質を製造した企業及び化学物質を輸入した商社等のうち、1 物質 1 トン以上の製造又は輸入を 
した者を対象に調査を行っているが、全ての調査対象者からは回答が得られていない。 

b) 公表されていない。 
    

 

ジクロロアニリンの化学物質排出把握管理促進法（化管法）における製造・輸入量区分は 1 t

以上 100 t 未満である 22)。 

② 用 途 

本物質の主な用途は、染料・顔料中間体とされている 23)。 

本物質は、殺菌剤イミベンコナゾール（CAS 番号 86598-92-7）の分解により生成する 24)。 

 

（5）環境施策上の位置付け 

ジクロロアニリンは、化学物質排出把握管理促進法（化管法）第一種指定化学物質（政令番号：

156）に指定されている。 
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なお、本物質は旧化学物質審査規制法（平成 15 年改正法）において第三種監視化学物質（通

し番号:89）に指定されていた。ジクロロアニリン類は水環境保全の向けた取組のための要調査項

目に選定されていたが、平成 26 年 3 月改定の要調査項目リストから除外された。 

－439－



3 2,4-ジクロロアニリン 

２．曝露評価 

生態リスクの初期評価のため、水生生物の生存・生育を確保する観点から、実測データをもと

に基本的には水生生物の生息が可能な環境を保持すべき公共用水域における化学物質の曝露を評

価することとし、データの信頼性を確認した上で安全側に立った評価の観点から原則として最大

濃度により評価を行っている。 

 

（1）環境中への排出量 

ジクロロアニリンは化管法の第一種指定化学物質である。同法に基づき公表された、平成 25 年

度の届出排出量 1)、届出外排出量対象業種・非対象業種・家庭・移動体 2) から集計した排出量等を

表 2.1 に示す。なお、届出外排出量対象業種・非対象業種・家庭・移動体の推計はなされていな

い。 

 
表 2.1 化管法に基づく排出量及び移動量（PRTR データ）の集計結果（平成 25 年度） 

（ジクロロアニリン） 

 
 

ジクロロアニリンの平成 25 年度における環境中への総排出量は、0 t であった。この他に下水道

への移動量が 0.021 t、廃棄物への移動量が 0.52 t であった。届出排出量の排出源は、化学工業のみ

であった。 

 

（2）媒体別分配割合の予測 

化管法に基づく排出量が得られなかったため、Mackay-Type Level III Fugacity Model3)により媒体

別分配割合の予測を行った。予測結果を表 2.2 に示す。 

 

表 2.2 Level III Fugacity Model による媒体別分配割合（％） 

排出媒体 大気 水域 土壌 大気/水域/土壌 

排出速度（kg/時間） 1,000 1,000 1,000 1,000（各々） 

大 気 14.5 0.2 0.0 0.2 

水 域 10.7 97.8 4.7 10.3 

土 壌 74.7 0.8 95.2 89.4 

底 質 0.1 1.3 0.1 0.1 
注：数値は環境中で各媒体別に最終的に分配される割合を質量比として示したもの。 

 

（3）各媒体中の存在量の概要 

本物質の環境中等の濃度について情報の整理を行った。媒体ごとにデータの信頼性が確認され

大気 公共用水域 土壌 埋立 下水道 廃棄物移動 対象業種 非対象業種 家庭 移動体

全排出・移動量 0 0 0 0 21 520 - - - - 0 - 0

ジクロロアニリン

業種等別排出量(割合) 0 0 0 0 21 520 0 0 0 0

0 0 0 0 21 520 届出 届出外

(100%) (100%) 0% -

総排出量の構成比(%)

化学工業

届出 届出外　　(国による推計) 総排出量　　(kg/年)

排出量　　(kg/年) 移動量　　(kg/年) 排出量　　(kg/年) 届出

排出量

届出外

排出量
合計
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た調査例のうち、より広範囲の地域で調査が実施されたものを抽出した結果を表 2.3 に示す。 

 
表 2.3 各媒体中の存在状況 

媒 体 
幾何 

平均値 a) 
算術 

平均値 
最小値 最大値 a)

検出 
下限値

検出率 調査地域 測定年度 文 献 

                      

公共用水域・淡水  µg/L <0.0011 <0.0011 <0.0011 0.0028 0.0011 2/12 全国 2013 4) 
  <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.05 0/54 全国 2006 5) 
  <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 0.07 0/6 全国 1998 6) 
             

公共用水域・海水   µg/L <0.0011 <0.0011 <0.0011 0.0024 0.0011 1/6 全国 2013 4) 
  <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.05 0/17 全国 2006 5) 
  <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 0.07 0/7 全国 1998 6) 
  － 0.006 <0.002 0.36 0.002 29/37 福岡県 1997 7) b) 
             

底質(公共用水域・淡水) µg/g <0.0010 <0.0010 <0.0008 <0.0010 0.0008～
0.0010 

0/2 川崎市 1999 8) 

  <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 0.008 0/5 全国 1998 6) 
                      

底質(公共用水域・海水) µg/g <0.0019 <0.0019 <0.0011 0.007 0.0011～
0.0019 

3/13 川崎市 1999 8) 

  <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 0.008 0/7 全国 1998 6) 
           

魚類(公共用水域・淡水) µg/g          

           

魚類(公共用水域・海水) µg/g          

             

注：a) 最大値または幾何平均値の欄の太字で示した数字は、曝露の推定に用いた値を示す。 
    b) 洞海湾内7地点について、水深0 mから2 m毎に測定を行った結果。 
     

（4）水生生物に対する曝露の推定（水質に係る予測環境中濃度：PEC） 

本物質の水生生物に対する曝露の推定の観点から、水質中濃度を表 2.4 のように整理した。水質

について安全側の評価値として予測環境中濃度（PEC）を設定すると、公共用水域の淡水域では

0.05g/L 未満程度、同海水域では 0.05g/L 未満程度となった。 

 

表 2.4 公共用水域濃度 

水 域 平  均 最 大 値 
 

淡 水 
 

海 水 
 

0.05g/L 未満程度 (2006) 
 

0.05g/L 未満程度 (2006) 

0.05g/L 未満程度 (2006) 
 

0.05g/L 未満程度 (2006) 

   注：1) （  ）内の数値は測定年度を示す。 
 2)  淡水は河川河口域を含む。 
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３．生態リスクの初期評価 

水生生物の生態リスクに関する初期評価を行った。 

（1）水生生物に対する毒性値の概要 

本物質の水生生物に対する毒性値に関する知見を収集し、生物群（藻類、甲殻類、魚類及びその

他生物）ごとに整理すると、表 3.1 のとおりとなった。 

 
表 3.1 水生生物に対する毒性値の概要 

生物群 
急

性 

慢 

性 
毒性値 
[µg/L] 

生物名 生物分類／和名
エンドポイント

／影響内容 

曝露期間

[日] 

試験の 

信頼性 

採用の

可能性
文献 No.

藻 類   ○ 509 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 緑藻類 NOEC  GRO 2 D C 

4)- 
2013031

  ○ 1,000 
Microcystis 
aeruginosa  藍藻類 NOEC  GRO 4 D C 1)-10484

   ○ 2,040*1 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 

緑藻類 NOEC  GRO 3 B*3 B*3 3)-1  

  ○ 3,200 
Scenedesmus 
pannonicus 緑藻類 NOEC  GRO 4 D C 1)-10484

 ○   3,380 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 緑藻類 EC50   GRO 2 B B 1)-100638

  ○   6,330 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 

緑藻類 EC50   GRO 2 B B 1)-96592

 ○   >9,900 *1 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 緑藻類 EC50   GRO 3 B*3 B*3 3)-1 

甲殻類  ○ 5*2 Daphnia magna オオミジンコ NOEC  REP 21 B*3 B*3 3)-2 

   ○ 15 Daphnia magna オオミジンコ NOEC  GRO 16 B C 1)-12872

   ○ 32 Daphnia magna オオミジンコ NOEC  REP 21 D C 1)-10484

 
 

○ 32 Daphnia magna オオミジンコ NOEC  REP 21 D C 1)-5375

 ○   500 Daphnia magna オオミジンコ LC50 MOR 2 B B 1)-5375

 ○   710 Daphnia magna オオミジンコ LC50 MOR 2 B B 1)-5675

 ○   2,400 Daphnia magna オオミジンコ EC50   IMM 2 B B 1)-61876

 ○   4,200 Daphnia magna オオミジンコ EC50   IMM 2 B*3 B*3 2) 

魚 類   ○ 320 Oryzias latipes メダカ（胚） NOEC  MOR 40 D C 1)-10484

   ○ 320 
Gasterosteus 
aculeatus イトヨ（胚） NOEC  GRO 約 35 B B 1)-823 
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生物群 
急

性 

慢 

性 
毒性値 
[µg/L] 

生物名 生物分類／和名
エンドポイント

／影響内容 

曝露期間

[日] 

試験の 

信頼性 

採用の

可能性
文献 No.

魚 類   ○ 1,000 Poecilia reticulata グッピー NOEC  GRO 28 D C 1)-10484

 
 

 4,200 Oryzias latipes メダカ LC50 MOR 21 B*4 C 2) 

 ○   5,670 Danio rerio 
ゼブラフィッシ

ュ 
LC50 MOR 4 B B 1)-5436

 ○   7,790 Carassius auratus キンギョ LC50 MOR 4 C C 1)-65892

 ○   8,100 Oryzias latipes メダカ LC50 MOR 4 B*3 B*3 2) 

 ○   9,300 
Gasterosteus 
aculeatus 

イトヨ LC50 MOR 4 D C 1)-823 

その他 
 

○ 320 Xenopus laevis 
アフリカ 
ツメガエル 

NOEC  DVP 100 D C 1)-10484

   ○ 1,000 Lymnaea stagnalis モノアラガイ科 NOEC  REP 40 D C 1)-10484

   ○ 1,000 Lemna minor コウキクサ NOEC  GRO 7 D C 1)-10484

   ○ 2,500 
Brachionus 
calyciflorus ツボワムシ NOEC  REP 2 D C 1)-20489

   ○ 3.200 Hydra oligactis ヒドラ属 NOEC  GRO 21 D C 1)-10484

   ○ 10,000 Culex pipiens アカイエカ 
NOEC   
MOR / DVP 

25 D C 1)-10484

 ○   31,000 
Tetrahymena 
pyriformis テトラヒメナ属 EC50  POP 1 B C 1)-11258

 ○  44,900 
Tetrahymena 
pyriformis テトラヒメナ属 IGC50  POP 2 B B 

4)- 
2007003

 ○  84,600 
Spirostomum 
ambiguum 

スピロストマム

科 
LC50 MOR 1 D C 1)-62279

毒性値（太字）：採用可能な知見として本文で言及したもの 

毒性値（太字下線）：PNEC 導出の根拠として採用されたもの 

試験の信頼性：本初期評価における信頼性ランク 
A：試験は信頼できる、B：試験は条件付きで信頼できる、C：試験の信頼性は低い、D：信頼性の判定不可 
E：信頼性は低くないと考えられるが、原著にあたって確認したものではない 

採用の可能性：PNEC 導出への採用の可能性ランク 
A：毒性値は採用できる、B：毒性値は条件付きで採用できる、C：毒性値は採用できない 

エンドポイント 

EC50 (Median Effective Concentration)：半数影響濃度、IGC50 (Median Inhibitory growth concentration)：半数増殖阻害濃度 

LC50 (Median Lethal Concentration)：半数致死濃度、NOEC (No Observed Effect Concentration)：無影響濃度 

影響内容 

DVP (Development)：発生、GRO (Growth)：生長（植物）、成長（動物）、IMM (Immobilization)：遊泳阻害、 

MOR (Mortality)：死亡、POP (Population Change)：個体群の変化（増殖）、REP (Reproduction)：繁殖、再生産、 

 

*1 文献 2)をもとに、試験時の実測濃度を用いて速度法により 0-72 時間の毒性値を再計算した値 

*2 文献 2)をもとに、全親ミジンコを対象に有意差検定を実施し求めた値 

*3 界面活性作用のある助剤を用いているため、試験の信頼性及び採用の可能性は「B」とした。 

*4 界面活性作用のある助剤を用いているため、試験の信頼性は「B」とした。 
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評価の結果、採用可能とされた知見のうち、生物群ごとに急性毒性値及び慢性毒性値のそれぞ

れについて最も小さい毒性値を予測無影響濃度 (PNEC) 導出のために採用した。その知見の概要

は以下のとおりである。 
 

1） 藻類 

Tsai と Chen1)-100638は、緑藻類 Pseudokirchneriella subcapitata の生長阻害試験を実施した。試験は

密閉系（ヘッドスペースなし）で行われた。EPA の試験方法 (OPPTS 850.5400.1996) 及び ASTM の

試験方法 (E1218) を改変し、EDTA を除いた培地（硬度 7.5 mg/L、CaCO3換算）が用いられた。48

時間半数影響濃度 (EC50) は、設定濃度に基づき 3,380 µg/L であった。 

また、環境庁 2)は OECD テストガイドライン No. 201(1984) に準拠し、緑藻類 Pseudokirchneriella 

subcapitata（旧名 Selenastrum capricornutum） の生長阻害試験を GLP 試験として実施した。設定

試験濃度は 0（対照区、助剤対照区）、0.31、0.63、1.25、2.5、5.0、10 mg/L（公比 2.0）であった。

試験溶液は、エタノール 20 mg/L 及び界面活性作用のある硬化ひまし油 (HCO-30) 20 mg/L を助剤

に用いて調製された。被験物質の実測濃度は、試験終了時において設定濃度の 72～91%に減少し

たため、毒性値の算出には、実測濃度（試験開始時と終了時の幾何平均値）が用いられた。速度法

による 72 時間無影響濃度 (NOEC) は 2,040 µg/L であった 3)。 

 

2） 甲殻類 

Maas-Diepeveen と Van Leeuwen1)-5375は、オランダ国家規格 (NEN 6501, 1980) を改良した著者ら

の前報の試験方法 (Van Leeuwen ら、1985) に従って、オオミジンコ Daphnia magna の急性毒性試

験を実施した。試験は半止水式 (24時間後換水) で行われた。試験溶液の調製には、硬度260 mg/L 

(CaCO3換算) の試験用水、及び助剤としてジメチルスルホキシド (DMSO) が用いられた。48時間

半数致死濃度 (LC50) は、設定濃度に基づき 500 µg/L であった。 

また、環境庁 2)は OECD テストガイドライン No. 202(1984) に準拠し、オオミジンコ Daphnia 

magna の繁殖試験を GLP 試験として実施した。試験は半止水式（週 3 回換水）で行われ、設定試

験濃度は 0（対照区、助剤対照区）、0.0050、0.016、0.050、0.16、0.50 mg/L（公比 3.2）であった。

試験溶液の調製には、試験用水として脱塩素水道水（硬度 50 mg/L、CaCO3換算）が、助剤として

2-メトキシエタノール及び界面活性作用のある硬化ひまし油 (HCO-30) がそれぞれ 1 mg/L の濃度

で用いられた。被験物質の実測濃度は、0、16 日目の換水後において設定濃度の 94～108%、2、19 

日目の換水前において設定濃度の 88～106%であった。繁殖阻害（累積産仔数）に関する 21 日間

無影響濃度 (NOEC) は 5 µg/L であった。 

 

3） 魚類 

Zok ら 1)-5436 は OECD テストガイドライン (1984) に準拠し、ゼブラフィシュ Danio rerio (＝

Brachydanio rerio) の急性毒性試験を実施した。試験は半止水式（毎日の実測結果に基づき必要があ

れば換水）で行われ、試験用水にはろ過水道水が用いられた。96 時間半数致死濃度 (LC50) は 5,670 

µg/L であった。 

また、Van den Dikkenberg ら 1)-823は Adema ら (1981) の方法にしたがって、イトヨ Gasterosteus 
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aculeatus の胚を用いて初期生活段階毒性試験を行った。試験は、半止水式（週 3 回換水）で行われ、

設定試験濃度は、0（対照区）、0.10、0.32、1.0、3.2、5.6 mg/L（公比 3.2 又は 1.75）であった。試

験用水には、オランダ標準水 (DSW、硬度 209 mg/L、CaCO3換算) が用いられた。被験物質の初期

実測濃度は 0（対照区）、0.10、0.50、0.87、2.9、4.7 mg/L であった。成長阻害に関する約 35 日間無

影響濃度 (NOEC) は、設定濃度に基づき 320 µg/L であった。 

 

4） その他の生物 

Arnold1)-2007003らは、テトラヒメナ属Tetrahymena pyriformisの増殖阻害試験を実施した。試験は止

水式で行われ、設定試験濃度区は対照区及び 5～10濃度区であった。試験培地にはプロテオース・

ペプトン培地 (Schultz, 1983) が用いられた。48 時間半数増殖阻害濃度 (IGC50) は、設定濃度に基

づき 44,900 µg/L であった。 

 

（2）予測無影響濃度 (PNEC) の設定 

急性毒性及び慢性毒性のそれぞれについて、上記本文で示した毒性値に情報量に応じたアセス

メント係数を適用し予測無影響濃度 (PNEC) を求めた。 

 

急性毒性値 

藻 類 Pseudokirchneriella subcapitata 48 時間 EC50（生長阻害） 3,380 µg/L

甲殻類 Daphnia magna 48 時間 LC50 500 µg/L

魚 類 Danio rerio 96 時間 LC50 5,670 µg/L

その他 Tetrahymena pyriformis 48 時間 IGC50（増殖阻害） 44,900 µg/L

アセスメント係数：100［3 生物群（藻類、甲殻類、魚類）及びその他の生物について信頼でき

る知見が得られたため］ 

これらの毒性値のうち、その他の生物を除いた最も小さい値（甲殻類の 500 µg/L）をアセスメン

ト係数 100 で除することにより、急性毒性値に基づく PNEC 値 5 µg/L が得られた。 

 

慢性毒性値 

藻 類 Pseudokirchneriella subcapitata 72 時間 NOEC（生長阻害） 2,040 µg/L

甲殻類 Daphnia magna 21 日間 NOEC（繁殖阻害） 5 µg/L

魚 類 Gasterosteus aculeatus 約 35 日間 NOEC（成長阻害） 320 µg/L

アセスメント係数：10［3 生物群（藻類、甲殻類及び魚類）について信頼できる知見が得られた

ため］ 

これらの毒性値のうち、最も小さい値（甲殻類の 5 µg/L）をアセスメント係数 10 で除すること

により、慢性毒性値に基づく PNEC 値 0.5 µg/L が得られた。 

 

本物質の PNEC としては、甲殻類の慢性毒性値から得られた 0.5 µg/L を採用する。 
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（3）生態リスクの初期評価結果 

 

表 3.2 生態リスクの初期評価結果 

水 質 平均濃度 最大濃度 (PEC) PNEC 
PEC/ 

PNEC 比

公共用水域・淡水 0.05 g/L 未満程度 (2006) 0.05 g/L 未満程度 (2006) 
0.5 

µg/L 

<0.1 

公共用水域・海水 0.05 g/L 未満程度 (2006) 0.05 g/L 未満程度 (2006) <0.1 

注：1) 水質中濃度の( )内の数値は測定年度を示す  
   2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む 

 
 

 

 

本物質の公共用水域における濃度は、平均濃度でみると淡水域、海水域ともに 0.05 g/L 未満程

度であり、検出下限値未満であった。安全側の評価値として設定された予測環境中濃度 (PEC) も、

平均濃度と同様に淡水域、海水域ともに 0.05 g/L 未満程度であり、検出下限値未満であった。 

予測環境中濃度 (PEC) と予測無影響濃度 (PNEC) の比は、淡水域、海水域ともに 0.1 未満とな

るため、現時点では作業の必要はないと考えられる。 

 

 

 

詳細な評価を行う 
候補と考えられる。 

現時点では作業は必要 
ないと考えられる。 

情報収集に努める必要
があると考えられる。

PEC/PNEC＝0.1 PEC/PNEC＝1［ 判定基準 ］ 
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１．物質に関する基本的事項 

（1）分子式・分子量・構造式 

物質名：2,5-ジクロロアニリン 

CAS 番号：95-82-9 
化審法官報公示整理番号：3-261（ジクロルアニリン） 
化管法政令番号：1-156（ジクロロアニリン） 
RTECS 番号：BX2610000 

分子式：C6H5Cl2N 

分子量：162.02 
換算係数：1ppm= 6.63 mg/m3(気体、25℃) 
構造式： 
 
 
 
  

 

（2）物理化学的性状 

ジクロロアニリンは、常温で無色から茶色の固体である 1)。 

融点 44.9℃ 2)、50℃ 3)、>48℃ 4) 

沸点 250℃(760 mmHg) 2)、251℃ (760 mmHg) 3)、247℃ 4)

密度 1.54 g/cm3 (15℃) 4) 

蒸気圧 
6.8 mmHg (=900 Pa) (116℃) 4)、0.015 mmHg (=2.0 Pa) 
(MPBVPWIN 5) により計算) 

分配係数（1-ｵｸﾀﾉｰﾙ/水）(logKow) 2.75 3)、2.8 4)、2.92 6) 

解離定数（pKa）  

水溶性（水溶解度） 2.5×103 mg/L (60℃) 4) 

（3）環境運命に関する基礎的事項 

本物質の分解性及び濃縮性は次のとおりである。 

生物分解性 

好気的分解 

分解率：BOD 0%、TOC (-)* %、GC (-)* % 

   （試験期間：2 週間、被験物質濃度：100 mg/L、活性汚泥濃度：30 mg/L）7) 

（備考：*分解度が負の値になったため（－）と表記した。）7) 

化学分解性 

OH ラジカルとの反応性 （大気中） 

反応速度定数：22×10-12 cm3/(分子･sec)（AOPWIN 8)により計算） 

半減期：2.9～29 時間（OH ラジカル濃度を 3×106～3×105分子/cm3 9)と仮定して計

算） 

 

［4］2,5-ジクロロアニリン 
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加水分解性 

 環境中で加水分解性の基をもたない 10) 

 

生物濃縮性（濃縮性が無いまたは低いと判断される物質 11)） 

生物濃縮係数 (BCF)： 

7.9～27.0     （試験生物：コイ、試験期間：6 週間、試験濃度：0.2 mg/L）12) 

(11.1) ～ (19.5)（試験生物：コイ、試験期間：6 週間、試験濃度：0.02 mg/L）12) 

 

土壌吸着性 

土壌吸着定数(Koc)：180（KOCWIN13)により計算） 

 
 

（4）製造輸入量及び用途 

① 生産量・輸入量等 

ジクロルアニリンとしての化審法に基づき公表された製造・輸入数量の推移を表 1.1に示

す 14),15),16),17)。 

 

表 1.1 製造・輸入数量の推移 

平成(年度) 22 23 24 25 

製造・輸入数量(t)  a) 1,000 未満 1,000 未満 1,000 未満 1,000 未満 

注：a) 製造数量は出荷量を意味し、同一事業者内での自家消費分を含んでいない値を示す。 

 

ジクロルアニリンとしての「化学物質の製造・輸入量に関する実態調査」による製造（出荷）

及び輸入量を表 1.2 に示す 18),19),20)。 

 

表 1.2 製造（出荷）及び輸入量 

平成(年度) 13 16 19 

製造（出荷）及び 
輸入量 a) 

－b) 
100～1,000 t 

/年未満 
10～100 t 
/年未満 

注：a) 化学物質を製造した企業及び化学物質を輸入した商社等のうち、1物質1トン以上の製造又は輸入を

した者を対象に調査を行っているが、全ての調査対象者からは回答が得られていない。 
    b) 公表されていない。 
    

 

本物質の平成 16 年～19 年における生産量は 200t（推定）とされている 21)。 

化学物質排出把握管理促進法（化管法）における製造・輸入量区分は 1 t 以上 100 t 未満であ

る 22)。 

 

② 用 途 

本物質の主な用途は、農薬・染料・顔料中間体とされている 23)。 
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（5）環境施策上の位置付け 

ジクロロアニリンは、化学物質排出把握管理促進法（化管法）第一種指定化学物質（政令番

号：156）に指定されている。 

なお、本物質は旧化学物質審査規制法（平成 15 年改正法）において第三種監視化学物質（通

し番号:90）に指定されていた。ジクロロアニリン類は水環境保全に向けた取組のための要調査

項目に選定されていが、平成 26 年 3 月改定の要調査項目リストから除外された。 
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２．曝露評価 

生態リスクの初期評価のため、水生生物の生存・生育を確保する観点から、実測データをもと

に基本的には水生生物の生息が可能な環境を保持すべき公共用水域における化学物質の曝露を評

価することとし、データの信頼性を確認した上で安全側に立った評価の観点から原則として最大

濃度により評価を行っている。 

 

（1）環境中への排出量 

ジクロロアニリンは化管法の第一種指定化学物質である。同法に基づき公表された、平成 25

年度の届出排出量 1)、届出外排出量対象業種・非対象業種・家庭・移動体 2)から集計した排出量

等を表 2.1 に示す。なお、届出外排出量対象業種・非対象業種・家庭・移動体の推計はなされて

いない。 

 
表 2.1 化管法に基づく排出量及び移動量（PRTR データ）の集計結果（平成 25 年度） 

（ジクロロアニリン） 

 
 

ジクロロアニリンの平成 25 年度における環境中への総排出量は、0 t であった。この他に下水

道への移動量が 0.021 t、廃棄物への移動量が 0.52 t であった。届出排出量の排出源は、化学工業

のみであった。 

 

（2）媒体別分配割合の予測 

化管法に基づく排出量が得られなかったため、Mackay-Type Level III Fugacity Model3) により媒

体別分配割合の予測を行った。予測結果を表 2.2 に示す。 

 
表 2.2 Level III Fugacity Model による媒体別分配割合（％） 

排出媒体 大気 水域 土壌 大気/水域/土壌 

排出速度（kg/時間） 1,000 1,000 1,000 1,000（各々） 

大 気 91.4 1.9 0.6 1.3 

水 域 5.0 96.8 1.9 18.0 

土 壌 3.6 0.1 97.5 80.4 

底 質 0.1 1.2 0.0 0.2 
注：数値は環境中で各媒体別に最終的に分配される割合を質量比として示したもの。 

 

（3）各媒体中の存在量の概要 

本物質の環境中等の濃度について情報の整理を行った。媒体ごとにデータの信頼性が確認され

た調査例のうち、より広範囲の地域で調査が実施されたものを抽出した結果を表 2.3 に示す。 

大気 公共用水域 土壌 埋立 下水道 廃棄物移動 対象業種 非対象業種 家庭 移動体

全排出・移動量 0 0 0 0 21 520 - - - - 0 - 0

ジクロロアニリン

業種等別排出量(割合) 0 0 0 0 21 520 0 0 0 0

0 0 0 0 21 520 届出 届出外

(100%) (100%) 0% -

届出 届出外　　(国による推計) 総排出量　　(kg/年)

排出量　　(kg/年) 移動量　　(kg/年) 排出量　　(kg/年) 届出

排出量

届出外

排出量
合計

総排出量の構成比(%)

化学工業
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表 2.3 各媒体中の存在状況 

媒 体 
幾何 

平均値 a) 
算術 

平均値
最小値 最大値 a)

検出 
下限値

検出率 調査地域 測定年度 文 献 

                      

公共用水域・淡水  µg/L <0.0018 <0.0018 <0.0018 <0.0018 0.0018 0/12 全国 2013 4) 
  <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.05 0/54 全国 2006 5) 
  <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 0.07 0/6 全国 1998 6) 
             

公共用水域・海水   µg/L <0.0018 <0.0018 <0.0018 0.0022 0.0018 1/6 全国 2013 4) 
  <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.05 0/17 全国 2006 5) 
  <0.07 <0.07 <0.07 <0.07 0.07 0/7 全国 1998 6) 
             

底質(公共用水域・淡水) µg/g <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.0006 0.0005～
0.0006 

0/2 川崎市 1999 
7) 

  <0.005 <0.005 <0.005 <0.005b) 0.005 0/5 全国 1998 6) 
                      

底質(公共用水域・海水) µg/g 0.0019 0.0044 <0.0007 0.017 0.0007～
0.0012 

7/13 川崎市 1999 
7) 

  <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.005 0/7 全国 1998 6) 
           

魚類(公共用水域・淡水) µg/g          

           

魚類(公共用水域・海水) µg/g          

             

注：a) 最大値または幾何平均値の欄の太字で示した数字は、曝露の推定に用いた値を示す。 
    b) 底質の検出下限値未満の検出値として最大0.0047µg/g (1998)が検出されている。 
      

（4）水生生物に対する曝露の推定（水質に係る予測環境中濃度：PEC） 

本物質の水生生物に対する曝露の推定の観点から、水質中濃度を表 2.4 のように整理した。水

質について安全側の評価値として予測環境中濃度（PEC）を設定すると、公共用水域の淡水域で

は 0.05 g/L 未満程度、同海水域では 0.05 g/L 未満程度となった。 

 

表 2.4 公共用水域濃度 

水 域 平  均 最 大 値 
 

淡 水 
 

海 水 
 

0.05g/L 未満程度 (2006) 
 

0.05g/L 未満程度 (2006) 

0.05g/L 未満程度 (2006) 
 

0.05g/L 未満程度 (2006) 

   注：1) （  ）内の数値は測定年度を示す。 
 2)  淡水は河川河口域を含む。 
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３．生態リスクの初期評価 

水生生物の生態リスクに関する初期評価を行った。 

（1）水生生物に対する毒性値の概要 

本物質の水生生物に対する毒性値に関する知見を収集し、生物群（藻類、甲殻類、魚類及びそ

の他生物）ごとに整理すると、表 3.1 のとおりとなった。 

 
表 3.1 水生生物に対する毒性値の概要 

生物群 
急

性 

慢 

性 
毒性値 
[µg/L] 

生物名 生物分類／和名
エンドポイント

／影響内容 

曝露期間

[日] 

試験の 

信頼性 

採用の

可能性
文献 No.

藻 類  ○ 990 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 緑藻類 NOEC  GRO 2 D C 

4)- 
2013031

  ○ 1,890*1 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 緑藻類 

NOEC   
GRO (RATE) 

3 B*2 B*2 3) 

 ○ 
 

5,940 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 緑藻類 EC50  GRO 2 B B 1)-100638

 ○  9,590*1 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 

緑藻類 
EC50   
GRO (RATE) 

3 B*2 B*2 3) 

 ○  9,870 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 

緑藻類 EC50  GRO 2 B B 1)-96592

甲殻類  ○ 32 Daphnia magna オオミジンコ NOEC  REP  21 B*3 B*3 2) 

 ○  1,810 Daphnia magna オオミジンコ EC50  IMM 2 A A 2) 

 ○  1,900 Daphnia magna オオミジンコ EC50  IMM 2 B B 1)-61876

 ○  2,920 Daphnia magna オオミジンコ LC50  MOR 2 B B 1)-5375

魚 類 ○  2,210 Oryzias latipes メダカ LC50  MOR 4 A A 2) 

 ○  5,230 Carassius auratus キンギョ LC50  MOR 4 C C 1)-65892

 ○  10,800 Oryzias latipes メダカ TLm  MOR 2 D C 
4)- 

2012192

その他 ○  42,800 
Tetrahymena 
pyriformis 

テトラヒメナ

属 
IGC50  POP 2 B B 

4)- 
2007003

 ○  84,600 
Spirostomum 
ambiguum 

スピロストマ

ム属 
LC50  MOR 1 D C 1)-62279

毒性値（太字）：採用可能な知見として本文で言及したもの 

毒性値（太字下線）：PNEC 導出の根拠として採用されたもの 

試験の信頼性：本初期評価における信頼性ランク 
A：試験は信頼できる、B：試験は条件付きで信頼できる、C：試験の信頼性は低い、D：信頼性の判定不可 
E：信頼性は低くないと考えられるが、原著にあたって確認したものではない 

採用の可能性：PNEC 導出への採用の可能性ランク 
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A：毒性値は採用できる、B：毒性値は条件付きで採用できる、C：毒性値は採用できない 

エンドポイント 

EC50 (Median Effective Concentration)：半数影響濃度、IGC50 (Median Inhibitory growth concentration)：半数増殖阻害濃度、 

LC50 (Median Lethal Concentration)：半数致死濃度、 

NOEC (No Observed Effect Concentration)：無影響濃度、TLm (Median Tolerance Limit)：半数生存限界濃度 

影響内容 

GRO (Growth)：生長（植物）、IMM (Immobilization)：遊泳阻害、MOR (Mortality)：死亡、 

POP (Population change)：個体群の変化（増殖）、REP (Reproduction)：繁殖、再生産 

毒性値の算出方法 

RATE：生長速度より求める方法（速度法） 

 
*1 文献 2) をもとに、試験時の実測濃度を用いて、速度法により再計算した値 
*2 ガイドラインからの逸脱はないが、試験濃度の公比を必要以上に大きく設定しており、手順について改良の余地があること

から、試験の信頼性及び採用の可能性を「B」とした 
*3 LOEC 値となっている濃度区において、他と比べて極端に産仔数の少ない親個体の存在により有意差が出ている可能性が否定

できないため、試験の信頼性及び採用の可能性を「B」とした 

 

評価の結果、採用可能とされた知見のうち、生物群ごとに急性毒性値及び慢性毒性値のそれぞ

れについて最も小さい毒性値を予測無影響濃度 (PNEC) 導出のために採用した。その知見の概

要は以下のとおりである。 
 

1） 藻類 

Tsai と Chen1)-100638は、緑藻類 Pseudokirchneriella subcapitata の生長阻害試験を実施した。試験

は密閉系（ヘッドスペースなし）で行われた。EPA の試験方法 (OPPTS 850.5400.1996) 及び ASTM

の試験方法 (E1218) を改変し、EDTA を除いた培地（硬度 7.5 mg/L、CaCO3換算）が用いられた。

48 時間半数影響濃度 (EC50) は、設定濃度に基づき 5,940 µg/L であった。 

また、環境省 2)は OECD テストガイドライン No. 201(1984) に準拠し、緑藻類 Pseudokirchneriella 

subcapitata（旧名 Selenastrum capricornutum） の生長阻害試験を GLP 試験として実施した。設定

試験濃度は 0（対照区、助剤対照区）、0.064、0.20、0.64、2.0、6.4、20、64 mg/L（公比 3.2）であ

った。試験溶液は、メタノール 100 µL/L を助剤として調製された。被験物質の実測濃度は、試

験開始時及び終了時において、それぞれ設定濃度の 88～104%及び 73～100%であり、毒性値の算

出の際は、最高濃度区を除外し、実測濃度（試験開始時と終了時の幾何平均値）を用いた。速度

法による 72 時間無影響濃度 (NOEC) は 1,890 µg/L であった 3)。 

 

2） 甲殻類 

環境省 2)は OECD テストガイドライン No. 202(1984) に準拠し、オオミジンコ Daphnia magna 

の急性遊泳阻害試験を GLP 試験として実施した。試験は止水式で行われ、設定試験濃度は 0（対

照区、助剤対照区）、1.0、1.8、3.2、5.6、10 mg/L（公比 1.8）であった。試験溶液は、試験用水

に Elendt M4 培地を、助剤にメタノール 100 µL/L を用いて調製された。被験物質の実測濃度は、

試験開始時及び終了時において、それぞれ設定濃度の 81～97%及び 80～96%であった。48 時間

半数影響濃度 (EC50) は、設定濃度に基づき 1,810 µg/L であった。 

また、環境省 2)は OECD テストガイドライン No. 211 (1998) に準拠し、オオミジンコ Daphnia 

magna の繁殖試験を GLP 試験として実施した。試験は半止水式（週 3 回換水）で行なわれ、設

定試験濃度は 0（対照区、助剤対照区）、0.0032、0.010、0.032、0.10、0.32、1.0、3.2 mg/L（公比

3.2）であった。試験溶液は、試験用水に Elendt M4 培地を、助剤にメタノール 100 µL/L を用い

て調製された。被験物質の実測濃度は、0、9、18 日目の換水後において、設定濃度の 96～119%
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であり、2、11、21 日目の換水前においては設定濃度の 95～116%であった。繁殖阻害（累積産仔

数）に関する 21 日間無影響濃度 (NOEC) は、設定濃度に基づき 32 µg/L であった。 

 

3） 魚類 

環境省 2)は OECD テストガイドライン No. 203 (1992) に準拠し、メダカ Oryzias latipes の急

性毒性試験を GLP 試験として実施した。試験は半止水式 (24 時間毎換水) で行われ、設定試験

濃度は 0（対照区、助剤対照区）、1.0、1.8、3.2、5.6、10 mg/L（公比 3.2）であった。試験溶液

は、試験用水に脱塩素水（硬度 27 mg/L、CaCO3 換算）を、助剤にメタノール 100 µL/L を用い

て調製された。被験物質の実測濃度は、試験開始時及び換水前 (24 時間後) において、それぞれ

設定濃度の 96～101%及び 84～88%であった。96 時間半数致死濃度 (LC50) は 、設定濃度に基づ

き 2,210 µg/L であった。 

 

4） その他の生物 

Arnold1)-2007003らは、テトラヒメナ属 Tetrahymena pyriformis の増殖阻害試験を実施した。試験は

止水式で行われ、設定試験濃度区は対照区及び 5～10 濃度区であった。試験培地にはプロテオー

ス・ペプトン培地 (Schultz, 1983) が用いられた。48 時間半数増殖阻害濃度 (IGC50) は、設定濃

度に基づき 42,800 µg/L であった。 

 

（2）予測無影響濃度 (PNEC) の設定 

急性毒性及び慢性毒性のそれぞれについて、上記本文で示した毒性値に情報量に応じたアセス

メント係数を適用し予測無影響濃度 (PNEC) を求めた。 

 

急性毒性値 

藻 類 Pseudokirchneriella subcapitata 48 時間 EC50（生長阻害） 5,940 µg/L

甲殻類 Daphnia magna 48 時間 EC50（遊泳阻害） 1,810 µg/L

魚 類 Oryzias latipes 96 時間 LC50 2,210 µg/L

その他 Tetrahymena pyriformis 48 時間 IGC50（増殖阻害） 42,800 µg/L 

アセスメント係数：100［3 生物群（藻類、甲殻類、及び魚類）及びその他の生物について信頼

できる知見が得られたため］ 

 これらの毒性値のうち、その他の生物を除いた最も小さい値（甲殻類の 1,810 µg/L）をアセス

メント係数 100 で除することにより、急性毒性値に基づく PNEC 値 18 µg/L が得られた。 

 

慢性毒性値 

藻 類 Pseudokirchneriella subcapitata 72 時間 NOEC（生長阻害） 1,890 µg/L

甲殻類 Daphnia magna 21 日間 NOEC（繁殖阻害） 32 µg/L

アセスメント係数：100［2 生物群（藻類、甲殻類）の信頼できる知見が得られたため］ 

 2 つの毒性値の小さい方（甲殻類の 32 µg/L）をアセスメント係数 100 で除することにより、慢

性毒性値に基づく PNEC 値 0.32 µg/L が得られた。 
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本物質の PNEC としては、甲殻類の慢性毒性値から得られた 0.32 µg/L を採用する。 

 

（3）生態リスクの初期評価結果 

 

表 3.2 生態リスクの初期評価結果 

水 質 平均濃度 最大濃度 (PEC) PNEC 
PEC/ 

PNEC 比

公共用水域・淡水 0.05 g/L 未満程度 (2006) 0.05 g/L 未満程度 (2006) 
0.32 

µg/L 

<0.15 

公共用水域・海水 0.05 g/L 未満程度 (2006) 0.05 g/L 未満程度 (2006) <0.15 

注：1) 水質中濃度の( )内の数値は測定年度を示す  
   2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む 

 
 

 

 

本物質の公共用水域における濃度は、平均濃度でみると淡水域、海水域ともに 0.05 g/L 未満程

度であり、検出下限値未満であった。安全側の評価値として設定された予測環境中濃度 (PEC) も、

淡水域、海水域ともに 0.05 g/L 未満程度であり、検出下限値未満であった。予測環境中濃度 (PEC) 

と予測無影響濃度 (PNEC) の比は、淡水域、海水域ともに 0.15 未満となるため、生態リスクの判

定はできない。 

本物質については、製造輸入数量や PRTR データの推移の把握に努め、公共用水域の存在状況

調査を実施する必要性を検討することが望ましいと考えられる。 

 

詳細な評価を行う 
候補と考えられる。

現時点では作業は必要 
ないと考えられる。 

情報収集に努める必要
があると考えられる。

PEC/PNEC＝0.1 PEC/PNEC＝1［ 判定基準 ］
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１．物質に関する基本的事項 

（1）分子式・分子量・構造式 

物質名： N,N-ジメチルオクタデシルアミン 

（別の呼称：N,N-ジメチル-n-オクタデシルアミン） 

CAS 番号： 124-28-7 
化審法官報公示整理番号：2-176（N,N,N-トリ-アルキル（又はアルケニル，アルキル又

はアルケニルのうち少なくとも１個はC8～24で他はH又は

C1～5）アミン）、2-185（N-アルキル［又はアルケニル（C16
～28）］-N,N-ジアルキル（C1～5 又は H）アミン） 

化管法政令番号：  
RTECS 番号： RG4200000 

分子式 ：C20H43N 

分子量： 297.56 
換算係数：1 ppm = 12.17 mg/m3 (気体、25℃) 
構造式：  

 
 

 

（2）物理化学的性状 

本物質は常温ではアミン臭のある白色の固体1)である。 

融点 22.9℃2)、22.89℃3)、22℃(760 mmHg)4) 

沸点 
347℃(730 mmHg、分解) 4) 、350℃ 
(MPBPVPWIN5)により計算)  

密度 0.806 (20℃)4)  

蒸気圧 
6.7 mmHg(=8.9×10-4 Pa) (20℃)、1.35 mmHg(=1.8
×10-3 Pa) (25℃)4) 、1.7×10-4 mmHg(=0.022Pa) 
(25℃、MPBPVPWIN5)により計算)  

分配係数（1-ｵｸﾀﾉｰﾙ/水）(log Kow) 8.4 (KOWWIN6)により計算)  

解離定数（pKa）  

水溶性（水溶解度） 
7 mg/L(20℃)4)、8.9×10-3 mg/L (25℃、

WSKOWWIN7)により計算)  

（3）環境運命に関する基礎的事項 

本物質の分解性及び濃縮性は次のとおりである。 

生物分解性  

好気的分解（分解性が良好と判断される物質8)） 

分解率： BOD 56% (平均値)、TOC 94% (平均値) 、GC 100% (平均値)  

  （試験期間：4 週間、被験物質濃度：30 mg/L、活性汚泥濃度：100 mg/L）9) 

 

 

［5］ N,N-ジメチルオクタデシルアミン           
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化学分解性 

OH ラジカルとの反応性 （大気中） 

反応速度定数： 1.0×10-10 cm3/(分子･sec) （AOPWIN10)により計算） 

半減期： 0.63～6.3 時間（OH ラジカル濃度を 3×106～3×105 分子/cm3  11)と仮定し

計算） 

 

生物濃縮性 

 生物濃縮係数(BCF)：700（BCFBAF12) により計算） 

     

土壌吸着性 

 土壌吸着定数(Koc)：2.1×105（KOCWIN13) により計算） 

 

（4）製造輸入量及び用途 

① 生産量・輸入量等 

化審法に基づき公表された製造・輸入数量の推移を表 1.1 に示す14),15),16),17),18)。 

 

表 1.1 製造・輸入数量の推移 

平成(年度) 21 22 23 24 25 

製造・輸入数量(t) a) 1,124 b) 
4,000 c),d) 6,000 c),d) 5,000 c),d) 6,000 c),d) 

－c),e),f) －c),e),f) －c),e),f) X c),f),g) 
注：a) 平成 22 年度以降の製造・輸入数量の届出要領は、平成 21 年度までとは異なっている。 

b) 製造数量は出荷量を意味し、同一事業所内での自家消費分を含んでいない値を示す。 
c) 製造数量は出荷量を意味し、同一事業者内での自家消費分を含んでいない値を示す。 
d) 「N,N,N-トリ-アルキル（又はアルケニル，アルキル又はアルケニルのうち少なくとも 1 個は C8

～24 で他は H 又は C1～5）アミン」としての値を示す。 
e) 公表されていない。 
f) 「N-アルキル［又はアルケニル（C＝16～28）］-N,N-ジアルキル（C＝1～5 又は H）アミン」とし

ての値を示す。 
g) 届出事業者が 2 社以下のため、製造・輸入数量は公表されていない。 

 

「化学物質の製造・輸入に関する実態調査」による製造（出荷）及び輸入量の推移を表 1.2

に示す19),20),21)。 

 

表 1.2 製造（出荷）及び輸入量 

平成(年度) 13 16 19 

製造（出荷）及び 
輸入量 

－c) 1,000～10,000 t/年未満 1,000～10,000 t/年未満

注：a) 化学物質を製造した企業及び化学物質を輸入した商社等のうち、1 物質 1 トン以上の製造又は輸入

をした者を対象に調査を行っているが、全ての調査対象者からは回答が得られていない。 

b) 「N,N,N-トリ-アルキル（又はアルケニル，アルキル又はアルケニルのうち少なくとも 1 個は

C8～24 で他は H 又は C1～5）アミン」としての値。 
c) 公表されていない。 
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② 用 途 

本物質の主な用途は、両性界面活性剤・アミンオキサイド・第四級アンモニウム塩・樹脂処理剤・

消毒剤・カチオン染料原料、顔料フラッシング剤、医薬部外品添加剤（薬用石けん、化粧品等）とさ

れている22)。 

 

（5）環境施策上の位置付け 

本物質は、旧化学物質審査規制法（平成 15 年改正法）において第三種監視化学物質（通し

番号:270）に指定されていた。 
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２．曝露評価 

生態リスクの初期評価のため、水生生物の生存・生育を確保する観点から、実測データを

もとに基本的には水生生物の生息が可能な環境を保持すべき公共用水域における化学物質の

曝露を評価することとし、データの信頼性を確認した上で安全側に立った評価の観点から原

則として最大濃度により評価を行っている。 

（1）環境中への排出量 

本物質は化学物質排出把握管理促進法（化管法）第一種指定化学物質ではないため、排出

量及び移動量は得られなかった。 

（2）媒体別分配割合の予測 

化管法に基づく排出量が得られなかったため、Mackay-Type Level III Fugacity Model1)により媒

体別分配割合の予測を行った。予測結果を表 2.1 に示す。 

 
表 2.1 Level III Fugacity Model による媒体別分配割合（％） 

排出媒体 大気 水域 土壌 大気/水域/土壌 

排出速度（kg/時間） 1,000 1,000 1,000 1,000（各々） 

大 気 0.1 0.0 0.0 0.0 

水 域 0.1 27.0 0.0 0.3 

土 壌 99.7 0.0 100.0 98.8 

底 質 0.2 73.0 0.0 0.9 

注：環境中で各媒体別に最終的に分配される割合を質量比として示したもの。 

（3）各媒体中の存在量の概要 

本物質の環境中等の濃度について情報の整理を行った。媒体ごとにデータの信頼性が確認さ

れた調査例のうち、より広範囲の地域で調査が実施されたものを抽出した結果を表 2.2 に示す。 

 
表 2.2 各媒体中の存在状況 

媒 体 
幾何 算術 

最小値 最大値 a)
検出 

検出率 調査地域 測定年度 文 献
平均値 a) 平均値 下限値

             

公共用水域・淡水   µg/L 0.0017 0.0036 <0.0008 0.015 0.0008 5/8 全国 2013 2) 

             

公共用水域・海水   µg/L <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 b) 0.0008 0/4 全国 2013 2) 

             

底質(公共用水域・淡水) µg/g          

           

底質(公共用水域・海水) µg/g          

           

魚類(公共用水域・淡水) µg/g          

           

魚類(公共用水域・海水) µg/g          

             

注：a) 最大値または幾何平均値の欄の太字で示した数字は、曝露の推定に用いた値を示す。 
  b) 統一の検出下限値未満の検出値として0.00055 μg/Lがある。 
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（4）水生生物に対する曝露の推定（水質に係る予測環境中濃度：PEC） 

本物質の水生生物に対する曝露の推定の観点から、水質中濃度を表 2.3 のように整理した。

水質について安全側の評価値として予測環境中濃度（PEC）を設定すると、公共用水域の淡

水域では 0.015 µg/L 程度、海水域では概ね 0.0008 µg/L 未満となった。 

 
表 2.3 公共用水域濃度 

水 域 平    均 最 大 値 

淡 水 
 
 

海 水 

0.0017 µg/L 程度 (2013) 
 

概ね 0.0008 µg/L 未満 
(2013) 

0.015 µg/L 程度 (2013) 
 

概ね 0.0008 µg/L 未満(2013) 

     注：1）環境中濃度での（ ）内の数値は測定年度を示す。  

         2）公共用水域･淡水は､河川河口域を含む。 
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３．生態リスクの初期評価 

水生生物の生態リスクに関する初期評価を行った。 

（1）水生生物に対する毒性値の概要 

本物質の水生生物に対する毒性値に関する知見を収集し、その信頼性及び採用の可能性を確

認したものを生物群（藻類、甲殻類、魚類及びその他生物）ごとに整理すると表 3.1 のとおりと

なった。 
表 3.1 水生生物に対する毒性値の概要 

生物群 
急

性 

慢 

性 
毒性値 
[µg/L] 

生物名 生物分類／和名
エンドポイント

／影響内容 

曝露期間

[日] 

試験の 

信頼性 

採用の

可能性
文献 No.

藻 類  ○ 0.99*1 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 

緑藻類 
NOEC   
GRO (RATE) 

3 B*2 B*2 2)-1  

 ○  1.8*1 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 緑藻類 

EC50   
GRO (RATE) 

3 B*2 B*2 2)-1  

  ○ 5.17 
Desmodesmus 
subspicatus 

緑藻類 
NOEC   
GRO (RATE) 

3 B B 3)-1 

 ○  14.1 
Desmodesmus 
subspicatus 

緑藻類 
EC50   
GRO (RATE) 

3 B B 3)-1 

甲殻類  ○ 2.74*3 Daphnia magna オオミジンコ NOEC  REP 21 B *2 B *2 2)-2 

 ○  15.5 Daphnia magna オオミジンコ EC50  IMM 2 B *2 B *2 1) 

 ○  74 Americamysis bahia アミ科 LC50  MOR 4 B B 4)-1 

 ○  510 Daphnia magna オオミジンコ EC50  IMM 2 A A 3)-2 

魚 類 ○  79.3 Oryzias latipes メダカ LC50  MOR 4 B *2 B *2 1) 

 ○  180 
Oncorhynchus 
mykiss 

ニジマス LC50  MOR 4 B B 3)-3 

その他   ― ― ― ― ― ― ― ― 

毒性値（太字）：PNEC 導出の際に参照した知見として本文で言及したもの 

毒性値（太字下線）： PNEC 導出の根拠として採用されたもの 

試験の信頼性：本初期評価における信頼性ランク 
A：試験は信頼できる、B：試験は条件付きで信頼できる、C：試験の信頼性は低い、D：信頼性の判定不可 
E：信頼性は低くないと考えられるが、原著にあたって確認したものではない 

採用の可能性：PNEC 導出への採用の可能性ランク 
A：毒性値は採用できる、B：毒性値は条件付きで採用できる、C：毒性値は採用できない 

エンドポイント 

EC50 (Median Effective Concentration) : 半数影響濃度、LC50 (Median Lethal Concentration) : 半数致死濃度、 

NOEC (No Observed Effect Concentration) : 無影響濃度 

影響内容 

GRO (Growth) : 生長（植物）、IMM (Immobilization) : 遊泳阻害、MOR (Mortality) : 死亡、 

REP (Reproduction) : 繁殖、再生産 

毒性値の算出方法 

RATE：生長速度より求める方法（速度法） 

 

*1 文献 1) をもとに、試験中の実測濃度を用いて、速度法により再計算した値 
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*2 界面活性作用のある助剤を用いているため、試験の信頼性、採用の可能性ともに「B」とした 

*3 文献 1) をもとに、試験中の実測濃度（時間加重平均値）に基づき算出した値 

 

評価の結果、採用可能とされた知見のうち、生物群ごとに急性毒性値及び慢性毒性値のそれ

ぞれについて最も小さい毒性値を予測無影響濃度 (PNEC) 導出のために採用した。その知見の

概要は以下のとおりである。 

 

1） 藻類 

環境省 1)は、OECD テストガイドライン No.201 (1984) に準拠し、緑藻類 Pseudokirchneriella 

subcapitata（旧名 Selenastrum capricornutum）の生長阻害試験を GLP 試験として実施した。設定

試験濃度は 0（対照区、助剤対照区）、0.00152、0.00274、0.00494、0.00889、0.0160 mg/L（公

比 1.8）であった。試験溶液の調製には、助剤として硬化ひまし油 (HCO-40) 0.160 mg/L が用い

られた。被験物質の実測濃度（試験開始時と終了時の幾何平均値）は 0（対照区、助剤対照区）、

0.563、0.718、0.990、1.31、1.78 µg/L であった 2)-1。速度法による 72 時間半数影響濃度 (EC50) 

は、実測濃度に基づき 1.8 µg/L、速度法による 72 時間無影響濃度 (NOEC) は、実測濃度に基づ

き 0.99 µg/L であった 2)-1。 

 

2） 甲殻類 

環境省 1)は、OECD テストガイドライン No.202 (1984)に準拠して、オオミジンコ Daphnia 

magna の急性遊泳阻害試験を GLP 試験として実施した。試験は半止水式(24 時間後換水)で行わ

れ、設定試験濃度は 0（対照区、助剤対照区）、0.00953、0.0171、0.0309、0.0556、0.100 mg/L

（公比 1.8）であった。試験溶液の調製には、試験用水として脱塩素水道水（硬度 61.0 mg/L、

CaCO3換算）が、助剤として硬化ひまし油 (HCO-40) 1.00 mg/L が用いられた。被験物質の実測

濃度は、試験開始時及び換水前に、それぞれ設定濃度の 82～90%及び 23～49%であった。48 時

間半数影響濃度 (EC50) は、実測濃度（時間加重平均値）に基づき 15.5 µg/L であった。 

また、環境省 1)は、OECD テストガイドライン No.211 (1998) に準拠し、オオミジンコ Daphnia 

magna の繁殖試験を実施した。試験は半止水式（毎日換水）で行われ、設定試験濃度は 0（対照

区、助剤対照区）、0.00313、0.00625、0.0125、0.0250、0.0500 mg/L（公比 2.0）であった。試験

溶液の調製には、試験用水として脱塩素水道水（硬度 61.0 mg/L、CaCO3換算）が、助剤として

硬化ひまし油 (HCO-40) 0.500 mg/L が使用された。被験物質の実測濃度（時間加重平均値）は 0

（対照区、助剤対照区）、1.40、2.74、4.99、10.6 µg/L（全親個体が死亡した最高濃度区は除く）

であった 2)-2。繁殖阻害（累積産仔数）に関する 21 日間無影響濃度 (NOEC) は、実測濃度に基

づき 2.74 µg/L であった 2)-2。 

 

3） 魚類 

環境省 1)は、OECD テストガイドライン No.203 (1992) に準拠し、メダカ Oryzias latipes の急

性毒性試験を GLP 試験として実施した。試験は流水式（24 倍容量換水／日）で行われ、設定試

験濃度は 0（対照区、助剤対照区）、0.0593、0.0889、0.133、0.200、0.300 mg/L（公比 1.5）で

あった。試験溶液の調製には、試験用水として脱塩素水道水（硬度 47.1 mg/L、CaCO3換算）が、

助剤として硬化ひまし油 (HCO-40) が用いられた。被験物質の実測濃度（試験開始時と終了時

の幾何平均値）は 0（対照区、助剤対照区）、0.0472、0.0722、0.112、0.184、0.236 mg/L であっ
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た。96 時間半数致死濃度 (LC50) は、実測濃度に基づき 79.3 µg/L であった。 
 

（2）予測無影響濃度 (PNEC) の設定 

急性毒性及び慢性毒性のそれぞれについて、上記本文で示した毒性値に情報量に応じたアセ

スメント係数を適用し予測無影響濃度 (PNEC) を求めた。 
 

急性毒性値 

藻 類 Pseudokirchneriella subcapitata 72 時間 EC50（生長阻害） 1.8 µg/L 

甲殻類 Daphnia magna 48 時間 EC50（遊泳阻害） 15.5 µg/L 

魚 類 Oryzias latipes 96 時間 LC50 79.3 µg/L 

アセスメント係数：100［3 生物群（藻類、甲殻類及び魚類）について信頼できる知見が得ら

れたため］ 

これらの毒性値のうち、最も小さい値（藻類の 1.8 µg/L）をアセスメント係数 100 で除するこ

とにより、急性毒性値に基づく PNEC 値 0.018 µg/L が得られた。 

 

慢性毒性値 

藻 類 Pseudokirchneriella subcapitata 72 時間 NOEC（生長阻害） 0.99 µg/L 

甲殻類 Daphnia magna 21 日間 NOEC（繁殖阻害） 2.74 µg/L 

アセスメント係数：100［2 生物群（藻類及び甲殻類）の信頼できる知見が得られたため］ 

2 つの毒性値のうち小さい方の値（藻類の 0.99 µg/L）をアセスメント係数 100 で除すること

により、慢性毒性値に基づく PNEC 値 0.0099 µg/L が得られた。 
 

本物質の PNEC としては藻類の慢性毒性値から得られた 0.0099 µg/L を採用する。 

 

（3）生態リスクの初期評価結果 

 

表 3.2 生態リスクの初期評価結果 

水質 平均濃度 最大濃度（PEC） PNEC 
PEC/ 

PNEC 比

公共用水域・淡水 0.0017 µg/L程度 (2013) 0.015 µg/L程度 (2013) 
0.0099 

µg/L 

1.5 

公共用水域・海水 
概ね0.0008 µg/L未満  
(2013) 

概ね0.0008 µg/L未満  
(2013) <0.08 

注：1) 水質中濃度の（ ）内の数値は測定年度を示す  

   2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む 

 

 

詳細な評価を行う 
候補と考えられる。 

現時点では作業は必要 
ないと考えられる。 

情報収集に努める必要
があると考えられる。

PEC/PNEC＝0.1 PEC/PNEC＝1［ 判定基準 ］ 
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本物質の公共用水域における濃度は、平均濃度でみると淡水域では 0.0017 µg/L 程度、海水

域では概ね 0.0008 µg/L 未満であった。安全側の評価値として設定された予測環境中濃度 

(PEC) は淡水域で 0.015 µg/L 程度、海水域では概ね 0.0008 µg/L 未満であった。 

予測環境中濃度 (PEC) と予測無影響濃度 (PNEC) の比は淡水域では 1.5、海水域では 0.08

未満となるため、詳細な評価を行う候補であると考えられる。 
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１．物質に関する基本的事項 

（1）分子式・分子量・構造式 

物質名： N,N-ジメチルドデシルアミン 

（別の呼称：N,N-ジメチルドデカン-1-イルアミン） 

CAS 番号： 112-18-5 
化審法官報公示整理番号：2-176（N,N,N-トリ-アルキル（又はアルケニル，アルキル又

はアルケニルのうち少なくとも１個はC8～24で他はH又は

C1～5）アミン） 
化管法政令番号：1-223 
RTECS 番号： JR6600000 

分子式 ：C14H31N 

分子量： 213.40 
換算係数：1 ppm = 8.73 mg/m3 (気体、25℃) 
構造式：  

 
 

 

（2）物理化学的性状 

本物質は液体1)である。 

融点 -17℃2) 

沸点 260℃3) 

密度 0.77 g/cm3 (60℃) 2) 

蒸気圧 
0.016 mmHg (=2.1 Pa)( 25℃、MPBPVPWIN4)によ

り計算)  

分配係数（1-ｵｸﾀﾉｰﾙ/水）(log Kow) 5.5 (計算値) 2) 

解離定数（pKa）  

水溶性（水溶解度） 8.6 mg/L (25℃、WSKOWWIN5)により計算)  

（3）環境運命に関する基礎的事項 

本物質の分解性及び濃縮性は次のとおりである。 

生物分解性  

好気的分解（分解性が良好と判断される物質6)） 

分解率： BOD (NH3)74% (平均値)、GC 100% (平均値)  

   （試験期間：4 週間、被験物質濃度：30 mg/L、活性汚泥濃度：100 mg/L）7) 

 

化学分解性 

OH ラジカルとの反応性 （大気中） 

反応速度定数： 93×10-12 cm3/(分子･sec) （AOPWIN 8) により計算） 

［6］ N,N-ジメチルドデシルアミン           
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半減期： 0.69～6.9 時間（OH ラジカル濃度を 3×106～3×105 分子/cm3  9)と仮定し

計算） 

加水分解性 

  加水分解性の基を持たない10) 

 

生物濃縮性 

 生物濃縮係数(BCF)：76（BCFBAF11)により計算） 

     

土壌吸着性 

 土壌吸着定数(Koc)：5600（KOCWIN12)により計算） 

 

（4）製造輸入量及び用途 

① 生産量・輸入量等 

化審法に基づき公表された製造・輸入数量の推移を表 1.1 に示す13),14),15),16)。 

 

表 1.1 製造・輸入数量の推移 

平成(年度) 22 23 24 25 

製造・輸入数量(t)  a) 4,000 b) 6,000 b) 5,000 b) 6,000 b) 

注：a) 製造数量は出荷量を意味し、同一事業者内での自家消費分を含んでいない値を示す。 
b) 「N,N,N-トリ-アルキル（又はアルケニル，アルキル又はアルケニルのうち少なくとも１個は 

C8～24 で他は H 又は C1～5）アミン」としての値を示す。 

 

「化学物質の製造・輸入に関する実態調査」による製造（出荷）及び輸入量の推移を表 1.2

に示す17),18),19)。 

 

表 1.2 製造（出荷）及び輸入量 

平成(年度) 13 16 19 

製造（出荷）及び 
輸入量 

－c) 
1,000～10,000 t 

/年未満 
1,000～10,000 t 

/年未満 
注：a) 化学物質を製造した企業及び化学物質を輸入した商社等のうち、1 物質 1 トン以上の製造又は輸入

をした者を対象に調査を行っているが、全ての調査対象者からは回答が得られていない。 

b) 「N,N,N-トリ-アルキル（又はアルケニル，アルキル又はアルケニルのうち少なくとも１個は C8～24
で他は H 又は C1～5）アミン」としての値。 

c)  公表されていない。 

 

 

本物質について、OECD に報告している本物質の生産量は 1,000～10,000t 未満である。ま

た、本物質の化学物質排出把握管理促進法（化管法）における製造・輸入量区分は、100t 以

上である20)。 
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② 用 途 

本物質の主な用途は、カチオン界面活性剤・両性界面活性剤・樹脂処理剤・石油回収剤・消毒

剤・アミンオキサイド・第四級アンモニウム塩原料、浮遊選鉱剤、顔料表面処理剤、顔料フラッシング

剤、肥料固結防止剤、繊維の柔軟仕上剤とされている21)。 

 

（5）環境施策上の位置付け 

本物質は、生態影響の観点から化学物質審査規制法優先評価化学物質（通し番号：165）に

指定されているほか、化学物質排出把握管理促進法第一種指定化学物質（政令番号: 223）に

指定されている。 

本物質は、生態影響の観点から水環境保全に向けた取組のための要調査項目に選定されて

いる。 
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２．曝露評価 

生態リスクの初期評価のため、水生生物の生存・生育を確保する観点から、実測データを

もとに基本的には水生生物の生息が可能な環境を保持すべき公共用水域における化学物質の

曝露を評価することとし、データの信頼性を確認した上で安全側に立った評価の観点から原

則として最大濃度により評価を行っている。 

 

（1）環境中への排出量 

本物質は化管法の第一種指定化学物質である。同法に基づき公表された、平成 25 年度の届出

排出量1)、届出外排出量対象業種・非対象業種・家庭・移動体2)から集計した排出量等を表 2.1

に示す。なお、届出外排出量対象業種・非対象業種・家庭・移動体の推計はなされていなかっ

た。 

 

表 2.1 化管法に基づく排出量及び移動量（PRTR データ）の集計結果（平成 25 年度） 

大気 公共用水域 土壌 埋立 下水道 廃棄物移動 対象業種 非対象業種 家庭 移動体

全排出・移動量 78 0 0 0 0 358 - - - - 78 - 78

Ｎ，Ｎ－ジメチルドデシルアミン

業種等別排出量(割合) 78 0 0 0 0 358 0 0 0 0

78 0 0 0 0 118 届出 届出外

(100%) (33.0%) 100% -

0 0 0 0 0 240

(67.0%)

総排出量の構成比(%)

化学工業

一般機械器具製造業

届出 届出外　　(国による推計) 総排出量　　(kg/年)

排出量　　(kg/年) 移動量　　(kg/年) 排出量　　(kg/年) 届出

排出量

届出外

排出量
合計

 

 

本物質の平成 25 年度における環境中への総排出量は、0.078 t となり、すべて届出排出量で

あった。届出排出量はすべて大気へ排出されるとしている。この他に廃棄物への移動量が約

0.36 t であった。届出排出量の排出源は、化学工業のみであった。 

 

（2）媒体別分配割合の予測 

本物質の環境中の媒体別分配割合は、推定排出量を基に USES3.0 をベースに日本固有のパ

ラメータを組み込んだ Mackay-Type Level III 多媒体モデル3) を用いて予測した。予測の対象

地域は、平成 25 年度に環境中及び大気への排出量が最大であった兵庫県（大気への排出量

0.078 t とした。予測結果を表 2.2 に示す。 

 
表 2.2 媒体別分配割合の予測結果 

媒 体 

分配割合(%) 
上段：排出量が最大の媒体、下段：予測の対象地域 

環境中 公共用水域 

兵庫県 兵庫県 

大 気 75.2 75.2 

水 域 5.6 5.6 

土 壌 16.3 16.3 

底 質 2.8 2.8 

注：数値は環境中で各媒体別に最終的に分配される割合を質量比として示したもの。 
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（3）各媒体中の存在量の概要 

本物質の環境中等の濃度について情報の整理を行った。媒体ごとにデータの信頼性が確認さ

れた調査例のうち、より広範囲の地域で調査が実施されたものを抽出した結果を表 2.3 に示す。 

 
表 2.3 各媒体中の存在状況 

媒 体 
幾何 算術 

最小値 最大値 a)
検出 

検出率 調査地域 測定年度 文 献
平均値 a) 平均値 下限値

             

公共用水域・淡水   µg/L 0.0093 0.14 <0.0062 1.2 0.0062 3/9 全国 2013 4) 

             

公共用水域・海水   µg/L <0.0062 <0.0062 <0.0062 <0.0062 0.0062 0/4 全国 2013 4) 

             

底質(公共用水域・淡水) µg/g          

           

底質(公共用水域・海水) µg/g          

           

魚類(公共用水域・淡水) µg/g          

           

魚類(公共用水域・海水) µg/g          

             

注：a) 最大値または幾何平均値の欄の太字で示した数字は、曝露の推定に用いた値を示す。 

 

（4）水生生物に対する曝露の推定（水質に係る予測環境中濃度：PEC） 

本物質の水生生物に対する曝露の推定の観点から、水質中濃度を表 2.4 のように整理した。

水質について安全側の評価値として予測環境中濃度（PEC）を設定すると、公共用水域の淡

水域では 1.2 µg/L 程度、海水域では概ね 0.0062 µg/L 未満となった。 

 
表 2.4 公共用水域濃度 

水 域 平    均 最 大 値 

淡 水 
 
 

海 水 

0.0093 µg/L 程度 (2013) 
 
 

概ね 0.0062 µg/L 未満 (2013)

1.2 µg/L 程度 (2013) 
 
 

概ね 0.0062 µg/L 未満(2013) 
     注：1) 環境中濃度での（ ）内の数値は測定年度を示す。  

         2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む。 
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３．生態リスクの初期評価 

水生生物の生態リスクに関する初期評価を行った。 

（1）水生生物に対する毒性値の概要 

本物質の水生生物に対する毒性値に関する知見を収集し、その信頼性及び採用の可能性を確

認したものを生物群（藻類、甲殻類、魚類及びその他生物）ごとに整理すると表 3.1 のとおりと

なった。 

 
表 3.1 水生生物に対する毒性値の概要 

生物群 
急

性 

慢 

性 
毒性値 
[µg/L] 

生物名 生物分類／和名
エンドポイント

／影響内容 

曝露期間 

[日] 

試験の 

信頼性 

採用の

可能性
文献 No.

藻 類  ○ 2.6*1 
Desmodesmus 
subspicatus 

緑藻類 
NOEC   
GRO (RATE)

3 A A 3)-1 

  ○ <10*1 
Desmodesmus 
subspicatus 

緑藻類 
NOEC   
GRO (RATE)

3 
(OECD培地) 

C C 3)-2 

 ○  14*1 
Desmodesmus 
subspicatus 緑藻類 

EC50   
GRO (RATE)

3 
(OECD培地) 

C C 3)-2 

  ○ 20*1 
Desmodesmus 
subspicatus 

緑藻類 
NOEC   
GRO (RATE)

3 
(Elbe河川水／ 
Böhme河川水) 

B B 3)-2 

 ○  23.5*1 
Desmodesmus 
subspicatus 

緑藻類 
EC50   
GRO (RATE)

3 A A 3)-1 

 ○  56*1 
Desmodesmus 
subspicatus 緑藻類 

EC50   
GRO (RATE)

3 
(Böhme河川水) 

B B 3)-2 

 ○  92*1 
Desmodesmus 
subspicatus 緑藻類 

EC50   
GRO (RATE)

3 
(Elbe河川水) 

B B 3)-2 

甲殻類  ○ 36*1 Daphnia magna  オオミジンコ NOEC  REP 21 B B 2)-1 

 ○  83*1 Daphnia magna  オオミジンコ EC50   IMM 2 A A 3)-3 

魚 類 ○  570*2 
Oncorhynchus 
mykiss 

ニジマス LC50   MOR 4 B B 3)-4 

 ○  710～1,000 Danio rerio 
ゼブラフィッ

シュ 
LC50   MOR 4 B B 2)-2 

その他   97 
Brachionus 
calyciflorus ツボワムシ EC20   REP 2 B B 1)-17861

毒性値（太字）：PNEC 導出の際に参照した知見として本文で言及したもの 

毒性値（太字下線）： PNEC 導出の根拠として採用されたもの 

試験の信頼性：本初期評価における信頼性ランク 
A：試験は信頼できる、B：試験は条件付きで信頼できる、C：試験の信頼性は低い、D：信頼性の判定不可 
E：信頼性は低くないと考えられるが、原著にあたって確認したものではない 

採用の可能性：PNEC 導出への採用の可能性ランク 
A：毒性値は採用できる、B：毒性値は条件付きで採用できる、C：毒性値は採用できない 

エンドポイント 

EC20 (20% Effective Concentration) : 20%影響濃度、EC50 (Median Effective Concentration) : 半数影響濃度、 

LC50 (Median Lethal Concentration) : 半数致死濃度、NOEC (No Observed Effect Concentration) : 無影響濃度 

 

－479－



6 N,N-ジメチルドデシルアミン 

  

影響内容 

GRO (Growth) : 生長（植物）、IMM (Immobilization) : 遊泳阻害、MOR (Mortality) : 死亡、 

REP (Reproduction) : 繁殖、再生産 

毒性値の算出方法 

RATE：生長速度より求める方法（速度法） 

 

*1 N,N-ジメチルドデシルアミン (アルキル鎖長 C12) が 70%、アルキル鎖長 C12-14 のものが 25%、アルキル鎖長 C16 のもの

が 5%含まれた製品を用いた試験結果 

*2 N,N-ジメチルドデシルアミン (C12 体)が主成分の製品を用いた試験結果 

 

評価の結果、採用可能とされた知見のうち、生物群ごとに急性毒性値及び慢性毒性値のそれ

ぞれについて最も小さい毒性値を予測無影響濃度 (PNEC) 導出のために採用した。その知見の

概要は以下のとおりである。 
 

1） 藻類 

Reinhardt3)-1は、OECDテストガイドラインNo. 201に準拠し、緑藻類Desmodesmus subspicatus

（旧名 Scenedesmus subspicatus）の生長阻害試験を GLP 試験として実施した。試験濃度区は 0

（対照区、助剤対照区）、2.6、5、10、20、40 µg/L が設定された。試験溶液の調製には、助剤

として Tween80 が 1 mg/L の濃度で用いられた。被験物質の実測濃度は、試験開始時には最高濃

度区において設定濃度の 80%であったが、72 時間後には全濃度区において検出限界未満となっ

た。毒性値の算出には設定濃度の 80%値が用いられた。速度法による 72 時間半数影響濃度 

(EC50) は 23.5 µg/L、72 時間無影響濃度 (NOEC) は 2.6 µg/L であった。 

 

2） 甲殻類 

Stuhlfauth3)-3は、OECD テストガイドライン No. 202 及びドイツ工業規格の試験方法 (DIN 38 

412, Part11) 、EU の試験方法 (84/449/EWG) 、ISO の試験方法 (ISO 6431) に準拠し、オオミジ

ンコ Daphnia magna の急性遊泳阻害試験を GLP 試験として実施した。設定試験濃度は 0（対照

区、助剤対照区）、0.10、0.14、0.20、0.28、0.40、0.57、0.80、1.13 mg/L が設定された。試験溶

液の調製には、助剤として Tween 80 が 100 mg/L の濃度で用いられた。被験物質の実測濃度は、

0.10、0.14、0.80、1.13 mg/L 区において、48 時間後にはそれぞれ設定濃度の 66.7、53.6、59.8、

49.6%であった。48 時間半数影響濃度 (EC50) は、実測濃度に基づき 83 µg/L であった。 

また、Clariant GmbH2)-1は、OECD テストガイドライン No. 211 (1998) に準拠し、オオミジン

コ Daphnia magna の繁殖試験を GLP 試験として実施した。試験は半止水式（週 3 回換水）で行

われ、試験用水には河川水が用いられた。被験物質の実測濃度は、曝露から 2 日目には検出限

界以下となった。繁殖阻害に関する 21 日間無影響濃度 (NOEC) は設定濃度に基づき 36 µg/L で

あった。 

 

3） 魚類 

Jenkins3)-4は、ニジマス Oncorhynchus mykiss の急性毒性試験を実施した。試験は止水式（緩や

かな曝気あり）で行われ、設定試験濃度は 0、0.1、0.32、1.0、3.2、10、32、100 mg/L であった。

試験用水には硬度 216～244 mg/L (CaCO3 換算) の水道水が用いられた。96 時間半数致死濃度 

(LC50) は、設定濃度に基づき 570 µg/L であった。 
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（2）予測無影響濃度 (PNEC) の設定 

急性毒性及び慢性毒性のそれぞれについて、上記本文で示した毒性値に情報量に応じたアセ

スメント係数を適用し予測無影響濃度 (PNEC) を求めた。 

 

急性毒性値 

藻 類 Desmodesmus subspicatus 72 時間 EC50（生長阻害） 23.5 µg/L 

甲殻類 Daphnia magna 48 時間 EC50（遊泳阻害） 83 µg/L 

魚 類 Oncorhynchus mykiss 96 時間 LC50 570 µg/L 

アセスメント係数：100［3 生物群（藻類、甲殻類及び魚類）について信頼できる知見が得ら

れたため］ 

これらの毒性値のうち、最も小さい値（藻類の 23.5 µg/L）をアセスメント係数 100 で除する

ことにより、急性毒性値に基づく PNEC 値 0.23 µg/L が得られた。 

 

慢性毒性値 

藻 類 Desmodesmus subspicatus 72 時間 NOEC（生長阻害） 2.6 µg/L 

甲殻類 Daphnia magna 21 日間 NOEC（繁殖阻害） 36 µg/L 

アセスメント係数：100［2 生物群（藻類及び甲殻類）の信頼できる知見が得られたため］ 

2 つの毒性値のうち、小さい方（藻類の 2.6 µg/L）をアセスメント係数 100 で除することによ

り、慢性毒性値に基づく PNEC 値 0.026 µg/L が得られた。 

本物質の PNEC としては藻類の慢性毒性値から得られた 0.026 µg/L を採用する。 

 

（3）生態リスクの初期評価結果 

 

表 3.2 生態リスクの初期評価結果 

水 質 平均濃度 最大濃度 (PEC) PNEC 
PEC/ 

PNEC 比

公共用水域・淡水 0.0093 µg/L程度 (2013) 1.2 µg/L程度 (2013) 
0.026 

µg/L 

46 

公共用水域・海水 
概ね0.0062 µg/L未満 
(2013) 

概ね0.0062 µg/L未満 

(2013) <0.2 

注：1) 水質中濃度の（ ）内の数値は測定年度を示す  

   2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む 

 

 

 

本物質の公共用水域における濃度は、平均濃度でみると淡水域で 0.0093 µg/L 程度、海水域

詳細な評価を行う 
候補と考えられる。 

現時点では作業は必要 
ないと考えられる。 

情報収集に努める必要
があると考えられる。

PEC/PNEC＝0.1 PEC/PNEC＝1［ 判定基準 ］ 
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では概ね 0.0062 µg/L 未満であった。安全側の評価値として設定された予測環境中濃度 (PEC) 

は淡水域で 1.2 µg/L 程度、海水域では概ね 0.0062 µg/L 未満であった。 

予測環境中濃度 (PEC) と予測無影響濃度 (PNEC) の比は淡水域で 46、海水域では 0.2 未

満となるため、詳細な評価を行う候補であると考えられる。 
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本物質は、第 2 次とりまとめにおいて生態リスク初期評価結果が公表されているが、新たに

環境実測データ（水質）及び生態毒性データが得られたため、改めて初期評価を行った。 

 

１．物質に関する基本的事項 

（1）分子式・分子量・構造式 

物質名：2,4,5-トリクロロフェノール 

（別の呼称：2,4,5-TCP） 

CAS 番号：95-95-4 

化審法官報告示整理番号：3-931（トリクロロフェノール（又はナトリウム塩）） 
化管法政令番号： 
RTECS 番号：SN1400000 

分子式：C6H3Cl3O 

分子量：197.45 

構造式： 

（2）物理化学的性状 

本物質は針状晶であり1)、フェノール臭が強い2)。 

融点 68.4℃ 3)、67℃ (昇華) 4)、68℃ 5)、61℃6)、63℃6)、

沸点 
262℃(760 mmHg) 3)、253℃(760 mmHg) 4)、248℃
(746 mmHg) 4)、245～246℃(760 mmHg) 5)、252℃6)

密度 1.5 g/cm3 (75℃) 6) 

蒸気圧 0.02 mmHg(=2.7Pa) (25℃) 5) 

分配係数（1-ｵｸﾀﾉｰﾙ/水）(log Kow) 3.72 5) , 6) 、3.06 6) 

解離定数（pKa） 7.37(25℃)4) 

水溶性（水溶解度） 
1×103 mg /1000g(25℃) 3)、 
< 2×103 mg/1000g(25℃)4)、 
1.2×103 mg /L(25℃) 5)、1.19×103 mg /L(25℃) 6) 

（3）環境運命に関する基礎的事項 

本物質の分解性及び濃縮性は次のとおりである。 

生物分解性  

好気的分解 

分解率： BOD 0%、TOC (-)*%、HPLC (-)*% 

（試験期間：2 週間、被験物質濃度：100 mg/L、活性汚泥濃度：30 mg/L）7) 

（備考：*分解度が負の値になったため（－）と表記した。）7) 

 

 

［7］2,4,5-トリクロロフェノール 
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嫌気的分解 

2,4,5-トリクロロフェノキシ酢酸が本物質を経て 3,4-ジクロロフェノール、4-クロ

ロフェノールへ分解される報告がある8)。 

 

化学分解性 

OH ラジカルとの反応性 （大気中） 

反応速度定数：2.1×10-12 cm3/(分子･sec)（AOPWIN 9)により計算）  

半減期：2.6～26 日 （OH ラジカル濃度を 3×106～3×105分子/cm3 10)と仮定し、一

日を 12 時間として計算） 

加水分解性 

  半減期：  > 8×106年11) 

 

生物濃縮性（濃縮性が無い又は低いと判断される物質12)） 

  生物濃縮係数(BCF)： 

  121～484（試験生物：コイ、試験期間：8 週間、試験濃度：10 μg/L）13) 

  232～825（試験生物：コイ、試験期間：8 週間、試験濃度：1 μg/L）13) 

 

土壌吸着性 

土壌吸着定数(Koc)：1,800（KOCWIN14) により計算）  

 
 

（4）製造輸入量及び用途 

① 生産量・輸入量等 

トリクロロフェノール（又はナトリウム塩）としての化審法に基づき公表された製造・輸

入数量 10)の推移を表 1.1 に示す15),16),17),18)。 

 

表 1.1 製造・輸入数量の推移 

平成(年度) 22 23 24 25 

製造・輸入数量(t)  a) X b) X b) X b) X b) 

注：a) 製造数量は出荷量を意味し、同一事業者内での自家消費分を含んでいない値を示す。 
b) 届出事業者が 2 社以下のため、製造・輸入数量は公表されていない。 

 

② 用 途 

本物質の主な用途は、医薬・農薬・染料・顔料・写真薬・液晶材料中間体とされている19)。 

 

（5）環境施策上の位置付け 

本物質は旧化学物質審査規制法（平成 15 年改正法）において第三種監視化学物質（通し番

号:6）に指定されていた。 
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２．曝露評価 

生態リスクの初期評価のため、水生生物の生存・生育を確保する観点から、実測データを

もとに基本的には水生生物の生息が可能な環境を保持すべき公共用水域における化学物質の

曝露を評価することとし、データの信頼性を確認した上で安全側に立った評価の観点から原

則として最大濃度により評価を行っている。 
 

（1）環境中への排出量 

本物質は化学物質排出把握管理促進法（化管法）第一種指定化学物質ではないため、排出

量及び移動量は得られなかった。 

 

（2）媒体別分配割合の予測 

化管法に基づく排出量が得られなかったため、Mackay-Type Level III Fugacity Model1) によ

り媒体別分配割合の予測を行った。結果を表 2.1 に示す。 

 
表 2.1 Level Ⅲ Fugacity Model による媒体別分配割合（％） 

排出媒体 大気 水域 土壌 大気/水域/土壌 

排出速度（kg/時間） 1,000 1,000 1,000 1,000（各々） 

大 気 0.5 0.1 0.0 0.0 
水 域 0.9 73.3 0.6 1.2 
土 壌 98.5 12.8 99.3 98.5 
底 質 0.2 13.8 0.1 0.2 

注：数値は環境中で各媒体別に最終的に分配される割合を質量比として示したもの。 

 

 (3) 各媒体中の存在量の概要 

本物質の環境中等の濃度について情報の整理を行った。媒体ごとにデータの信頼性が確認

された調査例のうち、より広範囲の地域で調査が実施されたものを抽出した結果を表 2.2 に

示す。 

 
表 2.2 各媒体中の存在状況 

媒 体 
幾何 算術 

最小値 最大値 a)
検出 

検出率 調査地域 測定年度 文 献
平均値 a) 平均値 下限値

             

公共用水域・淡水   µg/L <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 0.007 0/22 全国 2008 2) 

  <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 0.2 0/6 全国 1996 3) 

             

公共用水域・海水   µg/L <0.007 <0.007 <0.007 <0.007 0.007 0/14 全国 2008 2) 

  <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 0.2 0/5 全国 1996 3) 

             

底質(公共用水域・淡水) µg/g <0.0063 <0.0063 <0.0063 <0.0063 0.0063 0/5 全国 1996 3) 

           

底質(公共用水域・海水) µg/g <0.0063 <0.0063 <0.0063 <0.0063 0.0063 0/5 全国 1996 3) 
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媒 体 
幾何 算術 

最小値 最大値 a)
検出 

検出率 調査地域 測定年度 文 献
平均値 a) 平均値 下限値

魚類(公共用水域・淡水) µg/g          

           

魚類(公共用水域・海水) µg/g          

             

注：a) 最大値又は幾何平均値の欄の太字で示した数字は、曝露の推定に用いた値を示す。 

 

(4) 水生生物に対する曝露の推定（水質に係る予測環境中濃度：PEC） 

本物質の水生生物に対する曝露の推定の観点から、水質中濃度を表 2.3 のように整理した。

水質について安全側の評価値として予測環境中濃度（PEC）を設定すると、公共用水域の淡水

域では 0.007 µg/L 未満程度、同海水域では 0.007 µg/L 未満程度となった。 

 

表 2.3 公共用水域濃度 

水 域 平  均 最 大 値 
 

淡 水 
 

海 水 
 

0.007 µg/L 未満程度 (2008) 
 

0.007 µg/L 未満程度 (2008) 

0.007 µg/L 未満程度 (2008) 
 
0.007 µg/L 未満程度 (2008) 

   注：1) （  ）内の数値は測定年度を示す。 
 2)  淡水は河川河口域を含む。 
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３．生態リスクの初期評価 

水生生物の生態リスクに関する初期評価を行った。 

（1）水生生物に対する毒性値の概要 

本物質の水生生物に対する毒性値に関する知見を収集し、生物群（藻類、甲殻類、魚類及び

その他生物）ごとに整理すると、表 3.1 のとおりとなった。 

 
表 3.1 水生生物に対する毒性値の概要 

生物群 
急

性 

慢 

性 
毒性値 
[µg/L] 

生物名 生物分類／和名
エンドポイント

／影響内容 

曝露期間

[日] 

試験の 

信頼性 

採用の

可能性
文献 No.

藻 類  ○ <60 
Skeletonema 
costatum 珪藻類 NOEC  GRO 4 D C 1)-83925

 
 ○ 160 

Scenedesmus 
vacuolatus 緑藻類 NOEC  GRO 1 C C 1)-95108

 
○  220 

Scenedesmus 
vacuolatus 

緑藻類 EC50  GRO 1 C C 1)-95108

  ○ 530 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 

緑藻類 
NOEC   
GRO (RATE)

3 A A 3) 

  ○ <780 Champia parvula ワツナギソウ 

NOEC  REP
（四分胞子嚢

の数） 
11 B B 1)-11452

 
○  890 

Skeletonema 
costatum 

珪藻類 EC50  GRO 4 D C 1)-9607

 
○  950  

Skeletonema 
costatum 

珪藻類 EC50  GRO 3 D C 1)-83925

 
○  1,200 Desmodesmus 

subspicatus 
緑藻類 EC50  GRO 3 B B 

4)- 
2012240

 
○  1,220 

Pseudokirchneriella 
subcapitata 緑藻類 EC50  GRO 3 D C 1)-9607

 
○  1,560 

Pseudokirchneriella 
subcapitata 緑藻類 

EC50   
GRO (RATE)

3 A A 3) 

 
○  1,570 

Pseudokirchneriella 
subcapitata 緑藻類 EC50  GRO 3 D C 1)-83925

甲殻類  ○ 110 Daphnia magna オオミジンコ NOEC  REP 21 A A 2) 

  ○ 380 Ceriodaphnia dubia
ニセネコゼミジ

ンコ 
NOEC  REP 7 B B 1)-56474

 ○  390 Gammarus pulex ヨコエビ属 LC50   MOR 2 B B 1)-153560

 ○  640 Palaemonetes pugio テナガエビ科 LC50   MOR 4 B B 1)-4894

 ○  900 Daphnia magna オオミジンコ EC50   IMM 2 B B 1)-846 
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生物群 
急

性 

慢 

性 
毒性値 
[µg/L] 

生物名 生物分類／和名
エンドポイント

／影響内容 

曝露期間

[日] 

試験の 

信頼性 

採用の

可能性
文献 No.

甲殻類 ○  980 Daphnia magna オオミジンコ EC50   IMM 2 A A 2) 

 ○  1,740 Ceriodaphnia dubia
ニセネコゼミジ

ンコ 
LC50   MOR 2 B B 1)-56474

魚 類  ○ 108 Oncorhynchus 
mykiss 

ニジマス（胚） NOEC  MOR 90 B B 1)-56474

  ○ 160 
Pimephales 
promelas 

ファットヘッド

ミノー（胚） 
NOEC  MOR 32 B B 1)-56474

 ○  260 Oncorhynchus 
mykiss ニジマス LC50   MOR 4 B B 1)-56474

  ○ 297 
Pimephales 
promelas 

ファットヘッド

ミノー（1 日齢）
NOEC  GRO 28 B B 1)-14078

 ○   450 
Lepomis 
macrochirus 

ブルーギル LC50   MOR 4 C C 1)-5590

 ○  902 
Pimephales 
promelas 

ファットヘッド

ミノー 
LC50   MOR 4 B B 1)-5313

 ○  1,270 
Pimephales 
promelas 

ファットヘッド

ミノー 
LC50   MOR 4 B B 1)-56474

 ○   1,500 Oryzias latipes メダカ LC50   MOR 4 A A 2) 

その他   120 Lemna gibba イボウキクサ EC10   GRO 7 B B 1)-17665

 ○  415 Lemna gibba イボウキクサ EC50   GRO 7 B B 1)-17665

 ○  680 
Tetrahymena 
pyriformis 

テトラヒメナ属 EC50   GRO 1 B B 1)-11258

 ○  870 
Lumbriculus 
variegatus 

オヨギミミズ科 LC50   MOR 2 B B 1)-65874

毒性値（太字）：採用可能な知見として本文で言及したもの 

毒性値（太字下線）：PNEC 導出の根拠として採用されたもの 

試験の信頼性：本初期評価における信頼性ランク 
A：試験は信頼できる、B：試験は条件付きで信頼できる、C：試験の信頼性は低い、D：信頼性の判定不可 
E：信頼性は低くないと考えられるが、原著にあたって確認したものではない 

採用の可能性：PNEC 導出への採用の可能性ランク 
A：毒性値は採用できる、B：毒性値は条件付きで採用できる、C：毒性値は採用できない 

エンドポイント 

EC10(10% Effective Concentration) ：10%影響濃度、EC50 (Median Effective Concentration)：半数影響濃度、LC50 (Median 

Lethal Concentration)：半数致死濃度、NOEC (No Observed Effect Concentration)：無影響濃度 

影響内容 

GRO (Growth)：生長（植物）、IMM (Immobilization)：遊泳阻害、MOR (Mortality)：死亡、 

REP (Reproduction)：繁殖、再生産 

毒性値の算出方法 

RATE：生長速度より求める方法（速度法） 

 

評価の結果、採用可能とされた知見のうち、生物群ごとに急性毒性値及び慢性毒性値のそれ

ぞれについて最も小さい毒性値を予測無影響濃度 (PNEC) 導出のために採用した。その知見の

－491－



7 2,4,5-トリクロロフェノール 

概要は以下のとおりである。 
 

1） 藻類 

環境省 2)は OECD テストガイドライン No.201 (1984) に準拠して、緑藻類 Pseudokirchneriella 

subcapitata（旧名 Selenastrum capricornutum）の生長阻害試験を実施した。設定試験濃度は、0

（対照区）、0.22、0.46、1.0、2.2、4.6 mg/L（公比 2.1）であった。被験物質の実測濃度は、0

（対照区）、0.117、0.245、0.529、1.20、2.71 mg/L であり、試験開始時及び終了時において、

それぞれ設定濃度の 100 及び 28～35%であった。速度法による 72 時間半数影響濃度 (EC50) は、

実測濃度（試験開始時及び終了時の幾何平均値）に基づき 1,560 µg/L、速度法による 72 時間無

影響濃度 (NOEC) は、実測濃度に基づき 530 µg/L であった 3)。 

 

2） 甲殻類 

Ashauer ら 1)-153560は、ヨコエビ属 Gammarus pulex の急性毒性試験を実施した。試験は止水式

で実施され、試験容器には、パラフィルムで密閉したビーカーが用いられた。設定試験濃度区

は、対照区、助剤対照区及び 7 濃度区であった。試験溶液の調製には、試験用水として人工池

水 (APW) が、助剤としてアセトンが用いられた。48 時間半数致死濃度 (LC50) は、設定濃度

に基づき 393 µg/L であった。 

また、環境省 2)は OECD テストガイドライン No.211 (1998) に準拠して、オオミジンコ

Daphnia magna の 21 日間繁殖試験を実施した。試験は半止水式 (24 時間毎換水) で行われ、設

定試験濃度は、0（対照区）、0.046、0.10、0.22、0.46、1.0 mg/L（公比約 2.2）であった。試験

用水には、硬度 250 mg/L (CaCO3換算) の Elendt M4 培地が用いられた。被験物質の実測濃度は、

0、8、16日目の換水後において設定濃度の104～120%、1、9、17日目の換水前において設定濃

度の 91～110%であった。繁殖阻害（累積産仔数）に関する 21 日間無影響濃度 (NOEC) は、実

測濃度（時間加重平均値）に基づき 110 µg/L であった。 

 

3） 魚類 

米国 ASTM の試験方法 (1980) に従って、ニジマス Oncorhynchus mykiss（＝Salmo gairdneri）

の急性毒性試験が実施された 1)-56474。試験は流水式で行われた。試験用水には硬度 46mg/L 

(CaCO3 換算) の砂濾過及び UV 殺菌したスペリオル湖水が用いられた。96 時間半数致死濃度 

(LC50) は、実測濃度に基づき 260 µg/L であった。 

また、米国 ASTM の試験方法 (E1241, 1985) に従って、ニジマス Oncorhynchus mykiss（＝

Salmo gairdneri）の胚を用いて初期生活段階毒性試験が実施された 1)-56474。試験は流水式で行わ

れた。試験用水には硬度 45 mg/L (CaCO3換算) の砂濾過及び UV 殺菌したスペリオル湖水が用

いられた。被験物質の実測濃度は、0（対照区）、31、56、108、208、441 µg/L であった。死亡

に関する 90 日間無影響濃度 (NOEC) は 108 µg/L であった。 

 

4） その他の生物 

Sharma ら 1)-17665は、イボウキクサ Lemna gibba の生長阻害試験を実施した。試験は止水式で

行われ、設定試験濃度は 0（対照区）、1.26、2.53、3.79、5.06、6.33、7.58 µM（公比約 1.2～2）

であった。生長阻害（葉状体数）に関する 7 日間半数影響濃度 (EC50) は、設定濃度に基づき
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415 µg/L であった。 

 

（2）予測無影響濃度 (PNEC) の設定 

急性毒性及び慢性毒性のそれぞれについて、上記本文で示した毒性値に情報量に応じたアセ

スメント係数を適用し予測無影響濃度 (PNEC) を求めた。 

 

急性毒性値 

藻 類 Desmodesmus subspicatus 72 時間 EC50（生長阻害） 1,200 µg/L

甲殻類 Gammarus pulex 48 時間 LC50 390 µg/L

魚 類 Oncorhynchus mykiss 96 時間 LC50 260 µg/L

その他 Lemna gibba 7 日間 EC50（生長阻害） 415 µg/L

アセスメント係数：100［3 生物群（藻類、甲殻類、魚類）及びその他の生物について信頼で

きる知見が得られたため］ 

これらの毒性値のうち、その他の生物を除いた最も小さい値（魚類の 260 µg/L）をアセスメ

ント係数 100 で除することにより、急性毒性値に基づく PNEC 値 2.6 µg/L が得られた。 

 

慢性毒性値 

藻 類 Pseudokirchneriella subcapitata 72 時間 NOEC（生長阻害） 530 µg/L

甲殻類 Daphnia magna 21 日間 NOEC（繁殖阻害） 110 µg/L

魚 類 Oncorhynchus mykiss 90 日間 NOEC（死亡） 108 µg/L

アセスメント係数：10［3 生物群（藻類、甲殻類及び魚類）について信頼できる知見が得ら

れたため］ 

これらのこれらの毒性値のうち、最も小さい値（魚類の 108 µg/L）をアセスメント係数 10 で

除することにより、慢性毒性値に基づく PNEC 値 10 µg/L が得られた。 

 

本物質の PNEC としては、魚類の急性毒性値から得られた 2.6 µg/L を採用する。 
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（3）生態リスクの初期評価結果 

 

表 3.2 生態リスクの初期評価結果 

水 質 平均濃度 最大濃度 (PEC) PNEC 
PEC/ 

PNEC 比

公共用水域・淡水 0.007 g/L 未満程度 (2008) 0.007 g/L 未満程度 (2008) 
2.6 

µg/L 

<0.003 

公共用水域・海水 0.007 g/L 未満程度 (2008) 0.007 g/L 未満程度 (2008) <0.003 

注：1) 水質中濃度の( )内の数値は測定年度を示す  
   2) 公共用水域･淡水は､河川河口域を含む 

 
 

 

 

本物質の公共用水域における濃度は、平均濃度でみると淡水域、海水域ともに 0.007 g/L 未

満程度であり、検出下限値未満であった。安全側の評価値として設定された予測環境中濃度 

(PEC) も、平均濃度と同様に淡水域、海水域ともに 0.007 g/L 未満程度であり、検出下限値未

満であった。 

予測環境中濃度 (PEC) と予測無影響濃度 (PNEC) の比は、淡水域、海水域ともに0.003未満

となるため、現時点では作業の必要はないと考えられる。 

 

詳細な評価を行う 
候補と考えられる。 

現時点では作業は必要 
ないと考えられる。 

情報収集に努める必要
があると考えられる。

PEC/PNEC＝0.1 PEC/PNEC＝1［ 判定基準 ］ 
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      西川 秋佳 国立医薬品食品衛生研究所安全性生物試験研究センター長 

 専門委員 青木 康展 国立環境研究所環境リスク研究センターフェロー 

      内山 巌雄 京都大学名誉教授 

      香山不二雄 自治医科大学医学部環境予防医学講座教授 

      篠原 亮太 熊本県環境センター館長 

      柴田 康行 国立環境研究所環境計測研究センターフェロー 

      関澤  純 食品保健科学情報交流協議会理事長 

      遠山 千春 筑波大学医学医療系客員教授 

 

 

2.環境リスク評価関連の調査委員会 

 

(1)企画委員会 

 座長   内山 巌雄 京都大学名誉教授 

      青木 康展 国立環境研究所環境リスク研究センターフェロー 

      楠井 隆史 富山県立大学工学部環境工学科教授 

      小山 次朗 鹿児島大学水産学部海洋資源環境教育研究センター教授＊ 

      白石 寛明 国立環境研究所環境リスク研究センターフェロー 

      菅谷 芳雄 国立環境研究所環境リスク研究センター環境科学専門員＊＊ 

      鈴木 規之 国立環境研究所環境リスク研究センター長＊ 

      関澤  純 食品保健科学情報交流協議会理事長 

      中杉 修身 上智大学大学院地球環境学研究科元教授            

＊ 平成 27 年度より本委員会委員 

＊＊平成 26 年度まで本委員会委員 

 

 (2)曝露委員会 

  座長  中杉 修身 上智大学大学院地球環境学研究科元教授 

      相澤 貴子 (公財)水道技術研究センター主席研究員 
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      片谷 教孝 桜美林大学リベラルアーツ学群化学専攻教授 

      川田 邦明 新潟薬科大学応用生命科学部教授 

      白石 寛明 国立環境研究所環境リスク研究センターフェロー 

      鈴木 規之 国立環境研究所環境リスク研究センター長 

      月岡  忠 (一社)長野市薬剤師会検査センター 

      堤  智昭 国立医薬品食品衛生研究所食品部第二室長 

服部 幸和 大阪教育大学非常勤講師 

      三島 聡子 神奈川県環境科学センター調査研究部主任研究員 

 

(3)健康リスク評価分科会 

 座長   青木 康展 国立環境研究所環境リスク研究センターフェロー 

      東  賢一 近畿大学医学部環境医学・行動科学教室准教授 

      安達 修一 相模女子大学大学院栄養科学研究科教授 

      小田切陽一 山梨県立大学看護学部教授 

      菅野  純 国立医薬品食品衛生研究所安全性生物試験研究センター毒性部長 

      小池 英子 国立環境研究所環境健康研究センター生体影響研究室長 

      佐藤  洋 岩手大学農学部共同獣医学科教授 

      関澤  純 食品保健科学情報交流協議会理事長 

      中野真規子 慶応義塾大学医学部衛生学公衆衛生学教室講師＊ 

      野見山哲生 信州大学医学部衛生学公衆衛生学講座教授 

      古山 昭子 国立環境研究所環境リスク研究センター健康リスク研究室主任研究員 

      堀口 兵剛 北里大学医学部衛生学教授 

      松本  理 国立環境研究所環境リスク研究センター環境リスク研究推進室主任研究員 

      村田 勝敬 秋田大学大学院医学系研究科環境保健学講座教授 

＊平成 27 年度より本分科会委員 

 

 (4) 生態リスク評価分科会 

  座長  楠井 隆史 富山県立大学工学部環境工学科教授 

      井藤 和人 島根大学生物資源科学部農林生産学科教授 

      大嶋 雄治 九州大学大学院農学研究院資源生物科学部門教授 

隠塚 俊満 水産総合研究センター瀬戸内海区水産研究所 

            環境保全研究センター有害物質グループ研究員＊     

      小山 次朗 鹿児島大学水産学部海洋資源環境教育研究センター教授 

      菅谷 芳雄 国立環境研究所環境リスク研究センター環境科学専門員 

      鑪迫 典久 国立環境研究所環境リスク研究センター環境リスク研究推進室長 

      中杉 修身 上智大学大学院地球環境学研究科元教授  

      森  真朗 淑徳大学非常勤講師 

      山本 裕史 徳島大学大学院ソシオ・アーツ・アンド・サイエンス研究部准教授 

                           ＊平成 27 年度より本分科会委員 
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参考2   用 語 集 等 

 

１．用語説明 

 

(1) 略語 

ACGIH：American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Inc.（米国産業衛生専門家会議） 

米国の産業衛生の専門家の組織で、職業上及び環境上の健康についての管理及び技術的な分

野を扱っている。毎年、化学物質や物理的作用及びバイオモニタリングについて職業上の許容

濃度の勧告値（TLV：Threshold Limit Value）や化学物質の発がん性のランクを公表し、世界的

にも重要視されている。 

ADI：Acceptable Daily Intake（許容 1 日摂取量） 

健康影響の観点から、ヒトが一生涯摂取しても影響が出ないと判断される、1 日当たり、体重

1 kg 当たりの摂取量。コストと便益にもとづいた概念で、農薬や食品添加物の残留基準の設定

に用いられ、ここまでなら許容できる量を示すもの。 

ATSDR：Agency for Toxic Substances and Disease Registry （米国有害物質・疾病登録局） 

米国保健福祉省に属する機関であり、有害物質への曝露や関連する疾病を防ぐために信頼で

きる情報提供を行っている。 

BMD, BMC：Benchmark Dose (BMD) , Concentration (BMC)（ベンチマーク用量、濃度） 

用量－反応関係の曲線から計算されるある割合の有害影響を発現する用量（あるいはその上

側信頼限界値）をベンチマーク量として、無毒性量や最小無毒性量の代わりに用いる方法である。 

CERHR：Center for The Evaluation of Risks to Human Reproduction (ヒト生殖リスク評価センター) 

米国国立環境衛生研究所（NIEHS：National Institute of Environmental Health Science）によって

1998 年に NTP(National Toxicology Program)のもとに設立した機関。ヒトが曝露される可能性の

ある化学物質によって引き起こされる生殖に関する有害な影響を、タイムリーに公平に科学的

に評価することを目的としている。 

CICAD：Concise International Chemical Assessment Document（国際簡潔評価文書） 

国際化学物質安全性計画（IPCS）の出版物のうち、最も新しいシリーズである。既存の化学

物質の健康と生態系への影響について国際機関における評価作業との重複を省きつつ、これら

を基にして国際的に利用可能な簡潔な新たな安全性評価文書を作成するもので、主要な目的は

化学物質の曝露による有害性の解析と、量－影響の定量的な記述にある。 

DFG：Deutsche Forschungsgemeinschaft （ドイツ学術協会） 

ドイツの非政府機関であり、政府からの資金を受けて、人文・自然科学の学問領域における

研究プロジェクトに寄与し、政府への助言を行う。化学物質の職場環境における許容濃度等、発

がん性の分類について情報提供を行っている。 

EC50：Median Effective Concentration（半数影響濃度） 

曝露期間中試験生物の 50％に（有害）影響を及ぼすと予想される濃度。影響内容が、生

長（成長）や遊泳阻害、繁殖など死亡以外の時に用いられる。 
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ECHA : European Chemicals Agency（欧州化学物質庁） 

欧州化学物質庁では、欧州（EU）の化学品の登録・評価・認可および制限に関する規則（REACH : 

Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals）に基づき提出された化学物質の

物理化学的性状や有害性情報をホームページで公開している。 

ECOTOX : ECOTOXicology database 

独立していた 3 つのデータベース AQUIRE (水生生物)、PHYTOTOX (陸生植物)、TERRETOX 

(野生動物)を統合したデータベースで、水生生物、陸生植物、野生動物に対する毒性データが収

録されている。データベースの作成、管理は、米国環境保護庁(U.S. EPA) が行っている。 

EHC：Environmental Health Criteria（WHO 環境保健クライテリア） 

国連環境計画（UNEP）、国際労働機関（ILO）および世界保健機関（WHO）により設立され

た国際化学物質安全性計画（IPCS）の中核事業として作成されているモノグラフで、ヒトの健

康と環境に対して有害な影響を与えないように、化学物質の管理を適切に行うための判断の基

礎となる科学的知見を物質毎にまとめた評価文書のシリーズ。化学物質の評価について、多く

の国際協力事業がある中で、WHO を中心とする IPCS は評価が高く、また、権威のある評価文

書の作成事業として知られている。 

EPI：Exposure/Potency Index（曝露量／発がん強度比率） 

カナダの環境省（Environment Canada）及び厚生省（Health Canada）の優先物質リスト（Priority 

Substance List Assessment Report）で使用されている化学物質の発がん性のリスクを表す指数。動

物の慢性曝露実験において過剰な腫瘍発生率が 5 %となる用量（TD05）あるいは濃度（TC05）を

用いて曝露量との比を計算する。なお、TD05は TD0.05、TC05は TC0.05として表記される場合もあ

る。 

GDWQ：Guideline of Drinking Water Quality（WHO 飲料水水質ガイドライン） 

ヒトの健康を保護することを目的として、飲料水中に含まれる潜在的に有害な成分の濃度あ

るいは飲料水の性状について定めた WHO のガイドライン。健康に影響を及ぼすことが知られて

いる飲料水中の汚染物質について、各国で飲料水の安全性を保証する水質基準を策定するため

の基礎として使用されることを意図している。 

HEAST：EPA's Health Effects Assessment Summary Tables（EPA 健康影響評価要約表） 

米国環境保護庁（U.S. EPA）により、大気清浄法修正条項（1990 年）で指定された大気汚染

物質（一部の物質を除く）のハザード、曝露情報、毒性情報（一般毒性、生殖・発生毒性、発が

ん性）等の要約および出典を提供している。 

IARC：International Agency for Research on Cancer（国際がん研究機関） 

WHO により 1965 年に設立された国際的な機関。ヒトのがんの原因に関する研究及び方向性

の提示並びにがんを科学的に制御するための方策を研究することを目的とし、ヒトに対する化

学物質の発がん性について以下に示す 5 段階で分類評価を行っている。  

1：ヒトに対して発がん性が有る。  

2A：ヒトに対して恐らく発がん性が有る。  

2B：ヒトに対して発がん性が有るかもしれない。  

3：ヒトに対する発がん性については分類できない。  

4：ヒトに対して恐らく発がん性がない。 
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IPCS：International Programme on Chemical Safety（国際化学物質安全性計画） 

WHO、ILO、UNEP の共同事業で、化学物質による健康障害を未然に防ぐために化学物質の

安全性に関する正当な評価を取りまとめ、環境保健クライテリア（EHC）、国際化学物質安全

性カード（ICSC）等を発行している。また、アジェンダ 21 の決定に基づき、化学物質の危険有

害性の分類等について国際的調和をはかっている。 

IRIS：Integrated Risk Information System 

米国環境保護庁（U.S. EPA）により、化学物質のリスク評価やリスク管理に利用することを

目的として作成されている化学物質のデータベースシステム。化学物質によるヒトへの健康影

響に関する情報（慢性毒性評価、発がん性評価）が個々の化学物質ごとに収集されている。 

JECFA：FAO/WHO Joint Expert Committee on Food Additives（FAO/WHO 合同食品添加物専門家

会議） 

FAO と WHO により設置された食品添加物等の安全性評価等を行う国際機関。各国の添加物

規格に関する専門家及び毒性学者からなり、各国によって実施された添加物の安全性試験の結果

を評価し、一日摂取許容量（ADI）を決定しており、会議報告は、WHO テクニカルレポートシ

リーズとして毎年公表されている。 

JMPR：JOINT FAO/WHO Meeting on Pesticides Residues（FAO/WHO 合同残留農薬会議） 

WHO と FAO が共同して 1963 年に設置した機関。農薬の使用による食品への残留について検

討する FAO Panel と農薬の毒性面について検討する WHO Expert Group から構成される。FAO 

Panel では、適切な農薬規範に従って有効な散布量を最小限用いた場合に作物に残留するレベル

として最大残留基準を設定し、WHO Expert Group では、毒性関連データに基づいて農薬の ADI

について審議を行っている。最大残留基準は、残留農薬規格委員会の検討を経て国際食品基準

となり、ADI は各国で安全評価を進める際の参考とされる。 

LC50：Lethal Concentration 50, Median Lethal Concentration（半数致死濃度） 

1 回の曝露（通常 1 時間から 4 時間）で 1 群の実験動物の 50％を死亡させると予想され

る濃度。生態毒性試験においては、曝露期間中試験生物の 50％を死亡させると予想される

濃度のことをいう。 

LCLo：Lethal Concentration Lowest（最小致死濃度） 

特定の曝露時間での吸入によりヒトまたは動物を致死させた曝露濃度の最小値。関連した報

告値の中での最小の致死濃度（Lowest Published Lethal Concentration）の意味に用いられることも

ある。 

LD50：Lethal Dose 50（半数致死量） 

1 回の投与で 1 群の実験動物の 50％を死亡させると予想される投与量。 

LDLo：Lethal Dose Lowest（最小致死量） 

ヒトまたは動物を致死させた吸入曝露以外の経路による投与量の最小値。関連した報告値の

中での最小の致死量（Lowest Published Lethal Dose）の意味に用いられることもある。 

LOEC : Lowest Observed Effect Concentration (最小影響濃度) 

最小作用濃度ともいう。対照区と比較して統計的に有意な（有害）影響を及ぼす最も低 

い濃度のこと。 

LOAEL：Lowest Observed Adverse Effect Level（最小毒性量） 

毒性試験において有害な影響が認められた最低の曝露量。 
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LOEL：Lowest Observed Effect Level（最小影響量） 

最小作用量ともいう。毒性試験において何らかの影響が認められる最低の曝露量。影響の中

には有害、無害両方を含むので、一般には LOAEL に等しいかそれより低い値である。 

MATC：Maximum Acceptable Toxicant Concentration（最大許容濃度） 

最大許容毒性物質濃度ともいう。NOEC と LOEC の間にあると仮定される毒性の閾値を 

指し、両者の幾何平均濃度として算出される。 

MOE：Margin of Exposure 

今の曝露量がヒトの NOAELに対してどれだけ離れているかを示す係数で NOAEL／曝露量に

より算出する。この値が大きいほど安全への余地があるということを示している。なお、動物

実験の結果から求められた NOAEL の場合には、NOAEL／曝露量／10 により算出する。 

NCI：National Cancer Institute（米国国立がん研究所） 

米国保健福祉省（DHHS：Department of Health and Human Services）に所属する機関で、がんの

原因と予防、診断・処置およびがん患者のリハビリテーション等を研究している。 

NIOSH：National Institute for Occupational Safety and Health（国立労働安全衛生研究所） 

職業上の疾病や傷害を防ぐための研究や勧告を行う米国保健福祉省疾病予防管理センターに

所属する機関。約 15 万の化学物質の毒性情報を収載した RTECS データベース（Registry of Toxic 

Effects of Chemical Substances）を編纂していた。 

NOAEL：No Observed Adverse Effect Level（無毒性量） 

無副作用量、最大有害無作用レベル、最大無毒性量と訳すこともある。何段階かの投与用量

群を用いた毒性試験において有害影響が観察されなかった最高の曝露量のことである。この値

に安全係数や不確定係数を乗じて、ADI や TDI を求めることがある。 

NOEC : No Observed Effect Concentration (無影響濃度) 

最大無影響濃度、最大無作用濃度ともいう。対照区と比較して統計的に有意な（有害） 

影響が認められなかった最高濃度であり、LOEC のすぐ下の濃度区である。 

NOEL：No Observed Effect Level（無影響量） 

毒性試験において影響が認められない最高の曝露量。影響の中には有害、無害両方を含むの

で、一般には NOAEL に等しいかそれより低い値である。 

NTP：National Toxicology Program（米国国家毒性プログラム） 

米国保健福祉省（DHHS）により 1978 年に設置された事業。米国の各省庁が実施している化

学物質の毒性研究をまとめ、発がん性物質の分類、試験を行っている。NTP が発行している発

がん性年報のデータは、情報提供のみを目的としたものである。 

PEC：Predicted Environmental Concentration (予測環境中濃度) 

予測される環境中の化学物質濃度を指す。実測データを基に決めているが、データが少ない

場合には生産量や排出量などから推定する。生態リスク評価は、この PEC と PNEC を比較して

行う。 

PMR：Proportional Mortality Ratio（特定死因死亡比） 

一定の集団において、特定原因による観察死亡数の割合を、標準人口における同じ原因によ

る期待死亡数の割合で除して求められる値。 
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PNEC：Predicted No Effect Concentration (予測無影響濃度) 

水生生物への影響が表れないと予測される濃度を指す。環境中の全生物種への影響を捉える

ことは困難なため、試験生物種の毒性濃度から全生物種への影響を推定した値である。 

QSAR : Quantitative Structure-Activity Relationship（定量的構造活性相関） 

化学物質の構造上の特徴又は物理化学定数と生物学的活性（毒性等）の相関関係を構造活性

相関（SAR: Structure-Activity Relationship）といい、定量的なものを定量的構造活性相関（QSAR: 

Quantitative Structure-Activity Relationship）という。両者を併せて（Q）SAR と記載することもあ

る。構造活性相関は、例えば、特定の官能基の有無から物質の有害性の多寡を推測することを

指し、構造を手掛かりに毒性等を定量的に算出する仕組みをいわゆる QSAR モデルと呼ぶ。 

SIDS：Screening Information DataSet（初期評価データセット） 

OECD 加盟国のいずれか 1 ヵ国又は EU 加盟国全体での年間生産量及び輸入量が 1,000 トンを

超える既存化学物質について、安全性評価を行うために必須な最小限のデータセットについて

情報を収集し、この情報が欠如している場合には試験を行った上で、環境生物への影響、ヒト

への健康影響についての初期評価を加盟国が分担してまとめている。 

SIR：Standardized Incident Ratio（標準化罹患比） 

ある特定の状況下にある対象集団の罹患数と、その集団が罹患率の分かっている標準人口と

同じ罹患率を有すると仮定したときに期待される罹患数との比。 

）の総和対象集団の年齢別人口患率（標準人口の年齢別罹

観察された罹患数ある期間に対象集団で


SIR  

SMR：Standardized Mortality Ratio（標準化死亡比） 

対象集団における観察死亡数と、対象集団の年齢別死亡率が標準人口のそれと等しいと仮定

したときに期待される死亡数との比。 

）の総和対象集団の年齢別人口亡率（標準人口の年齢別死

対象集団の観察死亡数


SMR  

TCLo：Toxic Concentration Lowest（最小中毒濃度） 

ヒトまたは動物に中毒症状を引き起こさせた吸入による曝露濃度のうちの最小値。 

TDI：Tolerable Daily Intake（耐容 1 日摂取量） 

健康影響の観点から、ヒトが一生涯摂取しても影響が出ないと判断される、1 日当たり、体重

1 kg 当たりの摂取量。 

TDLo：Toxic Dose Lowest（最小中毒量） 

ヒトまたは実験動物に中毒症状をおこさせた吸入曝露以外の経路による投与量の最小値。 

TLV：Threshold Limit Value（作業環境許容濃度） 

ほとんどすべての作業者が毎日繰り返し曝露しても、有害な健康影響が現れないと考えられ

る化学物質の気中濃度についての ACGIH による勧告値。産業界の経験、ヒトや動物による試

験・研究等の利用可能な情報に基づいている。これら情報の量と質は物質によって異なるため、

TLV の精度には幅があり、また、TLV は安全濃度と危険濃度の間のはっきりした線ではないし、

毒性の相対的な指標でもない。TLV は時間加重平均（TWA）等で示される。 

TWA：Time Weighted Average（時間加重平均） 

通常の 1 日 8 時間、週 40 時間労働の時間加重平均濃度。 
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WHO：World Health Organization（世界保健機関） 

世界の公衆衛生の向上や、伝染病対策、環境問題等を取り扱っている国際機関。「すべての

人々が可能な最高の健康水準に到達すること」を目的に掲げている。 

 

 (2) 用語 

アセスメント係数 

生態リスク評価において、限られた試験データから化学物質の予測無影響濃度（PNEC）を求

めるために用いる係数で、感受性の種間差、急性毒性値と慢性毒性値の違い、実験生物から野外

生物への毒性値の外挿等を考慮して設定されている。 

in vitro、in vivo 

in vitro は、人工的な器具内で行われる生物学的な反応に関して使われる言葉で、「試験管内」

を意味する。多くの場合、生物体機能の一部を試験管内において行わせることを指す。一方、in 

vivo は、生きている細胞あるいは生体内に置かれている状態を指す語で、「生体内」を意味し、

対象とする生体の機能や反応が生体内で発現される状態を示す。たとえば、心臓細胞の収縮が

動物体内で起これば in vivo、試験管内で行われていれば in vitro における機能発現である。 

一日曝露量：daily exposure 

ヒトの 1 日の呼吸量、飲水量及び食事量をそれぞれ 15 m3、2 L 及び 2000 g と仮定し、体重を

50 kg と仮定した場合の一日あたり体重 1 kg あたりの曝露量（µg/kg/day）を示す。 

一般毒性：general toxicity 

急性毒性、亜急性毒性（亜慢性毒性）、慢性毒性をまとめて、一般毒性と言う。これらは、

毒性学の領域において、もっとも基本的なもので、化学物質の危険性を知るための基礎を提供

する。 

一本鎖切断： single-strand breaks 

二本鎖 DNA において、両鎖のうち一つの鎖のみ切れ目が入っているが、両鎖は互いに切り離

されていない状態。 

遺伝子突然変異：gene mutation 

DNA 塩基の置換、欠失、挿入などにより、単一遺伝子または調節遺伝子の塩基配列に生じた

恒久的な変化のこと。 

遺伝子変換：gene conversion 

相同染色体間及び対立遺伝子間の交換を指す。相同な DNA 配列（対立遺伝子あるいは非対立

遺伝子）間の遺伝的情報の非相互的な組換えを行うこと。 

遺伝的組換え：genetic recombination 

２つ以上の形質に関して、遺伝子型が異なる両親の遺伝物質が交配などにより１つの個体に持

ち込まれたとき、いずれの親にも見られなかった新しい遺伝子の組合せを持った子孫が突然変異

によらずに生じること。すなわち、同一染色体上にある遺伝子の組合せが交叉によって組換えら

れる現象をいう。 

遺伝毒性、遺伝子毒性（遺伝子傷害性）：genetic toxicity, genotoxicity 

化学物質や物理的要因の遺伝的過程に対する傷害で、染色体の異数性、付加・欠失・再結合

等の染色体異常及び遺伝子突然変異に起因する。遺伝物質に対する毒性の総称であり、DNA 傷

害性、突然変異誘発性、染色体異常誘発性を包含する。 
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内環境 

ある環境がより小さい領域の環境を取り囲む構造(入れ子構造)を持つ多媒体モデルにおいて

は、内側を内環境、その外側を外環境と呼ぶ。入れ子構造を持つ多媒体モデルとしては、例

えば Brandes LJ et al. (1996)の SimpleBox2.0 がある。 

環境リスク初期評価では、内環境は都道府県を、外環境には日本全国から内環境を差し引い

た環境を設定している。 

hprt 遺伝子座位：hprt locus 

ヒポキサンチン ホスフォリボシル転移酵素をコードする遺伝子座位。X 染色体上にある。hprt

遺伝子の欠損変異は、６－チオグアニン抵抗性を標識として容易に選別できることから、突然変

異頻度の測定手段として用いられている。 

疫学：epidemiology 

ヒトの集団を対象として、ヒトの健康およびその異常の原因を、病因、環境等の各面から包

括的に考察する学問分野で、健常者を含めたヒトの集団全員を対象にして、主に疾病の予防方

法を研究する。 

エームス試験：Ames test 

遺伝毒性試験の一つであり、B. N. Ames が開発したネズミチフス菌を用いて復帰突然変異を

検出する試験系。化学物質の遺伝毒性の検出、がん原性のスクリーニングとして広く用いられる。 

塩基対置換：base (pair) substitution 

DNA 中の特定の塩基対が他の塩基対に置換されること。これにより、DNA 分子としての機能

に変化が生じる。 

感作性：sensitization 

免疫機能を障害し、アレルギーを起こさせる性質のこと。アレルギー誘発性ともいう。 

急性毒性：acute toxicity 

動物あるいはヒトに化学物質等を単回投与あるいは短時間中（1 日以内）に持続注入あるいは

反復投与した場合に投与開始直後から 1～2 週間以内に現れる毒性。急性毒性試験では、症状の

種類、程度、持続時間、死亡の状態等を指標として、中毒量や致死量を算出する。急性毒性の

最も明確な毒性指標としては LD50（半数致死量）がある。 

Klimisch Code 

Klimisch et al. (1997) が開発した試験の信頼性分類に用いるためのスコアで、4 段階（1. 信頼性

有り、2. 信頼性有り(制限付き)、3. 信頼性なし、4. 評価不能）の区分がある。Klimisch Code は、

OECD の高生産量化学物質（HPV）点検プログラムで採用されている。本生態リスク初期評価に

おける「試験の信頼性」は、この Klimisch Code を参考に区分している。 

ケースコントロール研究：case control study 

患者対照研究のことで、研究対象とする疾病をもつ人の群と、その疾病をもたない適切な対

照群とを用いた観察的疫学研究方法。患者と非患者それぞれについて、ある属性がどの程度であ

るかを比較することによって、その属性と当該疾病との関連性を検討する。文字どおりケース（研

究対象としている患者）とコントロール（対照）の群を設定して、過去の関心ある危険因子に関

する記録を調査し、その関連を検討するものである。限られた時間内に研究が行えるので実際的

な研究方法である。代表的な研究例としては肺がんの研究が有名である。しかしながら、ケース
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とコントロールの比較の背後には潜在的に多くのバイアスが存在し、得られた結果の解釈が容易

でない場合が少なくない。 

限度試験：limit test 

環境中ある濃度以上に被験物質が存在することがないか、その濃度以上での影響は無視

しうると考えられる場合、その濃度区のみの試験をすることを限度試験という。毒性値を

求めるのではなく、その濃度における影響の有無を調べる。通常生態毒性試験では、100mg/L

または水溶解限度のより低い方の濃度となる。 

コホート調査：cohort study 

疫学研究方法の一つ。疾病発生に関連していると考えられる仮説因子の有無もしくは曝露の

程度が確認できる集団を一定期間観察し、その間の疾病発生頻度を仮説因子の有無もしくは曝

露の程度別に比較する方法。 

催奇形性：teratogenicity 

化学物質等が次世代に対して、先天異常を引き起こす性質。 

細胞形質転換：cell transformation 

培養細胞が放射線、ウイルス、化学物質などによってその形態や機能をかえ、腫瘍細胞類似

の性質を備えること。 

細胞遺伝学：cytogenetics 

染色体の構造や形態、染色体に存在する遺伝子の行動と形質発現など、細胞学的な特徴から

遺伝現象を明らかにしようとする遺伝学の一分野。遺伝毒性試験の中で in vitro、 in vivo 染色体

異常試験、小核試験、及び優性致死試験などは細胞遺伝学試験とよばれている。 

姉妹染色分体交換：sister chromatid exchange, SCE  

姉妹染色分体の部分的な交換（２本の姉妹染色分体の間で同じ部位が入れ替わること）。こ

れを利用して遺伝毒性を検出する方法がある。SCE は、染色体の構造異常とは異なる現象である。 

宿主経由試験：host-mediated assay 

宿主動物の腹腔内に微生物を注入した後に、被験物質を投与し、回収した微生物の突然変異

頻度を調べることにより、哺乳類の代謝物の変異誘発性を評価する試験。 

小核：micronucleus  

染色体の構造異常または分裂装置の損傷により、細胞分裂後に細胞質中に取り残された染色

体断片、あるいは 1～数本の染色体に由来する小さな核。小核の誘発を検出する試験を小核試験

といい、げっ歯類の骨髄あるいは末梢血の塗抹標本を観察して、小核を有する幼若赤血球の出現

頻度より、被験物質の染色体異常誘発性を調べる。 

数的異常：numerical aberration 

染色体異常の分類の一つで染色体の数の変化を指す。数的異常には異数性（aneuploidy）と倍

数性（polyploidy）があり、前者は染色体の数が 1～数本増加または減少するもので、後者は染

色体基本数（n）が整数倍化する現象をいう。 

スロープファクター：slope factor 

体重 1 kg あたり 1 mg の化学物質を、毎日、生涯にわたって経口摂取した場合の過剰発がんリ

スク推定値。 

がんの過剰発生率＝スロープファクター(mg/kg/day) -1× 経口曝露量(mg/kg/day) 

－507－



 

生殖・発生毒性：reproductive and developmental toxicity 

化学物質等の環境要因が生殖・発生の過程に有害な反応を引き起こす性質。親世代からみれ

ば生殖毒性（reproductive toxicity）、次世代を中心にみると発生毒性（developmental toxicity）で

ある。両者については研究者によってそれぞれ概念がことなるが、一般には生殖毒性は受胎能

の障害、発生毒性は生殖細胞の形成から受精、出生を経て、個体の死に至る発生の何れかの時

期に作用して、発生障害（早期死亡、発育遅滞、形態異常、機能異常）を引き起こす性質と定

義される。 

線形多段階モデル：linearized multistage model 

発がんに至るには多段階のステップが関与することを考慮に入れた数学モデルであり、実際

にヒトが曝露されるような低濃度においては、高次の項目は無視し得ることになるため、用量の

１次式（線形）で表せることになる。このモデルにおいて直線の傾き「 *q 」（一般に 95%信頼

区間上限値）を発がん性の強さの指標とし、スロープファクターと呼ぶ。 
2

210 DqDqqexp{1)D(p   …… 0q,}Dq i
k

k   

)(Dp ：用量 D における生涯の発がん率  D ：用量 

用量が低い場合の線形多段階モデル近似式 

DqDp  *)(  

染色体異常：chromosomal aberration 

染色体の数もしくは形態に変化をきたす損傷をいう。染色体異常は細胞周期の DNA合成期（S

期）で頻度が高い。 

相互転座：reciprocal translocation 

染色体型異常の中の染色体間交換の一つ。2 本の染色体に生じた切断端の相互交換が対称型

に、すなわち動原体を持った部分と持たない部分との間に交換が行われたものであり、２つの転

座染色体が形成される。 

外環境 

“内環境”参照 

体細胞突然変異：somatic mutation 

生殖細胞以外の体細胞に生じる突然変異。細胞のがん化に深く関与している。 

代謝活性化：metabolic activation 

前駆型変異原(promutagen)が薬物代謝酵素により変異原に変換されること。通常、in vitro 遺伝

毒性試験においては、代謝活性系として、ラット肝臓のホモジネートの S9 画分（9000×g、10

分の遠沈上清）と補酵素から成る S9mix を用いる。 

多媒体モデル：multimedia model 

多媒体環境モデル(multimedia environmental model)と呼ばれることがある。大気、水質、土壌、

底質等の複数の媒体間での化学物質の移流､分配、媒体間輸送(湿性沈着等)等を、媒体内では分

解等も考慮する環境運命予測モデルで各媒体中の化学物質濃度予測に用いる。 

仮定する媒体間の物質移動機構、分解の有無等により、Mackay は LevelⅠ～Ⅳのクラス分け

を行っている。媒体間においては、LevelⅠは分配のみ、LevelⅡでは移流も考慮する。LevelⅢ及

びⅣでは分配は仮定せず、移流及び媒体間輸送を考慮する。化学物質の分解(生分解や OH ラジ

カル反応等)は LevelⅠのみ考慮しない。LevelⅠ～Ⅲは定常状態を仮定し、化学物質の排出速度
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が一定で無限時間経過後に達成される濃度が、LevelⅣでは非定常を仮定し、排出速度や濃度の

時間変化を考慮した濃度が予測される。 

断面調査：cross-sectional study 

疫学研究方法の一つ。ある一時点での仮説因子の存在状況と特定の疾病の有病状況の類似性

を調査し、仮説因子と疾病との間の関連性を確かめる方法。 

遅発性毒性：delayed toxicity 

化学物質を生体に単回投与後、ある時間の経過後に現れる作用。例えば、化学物質の発がん

作用や遅発性の神経毒性があげられる。 

伴性劣性致死突然変異：sex-linked recessive lethal mutation 

X 染色体に起こる劣性の致死突然変異。 

p53 遺伝子：p53 gene 

がん抑制遺伝子の一つ。遺伝子が傷害されたときに p53 遺伝子が誘導され、DNA の修復酵素、

細胞周期を停止させる p21 遺伝子およびアポトーシス促進因子 Bax を発現させる。 

復帰突然変異：reverse mutation 

変異を起こしている細胞が、もとの表現型に戻るような突然変異。これに対して最初の突然

変異を前進突然変異(forward mutation)とよぶ。 

不定期 DNA 合成：unscheduled DNA synthesis (UDS) 

真核生物の細胞では、細胞周期の S 期（DNA 合成期）にのみ DNA の合成が起きるため、培

養細胞に化学物質を加えたとき、細胞周期の間期に DNA 合成が起こっていると、加えた化学物

質が DNA に損傷を与えたため、損傷の除去修復が進行しているものと考えることができる。 

フレームシフト：frame shift (mutation) 

DNA 分子中に 1 または 3ｎ±1 の塩基対が新たに挿入、もしくは失欠すること。その結果、そ

の部位以降のコドンは新しい組み合わせになり、本来とはアミノ酸組成の異なったペプチドが作

られる。 

分位数：quantile 

データを小さい方から大きい方へ順に並べ、データの個数を等分してサブグループに分割し

たもの。3 分割したものを三分位数（tertile）、4 分割したものを四分位数（quartile）、5 分割し

たものを五分位数（quintile）、100 分割したものを百分位数（percentile）という。例えば、ある

集団を分位法によって三群に分けた場合、データの値が最も小さいサブグループから順に第 1

三分位群、第 2 三分位群、第 3 三分位群とする。なお、例えば三分位の場合、第 1、第 2、第 3

を低、中、高、あるいは最低、中、最高の用語で置き換えて呼ばれることもある。 

慢性毒性：chronic toxicity 

長期間の継続曝露（反復曝露）により引き起こされる毒性。慢性毒性試験は、3 ヶ月以上の長

期間にわたって反復投与して、中毒症状を引き起こす用量とその経過を明らかにし、その化学

物質を使用する場合の安全量を推定することを目的に行われ、血液生化学的検査や肝機能・腎

機能の検査等、確立されている検査のほとんどを行う。なお、3 ヶ月ないし 6 ヶ月以内のものを

亜急性毒性、あるいは亜慢性毒性試験といわれる。 

優性致死試験：Dominant lethal test 

化学物質の遺伝毒性を検出する in vivo 試験の一つ。一般に雄マウスに被験物質を投与し、無

処理雌と交配する。減数分裂後に雄の生殖細胞（精子細胞～精子）に染色体異常が生じると、胚
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の初期死亡及び不着床を引き起こすので、これを指標とする。また、減数分裂前の精原細胞及び

精母細胞に染色体異常が生じると、減数分裂の過程で死滅して精子数の減少をきたし、不妊ある

いは不受精卵が増加する。 

ユニットリスク：unit risk 

大気中 1 µg/m3 の化学物質に、生涯にわたって吸入曝露したときの過剰発がんリスク推定値。

なお、飲料水中 1 µg/L の化学物質を生涯、経口摂取したときの過剰発がんリスク推定値の場合

も指す。 

がんの過剰発生率＝ユニットリスク(µg/m3) -1× 吸入曝露量(µg/m3) 

lacⅠ遺伝子座位：lacⅠlocus 

大腸菌の遺伝子の一つであり、プロモーター、オペレーター領域の上流側に位置する。lac リ

プレッサー単量体（タンパク質）をコードする。変異した lacⅠ遺伝子を遺伝子工学的にマウス

に導入し（トランスジェニックマウス）、変異原性のある化学物質を曝露させると、突然変異の

箇所（lacⅠ遺伝子座位）がもとに戻り突然変異の頻度も把握することができる。 

ras 遺伝子：ras gene 

ras 遺伝子は、受容体チロシンキナーゼから核へのシグナルを中継し、細胞の増殖や分化の促

進に係わるシグナル蛋白（ras 蛋白）をコードする遺伝子である。この遺伝子が変異して過剰活

性型 ras 遺伝子となると、変異型遺伝子の産物が細胞の増殖や分化に対する正常な調節を阻害し

てがん発生を促進する。 
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２．無毒性量（NOAEL）等の性格および利用上の注意 

 

(1) 無毒性量（NOAEL）等とは、NOAEL（NOEL）から、またはLOAEL（LOEL）を10で除して

変換したNOAEL（NOEL）から、時間補正のみを行って求めた数値をいう。 

(2) 無毒性量（NOAEL）等は、ヒトの健康影響等についての十分な知識を基に、活用すること

が望ましい。 

(3) 無毒性量（NOAEL）等を決定するに当たって、ヒトにおける調査及び動物実験等から得ら

れた多様な知見を考慮しているが、これらの情報の質、量は物質によって大きく異なってい

る。従って、無毒性量（NOAEL）等の数値を、有害物質間の相対的な毒性強度の比較に用

いることについては注意を要する。また、有害物質等への感受性は個人毎に異なるので、無

毒性量（NOAEL）等以下の曝露であっても、不快や既存の健康異常の悪化、あるいは新た

な健康異常の発生を防止できない場合もある。  

(4) 無毒性量（NOAEL）等は安全と危険を判断する上でのおおよその目安であり、ヒトに何ら

かの健康異常がみられた場合、無毒性量（NOAEL）等を越えたことのみを理由として、そ

の物質による健康影響と判断してはならない。またその逆に、無毒性量（NOAEL）等を越

えていないことのみを理由として、その物質による健康影響ではないと判断してはならない。 

(5) 無毒性量（NOAEL）等は、有害物質および健康影響に関する知識の増加、情報の蓄積、新

たな物質の使用等に応じて改訂・追加するものとする。 
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3．生物名一覧 

学  名 和名・属名 科・目名等 生物群

Aedes aegypti ネッタイシマカ カ科 その他

Allorchestes compressa ヘッピリモクズ属 モクズヨコエビ科 甲殻類

Americamysis bahia 
（＝Mysidopsis bahia） 

 アミ科 甲殻類

Anabaena sp. アナベナ属 ノストック科（藍藻類） 藻 類 

Anabaena flos-aquae アナベナ属 ノストック科（藍藻類） 藻 類 

Argopecten irradians  イタヤガイ科（二枚貝） その他

Asellus aquaticus  ミズムシ科 甲殻類

Brachionus calyciflorus ツボワムシ ツボワムシ科 その他

Bufo fowleri  ヒキガエル科 その他

Carassius auratus キンギョ コイ科 魚 類 

Catostomus latipinnis  サッカー科 魚 類 

Ceriodaphnia dubia ニセネコゼミジンコ ミジンコ科 甲殻類

Ceriodaphnia pulchella ヒメネコゼミジンコ ミジンコ科 甲殻類

Chaetogammarus marinus  ヨコエビ科 甲殻類

Champia parvula ワツナギソウ ワツナギソウ科 藻 類 

Chironomus decorus ユスリカ属 ユスリカ科 その他

Chironomus riparius ドブユスリカ ユスリカ科 その他

Chironomus thummi ユスリカ属 ユスリカ科 その他

Chlamydomonas reinhardtii クラミドモナス属 
クラミドモナス科 

（緑藻類） 
藻 類 

Chlorella sp. クロレラ属 オーキスチス科（緑藻類） 藻 類 

Chlorella pyrenoidosa クロレラ属 オーキスチス科（緑藻類） 藻 類 

Chlorella vulgaris クロレラ属 オーキスチス科（緑藻類） 藻 類 

Cloeon dipterum フタバカゲロウ コカゲロウ科 その他

Corixa punctata  ミズムシ科 その他

Crangon septemspinosa 
（＝Crago septemspinosus） 

エビジャコ属 エビジャコ科 甲殻類

Culex pipiens アカイエカ カ科 その他

Cyprinus carpio コイ コイ科 魚 類 

Danio rerio 
（＝Brachydanio rerio） 

ゼブラフィッシュ コイ科 魚 類 
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学  名 和名・属名 科・目名等 生物群

Daphnia carinata ミジンコ属 ミジンコ科 甲殻類

Daphnia cucullata カムリハリナガミジンコ ミジンコ科 甲殻類

Daphnia magna オオミジンコ ミジンコ科 甲殻類

Daphnia pulex ミジンコ ミジンコ科 甲殻類

Daphnia pulicaria ミジンコ属 ミジンコ科 甲殻類

Desmodesmus subspicatus 
（旧名 Scenedesmus subspicatus*1） 

デスモデスムス属 セネデスムス科（緑藻類） 藻 類 

Desmodesmus pannonicus 
（旧名 Scenedesmus pannonicus*1） 

デスモデスムス属 セネデスムス科（緑藻類） 藻 類 

Dugesia japonica ナミウズムシ ウズムシ目 その他

Dugesia lugubris ナミウズムシ属 ウズムシ目 その他

Dunaliella viridis ドゥナリエラ属 ドゥナリエラ科（緑藻類） 藻 類 

Erpobdella octoculata ナミイシビル イシビル科（環形動物） その他

Gambusia affinis カダヤシ カダヤシ科 魚 類 

Gammarus pseudolimnaeus ヨコエビ属 ヨコエビ科 甲殻類

Gammarus pulex ヨコエビ属 ヨコエビ科 甲殻類

Gasterosteus aculeatus イトヨ トゲウオ科 魚 類 

Gastrophryne carolinensis  ジムグリガエル科 その他

Gila elegans  コイ科 魚 類 

Hyalella azteca  ヨコエビ亜目 甲殻類

Hydra sp. ヒドラ属 ヒドラ科（腔腸動物） その他

Hydra oligactis ヒドラ属 ヒドラ科（腔腸動物） その他

Ictalurus punctatus アメリカナマズ ナマズ目 魚 類 

Ischnura elegans アオモンイトトンボ属 イトトンボ科 その他

Isochrysis galbana イソクリシス属 コッコリサス藻類 藻 類 

Jordanella floridae  キプリノドン科 魚 類 

Landoltia punctata ヒメウキクサ ウキクサ亜科 その他

Lemna gibba イボウキクサ ウキクサ亜科 その他

Lemna minor コウキクサ ウキクサ亜科 その他

Lepomis macrochirus ブルーギル サンフィッシュ科 魚 類 

Leuciscus idus  コイ科 魚 類 
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学  名 和名・属名 科・目名等 生物群

Lumbriculus variegatus  オヨギミミズ科 その他

Lymnaea stagnalis  モノアラガイ科（巻貝） その他

Melanogrammus aeglefinus マダラ属 タラ科 魚 類 

Menidia beryllina  トウゴロウイワシ科 魚 類 

Microcystis aeruginosa ミクロキスティス属 
クロオコックス科 

（藍藻類） 
藻 類 

Moina macrocopa タマミジンコ ミジンコ科 甲殻類

Monoraphidium convolutum モノラフィディウム属 
セレナストラム科 

（緑藻類） 
藻 類 

Monoraphidium griffithii モノラフィディウム属 
セレナストラム科 

（緑藻類） 
藻 類 

Morone saxatilis  スズキ科 魚 類 

Mugil cephalus ボラ ボラ科 魚 類 

Mya arenaria セイヨウオオノガイ オオノガイ科（二枚貝） その他

Nemoura cinerea オナシカワゲラ属 オナシカワゲラ科 その他

Nitokra spinipes 
（＝Nitocra spinipes） 

ナミミズベソコミジンコ ソコミジンコ目 甲殻類

Nitzschia sp. ニッチア属 ニッチア科（珪藻類） 藻 類 

Nitzschia closterium ニッチア属 ニッチア科（珪藻類） 藻 類 

Notocallista sp.  
マルスダレガイ科 

（二枚貝） 
その他

Oncorhynchus mykiss 
（＝Salmo gairdneri） 

ニジマス サケ科 魚 類 

Oryzias latipes メダカ メダカ科 魚 類 

Oscillatoria agardhii オスキラトリア属 
オスキラトリア科 

（藍藻類） 
藻 類 

Pagrus major マダイ タイ科 魚 類 

Palaemonetes pugio  テナガエビ科 甲殻類

Paralichthys olivaceus ヒラメ ヒラメ科 魚 類 

Pimephales promelas ファットヘッドミノー コイ科 魚 類 

Platichthys flesus ヌマガレイ属 カレイ科 魚 類 

Poecilia reticulata グッピー カダヤシ科 魚 類 

Pseudokirchneriella subcapitata 
（旧名 Selenastrum capricornutum*2） 

プセウドキルクネリエラ

属 
オーキスチス科（緑藻類） 藻 類 

Ptychocheilus lucius  コイ科 魚 類 

Rana pipiens アカガエル属 アカガエル科 その他
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学  名 和名・属名 科・目名等 生物群

Rasbora heteromorpha  コイ科 魚 類 

Scenedesmus sp. セネデスムス属 セネデスムス科（緑藻類） 藻 類 

Scenedesmus acutus acutus セネデスムス属 セネデスムス科（緑藻類） 藻 類 

Scenedesmus obliquus セネデスムス属 セネデスムス科（緑藻類） 藻 類 

Scenedesmus vacuolatus セネデスムス属 セネデスムス科（緑藻類） 藻 類 

Simocephalus vetulus オカメミジンコ ミジンコ科 甲殻類

Skeletonema costatum スケレトネマ属 タラシオシラ科（珪藻類） 藻 類 

Spirodela polyrhiza ウキクサ ウキクサ亜科 その他

Spirostomum ambiguum スピロストマム属 
スピロストマム科 

（原生動物） 
その他

Spirostomum teres スピロストマム属 
スピロストマム科 

（原生動物） 
その他

Spisula solidissima  バカガイ科（二枚貝） その他

Tetrahymena pyriformis テトラヒメナ属 テトラヒメナ科 その他

Xenopus laevis アフリカツメガエル ピパ（コモリガエル）科 その他

Xyrauchen texanus  サッカー科 魚 類 

*1 OECD テストガイドライン No. 201 における記述に準じて、ここでは旧名と表記した 

*2 試験生物として用いられてきた Selenastrum capricornutum は、Pseudokirchneriella subcapitata であったことが確

認されており、ここでは便宜上旧名と表記した 
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第２編

化学物質の環境リスク評価関連の調査研究等 



Ⅰ．化学物質の生態影響試験 

 

（Ⅰ）化学物質の生態影響試験の概要 

 

１．概要 

 環境省においては、化学物質の生態影響に関する知見を収集し、生態系に対するリスクの

評価に役立てるとともに、OECDにおける高生産量（High Production Volume: HPV）化学物

質の有害性評価プログラム（HPVプログラム、現在の「化学物質協同評価プログラム」）に

貢献すること、定量的構造活性相関（QSAR）の開発等を目的として、化学物質の生態影響

試験を実施してきた。なお、当該試験については、その成果を国際的に利用可能なものとす

るため、OECDの定めたテストガイドラインに準拠した方法により、環境省の優良試験所基

準（Good Laboratory Practice: GLP）に適合している試験機関において実施された。 
 

２．試験の概要 

 OECDの定めたテストガイドライン又は化審法テストガイドラインに基づき、水生生物

（藻類、甲殻類、魚類及び底生生物）を対象とした生態毒性に関する試験を実施してきた。 

 (1) 藻類 

① 試験対象生物 

 水系食物連鎖における生産者として、単細胞緑藻類の一種であるPseudokirchneriella 

subcapitata（旧名 Selenastrum capricornutum）を使用している。 

  ② 試験項目 

・藻類生長阻害試験（OECDテストガイドライン201又は化審法テストガイドライン 

に準拠） 

 化学物質に72時間曝露した際の藻類の生長、増殖に及ぼす影響を、50%生長阻害濃

度（EC50）及びその無影響濃度（NOEC）として把握している。 

 (2) 甲殻類 

  ① 試験対象生物 

 水系食物連鎖における一次消費者として、オオミジンコ（Daphnia magna）を使用し

ている。  

  ② 試験項目 

・ミジンコ急性遊泳阻害試験（OECDテストガイドライン202又は化審法テストガイ 

ドラインに準拠） 

 化学物質に48時間曝露した際のミジンコの遊泳に及ぼす影響を、半数遊泳阻害濃度

（EC50）として把握している。ミジンコ繁殖阻害試験の予備試験の役割も担っている。 

   ・ミジンコ繁殖試験（OECDテストガイドライン211に準拠） 

 化学物質に21日間曝露した際のミジンコの繁殖に及ぼす影響を、繁殖の50%阻害濃

度（EC50）及びその無影響濃度（NOEC）として把握している。慢性毒性に関する試
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験として位置付けられている。 

 (3) 魚類 

  ① 試験対象生物 

 水系食物連鎖における高次消費者として、ヒメダカ（Oryzias latipes）を使用してい

る。 

  ② 試験項目 

・魚類急性毒性試験（OECDテストガイドライン203又は化審法テストガイドライン 

に準拠） 

 化学物質に96時間曝露した際の魚類に及ぼす影響を、半数致死濃度（LC50）として

把握している。 

   ・魚類初期生活段階毒性試験（OECDテストガイドライン210に準拠） 

 化学物質に卵の段階からふ化後約30日まで曝露した際に試験魚の成長や行動に及

ぼす影響を、その最小影響濃度（LOEC）及び無影響濃度（NOEC）として把握して

いる。慢性毒性に関する試験として位置づけ、平成12年度より実施している。 

 (4) 底生生物 

  ① 試験対象生物 

 底質添加によるユスリカ毒性試験として、セスジユスリカ（Chironomus yoshimatsui）

を使用している。 

  ② 試験項目 

   ・底質添加によるユスリカ毒性試験（OECDテストガイドライン218に準拠） 

 底質に被験物質を添加することにより、ユスリカをふ化後一齢幼虫から羽化まで（2

0～28日間）被験物質に曝露した際に成長に及ぼす影響を、羽化率等を測定すること

により把握している。慢性毒性に関する試験として位置づけ、平成16年度より実施し

ている。 

 (5) 試験の実施体制 

 本試験は、３に述べる優良試験所基準に適合した試験機関において実施された。 
 

３．優良試験所基準（GLP） 

 平成15年度までは、化審法GLP（分解性・蓄積性・人毒性に関するもの）を参考として、

生態影響試験に適用するためのGLPとして「生態影響試験実施に関する基準」（生態影響試

験GLP）を定め、これを満たす試験機関において生態影響試験を実施してきた。GLPの適合

状況については環境省の生態影響GLP評価検討会により確認が行われた。 

 平成16年度からは、化審法に基づき、化審法GLPの適用範囲を動植物毒性試験を含むよう

拡大し、化審法GLP（動植物毒性試験）の適合確認を受けた試験機関において、生態影響試

験を行っている。 
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４．試験の実績 

 (1) 試験実施状況 

 生産量、環境残留性等の情報に基づき、水生生物に対する曝露の可能性が高く、生態リ

スクが懸念される化学物質を選定して試験を実施してきた。 

 (2) 成果の活用状況 

① 化学物質の生態毒性に関するわが国唯一の体系的な試験として知見を蓄積するとと

もに、その結果を公開している。 

② 信頼できる試験データとして、化審法の下でのリスク評価、定量的構造活性相関

（QSAR）の開発、環境リスク初期評価、水生生物保全に係る水質目標の検討等に活用し

ている。 

③ OECDの化学物質協同評価プログラムにおいて、わが国が担当する物質の生態影響評

価の際にこの成果を活用するとともに、外国政府や産業界に対しても成果を広く提供して

いる。 

 

５．難水溶性物質の生態影響試験データの扱いについて 

(1)背景 

 OECDでは、試験困難物質の水生生物に対する生態影響試験法に関するガイダンス文書23

（2000）において、難水溶性物質の扱い等についてまとめており、分散剤の使用を控えるべ

きと主張している。 

 環境省が平成12年度までに292物質について生態影響試験を実施しているが、そのうち約

半数の物質で、従来のOECDテストガイドラインに従い、分散剤を使用した試験も行われて

きた。 

 

(2)環境省における対応について 

 環境省の生態影響試験実施事業では平成13年度よりこの考え方を取り入れており、改正化

審法の下での生態影響試験では、特に界面活性作用のある分散剤を使用しないことが明記さ

れた。 

 化学物質の環境リスク初期評価の第３次とりまとめより、分散剤の使用等により明らかに

水溶解度以上の毒性値が算定されている試験結果については、信頼性が低いものと判断し、

生態リスク初期評価における予測無影響濃度（PNEC）の導出には用いないこととしている。 

 これを受け、環境省（庁）がこれまでに実施した生態影響試験のうち、試験困難物質等で

あって分散剤を多用していることにより現時点では信頼性ある試験データとして評価する

ことが困難である物質を抽出し、今後試験を実施する必要性について検討するため試験デー

タの信頼性確認作業を行っている。 
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(CAS No.順) (単位mg/kg)

EC50 LOEC NOEC

50-32-8 ベンゾ[a]ピレン － >710 ≧710 17

78-42-2 リン酸トリス(2-エチルヘキシル) 550 1100 530 22

79-94-7 テトラブロモビスフェノールA 870 610 360 19

101-14-4 3,3'-ジクロロ-4,4'-ジアミノジフェニルメタン
280 *1
150 *2

320 *1
180 *2

180 *1
84 *2

20

101-77-9 4,4'-メチレンジアニリン
>1000 *1
>440 *2

>1000 *1
>440 *2

1000 *1
440 *2

22

103-23-1 アジピン酸ジ-2-エチルヘキシル >900 >900 900 17

106-47-8 p-クロロアニリン 10 8.5 4.4 18

119-47-1 6,6'-ジ-t-ブチル-2,2'-メチレンジ-p-クレゾール >1000 *1 1000 *1 650 *1 16

120-12-7 アントラセン >990 >990 ≧990 20

122-39-4 ジフェニルアミン 58 － 41 18

128-37-0 2,6-ジ-t-ブチル-4-メチルフェノール 600 370 130 19

140-66-9 4-t-オクチルフェノール 74 80 28 17

206-44-0 フルオランテン 160 500 *3 100 *3 21

1163-19-5 デカブロモジフェニルエーテル >940 － 940 19

1330-78-5 リン酸トリクレジル >950 950 *4 290 *4 26

3380-34-5 5-クロロ-2-(2',4'-ジクロロフェノキシ）フェノール 180 190 120 20

6165-51-1 1,4-ジメチル-2-(1-フェニルエチル)ベンゼン 680 1000 500 19

25154-52-3 ノニルフェノール 63 41 21 17

注1)結果数値は試験機関からの報告値を有効数字２桁で丸めた数値

*1 設定濃度に基づく毒性値

*2 実測濃度に基づく毒性値

*3 羽化率及び変態速度より求めた毒性値

*4 変態速度より求めた毒性値

【用語解説】  ユスリカ：羽化率：EC50  底質添加によるユスリカ毒性試験　羽化率　半数影響濃度

 ユスリカ：羽化率：LOEC  底質添加によるユスリカ毒性試験　羽化率　最小影響濃度

 ユスリカ：羽化率：NOEC  底質添加によるユスリカ毒性試験　羽化率　無影響濃度

 試験実施年度  生態影響試験実施年度 

羽化率

（Ⅱ-2）生態影響試験（底生生物）結果一覧(平成28年3月版）

 CAS　No. 物質名

ユスリカ（底質添加による試験）

試験実施
年度

－553－
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